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1.3 耐震設計 

発電用原子炉施設の耐震設計は，「設置許可基準規則」に適合するように，

「1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計」，「1.3.2 重大事故等対処施設の

耐震設計」，「1.3.3 主要施設の耐震構造」及び「1.3.4 地震検知による

耐震安全性の確保」に従って行う。 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針 

省略 

1.3.1.2 耐震重要度分類  

省略 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

省略 

1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界 

省略 

1.3.1.5 設計における留意事項 

省略 

1.3.1.6 構造計画と配置計画 

省略 

1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

1.3.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

重大事故等対処施設については，設計基準対象施設の耐震設計における動

的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の

構造上の特徴，重大事故等における運転状態，重大事故等時の状態で施設に
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作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，設備分類に応

じて，以下の項目にしたがって耐震設計を行う。 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，本施設と(2)の両方に属する重大事故等対処施設については，基

準地震動ＳＳによる地震力を適用するものとする。 

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響を受けない場所に適切

に保管する。 

なお，東海第二発電所では，「1. 安全設計 1.1 安全設計の方針 

1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に記載のとおり，立地的

要因により洪水及び地滑りについては，設計上考慮する必要はない。 

(5) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設については，基準地震動ＳＳによる地震力が作用し

　　39条－2　　　
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た場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設については，代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

(6) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。なお，水平 2方向及び

鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えられる施設及び設備につ

いては許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

(7) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動ＳＳによる地震力に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

(8) 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防

止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物は，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，それぞれの施設及び設備に要求さ

れる機能が保持できるように設計することとし，「1.3.1 設計基準対象施

設の耐震設計」に示す津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並び

に浸水防止設備が設置された建物・構築物の設計方針に基づき設計する。 

(9) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設が，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事

　　39条－3　　　
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故緩和設備のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設

計する。 

(10) 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が

低減されるように考慮する。 

(11) 緊急時対策所建屋の耐震設計の基本方針については，「1.3.2.7 緊急

時対策所建屋」に示す。 

1.3.2.2 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，施設の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生し

た場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プール

の冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能

（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）

を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故

対処設備が有する機能を代替するもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重

　　39条－4　　　
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大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備

であって常設のもの 

(3) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型のもの 

 重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行う主要設備の設備分類につい

て，第 1.3－2 表に示す。 

1.3.2.3 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，「1.3.1.3 

地震力の算定方法」に示す設計基準対象施設の静的地震力，動的地震力及び

設計用減衰定数について，以下のとおり適用する。 

(1) 静的地震力 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設について，「1.3.1.3 地震力の算定方法」の「(1) 

静的地震力」に示すＢクラス又はＣクラスの施設に適用する静的地震力を

適用する。 

(2) 動的地震力 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設について，「1.3.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 

動的地震力」に示す入力地震動を用いた地震応答解析による地震力を適用

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のお

それのある施設については，「1.3.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動

的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラスの施設に適用する地震力を

　　39条－5　　　
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適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物については，「1.3.1.3 地震力の算定

方法」の「(2) 動的地震力」に示す屋外重要土木構造物に適用する地震

力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の基本構造と異な

る施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

(3) 設計用減衰定数 

「1.3.1.3 地震力の算定方法」の「(3) 設計用減衰定数」を適用する。 

1.3.2.4 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下に

よる。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

ａ．建物・構築物 

(a) 運転時の状態 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態 ａ．建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用す

る。 

(b) 設計基準事故時の状態 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態 ａ．建物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時の状態」

を適用する。 

　　39条－6　　　



8－1－112 

(c) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事

故時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(d) 設計用自然条件 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態 ａ．建物・構築物」に示す「(c) 設計用自然条件」を適用

する。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態ｂ．機器・配管系」に示す「(a) 通常運転時の状態」を適用

する。 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態ｂ．機器・配管系」に示す「(b) 運転時の異常な過渡変化時

の状態」を適用する。 

(c) 設計基準事故時の状態 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

る状態ｂ．機器・配管系」に示す「(c) 設計基準事故時の状態」を

適用する。 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事

故時の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(e) 設計用自然条件 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮す

　　39条－7　　　
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る状態ｂ．機器・配管系」に示す「(d) 設計用自然条件」を適用す

る。 

(2) 荷重の種類 

ａ．建物・構築物 

(a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件

による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものと

し，地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシン

グ等による荷重が含まれるものとする。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次による。 

ａ．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置
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される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用し

ている荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組

み合わせる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用し

ている荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある

事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等

が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについて

は，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率

論的な考察も考慮した上で設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用し

ている荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動ＳＳ又は弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組合せにつ

いては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時

間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉

格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含

む。）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，
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その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力を組み合わせる。また，その他の施設については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地

震動ＳＳによる地震力とを組み合わせる。 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用

している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震

力又は静的地震力とを組み合わせる。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時

の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事

故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかにつ

いては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，

確率論的な考察も考慮した上で設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震
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動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動ＳＳ又は

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組合せに

ついては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続

時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重と地震力（基準

地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との組合せにつ

いては，以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成

する設備については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，

その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動 

ＳＳによる地震力を組み合わせる。原子炉格納容器バウンダリを構成

する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行う

その他の施設を含む。）については，いったん事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷

重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み合わせる。その他の施設につ

いては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と基準地震動ＳＳによる地震力とを組み合わせる。 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転

時の状態又は運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷

重と動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

ｃ．荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置
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される重大事故等対処施設に作用する地震力のうち動的地震力につ

いては，水平２方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定

するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明して

いる場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないこと

がある。 

(c) 複数の荷重が同時に作用する場合，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば，

必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

(d) 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた

地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次

のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性

が確認されている許容応力等を用いる。 

ａ．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物((e)に記載のものを除

く。) 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｓクラスの建物・構築物の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに

対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事故
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時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力の

組合せに対する許容限界は，「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの建物・構築物の弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を

適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物((f)に記載のものを

除く。) 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物の許容限界を適用する。 

(c) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物

（(e)及び(f)に記載のものを除く。） 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界を適

用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類」を「設備分類」に読

み替える。 

(d) 建物・構築物の保有水平耐力（(e)及び(f)に記載のものを除く。） 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類」を「重大事故等対処

施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要

度分類のクラス」に読み替える。ただし，常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設については，当該クラスをＳクラスとす

る。 
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(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

屋外重要土木構造物の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに対す

る許容限界を適用する。 

(f) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の土木構造物 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

その他の土木構造物の許容限界を適用する。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｓクラスの機器・配管系の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに

対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉心

冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の状態における

長期的荷重との組合せに対する許容限界は，「1.3.1.4 荷重の組合

せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの機器・配管系

の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対

する許容限界を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系の許容限界を適用する。 
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ｃ．基礎地盤の支持性能 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土

木構造物の基礎地盤 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｓクラスの建物・構築物及びＳクラスの機器・配管系，屋外重要土木

構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤の基準地震動ＳＳによる

地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び

土木構造物の基礎地盤 

「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｂ，Ｃクラスの建物・構築物，機器・配管系及びその他の土木構造物

の基礎地盤の許容限界を適用する。 

1.3.2.5 設計における留意事項 

「1.3.1.5 設計における留意事項」を適用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設」に，

「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替える。 

なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響について

は，Ｂクラス及びＣクラスの施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事

故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれに
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も属さない常設の重大事故等対処施設の影響についても評価する。 

また，可搬型重大事故等対処設備については，地震による周辺斜面の崩壊，

溢水，火災等の影響を受けない場所に適切な保管がなされていることを併せ

て確認する。 

1.3.2.6 構造計画と配置計画 

重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低

減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力

に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構

築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造

強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からで

きる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態になるよう配置

する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機

器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも属さな

い常設の重大事故等対処施設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に対して離隔をとり

配置する，若しくは基準地震動ＳＳに対し構造強度を保つようにし，常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

　　39条－16　　　
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1.3.2.7 緊急時対策所建屋 

緊急時対策所建屋については，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

緊急時対策所建屋については，耐震構造とし，基準地震動ＳＳによる地震

力に対して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策所は緊急時対策

所建屋と一体の鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動ＳＳによる地震力に

対して，緊急時対策所建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確

保する。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，

「1.3.1.3 地震力の算定方法」及び「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界」

に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。 

1.3.3 主要施設の耐震構造 

1.3.3.1 原子炉建屋 

原子炉建屋は，地上 6 階，地下 2 階建で，平面が約 67m（南北方向）×約

67m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物である。 

最下階床面からの高さは約 68m で地上高さは約 56m である。 

建物中央部には一次格納容器を囲む円型の一次遮蔽壁があり，その外側に

二次格納施設である原子炉棟の外壁及び原子炉建屋付属棟（以下，「付属棟」

という。）の外壁がある。 

これらは原子炉建屋の主要な耐震壁を構成している。 

これらの耐震壁間を床が一体に連絡し，全体として剛な構造としている。 

　　39条－17　　　
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原子炉建屋の基礎は，平面が約 67m（南北方向）×約 67m（東西方向），

厚さ約 5m のべた基礎で，人工岩盤を介して，砂質泥岩である久米層に岩着

している。 

1.3.3.2 タービン建屋 

タービン建屋は，地上 2 階，地下 1 階建で，平面が約 70m（南北方向）×

約 105m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物であり，

適切に配置された耐震壁で構成された剛な構造としている。 

タービン建屋の基礎は，平面が約 70m（南北方向）×約 105m（東西方向），

厚さ約 1.9m で，杭及びケーソンを介して，砂質泥岩である久米層に岩着し

ている。 

1.3.3.3 廃棄物処理建屋 

廃棄物処理建屋は，地上 4 階，地下 3 階建で，平面は約 41m（南北方向）

×約 69m（東西方向）の鉄筋コンクリート造の建物であり，適切に配置され

た耐震壁で構成された剛な構造としている。 

廃棄物処理建屋の基礎は，平面が約 41m（南北方向）×約 69m（東西方

向），厚さ約 2.5 m のべた基礎で，人工岩盤を介して，砂質泥岩である久米

層に岩着している。 

1.3.3.4 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，地上 1 階建で平面が約 52m（南北方向）×約

24m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）の建物であり，適切に配置された耐震壁で構成された剛な構造とし

ている。 

　　39条－18　　　
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使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎は，平面が約 60m（南北方向）×約 33m

（東西方向），厚さ約 2.5m（一部約 2.0m）で，鋼管杭を介して，砂質泥岩

である久米層に岩着している。 

1.3.3.5 防潮堤及び防潮扉 

防潮堤は，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁，鋼製防護壁及び鉄筋コンクリ

ート防潮壁の 3 種類の構造形式に区分され，敷地を取り囲む形で設置する。 

また，防潮堤のうち，敷地側面南側の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び

敷地前面東側の鉄筋コンクリート防潮壁には，それぞれ 1 箇所ずつ防潮扉を

設置する。 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は，延長約 1.5km，直径約 2m 及び約 2.5m

の複数の鋼管杭を鉄筋コンクリートで巻き立てた天端高さ T.P.＋18m 及び

T.P.＋20m の鉄筋コンクリート梁壁と鋼管鉄筋コンクリートとを一体とした

剛な構造物であり，鋼管杭を介して，砂質泥岩である久米層に岩着している。 

鋼製防護壁は，延長約 80m，天端高さ T.P.＋20m，奥行約 5m～約 16m の鋼

殻構造であり，適切に配置された鋼板を溶接及び高力ボルトで接合した剛な

構造である。鋼製防護壁は，幅約 50m の取水構造物を横断し，取水構造物の

側方に位置する地中連続壁基礎を介して，砂質泥岩である久米層に岩着して

いる。 

鉄筋コンクリート防潮壁は，延長約 160m，天端高さ T.P.＋20m，奥行約

10m～約 23m の鉄筋コンクリート造の剛な構造物であり，地中連続壁基礎を

介して，砂質泥岩である久米層に岩着している。 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び鉄筋コンクリート防潮壁に設置する防

潮扉は上下スライド式の鋼製扉であり，それぞれ杭又は地中連続壁基礎を介

して，砂質泥岩である久米層に岩着している。 

　　39条－19　　　
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1.3.3.6 原子炉格納容器 

原子炉格納容器は，内径約 26m，高さ約 16m，厚さ約 3.2cm～約 3.8cm の鋼

製円筒殻と底部内径約 26m，頂部内径約 12m，高さ約 24m，厚さ約 2.8cm～約

3.8cm の鋼製円錘殻，底部内径約 12m，頂部内径約 9.7m，高さ約 2mの鋼製円

錘殻，その上に載る格納容器ヘッド及び底部コンクリートスラブより構成さ

れ全体の高さは約 48m である｡ 

円筒殻と底部コンクリートスラブとの接続にはアンカーボルトを用いる。 

円筒殻と円錘殻の接続部の高さに，原子炉格納容器を上下に分けるダイヤ

フラム・フロアがあり,下部はサプレッション・チェンバになっている。 

円錘殻頂部付近には上部シアラグ及びスタビライザがあり，原子炉圧力容

器より原子炉格納容器に伝えられる水平力及び原子炉格納容器にかかる水平

力の一部を周囲の一次遮蔽壁に伝える構造となっている。 

1.3.3.7 原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器は内径約 6.4m，高さ約 23m，重量は原子炉圧力容器内部構

造物，原子炉冷却材及び燃料集合体を含めて約 1,600 t である｡ 

この容器は底部の鋼製スカートで支持され，スカートは鉄筋コンクリート

造円筒形の原子炉本体の基礎に固定されたベヤリングプレートにボルトで接

続されている。 

原子炉圧力容器は，その外周の原子炉遮蔽頂部で原子炉圧力容器スタビラ

イザによって水平方向に支持されて，原子炉遮蔽の頂部は原子炉格納容器ス

タビライザによって原子炉格納容器に結合されている。原子炉圧力容器スタ

ビライザは地震力に対し原子炉圧力容器の上部を横方向に支持している。 

したがって，水平力に対して原子炉圧力容器はスカートで下端固定，原子

　　39条－20　　　
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炉圧力容器スタビライザで上部ピン支持となっている｡ 

1.3.3.8 原子炉圧力容器内部構造物 

炉心に作用する水平力は，ステンレス鋼の炉心シュラウドによって支持さ

れている。炉心シュラウドは，円筒形をした構造で原子炉圧力容器の下部に

溶接されている。 

燃料集合体に作用する水平力は，上部格子板及び炉心支持板を通して炉心

シュラウドに伝えられ，燃料集合体はジルカロイ製の細長いチャンネル・ボ

ックスに納められている。燃料棒は，過度の変形を生ずることがないように，

燃料集合体頂部と底部のタイプレートで押さえ，中間部もスぺーサによって

押さえられている｡ 

スタンドパイプと気水分離器は溶接によって一体となっている。蒸気乾燥

器は原子炉圧力容器につけたブラケットによって支持されている。ジェット

ポンプは炉心シュラウドの外周に配置されている。ライザは原子炉圧力容器

を貫通して立上り，上部において原子炉圧力容器に支持され，ジェットポン

プは上部においてライザに結合されている｡ 

ジェットポンプの下部はシュラウドサポートプレートに溶接されている。

この機構によってジェットポンプは熱膨脹を拘束されずに振動を防止できる

構造となっている｡制御棒駆動機構ハウジングは，上部は原子炉圧力容器底

部に溶接されており，地震荷重に対しても十分な強度を持つように設計する。 

1.3.3.9 再循環系 

 再循環ループは 2 ループあって，外径約 610mm のステンレス鋼管で原子炉

圧力容器から下方に伸び，その最下部に再循環系ポンプを設け，再び立ち

上げてヘッダに入り，そこから 5 本の外径約 320mm のステンレス鋼管に分

　　39条－21　　　
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れ，原子炉圧力容器に接続される。この系の支持方法は，熱膨脹による動

きを拘束せず，できる限り剛な系になるように，適切なスプリングハンガ，

スナッバ等を採用する。再循環系ポンプは，ケーシングに取り付けられた

コンスタントハンガ，スナッバ等によって支持される。 

1.3.3.10 その他 

 その他の機器・配管については，運転荷重，地震荷重，熱膨脹による荷

重を考慮して，必要に応じてスナバ，ハンガ，その他の支持装置を使用し

て耐震性に対しても熱的にも安全な設計とする。 

1.3.4 地震検知による耐震安全性の確保 

(1) 地震検出計 

安全保護系の一つとして地震検出計を設け，ある程度以上の地震が起こ

った場合に原子炉を自動的に停止させる。スクラム設定値は弾性設計用地

震動Ｓｄの加速度レベルに余裕を持たせた値とする。安全保護系は，フェ

イル・セーフ設備とするが，地震以外のショックによって原子炉をスクラ

ムさせないよう配慮する。 

地震検出計は，基盤の地震動をできるだけ直接的に検出するため建屋基

礎版の位置，また主要な機器が配置されている代表的な床面に設置する。

なお，設置に当たっては試験及び保守が可能な原子炉建屋の適切な場所に

設置する。 

(2) 地震観測等による耐震性の確認 

発電用原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対しては，地震観測網

を適切に設置し，地震観測等により振動性状の把握を行い，それらの測定

結果に基づく解析等により施設の機能に支障のないことを確認していくも
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のとする。 

地震観測を継続して実施するために，地震観測網の適切な維持管理を行

う。 

1.3.5 参考文献 

(1) 「静的地震力の見直し（建築編）に関する調査報告書（概要）」社団法

人日本電気協会 電気技術基準調査委員会原子力発電耐震設計特別調査委

員会建築部会（平成 6 年 3 月） 
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2.1.2 耐震設計の基本方針【39条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

2.1.2 耐震設計の基本方針 

2.1.2.1 地震による損傷の防止に係る基準適合性 

Ⅰ. 設計分類 

 (1) 常設重大事故防止設備 

(2) 常設重大事故緩和設備 

Ⅱ.  設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ 

れる重大事故等対処施設 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

2.1.2.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

2.1.2.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

(5) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設 
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(6) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力 

(7) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設の土木構造物 

(8) 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防

止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物 

(9) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設への波及的影響防止 

(10) 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画 

(11) 緊急時対策所建屋の耐震設計 

2.1.2.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

(2) 常設重大事故緩和設備 

(3) 可搬型重大事故等対処設備 

2.1.2.2.3 地震力の算定方法 

(1) 静的地震力 

(2) 動的地震力 

(3) 設計用減衰定数 

2.1.2.2.4 荷重の組合せと許容限界 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

(2) 荷重の種類 

(3) 荷重の組合せ 

(4) 許容限界 

2.1.2.2.5 設計における留意事項 

2.1.2.2.6 構造計画と配置計画 

2.1.2.2.7 緊急時対策所建屋 
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2.1.2.3 主要施設の耐震構造 

2.1.2.3.1 原子炉建屋 

2.1.2.3.2 タービン建屋 

2.1.2.3.3 廃棄物処理建屋 

2.1.2.3.4 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

2.1.2.3.5 防潮提及び防潮扉 

2.1.2.3.6 原子炉格納容器 

2.1.2.3.7 原子炉圧力容器 

2.1.2.3.8 原子炉圧力容器内部構造物 

2.1.2.3.9 再循環系 

2.1.2.3.10 緊急用海水ポンプピット 

2.1.2.3.11 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

2.1.2.3.12 常設低圧代替注水系格納槽 

2.1.2.3.13 常設代替高圧電源装置置場 

2.1.2.3.14 常設代替高圧電源装置用カルバート 

2.1.2.3.15 非常用取水設備 

2.1.2.3.16 可搬型重大事故等対処設備保管場所 

2.1.2.3.17 その他 

2.1.2.4 地震検知による耐震安全性の確保 

 (1) 地震検出計 

 (2) 地震観測等による耐震性の確認 
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2.1.2 耐震設計の基本方針 

2.1.2.1 地震による損傷の防止に係る基準適合性 

【設置許可基準規則】 

（地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞ

れ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）第四条第

二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであ

ること。 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずるおそ

れがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第39条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものとする。 

２ 第1項第2号に規定する「第4条第2項の規定により算定する地震力」と

は，本規程別記2第4条第2項から第4項までにおいて、代替する機能を有する
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設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力

と同等のものとする。 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ．設備分類」のとおり分類

し，設備分類に応じて「Ⅱ．設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を

行う。耐震設計において適用する地震動及び当該地震動による地震力等につ

いては，設計基準対象施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ．設計方針」の(1)，(2)及び(3)に示す設計方針が，それぞれ

第１項の第一号，第二号及び第三号の要求事項に対応するものである。 

Ⅰ．設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プ

ールの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失し

た機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能

に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有す

る設備であって常設のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

  常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事

故対処設備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

  常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 
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(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する

設備であって常設のもの。 

Ⅱ．設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度分類のクラ

スに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重

要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重

大事故緩和設備のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的
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影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう

に設計とする。 

別紙１に「動的機能維持の評価」，別紙２に「上位クラス施設の安全機

能への下位クラス施設の波及的影響の検討について」，別紙３に「水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」別紙４に「屋外

重要土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方」を示す。 

第２項について 

   常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によって生

じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。

2.1.2.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

2.1.2.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

  重大事故等対処施設については，設計基準対象施設の耐震設計における動

的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の

構造上の特徴，重大事故等における運転状態，重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，設備分類に応

じて，以下の項目に従って耐震設計を行う。 

 (1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 

   基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
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 (2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

   代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

 (3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。） 

   基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

   なお，本施設と(2)の両方に属する重大事故等対処施設については，基

準地震動ＳＳによる地震力を適用するものとする。 

 (4) 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故防止設備は，地震，津波，溢水及び火災に対して，設計

基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と同時に機能を損なうおそ

れがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故防

止設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する。 

 (5) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設 

   基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置する。 

   また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設については，代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

 (6) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力 
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   重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。なお，水平２方向及び

鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えられる施設，設備について

は許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

 (7) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物 

   常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 

 (8) 重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物 

   重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物は，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，それぞれの施設及び設備に要求さ

れる機能が保持できるように設計することとし，「1.10.1.4.1 設計基準対

象施設の耐震設計」に示す津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の設計方針に基づき設計す

る。 

 (9) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設への波及的影響防止 

   Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等

対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも

属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，重大事故等に
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対処するために必要な機能を損なわないように設計する。 

(10) 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画 

   重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が

低減されるように考慮する。 

(11) 緊急時対策所建屋の耐震設計 

   緊急時対策所建屋の耐震設計の基本方針については，「2.1.2.2.7 緊急

時対策所建屋」に示す。 
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2.1.2.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

  重大事故等対処施設について，当該設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 (1) 常設重大事故防止設備 

   重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生し

た場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プール

の冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能

（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）

を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの。 

  ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

    常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故

対処設備が有する機能を代替するもの。 

  ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

    常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 

 (2) 常設重大事故緩和設備 

   重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重

大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備

であって常設のもの。 

 (3) 可搬型重大事故等対処設備 

   重大事故等対処設備であって可搬型のもの。 

  重大事故等対処施設のうち，耐震評価を行う主要設備の設備分類について，

第 2.1.2.2.2 表に示す。 
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2.1.2.2.3 地震力の算定方法 

  重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，「設計基準

対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 1.10.4.1.3 地震力の

算定方法」に示す設計基準対象施設の静的地震力，動的地震力及び設計用減

衰定数について，以下のとおり適用する。 

 (1) 静的地震力  

   常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設について，「1.10.4.1.3 地震力の算定方法」の

「(1) 静的地震力」に示すＢクラス又はＣクラスの施設に適用する静的地

震力を適用する。 

 (2) 動的地震力 

   常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設について，「1.10.4.1.3  地震力の算定方法」の「(2) 

動的地震力」に示す入力地震動を用いた地震応答解析による地震力を適用

する。 

   常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のお

それのある施設については，「1.10.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動

的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラスの施設に適用する地震力を

適用する。 

   常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物については，「1.10.4.1.3 地震力の算定

方法」の「(2) 動的地震力」に示す屋外重要土木構造物に適用する地震力

を適用する。 

   なお，重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の基本構造と異な
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る施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 (3) 設計用減衰定数 

   「1.10.4.1.3 地震力の算定方法」の「(3) 設計用減衰定数」を適用す

る。 
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2.1.2.2.4 荷重の組合せと許容限界 

  重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下に

よる。 

 (1) 耐震設計上考慮する状態 

   地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

  ａ．建物・構築物 

   (a) 運転時の状態 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ａ．建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用する。 

   (b) 設計基準事故時の状態 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ａ．建物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時の状態」を

適用する。 

   (c) 重大事故等時の状態 

     原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又は重大事故時

の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

   (d) 設計用自然条件 

     「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止

1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮する

状態ａ．建物・構築物」に示す「(c) 設計用自然条件」を適用する。 

     なお，設計時に考慮する自然条件については，「2.3 重大事故等対

処設備の基本設計方針」に示す。 

  ｂ．機器・配管系 

   (a) 通常運転時の状態 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮
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する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(a) 通常運転時の状態」を適用

する。 

   (b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(b) 運転時の異常な過渡変化時

の状態」を適用する。 

   (c) 設計基準事故時の状態 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(c) 設計基準事故時の状態」を

適用する。 

   (d) 重大事故等時の状態 

     原子炉施設が重大事故に至るおそれのある事故，又は重大事故時の

状態で重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

   (e) 設計用自然条件 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(d)設計用自然条件」を適用す

る。 

     なお，設計時に考慮する自然条件については，「2.3 重大事故等対

処設備の基本設計方針」に示す。 

 (2) 荷重の種類 

  ａ．建物・構築物 

   (a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，す

なわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による

荷重 

   (b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 
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   (c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

   (d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

   (e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

    ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状

態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，

地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等に

よる荷重が含まれるものとする。 

  なお，設計時に考慮する自然条件については，「2.3 重大事故等対処

設備の基本設計方針」に示す。 

  ｂ．機器・配管系 

   (a) 通常運転時の状態で作用する荷重 

   (b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重 

   (c) 設計基準事故時の状態で作用する荷重 

   (d) 重大事故等時の状態で作用する荷重 

   (e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

     ただし，地震力についてはスロッシング等による荷重が含まれるも 

のとする。なお，設計時に考慮する自然条件については，「2.3 重大

事故等対処設備の基本設計方針」に示す。 

 (3) 荷重の組合せ 

   地震力と他の荷重との組合せは次による。 

  ａ．建物・構築物 

   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わ

せる。 
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   (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によ

って作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によ

って引き起こされるおそれがある事象であるかについては，設計基準

対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察も考

慮した上で設定する。 

   (c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷

重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力）と組み合わせる。事故発生後，通常運転時の状態を超える

期間が長期にわたるため，適切な地震力との組合せを考慮する観点で，

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる期間（前半期間），

基準地震動ＳＳによる地震力と組み合わせる期間（後半期間）に分け

て組合せを設定する。この組合せについては，事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。 

     以上を踏まえ，格納容器内の圧力，温度条件を用いて評価を行う施

設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象の

うち，前半期間における荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を

組み合わせ，後半期間における荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を
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組み合わせる。また，その他の施設については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続事象による荷重と基準地震動ＳＳによる地震力

を組み合わせる。 

   (d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

  ｂ．機器・配管系 

   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

   (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で

作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象

によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震

によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，設計

基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察

も考慮した上で設定する。 

   (c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で

作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地



2.1.2-16 

震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。事故発生後，通常運転時の

状態を超える期間が長期にわたるため，適切な地震力との組合せを考

慮する観点で，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる期

間（前半期間），基準地震動ＳＳによる地震力と組み合わせる期間（後

半期間）に分けて組合せを設定する。この組合せについては，事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成

立性も考慮した上で設定する。 

     以上を踏まえ，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備につい

ては，いったん事故が発生した場合，長期間継続する事象のうち，前

半期間における荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合せ

る，後半期間における荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み合せ

る。また，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容

器内の圧力，温度条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）に

ついては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象のうち，

前半期間における荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合

わせ，後半期間における荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み合

わせる。また，その他の施設については，いったん事故が発生した場

合，長時間継続事象による荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み

合わせる。 

   (d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の

状態又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と，動的地

震力又は静的地震力を組み合わせる。 

  ｃ．荷重の組合せ上の留意事項 
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   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設に作用する地震力のうち動的地震力について

は，水平２方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ算定するも

のとする。 

   (b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明してい

る場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがあ

る。 

   (c) 複数の荷重が同時に作用する場合，それらの荷重による応力の各ピ

ークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば，必

ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

   (d) 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能

を確認する場合においては，支持される施設の施設区分に応じた地震

力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態で施設に作用する荷

重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

 

 (4) 許容限界 

   各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次

のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性

が確認されている許容応力等を用いる。 

  ａ．建物・構築物 

   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物((e)に記載のものを除

く。) 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの建物・構築物の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せ
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に対する許容限界を適用する。 

     ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事故

時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力の

組合せに対する許容限界は，「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの建物・構築物の弾性設計用地震

動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適

用する。 

   (b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物((f)に記載のものを除

く。) 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＢクラス及びＣクラスの建物・構築物の許容限界を適用する。 

   (c) 施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物

（(e)及び(f)に記載のものを除く。） 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す耐震重要度分類の異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界を

適用する。 

     なお，適用にあたっては，「耐震重要度」を「設備分類」に読み替

える。 

   (d) 建物・構築物の保有水平耐力（(e)及び(f)に記載のものを除く。） 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 

     なお，適用にあたっては，「耐震重要度」を「重大事故等対処施設

が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラス」に読み替える。ただし，常設重大事故緩和設備が設置さ
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れる重大事故等対処施設については，当該クラスをＳクラスとする。 

   (e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物 

     「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止

1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す屋

外重要土木構造物の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに対する

許容限界を適用する。 

   (f) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物 

     「設計基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止

1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すそ

の他の土木構造物の許容限界を適用する。 

  ｂ．機器・配管系 

   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの機器・配管系の基準地震動ＳＳによる地震力との組合せ

に対する許容限界を適用する。      

     ただし，原子炉格納容器バウンダリ，非常用炉心冷却設備等の弾性

設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の状態における長期的荷重との組

合せに対する許容限界は，「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の

「(4)許容限界」に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用

する。 

   (b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置
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される重大事故等対処施設の機器・配管系 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＢクラス及びＣクラスの機器・配管系の許容限界を適用する。 

  ｃ．基礎地盤の支持性能 

   (a) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造

物の基礎地盤 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外重要土木

構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤の基準地震動ＳＳによる

地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

   (b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構

造物の基礎地盤 

     「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＢ，Ｃクラスの建物・構築物，機器・配管系及びその他の土木構造

物の基礎地盤の許容限界を適用する。 

 

2.1.2.2.5 設計における留意事項 

  「1.10.4.1.5 設計における留意事項」を適用する。 

  ただし，適用にあたっては，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設」に，

「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替える。 

  なお，下位クラス施設の波及的影響については，Ｂクラス及びＣクラスの
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施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故

防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも属さない常設の重大事故等

対処施設の影響についても評価する。 

  また，可搬型重大事故等対処設備については，「2.1.1.2.1 重大事故等対

処施設の耐震設計の基本方針」の（4）に示す方針に従い，適切な保管がな

されていることを併せて確認する。 

 

2.1.2.2.6 構造計画と配置計画 

  重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低

減されるように考慮する。 

  建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力

に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構

築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。 

  また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機

器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

  機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造

強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からで

きる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態になるよう配置

する。 

  Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備，並びに常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも

属さない常設の重大事故等対処施設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に対して離隔
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をとり配置するか，若しくは基準地震動ＳＳに対し構造強度を確保すること

により，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

2.1.2.2.7 緊急時対策所建屋 

  緊急時対策所建屋については，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

また，緊急時対策所内の居住性を確保するため，緊急時対策所建屋の換気

設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して，地震時及び地震後において耐震壁のせん断ひずみが概

ね弾性状態にとどまることを基本とする。概ね弾性状態を超える場合は地震

応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算出した空気漏えい量が、設置す

る換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。 

  なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「設計

基準対象施設について 第４条：地震による損傷の防止 1.10.4.1.3 地震力

の算定方法」及び「1.10.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構

築物及び機器・配管系のものを適用する。 
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2.1.2.3 主要施設の耐震構造 

2.1.2.3.1 原子炉建屋 

 原子炉建屋は，地上 6 階，地下 2 階建で，平面が約 67m（南北方向）×

約 67m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物である。  

 最下階床面からの高さは約 68m で地上高さは約 56m である。  

  建物中央部には一次格納容器を囲む円型の一次遮蔽壁があり，その外側

に二次格納施設である原子炉棟の外壁及び原子炉建屋付属棟（以下，「付

属棟」という。）の外壁がある。  

  これらは原子炉建屋の主要な耐震壁を構成している。  

  これらの耐震壁間を床が一体に連絡し，全体として剛な構造としている。  

  原子炉建屋の基礎は，平面が約 67m（南北方向）×約 67m（東西方向），

厚さ約 5m のべた基礎で，人工岩盤を介して，砂質泥岩である久米層に岩

着している。 

2.1.2.3.2 タービン建屋 

 タービン建屋は，地上 2 階，地下 1 階建で，平面が約 70m（南北方向）

×約 105m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物であり，

適切に配置された耐震壁で構成された剛な構造としている。  

 タービン建屋の基礎は，平面が約 70m（南北方向）×約 105m（東西方

向），厚さ約 1.9m で，杭及びケーソンを介して，砂質泥岩である久米層に

岩着している。 

2.1.2.3.3 廃棄物処理建屋 

 廃棄物処理建屋は，地上4階，地下3階建で，平面は約41m（南北方向）

×約 69m（東西方向）の鉄筋コンクリート造の建物であり，適切に配置さ

れた耐震壁で構成された剛な構造としている。 

 廃棄物処理建屋の基礎は，平面が約 41 m（南北方向）×約 69 m（東西
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方向），厚さ約 2.5 m のべた基礎で，人工岩盤を介して，砂質泥岩である

久米層に岩着している。 

2.1.2.3.4 使用済燃料乾式貯蔵建屋  

  使用済燃料乾式貯蔵建屋は，地上 1 階建で平面が約 52m（南北方向）×

約 24m（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造

及び鉄骨造）の建物であり，適切に配置された耐震壁で構成された剛な構

造としている。  

  使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎は，平面が約 60m（南北方向）×約 33m

（東西方向），厚さ約 2.5m（一部約 2.0m）で，鋼管杭を介して，砂質泥岩

である久米層に岩着している。 

2.1.2.3.5 防潮提及び防潮扉 

 防潮堤は，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁，鋼製防護壁及び鉄筋コンク

リート防潮壁の 3 種類の構造形式に区分され，敷地を取り囲む形で設置す

る。 

 また，防潮堤のうち，敷地側面南側の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及

び敷地前面東側の鉄筋コンクリート防潮壁には，それぞれ 1 箇所ずつ防潮

扉を設置する。  

 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は，延長約1.5km，直径約2m及び約 2.5m

の複数の鋼管杭を鉄筋コンクリートで巻き立てた天端高さ T.P.＋18m 及び

T.P.＋20m の鉄筋コンクリート梁壁と鋼管鉄筋コンクリートとを一体とし

た剛な構造物であり，鋼管杭を介して，砂質泥岩である久米層に岩着して

いる。  

 鋼製防護壁は，延長約 80m，天端高さ T.P.＋20m，奥行約 5m～約 16m の

鋼殻構造であり，適切に配置された鋼板を溶接及び高力ボルトで接合した

剛な構造である。鋼製防護壁は，幅約 50m の取水構造物を横断し，取水構
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造物の側方に位置する地中連続壁基礎を介して，砂質泥岩である久米層に

岩着している。  

 鉄筋コンクリート防潮壁は，延長約 160m，天端高さ T.P.＋20m，奥行約

10m～約 23m の鉄筋コンクリート造の剛な構造物であり，地中連続壁基礎

を介して，砂質泥岩である久米層に岩着している。  

 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び鉄筋コンクリート防潮壁に設置する

防潮扉は上下スライド式の鋼製扉であり，それぞれ杭又は地中連続壁基礎

を介して，砂質泥岩である久米層に岩着している。 

2.1.2.3.6 原子炉格納容器 

 原子炉格納容器は，内径約 26m，高さ約 16m，厚さ約 3.2cm～約 3.8cm の

鋼製円筒殻と底部内径約 26m，頂部内径約 12m，高さ約 24m，厚さ約 2.8cm

～約 3.8cm の鋼製円錘殻，底部内径約 12m，頂部内径約 9.7m，高さ約 2mの

鋼製円錘殻，その上に載る格納容器ヘッド及び底部コンクリートスラブよ

り構成され全体の高さは約 48m である｡  

 円筒殻と底部コンクリートスラブとの接続にはアンカーボルトを用いる。  

 円筒殻と円錘殻の接続部の高さに，原子炉格納容器を上下に分けるダイ

ヤフラム・フロアがあり,下部はサプレッション・チェンバになっている。  

 円錘殻頂部付近には上部シアラグ及びスタビライザがあり，原子炉圧力

容器より原子炉格納容器に伝えられる水平力及び原子炉格納容器にかかる

水平力の一部を周囲の一次遮蔽壁に伝える構造となっている。 

2.1.2.3.7 原子炉圧力容器 

 原子炉圧力容器は内径約 6.4m，高さ約 23m，重量は原子炉圧力容器内部

構造物，原子炉冷却材及び燃料集合体を含めて約 1,600 t である｡  

 この容器は底部の鋼製スカートで支持され,スカートは鉄筋コンクリー

ト造円筒形の原子炉本体の基礎に固定されたベヤリングプレートにボルト
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で接続されている。 

 原子炉圧力容器は，その外周の原子炉遮蔽頂部で原子炉圧力容器スタビ

ライザによって水平方向に支持されて，原子炉遮蔽の頂部は原子炉格納容

器スタビライザによって原子炉格納容器に結合されている。原子炉圧力容 

器スタビライザは地震力に対し原子炉圧力容器の上部を横方向に支持して

いる。  

 したがって，水平力に対して原子炉圧力容器はスカートで下端固定，原

子炉圧力容器スタビライザで上部ピン支持となっている｡ 

2.1.2.3.8 原子炉圧力容器内部構造物 

 炉心に作用する水平力は，ステンレス鋼の炉心シュラウドによって支持

されている。炉心シュラウドは，円筒形をした構造で原子炉圧力容器の下

部に溶接されている。  

 燃料集合体に作用する水平力は，上部格子板及び炉心支持板を通して炉

心シュラウドに伝えられ，燃料集合体はジルカロイ製の細長いチャンネ

ル・ボックスに納められている。燃料棒は，過度の変形を生ずることがな

いように，燃料集合体頂部と底部のタイプレートで押さえ，中間部もスぺ

ーサによって押さえられている｡  

 スタンドパイプと気水分離器は溶接によって一体となっている。蒸気乾

燥器は原子炉圧力容器につけたブラケットによって支持されている。ジェ

ットポンプは炉心シュラウドの外周に配置されている。ライザは原子炉圧

力容器を貫通して立上り，上部において原子炉圧力容器に支持され，ジェ

ットポンプは上部においてライザに結合されている｡  

 ジェットポンプの下部はシュラウドサポートプレートに溶接されている。 

この機構によってジェットポンプは熱膨脹を拘束されずに振動を防止でき

る構造となっている｡制御棒駆動機構ハウジングは，上部は原子炉圧力容
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器底部に溶接されており，地震荷重に対しても十分な強度を持つように設

計する。 

2.1.2.3.9 再循環系 

 再循環ループは 2 ループあって，外径約 610mm のステンレス鋼管で原子

炉圧力容器から下方に伸び，その最下部に再循環系ポンプを設け，持ち再

び立ち上げてヘッダに入り，そこから 5 本の外径約 320mm のステンレス鋼

管に分れ，原子炉圧力容器に接続される。この系の支持方法は，熱膨脹に

よる動きを拘束せず，できる限り剛な系になるように，適切なスプリング

ハンガ，スナッバ等を採用する。再循環系ポンプは，ケーシングに取り付

けられたコンスタントハンガ，スナッバ等によって支持される。 

2.1.2.3.10 緊急用海水ポンプピット 

 緊急用海水ポンプピットは，平面が約 12m（南北方向）×約 12m（東西

方向）の多層ラーメン構造の鉄筋コンクリート造地中構造物である。天端

から底板までの高さは，約 36m で，十分な支持性能を有する岩盤に設置さ

れる。 

 緊急用海水ポンプピットは，重大事故等対処設備である緊急用海水ポン

プ２台と緊急用海水系ストレーナ１基，配管・弁等を収納し，配管は，緊

急用海水ポンプピットに接続するカルバートを介して，隣接する原子炉建

屋付属棟に接続している。また，緊急用海水取水管が地下岩盤内で接続し

海水を取り入れる構造である。 

2.1.2.3.11 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

 格納容器圧力逃がし装置格納槽は，平面が約 16m（南北方向）×約 11m

（東西方向）の鉄筋コンクリート造の格納槽及び延長約 37m，内空幅約 3m

（一部約 5m 及び約 9m），内空高さ約 8m の鉄筋コンクリート造の地中構造

物である格納容器圧力逃がし装置格納槽カルバートから構成される。 
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 格納容器圧力逃がし装置格納槽の天端から底板までの高さは，約 23m で，

十分な支持性能を有する岩盤に設置される。また，格納容器圧力逃がし装

置格納槽カルバートは，人工岩盤を介して十分な支持性能を有する岩盤に

設置される。 

 格納容器圧力逃がし装置格納槽は，重大事故等対処設備である格納容器

圧力逃がし装置フィルタ装置，配管・弁等を収納し，配管は，格納容器圧

力逃がし装置格納槽カルバートを介して，隣接する原子炉建屋付属棟に接

続される。 

2.1.2.3.12 常設低圧代替注水系格納槽 

 常設低圧代替注水系格納槽は，直径約 24m×高さ約 26m（内径約 20m，内

空高さ約 22m）の代替淡水貯槽，平面が約 10m（南北方向）×約 14m（東西

方向）の鉄筋コンクリート造の常設低圧代替注水系ポンプ室及び常設低圧

代替注水系配管カルバートで構成され，躯体全体を地下に埋設する構造で

ある。 

 代替淡水貯槽及び常設低圧代替注水系ポンプ室の天端から底板までの高

さは約 28m で，十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

 常設低圧代替注水系ポンプ室は，高さ約 32m の多層ラーメン構造の鉄筋

コンクリート造の地中構造物で，重大事故等対処設備である常設低圧代替

注水系ポンプ 2 台，配管・弁等を収納する。 

 常設低圧代替注水系配管カルバートは，延長約 22m，内空幅約 2m，内空

高さ約 2m の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，人工岩盤を介して

十分な支持性能を有する岩盤に設置される。代替淡水貯槽及び常設低圧代

替注水系ポンプ室は，常設低圧代替注水系配管カルバートを介して，隣接

する原子炉建屋付属棟に接続される。 

2.1.2.3.13 常設代替高圧電源装置置場 
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 常設代替高圧電源装置置場は，平面が約 46m（南北方向）×約 56m（東

西方向）の区画で，地上部は，鉄筋コンクリート造の壁（高さ約 12m）で

区画され，常設代替高圧電源装置 6 台，高所東側接続口及び高所西側接続

口を内包している。地下部には，軽油貯蔵タンク（地下式）及び西側淡水

貯水設備を内包する高さ約 32m の多層ラーメン構造の鉄筋コンクリート造

の地中構造物で，十分な支持性能を有する岩盤に設置される。また，地下

部において，電路及び水・燃料配管を内包する常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（トンネル部，立坑部，カルバート部）に接続しており，原子炉

建屋に接続される。 

2.1.2.3.14 常設代替高圧電源装置用カルバート 

 常設代替高圧電源装置用カルバートは，鉄筋コンクリート造の地中構造

物であり，トンネル部，立坑部及びカルバート部に区分される。立坑部及

びカルバート部は，原子炉建屋地下に隣接し，立坑部は，十分な支持性能

を有する岩盤に設置され，カルバート部は，杭を介して十分な支持性能を

有する岩盤に設置される。トンネル部は，延長約 150m，内径約 5m の鉄筋

コンクリート造の地中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤内に設

置される。 

2.1.2.3.15 非常用取水設備 

 非常用取水設備は，以下の各設備からなる一連の設備として設置する。 

(1) ＳＡ用海水ピット取水塔 

 ＳＡ用海水ピット取水塔は，東海港内に設置される直径約 7m×高さ約

21m（内径約 4m，内空高さ約 18m）の円筒形の鉄筋コンクリート造地中構

造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

(2) 海水引込み管 

 海水引込み管は，直径約 1.2m×長さ約 154m の鋼管の地中構造物であり，
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ＳＡ用海水ピット取水塔とＳＡ用海水ピットに接続し，十分な支持性能を

有する岩盤内に設置される。 

(3) ＳＡ用海水ピット 

 ＳＡ用海水ピットは，防潮堤内側の T.P.＋8m の敷地に設置される直径

約 14m×高さ約 34m（内径約 10m，内空高さ約 28m）の円筒形の鉄筋コンク

リート造地中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

(4) 緊急用海水取水管 

 緊急用海水取水管は，直径約 1.2m×長さ約 168m の鋼管の地中構造物で

あり，ＳＡ用海水ピットと緊急用海水ポンプピットに接続し，十分な支持

性能を有する岩盤内に設置される。 

(5) 緊急用海水ポンプピット（「1.3.3.10 緊急用海水ポンプピット）に

記載） 

(6) 取水構造物及び貯留堰 

 取水構造物は，取水口，取水路及び取水ピットから構成され，延長約

56m，幅約 43m，高さ約 12m の鉄筋コンクリート造の地中構造物である。取

水路は 8 連のラーメン構造，取水ピットは 5 連のラーメン構造であり，杭

を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

 貯留堰は，延長約 110m の海底面から約 2m 突出した鋼管矢板を連結した

構造物であり，鋼管矢板は十分な支持性能を有する岩盤に直接設置される。 

2.1.2.3.16 可搬型重大事故等対処設備保管場所 

 可搬型重大事故等対処設備保管場所は，東海第二発電所の敷地の西側エ

リアの T.P.＋23m に敷地及び T.P.＋25m の敷地に各 1 箇所設置し，100m 以

上の離隔をとることで共通要因による故障を防止する。さらに，基準地震

動ＳＳに対し，周辺斜面の崩壊，敷地下斜面の滑り，倒壊物の影響を受け

ない場所とする。 
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2.1.2.3.17 その他 

 その他の機器・配管系については，運転荷重，地震荷重，熱膨張による

荷重を考慮して，必要に応じてスナッバ，リジットハンガ，その他の支持

装置を使用して耐震性に対しても熱的にも安全な設計とする。 

2.1.2.4 地震検知による耐震安全性の確保 

 (1) 地震検出計 

   安全保護系の一つとして地震検出計を設け，ある程度以上の地震が起こ

った場合に原子炉を自動的に停止させる。スクラム設定値は弾性設計用地

震動Ｓｄの加速度レベルに余裕を持たせた値とする。安全保護系は，フェ

イル・セーフ設備とするが，地震以外のショックによって原子炉をスクラ

ムさせないように配慮する。 

   地震検出計は，基盤の地震動をできるだけ直接的に検出するため建屋基

礎版の位置，また主要な機器が配置されている代表的な床面に設置する。

なお，設置に当たっては試験及び保守が可能な原子炉建屋の適切な場所に

設置する。 

 (2) 地震観測等による耐震性の確認 

   原子炉施設のうち安全上特に重要なものに対しては，地震観測網を適切

に設置し，地震観測等により振動性状の把握を行い，それらの測定結果に

基づく解析等により施設の機能に支障のないことを確認していくものとす

る。 

   地震観測を継続して実施するために，地震観測網の適切な維持管理を行

う。  
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

1.常設耐震重要

重大事故防止
設備以外の常
設重大事故防

止設備 

常設重大事故防止設備であ

って，耐震重要施設に属す
る設計基準事故対処設備が
有する機能を代替するもの

以外のもの 
 

(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）[C] 
・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 
・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空

冷装置を含む） 
 
(2) 計測制御系統施設 

・原子炉圧力容器温度 
・ドライウェル雰囲気温度 
・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・残留熱除去系熱交換器入口温度[C] 
・残留熱除去系熱交換器出口温度[C] 
・残留熱除去系海水系系統流量[C] 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力[C] 
・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力[C] 
・残留熱除去系ポンプ吐出圧力[C] 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力[C] 
・非常用窒素供給系供給圧力[C] 
・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 
・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 
・安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)[C] 

 
(3) 非常用取水設備 
・取水構造物[C] 

・ＳＡ用海水ピット取水塔 
・海水引込み管 
・ＳＡ用海水ピット 

・緊急用海水取水管 
・緊急用海水ポンプピット 
 

(4) 緊急時対策所 
・緊急時対策所用発電機 
・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

・緊急時対策所用発電機給油ポンプ 
・緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電圧計 
 

(5) 通信連絡設備 
・衛星電話設備(固定型)[C] 
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）[C] 
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（２／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要

重大事故防止
設備 

 

常設重大事故防止設備であ

って，耐震重要施設に属す
る設計基準事故対処設備が
有する機能を代替するもの

 

(1) 原子炉本体 

・原子炉圧力容器[S] 
 
(2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・使用済燃料プール[S] 
・常設スプレイヘッダ 
・代替燃料プール冷却系ポンプ 

・代替燃料プール冷却系熱交換器 
 
(3) 原子炉冷却系統施設 

・常設高圧代替注水系ポンプ 
・高圧代替注水系タービン止め弁 
・原子炉隔離時冷却系ポンプ[S] 

・原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁[S] 
・高圧炉心スプレイ系ポンプ[S] 
・逃がし安全弁（安全弁機能）[S] 

・逃がし安全弁［操作対象弁］[S] 
・自動減圧機能用アキュムレータ[S] 
・常設低圧代替注水系ポンプ 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ[S] 
・緊急用海水ポンプ 
・緊急用海水系ストレーナ 

・残留熱除去系ポンプ[S] 
・残留熱除去系熱交換器[S] 
・残留熱除去系海水系ポンプ[S] 

・残留熱除去系海水系ストレーナ[S] 
 
(4) 計測制御系統施設 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 
・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 
・制御棒[S] 

・制御棒駆動機構[S] 
・制御棒駆動系水圧制御ユニット[S] 
・ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

・ほう酸水注入ポンプ[S] 
・ほう酸水貯蔵タンク[S] 
・再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ[C] 

・低速度用電源装置遮断器手動スイッチ[C] 
・自動減圧系の起動阻止スイッチ 
・過渡時自動減圧機能 

・原子炉圧力[S] 
・原子炉圧力（ＳＡ） 
・原子炉水位（広帯域）[S] 

・原子炉水位（燃料域）[S] 
・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 
・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 
・原子炉隔離時冷却系系統流量[S] 

・高圧炉心スプレイ系系統流量[S] 
・残留熱除去系系統流量[S] 
・低圧炉心スプレイ系系統流量[S] 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 
・サプレッション・プール水温度 

・ドライウェル圧力 
・サプレッション・チェンバ圧力 
・サプレッション・プール水位 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 
・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 



2.1.2-34 

第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（３／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要

重大事故防止
設備 

（つづき）

常設重大事故防止設備であ

って，耐震重要施設に属す
る設計基準事故対処設備が
有する機能を代替するもの

 

・起動領域計装[S] 

・平均出力領域計装[S] 
・フィルタ装置水位 
・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温度 
・フィルタ装置入口水素濃度 
・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 
・代替淡水貯槽水位 
・西側淡水貯水設備水位 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
 

(5) 放射線管理施設 
・第二弁操作室遮蔽 
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）[S] 
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）[S] 
・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 
・中央制御室遮蔽[S] 
・中央制御室換気系空気調和機ファン[S] 

・中央制御室換気系フィルタ系ファン[S] 
・中央制御室換気系フィルタユニット[S] 
・第二弁操作室差圧計 

 
(6) 原子炉格納施設 
・原子炉格納容器[S] 

・フィルタ装置 
・第一弁（Ｓ／Ｃ側）[S] 
・第一弁（Ｄ／Ｗ側）[S] 

・第二弁[S] 
・第二弁バイパス弁[S] 
・高圧炉心スプレイ系注入弁[S] 

・原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁[S] 
・低圧炉心スプレイ系注入弁[S] 
・残留熱除去系Ａ系注入弁[S] 

・残留熱除去系Ｂ系注入弁[S] 
・残留熱除去系Ｃ系注入弁[S] 
・耐圧強化ベント系一次隔離弁[S] 

・耐圧強化ベント系二次隔離弁 
・遠隔人力操作機構 
・圧力開放板 

・フィルタ装置遮蔽 
・配管遮蔽 
・移送ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器[S] 
・代替淡水貯槽 
・サプレッション・チェンバ[S] 

・西側淡水貯水設備 
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（４／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要

重大事故防止
設備 

（つづき）

常設重大事故防止設備であ

って，耐震重要施設に属す
る設計基準事故対処設備が
有する機能を代替するもの

 

(7) 非常用電源設備 

・常設代替高圧電源装置 
・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 
・125V 系蓄電池Ａ系[S] 

・125V 系蓄電池Ｂ系[S] 
・125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系[S] 
・中性子モニタ用蓄電池Ａ系[S] 

・中性子モニタ用蓄電池Ｂ系[S] 
・緊急用 125V 系蓄電池 
・緊急用Ｍ／Ｃ 

・緊急用Ｐ／Ｃ 
・緊急用ＭＣＣ 
・緊急用電源切替盤 

・緊急用直流 125V 主母線盤 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機[S] 
・２Ｄ非常用ディーゼル発電機[S] 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機[S] 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク[S] 
・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク[S] 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク[S] 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ[S] 
・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ[S] 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ[S] 
・軽油貯蔵タンク[S] 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ[S] 

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ[S] 
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ[S] 
・可搬型設備用軽油タンク 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧[S] 
・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧[S] 
・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧[S] 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧[S] 
・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧[S] 
・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 
・直流 125V 主母線盤２Ａ電圧[S] 
・直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧[S] 

・直流 125V 主母線盤ＨＰＣＳ電圧[S] 
・直流±24V 中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧[S] 
・直流±24V 中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧[S] 

・緊急用直流 125V 主母線盤電圧 
 
(8) 非常用取水設備 

・貯留堰[S] 
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（５／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故

緩和設備 

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故等が発生した
場合において，当該重大事
故の拡大を防止し，又はそ

の影響を緩和するための機
能を有する設備（重大事故
緩和設備）のうち，常設の

もの 

(1) 原子炉本体 
・原子炉圧力容器[S] 
 
(2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
・使用済燃料プール[S] 
・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）[C] 
・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 
・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空

冷装置を含む） 
・常設スプレイヘッダ 
・常設低圧代替注水系ポンプ 
 
(3) 原子炉冷却系統施設 
・逃がし安全弁［操作対象弁］[S] 
・自動減圧機能用アキュムレータ[S] 
・低圧代替注水系（常設） 
・常設低圧代替注水系ポンプ 
・低圧代替注水系（可搬型） 
・緊急用海水ポンプ 
・緊急用海水系ストレーナ 
・残留熱除去系ポンプ[S] 
・残留熱除去系熱交換器[S] 
・残留熱除去系海水系ポンプ[S] 
・残留熱除去系海水系ストレーナ[S] 
・代替循環冷却系ポンプ 
 
(4) 計測制御系統施設 
・原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力[S] 
・原子炉圧力（ＳＡ） 
・原子炉水位（広帯域）[S] 
・原子炉水位（燃料域）[S] 
・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 
・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 
・高圧代替注水系系統流量 
・ほう酸水注入ポンプ[S] 
・ほう酸水貯蔵タンク[S] 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 
・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 
・代替循環冷却系原子炉注水流量 
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 
・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 
・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 
・ドライウェル雰囲気温度 
・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 
・サプレッション・プール水温度 
・格納容器下部水温 
・ドライウェル圧力 
・サプレッション・チェンバ圧力 
・サプレッション・プール水位 
・格納容器下部水位 
・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 
・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 
・フィルタ装置水位 
・フィルタ装置圧力 
・フィルタ装置スクラビング水温度 
・フィルタ装置入口水素濃度 
・代替循環冷却系ポンプ入口温度 
・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 
・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 
・残留熱除去系系統流量[S] 
・残留熱除去系熱交換器入口温度[C] 
・残留熱除去系熱交換器出口温度[C] 
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（６／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故

緩和設備 
（つづき）

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故等が発生した
場合において，当該重大事
故の拡大を防止し，又はそ

の影響を緩和するための機
能を有する設備（重大事故
緩和設備）のうち，常設の

もの 

・残留熱除去系海水系系統流量[C] 

・代替淡水貯槽水位 
・西側淡水貯水設備水位 
・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 
・原子炉建屋水素濃度 
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）[C] 
 

(5) 放射線管理施設 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）[S] 
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）[S] 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・中央制御室遮蔽[S] 
・中央制御室待避室遮蔽 
・中央制御室換気系空気調和機ファン[S] 

・中央制御室換気系フィルタ系ファン[S] 
・中央制御室換気系フィルタユニット [S] 
・ブローアウトパネル閉止装置 

・ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示 
・ブローアウトパネル開閉状態表示 
・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所非常用送風機 
・緊急時対策所非常用フィルタ装置 
・第二弁操作室遮蔽 
・第二弁操作室差圧計 

・緊急時対策所用差圧計 
・中央制御室待避室差圧計 

 
(6) 原子炉格納施設 

・原子炉格納容器[S] 
・原子炉建屋原子炉棟[S] 
・常設低圧代替注水系ポンプ 
・コリウムシールド 
・常設高圧代替注水系ポンプ 
・フィルタ装置 
・第一弁（Ｓ／Ｃ側） 
・第一弁（Ｄ／Ｗ側） 
・第二弁 
・第二弁バイパス弁 
・遠隔人力操作機構 
・圧力開放板 
・残留熱除去系熱交換器[S] 
・代替淡水貯槽 
・西側淡水貯水設備 
・サプレッション・チェンバ[S] 
・静的触媒式水素再結合器 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 
・移送ポンプ 

・フィルタ装置遮蔽 
・配管遮蔽 
・非常用ガス処理系排風機 

・非常用ガス処理系フィルタトレイン 
・非常用ガス再循環系排風機 
・非常用ガス再循環系フィルタトレイン 
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第 2.1.2.2.2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（７／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故

緩和設備 
（つづき）

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故等が発生した
場合において，当該重大事
故の拡大を防止し，又はそ

の影響を緩和するための機
能を有する設備（重大事故
緩和設備）のうち，常設の

もの 

(7) 非常用電源設備 

・常設代替高圧電源装置 
・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 
・125V 系蓄電池Ａ系[S] 

・125V 系蓄電池Ｂ系[S] 
・緊急用 125V 系蓄電池 
・緊急用Ｍ／Ｃ 

・緊急用Ｐ／Ｃ 
・緊急用ＭＣＣ 
・緊急用電源切替盤 

・緊急用直流 125V 主母線盤 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機[S] 
・２Ｄ非常用ディーゼル発電機[S] 

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク[S] 
・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク[S] 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ[S] 

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ[S] 
・軽油貯蔵タンク[S] 
・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ[S]  

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ[S] 
・可搬型設備用軽油タンク 
・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 [S] 

・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 [S] 
・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 [S] 
・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 [S] 

・緊急用Ｍ／Ｃ電圧  
・緊急用Ｐ／Ｃ電圧  
・直流 125V 主母線盤２Ａ電圧[S]  

・直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧[S] 
・緊急用直流 125V 主母線盤電圧 
 
(8) 非常用取水設備 

・貯留堰[S] 
・取水構造物[C] 
・ＳＡ用海水ピット取水塔 
・海水引込み管 
・ＳＡ用海水ピット 
・緊急用海水取水管 
・緊急用海水ポンプピット 
 

(9) 緊急時対策所 

・緊急時対策所用発電機 
・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 
・緊急時対策所用発電機給油ポンプ 
・緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電圧計 
 

(10) 通信連絡設備 

・衛星電話設備(固定型) [C] 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）[C] 
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動的機能維持の評価 

 動的機能維持に関する評価は，以下に示す機能確認済加速度等との比較によ

り実施する。 

 動的機能維持評価の手順を第 1-1 図に示す。 

1. 機能確認済加速度との比較 

  基準地震動ＳＳによる評価対象機器の応答加速度を求め，その加速度が機

能確認済加速度以下であることを確認する。なお，機能確認済加速度とは，

立形ポンプ，横型ポンプ及びポンプ駆動用タービン等，機種毎に試験あるい

は解析により動的機能維持が確認された加速度である。 

  制御棒の地震時挿入性の評価については，炉心を模擬した実物大の部分モ

デルによる加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない最大燃

料集合体変位を求め，地震応答解析結果から求めた燃料集合体変位がその最

大燃料集合体変位を下回ることを確認する。 

2. 詳細評価 

  機能維持確認済加速度の設定されていない機器，基準地震動ＳＳによる応

答加速度が機能確認済加速度を上回る機器については，「原子力発電所耐震

設計技術指針ＪＥＡＧ4601－1991追補版」等を参考に，動的機能維持を確認

する上で評価が必要となる項目を抽出し，対象部位ごとの構造強度評価又は

動的機能維持評価を行い，発生値が評価基準値を満足していることを確認す

る。 

別紙１ 
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第 1－1図 動的機能維持の評価手順

詳細評価項目 

の抽出 

応答加速度が 

機能確認済加速度 

以下か※１

評価終了 

固有値解析 
・設置床の床応答スペクトル 

・設置床の最大応答加速度 

詳細評価項目 

の健全性評価 

評価値が許容値 

以下か 

応答加速度の算定 

詳細検討※２・対策 

詳細評価 

機能確認済 

加速度との比較 

Yes 

Yes 

No 

No 

※１ 制御棒の地震時挿入性の評価については，炉心を模擬した実物大の部分モデルによる加振時制

御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与えない最大燃料集合体変位を求め，地震応答解析か

ら求めた燃料集合体変位がその最大燃料集合体変位を下回ることを確認する。 
※２ 解析，試験等による検討。 

評価部位の 

応答加速度を算定 

機能確認済加速度 

との比較ができ 

ない場合 
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上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について 

1. 概要 

  本資料は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設計を行うに際

して，波及的影響を考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

  本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設である。 

2. 基本方針 

  設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施設（以下

「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大

事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこれらが設置される常設重

大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」という。）は，下位クラス施設の波及

的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわないように設計する。 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 設置許可基準規則に例示された事項に基づく事例の検討 

  Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別記 2」（以下

「別記 2」という。）に記載の以下の 4 つの観点で実施する。 

  ＳＡ施設の設計においては，別記2における「耐震重要施設」を「ＳＡ施

設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み

替て適用する。 

  ① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

  ② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

別紙２ 
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  ③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響 

  ④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響 

3.2 地震被害事例に基づく事象の検討 

  上記の別記2に例示された事項の他に考慮すべき事項が抜け落ちているも

のがないかを確認する観点で，原子力施設情報公開ライブラリー（ＮＵＣ

ＩＡ）に登録された以下の地震を対象に被害情報を確認する。 

（対象とした情報） 

  ・宮城県沖地震（女川原子力発電所：平成１７年８月） 

  ・能登半島地震（志賀原子力発電所：平成１９年３月） 

  ・新潟県中越沖地震（柏崎刈羽原子力発電所：平成１９年７月） 

  ・駿河湾地震（浜岡原子力発電所：平成２１年８月） 

  ・東北地方太平洋沖地震（女川原子力発電所，東海第二発電所※：平成

２３年３月） 

    ※ＮＵＣＩＡ最終報告となっているものを対象とした。 

  その結果，これらの地震の被害要因のうち，3.1 の検討事象に整理でき

ないものとして，津波や警報発信等の設備損傷以外の要因が挙げられた。 

  津波については，別途「津波による損傷の防止」への適合性評価を実施

する。津波の影響評価では，基準地震動ＳＳに伴う津波を超える高さの津波

を基準津波として設定して，施設の安全機能への影響評価を実施すること

から，基準地震動ＳＳに伴う津波による影響については，これらの適合性評

価に包絡されるため，ここでは検討の対象外とする。 

  また，警報発信等については，設備損傷以外の要因による不適合事象で

あることから，波及的影響の観点で考慮すべき事象に当たらないと判断し
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た。 

  以上のことから，原子力発電所の地震被害情報から確認された損傷要因

を踏まえても，3.1 で整理した波及的影響の具体的な検討事象に追加考慮す

べき事項がないことを確認した。 

  以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

3.3 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

  建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対象に，

別記 2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等

沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

   下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設

の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能が損なわないよ

う，以下のとおり設計する。 

   離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等沈

下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって

配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止

するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。下位クラス施

設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置す

る場合には，下位クラス施設を上位クラス施設と同等の支持性能を持つ

地盤に，同等の基礎を設けて設置する。支持性能が十分でない地盤に下

位クラス施設を設置する場合は，基礎の補強や周辺の地盤改良を行った

上で，同等の支持性能を確保する。 

   上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤の

不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計す
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る。 

   以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する

機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4.波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5.波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

   下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施

設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

よう，以下のとおり設計する。 

   離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位ク

ラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラス施設

に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と

上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強

度を有する障壁を設置する。下位クラス施設と上位クラス施設の相対変

位により，下位クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合

には，衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，

衝突に伴い，上位クラス施設について，それぞれその安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計

する。 

   以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計す

る下位クラス施設を「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」

に，その設計方針を「5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。 

3.4 接続部の観点による設計 

  建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対象に，
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別記 2②「上位クラス施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影

響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

  上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，上位クラスの

隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離されるよう設計す

る。 

  隔離されない接続部以降の下位クラス施設については，下位クラス施設

が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，内部流体の

内包機能，機器の動的機能，構造強度等を確保するよう設計する。又は，

これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位クラス施設の損傷と

隔離によるプロセス変化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力

に影響を与えても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範

囲内に維持されるよう設計する。 

  以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構造強

度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4.波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設」に，その設計方針を「5.波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

  建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対象に，

別記 2③「建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等によ

る耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設

計する。 

  離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離



2.1.2-46 

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。下位クラス

施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置す

る場合には，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は

地震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下等に至らないよう

構造強度設計を行う。 

  上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

  以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する下位クラス施設を「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の耐震設計方針」に示す。 

3.6 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計 

  建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対象に，

別記 2④「建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等によ

る耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設

計する。 

  離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。下位クラス

施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置す

る場合には，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は
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地震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下等に至らないよう

構造強度設計を行う。 

  上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

  以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよ

う設計する下位クラス施設を「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の耐震設計方針」に示す。 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

  「3.波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強度等を確

保するよう設計するものとして選定した下位クラス施設を以下に示す。 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

 (1) 地盤の不等沈下による影響 

  ａ．タービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，サンプルタンク室，ヘ

パフィルター室，大物搬入口及び連絡通路 

    下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，

サンプルタンク室，ヘパフィルター室，大物搬入口及び連絡通路は，

上位クラス施設である原子炉建屋に隣接しており，不等沈下による衝

突影響の観点で波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

   ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の不等

沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設を第 4－

1 表に示す。 
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第 4－1 表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（不等沈下） 

波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

原子炉建屋 タービン建屋 

サービス建屋 

ベーラ建屋 

サンプルタンク室 

ヘパフィルター室 

大物搬入口 

連絡通路 

 （注）詳細設計の段階で変更の可能性有り。 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

  ａ．タービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，大物搬入口及び連絡通

路 

    下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，

大物搬入口及び連絡通路は，上位クラス施設である原子炉建屋に隣接

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う相対変位により衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

   ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の相対

変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設を第 4－

2 表に示す。 
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第 4－2 表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（相対変位） 

波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

原子炉建屋 タービン建屋 

サービス建屋 

ベーラ建屋 

大物搬入口 

連絡通路 

 （注）詳細設計の段階で変更の可能性有り。 

4.2 接続部の観点 

  ａ．ウォーターレグシールライン（残留熱除去系） 

    上位クラス施設である残留熱除去系配管に系統上接続されている下

位クラス施設のウォーターレグシールラインは，下位クラス施設のウ

ォーターレグシールラインの損傷により，上位クラス施設の残留熱除

去系配管のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できない。このため，

上位クラス施設の残留熱除去系配管と系統上接続されている下位クラ

ス施設のウォーターレグシールラインを波及的影響の設計対象とした。 

  ｂ．ウォーターレグシールライン（高圧炉心スプレイ系） 

    上位クラス施設である高圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されて

いる下位クラス施設のウォーターレグシールラインは，下位クラス施

設のウォーターレグシールラインの損傷により，上位クラス施設の高

圧炉心スプレイ系配管のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できな

い。このため，上位クラス施設の高圧炉心スプレイ系配管と系統上接

続されている下位クラス施設のウォーターレグシールラインを波及的

影響の設計対象とした。 

  ｃ．ウォーターレグシールライン（低圧炉心スプレイ系） 
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    上位クラス施設である低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されて

いる下位クラス施設のウォーターレグシールラインは，下位クラス施

設のウォーターレグシールラインの損傷により，上位クラス施設の低

圧炉心スプレイ系配管のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できな

い。このため，上位クラス施設の低圧炉心スプレイ系配管と系統上接

続されている下位クラス施設のウォーターレグシールラインを波及的

影響の設計対象とした。 

   ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設との接

続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設

を第 4－3 表に示す。 

第 4－3 表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（接続部） 

波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

残留熱除去系配管 ウォーターレグシールライン 

高圧炉心スプレイ系配管 ウォーターレグシールライン 

低圧炉心スプレイ系配管 ウォーターレグシールライン 

 （注）詳細設計の段階で変更の可能性有り。 

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

 (1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

  ａ．原子炉遮蔽壁 

    下位クラス施設である原子炉遮蔽壁は，上位クラス施設である原子

炉圧力容器に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，原子炉圧力容器に衝突し波及



2.1.2-51 

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対

象とした。 

  ｂ．原子炉建屋クレーン 

    下位クラス施設である原子炉建屋クレーンは，上位クラス施設であ

る使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等の上部に設置している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

転倒または落下により，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等

に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 

  ｃ．燃料取替機 

    下位クラス施設である燃料取替機は，上位クラス施設である使用済

燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒または

落下により，使用済燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計

対象とした。 

  ｄ．制御棒貯蔵ラック及び制御棒貯蔵ハンガ 

    下位クラス施設である制御棒貯蔵ランク及び制御棒貯蔵ハンガは，

上位クラス施設である使用済燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックの

上部又は隣接して設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う転倒または落下により，使用済燃料プ

ール及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

  ｅ．使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン 

    下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーンは，上位ク
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ラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒ま

たは落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

  ｆ．原子炉ウェル遮蔽ブロック 

    下位クラス施設である原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位クラス施

設である原子炉格納容器の上部に設置していることから，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下により，原子炉格

納容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

  ｇ．中央制御室用天井照明 

    下位クラス施設ある中央制御室用天井照明は，上位クラス施設であ

る緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の上部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴

う落下により，緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

   ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施

設を第 4－4 表に示す。 
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第 4－4表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（損傷，転倒及び落下

等） 

波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

原子炉圧力容器 原子炉遮蔽壁 

使用済燃料プール 

使用済燃料ラック 

原子炉建屋換気系放射線モニタ 

原子炉建屋クレーン 

使用済燃料プール 

使用済燃料ラック 

原子炉建屋換気系放射線モニタ 

燃料取替機 

使用済燃料プール 

使用済燃料ラック 

制御棒貯蔵ラック 

制御棒貯蔵ハンガ 

使用済燃料乾式貯蔵容器 使用済燃料乾式貯蔵建屋クレー

ン 

原子炉格納容器 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

緊急時炉心冷却系操作盤 

原子炉補機操作盤 

原子炉制御操作盤 

所内電源操作盤 

中央制御室用天井照明 

 （注）詳細設計の段階で変更の可能性有り。 

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

 (1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

  ａ．海水ポンプ室防護壁及び循環水ポンプクレーン 

    下位クラス施設である海水ポンプ室防護壁は，上位クラス施設であ

る残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ等の上

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う落下により，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除

去系海水系ストレーナ等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定
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できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

  ｂ．固定バースクリーン，回転レイキ付バースクリーン及びトラベリン

グスクリーン 

    下位クラス施設である固定バースクリーン，回転レイキ付バースク

リーン及びトラベリングスクリーンは，上位クラス施設である残留熱

除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ等の水路

上流側に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う損傷により，残留熱除去系海水系ポンプ，非常

用ディーゼル発電機用海水ポンプ等に衝突し，波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

  ｃ．タービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，サンプルタンク室，ヘ

パフィルター室，連絡通路及び大物搬入口 

    下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋，ベーラ建屋，

サンプルタンク室，ヘパフィルター室，連絡通路及び大物搬入口は，

上位クラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位クラ

ス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子炉

建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

  ｄ．廃棄物処理建屋 

    下位クラス施設である廃棄物処理建屋は，上位クラス施設である原

子炉建屋，非常用ガス処理系配管等に隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子

炉建屋，非常用ガス処理系配管等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

   ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の損傷，
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転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設

を第 4－5 表に示す。 
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第 4－5 表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（損傷，転倒及び落

下等） 

波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系配管 

非常用ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機用海水ス

トレーナ 

非常用ディーゼル発電機用海水配

管 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ストレーナ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水配管      等 

海水ポンプ室防護壁 

残留熱除去系海水系ポンプ 

非常用ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ポンプ 

固定バースクリーン 

回転レイキ付バースクリーン 

トラベリングスクリーン 

原子炉建屋 タービン建屋 

サービス建屋 

ベーラ建屋 

サンプルタンク室 

ヘパフィルター室 

連絡通路 

大物搬入口 

原子炉建屋 

非常用ガス処理系配管 

非常用ガス処理系配管支持構造物

（排気筒，支持架構） 

廃棄物処理建屋 

（注）詳細設計の段階で変更の可能性有り。 
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5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

  「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」で選定した施設の耐

震設計方針を以下に示す。 

5.1 耐震評価部位 

  波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，それぞ

れの損傷モードに応じて選定する。すなわち，評価対象下位クラス施設の

不等沈下，相対変位，接続部における相互影響，損傷，転倒及び落下等を

防止するよう，主要構造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

  また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施

設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を選定す

る。 

5.2 地震応答解析 

  波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施す

る地震応答解析については，既工認で実績があり，かつ最新の知見に照ら

しても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

5.3 設計用地震動又は地震力 

  波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

  波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重

の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と

同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 

  また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能に影響

がない設計とする場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 

  荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定す
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る。 

5.5 許容限界 

  波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容限界設

定の考え方を，以下建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物に分けて

示す。 

5.5.1 建物・構築物 

  建物・構築物について，隔離による防護を講じることで，下位クラス施

設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下位クラス施設と上

位クラス施設との距離を基本として許容限界を設定する。 

  また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等を防止する場合は，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築基

準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限

界を設定する。 

5.5.2 機器・配管系 

  機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の接

続部における相互影響及び損傷，転倒及び落下等を防止する場合は，許容

限界として，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当

する許容限界を設定する。機器の動的機能維持を確保することで，下位ク

ラス施設の接続部における相互影響を防止する場合は，許容限界として動

的機能確認済加速度を設定する。 

  また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラスの施設の

転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価部位に塑性ひず

みが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有していること，また転倒した下位クラス施設と上位ク
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ラス施設との距離を許容限界として設定する。 

5.5.3 土木構造物 

 土木構造物について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下等を防止する場合は，構造部材の終局耐力や基礎地盤の極限

支持力度に対し妥当な安全余裕を考慮することを基本として許容限界を設

定する。 

 また，構造物の安定性や変形により上位クラス施設の機能に影響がない

よう設計する場合は，構造物のすべりや変形量に対し妥当な安全余裕を考

慮することを基本として許容限界を設定する。 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

  工事段階においても，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設計

段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷

地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，

現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて

確認する。 

  工事段階における検討は，別記 2の 4つの観点のうち，③及び④の観点，

すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による影響について，プ

ラントウォークダウンにより実施する。 

  確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の観点で

行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下等を想定した場合に上位クラ

ス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位クラス施設がないこと，又は

間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置されていること，仮置資材等に

ついては固縛など，転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられている

ことを確認する。 
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  ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及ぼさな

い程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

  以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下等により，上位クラス施設に波及

的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれば，必要に応じ

て，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討したり，固縛等の転倒・落下

防止措置等を講じたりすることで対策・検討を行う。すなわち，下位クラ

ス施設の配置を変更したり，間に緩衝物等を設置したり，固縛等の転倒・

落下防止措置等を講じたりすることで対策・検討を行う。 

  また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように現場

を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 
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水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針 

1. 概要 

  本資料は，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方

針について説明するものである。 

2. 基本方針 

  施設の耐震設計では，施設の構造から地震力の方向に対して弱軸及び強軸

を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

  今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設計に係る技術

基準が制定されたことから，従来の設計手法における水平１方向及び鉛直方

向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設の構造特性から水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性があるものを抽出し，施設

が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

  評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」の第5条及び第50条に規

定されている耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設，並び

にこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とする。

耐震Ｂクラスの施設については，共振のおそれのあるものを評価対象とする。 

  評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位について水平２方向及び鉛直

方向の荷重や応力を算出し，施設が有する耐震性への影響を確認する。 

  施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた検

討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

別添３ 
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3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，基準地震動

ＳＳを用いる。 

  ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる

基準地震動ＳＳは，複数の基準地震動ＳＳにおける地震動の特性及び包絡関

係を，施設の特性による影響も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え方 

  従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析において，水平方向及

び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞれ方向ごとに入力し，解析を行

っている。また，原子炉施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レ

イアウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い設計

としている。 

  水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価することを基本とし，

建物・構築物に生じるせん断力は，地震時の力の流れが明解となるように，

直交する２方向に釣合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐

震要素として構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に対し

て，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実施している。した

がって，建物・構築物に対し，水平２方向の入力がある場合，各方向から作

用するせん断力を負担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合

の評価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

  鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを基本としてい

る。建物・構築物に生じる軸力は，鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要
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素として構造計画を行う。 

  入力方向ごとの耐震要素について，第 4－1－1 図に示す。 

第 4－1－1 図 入力方向ごとの耐震要素 

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

  建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮し

た場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を行う。 

  評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設並び

にこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設の部位

とする。 

  対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

X 方向入力 X 方向応答 

Y 方向応答 

Y 方向入力 

y 

x 

Z 方向軸力 

Z 方向入力 

せん断力，軸力を 

負担する耐震壁 

（ｂ）鉛直方向

（ａ）水平方向
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る影響を受ける可能性がある部位を抽出する。 

  応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受け

る可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又は応力の算出結果を水平２

方向及び鉛直方向に組み合わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各

部位が有する耐震性への影響を確認する。 

  各部位が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた

検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

  建物・構築物において，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた従

来の設計手法に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響

の可能性がある耐震評価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響

を評価する。影響評価のフローを第4－1－2図に示す。 

 (1) 影響評価部位の抽出 

  ① 耐震評価上の構成部位の整理 

    建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，該当する耐震

評価上の構成部位を網羅的に確認する。 

  ② 応答特性の整理 

    建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性を整理する。 

  ③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

    整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる影響が想定される応答特性のうち，荷重の組合せに

よる応答特性を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力に対し，荷重

の組合せによる応答特性により，有する耐震性への影響が想定される部
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位を抽出する。 

  ④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

    荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出されなかっ

た部位のうち，３次元的な応答特性が想定される部位を検討する。水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，３次元的な応答特性により，

有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

  ⑤ ３次元モデルによる精査 

    ３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部位につい

て，３次元モデルを用いた精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

    また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出されなかっ

た部位についても，局所応答の観点から，３次元モデルによる精査を実

施し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

    局所応答に対する３次元モデルによる精査は，施設の重要性，建屋

規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋について，地震応答解析を行う。    

 (2) 影響評価手法 

  ⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

    水平２方向及び鉛直方向同時入力による評価を行わない部位における

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価においては，水

平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応力の

算出結果を用い，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせる方法と

して，米国Regulatory Guide 1.92(注)の「2. Combining Effects 

Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考とし

て，組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 
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    評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構造部材の

発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設計上の許容値に対

する評価を実施し，各部位が有する耐震性への影響を評価する。 

  ⑦ 機器・配管系への影響検討 

    評価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐震重要重大

事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系の間接支持機能を有する場合には，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認する。 

    水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が確認

された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

    なお，３次元モデルによる精査にて，建物・構築物の影響の観点から

抽出されなかった部位であっても，機器・配管系への影響の可能性が想

定される部位について検討対象として抽出する。 

   (注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal responses and 

      Spatial components in seismic response analysis” 
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第 4－1－2 図 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

NO 

NO 

YES 

①耐震評価上の構成部位の整理 

③荷重の組合せによる応答特性

が想定される部位の抽出 

④３次元的な応答特性が 
想定される部位の抽出 

⑤３次元モデルに 

よる精査（局所応答を含み，耐震 

性を有していることへの影響が 
想定される部位か） 

⑥水平２方向及び鉛直 

方向地震力の組合せによる影響評価 

（水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対し，耐震性を有しているこ

と 

への影響があるか） 

従来の設計手法に加えて

更なる設計上の配慮が必

要な部位 

従来の設計手法で水平２方

向及び鉛直方向の地震力は

対応可能 

⑦機器・配管

系への影響

検討 

NO 

YES 

YES 

間接支持構造物の場合 

評価対象部位 

②水平２方向及び鉛直方向地震力の 
影響が想定される応答特性の整理 



2.1.2-68 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考え方 

  機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変形するモードが支配的

となり応答が大きくなる方向（応答軸方向）に基準地震動ＳＳを入力して得

られる各方向の地震力（床応答）を用いている。 

  応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価においては，水

平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的となる応答軸方向に入力す

るなど，従来評価において保守的な取り扱いを基本としている。 

  一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がりを持つ設備の

耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化を行っており，建物・構築

物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力し，この入力により算定される荷重

や応力のうち大きい方を用いて評価を実施している。 

  さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答軸以外の振

動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造上の配慮など，水平方

向の入力に対して配慮した設計としている。 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

  機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮し

た場合に，影響を受ける可能性がある設備（部位）の評価を行う。 

  評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれら

の施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

  対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴により荷重

の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等により水平２方向
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の地震力による影響を受ける可能性がある設備（部位）を抽出する。 

  構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施する。水平各方向の地震力

が１：１で入力された場合の発生値を従来の評価結果の荷重又は算出応力等

を水平２方向及び鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により

高度化した手法を用いる等により，水平２方向の地震力による設備（部位）

に発生する荷重や応力を算出する。 

  これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた荷重

や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響のない設備として抽出

し，従来の発生値を超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有す

る耐震性への影響を確認する。 

  設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた検

討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

  機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可

能性があり，水平１方向及び鉛直方向地震力の従来評価に加え，更なる設計

上の配慮が必要な設備について，構造及び発生値の増分の観点から抽出し，

影響を評価する。影響評価は従来設計で用いている質点系モデルによる評価

結果を用いて行うことを基本とする。影響評価のフローを第4－2－1 図に示

す。 

  なお，耐震評価は基本的におおむね弾性範囲でとどまる体系であることに

加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルにて実施して

いる等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の応答にも現

れることから，米国Regulatory Guide 1.92の「2. Combining Effects 
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Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考として，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際は，地震時に

水平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極

めて低いとした考え方であるSquare-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法

（以下「最大応答の非同時性を考慮したSRSS法」という。）又は組合せ係

数法（1.0：0.4：0.4）を適用し，各方向からの地震入力による各方向の応

答を組み合わせる。 

  ① 評価対象となる設備の整理 

    耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれらの施

設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備，共振のおそれ

のある耐震Ｂクラスを評価対象とし，代表的な機種ごとに分類し整理す

る。（第4－2－1図①） 

  ② 構造上の特徴による抽出 

    機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する観点，も

しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点にて

検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備を抽出

する。（第4－2－1図②） 

  ③ 発生値の増分による抽出 

    水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平２

方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各部にかかる荷重や応

力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に

対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の増分を用い

て影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 
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    また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機器・配

管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系へ

の影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

    影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震

裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（第4－2－1図③） 

  ④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

    ③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震

性への影響を確認する。（第4－2－1図④） 
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第 4－2－1 図 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価フロー 

①評価対象となる設備の整理 

水平２方向及び鉛直方 

向地震力を考慮した発 
生荷重等を用いた検討 

③水平２方向及び 

鉛直方向地震力を考慮した 

発生値が従来の発生値と比 
べて影響があるか 

②構造上，水平 

２方向及び鉛直方向地震力 

の影響の可能性が 

ある設備 

建物・構築物及び屋外 

重要土木構造物の検討 

による機器・配管系へ 
の影響検討結果 

④水平２方向及び 

鉛直方向地震力の影響評価 

（水平２方向及び鉛直方向地震力に 

対し，耐震性を有していること 

への影響があるか） 

YES 

YES 

YES 

従来の設計手法に加 

えて更なる設計上の 

配慮が必要な設備 

従来の設計手法で水

平２方向及び鉛直方

向地震力は対応可能 

NO 

NO 

NO 
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4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え方 

  従来設計手法の考え方について，RC構造物である取水構造物を例に第4－3

－1表に示す。 

  一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるのに対し，屋

外重要土木構造物は，概ね地中に埋設されているため，動土圧や動水圧等の

外力が主たる荷重となる。また，屋外重要土木構造物は，比較的単純な構造

部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が奥行き方向に連続する構造的特徴

を有することから，３次元的な応答の影響は小さいため，2次元断面での耐

震評価を行っている。 

  屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接支持機能を維

持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を保持できるように構造部材

が配置されることから，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

  強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及ぼさないこと

から，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面として，耐震設計上求め

られる水平1方向及び鉛直方向の地震力による耐震評価を実施している。 

 第4－3－1図に示すとおり，従来設計手法では，屋外重要土木構造物の構造

上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向に平行な壁部

材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで受けもつよう設計している。 

  なお，屋外重要土木構造物のうち，既設構造物は取水構造物と屋外二重管

（基礎部除く）であり，それ以外の構造物は新設構造物である。ここでは，

既設構造物，新設構造物の両方について検討を行う。 
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第 4－3－1 表 従来設計における評価対象断面の考え方（取水構造物の例）

横断方向の加振 縦断方向の加振

従来設計

の評価対

象断面の

考え方

第 4－3－1 図 従来設計手法の考え方 

HP+4.20

HP-5.15
HP-6.15

HP+4.20

HP+1.69

HP-6.96

A

A

B

B

A

A

B

B

HP+4.20

HP-5.15
HP-6.15

HP+4.20

HP+1.69

HP-6.96

（注）当該図は，平面図を示す 

取水方向 
加
振
方
向

取水方向 

加振方向 

加振方向に平行な壁部材が少ない 加振方向に平行な側壁及び隔壁を 

耐震設計上見込むことができる 

B-B 断面 B-B 断面 

A-A 断面 A-A 断面 
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4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

  屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した

場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

  評価対象は，屋外重要土木構造物である，取水構造物及び屋外二重管並び

に波及影響防止のために耐震評価する土木構造物とする。また，常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設の間接支持構造物のうち常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源

装置用カルバート，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設低圧

代替注水系配管カルバート，緊急用海水ポンプピット，格納容器圧力逃がし

装置用配管カルバート，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可

搬型設備用軽油タンク基礎並びに重大事故時における海水の通水構造物のう

ちＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海

水取水管も本評価では屋外重要土木構造物として扱うこととし，評価対象に

含める。 

  屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等から水平２方向

及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能性のある構造物を抽出する。 

  抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断面（弱軸方向）

の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象断面（弱軸方向）

に直交する断面（強軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等

を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部

材の発生応力を算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

  構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手法を用いた検

討等，新たに設計上の対応策を講じる。 
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4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

  屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響を受ける可能性があり，水平1方向及び鉛直方向の従来評価に加え，更

なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形式及び作用荷重の観点か

ら影響評価の対象とする構造物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を

評価する。影響評価のフローを第4－3－2図に示す。 

 (1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

  評価対象構築物について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法の考

え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

  従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽出 

  ②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用するかを整

理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水平２方向及び鉛直方向

地震力の影響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答特性が想定さ

れる箇所の抽出 

  ③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法における評価対

象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響により３次元

的な応答が想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

  ④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し

て，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価で満足できるか検討を

行う。 
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 (2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

  評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象

断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価

対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の地震応答解析に基づ

く構造部材の発生応力等を適切に組合せることで，水平２方向及び鉛直方

向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有する耐震性への

影響を確認する。 

  評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱軸・強軸を示

し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確であることを考慮し，

従来設計手法における評価対象断面（弱軸方向）における構造部材の耐震

評価結果及び水平２方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

  評価対象として抽出された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重大

事故防止設備又は常設重大緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系の間接支持構造物である場合，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる応答値への影響を確認する。 

  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が確認さ

れた場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

  なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，地震応答解析結果から機器・配管系への影

響の可能性が想定される部位については検討対象として抽出する。 
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第 4－3－2 図 水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価のフロー 

No

No

No

② 従来設計手法における評価対象断面に対して 
直交する荷重の整理 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の 
３次元的な応答特性が想定される箇所の抽出 

③ 荷重の組合せによる応答特
性が想定される構造形式の

⑤従来設計手法の妥当性の確認 
（従来設計手法における耐震評

価で包絡できない箇所か） 

従来の設計手法に加えて更なる
設計上の配慮が必要な構造物 

⑦ 機器・配管系へ
の影響検討 

従来の設計手法で水平２方向及
び鉛直方向の地震力は対応可能 

⑥水平２方向及び鉛直方向地震力

の影響評価(水平２方向及び鉛直

方向地震力に対し，耐震性を有

していることへの影響がある

Yes

Yes

Yes

間接支持構造物の場合 

① 構造形式の分類 

評価対象部位 
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4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は

津波監視設備が設置された建物・構築物 

4.4.1 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価方針 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津

波監視設備が設置された建物・構築物は「建物・構築物」，「機器・配管系」

又は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることから，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施設，設備の区分に応じて「4.1 

建物・構築物」，「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重要土木構造物」の

方針に基づいて実施する。 
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屋外重要土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方 

1. 方針 

本資料では，屋外重要土木構造物，「常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備」及び「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く）（以後，「常設重大事故等対処施設」という。）」の耐震評価における断

面選定の考え方について示す。 

本資料で記載する屋外重要土木構造物等及びこれに設置される主要設備の

一覧表を第 1 表に，全体配置図を第 1 図に示す。 

耐震評価においては，構造物の配置，構造形状，周辺の地質構造等を考慮

し，耐震評価上最も厳しくなると考えられる位置を評価対象断面とする。 

上記を考慮した屋外重要土木構造物等の断面選定の考え方を第 2 表の通り

整理する。 

個々の施設の断面選定においては，上記の考え方に加え，可とう管及び杭

基礎等に着目した影響並びに周辺施設の影響及び上載する機器・配管等への

影響についても考慮する。 

別添４ 
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名　　称
屋外重要

土木構造物

津波防護

施設

常設SA

設備

常設SA

施設
名　　称 耐震 津波

常設SA

設備

　残留熱除去系海水ポンプ ○ － ○

　非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ ○ － ○

　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ ○ － ○

　潮位計，取水ピット水位計 － ○ －
注１

　残留熱除去系海水系配管 ○ － ○

　非常用ディーゼル発電機用海水系配管 ○ － ○

　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系配管 ○ － ○

　貯留堰 ○ ○ ○ － 　－ － － －

　津波・構内監視カメラ（4台） － ○ －
注１

　防潮扉 － ○ －
注１

　防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） － ○ －
注１ － 　防潮扉 － ○ －

注１

　防潮堤（鋼製防護壁） － ○ －
注１ － 　－ － － －

　鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） － ○ －
注１ － 　放水路ゲート － ○ －

注１

　軽油貯蔵タンク ○ － ○

　常設代替高圧電源装置他 － － ○

　代替淡水貯槽 － － ○ －

　常設低圧代替注水系ポンプ室 － － － ○ 　常設低圧代替注水系ポンプ － － ○

　常設低圧代替注水系配管カルバート － － － ○ 　常設低圧代替注水系配管 － － ○

  緊急用海水ポンプピット － － ○ ○ 　緊急用海水ポンプ － － ○

　格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート － － － ○ 　格納容器圧力逃がし装置用配管 － － ○

　緊急用海水取水管 － － ○ － 　－ － － －

　SA用海水ピット － － ○ － 　－ － － －

　海水引込み管 － － ○ － 　－ － － －

　SA用海水ピット取水塔 － － ○ － 　－ － － －

　緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎（A，B） － － － ○ 　緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（A，B） － － ○

　可搬型設備用軽油タンク基礎（西側） － － － ○ 　可搬型設備用軽油タンク（西側） － － ○

　可搬型設備用軽油タンク基礎（南側） － － － ○ 　可搬型設備用軽油タンク（南側） － － ○

　耐震 　　　：　耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備を除く）

注１：常設重大事故等対処設備に対する津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

　津波 　　　：　津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

○

○

－

○

　常設SA設備 ：　常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

－
注１

　屋外二重管 ○ －

　常設代替高圧電源装置置場
　（西側淡水貯水設備）

○ －

　常設SA施設 ：　常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

○

－
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　常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）

○－－○

　常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）

　常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）

第
２
章

　軽油移送配管 ○ － ○

　常設代替高圧電源装置電路 － ○

主要設備

　防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） － ○

　取水構造物 ○ －

屋外重要土木構造物等

○

－

第 1 表 耐震重要施設等に設置される主要設備一覧表 
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A: 構造形状，周辺の地質構造等
の条件が比較的単純であり，

耐震評価上厳しい断面が定性
的に定まるもの

B: 比較的長いトンネル又は鋼管
であり，複数個所にて一次元

波動論等による地震応答解析
を実施し，耐震評価上厳しい
断面を選定するもの

C: 構造形状，周辺の地質構造等
の条件から複数の断面を耐震

評価断面として整理し，耐震
評価上厳しい断面を選定する
もの

D: 複雑な設備構造，長大な設置
範囲であることを考慮し，津

波荷重等も踏まえた総合的な
耐震評価，耐津波評価を行う
もの

　取水構造物

　屋外二重管

　貯留堰

　防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）

　防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）

　防潮堤（鋼製防護壁）

　鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）

　常設代替高圧電源装置置場

　常設代替高圧電源装置用カルバート
　　（トンネル，立坑，カルバート）

　代替淡水貯槽

　常設低圧代替注水系ポンプ室

　常設低圧代替注水系配管カルバート

  緊急用海水ポンプピット

　格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート

　緊急用海水取水管

　SA用海水ピット

　海水引込み管

　SA用海水ピット取水塔

　緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎（A，B）

　可搬型設備用軽油タンク基礎（西側）

　可搬型設備用軽油タンク基礎（南側）

第
２
章

第

３
章

名　　称

断面選定の基本方針

○ 　

○

○

○ 　

○ 　

○ 　

○

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○ 　

○

○
（立坑，カルバート）

○
（トンネル）

○ 　

○ 　

第 2 表 屋外重要土木構造物等の断面選定の考え方 
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第 1 図 全体配置図 
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2. 屋外重要土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方

2.1 各施設の配置 

本章では屋外重要土木構造物である，取水構造物，屋外二重管，常設代替

高圧電源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバート，津波防護施設で

ある防潮堤（放水路エリアを含む）及び貯留堰の断面選定の考え方を示す。 

第 2.1-1 図に屋外重要土木構造物及び津波防護施設の平面配置図を示す。 

第 2.1-1 図 屋外重要土木構造物及び津波防護施設の平面配置図 
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2.2 取水構造物の断面選定の考え方 

取水構造物の平面図を第 2.2－1 図に，縦断面図を第 2.2－2 図に，横断面

図を第 2.2－3 図に示す。 

取水構造物は，Ｓクラス機器である残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディ

ーゼル発電機用海水ポンプ等の間接支持機能を有する。取水構造物は非常用

取水設備であり，通水性能及び貯水性能が要求される。 

取水構造物は，延長約 56m，幅約 43m，高さ約 12m の鉄筋コンクリート造

の地中構造物であり，取水方向に対して複数の断面形状を示すが，基本的に

は取水路は 8 連のラーメン構造にて，取水ピットは 5 連のラーメン構造にて

構成され，杭を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

取水構造物の縦断方向（通水方向）は，加振方向と平行に配置される側壁

又は隔壁を耐震設計上見込むことができるため，強軸方向となる。一方，横

断方向（通水方向に対し直交する方向）は，通水機能を確保するため，加振

方向と平行に配置される構造部材が少ないことから，弱軸方向となる。 

耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向である横断方向を評価対

象の断面の方向とする。 

取水路である 8 連のボックスカルバート構造の区間（以下，「取水路区間」

という。）においては，頂版には取水方向に概ね規則的に開口が存在する。

このため，耐震評価においては，同区間の取水方向全長で開口を含めた平均

的な剛性及び上載荷重を考慮した断面を設定する。 

取水構造物は，上述のとおり取水方向に対し複数の断面形状を示すこと，

杭による支持形式であることから，周辺の地質構造，隣接する構造物の状況

を踏まえ，杭への影響についても考慮し，上述の断面を含めた複数の断面を

耐震評価候補断面として整理し，耐震安全上最も厳しくなる断面にて基準地

震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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なお，取水ピットである 5 連のボックスカルバート形状の区間（以下，

「取水ピット区間」という。）においては，循環水ポンプ，残留熱除去系海

水ポンプ等の非常用ポンプなどの重量物が設置される。このため，機器・配

管系を評価する床応答の観点から，機器への影響を踏まえ，開口を含めた平

均的な剛性及び上載荷重を考慮した断面を選定し，地震応答解析を実施する。 

第 2.2－1 図 取水構造物 平面図 
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第 2.2－2 図 取水構造物 縦断面図（Ａ－Ａ断面） 

第 2.2－3（1）図 取水構造物 横断面図（Ｂ－Ｂ断面：取水路） 

m 
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第 2.2－3（2）図 取水構造物 横断面図（Ｃ－Ｃ断面：取水ピット） 
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2.3 屋外二重管の断面選定の考え方 

屋外二重管は，Ｓクラス機器である残留熱除去系海水系配管，非常用ディ

ーゼル発電機用海水系配管等の間接支持機能を有する。 

屋外二重管は，延長約 215m，内径 2.0m 及び 1.8m の 2 本の鋼管の地中構造

物である。構造物直下には液状化検討対象層である As層，Ag1層及び Ag2層

が分布している。なお，指針改訂に伴う耐震裕度向上工事として，平成 21

年に Ag2 層を対象とした地盤改良を実施している。 

設置許可基準規則第 3 条第 1 項への適合性の観点から，本構造物は杭等を

介して岩盤で支持する構造とする。 

屋外二重管の平面図を第 2.3－1 図に，縦断面図を第 2.3－2 図に，横断図

を第 2.3－3 図に示す。 

主な範囲においては，屋外二重管の直下に沈下防止を目的とした鋼製梁を

設置して，鋼管杭を介して岩盤で支持させる。また，原子炉建屋近傍で，移

設不可能な既設構造物（排気筒基礎等）や埋設物との干渉によって鋼管杭の

打設が困難な箇所については，屋外二重管直下を地盤改良（セメント固化工

法等）することにより補強する地盤に支持させる検討を行う。屋外二重管の

基礎構造概要図を第 2.3－4 図に示す。 

屋外二重管のうち二重管部分は管軸方向に対して一様の断面形状を示す線

状の構造物であり，横断方向（管周方向）が弱軸方向である。また，一般的

な地中埋設管路の設計では管軸方向が弱軸として設計されることを考慮し，

管軸方向断面についても評価対象とする。なお，延長上の複数箇所に可とう

管を設置することから，管軸方向の評価においては，可とう管の配置を踏ま

えた検討を実施する。 

屋外二重管の耐震評価では，上述の構造的特徴があること，周辺の地盤構

造，隣接する構造物の状況を踏まえ，可とう管及び杭基礎部分への影響につ
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いても考慮し，耐震安全上最も厳しくなる断面にて基準地震動ＳＳによる耐

震評価を実施する。 

また，屋外二重管には残留熱除去系海水系配管，非常用ディーゼル発電機

用海水系配管等が設置されることから，これら配管系への影響も踏まえた断

面を選定し，地震応答解析を実施する。 
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第 2.3－1 図 屋外二重管 平面図 

第 2.3－2 図 屋外二重管 縦断面図（Ａ－Ａ断面） 
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第 2.3－3 図 屋外二重管 横断面図（Ｂ－Ｂ断面） 

第 2.3－4（1）図 基礎構造概要図（断面図） 

屋外二重管 
屋外二重管 

鋼製梁

鋼製梁 

鋼管杭 

鋼管杭 

岩盤 

岩盤 

基礎構造（管軸直角方向イメージＣ-Ｃ断面） 

基礎構図（管軸直角方向イメージＢ－Ｂ断面） 
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第 2.3－4（2） 基礎構造概要図（平面図） 
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2.4 貯留堰の断面選定の考え方 

貯留堰の平面図を第 2.4－1 図に，断面図を第 2.4－2 図に示す。 

貯留堰は非常用取水設備であり，貯水性能が要求される。 

貯留堰は，延長約 110m の海底面から約 2m 突出した鋼管矢板を連結した構

造物であり，取水口護岸に接続する。鋼管矢板は十分な支持性能を有する岩

盤に直接設置される。 

貯留堰の縦断方向（軸方向）は，加振方向に隣接する鋼管矢板を耐震設計

上見込むことができるため，強軸方向となる。一方，横断方向（軸方向に対

して直交する方向）は，加振方向に隣接する鋼管矢板がないことから，弱軸

方向となる。 

貯留堰は，上述のとおり縦断方向に対し一様な設備形状であるが，鋼管矢

板の周辺に第四系地盤が分布していることから，耐震評価では，周辺地盤の

影響が支配的と考えられる。 

S－1 断面から，貯留堰の設置位置については，北に向かって堆積層の基

底面が深くなっていることから，貯留堰の本体に着目した検討断面として，

EW-2 断面を選定する。また，護岸との接続部については，北側の接続部に

着目した検討断面として，EW－1 断面及び NS－1 断面を選定する。 

今後，上述の断面を含めた複数の断面を耐震評価候補断面として整理し，

耐震安全上最も厳しくなる断面にて基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施す

る。 
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第 2.4－1 図 貯留堰 平面図 

第 2.4－2（1）図 貯留堰 断面図（EW－1 断面） 
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第 2.4－2（2）図 貯留堰 断面図（EW－2 断面） 

第 2.4－2（3）図 貯留堰 断面図（NS－1 断面） 
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2.5 防潮堤の断面選定の考え方 

防潮堤の平面図を第 2.5－1 図に示す。防潮堤は，鋼管杭鉄筋コンクリー

ト防潮壁，鋼製防護壁及び鉄筋コンクリート防潮壁に区分され，総延長は約

2.3km，天端高さは T.P.＋20m（敷地前面東側）又は T.P＋18m（敷地側面北

側及び敷地側面南側）からなる。以下に，それぞれの断面選定の考え方を示

す。 

第 2.5－1 図 防潮堤 平面図 
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2.5.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の平面図を第 2.5－2 図に，正面図 及び

断面図を第 2.5－3 図に，横断面図を第 2.5－4～5 図に示す。 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は，延長約 2km，直径 2～2.5m の複数の鋼

管杭を鉄筋コンクリートで巻き立てた鉄筋コンクリート造の防潮壁を１つの

ブロックとした構造物であり，鋼管杭を介して十分な支持性能を有する岩盤

に設置される。 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の縦断方向は，加振方向と平行に配置され

る躯体及び杭基礎を耐震設計上見込むことができるため強軸方向となる。一

方，横断方向は，加振方向と平行に躯体及び杭基礎が配置されないことから，

弱軸方向となる。 

耐震評価では，構造物の構造的特徴や周辺の地盤条件も考慮して，構造の

安全性に支配的な弱軸方向である横断方向の断面について，基準地震動ＳＳ

による耐震評価を実施する。 

なお，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は敷地の全域に渡り設置することか

ら，敷地の地質・地質構造の特徴や遡上津波の特性等を踏まえ，それらを網

羅的に考慮した検討断面を第 2.5－1 表，第 2.5－6 図，第 2.5－2 表，第 2.5

－7 図に基づき選定した（①断面～⑥断面）。 
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第 2.5－2 図 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 平面図 

第 2.5－3 図 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 正面図及び断面図 

堤内側 

堤外側 

①断面 ②断面 

③断面 

④断面 

⑥断面 

⑤断面 

（単位：m） 
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第 2.5－4 図 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 横断面図（③断面） 

第 2.5－5 図 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 横断面図（⑥断面） 
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第 2.5－1 表 検討断面選定理由 

検 討

断面 
地質的特徴 

区間名 

（防潮堤天端高さ） 
選定理由 

①

断

面

も

し

く
は
④
断
面

岩 盤 が 傾 斜 す

る。 

岩盤傾斜区間 

（T.P.+18m もしくは

T.P.+20m） 

岩盤の傾斜角が最も大きい

箇所 

②
断
面

岩盤標高が低い

（第四系の層厚

が厚い） 

Ⅰ区間 

（T.P.+18m） 

粘土層が最も厚く堆積する

箇所（区間内で第四系の層

厚はほぼ一定） 

③
断
面

Ⅱ区間 

（T.P.+20m） 

全区間で防潮壁の壁高さが

最も高い箇所（全区間で津

波荷重が最も大きい箇所） 

⑤
断
面岩盤標高が高い

（第四系の層厚

が薄い） 

更新統が存在す

る。 

Ⅲ区間 

（T.P.+20m） 

当該区間で第四系の層厚が

最も厚い箇所 

⑥
断
面 Ⅳ区間 

（T.P.+18m） 

当該区間で第四系の層厚が

最も厚い箇所 
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第 2.5－6 図 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の区間割図 

第 2.5－2 表 区間別の第四系層厚 

凡例 区間 鋼管杭径（mm） 第四系の層厚(岩盤の出現深さ) 

岩盤傾斜

区間 

φ2,000 or 

φ2,500 
薄い～厚い(傾斜) 

 Ⅰ区間 φ2,000 一定の厚さで薄い(浅い) 

 Ⅱ区間 φ2,500 一定の厚さで薄い(浅い) 

 Ⅲ区間 φ2,500 一定の厚さで厚い(深い) 

 Ⅳ区間 φ2,000 一定の厚さで厚い(深い) 

第 2.5－7 図 検討断面位置図 

①断面 
φ2000 

②断面 
φ2000 

⑥断面 
φ2000 

③断面 
φ2500 

④断面 
φ2500 

Ⅳ区間 

Ⅲ区間 

Ⅱ区間 

Ⅰ区間 
岩盤傾斜区間 

岩盤傾斜区間 

岩盤傾斜区間 

⑤断面 

φ2500 

⑥断面 
φ2000 

⑤断面 
φ2500 

③断面 
φ2500 

②断面 

φ2000 

岩盤傾斜区 Ⅳ区間 Ⅲ区間

①断面 
φ2000 

Ⅱ区間

岩盤傾斜区Ⅱ区間 Ⅰ区間

④断面 
φ2500 

岩盤傾斜区

（単位：mm） 

（単位：mm） 
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2.5.2 鋼製防護壁 

鋼製防護壁の平面図を第 2.5－8 図に，正面図を第 2.5－9 図に，断面図を

第 2.5－10 図に示す。 

鋼製防護壁は，幅約 81m，高さ約 17m，奥行約 5m の鋼製の構造物であり，

幅約 50m の取水構造物を横断し，取水構造物の側方の地中連続壁基礎を介し

て十分な支持性能を有する岩盤に設置される。鋼製防護壁周辺の地盤は新第

三系の岩盤上面が南側から北側に傾斜し，その上部に第四系の地層が堆積し

ているため，第四系の地層は北側で厚く分布している。 

鋼製防護壁は，上部工では相対的に断面係数が大きい縦断方向が強軸方向

となる。一方，鋼製防護壁の基礎は取水構造物を挟んで南北に分離されてお

り，平面形状が正方形であり，構造全体としての挙動を考慮すると縦断方向

を強軸方向とは見なせない。また，北側と南側で基礎の延長や地盤条件が異

なるため，複雑な挙動が考えられる。 

耐震評価では，構造物の構造的特徴や周辺の地盤条件を考慮して，縦断方

向 1 断面及び南北基礎の横断方向（堤軸に対して直交する方向）2 断面につ

いて，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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第 2.5－8 図 鋼製防護壁 平面図 

第 2.5－9 図 鋼製防護壁 正面図（Ａ－Ａ断面） 
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第 2.5－10（1）図 鋼製防護壁 断面図（Ｂ－Ｂ断面） 

第 2.5－10（2）図 鋼製防護壁 断面図（Ｃ－Ｃ断面） 
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2.5.3 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリアを除く） 

鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリアを除く）の平面図を第 2.5－11 図

に，断面図を第 2.5－12 図に示す。 

鉄筋コンクリート防潮壁は，幅 11m～20m 程度，高さ約 22m，奥行約 10m の

鉄筋コンクリート造の構造物であり，ブロック間は止水ジョイントを施した

構造である。鉄筋コンクリート防潮壁は，地中連続壁基礎を介して十分な支

持性能を有する岩盤に設置される。 

鉄筋コンクリート防潮壁の縦断方向は，加振方向と平行に配置される躯体

を耐震設計上見込むことができるため強軸方向となる。横断方向（堤軸に対

して直交する方向）は，加振方向と平行に躯体が配置されないことから，弱

軸方向となる。一方，地中連続壁基礎に着目すると防潮堤の縦断方向は加振

方向と平行に配置される部材が少ないことから弱軸方向となる。 

鉄筋コンクリート防潮壁周辺の地盤は新第三系の岩盤上面が南側から北側

に傾斜し，その上部に第四系の地層が堆積しているため，第四系の地層は北

側で厚く分布している。第四系の地層は，南側の東西方向では起伏に富み，

北側の東西方向はほぼ水平に層をなしている。 

耐震評価では，構造物の構造的特徴や周辺の地盤条件を考慮して，上部工

については構造の安全性に支配的な弱軸方向である横断方向の 4 断面，基礎

部については構造の安全性に支配的な弱軸方向である縦断方向の 4 断面を耐

震評価候補断面として整理し，耐震安全上もっとも厳しくなる断面にて基準

地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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第 2.5－11 図 鉄筋コンクリート防潮壁 平面図 

第 2.5－12（1）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｄ－Ｄ断面) 
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第 2.5－12（2）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｅ－Ｅ断面) 

第 2.5－12（3）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｆ－Ｆ断面) 
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第 2.5－12（4）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｇ－Ｇ断面) 

第 2.5－12（5）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｈ－Ｈ断面) 
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第 2.5－12（6）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｉ－Ｉ断面) 

第 2.5－12（7）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｊ－Ｊ断面) 
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第 2.5－12（8）図 鉄筋コンクリート防潮壁 断面図(Ｋ－Ｋ断面) 
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2.5.4 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

鉄筋コンクリート防潮壁のうち放水路横断部の平面図を第 2.5－13 図に，

断面図を第 2.5－14 図に示す。 

鉄筋コンクリート防潮壁は，縦断方向約20m，高さ約17m，横断方向約23m

の鉄筋コンクリート造の構造物であり，放水路，地中連続壁基礎を介して十

分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

鉄筋コンクリート防潮壁の縦断方向では，防潮壁部は加振方向と平行に配

置される躯体を耐震設計上見込むことができるため強軸方向となり，防水路

部及び放水路ゲート部は加振方向と平行に躯体が配置されないことから，弱

軸方向となる。 

鉄筋コンクリート防潮壁周辺の第四系の地層はほぼ水平な層をなし，Ac

層が厚く分布する。 

耐震評価では，構造物の構造的特徴や周辺の地盤条件を考慮して，縦断方

向 2 断面及び横断方向 1 断面について，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実

施する。縦断方向の断面位置は防潮壁部と放水路ゲート部に設定する。横断

方向の断面位置は構造物の中心線位置とする。 
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第 2.5－13 図 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 平面図 

第 2.5－14（1）図 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 
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第 2.5－14（2）図 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）断面図 

（Ｂ－Ｂ断面）（放水路ゲート部） 

第 2.5－14（3）図 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）断面図 

（Ｃ－Ｃ断面） 
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2.6 常設代替高圧電源装置置場の断面選定の考え方 

常設代替高圧電源装置置場の平面図を第 2.6－1 図に，断面図を第 2.6－2

図に示す。 

常設代替高圧電源装置置場は常設重大事故等対処施設である常設代替高圧

電源装置等を内包すると共に，S クラス施設である軽油貯蔵タンクを間接支

持する機能を有する。また，施設の下部を，常設代替高圧電源装置等である

西側淡水貯水設備として使用する。 

常設代替高圧電源装置置場は，幅約 46m（南北方向）×約 56m（東西方向），

高さ約 47m の多層ラーメン構造の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，

十分な支持性能を有する岩盤に直接設置される。 

常設代替高圧電源装置置場では内包する常設代替高圧電源装置や間接支持

するＳクラス施設が縦断方向（東西方向）に一様に設置されているため，機

器・配管の設置位置による影響を考慮する必要はない。 

常設代替高圧電源装置置場の東西方向は加振と平行に配置される側壁又は

隔壁を耐震設計上見込むことが出来るため，強軸方向となる。一方，南北方

向は，設備の配置などから加振方向と平行に配置される構造部材が少ないこ

とから弱軸方向となる。 

常設代替高圧電源装置置場は，弱軸方向にほぼ一様な構造であること，周

辺の地質構造は施設の縦断方向について一様であることから，耐震評価では，

構造の安全性に支配的な弱軸方向である南北方向の断面を選定し，基準地震

動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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第 2.6－1 図 常設代替高圧電源装置置場 平面図 

第 2.6－2（1）図 常設代替高圧電源装置置場 断面図（東西断面） 
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第 2.6－2（2）図 常設代替高圧電源装置置場 断面図（南北断面） 
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2.7 常設代替高圧電源装置用カルバートの断面選定の考え方 

常設代替高圧電源装置用カルバートの平面図を第 2.7－1 図に示す。 

常設代替高圧電源装置用カルバートは，鉄筋コンクリート造の地中構造物

であり，トンネル部，立坑部及びカルバート部に区分される。以下にそれぞ

れの断面選定の考え方を示す。 

第 2.7－1 図 常設代替高圧電源装置用カルバート 平面図 
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2.7.1 トンネル部 

常設代替高圧電源装置用カルバートのうちトンネル部の縦断面図を第 2.7

－2 図に，横断面図を第 2.7－3 図に示す。 

常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部，立坑部，カルバート部）

は常設重大事故等対処施設である常設代替高圧電源装置電路等を内包すると

共に，Ｓクラス施設である軽油移送配管を間接支持する機能を有する。 

トンネル部は，延長約 150m，内径約 5m の鉄筋コンクリート造の地中構造

物であり，トンネルの軸方向（配管方向）に対して内空寸法が一様で，十分

な支持性能を有する岩盤に設置される。トンネル部は全線にわたり一定区間

でブロック割されている。 

トンネルの縦断方向（軸方向）は，加振方向と平行に配置される側壁を耐

震設計上見込むことができるため，強軸方向となる。また，前述のとおりト

ンネル部は全線にわたり一定区間でブロック割されており，トンネル縦断方

向の応力は区間毎に解放されると考えられる。縦断方向のブロック毎の相対

変位に対しては，岩盤に設置されているため小さいと考えられる。一方，横

断方向（軸方向に対し直交する方向）は，配管が一様に配置されるため，加

振方向と平行に配置される構造部材がないことから，弱軸方向となる。 

トンネル部は，全長を岩盤に設置されており，周辺の地盤が構造物に与え

る影響はどの断面でも大きな差はなく，上載荷重の影響が支配的であると考

えられることから，耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向である

横断方向（配管方向と直交する断面）のうち，土被りが最も大きくなるＡ－

Ａ断面を選定し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。なお，周辺地

質状況の相違による影響を確認するため，トンネル縦断方向における複数地

点にて一次元波動論における地震応答解析を実施し，トンネルの上端と下端

の相対変位を確認する。 
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第 2.7－2 図 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）縦断面図 

第 2.7－3 図 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）横断面図 
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2.7.2 立坑部 

常設代替高圧電源装置用カルバートのうち立坑部の断面図を第 2.7－4 図

に示す。 

立坑部は，幅約 15m（東西方向）×約 11m（南北方向），高さ約 39m の多層

ラーメン構造の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，十分な支持性能を

有する岩盤に直接設置される。 

立坑部は，角筒形の鉄筋コンクリート構造物であり，互いに直交する荷重

はそれぞれ異なる構造部材で受け持つ設計とすることから，耐震評価では，

立坑部の南北方向及び東西方向の 2 断面を選定し，基準地震動ＳＳによる耐

震評価を実施する。  
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第 2.7－4（1）図 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）断面図 

（東西断面） 

第 2.7－4（2）図 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）断面図 

（南北断面） 

T.P.+8.0m
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2.7.3 カルバート部 

常設代替高圧電源装置用カルバートのうちカルバート部の平面図を第 2.7

－5 図に，断面図を第 2.7－6 図に示す。 

カルバート部は，延長約 29m，内空幅約 12m，内空高さ約 3m 及び延長約

6m，内空幅約 2m，内空高さ約 3m の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，

カルバートの軸方向（配管方向）に対して内空寸法がほぼ一様で，杭を介し

て十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

カルバートの縦断方向（軸方向）は，加振方向と平行に配置される側壁を

耐震設計上見込むことができるため，強軸方向となる。一方，横断方向（軸

方向に対し直交する方向）は，配管が一様に配置されるため，加振方向と平

行に配置される構造部材がないことから，弱軸方向となる。 

耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向である横断方向の断面

（配管方向と直交する断面）を選定し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実

施する。 
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第 2.7－5 図 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）平面図 

第 2.7－6 図 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部） 
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3. 常設重大事故等対処施設等の耐震評価における断面選定の考え方

3.1 各施設の配置 

本章では常設重大事故等対処施設である，代替淡水貯槽，常設低圧代替注

水系ポンプ室，常設低圧代替注水系配管カルバート，緊急用海水ポンプピッ

ト，格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，緊急用海水取水管，ＳＡ用

海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急時対策所用発電

機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク基礎の断面選定の考え

方を示す。各施設の平面配置図を第 3.1－1 図に示す。 

第 3.1－1 図 常設重大事故等対処施設の土木構造物 平面配置図 
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3.2 代替淡水貯槽の断面選定の考え方 

代替淡水貯槽の平面図を第 3.2－1 図に，断面図を第 3.2－2 図に示す。 

代替淡水貯槽は常設重大事故等対処施設である。 

代替淡水貯槽は，内径約 20m，内空高さ約 22m の鉄筋コンクリート造の円

筒形の地中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設置される。 

代替淡水貯槽は，円筒形の鉄筋コンクリート構造物であり，明確な弱軸方

向がないことから，東西及び南北方向の２断面を選定し，両者から得られた

地震力による断面力を組み合わせ，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施す

る。 

第 3.2－1 図 代替淡水貯槽 平面図 
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第 3.2－2（1）図 代替淡水貯槽 断面図（東西断面） 

第 3.2－2（2）図 代替淡水貯槽 断面図（南北断面） 
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3.3 常設低圧代替注水系ポンプ室の断面選定の考え方 

常設低圧代替注水系ポンプ室の平面図を第 3.3－1 図に，断面図を第 3.3

－2 図に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ室は常設重大事故等対処施設であり，常設低圧

代替注水系ポンプ等を内包する。 

常設低圧代替注水ポンプ室は，内空幅約 11m（東西方向）×約 7m（南北方

向），内空高さ約 26m の多層ラーメン構造の鉄筋コンクリート造の地中構造

物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設置される。また，代替淡水

貯槽と接続する配管を支持する内空幅約 2m，内空高さ約 2m の張出し部を２

箇所有する。 

常設低圧代替注水系ポンプ室は，角筒形の鉄筋コンクリート構造物であり，

互いに直交する荷重はそれぞれ異なる構造部材で受け持つ設計とすることか

ら，耐震評価では，常設低圧代替注水系ポンプ室の東西方向及び南北方向の

2 断面を選定し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。また，南北断

面においては，東西方向の幅で張出し部を含めた剛性及び上載荷重を考慮す

る。 
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第 3.3－1 図 常設低圧代替注水系ポンプ室 平面図 

第 3.3－2（1）図 常設低圧代替注水系ポンプ室 断面図（東西断面） 
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第 3.3－2（2）図 常設低圧代替注水系ポンプ室 断面図（南北断面） 
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3.4 常設低圧代替注水系配管カルバートの断面選定の考え方 

常設低圧代替注水系配管カルバートの平面図を第 3.4－1 図に，断面図を

第 3.4－2 図に示す。 

常設低圧代替注水系配管カルバートは常設重大事故等対処施設であり，常

設低圧代替注水系配管を内包する。 

常設低圧代替注水系配管カルバートは，延長約 22m，内空幅約 2m，内空高

さ約 2m の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，軸方向（配管方向）に

対して内空寸法が一様で，人工岩盤を介して十分な支持性能を有する岩盤に

設置される。 

常設低圧代替注水系配管カルバートの縦断方向（軸方向）は，加振方向と

平行に配置される側壁を耐震設計上見込むことができるため，強軸方向とな

る。一方，横断方向（軸方向に対し直交する方向）は，配管が配置されるた

め，加振方向と平行に配置される構造部材がないことから，弱軸方向となる。 

常設低圧代替注水系配管カルバートは全区間同一断面であり，周辺地盤も

同じ構成であることから，耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向

である横断方向の断面を選定し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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第 3.4－1 図 常設低圧代替注水系配管カルバート 平面図 

第 3.4－2 図 常設低圧代替注水系配管カルバート 断面図（東西断面） 

T.P.+8.0m
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3.5 緊急用海水ポンプピットの断面選定の考え方 

緊急用海水ポンプピットの平面図を第 3.5－1 図に，断面図を第 3.5－2 図

に示す。 

緊急用海水ポンプピットは常設重大事故等対処施設であり，緊急用 

海水ポンプ等を内包する。 

ＳＡ用海水ポンプピットは非常用取水設備であり，通水性能及び貯水性能

が要求される。 

緊急用海水ポンプピットは，幅約 12m（東西方向）×約 12m（南北方向），

高さ約 36m の多層ラーメン構造の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，

十分な支持性能を有する岩盤に直接設置される。また，原子炉建屋内へ接続

する配管を間接支持する内空幅約 3m，内空高さ約 2m の張出し部を有する。 

緊急用海水ポンプピットは，角筒形の鉄筋コンクリート構造物であり，互

いに直交する荷重はそれぞれ異なる構造部材で受け持つ設計とすることから，

耐震評価では，緊急用海水ポンプピットの東西方向及び南北方向の 2 断面を

選定し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。また，東西断面におい

ては，南北方向の幅で張出し部を含めた剛性及び上載荷重を考慮する。 
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第 3.5－1 図 緊急用海水ポンプピット 平面図 
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第 3.5－2（1）図 緊急用海水ポンプピット 断面図（東西断面） 

第 3.5－2（2）図 緊急用海水ポンプピット 断面図（南北断面） 
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3.6 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートの断面選定の考え方 

格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートの平面図を第 3.6－1 図に，縦

断面図を第 3.6－2 図に，横断面図を第 3.6－3 図に示す。 

格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートは常設重大事故等対処施設であ

り，格納容器圧力逃がし装置用配管を内包する。 

格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートは，延長約 37m，内空幅約 3m

（一部約 5m 及び約 9m），内空高さ約 8m の鉄筋コンクリート造の地中構造物

であり，人工岩盤を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置される。 

格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートの縦断方向（軸方向）は，加振

方向と平行に配置される側壁を耐震設計上見込むことができるため，強軸方

向となる。一方，横断方向（軸方向に対し直交する方向）は，配管が一様に

配置されるため，加振方向と平行に配置される構造部材が少ないことから，

弱軸方向となる。 

格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート周辺の地質構造は縦断方向に対

して一様であるが，格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートは縦断方向に

対して複数の断面形状を示すことから，上述の断面を含めた複数の断面を耐

震評価候補断面として整理し，耐震安全上最も厳しくなる断面にて基準地震

動ＳＳによる耐震評価を実施する。 
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第 3.6－1 図 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 平面図 

第 3.6－2 図 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 縦断面図 

（Ａ－Ａ断面） 
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第 3.6－3（1）図 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 横断面図 

（Ｂ－Ｂ断面） 
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第 3.6－3（2）図 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 横断面図 

（Ｃ－Ｃ断面） 
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3.7 緊急用海水取水管の断面選定の考え方 

緊急用海水取水管の平面図を第 3.7－1 図に，縦断面図を第 3.7－2 図に，

横断面図を第 3.7－3 図に示す。 

緊急用海水取水管は常設重大事故等対処施設である。また，非常用取水

設備であり，通水性能が要求される。 

緊急用海水取水管は，ＳＡ用海水ピットと緊急用海水ポンプピットを接

続する延長約 168m で内径 1.2m の鋼管の地中構造物であり，十分な支持性

能を有する岩盤に設置される。 

緊急用海水取水管は管軸方向に対して一様の断面形状を示す線状の構造

物であり，横断方向（管周方向）が弱軸方向である。また，一般的な地中

埋設管路の設計では管軸方向を弱軸として設計されることを考慮し，管軸

方向断面についても評価対象断面とする。なお，延長上の複数箇所に可と

う管を設置することから，管軸方向の評価においては，可とう管の配置を

踏まえた検討を実施する。 

緊急用海水取水管は，全長を岩盤に設置されており，周辺の地盤が構造

物に与える影響はどの断面でも大きな差はなく，上載荷重の影響が支配的

であると考えられることから，耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱

軸方向である横断方向のうち，土被りが最も大きくなるＡ－Ａ断面を選定

し，基準地震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 

なお，周辺地質状況の相違による影響を確認するため，管軸方向におけ

る複数地点にて一次元波動論における地震応答解析を実施し，管路の上端

と下端の相対変位を確認する。 
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第 3.7－1 図 緊急用海水取水管 平面図 

第 3.7－2 図 緊急用海水取水管 縦断面図 
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第 3.7－3 図 緊急用海水取水管 横断面図（Ａ－Ａ断面） 
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3.8 ＳＡ用海水ピットの断面選定の考え方 

ＳＡ用海水ピットの平面図を第 3.8－1 図に，断面図を第 3.8－2 図に示す。 

ＳＡ用海水ピットは常設重大事故等対処施設である。また，非常用取水設

備であり，通水性能及び貯水性能が要求される。 

ＳＡ用海水ピットは，内径約 10m，内空高さ約 28m の円筒形の鉄筋コンク

リート造の地中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設置され

る。また，ＳＡ用海水ピットは，十分な支持性能を有する地盤内で海水引込

み管及び緊急用海水取水管が接続する構造で，双方の管路はＳＡ用海水ピッ

トへ直交して接続される。

ＳＡ用海水ピットは，円筒形の鉄筋コンクリート構造物であり，明確な弱

軸方向がないことから，ＳＡ用海水ピットに接続する海水引込み管及び緊急

用海水取水管に着目し，直交する両管路の縦断方向の 2 断面を選定し，両者

から得られた地震力による断面力を組み合わせ，基準地震動ＳＳによる耐震

評価を実施する。 

第 3.8－1 図 ＳＡ用海水ピット 平面図 
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第 3.8－2（1）図 ＳＡ用海水ピット 断面図（①－①断面） 

第 3.8－2（2）図 ＳＡ用海水ピット 断面図（②－②断面） 
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3.9 海水引込み管の断面選定の考え方 

海水引込み管の平面図を第 3.9－1 図に，縦断面図を第 3.9－2 図に，横断

面図を第 3.9－3 図に示す。 

海水引込み管は常設重大事故等対処施設である。また，非常用取水設備で

あり，通水性能が要求される。 

海水引込み管は，ＳＡ用海水ピット取水塔とＳＡ用海水ピットを接続する

延長約 154m,内径 1.2m の鋼管の地中構造物であり，十分な支持性能を有す

る岩盤に設置される。 

海水引込み管は管軸方向に対して一様の断面形状を示す線状の構造物であ

り，横断方向（管周方向）が弱軸方向である。また，一般的な地中埋設管路

の設計では管軸方向を弱軸として設計されることを考慮し，管軸方向断面に

ついても評価対象断面とする。なお，延長上の複数箇所に可とう管を設置す

ることから，管軸方向の評価においては，可とう管の配置を踏まえた検討を

実施する。 

海水引込み管は，全長とも岩盤に設置されており，周辺の地盤が構造物に

与える影響はどの断面でも大きな差はなく，上載荷重の影響が支配的である

と考えられることから，耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向で

ある横断方向のうち，土被りが最も大きくなるＡ－Ａ断面を選定し，基準地

震動ＳＳによる耐震評価を実施する。 

なお，周辺地質状況の相違による影響を確認するため，管軸方向における

複数地点にて一次元波動論における地震応答解析を実施し，管路の上端と下

端の相対変位を確認する。 
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第 3.9－1 図 海水引込み管 平面図 

第 3.9－2 図 海水引込み管 縦断面図 

第 3.9－3 図 海水引込み管 横断面図（Ａ－Ａ断面） 
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3.10 ＳＡ用海水ピット取水塔の断面選定の考え方 

ＳＡ用海水ピット取水塔の平面図を第 3.10－1 図に，断面図を第 3.10－2

図に示す。 

ＳＡ用海水ピット取水塔は常設重大事故等対処施設である。また，非常用

取水設備であり，通水性能が要求される。 

ＳＡ用海水ピット取水塔は，内径約 4m，内空高さ約 18m の円筒形の鉄筋

コンクリート造の地中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設

置される。また，ＳＡ用海水ピット取水塔は，十分な支持性能を有する地盤

内で海水引込み管が接続する構造で，管路はＳＡ用海水ピット取水塔へ直交

して接続される。 

ＳＡ用海水ピット取水塔は，円筒形の鉄筋コンクリート構造物であり明確

な弱軸方向がないことから，ＳＡ用海水ピット取水塔に接続される海水引込

み管に着目し，海水引込み管を縦断する断面とこれに直交する断面の 2 断面

を選定し，両者から得られた地震力による断面力を組み合わせ，基準地震動

ＳＳによる耐震評価を実施する。 

第 3.10－1 図 ＳＡ用海水ピット取水塔 平面図 
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第 3.10－2（1）図 ＳＡ用海水ピット取水塔 断面図（①－①断面） 

第 3.10－2（2）図 ＳＡ用海水ピット取水塔 断面図（②－②断面） 
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3.11 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タ

ンク基礎

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎の平面図を第 3.11－1 図に，

断面図を第 3.11－2 図に示す。また，可搬型設備用軽油タンク基礎の平面

図を第 3.11－3 図に，断面図を第 3.11－4 図に示す。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク

基礎はいずれも常設重大事故等対処施設であり，対応するタンク（緊急時対

策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び可搬型設備用軽油タンク）を内包する。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎は内空幅約 9m（タンク軸方

向）×約 5m（タンク横断方向），内空高さ約 4m，可搬型設備用軽油タンク基

礎は内空幅約 11m（タンク軸方向）×約 13m（タンク横断方向），内空高さ約

4m の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，杭を介して十分な支持性能

を有する岩盤に設置される。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク

基礎はいずれも比較的単純な箱型構造物であり，縦断方向（タンクの軸方向）

にほぼ一様な断面である。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク

基礎はいずれも内包するタンクが縦断方向に一様に設置されているため，機

器・配管の設置位置による影響を考慮する必要はない。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク

基礎の縦断方向は，加振方向と平行に配置される側壁又は隔壁を耐震設計上

見込むことができるため，強軸方向となる。一方，横断方向（タンクの軸方

向に対し直交する方向）は，タンクを格納するため，加振方向と平行に配置

される構造部材がないことから，弱軸方向となる。 

耐震評価では，構造の安全性に支配的な弱軸方向である横断方向（タンク
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の軸方向に対し直交する方向）の断面を選定し，基準地震動ＳＳによる耐震

評価を実施する。 

第 3.11－1 図 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 平面図 

第 3.11－2 図 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 断面図 

断面位置
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第 3.11－3 図 可搬型設備用軽油タンク基礎 平面図 

第 3.11－4（1）図 可搬型設備用軽油タンク基礎（西側） 断面図 

断面位置
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第 3.11－4 図（2） 可搬型設備用軽油タンク基礎（南側） 断面図 



2.1.3 耐津波設計の基本方針【40 条】 

基準適合への対応状況 



40 条－1 

1.4 耐津波設計 

1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計 

省略 

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 

省略 

1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

省略 

1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

省略 

1.4.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

省略 

1.4.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の隔

離（内郭防護） 

省略 

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

省略 

1.4.1.7 津波監視 

省略 

1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計 

1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針 

 重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(1) 津波防護対象の選定 

 設置許可基準規則第四十条（津波による損傷の防止）においては，「重
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大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを要求し

ている。 

 なお，設置許可基準規則第四十三条（重大事故等対処設備）における可

搬型重大事故等対処設備の接続口，保管場所及び機能保持に対する要求事

項を満足するため，可搬型重大事故等対処設備についても津波防護の対象

とする。 

 このため，津波から防護する設備は，重大事故等対処施設（可搬型重大

事故等対処設備を含む。）（以下「重大事故等対処施設の津波防護対象設

備」という。）とし，これらを内包する建屋及び区画について第 1.4－9 図

に配置を示す。 

 なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，設置許可基準

規則の解釈別記 3 で入力津波に対して機能を十分に保持できることが要求

されており，同要求を満足できる設計とする。 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の存在の把握 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画とし

て，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」で示した範囲に加え，T.P.

＋8m の敷地に格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納

槽，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装

置用カルバート（立坑部），原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側

接続口，T.P.＋11m の敷地に常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯水

設備，高所東側接続口，高所西側接続口，西側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ立
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坑含む）及び軽油貯蔵タンク，T.P.＋23m の敷地に緊急時対策所建屋及

び可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），T.P.＋25m の敷地に可

搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）を設置する。 

 また，原子炉建屋西側と常設代替高圧電源装置置場の間の地下岩盤内

に，常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部），原子炉建屋西

側の地下に常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）を設置

する。（第 1.4－3 図）   

 防潮堤外側の海域にはＳＡ用海水ピット取水塔を設置し，地下岩盤内

に海水引込み管及び緊急用海水取水管を設置する。 

 津波防護施設は，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用す

る。 

 浸水防止設備として，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に記

載する設備に加え，T.P.＋8m の敷地に設置する格納容器圧力逃がし装置

格納槽，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポンプピット上部の

開口部に水密ハッチ又は浸水防止蓋，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（立坑部）の地下 1 階開口部に水密扉を設置する。 

 津波監視設備は，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

 敷地内の遡上域（防潮堤外側）の建物・構築物等は，「1.4.1 設計基

準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(3) 入力津波の設定 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

1.4.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 
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 津波防護の基本方針は，以下の(1)から(5)のとおりである。 

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。

下記(3)において同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地におい

て，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

また，取水路，放水路等の経路から流入させない設計とする。 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水

による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要な機能への

影響を防止できる設計とする。 

(3) 上記２方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画については，浸水防護をすることにより，津波による影響等

から隔離可能な設計とする。 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な

機能への影響を防止できる設計とする。 

(5) 津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機能が保持できる

設計とする。 

 敷地の特性に応じた津波防護としては，基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とするため，数値シミュレーションに基づき設

定した，外郭防護として防潮堤及び防潮扉を設置する。防潮堤のうち鋼製防

護壁には，鋼製防護壁と取水構造物の境界部からの津波の流入を防止するた

めに，１次止水機構及び２次止水機構を多様化して設置する。 

 なお，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及

び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）は，津波の影響を受けない位

置に設置する設計とすることから，新たな津波防護対策は必要ない。 

 また，取水路，放水路等の経路から津波を流入させない設計とするため，

外郭防護として取水路に取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海
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水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット空気抜

き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート及び放水路ゲート点検用開口部浸水防

止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋並びに緊急用

海水ポンプ室に緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海

水ポンプグランドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排水

口逆止弁並びに構内排水路に構内排水路逆流防止設備を設置する。防潮堤及

び防潮扉下部貫通部に対しては，止水処置を実施する。 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）

を内包する建屋及び区画については，津波による影響等から隔離可能な設計

とするため，内郭防護として，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に

記載する浸水防止設備及び止水処置に加え，緊急用海水ポンプ点検用開口部

浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，格納容器圧力逃

がし装置格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハ

ッチ，常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常設代替高圧

電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉を設置する。 

 引き波時の水位の低下に対して，取水構造物である取水ピットの水位が非

常用海水ポンプの取水可能水位を下回らないよう貯留堰を設置する。 

 地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，

津波監視設備として，取水路に潮位計，取水ピットに取水ピット水位計，原

子炉建屋屋上及び防潮堤上部に津波・構内監視カメラを設置する。 

 津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4－2 表に示す。また，敷地に遡

上する津波による水位上昇分布を第 1.4－7 図に示す。 

1.4.2.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 
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 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）

を内包する建屋及び区画として，海水ポンプ室及び非常用海水系配管が設

置されている敷地高さは T.P.＋3m，原子炉建屋，格納容器圧力逃がし装置

格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピット，排気筒，

常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部），原子炉建屋西側接続口及

び原子炉建屋東側接続口が設置されている敷地高さは T.P.＋8m，常設代替

高圧電源装置置場（西側淡水貯水設備，高所東側接続口，高所西側接続口，

西側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ立坑含む）及び軽油貯蔵タンクが設置されてい

る敷地高さは T.P.＋11m であり，津波による遡上波が到達，流入する高さ

に設置している。このため，高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待

値を踏まえた潮位を考慮した上で，敷地前面東側においては入力津波高さ

T.P.＋17.9m に対して天端高さ T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面

北側においては入力津波高さ T.P.＋15.4m に対して天端高さ T.P.＋18m の

防潮堤，敷地側面南側においては入力津波高さ T.P.＋16.8m に対して T.P.

＋18m の防潮堤及び防潮扉を設置することにより，津波が到達，流入しな

い設計とする。また，防潮堤のうち鋼製防護壁には，１次止水機構を設置

し，津波が到達，流入しない設計とする。なお，遡上波の地上部からの到

達及び流入の防止として，地山斜面，盛土斜面等は活用しない。 

 緊急時対策所建屋及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）が設

置されている敷地高さは T.P.＋23m，可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側）が設置される敷地高さは T.P.＋25m であり，津波による遡上波は

到達しない。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路（扉，

開口部，貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する浸水対策については
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「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

1.4.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外

郭防護２） 

(1) 漏水対策 

   海水ポンプ室の漏水対策については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津

波設計」に同じ。 

   緊急用海水ポンプピットの緊急用海水ポンプモータ設置エリア（以下

「緊急用海水ポンプモータ設置エリア」という。）については，取水・放

水施設，地下部等における漏水の可能性を検討した結果，緊急用海水ポン

プピットの入力津波高さが，重大事故等に対処するために必要な機能を有

する設備である緊急用海水ポンプモータ設置エリアの床面高さを上回り，

床面に開口部等が存在する場合には，当該部で漏水が生じる可能性がある

ことから，緊急用海水ポンプモータ設置エリアを漏水が継続することによ

る浸水の範囲（以下 1.4 において「浸水想定範囲」という。）として想定

する。 

   緊急用海水ポンプの海水の流路である非常用取水設備の構造上の特徴

等を考慮して，緊急用海水ポンプモータ設置エリアの床面における漏水の

可能性を検討した結果，床面における開口部等として挙げられる緊急用海

水ポンプグランドドレン排出口及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

については，逆止弁を設置する設計上の配慮を施しており，漏水による浸

水経路とならない。緊急用海水ポンプ室における浸水対策の概要を第 1.4

－8 図に示す。 

   以上より，緊急用海水ポンプモータ設置エリアへの漏水の可能性はない。 

(2) 重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価 



40 条－8 

 海水ポンプへの影響評価については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津

波設計」に同じ。 

 緊急用海水ポンプピットの緊急用海水ポンプモータ設置エリアについて

は，重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備である緊急用海

水ポンプのモータが設置されているため，緊急用海水ポンプモータ設置エ

リアを防水区画化する。 

 上記(1)より，重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水

構造物を除く。）を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可能性は

ないが，保守的な想定として，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆

止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の弁体（フロート）の

開固着による動作不良を考慮し，漏水想定範囲における浸水を仮定する。

その上で重大事故等に対処するために必要な機能を有する緊急用海水ポン

プについて，緊急用海水ポンプモータ設置エリアへの漏水による浸水量を

評価し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響がないことを確

認する。 

(3) 排水設備の影響 

 海水ポンプへの影響評価については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津

波設計」に同じ。 

 緊急用海水ポンプについては，上記(2)において浸水想定範囲である緊急

用海水ポンプモータ設置エリアで長期間冠水することが想定される場合は，

排水設備を設置する。 

1.4.2.5 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の

隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 
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   浸水防護重点化範囲として，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」

で示した範囲（使用済燃料乾式貯蔵建屋を除く）に加え，緊急時対策所建

屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処

設備保管場所（南側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注

水系格納槽，緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置（西側淡水

貯水設備，高所東側接続口，高所西側接続口，西側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ

立坑含む）及び常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部，立坑部

及びカルバート部）を設定する。 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

 津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，以下のとおり

地震による溢水の影響も含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水

の可能性のある経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

 浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポンプ室，格納容器圧力

逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピット

及び常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部，立坑部及びカルバ

ート部）については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」と同じよ

うに，浸水防止重点化範囲の境界において浸水防止対策を講じる。 

 常設代替高圧電源装置（西側淡水貯水設備，高所東側接続口，高所西側

接続口，西側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ立坑含む），緊急時対策所建屋，可搬

型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保

管場所（南側）は津波による溢水の影響を受けない位置に設置する。 

  浸水対策の実施に当たっては，以下のａ．からｅ．の影響を考慮する。 

ａ．地震に起因するタービン建屋内の循環水系配管の伸縮継手の破損並び

に耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水ピット及び放水ピットから循環水系配管に流れ込み，
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循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所を介して，タービン建屋内に流入す

ることが考えられる。このため，タービン建屋内に流入した海水による，

タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋）への影響を

評価する。 

ｂ．地震に起因する循環水ポンプ室の循環水系配管の伸縮継手の破損によ

り，津波が取水ピットから循環水系配管に流れ込み，循環水系配管の伸

縮継手の破損箇所を介して，循環水ポンプ室内に流入することが考えら

れる。このため，循環水ポンプ室内に流入した海水による，隣接する浸

水防護重点化範囲（海水ポンプ室）への影響を評価する。 

ｃ．地震に起因する屋外に敷設する非常用海水系配管（戻り管）の損傷に

より，海水が配管の損傷箇所を介して，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）の設置された敷地に流入する

ことが考えられる。このため，敷地に流入した津波による浸水防護重点

化範囲（原子炉建屋，海水ポンプ室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，

常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピット及び常設代替高圧

電源装置用カルバート（トンネル部，立坑部及びカルバート部））への

影響を評価する。 

ｄ．地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与

える影響について評価する。 

ｅ．地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が，浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

(3) 上記(2)ａ．からｅ．の浸水範囲，浸水量の評価については，以下のとお

り安全側の想定を実施する。 

ａ．タービン建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 
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ｂ．循環水ポンプ室内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

ｃ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波，溢水等の事象想定 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｄ．機器・配管損傷による津波浸水量の考慮 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｅ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｆ．地下水の溢水影響の考慮 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｇ．屋外タンク等の損傷による溢水等の事象想定 

 屋外タンクの損傷による溢水については，地震時の屋外タンクの溢水

により浸水防護重点化範囲に浸水することを想定し，格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピット及

び常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）に浸水対策を実施する

ため，浸水防護重点化範囲の建屋又は区域に浸入することはない。 

  原子炉建屋の扉等の開口部下端位置は T.P.＋8.2m であり，屋外タン

クの損傷による溢水が到達しないことから，浸水防護重点化範囲の建屋

に浸入することはない。 

 常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯水設備，高所東側接続口，高

所西側接続口，西側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ立坑含む。）の扉等の開口部下

端位置は T.P.＋11.2m であり，屋外タンクの損傷による溢水が到達しな

いことから，浸水防護重点化範囲の区画に浸入することはない。 

ｈ．施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。なお，新設の重大
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事故等対処設備を内包する建屋等については，予め津波対策を考慮した

設計とする。 

1.4.2.6 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性 

 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止する設計とする。非常用海水ポンプについては，「1.4.1 

設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

 重大事故時に使用する緊急用海水ポンプは，非常用取水設備のＳＡ用海

水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取水管

を流路として使用する設計であり，基準津波による引き波時に，取水箇所

であるＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ（T.P.－2.2m）より海面の高さ

が一時的に低い状況となる可能性があるが，この時点で緊急用海水ポンプ

は運転していないため，津波による水位変動に伴う取水性への影響はない。

基準津波に対する重大事故等時は，非常用海水ポンプが健全であれば非常

用海水ポンプを使用し，緊急用海水ポンプは，非常用海水ポンプの故障時

に使用する設計とする。 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの

機能保持確認 

 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して，

取水構造物の通水性が確保できる設計とする。 

 また，基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して，非常用

海水ポンプ及び緊急用海水ポンプは機能保持できる設計とする。具体的に

は，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 
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重大事故時に使用する可搬型の海水を取水する可搬型代替注水大型ポン

プ及び可搬型代替注水中型ポンプについては，浮遊砂等の混入に対して，

機能保持できる設計とする。 

ａ．砂移動・堆積の影響 

 非常用海水ポンプについては，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設

計」に同じ。 

 緊急用海水ポンプピットの砂の堆積量は，津波による砂移動に関する

数値シミュレーションの結果，浮遊砂の上限濃度 1％時において約 0.01m

であり，緊急用海水ポンプ吸込み位置はポンプピット底面より 20m 以上

高い位置にあることから，吸込み口に達することはなく取水性に影響は

ない。  

 ＳＡ用海水ピットの砂の堆積量は，浮遊砂の上限濃度 1％時において

約 0.23m であり，ピット底部より約 1.8m 上方に取り付けられる緊急用

海水取水管を閉塞させることはない。 

 ＳＡ用海水ピット取水塔の砂の堆積量は，浮遊砂の上限濃度 1％時に

おいて約 0.9m の砂の堆積が想定されるが，海水取水吸込み位置は 10m 以

上上方にあることから取水性に影響はない。 

 以上のことから，砂の移動・堆積による緊急用海水ポンプの流路であ

る非常用取水設備の通水性への影響はない。 

ｂ．非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプへの浮遊砂の影響 

 非常用海水ポンプについては，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設

計」に同じ。 

 緊急用海水ポンプは，取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポン

プ軸受に混入したとしても，緊急用海水ポンプの軸受に設けられた約

3.7mmの異物逃し溝から排出される構造とする。 
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 これに対して，発電所周辺の砂の平均粒径は0.15mm（底質調査）で，

粒径数ミリメートル以上の砂はごくわずかであることに加えて，粒径数

ミリメートル以上の砂は浮遊し難いものであることを踏まえると，大き

な粒径の砂はほとんど混入しないと考えられ，砂混入に対して緊急用海

水ポンプの取水機能は保持できる。 

ｃ．漂流物の取水性への影響 

(a) 漂流物の抽出方法 

漂流物の抽出方法については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波

設計」に同じ。 

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響 

非常用海水ポンプについては，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波

設計」に同じ。 

緊急用海水ポンプについては，基準津波により漂流物となる可能性

のある施設・設備が，緊急用海水ポンプの取水性に影響を及ぼさない

ことを確認する。 

上記(a)，(b)については，継続的に発電所敷地内及び敷地外の人工構造

物の設置状況の変化を確認し，漂流物の取水性への影響を確認する。 

1.4.2.7 津波監視 

 津波の襲来を監視するための津波監視設備の設置については，「1.4.1 設

計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(1) 津波・構内監視カメラ 

  「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(2) 取水ピット水位計 

  「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 
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(3) 潮位計 

  「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 
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1.4.2 津波による損傷の防止 

第四十条 津波による損傷の防止 

 適合のための設計方針 

基準津波及び入力津波の策定に関しては，第五条の「適合のための設計方

針」を適用する。 

耐津波設計としては以下の方針とする。 

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除

く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において，基準津波によ

る遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また，取水路及

び放水路等の経路から流入させない設計とする。 

(2) 取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏

水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響を防止する設計とする。 

(3) (1)(2)に規定するもののほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備

（貯留堰及び取水構造物を除く。）を内包する建屋及び区画については，

浸水対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸

水防護重点化範囲を明確化するとともに，必要に応じて実施する浸水対策

については，第五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止する設計とする。そのため，非常用海水ポンプについて

は，第五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

  また，緊急用海水ポンプについては，基準津波による水位の変動に対して

重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 
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取水性を確保でき，ＳＡ用海水ピット取水塔からの砂の混入に対して，ポ

ンプが機能保持できる設計とする。 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，

第五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

(6) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水

ポンプ等の取水性の評価に当たっては，第五条の「適合のための設計方針」

を適用する。
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2.1.3 耐津波設計の基本方針 

2.1.3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が，敷地及び敷地周辺全

体図，施設配置図等により明示されていること。 

 津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置される

ものの概要が網羅かつ明示されていること。 

【検討方針】 

 敷地の特性(敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等)に

応じた津波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設配置

図等により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護(津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備等)の概要(外郭防護の位置及び

浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範

囲の設定等)について整理する。 

【検討結果】 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針は以下のとおりとする。 

ａ．敷地への浸水防止(外郭防護 1) 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造

物を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において，

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とす
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る。 

ｂ．漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防

止(外郭防護 2) 

 取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮の

上，漏水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために

必要な機能への影響を防止する設計とする。 

ｃ．重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離(内

郭防護) 

 上記の二方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備

（貯留堰及び取水構造物を除く。） を内包する建屋及び区画につ

いては，浸水対策を行うことにより津波による影響等から隔離す

る。 

ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために

必要な機能への影響防止 

 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために

必要な機能への影響を防止する設計とする。 

ｅ. 津波監視 

 敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に把

握できる津波監視設備を設置する。 
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(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要 

 東海第二発電所の基準津波の遡上波による敷地及び敷地周辺の最

大水位上昇量分布はそれぞれ第 2.1.3-1 図に示したとおりである。

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画と

して，原子炉建屋，海水ポンプ室（残留熱除去系海水系，非常用ディ

ーゼル発電機用海水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水系のポンプ，配管並びに電路を含む区画として設定する。以下

同じ。），排気筒，軽油貯蔵タンク，非常用海水系配管（残留熱除去

系海水系，非常用ディーゼル発電機用海水系及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機用海水系のポンプ，配管並びに電路を含む区画

として設定する。以下同じ。），緊急時対策所建屋，可搬型重大事故

等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納

槽，緊急用海水ポンプピット，ＳＡ用海水ピット，常設代替高圧電源

装置置場（西側淡水貯水設備，高所東側接続口，高所西側接続口，西

側ＳＡ立坑及び東側ＤＢ立坑含む），常設代替高圧電源装置カルバ

ート（トンネル部，立坑部及びカルバート部），原子炉建屋西側接続

口，原子炉建屋東側接続口の建屋又は区画を設置する設計とする。

第 2.1.3-2 図に，重大事故等対処施設の津波防護対象範囲を示す。

第 2.1.3-1 表に，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画を示す。 
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防波堤あり

地盤変状なし

防波堤あり

地盤変状あり

防波堤なし

地盤変状なし

防波堤なし

地盤変状あり

第 2.1.3-1 図 基準津波による最大水位上昇量分布

水位上昇量（＋m）

＋15.96m 
T.P.＋17.1m

＋15.79m 
T.P.＋16.9m

＋16.59m 
T.P.＋17.7m

＋15.52m 
T.P.＋16.7m

防潮堤ルート変更前を示す。
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第2.1.3-2図 津波防護対策の概要と重大事故等対処施設の 

津波防護対象範囲
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第2.1.3-1表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する 

建屋及び区画（1/2） 

範囲名称 説明 対象範囲 

(1)設 計 基 準 対 象 施 設

の 津 波 防 護 対 象 範 囲

（ 重 大 事 故 等 対 処 施

設含む） 

重大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画と設計基

準対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及

び区画が同一範囲を津波

から防護する。 

・原子炉建屋

・海水ポンプ室

・軽油貯蔵タンク

・常設代 替高圧 電源装 置 用カルバ ート

（トンネル部，カルバート部及び立坑

部）

・常設代替高圧電源装置置場（西側淡水

貯水設備，高所東側接続口及び高所西

側接続口，西側 SA 立坑及び東側 DB 立

坑含む）

(2)可 搬 型 重 大 事 故 等

対 処 設 備 の 津 波 防 護

対象範囲 

(1)を除く可搬型重大事故

等対処設備を内包する区

画を津波から防護する。

・可搬型重大事故等対処設備（西側） 

・可搬型重大事故等対処設備（南側） 

(3)重 大 事 故 等 対 処 施

設 の み の 津 波 防 護 対

象範囲 

(1)及び (2)を除く重大事

故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋

及び区画を津波から防護

する。

・格納容器圧力逃がし装置格納槽
・緊急用海水ポンプピット
・常設代替高圧電源装置置場（西側淡

水貯水設備，高所東側接続口及び高所
西側接続口，西側 SA 立坑及び東側 DB
立坑含む）

・軽油貯蔵タンク
・常設代替高圧電源装置用カルバート

（トンネル部，カルバート部及び立坑
部）

・常設低圧代替注水系格納槽
・原子炉建屋西側接続口
・原子炉建屋東側接続口
・緊急時対策所建屋
・ＳＡ用海水ピット
・海水引込み管
・ＳＡ用海水ピット取水塔
・排気筒
・非常用海水系配管



2.1.3－7 

第2.1.3-1表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する 

建屋及び区画（2/2） 

範囲名称 説明 対象範囲 

(4)津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監

視設備

津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備につ

いては，入力津波に対して

機能を保持できることが

必要である。 

・防潮堤及び防潮扉（防潮堤道路横断
部に設置） 

・放水路ゲート 
・構内排水路逆流防止設備 
・貯留堰 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 
・海水ポンプグランドドレン排出口逆
止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 
・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防
止蓋 

・貫通部止水処置 
・放水路ゲート点検用開口部浸水防止
蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 
・原子炉建屋機器搬出入口及び人員用
水密扉 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口
部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排

出口逆止弁 
・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口
逆止弁 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水
防止蓋 

・緊急用海水ポンプ人員用開口部浸水

防止蓋 
・格納容器圧力逃がし装置格納槽点検
用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポ
ンプ用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水

密ハッチ 
・常設代替高圧電源装置用カルバート
原子炉建屋側水密扉 

・津波監視カメラ 
・取水ピット水位計 
・潮位計

 以上を踏まえ，前項で示した基本方針に基づき構築した，重大事

故等対処施設の敷地の特性に応じた津波防護の概要は以下のとおり

である。 
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2.1.3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

【規制基準における要求事項等】 

 重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包す

る建屋及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する屋外設

備等は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置す

ること。 

 基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤等

の津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。 

【検討方針】 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置してい

ることを確認する。 

 また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，津

波防護施設及び浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないよう

にする。 

 具体的には，重大事故等対処施設の津波防護対象設備(貯留堰及び

取水構造物を除く。)を内包する建屋及び区画に対して，基準津波に

よる遡上波が地上部から到達，流入しないことを確認する。 

【検討結果】 

基準津波の遡上解析結果における，敷地周辺の遡上の状況，最大

水位上昇量の分布(第 2.1.3-1図)等を踏まえ，以下を確認している。 

ａ．遡上波の地上部からの到達，流入の防止 
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  重大事故等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物

を除く。）を内包する建屋及び区画として，海水ポンプ室が設置

されている敷地高さは T.P.＋3m，原子炉建屋，格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピ

ット，ＳＡ用海水ピット，排気筒，常設代替高圧電源装置用カル

バート（トンネル部，カルバート部及び立坑部），原子炉建屋西側

接続口及び原子炉建屋東側接続口が設置されている敷地高さは

T.P.＋8m，常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯水設備の開口

部，高所東側接続口，高所西側接続口，西側ＳＡ立坑開口部及び

東側ＤＢ立坑開口部含む）及び軽油貯蔵タンクの開口部（マンホ

ール等）が設置されている敷地高さは T.P.＋11m，非常用海水系配

管が設置されている敷地高さは T.P.＋3m～T.P.＋8m であり，津波

による遡上波が到達，流入する可能性があるため，津波防護施設

及び浸水防止設備を設置し，津波が地上部から到達，流入しない

設計とする。 

 遡上波の地上部からの到達防止に当たっての検討は，「東海第二

発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」を適

用する。 

 緊急時対策所建屋及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側）が設置されている敷地高さは T.P.＋23m，可搬型重大事故等対

処設備保管場所（南側）が設置される敷地高さは T.P.＋25m であ

り，津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。 
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(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

【規制基準における要求事項等】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検

討した上で，流入の可能性のある経路(扉，開口部，貫通部等)を特定

すること。特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の

流入を防止すること。 

【検討方針】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検

討した上で，流入の可能性のある経路(扉，開口部，貫通部等)を特定

する。 

 特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防

止する。 

【検討結果】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路

（扉，開口部，貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する浸水対

策については「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第2部 Ⅱ．

耐津波設計方針」を適用する。 
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2.1.3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影

響防止(外郭防護 2) 

(1) 漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地

下部等における漏水の可能性を検討すること。 

 漏水が継続することによる浸水の範囲を想定(以下「浸水想定範囲」

という。)すること。 

 浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口(扉，

開口部，貫通口等)を特定すること。 

 特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範

囲を限定すること。 

【検討方針】 

 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地

下部等における漏水の可能性を検討する。 

 漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範囲

の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口(扉，開口部，貫通

口等)を特定する。 

 また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，浸水

口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

【検討結果】 

 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設及び

地下部等における漏水の可能性を検討した結果，外郭防護１での浸
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水対策の実施により，津波の流入防止が可能と考えるが，重大事故

等に対処するために必要な機能を有する非常用海水ポンプが設置さ

れている海水ポンプ室については，基準津波が取水路を経て取水ピ

ットから流入する可能性があるため，浸水想定範囲として想定する。

また，重大事故等に対処するために必要な機能を有する緊急用海水

ポンプが設置される緊急用海水ポンプ室においても，外郭防護１で

の浸水対策の実施により津波の流入防止が可能と考えるが，基準津

波がＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊

急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを経由して緊急用海水

ポンプピットの緊急用海水ポンプモータ設置エリア（以下「緊急用

海水ポンプモータ設置エリア」という。）から流入する可能性がある

ため，浸水想定範囲として想定する。これらの浸水対策の概要につ

いて，第 2.1.3-3 図に示す。
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緊急用海水ポンプピット

点検用
開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ室
床ドレン

排出口逆止弁

緊急用海水ポンプ
グランドドレン
排出口逆止弁

第 2.1.3-3 図 海水ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット

浸水防止設備の概要

：循環水ポンプ

：非常用海水ポンプ

：浸水防護重点化範囲（海水ポンプ室 ,非常用海水系配管）
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(2) 安全機能への影響評価

【規制基準における要求事項等】 

 浸水想定範囲の周辺に重大事故等に対処するために必要な機能を

有する設備等がある場合は，防水区画化すること。 

 必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への

影響がないことを確認すること。 

【検討方針】 

 浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重大事故等に対処する

ために必要な機能を有する設備等がある場合は，防水区画化する。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影

響がないことを確認する。 

【検討結果】 

 海水ポンプ室については，「東海第二発電所 津波による損傷の

防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」を適用する。 

 緊急用海水ポンプモータ設置エリアには，重大事故時等に対処

するために必要な機能を有する設備である緊急用海水ポンプのモ

ータが設置されているため，緊急用海水ポンプモータ設置エリア

を防水区画化する。 

 防水区画化した緊急用海水ポンプモータ設置エリアの緊急用海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床

ドレン排出口逆止弁については，漏水が発生する可能性があるた

め，漏水量を評価し，重大事故等に対処するために必要な機能への

影響がないことを確認する。 
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【検討結果】 

 海水ポンプ室については，「東海第二発電所 津波による損傷の

防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」を適用する。 

 上記(2)において浸水想定範囲である緊急用海水ポンプモータ

設置エリアにおいて，長期間冠水することが想定される場合は，排

水設備を設置する。 

【緊急用海水ポンプモータ設置エリアの浸水量評価について】 

1)基本方針 

浸水想定範囲の評価結果より，重要事故等に対処するために

必要な機能を有する設備である，緊急用海水ポンプ室に緊急用

海水ポンプグランド逆止弁を設置しているため浸水想定範囲を

設定し評価を行う。 

2)漏水量評価の方法 

浸水想定範囲は，緊急用海水ポンプ室のモータ設置エリア床

面に緊急用海水ポンプグランド逆止弁を設置しているため浸水

想定範囲を設定している。第 2.1.3-4 図に緊急用海水ポンプ室

床ドレン排出口配置図及び浸水想定範囲と防水区画を示す。 
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第 2.1.3-4 図 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口配置図及

び浸水想定範囲と防水区画 

ａ．漏水量評価の時間 

各設備の設置高さと緊急用海水ポンプピットの時刻歴波形から，

各設備の設置高さを上回る時間を漏水量評価時間として設定す

る。 

ｂ．機能喪失高さ 

緊急用海水ポンプモータ設置エリアが浸水した場合に，緊急用

海水ポンプの機能への影響を及ぼす可能性のある設備の設置高

さのうち，最も設置高さの低い設備を機能喪失高さとして設置し，

緊急用海水ポンプの機能喪失の有無を評価する。 

ｃ．漏水発生高さ 

津波による漏水発生高さは，グランドドレン排出配管のポンプ

接続部下端高さを漏水発生高さとする。 

ｄ．漏水量評価の算出 
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ａ項にて求めた浸水量時間を用いて，以下の式にて漏水量を算出

する。 

【漏水量算定式】 

 Q＝∫（A× （2g（Ha－Hb））dt 

ここで，Q ：漏水量（m３） 

A ：漏水部面積（π／4×（（グランドドレン排出配管内径））

２） 

g ：重力加速度（9.80665m／s２） 

Ha：評価用津波高さ（T.P.＋m） 

Hb：漏水発生高さ（設備の設置高さ） 

3)漏水量評価

a．緊急用海水ポンプ室のグランドドレン排出口の逆止弁

①漏水量評価の時間

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の時刻歴波

形は，取水ピットの時刻歴波形より時間を算出する。第 2.1.3

－5 図に緊急用海水ポンプピットにおける上昇側の入力津波

の時刻歴波形を示す。 

第 2.1.3－5 図 緊急用海水ポンプピットにおける上昇側の入力

津波の時刻歴波形

緊急用海水ポンプ据付面：T.P.＋0.8ｍ  

水
位
（
T
.P
.+
m
）
 

時間（分）
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②機能喪失高さの設定及び漏水発生高さ

機能喪失高さの最も低いモータ下端高さ T.P.＋1.77m を設定す

る。 

また，漏水を発生させる高さは，緊急用海水ポンプのグランド

ドレン排出配管ポンプ接続部下端の高さ T.P.＋2.04m と設定す

る。第 2.1.3-6 図に緊急用海水ポンプの電源関係位置図，第

2.1.3-7 図に緊急用海水ポンプグランドドレン接続配管概念図を

示す。 

第 2.1.3-6 図 緊急用海水ポンプの電源関係位置図 
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第 2.1.3-7 図 緊急用海水ポンプグランドドレン接続配管概念図 

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口からの漏水量評価に当

たっては，漏水の発生高さは，ポンプに接続するグランドドレン

排出配管の高さの T.P.＋2.04mとし，入力津波の時刻歴波形から，

T.P.＋2.04m を超える継続時間において漏水が発生するものとす

る。T.P.＋2.04m を超える継続時間については，入力津波の時刻

歴波形から，7 パターンに類型化した上で，漏水量の算出に当た

っては，各パターンの津波高さ及び漏水継続時間を保守的に設定

した上で，正弦波として評価する。 

第 2.1.3-8 図に緊急用海水ポンプピットにおける入力津波の時

刻歴波形を示す。 

グランド部

グランドドレン

排出配管

グランド減圧配管

緊 急 用 海 水 ポ

ン プ グ ラ ン ド

ド レ ン 排 出 口

逆止弁へ

接続配管下端高さ  

T.P.＋ 2.04m※  

※ :接続配管の下端高さについ ては，

今後のポンプ設計で変更になる 可能性がある。

＜緊急用海水ポンプグランド配管仕様＞ 

外径 34.0mm 

厚さ 3.4mm 

材料 SUS316L 
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津波 

時刻歴波形に基づく津波 

高さ及び漏水継続時間 

保守的に設定した評価用 

津波高さ及び漏水継続時間 類型化 

パターン 解析津波高さ 

（T.P.m）  

継続時間 

（分） 

評価津波高さ 

（T.P.m）  

継続時間 

（分） 

① ＋10.34 11.75 ＋11.0 12.0 a 

② ＋3.09 4.56 ＋4.0 5.0 b 

③ ＋5.88 7.03 ＋6.0 8.0 c 

④ ＋5.14 20.6 ＋6.0 21.0 d 

⑤ ＋4.61 11.2 ＋5.0 12.0 e 

⑥ ＋2.48 3.47 ＋4.0 9.0 

f ⑦ ＋3.64 8.07 ＋4.0 9.0 

⑧ ＋3.57 8.28 ＋4.0 9.0 

⑨ ＋2.79 11.0 ＋3.0 11.0 g 

合計 － 85.96 － 96.0 － 

第 2.1.3-8 図 緊急用海水ポンプピットにおける入力津波の時刻歴波形 

及び類型化 

注：漏水発生高さ T.P.＋2.04m を超える津波水位について， 
時刻歴波形中の番号（①～⑨）により整理した。 

※1：T.P.＋2.04m を僅かに超える津波水位であり，当該部の漏水継続時間について

は，下表に示す津波①の「時刻歴波形に基づく津波高さ及び漏水継続時間」の継
続時間 11.75 分に含めた。 

漏水発生高さ（グランドドレン排出配管下端
高さ）：T.P.＋2.04m 

②

③ ④ ⑤

⑥
⑦ ⑧

①

⑨

水
位
（
T
.P
.+
m
）
 

時間（分）
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③浸水量の評価

 第 2.1.3-8 図において 7 パターンに類型化した保守的な津

波高さ及び漏水継続時間に基づき，緊急用海水ポンプグランド

ドレン排出口逆止弁の動作不良（開固着）を想定した場合の漏

水量を評価した。 

 評価の結果，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

1 台からの漏水量は 7.78m３となり，緊急用海水ポンプのモー

タ設置エリア床面の浸水高さは，T.P.＋0.91m であり，機能喪

失高さのモータ下端高さ T.P.＋1.77m に対して，1m 以上の裕

度があることが分かった。 

 以上より，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の

動作不良（開固着）を想定した漏水の発生によっても，緊急用

海水ポンプの機能に影響はない。 
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第2.1.3-1表 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口 

逆止弁作動不良時の漏水量評価結果 

項 目 緊急用海水ポンプピット 

① 評価津波高さ及び

漏水継続時間

右記 

参照 

類型化パターン毎の評価用 

津波高さ及び漏水継続時間 

② 漏水量  m３  7.78 

③ 有効区画面積※ １  m２  71.7 

④ 浸水深さ（②／③） m 0.11 

⑤浸水高さ

（④＋T.P.＋0.8m※ ２）
T.P.＋m 0.91 

⑥機能喪失高さ※ ３ T.P.＋m 1.77 

⑦裕度（⑥－⑤） m 0.86 

評価結果 － ○ 

【漏水量算定式】 

Q＝∫（A× （2g（Ha－ Hb））dt 
ここで，Q ：漏水量（m３） 

A ：漏水部面積（5.81×10－ ４ m２） 

［π／4×（0.0272m（グランドドレン排出配管内径））２］ 
g ：重力加速度（9.80665m／s２） 
Ha：評価用津波高さ（T.P.＋m） 

Hb：漏水発生高さ（T.P.＋2.04m）  
【評価結果判定】 

○：緊急用海水ポンプは機能喪失しない

×：緊急用海水ポンプは機能喪失する
【注釈】 

※１：有効区画面積＝緊急用海水ポンプピット面積－控除面積（ポンプ・配管基礎面積，配

管ルート投影面積） 
※２：緊急用海水ポンプのモータ設置エリア床版標高
※３：緊急用海水ポンプのモータ下端高さ

緊急用海水ポンプのモータ設置エリア床版標高(T.P.＋ 0.8m)からの許容浸水深さは
1.9m

類型化 
パター

ン 

評価用津波高さ 
（T.P.m） 

継続時
間 

（分） 

ａ ＋11.0 12.0 

ｂ ＋4.0 5.0 

ｃ ＋6.0 8.0 

ｄ ＋6.0 21.0 

e ＋5.0 12.0 

f ＋4.0 27.0 

g ＋4.0 11.0 

合計 － 96.0 
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(3) 排水設備設置の検討

【規制基準における要求事項等】 

 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設

備を設置すること。 

【検討方針】 

 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設

備を設置する。 
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2.1.3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔

離(内郭防護) 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定

【規制基準における要求事項等】 

 重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包す

る建屋及び区画については，浸水防護重点化範囲として明確化する

こと。 

【検討方針】 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

【検討結果】 

1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，海水ポンプ室，軽油貯

蔵タンク，非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故

等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備置場（南

側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，

緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯

水設備，高所東側接続口，高所西側接続口，西側ＳＡ立坑及び東側

ＤＢ立坑含む）及び常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル

部，カルバート部及び立坑部）を設定する。第 2.1.3-9 図に，重大

事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の浸

水防護重点化範囲を示す。 
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重大事故等対処設備を内包する建屋及び

区画浸水防護重点化範囲

【凡例】

第 2.1.3-9 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画の浸水防護重点化範囲 
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2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水防止対策

【規制基準における要求事項等】 

 津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する

こと。 

 浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のある経路，浸水口(扉，開口部，貫通口等)を特定

し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

【検討方針】 

 浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施設と同じ範囲につい

ては，「2．設計基準対象施設の津波防護方針」を適用する。 

 その他の範囲については，津波による溢水の影響を受けない位置

に設置する，若しくは津波による溢水の浸水経路がない設計とする。 

 また，津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想

定する。 

 浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のある経路，浸水口(扉，開口部，貫通口等)を特定

し，それらに対して浸水対策を実施する。 

 津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震に

よる溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側に想定する。 

ａ．地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷による

建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建屋にお

ける地震時のドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事

象を考慮する。 
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ｂ．地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷

による敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

ｃ．循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力津

波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。 

ｄ．配管・機器等の損傷による溢水量については，内部溢水における

溢水事象想定を考慮して算出する。 

ｅ．地下水の流入量は，対象建屋周辺のドレン系による排水量の実

績値に基づき，安全側の仮定条件で算定する。 

ｆ．施設・設備施工上生じうる隙間部等がある場合には，当該部から

の溢水も考慮する。 

【検討結果】 

 津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，以下の

とおり地震による溢水の影響も含めて確認を行い，浸水防護重点

化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口等を特定し，浸水

対策を実施する。 

 浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポンプ室，非常用

海水系配管及び軽油貯蔵タンクについては，「東海第二発電所 津

波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」を適用する。 

 また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，可搬型重大事

故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備置場（南

側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，

緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯

水設備，高所東側接続口，高所西側接続口，西側ＳＡ立坑及び東側



2.1.3－28 

ＤＢ立坑含む）及び常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル

部，カルバート部及び立坑部）については，以下に示す。 

 屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流入を

防止するため，格納容器圧力逃がし装置格納槽に格納容器圧力逃

がし装置格納槽点検用水密ハッチの設置，常設低圧代替注水系格

納槽に常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧

代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用海水

ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋及び緊

急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の設置，常設代替高圧

電源装置用カルバートに常設代替高圧電源装置用カルバート原子

炉建屋側水密扉を設置する。第 2.1.3-10 図及び第 2.1.3-11 図に

浸水防止設備の概略図を示す。 

 なお，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側）及び可搬型重大事故等対処設備置場（南側）は津波による

溢水の影響を受けない位置に設置する。 

 浸水対策の実施に当たっては，以下のａ．～ｅ．の影響を考慮す

る。 

ａ．地震に起因するタービン建屋内の循環水系配管の伸縮継手の

破損並びに耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷により，保有

水が溢水するとともに，津波が取水ピット及び放水ピットから

循環水系配管に流れ込み，循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所

を介して，タービン建屋内に流入することが考えられる。このた

め，タービン建屋内に流入した海水による，タービン建屋に隣接

する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋）への影響を評価する。 

ｂ．地震に起因する循環水ポンプ室の循環水系配管の伸縮継手の
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破損により，津波が取水ピットから循環水系配管に流れ込み，循

環水系配管の伸縮継手の破損箇所を介して，循環水ポンプ室内

に流入することが考えられる。このため，循環水ポンプ室内に流

入した海水による，隣接する浸水防護重点化範囲（海水ポンプ室）

への影響を評価する。 

ｃ．地震に起因する屋外に敷設する非常用海水系配管（戻り管）の

損傷により，海水が配管の損傷箇所を介して，重大事故等対処施

設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）の設置

された敷地に流入することが考えられる。このため，敷地に流入

した津波による浸水防護重点化範囲（原子炉建屋，海水ポンプ

室），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納

槽，緊急用海水ポンプピット及び常設代替高圧電源装置用カル

バート（トンネル部，立坑部及びカルバート部））への影響を評

価する。 

ｄ．地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

ｅ．地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が，浸水防護重

点化範囲へ与える影響について評価する。 

3) 上記(2)ａ．～ｅ．の浸水範囲，浸水量の評価における安全側の

想定

ａ．タービン建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の事

象想定 

 「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波

設計方針」に同じ。 

ｂ．循環水ポンプ室内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の
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事象想定 

「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津

波設計方針」に同じ。 

ｃ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波，溢水等の事

象想定 

「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津

波設計方針」に同じ。 

ｄ．機器・配管損傷による津波浸水量の考慮 

「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津

波設計方針」に同じ。 

ｅ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮 

「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第2部 Ⅱ．耐津波

設計方針」に同じ。 

ｆ．地下水の溢水影響の考慮 

 地下水の流入については，「1.6 溢水防護に関する基本方針」

において示されるように，複数のサブドレンピット及び排水ポ

ンプにより排水することができる。なお，地震により電源が喪

失した場合は，一時的な水位上昇のおそれはあるが，仮設分電

盤及び仮設ポンプにより排水することが可能となっている。 

 また，別途実施する「1.6 溢水防護に関する基本方針」の

影響評価において，地震時の排水ポンプの停止により建屋周辺

の地下水位が周辺の地下水位まで上昇することを想定する。こ

れに対し，地表面まで地下水位が上昇することを想定し，建屋

外周部における貫通部止水処置等を実施して建屋内への流入

を防止する設計としている。このため，地下水による浸水防護
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重点化範囲への有意な影響はない。 

地震による建屋の地下階外壁の貫通部等からの流入につい

ては，浸水防護重点化範囲の評価に当たって，地下水の影響を

安全側に考慮する。 

ｇ．屋外タンク等の損傷による溢水等の事象想定 

屋外タンクの損傷による溢水については，地震時の屋外タン

クの溢水により浸水防護重点化範囲に浸水することを想定し，

軽油貯蔵タンク（地下式）の点検用開口部に浸水防止蓋を設置

するとともに，原子炉建屋境界貫通部及び海水ポンプ室貫通部

に止水処置をするため，浸水防護重点化範囲の建屋又は区域に

浸入することはない。 

ｈ．施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮 

 津波及び溢水により浸水を想定するタービン建屋と原子炉

建屋地下部の境界において，施工上生じうる建屋間の隙間部に

は，止水処置を行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止する

設計とする。 
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浸水防止設備

【凡例】

第 2.1.3-10 図 原子炉建屋周辺の施設の津波防護の概要
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浸水防止設備

【凡例】

第 2.1.3-11 図 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）

の津波防護の概要
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2.1.3.5 水変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために

必要な機能への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性

【規制基準における要求事項等】 

 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性については，

次に示す方針を満足すること。 

・基準津波による水位の低下に対して，海水ポンプが機能保持で

きる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して，冷却に必要な海水が確保

できる設計であること。 

【検討方針】 

 非常用海水ポンプである残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディ

ーゼル発電機用海水ポンプ， 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機用海水ポンプ及び緊急用海水系の緊急用海水ポンプが，基準津

波による水位の低下に対して機能保持できる設計であることを確

認する。 

 残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ， 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ及び緊急

用海水ポンプが，基準津波による水位の低下に対して，重大事故等

対処設備による冷却に必要な海水が確保できる設計であることを

確認する。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

・残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ， 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ位置の評
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価水位の算定を適切に行うため，取水路の特性に応じた手法を用

いる。また，取水路の管路の形状や材質，表面の状況に応じた摩擦

損失を設定する。 

・残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ， 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの取水可

能水位が下降側評価水位を下回る等，水位低下に対して各ポンプ

が機能保持できる設計となっていることを確認する。 

・引き波時に水位が実際の取水可能水位を下回る場合には，下回っ

ている時間において，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル

発電機用海水ポンプ， 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海

水ポンプの継続運転が可能な取水量を十分確保できる設計となっ

ていることを確認する。なお，取水路又は取水ピットが循環水系を

含む常用系と非常用系で併用されているため，循環水系を含む常

用系ポンプ運転継続等による貯留量の喪失を防止できる措置が施

される方針であることを確認する。 

・緊急用海水ポンプについては，取水箇所であるＳＡ用海水ピット

取水塔の構造等により，水位低下に対してポンプが機能保持でき

る設計となっていることを確認する。 

【検討結果】 

(2) 重大事故等時に使用するポンプの取水性

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために

必要な機能への影響を防止する設計とする。非常用海水ポンプに

ついては，「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．

耐津波設計方針」に同じ。 
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 重大事故等時に使用する緊急用海水ポンプは，非常用取水設備

のＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び

緊急用海水取水管を流路として使用する設計であり，基準津波に

よる引き波時に，取水箇所であるＳＡ用海水ピット取水塔の天端

高さ（T.P.－2.2m）より海面の高さが一時的に低い状況となる可能

性があるが，この時点で緊急用海水ポンプは運転していないため，

津波による水位変動に伴う取水性への影響はない。 

 基準津波に対する重大事故等時は，非常用海水ポンプが健全で

あれば非常用海水ポンプを使用し，緊急用海水ポンプは，非常用海

水ポンプのサポート系故障時に使用する。 

 緊急用海水ポンプピットの水面は，引き波時の水位低下時にお

いても，ポンプ吸込み口より十分高い位置にあることから，緊急用

海水ポンプ 1 台が 30 分以上運転を継続し，残留熱除去系熱交換器

及び補機類の冷却に必要な海水（約 690m３／h）を確保できる設計

とする。なお，津波高さがＳＡ用海水ピット取水塔天端高さ T.P.

－2.2m を下回る時間は約 10 分間であり，緊急用海水ポンプは，30

分以上運転継続が可能であることから，非常用取水設備は，十分な

容量を有している。 

 重大事故等時に使用する可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型

代替注水中型ポンプの水源であるＳＡ用海水ピットは，基準津波

による引き波時に水位が低下する可能性があるが，可搬型設備は

津波が収束した後に使用すること及び投げ込み式の取水ポンプの

着座位置は十分低い位置（T.P.－8m）にあることから取水性に影響

はない。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取水性確保について
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は，「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設

計方針」を適用する。第 2.1.3-2 表に入力津波設定に当たっての自

然条件等の取扱いに係る基準津波と基準津波を超え敷地に遡上する

津波の比較を示す。また，第 2.1.3-12図に漂流物評価フローを示す。 

第2.1.3-2表 入力津波設定に当たっての自然条件等の取扱い 

項 目 基準津波 備考

潮位
水位上昇側：朔望平均満潮位を考慮
水位下降側：朔望平均干潮位を考慮

潮位観測記録に基づく
潮位のばらつき

潮位観測記録に基づき潮位のばらつ
きを考慮

高潮 外郭防護の設計裕度として考慮

地殻変動
日本海溝におけるプレート間地震に
よる沈降量と2011年東北地方太平洋
沖地震に伴う地殻変動を考慮

津波による港湾内の局
所的な海面の固有振動
の励起

津波による港湾内の局所的な海面の
固有振動による励起は見られない
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第 2.1.3-12 図 漂流物影響評価フロー

漂 流 物 調 査 範 囲 の 設 定  

漂 流 物 と な る 可 能 性 の あ る 施 設 ・ 設 備 の 抽 出  

発 電 所 敷 地 内 ・ 外  発 電 所 敷 地 内  発 電 所 敷 地 外  

海 域 ・ 陸 域  海 域  陸 域 海 域  陸 域

調 査 対 象 分 類  船 舶  

海 上 設 置 物  

建 物 ・ 構 築 物  

そ の 他 建 物 等  

機 器  

資 機 材 等  

車 両  

そ の 他 物 品 等  

船 舶  

海 上 設 置 物  

建 物 ・ 構 築 物  

そ の 他 建 物 等  

車 両  

そ の 他 物 品 等  

漂 流 物 と な る 可 能 性 の あ る 施 設 ・ 設 備 の 評 価  

ス タ ー ト

漂 流 物 化 の 評 価  

漂 流 物 と な る か 。  

津 波 防 護 施 設 等 ， 取 水 機 能 を

有 す る 安 全 設 備 等 へ の 到 達 可

能 性 評 価  

津 波 防 護 施 設 等 の 健 全 性 ， 取

水 機 能 を 有 す る 安 全 設 備 等 の

取 水 性 に 対 す る 影 響 評 価  

漂 流 物 と は な

ら な い 。  

（ 分 類 ： Ａ ）  

津 波 防 護 施 設

等 ，取 水 機 能 を

有 す る 安 全 設

備 等 に 対 す る

漂 流 物 と は な

ら な い 。  

（ 分 類 ： Ｂ ）  

津 波 防 護 施 設

等 の 健 全 性 ，取

水 機 能 を 有 す

る 安 全 設 備 等

へ の 影 響 な し 。

（ 分 類 ： Ｃ ）  

漂 流 物 対 策 を 実 施 す る 。 （ 分

類 ： Ｄ ）

【 判 断 基 準 】  

・ 撤 去 す る た め 漂 流 物 と は な ら な い 。

・ 重 量 物 で あ り ， 気 密 性 が な く 沈 降 す

る た め 漂 流 物 と は な ら な い 。

・ 地 震 ・ 津 波 に よ る 過 去 の 事 例 か ら 考

慮 し ， 本 来 の 形 状 を 維 持 し た ま ま 漂

流 物 と は な ら な い 。

・ 緊 急 退 避 行 動 の 実 効 性 が 確 認 さ れ て

い る ， 又 は あ ら か じ め 緊 急 退 避 行 動

の 実 効 性 に つ い て 確 認 し た 後 に 入 港

す る 運 用 を 定 め る こ と に よ り 漂 流 物

と は な ら な い 。

【 判 断 基 準 】  

・ 設 置 位 置 及 び 津 波 の 流 況 か ら 到 達 し な

い 。

・ 津 波 の 流 況 を 考 慮 の 上 到 達 し な い と 考

え ら れ る エ リ ア へ 移 設 す る た め 到 達 し

な い 。

・ 漂 流 過 程 で 沈 降 す る た め 到 達 し な い 。

津 波 防 護 施 設 等 ， 取 水 機 能 を 有 す る  

安 全 設 備 等 に 到 達 す る 漂 流 物 と な る か 。  

津 波 防 護 施 設 等 の 健 全 性 ， 取 水 機 能 を 有 す る  

安 全 設 備 等 の 取 水 性 へ の 影 響 が あ る か 。  

津波防護施設等：津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備を示す。 

取水機能を有する安全設備等：海水取水機能を有する非常用海水ポンプ，非常用海水配管等を示す。 

【 判 断 基 準 】  

・ 漂 流 物 の 衝 突 を 想 定 し た 場 合 に お い

て も 津 波 防 護 施 設 等 の 健 全 性 が 保 た

れ る 。

・ 漂 流 物 が 到 達 し た 場 合 で も 非 常 用 海

水 ポ ン プ の 取 水 が 可 能 で あ る 。

No 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

基 準 津 波 の 流 向 ・ 流 速 の 確 認  
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(3) 津波の二次的な影響による重大事故等対処設備の機能保持確認

【規制基準における要求事項等】 

 基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評価されて

いること。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。 

重大事故等対処設備については，次に示す方針を満足すること。 

・基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩

壊による土砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の

通水性が確保できる設計であること。 

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポ

ンプが機能保持できる設計であること。

【検討方針】 

 基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積や漂流物の評価方

法及び評価結果ついては「2．設計基準対象施設の津波防護方針」

を適用する。基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積や漂流物

を適切に評価し，取水口及び取水路の通水性が確保されることを

確認する。 

 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプについては，基準津波

による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩壊による土

砂移動・堆積及び漂流物に対して，取水口及び取水路の通水性は確

保できることを確認し，浮遊砂等の混入に対して非常用海水ポン

プ及び緊急用海水ポンプは機能維持できる設計であることを確認

する。 

具体的には，以下のとおり確認する。 
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・遡上解析結果における取水口付近の砂の堆積状況に基づき，砂

の堆積高さが非常用海水ポンプ下端又は緊急用海水ポンプ下端に

到達しないことを確認する。非常用海水ポンプ下端又は緊急用海

水ポンプ下端に到達する場合は，取水口及び取水路が閉塞する可

能性を安全側に検討し，閉塞しないことを確認する。 

・混入した浮遊砂は，スクリーン等で除去することが困難であるた

め，非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプそのものが運転時の

砂の混入に対して軸固着しにくい仕様であること及び耐摩耗性を

有することを確認する。また，砂の混入に対して非常用海水ポン

プ及び緊急用海水ポンプの機能が保持できない場合には，砂の混

入に対する耐性を有する軸受に取り替える。

【検討結果】 

 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物

に対して，取水構造物の通水性が確保できる設計とする。 

 基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して，非常

用海水ポンプは機能保持できる設計とする。具体的には，「東海第

二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」を

適用する。 

 緊急用海水ポンプについては，取水箇所のＳＡ用海水ピット取

水塔内に下向きの取水口を設ける取水管を設置することで，砂の

吸込みは抑制される設計であることから取水性への影響はない。

基準津波に伴う緊急用海水ポンプピット部の浮遊砂濃度は，非常

用海水ポンプの取水ピットの濃度に対し十分低いこと及び基準津

波第一波到達時点では緊急用海水ポンプを運転しないことから，
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基準津波による水位変動に伴い，浮遊砂が軸受に巻き込まれるこ

とによる取水性への影響はない。 

 可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプは，

基準津波に伴うＳＡ用海水ピットの浮遊砂濃度は，非常用海水ポ

ンプの取水ピット部の濃度に対し十分低いこと及び基準津波第一

波到達時点では可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中

型ポンプを運転しないことから，基準津波による水位変動に伴い，

浮遊砂が軸受に巻き込まれることによる取水性への影響はない。 

また，ＳＡ用海水ピット取水塔は，地下に設置し，取水塔の開口部

に格子状の開口蓋を設置すること及び取水塔内に取水管を設置し

取水塔底部から十分高い位置で取水することにより，漂流物によ

る取水性への影響がない設計とする。 

 漂流物の取水性への影響について，漂流物の抽出方法及び非常

用海水ポンプへの影響評価については，「東海第二発電所 津波に

よる損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」に同じ。 

 緊急用海水ポンプの取水性については，緊急用海水ポンプの海

水取入れ口であるＳＡ用海水ピット取水塔に到達する可能性のあ

る漂流物として，ＳＡ用海水ピット取水塔周辺の捨石が挙げられ

るが，ＳＡ用海水ピット取水塔の上部に格子状の蓋を設けること

で，上部に捨石が堆積したとしても必要な取水量を確保可能であ

ることから，緊急用海水ポンプの取水性に影響はない。 
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2.1.3.6 津波防護施設及び浸水防止設備等の設計・評価 

【規制基準における要求事項等】 

 津波防護施設については，その構造に応じ，波力による侵食及び

洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，

越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が

十分に保持できるように設計すること。浸水防止設備については，

浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を

評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防

止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

【検討方針】 

 浸水防止設備については，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水想定範囲

における浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流

時の耐性にも配慮した上で，敷地に遡上する津波による入力津波に

対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する（【検討結果】

参照）。 

 津波防護施設の検討方針及び検討結果は，「東海第二発電所 津波

による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波設計方針」に同じ。 

【検討結果】 

 「2.1.3.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」に示したとおり，基

準津波に対する防護対象設備の設置された敷地への津波の流入経路

に対して，浸水防止設備を設置するとともに，防潮堤及び防潮扉を

取り付けるコンクリート躯体下部の配管等貫通部に対して止水処置
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を実施する。 

 なお，上記以外に東海発電所取水路・放水路に対しては，コンクリ

ート充てんによる閉鎖を行うことにより津波の流入が生じないため

浸水防止設備の対象外とする。 

 また，「2.1.3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有す

る施設の隔離(内郭防護)」に示したとおり，浸水防護重点化範囲の

境界となる壁の配管及び電線管の貫通部に対して貫通部止水処置を

実施する。 

 上記の浸水防止設備については，基準地震動ＳＳによる地震力に対

して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計するとともに，浸水

時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも

配慮した上で敷地に遡上する津波による入力津波に対して浸水防止

機能が十分に保持できるよう設計する。 

 津波防護施設及び浸水防止設備の配置等については，東海第二発

電所設置許可申請書添付書類八「1. 安全設計 1.1 安全設計の方針

1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」と

同じである。また，各浸水防止設備ごとの設計・評価方針について

も，防潮堤内側の浸水に伴う評価を除き同じである。 
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2.1.3.6 津波監視 

【規制基準における要求事項等】 

 敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設，浸水防

止設備の機能を確実に確保するために，津波監視設備を設置するこ

と。 

【検討方針】 

 敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設及び浸水

防止設備の機能を確実に確保するため，津波監視設備として，津波

監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を設置する。 

【検討結果】 

 津波の襲来を監視するために設置する津波監視設備の機能につい

ては，「東海第二発電所 津波による損傷の防止 第 2 部 Ⅱ．耐津波

設計方針」を適用する。 



 

 

 

 

2.2 火災による損傷の防止【41 条】 

 

基準適合への対応状況 
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1.5 火災防護に関する基本方針 

1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.5.2.1 基本事項 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機

能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護

対策を講じる設計を行うに当たり，重大事故等対処施設を設置する区域を，

火災区域及び火災区画に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，

火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講じる設計とする。 

火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「1.5.2.1(1)

火災区域及び火災区画の設定」から「1.5.2.1(3)火災防護計画」に示す。 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋廃棄物処理棟，緊

急時対策所建屋の建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアに

ついて，重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，

火災区域及び火災区画を設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に

基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実

施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「1.5.2.1(2)火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統

及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域として設定

する。 

屋外については，軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室を設置する火災区域

は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災

区域を適用する。 
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また，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等

対処施設を設置する区域を，「1.5.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防

護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故

対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し

て，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。

本管理については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対

処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケー

ブルを火災防護対象とする。 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火災防護対策

については，火災防護計画に定めて実施する。 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

1.5.2.2 火災発生防止 

1.5.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は引火性物質を

内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火

災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対

策，発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等

により発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及

び焼損の防止対策等を講じた設計とする。具体的な設計を「1.5.2.2.1(1)発
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火性又は引火性物質」から「1.5.2.2.1(6)過電流による過熱防止対策」に示

す。 

 (1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とす

る。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている

危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，高圧ガス保安法で定められて

いる水素，窒素，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち，可燃性である

「水素」を対象とする。 

ａ．漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について，以下を

考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料

油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えいの防

止対策を講じるとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料

油が拡大することを防止する設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する

設備は，溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計とする。 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料
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油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわ

ないよう，潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，

壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する

設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわないよう，水

素を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上

の考慮を行う設計とする。 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備があ

る火災区域の建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉建屋送

風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。 

また，屋外開放の火災区域（常設代替高圧電源装置置場，海水ポン

プ室）については，自然換気を行う設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素を内包する設備である蓄電池及び

水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止す

るために，以下に示す空調機器による機械換気により換気を行う設計

とする。 

ⅰ) 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計と

する。特に，重大事故等対処施設である緊急用 125V 系蓄電池を設

置する火災区域は，常設代替高圧電源装置からも給電できる緊急用
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母線に接続される耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓに対して機能維

持可能な設計とする排風機による機械換気を行うことによって，水

素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。 

ⅱ) 水素ボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は

火災区画は，常用電源から給電される原子炉建屋送風機及び排風機

による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とす

るように設計する。 

水素を内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度

が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるように送風機及び排風機で換気さ

れるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動

的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

ｄ．防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置する発火性又は引

火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「1.5.2.2.1(1) 

ａ.漏えいの防止，拡大防止」に示すように，溶接構造，シール構造

の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防止対策を講じる設計とする

とともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰等を設置することで，漏

えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油

内包設備を設置する火災区域の重大事故発生時における最高温度より

も十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となる

ことはない。 
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また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油貯蔵タンク，常設

代替高圧電源装置，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電

機燃料油貯蔵タンクは屋外に設定されており，可燃性の蒸気が滞留す

るおそれはない。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する発火性又は引火

性物質である水素を内包する設備は，「1.5.2.2.1(1)ａ.漏えいの防

止，拡大防止」に示すように，溶接構造等の採用により水素の漏えい

を防止する設計とするとともに，「1.5.2.2.1(1)ｃ.換気」に示す機

械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六

十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気となら

ないため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・

計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としな

い設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく接地を

施す設計とする。 

ｅ．貯蔵 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される発火性又は引火

性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計とする。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火性

物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，常設代替高圧電源装

置及び軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク，緊急時対策所用発電
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機燃料油貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクがある。 

軽油貯蔵タンクは，重大事故等時に機能を要求される設備が 7 日間連

続で運転できるように，タンク（2 基）の容量に対して，非常用ディー

ゼル発電機（2 台），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（1 台）及

び常設代替高圧電源装置（2 台）が 7 日間連続運転するために必要な量

を貯蔵することを考慮した設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクについては，可搬型代替低圧電源車等の可搬

型設備が 7 日間連続で運転するために必要な量を貯蔵することを考慮し

た設計とする。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては，重大事故時に緊

急時対策所建屋に 7 日間連続で電源供給するために必要な量を貯蔵する

ことを考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，非常用ディーゼ

ル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮し

た設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火

性物質である水素の貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モニタ校正用水

素ボンベがあり，これらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵する設

計とする。 

(2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(3) 発火源への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(4) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 
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発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を設置する火災区域又

は火災区画は，「1.5.2.2.1(1)ａ．漏えいの防止，拡大防止」に示すよう

に，発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を溶接構造等とする

ことにより雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに，「1.5.2.2.1(1)

ｃ．換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限

界濃度以下となるように設計する。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から

水素が発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち

込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，

水素の燃焼限界濃度である 4vol％の 1／4 以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は火災区

画については，通常時は元弁を閉とする運用とし，「1.5.2.2.1(1)ｃ．換

気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とすることから，

水素濃度検出器は設置しない設計とする。 

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解により水素が発生する火災区域又は火災区画における，水素

の蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管

における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成

17 年 10 月）」に基づき，水素の蓄積を防止する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「1.5.2.2.1(4) 水素対策」

に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下

となるように設計する。 

(6) 過電流による過熱防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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1.5.2.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれか

の設計とする。 

・代替材料を使用する設計とする。 

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因し

て他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発

生することを防止するための措置を講じる設計とする。 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配

管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な

構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保を考慮し，ステンレス

鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリートの不燃性材料を使

用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎

に晒されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準

事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するお

それはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設

計とする。また，金属で覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに

金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも，

他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系

統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材

料を使用する設計とする。 
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(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変

圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用す

る設計とする。 

(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火

性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合

は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する

設計とする。 

ただし，重大事故等対処施設に使用するケーブルには，自己消火性を確

認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直ト

レイ燃焼試験の要求を満足しない非難燃ケーブルがある。 

したがって，非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケーブルに取り替

えて使用する設計とする。ただし，ケーブルの取り替えに伴い安全上の課

題が生じる場合には，非難燃ケーブルを使用し，施工後の状態において，

以下に示すように範囲を限定した上で，難燃ケーブルを使用した場合と同

等以上の難燃性能を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とする。 

(a)ケーブルの取り替えに伴う課題が回避される範囲 

(b)難燃ケーブルと比較した場合に，火災リスクに有意な差がない範囲 

ａ．複合体を形成する設計 

複合体は，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保

する設計とし，実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使

用する。 

このため，複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設計とする。

また，複合体は，防火シートが与える化学的影響，複合体内部への熱の
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蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考慮しても非難燃ケーブルの

通電機能や絶縁機能及びケーブルトレイの耐震性低下により，ケーブル

保持機能が損なわれないことを確認するとともに，施工後において，複

合体の難燃性能を維持する上で，防火シートのずれ，隙間及び傷の範囲

を考慮する設計とし，これらを実証試験により確認して使用する設計と

する。使用する防火シートは，耐寒性，耐水性，耐薬品性などの耐性に

問題がないことを確認する。 

(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，外部の火災に対して，不燃材の防火シートにより外部か

らの火炎を遮断し，直接ケーブルに火炎が当たり燃焼することを防止

することにより，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能

が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，火炎を遮断するため，非難燃ケーブルが露出

しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートで覆

い，その状態を維持するため結束ベルトで固定する設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，防火シートが遮

炎性を有していること，その上で，複合体としては，延焼による損傷

長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認した上で使用する。 

(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，短絡又は地絡に起因する過電流により発火した内部の火

災に対して，燃焼の３要素のうち，酸素量を抑制することにより，難

燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能が確保できる設計と

する。 

このため，複合体は，「(a) 複合体外部の火災を想定した場合の

設計」に加え，複合体内部の延焼を燃え止まらせるため，ケーブルト
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レイが火災区画の境界となる壁，天井又は床を貫通する部分に耐火シ

ールを処置し，延焼の可能性のあるケーブルトレイ設置方向にファイ

アストッパを設置する設計とする。  

また，複合体内部の火炎が外部に露出しないようにするため，防火

シート間を重ねて覆う設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，ケーブル単体の

試験により自己消火性が確保できること，防火シートで複合体内部の

酸素量を抑制することにより耐延焼性を確保できることを確認した上

で使用する。 

ｂ．電線管に収納する設計 

複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接続するた

めに電線管で敷設される非難燃ケーブルは，火災を想定した場合にも

延焼が発生しないように，電線管に収納するとともに，電線管の両端

は電線管外部からの酸素供給防止を目的として，難燃性の耐熱シール

材を処置する設計とする。 

なお，放射線モニタケーブルは，放射線検出のためには微弱電流又は

微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘

電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同

軸ケーブルを使用する設計とする。 

このケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足する

が，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足する

ことが困難である。 

このため，放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合にも延焼

が発生しないように，専用電線管に収納するとともに，電線管の両端

は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシー
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ル材による処置を行う設計とする。 

耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易に酸素

の供給がない閉塞した状態であるため，放射線モニタケーブルに火災

が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し，燃焼の維持がで

きなくなるので，すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。 

このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材により酸

素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは，IEEE383 垂直トレイ

燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を

有する。 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

1.5.2.2.3 自然現象による火災発生の防止 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津

波」という。）を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波（敷地に遡上する津波を含む。）につい

ては，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護

することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処



41 条－14 

施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の

影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されるこ

とを考慮すると，火災が発生する自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，重大事故等に対処するために必要

な機能に影響を与える可能性がないため，火災が発生するおそれはない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）について，これ

らの現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を

講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 

(1) 落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を

防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づ

き「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）（1992 年度版）」又は

「JIS A 4201 建築物等の雷保護（2003 年度版）」に準拠した避雷設備の

設置，接地網の敷設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，基準

地震動Ｓｓに対して機能維持可能な排気筒，常設代替高圧電源装置置場，

緊急時対策所建屋に設置する設計とする。 

送電線 に つい て は 架空 地 線 を設 置 す る設 計 と する と と もに ，

「1.5.2.2.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を

早期に遮断する設計とする。 

常設代替高圧電源装置置場には，落雷による火災発生を防止するため，

避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計とする。 
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【避雷設備設置箇所】 

・排気筒 

・常設代替高圧電源装置置場 

・緊急時対策所建屋 

(2) 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤

に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防

止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するように，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計する。 

(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含

む。）発生を考慮し，竜巻飛来物防護対策設備の設置や固縛等により，火

災の発生防止を講じる設計とする。 

(4) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」

に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）

を行い，森林火災による発電用原子炉施設への延焼防止対策として発電所

敷地内に設置した防火帯で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防

止する設計とする。 

1.5.2.3 火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火

災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とす
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る。具体的な設計を「1.5.2.3.1 火災感知設備」から「1.5.2.3.4 消火設備

の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，こ

のうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処施設の区分に応

じて，機能を維持できる設計とすることを「1.5.2.3.3 自然現象の考慮」に

示す。また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，

重大事故等に対処する機能を損なわない設計とすることを「1.5.2.3.4 消火

設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示す。 

1.5.2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災を早期に感知できるように設置する設計とする。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえて設置する設計とする。 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(2) 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感知器を設置

する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早

期に感知できるように，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計と

する。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋

外等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知が可能である。 
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ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，

かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」

ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監

視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を

把握することができる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的な火災区域

又は火災区画を示す。 

ａ．原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は天井が高く大空間となっているため，火災

による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知

器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死

角がないように設置する設計とする。 

ｂ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環

境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。

このため，通常運転中，窒素封入による不活性化により火災が発生する

可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器

は，原子炉起動時の窒素封入後に作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。 

ｃ．蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇

を考慮し，火災を早期に感知できるように，非アナログ式の防爆型で，
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かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

ｄ．軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊急

時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域 

軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機

燃料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気

を形成している。 

このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ式の防爆型熱感

知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。 

ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるため，区域

全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙

感知器による火災感知は困難であること及び降水等の浸入により火災感

知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び

非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範

囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

ｆ．格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンク

リート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生した場合，煙は格

納槽内部に充満することから煙感知器による感知は可能である。格納容

器圧力逃がし装置が稼働した場合，フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲

気温度も上昇するが，その温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内で

ある。以上により，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設

置する設計とする。 
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ｇ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，原子炉

建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽である。これらの区域

で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満することから，煙感知器

による感知は可能であるため，異なる種類の感知器として煙感知器と熱

感知器を設置する設計とする。 

ｈ．主蒸気管トンネル室 

放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）は，アナログ式の火災感

知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定さ

れる。 

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配

置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，

放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とす

る。 

これらａ．～ｈ．のうち非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条

件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選定

する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急

激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線3波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの波長帯を3つ検知した場

合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設

置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置す

ることとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，
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太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置す

ることで誤作動を防止する設計とする。 

また，火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画

は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

(3) 火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(4) 火災感知設備の電源確保 

緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から

電力が供給されるまでの 92 分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄

電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機

が接続されている非常用電源及び常設代替高圧電源装置が接続されている

緊急用電源より供給する設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備につい

ては，外部電源喪失時に機能を失わないように，緊急時対策所用発電機か

らの電力が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有した蓄電池を

設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，外部電源喪

失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計

であるが，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動

時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるま

での時間である 30 分間以上の容量を有する設計とする。 

 

1.5.2.3.2 消火設備 
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消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災

を早期に消火できるように設置する設計とする。消火設備は，以下を踏まえ

た設計とする。 

(1) 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮し

て設計する。 

ａ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，

「ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画

を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となるものとして選定する。 

ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，

消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とはならないものとする。 

(a) 中央制御室及び緊急時対策所 

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の

火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能
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であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法

に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることか

ら，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定す

る。 

緊急時対策所は，火災発生時には中央制御室同様に建築基準法に

準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能なため，消

火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットは，速やかな火災発生

場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発す

る異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）及び中央制御

室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火

設備（局所）を設置する設計とする。 

(b) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排風機の容量が

約 16,980m３／h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動

が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

(c) 常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外の火災区域又は

火災区画であり，火災が発生しても煙が充満しない。よって，煙の充

満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火

災区画として選定する。 

(d) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地下格

納槽であり，本格納槽に設置される機器はフィルタ装置，テストタン
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ク，移送ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。フィルタ装置及びテス

トタンクは不燃性材料で構成されており，移送ポンプ，排水ポンプは

潤滑油を有しないため油内包設備ではなく，電動弁のケーブルは電線

管に収納する。以上のことから当該区域の火災荷重は小さく，煙の充

満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定

する。 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は可燃物が少なく大空間となっているため，

煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画とし

て選定する。 

(f) 可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火

災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで

煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とはならない箇

所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち

込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資

機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる

養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状況につ

いては，重大事故等対処施設以外の構築物，系統及び機器も含めて確

認する。 

ｉ) 主蒸気管トンネル室 

室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成され

ており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，

不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がること
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はない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び

金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

 

ⅱ) FPC ポンプ室，FPC 保持ポンプ A 室，FPC 保持ポンプ B 室，FPC 熱

交換器室 

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計器等

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，

可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。 

軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え

広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

ｃ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固

定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を

踏まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。 

固定式ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災

区域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる種類の感知器」

とは別に設置する。 

ただし，以下については，ハロゲン化物自動消火設備（全域）と異な

る消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，いず
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れも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため，これらの区域で火

災が発生した場合，煙が格納槽内部に充満し，消火活動が困難となる

可能性が否定できないことから，可燃物である油内包設備については，

自動又は中央制御室からの手動操作により早期の消火も可能なハロゲ

ン化物自動消火設備（全域）又はハロゲン化物自動消火設備（局所）

を設置し消火を行う設計とする。 

(b) 原子炉建屋通路部 

原子炉建屋通路部は，ほとんどの階層で周回できる通路となってお

り，その床面積は最大で約 969m２（原子炉建屋 3 階周回通路）と大き

い。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これ

らは水素対策として通常より開口状態となっている。 

原子炉建屋通路部は，このようなレイアウトであることに加え，火

災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可

能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可

燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動

又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化

物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とし，これ以外（計

器など）の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う

設計とする。 

(c) 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用

ディーゼル発電機燃料デイタンク室 

緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用デ

ィーゼル発電機燃料デイタンク室は，人が常駐する場所ではないこと

から，二酸化炭素消火設備（全域）を設置する設計とする。また，自

動起動について，万一，当該区域に作業員等がいた場合の人身安全を
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考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計と

する。 

ｄ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

(a) 屋外の火災区域（常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等） 

屋外の火災区域である常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室

等は，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。 

(b) 中央制御室及び緊急時対策所 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない中央制御室及び緊急時対策所には，ハロゲン化物自動消火設備

（全域）等は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。また，中央

制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭

素消火器で消火を行う。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットについては，中央制御室

からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備

（局所）を設置する設計とする。 

緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員によ

り，粉末消火器又は二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。 

(c) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は可燃物が少なく，煙の充満により

消火活動が困難とならない火災区域であることから，消火器で消火を

行う設計とする。 

(d) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子

炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排風機の容量
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が約 16,980m３／hであることから，煙が充満しないため，消火活動が

可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて

行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は煙の充満により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画であるため，消火器で消火を行う設計とする。 

(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火

災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設

備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないように，区分分

離や位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計基準事故対

処設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，上記

の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

(4) 火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(6) 移動式消火設備の配備 
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設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(7) 消火用水の最大放水量の確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(8) 水消火設備の優先供給 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(9) 消火設備の故障警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(10) 消火設備の電源確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン化物自動消

火設備（全域），二酸化炭素自動消火設備(全域)は，外部電源喪失時にも

消火ができるように，緊急時対策所用発電機から受電できる設計とすると

ともに，緊急時対策所用発電機からの電源が供給されるまでの間，電力を

供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄電

池の容量については，外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起動

し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守的な条件として自動起動

に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供

給する場合に電力が供給されるまでの時間である30分間以上の容量を有す

る設計とする。 

(11) 消火栓の配置 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(12) 固定式ガス消火設備等の職員退避警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(13) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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(14) 消火用非常照明 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

1.5.2.3.3 自然現象の考慮 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のう

ち，発電所敷地及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対

処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「1.5.2.2.3(1)落雷による火

災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。凍結につい

ては，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。

風（台風）及び竜巻に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。地震については，「(3)地震対策」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。上記以外の津波（敷地に遡上する津波を含

む。），洪水，降水，積雪，火山の影響，高潮及び生物学的事象については，

「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する

対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

(1) 凍結防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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(2) 風水害対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(3) 地震対策 

ａ．地震対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

ｂ．地盤変位対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への

影響 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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1. 安全設計 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.9.7 発電用原子炉設置変更許可申請（平成26年5月20日申請）に係る安全設

計の方針 

 

第四十一条 火災による損傷の防止 

 

  重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、

かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するために必要な機能

を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じ

るものとする。 

 

(1) 火災の発生防止 

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する設備は，漏えいを防止する

設計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，漏えいの拡大を防止す

る堰等を設ける設計とする。 

重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同等以上の性

能を有するものである場合又は他の重大事故等対処施設，設計基準事故対

処設備等に火災が発生することを防止するための措置が講じられている場

合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断
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器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るととも

に，必要な電気設備に接地を施す設計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設

けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

 

(2) 火災感知及び消火 

重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うため異な

る種類の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設

備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置す

る設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処

施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，消火設備

の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，重大事故等に対処

する機能を損なわない設計とする。 
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10.5 火災防護設備 

10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.1 概 要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される重大事故等対処

施設を火災から防護することを目的として，火災の発生防止，火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を

内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火

災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対

策，発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等

により発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及

び焼損の防止対策等を行う。 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火

災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する。 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に対して当該機能が維

持され，かつ，重大事故等対処施設は，消火設備の破損，誤動作又は誤操作

によって重大事故等に対処する機能を失うことのないように設置する。 

 

10.5.2.2 設計方針 

火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護す

ることを目的として，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮

した火災防護対策を講じる。 

(1) 火災発生防止 

発火性又は引火性物質の漏えい防止の措置や不燃性材料又は難燃性材料

の使用等，火災の発生を防止する。 
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(2) 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設に対して，早期の火

災感知及び消火を行うよう設置する。 

 

10.5.2.3 主要設備の仕様 

(1) 火災感知設備 

重大事故等対処施設に対する火災感知設備の火災感知器の概略を第

10.5－2 表に示す。 

(2) 消火設備 

重大事故等対処施設に対する消火設備の主要機器仕様を第 10.5－3 表に

示す。 

 

10.5.2.4 主要設備 

(1) 火災発生防止設備 

重大事故等対処施設は，「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関す

る基本方針」における「1.5.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止」

に示すとおり，発火性又は引火性物質の漏えい防止，拡大防止のための堰

等を設置する。 

また，非難燃ケーブルを使用する場合については，難燃ケーブルを使用

した場合と同等以上の難燃性能を確保するため，非難燃ケーブル及びケー

ブルトレイを防火シートで覆い，複合体を形成する設計とする。 

複合体の概要図を第 10.5－1 図に示す。 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙す
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ること等，予想される火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災

区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知

できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱

感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋

外等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。 

ａ．一般区画 

一般区画は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる

種類の感知器を組み合わせて設置する。 

ｂ．原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は天井が高く大空間となっているため，火災

による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知

器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死

角がないよう設置する設計とする。 

ｃ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環

境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。

このため，通常運転中，窒素封入により不活性化し火災が発生する可能

性がない期間については，原子炉格納容器内の火災感知器は，原子炉起

動時の窒素封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速
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やかに取り替える設計とする。 

ｄ．蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇

を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，か

つ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 

ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるため，区域

全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し煙感

知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災感知

器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式），及

び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

ｆ．軽油貯蔵タンク設置区域，可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊

急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機

燃料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気

を形成している。このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ

式の防爆型熱感知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。 

ｇ．格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンク

リート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生した場合，煙は格

納槽内部に充満することから煙感知器による感知は可能である。格納容

器圧力逃がし装置が稼働した場合，フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲
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気温度も上昇するが，その温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内で

ある。以上により，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設

置する設計とする。 

ｈ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，原子炉

建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽である。これらの区域

で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満することから，煙感知器

による感知は可能であるため，異なる種類の感知器として煙感知器と熱

感知器を設置する設計とする。 

ｉ．主蒸気管トンネル室 

放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）にアナログ式の火災感知

器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置

するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放

射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

また，火災により重大事故等対処施設としての機能への影響が考えにく

い火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画については，消防

法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

(3) 消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消

火するために，すべての火災区域の消火活動に対処できるように，

「1.5.1.3.2 (12) 消火栓の配置」に基づき消火栓設備を設置する。消火

栓設備の系統構成を第 10.5－2 図に示す。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響に

より消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，以下のと
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おり設置する。 

消火設備は，第 10.5－1 表に示す故障警報を中央制御室に発する設備を

設置する。 

ａ．重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画には，自動又は手動起動による消火設備であ

る全域ガス消火設備又は局所ガス消火設備を設置する。 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備の概要図を第 10.5－3(1)

図から第 10.5－3(3)図に示す。 

ただし，以下に示す火災区域又は火災区画については上記と異なる

消火設備を設置する設計とし，非常用ディーゼル発電機室及び非常用

ディーゼル発電機燃料デイタンク室及び緊急時対策所用発電機室は，

二酸化炭素消火設備を設置する。 

原子炉建屋通路部は，局所ガス消火設備及び消火器を設置する。 

火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼすおそれが考え

にくい火災区域又は火災区画には，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備を設置する。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

ⅰ) 中央制御室及び緊急時対策所 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない中央制御室及び緊急時対策所には，消火器を設置する。中
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央制御室床下コンクリートピットは，中央制御室からの手動操作に

より早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置

する設計とする。 

緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員

により，粉末消火器または二酸化炭素消火器で消火を行う設計と

する。 

ⅱ) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器について，起動中においては所員用エアロック

近傍に必要な消火能力を満足する消火器を設置し，低温停止中に

おいては原子炉格納容器内の各フロアに必要な消火能力を満足す

る消火器を設置する。 

ⅲ) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設置する。 

ⅳ) 屋外の火災区域 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により

消火を行う設計とする。 

 

10.5.2.5 試験検査 

(1) 火災感知設備 

「10.5.1.5(1) 火災感知設備」の基本方針を適用する。 

(2) 消火設備 

「10.5.1.5(2) 消火設備」の基本方針を適用する。 

 

10.5.2.6 体 制 

「10.5.1.6 体制」の基本方針を適用する。 
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10.5.2.7 手 順 等 

火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権

限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を

実施するために必要な手順について定める。また，重大事故等対処施設を火

災から防護するため，火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生防止，火

災の早期感知及び消火のそれぞれの深層防護の概念に基づく火災防護対策等

について定める。 

このうち，火災防護対策を実施するために必要な手順の主なものを以下に

示す。 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順を整備し，

操作を行う。 

ａ．中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火

災感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

ｂ．消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場

の制御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，

早期に必要な補修を行う。 

(2) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画にお

ける火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

ａ．火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報

及び自動消火設備の作動状況を確認する。 

ｂ．自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，プラント運転状況の確認

等を行う。 

(3) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域

又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備

し，操作を行う。 
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ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，初期消火活動を行う。 

ｂ．消火が困難な場合は，職員の退避を確認後，固定式消火設備を手動操

作により作動させ，作動状況の確認，消火状況の確認，プラント運転状

況の確認等を行う。 

(4) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応においては，以下の手順

を整備し，操作を行う。 

ａ．原子炉格納容器内の火災の早期感知及び消火を図るために，低温停止

中，起動中の火災発生に対する消火戦略を整備し，訓練を実施する。 

ｂ．起動中の原子炉格納容器内の火災感知器が発報した場合には，プラン

トを停止するとともに，消火戦略に基づき原子炉格納容器内への進入の

可否を判断し，消火活動を行う。なお，原子炉格納容器内点検終了後か

ら窒素置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，

火災による延焼防止の観点から，窒素封入開始後，約 1.5 時間を目安に

窒素封入作業の継続による窒息消火又は窒素封入作業を中止し，早期の

消火活動を実施する。 

(5) 中央制御室内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整

備し，操作を行う。 

ａ．火災感知器，高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した場

合は，常駐する運転員により制御盤内では二酸化炭素消火器，それ以外

では粉末消火器を用いた初期消火活動，プラント運転状況の確認等を行

う。 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災発生時の煙を排気

するため，排煙設備を起動する。 

(6) 水素濃度検出器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃度上

昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認，換気設備の追加起動等
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を実施する手順を整備し，操作を行う。 

(7) 火災発生時の消火戦略を整備し，訓練を実施する。 

(8) 可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因となり得る，過熱や

引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，防火監視を実

施する。 

(9) 火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響

軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，これを実施する。火

気作業管理手順には，以下を含める。 

ａ．火気作業における作業体制 

ｂ．火気作業前の確認事項 

ｃ．火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人

の配置等） 

ｄ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

ｅ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

ｆ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

ｇ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

ｈ．火気作業に関する教育 

(10) 火災防護設備は，その機能を維持するため，保守計画に基づき適切に

保守管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

(11) 発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等

対処施設を火災から防護することを目的として，以下のとおり教育・訓

練を定め，これを実施する。 

ａ．防火・防災管理者及びその代行者は，消防機関が行う講習会及び研修

会等に参加する。 

ｂ．自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応
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訓練等を定める。 

ｃ．所員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火を考慮し，火災

防護関連法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃物及び火

気作業に関する運営管理，危険物（液体，気体）の漏えい・流出時の措

置に関する教育を行うことを定める。 
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第10.5－1表 消火設備の主な故障警報 

設 備 主な警報要素 

消 火 

ポンプ 

電動機駆動消火ポンプ 

構内消火用ポンプ 

ポンプ自動停止，電動機過負荷 

地絡・短絡 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動構内消火ポンプ 

ポンプ自動停止，装置異常 

（燃料及び冷却水レベルの低下） 

全域 
二酸化炭素自動消火設備 

ハロゲン化物自動消火設備 
設備異常（電源故障，断線等） 

局所 

ハロゲン化物自動消火設備（ハ

ロン1301） 
設備異常（電源故障，断線等） 

ハロゲン化物自動消火設備（FK-

5-1-12※） 
ガス放出 

※火災感知は火災区域に設置された感知器または消火設備のガス放出信号により中央制御室

に警報を発報する。また，動作原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えに

くいが，中央制御室での警報と現場状況の確認により誤動作は確認可能。 

 

第 10.5－2 表 火災感知設備の火災感知器の概略 

火災感知器の設置場所 火災感知器の型式 

一般区域・区画 
煙感知器 

（アナログ式） 

熱感知器 

（アナログ式） 

・蓄電池室 

・軽油貯蔵タンク，可搬型

設備用軽油タンク，緊急

時対策所用発電機燃料油

貯蔵タンク 

防爆型煙感知器 

（非アナログ式） 

防爆型熱感知器 

（非アナログ式） 

原子炉建屋原子炉棟 6 階 
煙感知器 

（アナログ式） 

炎感知器 

（非アナログ式） 

海水ポンプ室，常設代替高

圧電源装置置場（屋外区

域） 

炎感知器 

（非アナログ式） 

熱感知カメラ 

（アナログ式） 

原子炉格納容器内 
煙感知器 

（アナログ式） 

熱感知器 

（アナログ式） 

主蒸気管トンネル室（高線

量エリア） 

煙感知器 

（アナログ式） 

熱感知器 

（非アナログ式） 
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第 10.5－3 表 消火設備の主要機器仕様 

(1)電動機駆動消火ポンプ 

 １）電動機駆動消火ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設） 

台   数         1 

   出   力         約 110kW 

   容   量         約 227m３／h 

 ２）構内消火用ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

台   数         1 

   出   力         約 75kW 

   容   量         約 159m３／h 

 

(2)ディーゼル駆動消火ポンプ 

 １）ディーゼル駆動消火ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既

設） 

台   数         1 

   出   力         約 131kW 

   容   量         約 261m３／h 

 ２）ディーゼル駆動構内消火ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

   台   数         1 

   出   力         約 90kW 

   容   量         約 159m３／h 

 

(3)二酸化炭素自動消火設備 

   消 火 剤：二酸化炭素 

   消火方式：全域放出方式 
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   設置個所：ディーゼル発電機室 

 

(4)ハロゲン化物自動消火設備 

   消 火 剤：ハロン 1301（全域／局所） 

       ：FK-5-1-12（局所） 

   消火方式：全域放出方式（ハロン 1301） 

       ：局所放出方式（FK-5-1-12／ハロン 1301） 

   設置個所：火災発生時の煙の充満等による消火活動が困難な火災区域又

は火災区画 
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第 10.5－1 図 非難燃ケーブルに対する複合体の形成 
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第 10.5－2 図 屋内及び構内消火栓設備の系統構成 
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第 10.5－3(1)図 二酸化炭素自動消火設備（全域）概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.5－3(2)図 ハロゲン化物自動消火設備（全域）概要図 

 

：自動消火設備起動信号 ：ＯＲ回路

：煙感知器

：熱感知器

：ＡＮＤ回路

煙

二酸化炭素ガスボンベ

噴射ヘッド

消火設備作動

火災感知設備用

二酸化炭素
自動消火設備制御盤

自動消火設備用

手動起動信号

熱
熱 煙

：煙感知器

：熱感知器

：ＡＮＤ回路

：ＯＲ回路

：火災感知設備起動信号

：自動消火設備専用起動信号

ハロゲン化物
ガスボンベ

中央制御室内
火災受信機

噴射ヘッド

消火設備作動

火災感知設備用

ハロゲン化物
自動消火設備制御盤

自動消火設備用

手動起動信号

熱

煙

煙
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第 10.5－3(3)図 ハロゲン化物自動消火設備（局所）概要図 
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第 10.5－4 図 系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備概要 
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第 10.5－5 図 自衛消防隊の組織体制 
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2.2  火災による損傷の防止 【41条】 

 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

 

2.2.1 火災による損傷の防止に係る基準適合性 

 (1) 火災発生防止 

 (2) 火災感知及び消火 

 (3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

2.2.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

2.2.2.1 基本事項 

 (1) 火災区域及び火災区画の設定 

 (2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル  

 (3) 火災防護計画 

2.2.2.2 火災発生防止 

2.2.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

 (1) 発火性又は引火性物質 

 (2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策 

 (3) 発火源への対策 

 (4) 水素対策 

 (5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

 (6) 過電流による過熱防止対策 

2.2.2.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 (1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

 (2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

 (3) 難燃ケーブルの使用 
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(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

2.2.2.2.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止 

 (1) 落雷による火災の発生防止 

 (2) 地震による火災の発生防止 

 (3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

 (4) 森林火災による火災の発生防止 

2.2.2.3 火災の感知及び消火に係る設計方針 

2.2.2.3.1 火災感知設備 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

(2) 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

(3) 火災受信機盤 

(4) 火災感知設備の電源確保 

2.2.2.3.2 消火設備 

 (1) 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火 

設備 

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮 

(4) 火災に対する二次的影響の考慮 

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

(6) 移動式消火設備の配備 

(7) 消火用水の最大放水量の確保 

(8) 水消火設備の優先供給 

(9) 消火設備の故障警報 
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(10) 消火設備の電源確保 

(11) 消火栓の配置 

(12) 固定式ガス消火設備等の職員退避警報 

(13) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

(14) 消火用非常照明 

2.2.2.3.3 自然現象の考慮 

 (1) 凍結防止対策 

 (2) 風水害対策 

 (3) 地震対策 

 (4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

2.2.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設へ

の影響 

2.2.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 
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2.2 火災による損傷の防止 

 

【設置許可基準規則】 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することがで

き、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるものとす

る。 

 

2.2.1 火災による損傷の防止に係る基準適合性 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を

火災から防護することを目的として，火災発生防止，火災の感知及び消火の

それぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

 

(1) 火災発生防止 

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する設備は，漏えいを防止する

設計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，漏えいの拡大を防止す

る堰等を設ける設計とする。 

重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同等以上の性

能を有するものである場合又は他の重大事故等対処施設，設計基準事故対

処設備等に火災が発生することを防止するための措置が講じられている場

合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断
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器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るととも

に，必要な電気設備に接地を施す設計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設

けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

 

(2) 火災感知及び消火 

重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うため異な

る種類の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設

備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置す

る設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処

施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，消火設備

の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，重大事故等に対処

する機能を損なわない設計とする。 
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2.2.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

2.2.2.1 基本事項 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機

能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護

対策を講じる設計を行うに当たり，重大事故等対処施設を設置する区域を，

火災区域及び火災区画に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，

火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講じる設計とする。 

火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「2.2.2.1(1) 

火災区域及び火災区画の設定」から「2.2.2.1(3)火災防護計画」に示す。 

【補足－資料 41－1(2.1)】 

 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋廃棄物処理棟，緊

急時対策所建屋の建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアに

ついて，重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，

火災区域及び火災区画を設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に

基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実

施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「2.2.2.1(2)火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統

及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域として設定

する。 

屋外については，軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室を設置する火災区域

は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災
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区域を適用する。 

また，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等

対処施設を設置する区域を，「2.2.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防

護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故

対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し

て，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。

本管理については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対

処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

【補足－資料 41－1(2.1),資料 41－3】 

 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケー

ブルを火災防護対象とする。 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火災防護対策

については，火災防護計画に定めて実施する。 

【補足－資料 41－1(2.1),資料 41－2】 

 

 (3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1),(2.3)】 

  



2.2－5 

2.2.2.2 火災発生防止 

2.2.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は引火性物質を

内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火

災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対

策，発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等

により発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及

び焼損の防止対策等を講じた設計とする。具体的な設計を「2.2.2.2.1(1)発

火性又は引火性物質」から「2.2.2.2.1(6)過電流による過熱防止対策」に示

す。 

【補足－資料 41－1(2.1.1)】 

 

(1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とす

る。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている

危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，高圧ガス保安法で定められて

いる水素，窒素，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち，可燃性である

「水素」を対象とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(1))】 

 

ａ．漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について，以下を

考慮した設計とする。 
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(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備  

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料

油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えいの防

止対策を講じるとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料

油が拡大することを防止する設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する

設備は，溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(1))】 

 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料

油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわ

ないよう，潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，

壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する

設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわないよう，水

素を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上

の考慮を行う設計とする。 

 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 
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(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備があ

る火災区域の建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉建屋送

風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。 

また，屋外開放の火災区域（常設代替高圧電源装置置場，海水ポン

プ室）については，自然換気を行う設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素を内包する設備である蓄電池及び

水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止す

るために，以下に示す空調機器による機械換気により換気を行う設計

とする。 

ⅰ) 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計と

する。特に，重大事故等対処施設である緊急用 125V 系蓄電池を設

置する火災区域は，常設代替高圧電源装置からも給電できる緊急用

母線に接続される耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓに対して機能維

持可能な設計とする排風機による機械換気を行うことによって，水

素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。 

ⅱ) 水素ボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は

火災区画は，常用電源から給電される原子炉建屋送風機及び排風機

による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とす

るように設計する。 

水素を内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度

が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるように送風機及び排風機で換気さ
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れるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動

的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

 

ｄ. 防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置する発火性又は引

火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「2.2.2.2.1(1) 

ａ.漏えいの防止，拡大防止」に示すように，溶接構造，シール構造

の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防止対策を講じる設計とする

とともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰等を設置することで，漏

えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油

内包設備を設置する火災区域の重大事故発生時における最高温度より

も十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となる

ことはない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油貯蔵タンク，常設

代替高圧電源装置，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電

機燃料油貯蔵タンクは屋外に設定されており，可燃性の蒸気が滞留す

るおそれはない。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する発火性又は引火

性物質である水素を内包する設備は，「2.2.2.2.1(1)ａ.漏えいの防

止，拡大防止」に示すように，溶接構造等の採用により水素の漏えい

を防止する設計とするとともに，「2.2.2.2.1(1)ｃ.換気」に示す機



2.2－9 

械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六

十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気となら

ないため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・

計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としな

い設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく接地を

施す設計とする。 

 

ｅ．貯蔵 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される発火性又は引火

性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計とする。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火性

物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，常設代替高圧電源装

置及び軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク，緊急時対策所用発電

機燃料油貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクがある。 

軽油貯蔵タンクは，重大事故等時に機能を要求される設備が 7 日間連

続で運転できるように，タンク（2 基）の容量に対して，非常用ディー

ゼル発電機（2 台），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（1 台）及

び常設代替高圧電源装置（2 台）が 7 日間連続運転するために必要な量

を貯蔵することを考慮した設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクについては，可搬型代替低圧電源車等の可搬

型設備が 7 日間連続で運転するために必要な量を貯蔵することを考慮し
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た設計とする。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては，重大事故時に緊

急時対策所建屋に 7 日間連続で電源供給するために必要な量を貯蔵する

ことを考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，非常用ディーゼ

ル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮し

た設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火

性物質である水素の貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モニタ校正用水

素ボンベがあり，これらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵する設

計とする。 

 

(2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(2))】 

 

(3) 発火源への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(3))】 

 

(4) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を設置する火災区域又

は火災区画は，「2.2.2.2.1(1)ａ.漏えいの防止，拡大防止」に示すよう

に，発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を溶接構造等とする
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ことにより雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに，「2.2.2.2.1(1) 

ｃ.換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限

界濃度以下となるように設計する。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から

水素が発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち

込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，

水素の燃焼限界濃度である 4vol％の 1／4 以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は火災区

画については，通常時は元弁を閉とする運用とし，「2.2.2.2.1(1)ｃ．換

気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とすることから，

水素濃度検出器は設置しない設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(4))】 

 

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解により水素が発生する火災区域又は火災区画における，水素

の蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管

における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成

17 年 10 月）」に基づき，水素の蓄積を防止する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「2.2.2.2.1(4) 水素対策」

に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下

となるように設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(5))】 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 
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設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(6))】 

 

2.2.2.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれか

の設計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替

材料」という。）を使用する設計とする。 

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因し

て他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発

生することを防止するための措置を講じる設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2)】 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配

管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な

構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保を考慮し，ステンレス

鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリートの不燃性材料を使

用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎

に晒されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準

事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するお
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それはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設

計とする。また，金属で覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに

金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも，

他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系

統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材

料を使用する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(1))】 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変

圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用す

る設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(2))】 

 

(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火

性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合

は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する

設計とする。 

ただし，重大事故等対処施設に使用するケーブルには，自己消火性を確

認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直ト

レイ燃焼試験の要求を満足しない非難燃ケーブルがある。 

したがって，非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケーブルに取り替

えて使用する設計とする。ただし，ケーブルの取り替えに伴い安全上の課

題が生じる場合には，非難燃ケーブルを使用し，施工後の状態において，
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以下に示すように範囲を限定した上で，難燃ケーブルを使用した場合と同

等以上の難燃性能を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とする。 

(a)ケーブルの取り替えに伴う課題が回避される範囲 

(b)難燃ケーブルと比較した場合に，火災リスクに有意な差がない範囲 

ａ．複合体を形成する設計 

複合体は，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保

する設計とし，実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した上で使

用する。 

このため，複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設計とする。

また，複合体は，防火シートが与える化学的影響，複合体内部への熱の

蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考慮しても非難燃ケーブルの

通電機能や絶縁機能及びケーブルトレイの耐震性低下により，ケーブル

保持機能が損なわれないことを確認するとともに，施工後において，複

合体の難燃性能を維持する上で，防火シートのずれ，隙間及び傷の範囲

を考慮する設計とし，これらを実証試験により確認して使用する設計と

する。使用する防火シートは，耐寒性，耐水性，耐薬品性などの耐性に

問題がないことを確認する。 

(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，外部の火災に対して，不燃材の防火シートにより外部か

らの火炎を遮断し，直接ケーブルに火炎が当たり燃焼することを防止

することにより，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能

が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，火炎を遮断するため，非難燃ケーブルが露出

しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートで覆

い，その状態を維持するため結束ベルトで固定する設計とする。 
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実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，防火シートが遮

炎性を有していること，その上で，複合体としては，延焼による損傷

長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認した上で使用する。 

(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，短絡又は地絡に起因する過電流により発火した内部の火

災に対して，燃焼の３要素のうち，酸素量を抑制することにより，難

燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能が確保できる設計と

する。 

このため，複合体は，「(a) 複合体外部の火災を想定した場合の

設計」に加え，複合体内部の延焼を燃え止まらせるため，ケーブルト

レイが火災区画の境界となる壁，天井又は床を貫通する部分に耐火シ

ールを処置し，延焼の可能性のあるケーブルトレイ設置方向にファイ

アストッパを設置する設計とする。 

また，複合体内部の火炎が外部に露出しないようにするため，防火

シート間を重ねて覆う設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，ケーブル単体の

試験により自己消火性が確保できること，防火シートで複合体内部の

酸素量を抑制することにより耐延焼性を確保できることを確認した上

で使用する。 

ｂ．電線管に収納する設計 

複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接続するた

めに電線管で敷設される非難燃ケーブルは，火災を想定した場合にも

延焼が発生しないように，電線管に収納するとともに，電線管の両端

は電線管外部からの酸素供給防止を目的として，難燃性の耐熱シール

材を処置する設計とする。 
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なお，放射線モニタケーブルは，放射線検出のためには微弱電流又は

微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘

電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同

軸ケーブルを使用する設計とする。 

このケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足する

が，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足する

ことが困難である。 

このため，放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合にも延焼

が発生しないように，専用電線管に収納するとともに，電線管の両端

は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシー

ル材による処置を行う設計とする。 

耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易に酸素

の供給がない閉塞した状態であるため，放射線モニタケーブルに火災

が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し，燃焼の維持がで

きなくなるので，すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。 

このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材により酸

素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは，IEEE383 垂直トレイ

燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を

有する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(3))】 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(4))】 
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(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(5))】 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(6))】 

 

2.2.2.2.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津

波」という。）を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波（敷地に遡上する津波を含む。）につい

ては，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護

することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処

施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の

影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されるこ

とを考慮すると，火災が発生する自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，重大事故等に対処するために必要

な機能に影響を与える可能性がないため，火災が発生するおそれはない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）について，これ
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らの現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を

講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3)】 

 

(1) 落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を

防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づ

き「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）（1992 年度版）」又は

「JIS A 4201 建築物等の雷保護（2003 年度版）」に準拠した避雷設備の

設置，接地網の敷設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，基準

地震動Ｓｓに対して機能維持可能な排気筒，常設代替高圧電源装置置場，

緊急時対策所建屋に設置する設計とする。 

送電線 に つい て は 架空 地 線 を設 置 す る設 計 と する と と もに ，

「2.2.2.2.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を

早期に遮断する設計とする。 

常設代替高圧電源装置置場には，落雷による火災発生を防止するため，

避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計とする。 

 

【避雷設備設置箇所】 

・排気筒 

・常設代替高圧電源装置置場 

・緊急時対策所建屋 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(1))】 
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(2) 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤

に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防

止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するように，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(2))】 

 

(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含

む。）発生を考慮し，竜巻飛来物防護対策設備の設置や固縛等により，火

災の発生防止を講じる設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(3))】 

 

(4) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」

に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）

を行い，森林火災による発電用原子炉施設への延焼防止対策として発電所

敷地内に設置した防火帯で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防

止する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(4))】 
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2.2.2.3 火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火

災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とす

る。具体的な設計を「2.2.2.3.1 火災感知設備」から「2.2.2.3.4 消火設備

の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，こ

のうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処施設の区分に応

じて，機能を維持できる設計とすることを「2.2.2.3.3 自然現象の考慮」に

示す。また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，

重大事故等に対処する機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.3.4 消火

設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示す。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1)】 

2.2.2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災を早期に感知できるように設置する設計とする。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえて設置する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1))】 

 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)①)】 

 

(2) 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感知器を設置
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する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早

期に感知できるように，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計と

する。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋

外等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知が可能である。 

ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，

かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」

ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監

視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を

把握することができる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的な火災区域

又は火災区画を示す。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)②)】 

 

ａ．原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は天井が高く大空間となっているため，火災

による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知

器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死

角がないように設置する設計とする。 

 

ｂ．原子炉格納容器 
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原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環

境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。

このため，通常運転中，窒素封入による不活性化により火災が発生する

可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器

は，原子炉起動時の窒素封入後に作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。 

 

ｃ．蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇

を考慮し，火災を早期に感知できるように，非アナログ式の防爆型で，

かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

 

ｄ．軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊急

時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域 

軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機

燃料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気

を形成している。 

このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ式の防爆型熱感

知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。 

 

ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるため，区域
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全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙

感知器による火災感知は困難であること及び降水等の浸入により火災感

知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び

非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範

囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

 

ｆ．格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンク

リート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生した場合，煙は格

納槽内部に充満することから煙感知器による感知は可能である。格納容

器圧力逃がし装置が稼働した場合，フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲

気温度も上昇するが，その温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内で

ある。以上により，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設

置する設計とする。 

 

ｇ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，原子炉

建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽である。これらの区域

で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満することから，煙感知器

による感知は可能であるため，異なる種類の感知器として煙感知器と熱

感知器を設置する設計とする。 

 

ｈ．主蒸気管トンネル室 

放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）は，アナログ式の火災感
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知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定さ

れる。 

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配

置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，

放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とす

る。 

これらａ．～ｈ．のうち非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条

件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。 

 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選定

する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急

激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線3波長式」（物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの波長帯を3つ検知した場

合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設

置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置す

ることとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，

太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置す

ることで誤作動を防止する設計とする。 

また，火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画

は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

(3) 火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)③)】 

 

(4) 火災感知設備の電源確保 

緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から

電力が供給されるまでの 92 分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄

電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機

が接続されている非常用電源及び常設代替高圧電源装置が接続されている

緊急用電源より供給する設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備につい

ては，外部電源喪失時に機能を失わないように，緊急時対策所用発電機か

らの電力が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有した蓄電池を

設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，外部電源喪

失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計

であるが，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動

時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるま

での時間である 30 分間以上の容量を有する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)④)】 

 

2.2.2.3.2 消火設備 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災

を早期に消火できるように設置する設計とする。消火設備は，以下を踏まえ

た設計とする。 
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【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2))】 

 

(1) 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮し

て設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)①)】 

 

ａ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，

「ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画

を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となるものとして選定する。 

 

ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，

消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とはならないものとする。 
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(a) 中央制御室及び緊急時対策所 

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の

火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能

であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法

に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることか

ら，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定す

る。 

緊急時対策所は，火災発生時には中央制御室同様に建築基準法に

準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能なため，消

火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットは，速やかな火災発生

場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発す

る異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）及び中央制御

室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火

設備（局所）を設置する設計とする。 

    

(b) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排風機の容量が

約 16,980m３／h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動

が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

(c) 常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外の火災区域又は

火災区画であり，火災が発生しても煙が充満しない。よって，煙の充
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満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火

災区画として選定する。 

 

(d) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地下格

納槽であり，本格納槽に設置される機器はフィルタ装置，テストタン

ク，移送ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。フィルタ装置及びテス

トタンクは不燃性材料で構成されており，移送ポンプ，排水ポンプは

潤滑油を有しないため油内包設備ではなく，電動弁のケーブルは電線

管に収納する。以上のことから当該区域の火災荷重は小さく，煙の充

満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定

する。 

 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は可燃物が少なく大空間となっているため，

煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画とし

て選定する。 

 

(f) 可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火

災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで

煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とはならない箇

所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち

込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資

機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる
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養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状況につ

いては，重大事故等対処施設以外の構築物，系統及び機器も含めて確

認する。 

ｉ) 主蒸気管トンネル室 

室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成され

ており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，

不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がること

はない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び

金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

 

ⅱ) FPC ポンプ室，FPC 保持ポンプ A 室，FPC 保持ポンプ B 室，FPC 熱

交換器室 

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計器等

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，

可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。 

軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え

広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは

電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

 

ｃ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固

定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 
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なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を

踏まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。 

固定式ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災

区域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる種類の感知器」

とは別に設置する。 

ただし，以下については，ハロゲン化物自動消火設備（全域）と異な

る消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

  

(a) 常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，いず

れも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため，これらの区域で火

災が発生した場合，煙が格納槽内部に充満し，消火活動が困難となる

可能性が否定できないことから，可燃物である油内包設備については，

自動又は中央制御室からの手動操作により早期の消火も可能なハロゲ

ン化物自動消火設備（全域）又はハロゲン化物自動消火設備（局所）

を設置し消火を行う設計とする。 

 

(b) 原子炉建屋通路部 

原子炉建屋通路部は，ほとんどの階層で周回できる通路となってお

り，その床面積は最大で約 969m２（原子炉建屋 3 階周回通路）と大き

い。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これ

らは水素対策として通常より開口状態となっている。 

原子炉建屋通路部は，このようなレイアウトであることに加え，火

災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可

能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可
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燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動

又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化

物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とし，これ以外（計

器など）の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う

設計とする。 

 

(c) 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用

ディーゼル発電機燃料デイタンク室 

緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用デ

ィーゼル発電機燃料デイタンク室は，人が常駐する場所ではないこと

から，二酸化炭素消火設備（全域）を設置する設計とする。また，自

動起動について，万一，当該区域に作業員等がいた場合の人身安全を

考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計と

する。 

 

d．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

  (a) 屋外の火災区域（常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等） 

屋外の火災区域である常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室

等は，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。 

 

(b) 中央制御室及び緊急時対策所 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない中央制御室及び緊急時対策所には，ハロゲン化物自動消火設備

（全域）等は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。また，中央
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制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭

素消火器で消火を行う。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットについては，中央制御室

からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備

（局所）を設置する設計とする。 

緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員によ

り，粉末消火器又は二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。 

 

(c) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は可燃物が少なく，煙の充満により

消火活動が困難とならない火災区域であることから，消火器で消火を

行う設計とする。 

 

(d) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子

炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排風機の容量

が約 16,980m３／hであることから，煙が充満しないため，消火活動が

可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて

行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は煙の充満により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画であるため，消火器で消火を行う設計とする。 
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(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火

災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

 

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)②)】 

 

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設

備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないように，区分分

離や位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計基準事故対

処設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，上記

の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)③)】 

 

(4) 火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)④)】 

 

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑤)】 
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(6) 移動式消火設備の配備 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑥)】 

 

(7) 消火用水の最大放水量の確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑦)】 

 

(8) 水消火設備の優先供給 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑧)】 

 

(9) 消火設備の故障警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑨)】 

 

(10) 消火設備の電源確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン化物自動消

火設備（全域），二酸化炭素自動消火設備(全域)は，外部電源喪失時にも

消火ができるように，緊急時対策所用発電機から受電できる設計とすると

ともに，緊急時対策所用発電機からの電源が供給されるまでの間，電力を

供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄電

池の容量については，外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起動
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し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守的な条件として自動起動

に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供

給する場合に電力が供給されるまでの時間である30分間以上の容量を有す

る設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑩)】 

 

(11) 消火栓の配置 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑪)】 

 

(12) 固定式ガス消火設備等の職員退避警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑫)】 

 

(13) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑬)】 

 

(14) 消火用非常照明 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑭)】 

 

2.2.2.3.3 自然現象の考慮 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関
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わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のう

ち，発電所敷地及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対

処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「2.2.2.2.3(1)落雷による火

災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。凍結につい

ては，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。

風（台風）及び竜巻に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。地震については，「(3)地震対策」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。上記以外の津波（敷地に遡上する津波を含

む。），洪水，降水，積雪，火山の影響，高潮及び生物学的事象については，

「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する

対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2)】 

 

 (1) 凍結防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(1))】 

 

 (2) 風水害対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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【補足－資料 41－1(2.1.2.2(2))】 

 

(3) 地震対策 

ａ．地震対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

ｂ．地盤変位対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(3))】 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(4))】 

 

2.2.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への

影響 

  設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.3)】 

 

2.2.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.2)】 

 

 



2.3 重大事故等対処設備の基本設計方針【43 条】 

基準適合への対応状況 
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1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針 

発電用原子炉施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，炉心，使用済燃料プール内の燃料体等及び運転停止中における原子

炉の燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事故が発生した場合

においても，原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な放

出を防止するために，重大事故等対処設備を設ける。 

これらの設備については，当該設備が機能を発揮するために必要な系統

（水源から注入先まで，流路を含む。）までを含むものとする。 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり

分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

ａ．常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，設計基準

事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水

機能が喪失した場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することに

より重大事故の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）

のうち，常設のもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故

対処設備が有する機能を代替するもの 

ｃ．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する
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設備（重大事故緩和設備）のうち，常設のもの 

ｄ．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 常設重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ．，ｃ．以外の常設設

備で，防止又は緩和の機能がないもの 

(2) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

ａ．可搬型重大事故防止設備 

 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

ｂ．可搬型重大事故緩和設備 

 重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ.以外の可搬型設備

で，防止又は緩和の機能がないもの 

 主要な重大事故等対処設備の設備種別及び設備分類を第1.1.7－1表に示

す。常設重大事故防止設備及び可搬型重大事故防止設備については，当該

設備が機能を代替する設計基準対象施設とその耐震重要度分類を併せて示

す。 

 また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所を第 1.1.7－

1 図から第 1.1.7－9 図に示す。 

1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

(1) 多様性，位置的分散

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ
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がある事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，火災及びサ

ポート系の故障を考慮する。 

   発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の

観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する

津波」という。）を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。 

   自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

   発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについ

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機

落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を

考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象

として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，
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有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等

対処設備に対する共通要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

   故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重

大事故等対処設備による対策を講じることとする。 

   主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属

棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場，格納容器圧力逃がし

装置格納槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，常

設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部），常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（トンネル部），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバー

ト部），格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，常設低圧代替注水系

配管カルバート，緊急用海水系配管カルバート（以下「建屋等」という。）

については，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及び外部

からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

   重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多

様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

  ａ．常設重大事故等対処設備 

    常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適

切な措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備のうち，

計装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャ

ンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物
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理量又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な限り多

様性を有する方法により計測できる設計とする。重要代替監視パラメー

タは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

    環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，常設重大事故防止

設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条

件における健全性については，「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風

（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに

電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

    常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係

る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，

「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等

対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

    溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることで，

想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことのない設計とする。 

    地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対して

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損な

うおそれがないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

    風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による
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損傷の防止が図られた建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設

備等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対処設備等と位

置的分散を図り，屋外に設置する。 

    落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護する設

計とする。 

    生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防

止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事象のうちクラゲ等の

海生生物からの影響を受けるおそれのある常設重大事故防止設備は，侵

入防止対策により重大事故等に対処するための必要な機能が損なわれる

おそれのない設計とする。 

    高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）は，

高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

    飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図り設置する。 

    なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

    常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な

限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とする。 

    サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，

油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等

と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同じ場合

は別の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設備は設計基

準事故対処設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。
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  ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

    可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事

故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

    また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管する設計とする。 

    環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬型重大事故等

対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並び

に電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮

し機能が損なわれない設計とする。 

    地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発電用

原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上に設置

する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しな

いことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震

により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈

下，傾斜及び浮き上がり,地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等

の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

    地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重大事
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故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 

重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3 基準津波を超え敷地に

遡上する津波に対する耐津波設計」にて考慮された設計とする。 

    火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 重大事故等対

処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護を行う。 

    地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対して

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事

故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り

複数箇所に分散して保管する設計とする。 

    風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか，又は設計基準事故対

処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそ

れがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故

等対処設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保

管する設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。 

    高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受けない敷

地高さに保管する。 

    飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 
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 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋，常設代替

高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容器圧力逃がし

装置格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプエリアから 100m 以

上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対

処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩壊については，立

地的要因により設計上考慮する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，

油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる設計と

するか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。ま

た，水源についても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備

と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができなくな

ることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。なお,洪水及びダムの崩壊については,立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に

発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等内及び建屋等壁面の

適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環
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境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並び

に電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設

計とする。 

    地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係

る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面に複数箇

所設置する。 

    地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対しては，

「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処

施設の耐津波設計」,「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対

する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関す

る基本方針」に基づく設計とする。 

    溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置

に設置する。 

    風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び故意によ

る大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接続口は，建屋等内及

び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。 

    生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置する場合

は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれのない設計とする。 

    高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置する。 

    また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それ

ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。同時

に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，
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それぞれの系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。 

 (2) 悪影響防止 

   重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含む。）内

の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事

故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

   他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の

系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部

発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

   系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって

設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離

された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統

構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使用を想定

する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

   内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高い流体を

内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機

器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発生源と

なることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (3) 共用の禁止 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する東
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海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，

共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するため

に必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共用す

ることにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

1.1.7.2 容量等 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を

果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束

は，これらの系統の組合せにより達成する。 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電

機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用

するものについては，設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に

応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上で，設計基

準対象施設としての容量等と同仕様の設計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用

するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必要がある

ものについては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的に応じて

必要となる容量等を有する設計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として

設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必
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要な容量等を有する設計とする。 

 (2) 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設

計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄電池容量，

ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

   可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等を有す

る設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保

有数を確保することにより，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量

等を有する設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで，設置の

効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複

数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等を有する設備を 1 基当

たり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外

時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

   また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する高圧窒素

ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型蓄電池等は，必要と

なる容量等を有する設備を１基当たり 1 セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で

予備を確保する。 

   上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設

備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保す



43 条－14 

る。 

1.1.7.3 環境条件等 

 (1) 環境条件 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

   重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度（環境温

度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使用条件として環境圧

力，湿度による影響，重大事故等時に海水を通水する系統への影響，自然

現象による影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるものの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。 

   荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加え

て，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，津波に

加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮

する。 

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺で

の発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を
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含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響を選定す

る。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の天候による影

響として考慮する。 

   自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する

津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

   これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環境圧力，

湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故等時の放射線による影

響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する

場所に応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計

とする。 

   原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等時に

おける原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。また，地震に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。操作は，中央制御室

から可能な設計とする。 

   原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮する。また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制

御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

   原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建屋内，常設

代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力逃がし装置格納槽内，

常設低圧代替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピット内及び立坑内の重

大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を

考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設
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備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異なる

区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

   屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対処設備

は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作

は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

   また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び火山の影

響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台

風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷重を考慮すること又は位置的

分散を考慮した設置若しくは保管により，機能を損なわない設計とする。

また，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当該設備の落下

防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。 

   海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する，海に設

置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する

設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物については，腐食を

考慮した設計とする。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海

水の影響を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水す

る可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海水通

水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。また，海から

直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

   発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものの選定

に当たっては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発

生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物

（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船

舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
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等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での

発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として選定する電磁的障害に対しては，重大事故等対処設備

は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

   重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している自主対策

設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損なわない設計とする。

周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響を

考慮する。 

   溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水により機能を

損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止水対策等を実施す

る。 

   地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故等対処施

設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による荷重を含

む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」

に，火災防護については，「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関す

る基本方針」に示す。 

 (2) 重大事故等対処設備の設置場所 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内で

ある中央制御室から操作可能な設計とする。 
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(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，放射線量の高く

なるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

1.1.7.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保

ａ．操作の確実性 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条件を考慮し，

操作が可能な設計とする。 

 操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作

業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車

両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウ

トリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，

電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止

を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 
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    現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設

計とする。 

    また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。 

    想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動

的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

  ｂ．系統の切替性 

    重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事故等

に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに

切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

  ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

    可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより

簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，大

口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧

環境においてはより簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ボンベ，

空気ボンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一することにより，複数

の系統での接続方式の統一も考慮する。 

  ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 
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    屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

    なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセスルート

は，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地に

遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも１つ確保する。 

    屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網羅的に

抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生

実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生

物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋

外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高

潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺におい

て想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これら
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の事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定

する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有

毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。 

    なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

    電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることはないことか

らアクセスルートへの影響はない。 

    屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風

（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複

数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを 1 セット

2 台使用する。ホイールロ一ダの保有数は，1 セット 2 台，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 3 台の合計 5 台を分

散して保管する設計とする。 

    また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上

への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセス

ルートを確保する設計とする。 

    津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高さに対して

十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確保する設計とする。 

    また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さにアクセス
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ルートを確保する設計とする。 

    凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスル

ートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面が直接影響を受け

ることはないため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能な

ため，アクセスルートへの影響はない。 

    屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイール

ローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行うことで，通行性を

確保できる設計とする。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定され

る箇所においては，段差緩和対策等を行う設計とする。 

    屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対

して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン

等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。なお，地震に

よる薬品タンクからの漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着

用により通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類十 

5.1 重大事故等対策」に示す。 

    大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる大規模損壊発生時の消火活動等については，「添付書類十 

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項」に示す。 

    屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策（可燃

物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止策（大量の可燃

物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計画」に

定める。 
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    屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮による影響に対して，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。ま

た，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものとして選定

する飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び船

舶の衝突に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内

に確保する設計とする。 

    屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対してアクセスル

ートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。 

    また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行

が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

    屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。また，

夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明設備を配備する。

これらの運用については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。 

 (2) 試験・検査性 

   重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉

の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は検査を実施できる

よう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造

とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検

査が困難である箇所を極力少なくする。 

   試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検査及び溶
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接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可

能な設計とする。 

   発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，発電用

原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又

は検査ができる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機

器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

   代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検

査が可能な設計とする。 

   構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として

分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確認，

各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不

要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（1／58） 

43 条 重大事故等対処設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

アクセスルート確保 ホイールローダ ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（2／58） 

44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替制御棒挿入機能によ

る制御棒緊急挿入 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿

入機能） 

原子炉緊急停止系 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿

入機能）手動スイッチ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

制御棒 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

制御棒駆動機構 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

再循環系ポンプ停止によ

る原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系

ポンプトリップ機能） 

原子炉緊急停止系 

制御棒 

制御棒駆動系水圧制

御ユニット 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッ

チ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

低速度用電源装置遮断器手動スイ

ッチ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

ほう酸水注入 ほう酸水注入ポンプ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

自動減圧系の起動阻止ス

イッチによる原子炉出力

急上昇防止 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 46 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（3／58） 

45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

高圧代替注水系による原

子炉注水 

常設高圧代替注水系ポンプ 高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

高圧代替注水系タービン止め弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

原子炉隔離時冷却系によ

る原子炉注水 

原子炉隔離時冷却系ポンプ （原子炉隔離時冷却系）

高圧炉心スプレイ系 

（Ｓ） 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉注水 

高圧炉心スプレイ系ポンプ （高圧炉心スプレイ系）

原子炉隔離時冷却系 

（Ｓ） 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

ほう酸水注入系による原

子炉注水（ほう酸水注

入） 

ほう酸水注入ポンプ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

ほう酸水貯蔵タンク［水源］ 56条に記載（常設重大事故緩和設備） 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの圧力上昇抑制 

逃がし安全弁（安全弁機能） （逃がし安全弁） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（4／58） 

46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

逃がし安全弁 逃がし安全弁［操作対象弁］ （逃がし安全弁） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

自動減圧機能用アキュムレータ （アキュムレータ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

原子炉減圧の自動化 過渡時自動減圧機能 自動減圧系 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

可搬型代替直流電源設備

による逃がし安全弁機能

回復 

可搬型代替直流電源設備 57条に記載（可搬型重大事故防止設備） 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池による逃がし安全弁

機能回復 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ

系 

Ｓ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 ― 

非常用窒素供給系による

窒素確保 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ アキュムレータ Ｓ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

非常用逃がし安全弁駆動

系による原子炉減圧 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒

素ボンベ 

アキュムレータ Ｓ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

インターフェイスシステ

ムＬＯＣＡ隔離弁※１

高圧炉心スプレイ系注入弁 （高圧炉心スプレイ系

注入弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 （原子炉隔離時冷却系

原子炉注入弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

低圧炉心スプレイ系注入弁 （低圧炉心スプレイ系

注入弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系Ａ系注入弁 （残留熱除去系Ａ系注入

弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系Ｂ系注入弁 （残留熱除去系Ｂ系注入

弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系Ｃ系注入弁 （残留熱除去系Ｃ系注入

弁） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

※1 減圧を行う設備ではないが，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に現場で手動操作により隔離し，漏えい抑制のための減圧を不要とするための設備 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（5／58） 

47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水 

常設低圧代替注水系ポンプ 残留熱除去系（低圧注水系）

低圧炉心スプレイ系 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

低圧代替注水系（常設）

による残存溶融炉心の冷

却 

低圧代替注水系（常設） 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水に記載（常設重大事故緩和設備） 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉注水 

可搬型代替注水中型ポンプ 残留熱除去系（低圧注水系）

低圧炉心スプレイ系 

Ｓ 

Ｓ 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

代替淡水貯槽［水源］ 

低圧代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉心

の冷却 

低圧代替注水系（可搬型） 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水に記載（常設重大事故緩和設備，可搬型重大事故緩和

設備） 

代替循環冷却系による残

存溶融炉心の冷却 

代替循環冷却系ポンプ 50 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系熱交換器 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系（低圧注水

系）による原子炉注水 

残留熱除去系ポンプ （残留熱除去系（低圧注

水系）） 

低圧炉心スプレイ系 

（Ｓ） 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（6／58） 

47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

低圧炉心スプレイ系によ

る原子炉注水 

低圧炉心スプレイ系ポンプ （低圧炉心スプレイ系）

残留熱除去系（低圧注水系）

（Ｓ） 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）による原子

炉除熱 

残留熱除去系ポンプ （残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系）） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

原子炉圧力容器［水源］ その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

緊急用海水系 緊急用海水ポンプ 48条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

緊急用海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系 残留熱除去系海水系ポンプ 48条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系海水系ストレーナ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（7／58） 

47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

非常用取水設備 貯留堰 その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

取水構造物※１ その他設備に記載（常設重大事故防止設備） 

ＳＡ用海水ピット取水塔 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 

※1 取水路及び取水ピットの総称 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（8／58） 

48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

フィルタ装置 50条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

（代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）であり，耐震重要度分類はＳ） 第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

第二弁 

第二弁バイパス弁 

遠隔人力操作機構 

第二弁操作室遮蔽 

第二弁操作室空気ボンベユニット

（空気ボンベ） 

50条に記載（可搬型重大事故防止設備） 

第二弁操作室差圧計※１ 50条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

（代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）であり，耐震重要度分類はＳ） 圧力開放板 

窒素供給装置 50条に記載（可搬型重大事故防止設備） 

窒素供給装置用電源車 

フィルタ装置遮蔽 50条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

（代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）であり，耐震重要度分類はＳ） 配管遮蔽 

移送ポンプ 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（9／58） 

48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

（続き） 

可搬型代替注水中型ポンプ 56条に記載（可搬型重大事故防止設備） 

可搬型代替注水大型ポンプ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

代替淡水貯槽［水源］ 

耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系） 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

耐圧強化ベント系一次隔離弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

耐圧強化ベント系二次隔離弁 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

遠隔人力操作機構 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（10／58） 

48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）による原子

炉除熱 

残留熱除去系ポンプ 47 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉圧力容器［水源］ その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）

によるサプレッション・

プール水の除熱 

残留熱除去系ポンプ 49 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系熱交換器 

サプレッション・チェンバ［ 

水源］ 

56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内の除熱

残留熱除去系ポンプ 49 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

残留熱除去系熱交換器 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（11／58） 

48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

残留熱除去系海水系に

よる除熱 

残留熱除去系海水系ポンプ （残留熱除去系海水系） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系海水系ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

緊急用海水系による除熱 緊急用海水ポンプ 残留熱除去系海水系 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

緊急用海水系ストレーナ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

非常用取水設備 貯留堰 その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

取水構造物※１ その他設備に記載（常設重大事故防止設備） 

ＳＡ用海水ピット取水塔 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 

※1 取水路及び取水ピットの総称 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（12／58） 

49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）による原子

炉格納容器内の冷却 

常設低圧代替注水系ポンプ 残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系） 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）による原

子炉格納容器内の冷却 

可搬型代替注水中型ポンプ 残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系） 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

代替淡水貯槽［水源］ 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）による

格納容器内の除熱 

残留熱除去系ポンプ （残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

残留熱除去系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）

によるサプレッション・

プール水の除熱 

残留熱除去系ポンプ （残留熱除去系（サプレ

ッション・プール冷却

系）） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

残留熱除去系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（13／58） 

49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

緊急用海水系 緊急用海水ポンプ 48 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

緊急用海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系 残留熱除去系海水系ポンプ 48 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系海水系ストレーナ 

非常用取水設備 貯留堰 その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

取水構造物※１ その他設備に記載（常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

ＳＡ用海水ピット取水塔 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 

※1 取水路及び取水ピットの総称 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（14／58） 

50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系による原

子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

代替循環冷却系ポンプ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

残留熱除去系熱交換器 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系海水系ポンプ 48条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系海水系ストレーナ 

緊急用海水ポンプ 48条に記載（常設重大事故緩和設備） 

緊急用海水系ストレーナ 

貯留堰 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

取水構造物※１

ＳＡ用海水ピット取水塔 

※1 取水路及び取水ピットの総称
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（15／58） 

50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
155 分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系による原

子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

（続き） 

海水引込み管 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

フィルタ装置 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

第二弁 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

第二弁バイパス弁 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

遠隔人力操作機構 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

第二弁操作室遮蔽 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

第二弁操作室空気ボンベユニッ

ト（空気ボンベ） 

― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

第二弁操作室差圧計※１ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

圧力開放板 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

窒素供給装置 ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（16／58） 

50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

（続き） 

窒素供給装置用電源車 ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

フィルタ装置遮蔽 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備※１ ― 

配管遮蔽 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備※１ ― 

移送ポンプ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

可搬型代替注水中型ポンプ 56 条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

可搬型代替注水大型ポンプ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

代替淡水貯槽［水源］ 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（17／58） 

51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器下部注水系（常

設）によるペデスタル

（ドライウェル部）への

注水 

常設低圧代替注水系ポンプ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

コリウムシールド 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

格納容器下部注水系（可

搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への

注水 

可搬型代替注水中型ポンプ ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

コリウムシールド 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

代替淡水貯槽［水源］ 

溶融炉心の落下遅延及び

防止 

常設高圧代替注水系ポンプ 45 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

ほう酸水注入ポンプ 45 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

ほう酸水貯蔵タンク［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（18／58） 

51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

溶融炉心の落下遅延及び

防止 

（続き） 

常設低圧代替注水系ポンプ 47 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

可搬型代替注水中型ポンプ 47 条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

可搬型代替注水大型ポンプ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 
代替淡水貯槽［水源］ 

代替循環冷却系ポンプ 50 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系熱交換器 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

56 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

緊急用海水ポンプ 48 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

緊急用海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ポンプ 48 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

残留熱除去系海水系ストレーナ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（19／58） 

51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

溶融炉心の落下遅延及び

防止 

（続き） 

貯留堰 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

取水構造物※１

ＳＡ用海水ピット取水塔 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 

※1 取水路及び取水ピットの総称 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（20／58） 

52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

不活性ガス系による原子

炉格納容器内の不活性化

（不活性ガス系）  ― ― 常設 （設計基準対象施設） ― 

可搬型窒素供給装置によ

る原子炉格納容器内の不

活性化 

窒素供給装置 ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

窒素供給装置用電源車 ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

格納容器内水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器内酸素

濃度（ＳＡ）による原子

炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度監視 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）※１ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（21／58） 

52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の水素及び酸素の排出 

フィルタ装置 50条に記載（常設重大事故緩和設備） 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

第二弁 

第二弁バイパス弁 

遠隔人力操作機構 

第二弁操作室遮蔽 

第二弁操作室空気ボンベユニット

（空気ボンベ） 

50条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

第二弁操作室差圧計※１ 50条に記載（常設重大事故緩和設備） 

圧力開放板 50条に記載（常設重大事故緩和設備） 

窒素供給装置 50条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

窒素供給装置用電源車 

フィルタ装置遮蔽 50条に記載（常設重大事故緩和設備） 

配管遮蔽 

移送ポンプ 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（22／58） 

52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器内

の水素及び酸素の排出 

（続き） 

可搬型代替注水中型ポンプ 56条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

可搬型代替注水大型ポンプ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56条に記載（常設重大事故緩和設備） 

代替淡水貯槽［水源］ 

フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）※１

58 条に記載（常設重大事故緩和設備） 

フィルタ装置入口水素濃度※１

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（23／58） 

53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉建屋ガス処理系に

よる水素排出 

非常用ガス処理系排風機 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

非常用ガス処理系フィルタトレイ

ン 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

非常用ガス再循環系排風機 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

非常用ガス再循環系フィルタトレ

イン 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

静的触媒式水素再結合器

による水素濃度抑制 

静的触媒式水素再結合器 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

静的触媒式水素再結合器動作監視

装置 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉建屋原子炉棟 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

原子炉建屋内の水素濃度

監視 

原子炉建屋水素濃度※１ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（24／58） 

54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料

プール注水系（注水ライ

ン）を使用した使用済燃

料プール注水 

可搬型代替注水中型ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却及

び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

Ｓ 

Ｂ 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 ＳＡ－３ 

西側淡水貯水設備［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

代替淡水貯槽［水源］ 

常設低圧代替注水系ポン

プによる代替燃料プール

注水系（注水ライン）を

使用した使用済燃料プー

ル注水 

常設低圧代替注水系ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却及

び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

Ｓ 

Ｂ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

常設低圧代替注水系ポン

プによる代替燃料プール

注水系（常設スプレイヘ

ッダ）を使用した使用済

燃料プール注水及びスプ

レイ 

常設低圧代替注水系ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却及

び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

― 

Ｓ 

Ｂ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

常設スプレイヘッダ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール

注水系（常設スプレイヘ

ッダ）を使用した使用済

燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型代替注水大型ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却及

び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

― 

Ｓ 

Ｂ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

常設スプレイヘッダ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 



4
3
条
－
4
9

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（25／58） 

54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイ

ノズル）を使用した使用

済燃料プール注水及びス

プレイ 

可搬型代替注水大型ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却及

び補給） 

燃料プール冷却浄化系

― 

Ｓ 

Ｂ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

可搬型スプレイノズル 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

代替淡水貯槽［水源］ 56 条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※ 水源としては海も使用可能 

大気への放射性物質の拡

散抑制 

※ 水源は海を使用 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用） 

55 条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

放水砲 

代替燃料プール冷却系に

よる使用済燃料プール冷

却 

代替燃料プール冷却系ポンプ 残留熱除去系（使用済

燃料プール水の冷却）

燃料プール冷却浄化系

Ｓ 

Ｂ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

代替燃料プール冷却系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ＳＡ－２ 

緊急用海水ポンプ 48条に記載（常設耐震重要重大事故防止設備） 

緊急用海水系ストレーナ 

ＳＡ用海水ピット取水塔 その他設備に記載（常設重大事故防止設備） 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

緊急用海水取水管 

緊急用海水ポンプピット 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（26／58） 

54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

使用済燃料プールの監視 使用済燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ広域）※１

使用済燃料プール水位

燃料プール冷却浄化系

ポンプ入口温度 

使用済燃料プール温度

燃料取替フロア燃料プ

ールエリア放射線モニ

タ 

原子炉建屋換気系燃料

取替床排気ダクト放射

線モニタ 

原子炉建屋換気系排気

ダクト放射線モニタ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）※１ 常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）※１

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プール監視カメラ（使

用済燃料プール監視カメラ用空冷

装置を含む）※１

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（27／58） 

55 条 工場外への放射線物質の拡散を抑制するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

大気への放射性物質の拡

散抑制 

※ 水源は海を使用 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用） 

― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

放水砲 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

ＳＡ用海水ピット取水塔 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

海洋への放射性物質の拡

散抑制 

汚濁防止膜 ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

航空機燃料火災への泡消

火 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用） 

― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

放水砲 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

泡混合器 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

ＳＡ用海水ピット取水塔 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（28／58） 

56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

重大事故等収束のための

水源 

※ 水源としては海も使

用可能 

西側淡水貯水設備［水源］ （サプレッション・チ

ェンバ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

代替淡水貯槽［水源］ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

サプレッション・チェンバ［水

源］ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

多目的タンク，原水タンク，ろ過

水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク 

常設 ―（代替淡水源）※１ ― 

ほう酸水貯蔵タンク［水源］ 常設 常設重大事故緩和設備 ＳＡ－２ 

水の供給 可搬型代替注水中型ポンプ （サプレッション・チ

ェンバ） 

― 

（Ｓ） 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

ＳＡ用海水ピット取水塔 その他設備に記載（常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

海水引込み管 

ＳＡ用海水ピット 

貯留堰 その他設備に記載（常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

取水構造物※２ その他設備に記載（常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※1 重大事故等対処設備ではなく代替淡水源（措置）であるが，本条文において必要なため記載 

※2 取水路及び取水ピットの総称  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（29／58） 

57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

常設代替交流電源設備に

よる給電 

常設代替高圧電源装置 ２Ｃ・２Ｄ非常用 

ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機 

― 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（軽油貯蔵タンク） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（常設代替高圧電源

装置燃料移送ポンプ） 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

可搬型代替交流電源設備

による給電 

可搬型代替低圧電源車 ２Ｃ・２Ｄ非常用 

ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機 

― 

Ｓ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（可搬型設備用軽油

タンク） 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（タンクローリ） 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

所内常設直流電源設備に

よる給電 

125V 系蓄電池Ａ系 ２Ｃ・２Ｄ非常用 

ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機 

― 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

125V 系蓄電池Ｂ系 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

可搬型代替直流電源設備

による給電 

可搬型代替低圧電源車 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ

系・ＨＰＣＳ系 

― 

Ｓ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

可搬型整流器 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（可搬型設備用軽油

タンク） 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

燃料給油設備（タンクローリ） 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（30／58） 

57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

代替所内電気設備による

給電 

緊急用Ｍ／Ｃ 非常用所内電気設備 

― 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用Ｐ／Ｃ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用ＭＣＣ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用電源切替盤 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用直流 125V 主母線盤 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用 125V 系蓄電池 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ

系・ＨＰＣＳ系 

― 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

非常用交流電源設備 ２Ｃ非常用ディーゼル発電機 （２Ｃ非常用ディーゼ

ル発電機） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機 （２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（31／58） 

57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

非常用交流電源設備 

（続き） 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料

油デイタンク 

（２Ｃ非常用ディーゼ

ル発電機燃料油デイタ

ンク） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料

油デイタンク 

（２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機燃料油デイタ

ンク） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料油デイタンク 

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料

油デイタンク） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海

水ポンプ 

（２Ｃ非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポン

プ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海

水ポンプ 

（２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポン

プ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ポンプ 

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海

水ポンプ） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（32／58） 

57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

非常用交流電源設備 

（続き） 

軽油貯蔵タンク （軽油貯蔵タンク） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ 

（２Ｃ非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送ポン

プ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ 

（２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送ポン

プ） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプ 

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

非常用直流電源設備 125V 系蓄電池Ａ系 （125V 系蓄電池Ａ系）

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

125V 系蓄電池Ｂ系 （125V 系蓄電池Ｂ系）

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系 （125V 系蓄電池ＨＰＣ

Ｓ系） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系 （中性子モニタ用蓄電

池Ａ系） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

中性子モニタ用蓄電池Ｂ系 （中性子モニタ用蓄電

池Ｂ系） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（33／58） 

57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

燃料給油設備による給油 可搬型設備用軽油タンク※１ （軽油貯蔵タンク），２

Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポ

ンプ，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ 

― 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

タンクローリ※１ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

ＳＡ－３ 

軽油貯蔵タンク 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポ

ンプ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※１ ホイールローダ，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び窒素供給装置用電源車にも燃料を給油
する設備として使用する。  



4
3
条
－
5
8

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（34／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉圧力容器内の

温度 

原子炉圧力容器温度 主要パラメータの他チャンネル

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

残留熱除去系熱交換器入口温度

― 

Ｓ 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

Ｃ 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 主要パラメータの他チャンネル

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉圧力容器温度 

Ｓ 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

原子炉圧力（ＳＡ） 主要パラメータの他チャンネル

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉圧力容器温度 

― 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（35／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

高圧代替注水系系統流量 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン狭帯域用） 

代替循環冷却系原子炉注水流量

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心スプレイ系系統流量 

残留熱除去系系統流量 

低圧炉心スプレイ系系統流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力

Ｓ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ



4
3
条
－
6
0

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（36／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス

原子炉圧力容器内の

水位 

（続き） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧代替注水系系統流量 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン狭帯域用） 

代替循環冷却系原子炉注水流量

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心スプレイ系系統流量 

残留熱除去系系統流量 

低圧炉心スプレイ系系統流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ



4
3
条
－
6
1

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（37／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス

原子炉圧力容器への
注水量 

高圧代替注水系系統流量 サプレッション・プール水位

原子炉水位（広帯域）

原子炉水位（燃料域）

原子炉水位（ＳＡ広帯域）

原子炉水位（ＳＡ燃料域）

常設高圧代替注水系ポンプ吐出

圧力 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

低圧代替注水系原子炉注水流

量（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流

量（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系原子炉注水流

量（可搬ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流

量（可搬ライン狭帯域用） 

代替淡水貯槽水位 

西側淡水貯水設備水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

代替循環冷却系原子炉注水流

量 

サプレッション・プール水位

原子炉水位（広帯域）

原子炉水位（燃料域）

原子炉水位（ＳＡ広帯域）

原子炉水位（ＳＡ燃料域）

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉隔離時冷却系系統流量 サプレッション・プール水位

原子炉水位（広帯域）

原子炉水位（燃料域）

原子炉水位（ＳＡ広帯域）

原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出

圧力 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

Ｃ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ



4
3
条
－
6
2

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（38／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉圧力容器への
注水量 
（続き） 

高圧炉心スプレイ系系統流量 サプレッション・プール水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

Ｃ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

残留熱除去系系統流量 サプレッション・プール水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

Ｃ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

低圧炉心スプレイ系系統流量 サプレッション・プール水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 
Ｃ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

原子炉格納容器への
注水量 

低圧代替注水系格納容器スプ

レイ流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系格納容器スプ

レイ流量（可搬ライン用） 

代替淡水貯槽水位 

西側淡水貯水設備水位 

サプレッション・プール水位 

― 
― 
― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

代替循環冷却系格納容器スプ

レイ流量 

代替循環冷却系原子炉注水流量

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

― 
― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

低圧代替注水系格納容器下部

注水流量 

代替淡水貯槽水位 

西側淡水貯水設備水位 

格納容器下部水位 

― 
― 
― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ  



4
3
条
－
6
3

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（39／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 主要パラメータの他チャンネル

ドライウェル圧力 

サプレッション・チェンバ圧力

― 
― 
― 

常設 常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

― 

サプレッション・チェンバ雰
囲気温度 

主要パラメータの他チャンネル

サプレッション・プール水温度

サプレッション・チェンバ圧力

― 
― 
― 

常設 常設重大事故防止設備 
常設重大事故緩和設備 

― 

サプレッション・プール水温
度 

主要パラメータの他チャンネル

サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

― 
― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

格納容器下部水温 主要パラメータの他チャンネル ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉格納容器内の
圧力 

ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力

ドライウェル雰囲気温度 

― 
― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

サプレッション・チェンバ圧
力 

ドライウェル圧力 

サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

― 
― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ



4
3
条
－
6
4

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（40／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・プール水位 低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系格納容器スプレ

イ流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系格納容器スプレ

イ流量（可搬ライン用） 

低圧代替注水系格納容器下部注

水流量 

代替淡水貯槽水位 

西側淡水貯水設備水位 

ドライウェル圧力 

サプレッション・チェンバ圧力

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

格納容器下部水位 主要パラメータの他チャンネル

低圧代替注水系格納容器下部注

水流量 

代替淡水貯槽水位 

西側淡水貯水設備水位 

― 
― 

― 
― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度（ＳＡ） 主要パラメータの他チャンネル ― 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ  



4
3
条
－
6
5

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（41／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｄ／Ｗ） 

主要パラメータの他チャンネル

格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｓ／Ｃ） 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｓ／Ｃ） 

主要パラメータの他チャンネル

格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｄ／Ｗ） 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

未臨界の維持又は監

視 

起動領域計装 主要パラメータの他チャンネル

平均出力領域計装 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

平均出力領域計装 主要パラメータの他チャンネル

起動領域計装 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

最終ヒートシンクの

確保（代替循環冷却

系） 

サプレッション・プール水温

度 

主要パラメータの他チャンネル

サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

― 

― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

代替循環冷却系ポンプ入口温

度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

代替循環冷却系原子炉注水流
量 

サプレッション・プール水位 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 
原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

代替循環冷却系格納容器スプレ
イ流量 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
原子炉圧力容器温度 

― 
Ｓ 
Ｓ 
― 
― 
― 

― 
― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

代替循環冷却系格納容器スプ
レイ流量 

代替循環冷却系原子炉注水流量
代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
サプレッション・プール水温度
ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ雰囲
気温度 

― 
― 
― 
― 
― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ   
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（42／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

最終ヒートシンクの

確保（格納容器圧力

逃がし装置） 

フィルタ装置水位 主要パラメータの他チャンネル ― 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

フィルタ装置圧力 ドライウェル圧力 

サプレッション・チェンバ圧力

フィルタ装置スクラビング水温

度 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

フィルタ装置スクラビング水

温度 

フィルタ装置圧力 ― 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

フィルタ装置出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ） 

主要パラメータ（フィルタ装置

出口放射線モニタ（高レン

ジ））の他チャンネル 

― 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

フィルタ装置入口水素濃度 主要パラメータの他チャンネル

格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

最終ヒートシンクの

確保（耐圧強化ベン

ト系） 

耐圧強化ベント系放射線モニ

タ 

主要パラメータの他チャンネル ― 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

最終ヒートシンクの

確保（残留熱除去

系） 

残留熱除去系熱交換器入口温

度 

原子炉圧力容器温度 

サプレッション・プール水温度

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

残留熱除去系熱交換器出口温

度 

残留熱除去系熱交換器入口温度

残留熱除去系海水系系統流量 

緊急用海水系流量（残留熱除去

系熱交換器） 

緊急用海水系流量（残留熱除去

系補機） 

Ｃ 

Ｃ 

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

残留熱除去系系統流量 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 Ｃ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（43／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

格納容器バイパスの

監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

Ｓ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

Ｓ 

Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

原子炉圧力 主要パラメータの他チャンネル

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉圧力容器温度 

Ｓ 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

原子炉圧力（ＳＡ） 主要パラメータの他チャンネル

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉圧力容器温度 

― 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

格納容器バイパスの

監視（原子炉格納容

器内の状態） 

ドライウェル雰囲気温度 主要パラメータの他チャンネル

ドライウェル圧力 

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 ― 

ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力

ドライウェル雰囲気温度 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 



4
3
条
－
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8

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（44／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス

格納容器バイパスの

監視（原子炉建屋内

の状態） 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐

出圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐

出圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐

出圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

Ｓ 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

水源の確保 サプレッション・プール水位 高圧代替注水系系統流量 

代替循環冷却系原子炉注水流量

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心スプレイ系系統流量 

残留熱除去系系統流量 

低圧炉心スプレイ系系統流量 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出

圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出

圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ
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9

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（45／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

水源の確保 

（続き） 

代替淡水貯槽水位 低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（可搬ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系格納容器スプレイ

流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系格納容器スプレイ

流量（可搬ライン用） 

低圧代替注水系格納容器下部注水

流量 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

サプレッション・プール水位 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧

力 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ  



4
3
条
－
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（46／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

水源の確保 

（続き） 

西側淡水貯水設備水位 低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量

（常設ライン狭帯域用） 

低圧代替注水系格納容器スプレイ

流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系格納容器下部注水

流量 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

サプレッション・プール水位 

― 

― 

― 

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

原子炉建屋内の水素

濃度 

原子炉建屋水素濃度 主要パラメータの他チャンネル

静的触媒式水素再結合器動作監視

装置 

― 

― 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 主要パラメータの他チャンネル

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ

／Ｗ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ

／Ｃ） 

ドライウェル圧力 

サプレッション・チェンバ圧力

― 

Ｓ 

Ｓ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 



4
3
条
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（47／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

使用済燃料プールの

監視 

使用済燃料プール水位・温度

（ＳＡ広域） 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）

使用済燃料プール監視カメラ 

― 

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ） 

使用済燃料プール水位・温度 

（ＳＡ広域） 

使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）

使用済燃料プール監視カメラ 

Ｃ 

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

使用済燃料プール水位・温度 

（ＳＡ広域） 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

使用済燃料プール監視カメラ 

Ｃ 

― 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

使用済燃料プール監視カメラ

（使用済燃料プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む） 

使用済燃料プール水位・温度 

（ＳＡ広域） 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）

Ｃ 

― 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ  



4
3
条
－
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（48／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※２

設備 

種別 
設備分類 

設備※１ 耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

発電所内の通信連絡 安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 

（安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）） 
（Ｃ） 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

温度，圧力，水位，

注水量の計測・監視

可搬型計測器（原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注

水量）計測用） 

各計器 Ｓ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

圧力，水位，注水量

の計測・監視 

可搬型計測器（原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）

計測用） 

各計器 Ｓ 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 
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条
－
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（49／58） 

58 条 計装設備 

系統機能 設備※１

代替する機能を有する 
設計基準対象施設 

設備 
種別 

設備分類 

設備 
耐震重要 
度分類 

常設 
可搬型

分類 
機器 

クラス 

その他※２ 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 （Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 （Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 （Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 （Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
― 

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 （Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧 Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 
Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

Ｓ 
Ｓ 
Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用Ｐ／Ｃ電圧 Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 
Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

Ｓ 
Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

直流 125V 主母線盤２Ａ電圧 （直流 125V 主母線盤２Ａ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧 （直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 （直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
直流±24V中性子モニタ用分電盤
２Ａ電圧 

（直流±24V中性子モニタ用分電盤
２Ａ電圧） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

直流±24V中性子モニタ用分電盤
２Ｂ電圧 

（直流±24V中性子モニタ用分電盤
２Ｂ電圧） 

（Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

緊急用直流125V主母線盤電圧 直流125V主母線盤２Ａ電圧 
直流125V主母線盤２Ｂ電圧 

直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

Ｓ 
Ｓ 
Ｓ 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故緩和設備 

― 

非常用窒素供給系供給圧力 （非常用窒素供給系供給圧力） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 
非常用窒素供給系高圧窒素ボ
ンベ圧力 

非常用窒素供給系供給圧力 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

非常用逃がし安全弁駆動系供
給圧力 

非常用窒素供給系供給圧力 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

非常用逃がし安全弁駆動系高
圧窒素ボンベ圧力 

非常用窒素供給系供給圧力 Ｓ 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 ― 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 
※2 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ   
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（50／58） 

59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

中央制御室換気系による

居住性の確保 

中央制御室 （中央制御室） （Ｓ） 常設 （重大事故等対処施設） ― 

中央制御室遮蔽 （中央制御室遮蔽） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備※１

― 

中央制御室換気系空気調和機ファ

ン 

（中央制御室換気系） （Ｓ） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備※１

― 

中央制御室換気系フィルタ系ファ

ン 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備※１

― 

中央制御室換気系フィルタユニッ

ト 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備※１

― 

原子炉建屋ガス処理系に

よる居住性の確保 

非常用ガス再循環系排風機 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

非常用ガス処理系排風機 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

原子炉建屋原子炉棟 その他設備に記載（常設重大事故緩和設備） 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（51／58） 

59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

原子炉建屋外側ブローア

ウトパネルの閉止による

居住性の確保 

ブローアウトパネル閉止装置 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

ブローアウトパネル閉止装置開閉

状態表示 

常設 常設重大事故緩和設備 ― 

ブローアウトパネル開閉状態表示 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

中央制御室待避室による

居住性の確保 

中央制御室待避室 ― ― 常設 （重大事故等対処施設） ― 

中央制御室待避室遮蔽 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

中央制御室待避室空気ボンベユニ

ット（空気ボンベ） 

― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

中央制御室待避室差圧計※１ ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

衛星電話設備（可搬型）（待避

室） 

― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

データ表示装置（待避室） ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

可搬型照明（ＳＡ）によ

る居住性の確保 

可搬型照明（ＳＡ） 中央制御室照明 ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（52／58） 

59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計による居住性の

確保 

酸素濃度計※１ ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

二酸化炭素濃度計※１ ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

チェンジングエリアの設

置及び運用による汚染の

持ち込みの防止 

可搬型照明（ＳＡ） ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（53／58） 

60 条 監視測定設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

放射線量の代替測定 可搬型モニタリング・ポスト モニタリング・ポスト Ｃ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

放射能観測車の代替測定 可搬型ダスト・よう素サンプラ※１ 放射能観測車 ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

ＮａＩシンチレーションサーベ

イ・メータ※１

可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

β線サーベイ・メータ※１ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

ＺｎＳシンチレーションサーベ

イ・メータ※１

可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

気象観測設備の代替測定 可搬型気象観測設備 気象観測設備 Ｃ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

放射線量の測定 可搬型モニタリング・ポスト ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

電離箱サーベイ・メータ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

小型船舶 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（54／58） 

60 条 監視測定設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

放射性物質濃度（空気

中・水中・土壌中）及

び海上モニタリング 

可搬型ダスト・よう素サンプラ※１ ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

ＮａＩシンチレーションサーベ

イ・メータ※１

可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

β線サーベイ・メータ※１ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

ＺｎＳシンチレーションサーベ

イ・メータ※１

可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

小型船舶 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（55／58） 

61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

緊急時対策所非常用換気

設備及び緊急時対策所加

圧設備による放射線防護

緊急時対策所 ― ― 常設 （重大事故等対処施設） ― 

緊急時対策所遮蔽 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

緊急時対策所非常用送風機 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

緊急時対策所非常用フィルタ装置 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

緊急時対策所加圧設備 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ＳＡ－３ 

緊急時対策所用差圧計 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

緊急時対策所内の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の

測定 

酸素濃度計※１ ― ― 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

二酸化炭素濃度計※１ 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

放射線量の測定 緊急時対策所エリアモニタ ― ― 可搬型 可搬型重大事故緩和設備 ― 

可搬型モニタリング・ポスト 60 条に記載（可搬型重大事故緩和設備） 

必要な情報の把握 安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ） 

62 条に記載（常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備） 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（56／58） 

61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

通信連絡 無線連絡設備（携帯型） 62 条に記載（可搬型重大事故防止設備，可搬型重大事故緩和設備） 

衛星電話設備（固定型） 62 条に記載（常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備）） 

衛星電話設備（携帯型） 62 条に記載（可搬型重大事故防止設備，可搬型重大事故緩和設備，可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）） 

携行型有線通話装置 62 条に記載（可搬型重大事故防止設備，可搬型重大事故緩和設備） 

統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡ

Ｘ） 

62 条に記載（常設重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）） 

緊急時対策所用代替電源

設備による給電 

緊急時対策所用発電機 常用電源設備 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ 常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電圧計 常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 
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1

第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（57／58） 

62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

発電所内の通信連絡 携行型有線通話装置 送受話器（ページン

グ），電力保安通信用

電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ） 

― 

Ｃ 

― 

可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

無線連絡設備（携帯型） 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

衛星電話設備（固定型） 常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

衛星電話設備（携帯型） 可搬型 可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 

― 

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ） 

（安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤ

Ｓ）） 

― 

（Ｃ） 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

発電所外（社内外）の通

信連絡 

衛星電話設備（固定型） ― ― 常設 常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

衛星電話設備（携帯型） 可搬型 可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－Ｆ

ＡＸ） 

常設 常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 

データ伝送設備 常設 常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備）

― 
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第 1.1.7－1 表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（58／58） 

その他の設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要 

度分類 

常設 

可搬型
分類 

機器 

クラス 

重大事故等時に対処する

ための流路，注水先，注

入先，排出元等 

原子炉圧力容器 （原子炉圧力容器） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

原子炉格納容器 （原子炉格納容器） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

使用済燃料プール （使用済燃料プール）

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

ＳＡ－２ 

原子炉建屋原子炉棟 ― ― 常設 常設重大事故緩和設備 ― 

非常用取水設備 貯留堰 （貯留堰） 

― 

（Ｓ） 

― 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 

― 

取水構造物※１ （取水路，取水ピット）

― 

（Ｃ） 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

ＳＡ用海水ピット取水塔 取水路，取水ピット 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

海水引込み管 取水路，取水ピット 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

ＳＡ用海水ピット 取水路，取水ピット 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用海水取水管 取水路，取水ピット 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

緊急用海水ポンプピット 取水路，取水ピット 

― 

Ｃ 

― 

常設 常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 

― 

※1 取水路及び取水ピットの総称 



43 条－83 

本部 作業班 

組織 構成 主な任務  組織 構成 主な任務 

本部長 
○原子力防災管

理者（所長） 

・災害対策活動の統括 

・方針の決定 
情報班 ○運営管理室 

・災害に関する情報収集 

・本店災害対策本部との連絡 

調整 

本部長代理 
○副原子力防災

管理者 
・本部長の補佐 広報班 

○総務室 

○所員 
・報道機関との対応 

原子炉主任  

技術者 

○発電用原子炉

主任技術者 

・本部長への意見具申 

・各班長への助言又は協力 
庶務班 

○総務室 

○所員 

・要員，資機材等の調達，輸送 

・所内警備 

・消火活動 

核物質防護  

管理者 

○法律に基づき 

選任し，国へ 

届け出た者 

・核物質防護に関する業務の

統一的な管理 
保健安全班 

○総務室 

○所員 
・医療（救護）に関する措置 

本部員 

○各室長 

（一部マネージ

ャー） 

・本部長への意見具申 

・各班長への助言又は協力 
技術班 ○安全管理室 

・事故状況の把握，評価及び運 

転班への助言 

・事故拡大防止対策の検討 

本部補助員 
○本部長が指名

する者 
・本部員の補助 放射線管理班 ○安全管理室 

・発電所内外の放射線，放射

能の測定 

運転班 ○発電室 

・発電部門の技術的助言 

・発電用原子炉及び附属施設 

 の保安維持 

保修班 ○保修室 
・保修部門（制御，電気，機械） 

 の技術的助言 

第 1.1－1 図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図
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第 1.1.7－1 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 1） 
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第 1.1.7－2 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 2） 
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第 1.1.7－3 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 3） 
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第 1.1.7－4 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 4） 



4
3
条
－
8
8

第 1.1.7－5 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 5） 
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第 1.1.7－6 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 6） 
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第 1.1.7－7 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 7） 
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第 1.1.7－8 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 8） 
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第 1.1.7－9 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所（その 9）
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2.3 重大事故等対処設備の基本設計方針 

2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等【43条1－五，43条2－二，三，43

条3－三，五，七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない 

 五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬

型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するもの

にあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電

用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下

「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでな

い。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置

を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続すること
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ができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基

準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程

第37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の

原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想

定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内にお

ける想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

３ 第1項第5号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでな

く、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含む。 

４ 第2項第3号及び第3項第7号に規定する「適切な措置を講じたもの」と

は、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性を考慮したものをいう。 

６ 第3項第3号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場合は、そ

れぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能性がある場合は、合計の
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容量）を確保することができるように接続口を設けること。 

７ 第3項第5号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意に

よる大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から100m以上離

隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大

型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。 

(1) 多様性，位置的分散

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，火災及びサ

ポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の

観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する

津波」という。）を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。 

 自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性
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を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについ

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機

落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を

考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象

として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等

対処設備に対する共通要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重

大事故等対処設備による対策を講じることとする。 

 主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属

棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場，格納容器圧力逃がし

装置格納槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，常

設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部），常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（トンネル部），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバー

ト部），格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，常設低圧代替注水系

配管カルバート，緊急用海水系配管カルバート（以下「建屋等」という。）

については，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及び外部

からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 



2.3－5 

 重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多

様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適

切な措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備のうち，

計装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャ

ンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物

理量又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な限り多

様性を有する方法により計測できる設計とする。重要代替監視パラメー

タは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，常設重大事故防止

設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条

件における健全性については，「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風

（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに

電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

 常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係

る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，

「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等

対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 
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    溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることで，

想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことのない設計とする。 

    地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対して

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損な

うおそれがないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

    風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設

備等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対処設備等と位

置的分散を図り，屋外に設置する。 

    落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護する設

計とする。 

    生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防

止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事象のうちクラゲ等の

海生生物からの影響を受けるおそれのある常設重大事故防止設備は，侵

入防止対策により重大事故等に対処するための必要な機能が損なわれる

おそれのない設計とする。 

    高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）は，

高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

    飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図り設置する。 
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 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

 常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な

限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，

油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等

と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同じ場合

は別の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設備は設計基

準事故対処設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事

故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管する設計とする。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬型重大事故等

対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並び

に電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮
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し機能が損なわれない設計とする。 

    地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発電用

原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上に設置

する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しな

いことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震

により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈

下，傾斜及び浮き上がり,地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等

の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

    地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重大事

故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 

重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3 基準津波を超え敷地に

遡上する津波に対する耐津波設計」にて考慮された設計とする。 

    火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 重大事故等対

処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護を行う。 

    地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対して

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事

故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り

複数箇所に分散して保管する設計とする。 

    風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか，又は設計基準事故対

処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそ

れがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故
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等対処設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保

管する設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。 

    高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受けない敷

地高さに保管する。 

    飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

    屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋，常設代替

高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容器圧力逃がし

装置格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプエリアから 100m 以

上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対

処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

    なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩壊については，立

地的要因により設計上考慮する必要はない。 

    サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，

油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる設計と

するか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。ま

た，水源についても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

  ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 
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 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備

と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができなくな

ることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。なお,洪水及びダムの崩壊については,立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に

発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等内及び建屋等壁面の

適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環

境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並び

に電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設

計とする。 

 地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係

る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面に複数箇

所設置する。 

 地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対しては，

「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処

施設の耐津波設計」,「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対

する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関す

る基本方針」に基づく設計とする。 

 溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置

に設置する。 

 風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び故意によ
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る大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接続口は，建屋等内及

び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設置する。 

    生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置する場合

は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれのない設計とする。 

    高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置する。 

    また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それ

ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。同時

に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，

それぞれの系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。 

 (2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号） 

   重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含む。）内

の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事

故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

   他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の

系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部

発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

   系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって

設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離

された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統

構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として
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使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使用を想定

する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

   内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高い流体を

内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機

器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発生源と

なることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する東

海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，

共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するため

に必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共用す

ることにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 
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2.3.2 容量等【43条2－一，43条3－一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬

型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するもの

にあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電

用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下

「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程

第37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の

原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想

定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内にお

ける想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

５ 第3項第1号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、次によるこ
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と。 

 (a) 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注

水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）にあ

っては、必要な容量を賄うことができる可搬型重大事故等対処設備を1

基あたり2セット以上を持つこと。 

   これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを工場等全体で確保すること。 

 (b) 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負

荷に直接接続するものにあっては、1負荷当たり1セットに、工場等全体

で故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップ

を加えた容量を持つこと。 

 (c) 「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故等におい

て、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効に必要な機能を

果たすことができる容量をいう。 

 (1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

   常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を

果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束

は，これらの系統の組合せにより達成する。 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電

機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用

するものについては，設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に

応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上で，設計基
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準対象施設としての容量等と同仕様の設計とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用

するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必要がある

ものについては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的に応じて

必要となる容量等を有する設計とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として

設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必

要な容量等を有する設計とする。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号）

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設

計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄電池容量，

ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

 可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等を有す

る設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保

有数を確保することにより，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量

等を有する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで，設置の

効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複

数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等を有する設備を 1 基当

たり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外
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時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

 また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する高圧窒素

ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型蓄電池等は，必要と

なる容量等を有する設備を１基当たり 1 セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で

予備を確保する。 

 上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設

備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保す

る。 
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2.3.3 環境条件等【43条1－一，六，43条3－四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重そ

の他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよ

う、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程

第37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の

原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想

定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内にお

ける想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

 (1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号） 
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 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度（環境温

度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使用条件として環境圧

力，湿度による影響，重大事故等時に海水を通水する系統への影響，自然

現象による影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるものの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。 

 荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加え

て，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，津波に

加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮

する。 

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺で

の発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響を選定す

る。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の天候による影

響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する
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津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

 これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環境圧力，

湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故等時の放射線による影

響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する

場所に応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計

とする。 

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等時に

おける原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。また，地震に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。操作は，中央制御室

から可能な設計とする。 

 原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮する。また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制

御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建屋内，常設

代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力逃がし装置格納槽内，

常設低圧代替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピット内及び立坑内の重

大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を

考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設

備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異なる

区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対処設備

は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作
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は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

   また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び火山の影

響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台

風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷重を考慮すること又は位置的

分散を考慮した設置若しくは保管により，機能を損なわない設計とする。

また，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当該設備の落下

防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。 

   海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する，海に設

置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する

設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物については，腐食を

考慮した設計とする。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海

水の影響を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水す

る可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海水通

水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。また，海から

直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

   発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものの選定

に当たっては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発

生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物

（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船

舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での

発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として選定する電磁的障害に対しては，重大事故等対処設備
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は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

   重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している自主対策

設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損なわない設計とする。

周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響を

考慮する。 

   溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水により機能を

損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止水対策等を実施す

る。 

   地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故等対処施

設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による荷重を含

む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」

に，火災防護については，「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関す

る基本方針」に示す。 

 (2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第六号） 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内で

ある中央制御室から操作可能な設計とする。 

 (3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 第四号） 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，放射線量の高く
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なるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 



2.3－23 

2.3.4操作性及び試験・検査性【43条1－二，三，四，43条3－二，六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次

に掲げるものでなければならない。 

 二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対

処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の

道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程
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第37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の

原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想

定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内にお

ける想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

２ 第1項第3号の適用に当たっては、第12条第4項の解釈に準ずるものとす

る。 

(1) 操作性の確保

ａ．操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号） 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条件を考慮し，

操作が可能な設計とする。 

 操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作

業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車

両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウ

トリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，

電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止

を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 
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    現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設

計とする。 

    また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。 

    想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動

的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

  ｂ．系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

    重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事故等

に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに

切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

  ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十三条 第３

項 第二号） 

    可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより

簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，大

口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧

環境においてはより簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ボンベ，

空気ボンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一することにより，複数

の系統での接続方式の統一も考慮する。 
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ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３項 第六号） 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

 屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセスルート

は，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地に

遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも１つ確保する。 

 屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網羅的に

抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生

実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生

物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋

外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高

潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺におい

て想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するため
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に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これら

の事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定

する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有

毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

 電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることはないことか

らアクセスルートへの影響はない。 

 屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風

（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複

数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを 1 セット

2 台使用する。ホイールロ一ダの保有数は，1 セット 2 台，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 3 台の合計 5 台を分

散して保管する設計とする。 

 また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上

への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセス
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ルートを確保する設計とする。 

    津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高さに対して

十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確保する設計とする。 

    また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さにアクセス

ルートを確保する設計とする。 

    凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスル

ートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面が直接影響を受け

ることはないため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能な

ため，アクセスルートへの影響はない。 

    屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイール

ローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行うことで，通行性を

確保できる設計とする。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定され

る箇所においては，段差緩和対策等を行う設計とする。 

    屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対

して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン

等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。なお，地震に

よる薬品タンクからの漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着

用により通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類十 

5.1 重大事故等対策」に示す。 

    大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる大規模損壊発生時の消火活動等については，「添付書類十 

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項」に示す。 
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 屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策（可燃

物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止策（大量の可燃

物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計画」に

定める。 

 屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮による影響に対して，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。ま

た，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものとして選定

する飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び船

舶の衝突に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内

に確保する設計とする。 

 屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対してアクセスル

ートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。 

 また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行

が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

 屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。また，

夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明設備を配備する。

これらの運用については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。 

(2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号）

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉
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の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は検査を実施できる

よう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造

とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検

査が困難である箇所を極力少なくする。 

 試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検査及び溶

接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可

能な設計とする。 

 発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，発電用

原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又

は検査ができる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機

器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

 代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検

査が可能な設計とする。 

 構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として

分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確認，

各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不

要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 



3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44 条】 

基準適合への対応状況 
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6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

6.7.1 概 要 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の系統概要図を

第 6.7－1 図から第 6.7－5 図に示す。 

6.7.2 設計方針 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備のうち，原子炉

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発

電用原子炉を未臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止するための設備とし

て，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替再

循環系ポンプトリップ機能）及びほう酸水注入系を設ける。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水

が注水され，出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止スイ

ッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻止する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

  ａ．ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入 

    発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもか

かわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止

していないことが推定される場合の重大事故等対処設備として，ＡＴＷ
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Ｓ緩和設備（代替制御棒挿入機能）を使用する。 

    ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原子炉圧力及

び原子炉水位），論理回路，代替制御棒挿入機能用電磁弁等で構成し，

原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号により，全制

御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

    また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御室の操

作スイッチを手動で操作することで作動させることができる設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

    ・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

    ・制御棒（6.1.2 原子炉停止系） 

    ・制御棒駆動機構（6.1.2 原子炉停止系） 

    ・制御棒駆動系水圧制御ユニット（6.1.2 原子炉停止系）     

    その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備として使用する。 

  ｂ．再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

    発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもか

かわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止

していないことが推定される場合の重大事故等対処設備として，ＡＴＷ

Ｓ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）を使用する。 

    ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，検出器

（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，再循環系ポンプ遮断器及び

低速度用電源装置遮断器で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低

下（レベル２）の信号により再循環系ポンプ 2 台を自動停止させて，発

電用原子炉の出力を抑制できる設計とする。 
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    また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，自

動で停止しない場合に，中央制御室の操作スイッチを手動で操作するこ

とで，再循環系ポンプを停止させることができる設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

    ・再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

    ・低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備として使用する。 

  ｃ．自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 

    運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止

することが出来ない事象が発生した場合に，自動減圧系の起動阻止スイ

ッチを 2 個作動させることで発電用原子炉の自動による減圧を防止する

設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

    その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備として使用する。 

  ｄ．ほう酸水注入 

    原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，

ほう酸水注入系を使用する。 

    ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，配

管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポンプにより，ほう

酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発電用原子炉を未臨界にでき

る設計とする。 
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    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・ほう酸水注入ポンプ 

    ・ほう酸水貯蔵タンク 

    本系統の流路として，ほう酸水注入系の配管及び弁を重大事故等対処

設備として使用する。 

    その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び非常用交流電源

設備を重大事故等対処設備として使用する。 

    原子炉圧力容器については，「3.4 原子炉圧力容器」に記載

する。 

    非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に記

載する。 

6.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の電源は，所内常設直流電源設

備から給電することで，非常用交流電源設備から給電する原子炉緊急停止系

の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入

機能用電磁弁まで原子炉緊急停止系に対して独立した構成とすることで，原

子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉緊急停止系の

電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない

設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）の電源は，所内常
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設直流電源設備から給電することで，非常用交流電源設備から給電する原子

炉緊急停止系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，検出器から再

循環系ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで原子炉緊急停止系に対

して独立した構成とすることで，共通要因によって同時に機能を損なわない

設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，原子炉

緊急停止系の電源と電気的に分離することで，原子炉緊急停止系と共通要因

によって同時に機能を損なわない設計とする。 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユ

ニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ほう酸水注入ポン

プを非常用交流電源設備からの給電により駆動することで，アキュムレータ

により駆動する制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニット

に対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建屋原子炉棟内の

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと異なる区画に

設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニッ

トと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。 

6.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入

機能用電磁弁まで，原子炉緊急停止系に対して独立した構成とすることで，
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原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設

備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離する

ことで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒，制御棒

駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，検出器から再

循環系ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで，原子炉緊急停止系に

対して独立した構成とすることで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）

は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，原子炉緊急停止系

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ほう酸水注入系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で，重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自動減圧系で阻

止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，スイッチの接点で分離す

ることで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

6.7.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用する

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定される重大事故等時にお

いて，原子炉圧力高の信号又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号の計
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器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備としての仕様が

重大事故等時において，発電用原子炉を未臨界にするために必要な制御棒を

全挿入することが可能な駆動水を有する容量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用する

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，想定される重大

事故等時において，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）信号

の計器誤差を考慮して確実に作動させることで，再循環系ポンプ 2 台を自動

停止する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と

しての仕様が，想定される重大事故等時において，発電用原子炉を未臨界に

するために必要な負の反応度添加率を確保するための容量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

6.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御室，原子炉建屋付

属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は，想定される重大事故

等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒，制御棒

駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，原子炉格納容器内及び原子

炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計
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とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，中央制御室，

原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建屋原子炉棟内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ほう酸水注入系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。自動減圧系の起動阻止ス

イッチの操作は想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計

とする。 

6.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定される重大事故等時に

おいて他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉圧力高及び原子炉水

位異常低下（レベル２）の検出器各 4 個及び論理回路 2 チャンネルで構成し，

原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は原子炉水位異常低下（レベル

２）の「1 out of 2 twice」論理が論理回路 2 チャンネルで同時に成立する

ことで自動的に作動する設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，中央制
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御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒，制御棒

駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，操作不要な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，想定される重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，原子炉圧力高

及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各 4 個，論理回路 4 チャンネ

ルで構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力高の「1 out of 2 

twice」論理又は原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」

論理で自動的に作動する設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。 

低速度電源装置遮断器手動スイッチは，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系は，想定される重大事故等時において，設計基準対象施設

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用し，弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。ほう酸水注入系は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時において，中

央制御室にて操作が可能な設計とする。 

6.7.3 主要設備及び仕様 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の主要機器仕様

を第 6.7－1 表に示す。 
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6.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能の確認として，模擬入力による論理回路の動作確認，校正及び設定

値確認が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒駆動機構

及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，発電用原子炉の停止中に分解検査と

して表面状態の確認が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認が可能なように，スイッチによる電磁弁の開閉

動作確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，スイッ

チ操作により制御棒の全引き抜き位置からのスクラム性能確認が可能な設計

とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認として，模擬入力による論理回路の動作確認，

校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，発電用原子炉の停止中に機能・性

能の確認として，操作スイッチによる遮断器の動作確認が可能な設計とする。 

低速度用電源装置遮断器手動スイッチは，発電用原子炉の停止中に機能・

性能の確認として，操作スイッチによる遮断器の動作確認が可能な設計とす

る。 

ほう酸水注入系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏

えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可
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能な設計とする。 

また，ほう酸水貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中にほう酸

濃度及びタンク水位の確認によるほう酸質量の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，発電用原子炉の停止中にスイッチによ

る論理回路の確認が可能な設計とする。 
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第 6.7－1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の主

要機器仕様 

(1) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個   数     1 

(2) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

個   数     2 

(3) ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

個   数     1 

(4) 再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

個   数     4 

(5)  低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

個   数     2 

(6) 制御棒 

    第 6.1.2－1 表 制御棒の主要仕様に記載する。 

(7) 制御棒駆動機 

    「6.1.2 原子炉停止系」に記載する。 
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(8) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 

    「6.1.2 原子炉停止系」に記載する。 

(9) ほう酸水注入ポンプ 

   第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

(10) ほう酸水貯蔵タンク 

    第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

(11) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

第 6.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

主要機器仕様に記載する。 
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第 6.7－1 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 系統概要図 

（代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入及び再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制） 
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第 6.7－2 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 系統概要図 

（代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入） 
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第 6.7－3 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 系統概要図 

（再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制） 
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第 6.7－4 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 系統概要図 

（ほう酸水注入） 
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第 6.7－5 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 系統概要図 

（自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止） 

逃がし安全弁 

作動用電磁弁 

(SV-A～C) 

ドライウェル圧力高Ａ *1 

T.D 

120 秒

自動減圧作動リセット

：ＯＲ 

T.D

：ＡＮＤ 

：時間遅れ 

：信号阻止 

ドライウェル圧力高Ｃ *2 

(W.O)

*5*5*6

ND  ：常時無励磁 

凡例 

自動減圧機能論理回路 

過渡時自動減圧機能論理回路 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

ND ND ND

：自動減圧系及

び過渡時自動

減圧系で共有 

(W.O)

(W.O)

(W.O)

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

T.D 

10 分
(W.O)

(W.O)

(W.O)

T.D 

10 分
(W.O)

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ 3) A *1 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

過渡時自動減圧作動リセット

*1 Ｂ系論理回路の場合は「A」を「B」に読み替える。 

*2 Ｂ系論理回路の場合は「C」を「D」に読み替える。 

*3 Ｂ系論理回路の場合は「低圧炉心スプレイ系ポンプ又 

  は残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立」を「残留熱 

除去系ポンプ(B)又は(C)吐出圧力確立」に読み替える。 

*4 当該設備については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子 

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*5 自動減圧系用電磁弁 

*6 逃がし安全弁用電磁弁 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能（7 個）） 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ 

Ｋ，Ｌ，Ｒ 

：過渡時自動減圧機能

（2 個） 

T.D 

120 秒

(W.O)
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3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.1.1 設置許可基準規則第44条への適合方針 

(1) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入 

(2) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

(3) ほう酸水注入 

(4) 原子炉出力急上昇の防止 

(5) 原子炉手動スクラム 

(6) 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

(7) 制御棒手動挿入 

(8) 給水系，原子炉給水制御系 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

3.1.2.1.1 設備概要 

3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 制御棒 

(2) 制御棒駆動機構 

(3) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 

(4) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

3.1.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.1.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.1.2.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

3.1.2.2.1 設備概要 

3.1.2.2.2 主要設備の仕様 

3.1.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.1.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 
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3.1.2.3 ほう酸水注入系 

3.1.2.3.1 設備概要 

3.1.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) ほう酸水注入ポンプ 

(2) ほう酸水貯蔵タンク 

3.1.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.1.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等対

処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.1.2.4 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

3.1.2.4.1 設備概要 

3.1.2.4.2 主要設備の仕様 

3.1.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.1.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 
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3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44 条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生

するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダ

リ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原

子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなければなら

ない。 

（解釈） 

1  第44条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原子炉が緊急

停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力又は原

子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定さ

れる場合のことをいう。 

2  第44条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

（1）ＢＷＲ 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム

系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ＡＲＩ）を整備する

こと。 

ｂ）上記1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、

原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる装置を整備すること。 
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ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（ＳＬＣＳ）を

整備すること。 

（2）ＰＷＲ 

ａ）上記1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、

補助給水系ポンプを自動的に起動させる設備及び蒸気タービンを自

動で停止させる設備を整備すること。 

ｂ）上記1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象が発生するおそれがある場合」には、化学体積制御設備又は非常

用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を実施する設備を整

備すること。
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3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.1.1 設置許可基準規則第44条への適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著し

い損傷を防止するため，原子炉冷却圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行させる

ために必要な重大事故等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制

御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機

能）及びほう酸水注入系を設ける。 

（1） ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入 

（ｉ） ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）（設置許可基準規則

解釈の第2項（1）ａ）） 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状

況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変

化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故等

対処設備としてＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）を使用

する。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原子炉

圧力及び原子炉水位），論理回路及び代替制御棒挿入機能用電磁

弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）

の信号により，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界に

できる設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，制御棒が自動挿

入しない場合に，手動によるスイッチ操作で制御棒，制御棒駆動
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機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットを作動させることによ

り制御棒緊急挿入が可能な設計とする。 

（2） 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

（ｉ） ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）（設置

許可基準規則解釈の第2項（1）ｂ）） 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状

況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変

化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故等

対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリッ

プ機能）を使用する。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，検

出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，再循環系ポンプ

遮断器及び低速度用電源装置遮断器で構成し，原子炉圧力高又は

原子炉水位異常低下（レベル２）の信号により再循環系ポンプ2

台を自動停止させて，発電用原子炉の出力を抑制できる設計とす

る。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）による

原子炉出力抑制は，再循環系ポンプが自動停止しない場合に，手

動によるスイッチ操作で再循環系ポンプ遮断器及び低速度用電

源装置遮断器を開放させることが可能な設計とする。 

（3） ほう酸水注入 

（ｉ） ほう酸水注入系（設置許可基準規則解釈の第2項（1）ｃ）） 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，
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配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポンプによ

り，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発電用原子炉

を未臨界にできる設計とする。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプにより

炉心に十分な量のほう酸水を注入可能な設計とする。 

（4） 原子炉出力急上昇の防止 

（ｉ） 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

運転時の異常な過渡変化において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することが出来ない事象が発生した場合に，自動減圧系の

起動阻止スイッチを作動させることで原子炉の自動による減圧

を防止する設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧

炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプ

レイ系から大量の冷水が注水され，出力の急激な上昇につながる

ため，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡

時自動減圧機能による自動減圧を阻止する。

なお，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための自主対

策設備として，以下を整備する。 

（5） 原子炉手動スクラム 

（ｉ） 手動スクラム・スイッチ 

手動スクラム・スイッチを操作することで，制御棒のスクラム

動作が可能であるため，手動スクラム・スイッチを整備する。 

（ⅱ） 原子炉モード・スイッチ「停止」 
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原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替えることで，

制御棒のスクラム動作が可能であるため，原子炉モード・スイッ

チを整備する。 

（6） 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

（ｉ） 選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択した制御棒を自動挿入する機能であるため未

臨界の維持は困難であるが，原子炉出力を抑制する手段として有

効であるため選択制御棒挿入機構を整備する。 

（7） 制御棒手動挿入 

（ｉ） スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シーケン

スグループに対して有効性を確認できないが，スクラム・パイロ

ット弁継電器用ヒューズを引き抜くことでスクラム・パイロット

弁電磁コイルの電源を遮断することで，制御棒のスクラム動作が

可能であるため，制御棒を挿入する手段としてスクラム・パイロ

ット弁継電器用ヒューズを整備する。 

（ⅱ） 計器用空気系配管・弁 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に設置して

ある計器用空気系配管内の計器用空気を排出し，スクラム弁ダイ

アフラムの空気圧を喪失させることでスクラム弁を開とするこ

とが可能であるため，制御棒を挿入する手段として計器用空気系

配管・弁を整備する。 
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（ⅲ） スクラム個別スイッチ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に設置して

ある当該スイッチを操作することで制御棒のスクラム動作が可

能であるため，制御棒を挿入する手段として，スクラム個別スイ

ッチを整備する。

（ⅳ） 制御棒駆動系，制御棒手動操作系 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，手動スクラム・

スイッチ，原子炉モード・スイッチ又はスクラム・パイロット弁

継電器用ヒューズの操作完了までの間，又はこれらの操作が実施

できない場合に，制御棒を手動にて挿入する手段として有効であ

るため，制御棒手動操作系，制御棒駆動系を整備する。 

（8） 給水系，原子炉給水制御系 

（ｉ） 給水系，原子炉給水制御系 

耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，給水系，

原子炉給水制御系による発電用原子炉への給水量の調整が可能

であれば，原子炉水位を低下でき，原子炉の出力抑制の手段とし

て有効であるため，給水系，原子炉給水制御系を整備する。 
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3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

3.1.2.1.1 設備概要 

原子炉の運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわ

らず，原子炉出力のパラメータの変化から緊急停止しない事象が発生

した場合に，原子炉を未臨界にするため代替制御棒挿入を行うための

機能を設けるものである。 

本系統は，原子炉圧力高又は原子炉水位低異常低下（レベル２）の

場合に，代替制御棒挿入信号を発信する回路構成とする。原子炉圧力

高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各4個及び論理回路2

チャンネルで構成し，原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は

原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」論理が論理

回路2チャンネルで同時に成立することで自動的に作動する設計とす

る。 

また，中央制御室のスイッチでの操作により，代替制御棒挿入回路

を作動させることが可能な設計とする。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動する制

御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットについて，

重大事故等対処設備として整備する。ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒

挿入機能）に関する重大事故等対処設備一覧を第3.1－1表に示す。 
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第3.1－1表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）に関する重大事故

等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）【常設】 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ【常

設】 

上記ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）にて作動す

る設備として，以下の設備を整備する。 

制御棒【常設】 

 制御棒駆動機構【常設】 

 制御棒駆動系水圧制御ユニット【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 制御棒駆動系配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※ １  

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※ ２

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。  

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ための操作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，以降，代替制御

棒挿入機能という。
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3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

第3.1－1図にＡＴＷＳ緩和設備概要図，第3.1－2図に代替制御棒挿入

機能の作動回路の説明図を示す。
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主要設備の仕様を以下に示す。 

（1） 制御棒 

種    類   十字形 

中性子吸収材   ボロン・カーバイド粉末，ハフニウム 

有 効 長 さ    約3.63m 

本    数   185 

取 付 箇 所    原子炉格納容器内

（2） 制御棒駆動機構 

最高使用圧力   8.62MPa[gage] 

最高使用温度   302℃ 

個    数   185 

取 付 箇 所    原子炉格納容器内 

（3） 制御棒駆動系水圧制御ユニット 

種    類   円筒縦形（ピストン式） 

容    量   約18L（1個当たり） 

最高使用圧力   12.0MPa[gage] 

最高使用温度   66℃ 

個    数   185 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟3階

（4） ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

個    数   2 

取 付 箇 所    中央制御室 
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3.1.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替制御棒挿入機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原

子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における中央制御室，原子炉建屋付属

棟及び原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，第3.1－2表に

示す設計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニ

ットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置され

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を

考慮し，以下の第3.1－2表に示す設計とする。 
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第3.1－2表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・
湿度／屋外の天候／
放射線／荷重 

設置場所である原子炉格納容器内，中央制御室，原子
炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内で想定され
る環境温度，環境圧力，湿度及び放射線条件に耐えら
れる性能を確認した機器を使用する。

屋外の天候による影
響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は
受けない。 

海水を通水する系統
への影響 

海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷等の
影響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設
計の基本方針」に示す。）

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設
計とする。 

風（台風），竜巻，積
雪，火山の影響 

原子炉格納容器内，中央制御室，原子炉建屋付属棟及
び原子炉建屋原子炉棟内に取り付けるため，風（台
風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波による
影響を考慮した設計とする。

（44－3－2，3，7，8） 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作で

きるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高及び原子炉水位異常低下

（レベル２）の検出器各4個及び論理回路2チャンネルで構成し，

原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は原子炉水位異常低

下（レベル２）の「1 out of 2 twice」論理が論理回路2チャン

ネルで同時に成立することで自動的に作動する設計とする。代替
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制御棒挿入機能により作動する制御棒，制御棒駆動機構及び制御

棒駆動系水圧制御ユニットは，操作不要な設計とする。

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，中

央制御室のスイッチでの操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，機器の

名称等を表示した銘板の取付けにより，運転員の操作性及び監視

性を考慮して確実に操作可能な設計とする。以下の第3.1－3表に

操作対象機器を示す。 

第3.1－3表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替制御棒挿入機能

用電磁弁 
無励磁→励磁 スイッチ操作 中央制御室 

（44－3－3，7） 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替制御棒挿入機能は，制御棒挿入機能の作動信号を発信する

設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，誤操作

等によりプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又
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は検査中は機能自体が維持できない状態となるため，第3.1－4表

に示すように停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入に使用する論理回

路は，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，模擬

入力による動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，原

子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，スイッチによ

る電磁弁の開閉動作確認が可能な設計とする。 

また，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，ス

イッチ操作により制御棒の全引き抜き位置からのスクラム性能

確認が可能な設計とする。 

第3.1－4表 代替制御棒挿入機能及びＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入

機能）手動スイッチの試験検査

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認 

論理回路確認 

電磁弁の開閉動作確認 

（44－5－2，5，6，7） 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは

第3.1－5表に示すように原子炉の停止中に機能・性能検査及び分

解検査が可能な設計とする。 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，機能・

性能試験として制御棒を全引き抜き位置からスイッチ操作によ

りスクラムさせ，スクラム時間について性能の確認を行うことが

可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼ

す指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ
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る傷，割れ等がないことについて，制御棒駆動機構，制御棒駆動

系水圧制御ユニット部品の表面状態の確認を行うことが可能な

設計とする。 

第3.1－5表 制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニット

の試験検査

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 スクラム性能の確認 

分解検査 制御棒駆動機構，制御

棒駆動系水圧制御ユニ

ット部品の表面状態

を，試験及び目視によ

り確認 

外観検査 制御棒外観 

（44－5－8，10，11，14，16，18，19） 

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

（ⅰ） 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えられる機能を備えるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替制御棒挿入機能は，重大事故等時において，他の系統と切

り替えることなく使用可能な設計とする。 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，

本来の用途以外の用途として使用するための切替えが不要であ
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り，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニット

の使用にあたり切り替えずに使用可能な設計とする。 

（44－4－2） 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものである

こと。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁

弁まで，原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パイロット弁

に対して独立した構成とし，配線用遮断器及びヒューズで電気的

に分離することで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計

とする。また，代替制御棒挿入機能は，原子炉緊急停止系の電源

と電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

代替制御棒挿入機能により動作する制御棒，制御棒駆動機構及

び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（44－4－2，44－8－1～11） 
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（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替制御棒挿入機能の手動回路について，操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を第3.1－6表に示す。代替制御棒挿入機能用

電磁弁は，中央制御室で操作を行う設計とし，操作場所の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

なお，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニ

ットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置され

ている設備であるが，代替制御棒挿入機能により自動で動作し，

操作不要な設計とする。

第3.1－6表 操作対象機器設置場所

機器名称 設置場所 操作場所 

代替制御棒挿入機能用

電磁弁 

原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

（44－3－7） 

3.1.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

（ⅰ） 要求事項 
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想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであ

ること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備と

して使用する代替制御棒挿入機能は，重大事故等時において，原

子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号の計器誤

差を考慮して確実に作動する設計とする。また，スクラム不作動

時に作動する設備であることを考慮し，「原子炉圧力高」の信号

で作動する設計とし，原子炉水位低（レベル３）スクラム発生時

の制御棒挿入失敗時に作動する設備であることを考慮し，「原子

炉水位異常低下（レベル２）」で作動する設計とする。 

制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備とし

ての仕様が重大事故等時において，発電用原子炉を未臨界にする

ために必要な制御棒を全挿入することが可能な駆動水を有する

容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

（44－6－2，3，6，7） 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

（ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ
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ない場合は，この限りでない。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，代替制御

棒挿入機能，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御

ユニットは共用しない。 

（3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2

項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替制御棒挿入機能の論理回路の電源は，所内常設直流電源設

備から給電することで，非常用交流電源設備から給電する原子炉

緊急停止系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計

とする。 

代替制御棒挿入機能の論理回路は，原子炉緊急停止系の論理回

路から電気的・物理的に分離し，独立した盤として異なる区画に

設置することで，原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機
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能を損なわない設計とする。 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁

弁まで原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パイロット弁に

対して独立した構成とすることで，原子炉緊急停止系と共通要因

によって同時に機能を損なわない設計とする。 

代替制御棒挿入機能は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分

離することで，原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 

（44－2－2，3，44－8－1～11） 
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3.1.2.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

3.1.2.2.1 設備概要 

原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわ

らず，原子炉出力のパラメータの変化から緊急停止しない事象が発生

した場合に，原子炉出力を制御するため，再循環系ポンプを停止させ

ることを目的とした機能を設けるものである。 

本系統は，原子炉圧力高又は原子炉水位低異常低下（レベル２）の

場合に，代替再循環系ポンプトリップを行う回路構成とする。原子炉

圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各4個，論理回路

4チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力高の「1 

out of 2 twice」論理又は原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out 

of 2 twice」論理の成立で自動的に作動する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）に関する重

大事故等対処設備一覧を第3.1－7表に示す。 
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第3.1－7表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）に関

する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）※

３【常設】 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

関連設備 

付属設備 再循環系ポンプ遮断器 

低速度用電源装置遮断器 

水源  － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※ １  

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※ ２

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ための操作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：タービン・トリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉出力を抑制するため，主

蒸気止め弁閉又は蒸気加減弁急速閉の信号により，再循環系ポンプ2台を同時

にトリップする機能（再循環系ポンプトリップ機能）の代替機能を有する設備。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，以

降，代替再循環系ポンプトリップ機能という。 
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3.1.2.2.2 主要設備の仕様 

第3.1－3図に代替再循環系ポンプトリップ機能の作動回路の説明図を

示す。 
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3.1.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，中央制御室，原子炉建屋

付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であること

から，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内の環境

条件を考慮し，以下の第3.1－8 表に示す設計とする。 

第3.1－8表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧
力・湿度／屋外の天
候／放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及び
原子炉建屋原子炉棟内で想定される環境温度，環境
圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認
した機器を使用する。

屋外の天候による
影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響
は受けない。 

海水を通水する系
統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷等
の影響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2 耐
震設計の基本方針」に示す。）

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設
計とする。 

風（台風），竜巻，
積雪，火山の影響 

中央制御室，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋原子炉
棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響を受けない。

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によ
る影響を考慮した設計とする。
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（44－3－2，3，7） 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作で

きるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉圧力高及び原子炉

水位異常低下（レベル２）の検出器各4個，論理回路4チャンネル

で構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力高の「1 out of 

2 twice」論理又は原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 

2 twice」論理の成立で自動的に作動する設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，中央制御室のスイッチ

により操作が可能な設計とする。 

低速度電源装置遮断器手動スイッチは，中央制御室のスイッチ

により操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは機器の名

称等を表示した銘板の取付けにより，運転員の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作可能な設計とする。以下の第3.1－9表に操

作対象機器を示す。 
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第3.1－9表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

再循環系ポンプ遮断器 入／切 スイッチ操作 中央制御室 

低速度用電源装置遮断器 入／切 スイッチ操作 中央制御室 

（44－3－7） 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。

代替再循環系ポンプトリップ機能は，再循環系ポンプトリップ

機能の作動信号を発信する設備であり，運転中に試験又は検査を

実施する場合には，誤操作等によりプラントに外乱を与える可能

性があり，かつ，試験中又は検査中は機能自体が維持できない状

態となるため，第3.1－10表に示すように停止中に機能・性能の

確認が可能な設計とする。 

代替再循環系ポンプトリップ機能による原子炉出力抑制に使

用する論理回路は，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な

ように，模擬入力による動作確認，校正及び設定値確認が可能な

設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，原子炉の停止中に機

能・性能の確認が可能なように，スイッチ操作による遮断器の動

作確認が可能な設計とする。 
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低速度用電源装置遮断器手動スイッチは，原子炉の停止中に機

能・性能の確認が可能なように，スイッチ操作による遮断器の動

作確認が可能な設計とする。 

第3.1－10表 代替再循環系ポンプトリップ機能，再循環系ポンプ遮断器手

動スイッチ及び低速度用電源装置遮断器手動スイッチの試

験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認 

論理回路確認 

遮断器の動作確認 

（44－5－3，5，6，7） 

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

（ⅰ） 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えられる機能を備えるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用可能な設計とする。 

（44－4－3） 
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（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものである

こと。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，他の設備に悪影響を及ぼ

さないよう以下の措置を講じる設計とする。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，検出器から再循環系ポン

プ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで，原子炉緊急停止系の

検出器からスクラム・パイロット弁に対して独立した構成とし，

配線用遮断器及びヒューズで電気的に分離することで，原子炉緊

急停止系に悪影響を及ぼさない設計する。また，代替再循環系ポ

ンプトリップ機能は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 （44－4－3，44－8－1～11） 

 （6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 
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（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，現場における作業が不要

な設計とする。 

なお，中央制御室の制御盤にて手動による再循環系ポンプを手

動停止させる場合について，操作が必要な機器の設置場所，操作

場所を第3.1－11表に示す。スイッチは，中央制御室で操作を行

う設計とし，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。 

第3.1－11表 操作対象機器設置場所

機器名称 設置場所 操作場所 

再循環系ポンプ遮断器 原子炉建屋付属棟地下1階 

原子炉建屋付属棟地下2階 
中央制御室 

低速度用電源装置遮断器 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

（44－3－7） 
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3.1.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであ

ること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備と

して使用する代替再循環系ポンプトリップ機能は，重大事故等時

において，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）信

号の計器誤差を考慮して確実に作動させることで，再循環系ポン

プ2台を自動停止する設計とする。 

（44－6－4，5） 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

（ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，この限りでない。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 
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敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，代替再循環系ポ

ンプトリップ機能は共用しない。 

（3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2

項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能の論理回路の電源は，所内常

設直流電源設備から給電することで，非常用交流電源設備から給

電する原子炉緊急停止系の論理回路の交流電源に対して多様性

を有する設計とする。 

代替再循環系ポンプトリップ機能の論理回路は，原子炉緊急停

止系の論理回路から電気的・物理的に分離し，独立した盤として

異なる区画に設置することで，原子炉緊急停止系と共通要因によ

って同時に機能を損なわない設計とする。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，検出器から再循環系ポン

プ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで原子炉緊急停止系の

検出器からスクラム・パイロット弁に対して独立した構成とする

ことで，原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能を損な

わない設計とする。 
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代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉緊急停止系の電源

と電気的に分離することで原子炉緊急停止系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわれない設計とする。 

（44－2－2，44－8－1～11） 
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3.1.2.3 ほう酸水注入系 

3.1.2.3.1 設備概要 

原子炉緊急停止系，制御棒及び制御棒駆動系水圧制御ユニットの機

能が喪失した場合においても，発電用原子炉を臨界未満に維持するこ

とを目的として，十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を設

置しているものである。 

本系統は，ほう酸水である五ほう酸ナトリウム溶液を貯蔵するため

のほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水貯蔵タンクから発電用原子炉にほう

酸水を注入するためのほう酸水注入ポンプ等で構成され，炉心底部の

ほう酸水注入ノズルから発電用原子炉へほう酸水を注入することで，

発電用原子炉を未臨界にするものである。 

本系統は，中央制御室からの手動操作により，ほう酸水注入系起動

用キー・スイッチを「ＳＹＳ．Ａ（又はＢ）」位置にすることで，ほ

う酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁が「全閉」から「全開」となり，

ほう酸水注入ポンプが起動し，原子炉へほう酸水を注入する。 

本系統全体の系統概要図を第3.1－4 図に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を第3.1－12 表に示す。 
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第3.1－4 図 ほう酸水注入系 系統概要図 

攪拌用空気

原子炉
圧力容器

格納容器 原子炉建屋
原子炉棟

ほう酸水注入ポンプ(A)

ほう酸水注入
テストタンク

ほう酸水
貯蔵タンク

電気ヒータ

：重大事故等対処設備

：切り替え操作対象弁
(中央制御室から操作可能)    

純水

RO

T

T

電気ヒータ

MO

MO

P

ほう酸水注入ポンプ(B)

AO

L

：区分Ⅰより電源供給

：区分Ⅱより電源供給

凡 例

：爆破弁

：電動弁

：空気作動弁

：逆止弁

：水位計

：温度計

：圧力計

：流量制限器

：安全弁

MO

AO

L

T

P

RO

3.1－36 

ほう酸水注入ポンプ(A)

ほう酸水注入ポンプ(B)



3.1－38 

第3.1－12表 ほう酸水注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
ほう酸水注入ポンプ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 ほう酸水注入系 配管・弁【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※ １  

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※ ２

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ための操作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.1.2.3.2 主要設備の仕様 

（1） ほう酸水注入ポンプ 

種     類   水平3連プランジャポンプ 

容     量   約9.78m３／h 

全  揚  程   約870m 

最高使用圧力   9.66MPa[gage] 

最高使用温度   66℃ 

台     数   1（予備1） 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟5階 

原動機の出力   37kW

（2） ほう酸水貯蔵タンク 

種     類   円筒縦型 

容     量   約19.5m３

最高使用圧力   静水頭 

最高使用温度   66℃ 

基    数   1 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟5階 
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3.1.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タン

クは，原子炉建屋原子炉棟に設置される設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉

建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第3.1－13表に示す

設計とする。 

また，ほう酸水注入ポンプの操作は，中央制御室における操作

盤上での起動用キー・スイッチから遠隔操作可能な設計とする。 

（44－3－4，5，6） 
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第3.1－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟で想定される

環境温度，環境圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。

屋外の天候による

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷

等の影響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2

耐震設計の基本方針」に示す。）

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟に設置するため，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。

電磁的障害 
機械装置のため，電磁波の影響は受けない。

（2） 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作で

きるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入ポンプの操作は，ＡＴＷＳ事象発生時において，

中央制御室内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，中央制御

室における操作盤上での起動用キー・スイッチにより操作可能な

設計とする。 

ほう酸水注入ポンプの起動操作は，原子炉出力抑制により原子
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炉出力を抑制した後，中央制御室からの手動操作により，ほう酸

水注入系起動用キー・スイッチを「ＳＹＳ．Ａ（又はＢ）」位置

にすることで，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁が「全閉」

から「全開」となり，ほう酸水注入ポンプが起動することで，原

子炉へほう酸水を注入する。 

第3.1－14表に操作対象機器を示す。 

第3.1－14表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

ほう酸水注入ポンプ 

（Ａ又はＢ） 
停止→起動 キー・スイッチ操作 中央制御室 

ほう酸水貯蔵タンク出口弁

（Ａ又はＢ） 
弁閉→弁開 キー・スイッチ操作 中央制御室 

ほう酸水注入系爆破弁 

（Ａ又はＢ） 
弁閉→弁開 キー・スイッチ操作 中央制御室 

操作場所である中央制御室内は，運転員の操作性を考慮して十

分な操作空間を確保する。また，操作対象であるほう酸水注入系

起動用キー・スイッチについては中央制御室操作盤上に設置され，

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実に操作可能な設計とする。 

（44－3－5） 

また，ほう酸水注入ポンプは並列に2台設置され，1台を予備と

することで多重性を備えた設計とし，必要なときに確実にほう酸

水を注入できるよう，ポンプの吐出側に並列に2個の爆破弁を設

けることで，確実に発電用原子炉へほう酸水を注入することが可

能な設計とする。 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては，操作不要な設計とする。 
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（44－4－4） 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプは，発電用原子炉運転中

に機能・性能検査が可能な設計とする。また，停止中に機能・性

能検査，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

ほう酸水貯蔵タンクは，発電用原子炉運転中に機能・性能検査

が可能な設計とする。また，停止中に機能・性能検査，開放検査

及び外観検査が可能な設計とする。

なお，操作対象弁であるほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁

は，発電用原子炉停止中に弁の弁作動確認が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系の試験検査については，表3.1－15表に示す。 
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第3.1－15表 ほう酸水注入系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を試験及

び目視により確認 

外観検査 タンク外観 

運転中 機能・性能検査 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

ほう酸水注入ポンプは，機能・性能検査として，脱塩水（純水）

をテストタンクから循環させ，吐出圧力，系統（ポンプ廻り）の

振動，異音，異臭及び漏えいについて運転性能の確認を行うこと

が可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を及ぼ

す指示模様が無いこと，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ

るき裂，打こん，変形及び摩耗の有無の確認を行うことが可能な

設計とする。 

ほう酸水貯蔵タンクは，機能・性能検査として，中性子吸収材

である五ほう酸ナトリウムの質量が原子炉を十分臨界未満に維

持できるだけの反応度効果を有する量を満足することとし，ほう

酸水貯蔵タンクのほう酸濃度及びタンク水位の確認を行うこと

により，ほう酸質量の確認が可能な設計とする。 

また，外観検査として，タンク本体外観に傷や漏えい痕がない

ことについてほう酸水貯蔵タンク外表面状態の確認を行うこと

が可能な設計とする。 
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操作対象弁であるほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，作

動確認として，これら操作対象弁がスイッチの操作により弁が作

動することの確認が可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク及び操作対象弁であ

るほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，原子炉の運転中又は

停止中における検査を行う際の接近性を考慮した必要な作業空

間を備え，構造上接近又は検査が困難とならない設計とする。 

（44－5－9，12，13，15，17，20，21） 

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

（ⅰ） 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えられる機能を備えるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系は，本来の用途である原子炉へのほう酸水注入

以外の用途として使用することはない。 

原子炉へのほう酸水注入の際に操作が必要となるほう酸水注

入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，中央制御室

内における操作盤上の起動用キー・スイッチにより，速やかに操

作が可能な設計とし，中央制御室でのほう酸水注入開始操作にお

ける所要時間は想定として1分以内となる。 

（44－4－4） 
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また，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入は，原子炉自動ス

クラム又は手動スクラムを実施しても，原子炉スクラムが成功し

ない場合に実施される操作であり，原子炉スクラム失敗からほう

酸水注入系起動まで及びほう酸水注入系起動から制御棒手動挿

入までが，第3.1－5 図で示すタイムチャートのとおり速やかに

切り替えることが可能な設計とする。 

切替え操作対象機器については，第3.1－14表に示したとおり

となる。 
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第3.1－5図 原子炉の緊急停止対応タイムチャート※

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準」への適合状況についての1．1 で示すタイムチャート 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものである
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こと。 

（ⅱ） 適合性  

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ほう酸水注入系に使用するほう酸水注入ポンプ及びほう酸水

貯蔵タンクは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

（44－4－4） 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ほう酸水注入系の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操

作場所を第3.1－16 表に示す。 

ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，

原子炉建屋原子炉棟に設置されている設備であるが，中央制御室

から操作可能な設計とする。 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては，操作不要な設計とする。 
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（44－3－4，5，6） 

第3.1－16表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ほう酸水注入ポンプ（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

ほう酸水注入ポンプ（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

ほう酸水貯蔵タンク出口弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

ほう酸水貯蔵タンク出口弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

ほう酸水注入系爆破弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

ほう酸水注入系爆破弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

3.1.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであ

ること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ほう酸水注入系に使用するほう酸水注入ポンプ及びほう酸水

貯蔵タンクは，十分な反応度制御能力を有する容量とした設計と

し，設計基準対象施設の容量等の仕様が，重大事故等時において，

発電用原子炉を未臨界にするために必要な負の反応度添加率を

確保するための容量に対して十分であるため，設計基準対象施設

と同仕様で設計する。 

ほう酸水注入ポンプ1台あたりの容量は，十分な反応度制御能

力を満足するための設計上の許容注入時間（設計ボロン濃度を設

計ボロン注入速度で注入する時間）で注入可能な流量を確保する

設計とする。 
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ほう酸水貯蔵タンク容量は，発電用原子炉を未臨界にするため

に必要なほう酸水濃度の設計値を確保するために必要なほう酸

水溶液の有効容量以上の容量を確保可能な設計とする。 

（44－6－8～12） 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

（ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，この限りでない。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，ほう酸水注入系

のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは共用しない。 

（3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2

項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 
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（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系

水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，ほう酸水注入ポンプを非常用交流電源設備である２Ｃ非常

用ディーゼル発電機及び２Ｄ非常用ディーゼル発電機からの給

電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，

制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットに対して多

様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建屋原

子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構

及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ほう酸水注入系の設計基準事故対処設備との多様性及び位置

的分散について，第3.1－17表に示す。 

（44－2－3，44－3－4，6，8） 
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第3.1－17表 多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

制御棒 

制御棒駆動系水圧制御ユ

ニット 

ほう酸水注入系 

機器 
アキュムレータ ほう酸水注入ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟3階 原子炉建屋原子炉棟5階 

水源 
不要 ほう酸水貯蔵タンク 

－ 原子炉建屋原子炉棟5階 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要 不要 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 

不要 非常用ディーゼル発電機 

－ 
原子炉建屋原子炉棟付属棟地

下1階 
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3.1.2.4 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

3.1.2.4.1 設備概要 

原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系から大量

の冷水が注水され，出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自

動減圧を阻止するため自動減圧系の起動阻止スイッチを設けるもので

ある。自動減圧系の起動阻止スイッチに関する重大事故等対処設備一

覧を第3.1－18表に示す。 

第3.1－18表 自動減圧系の起動阻止スイッチに関する重大事故等対処設 

備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 自動減圧系の起動阻止スイッチ【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※ １  

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※ ２ － 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ための操作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.1.2.4.2 主要設備の仕様 

第3.1－6図に自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇

防止の概要図を示す。

第 3.1－6 図 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止

  概要図

逃がし安全弁 

作動用電磁弁 

(SV-A～C) 

ドライウェル圧力高Ａ *1 

T.D 

120 秒

自動減圧作動リセット

：ＯＲ 

T.D

：ＡＮＤ 

：時間遅れ 

：信号阻止 

ドライウェル圧力高Ｃ *2 

(W.O)

*5*5*6

ND  ：常時無励磁 

凡例 

自動減圧機能論理回路 

過渡時自動減圧機能論理回路 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

ND ND ND

：自動減圧系及

び過渡時自動

減圧系で共有 

(W.O)

(W.O)

(W.O)

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

T.D 

10 分
(W.O)

(W.O)

(W.O)

T.D 

10 分
(W.O)

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ 3) A *1 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3

過渡時自動減圧作動リセット

*1 Ｂ系論理回路の場合は「A」を「B」に読み替える。 

*2 Ｂ系論理回路の場合は「C」を「D」に読み替える。 

*3 Ｂ系論理回路の場合は「低圧炉心スプレイ系ポンプ又 

  は残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立」を「残留熱 

除去系ポンプ(B)又は(C)吐出圧力確立」に読み替える。 

*4 当該設備については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子 

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*5 自動減圧系用電磁弁 

*6 逃がし安全弁用電磁弁 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能（7 個）） 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ 

Ｋ，Ｌ，Ｒ 

：過渡時自動減圧機能

（2 個） 

T.D 

120 秒

(W.O)
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3.1.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.1.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置される設

備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，中央制御室の環境条件を考慮し，以下の第3.1－

19表に示す設計とする。 

第3.1－19表 想定する環境条件

環境条件 対応 
環境温度･環境圧
力・湿度／屋外の天
候／放射線／荷重 

設置場所である中央制御室で想定される環境温度，環
境圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認
した機器を使用する。

屋外の天候による
影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は
受けない。 

海水を通水する系
統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷等の
影響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設
計の基本方針」に示す。）

津波 
敷地に遡上する津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備
を設置する設計とする。 

風（台風）・竜巻・
積雪・火山の影響 

中央制御室に取り付けるため，風（台風），竜巻，積
雪及び火山の影響を受けない。

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波による影
響を考慮した設計とする。
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（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作で

きるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室のスイッチでの

操作が可能な設計とする。自動減圧系の起動阻止スイッチは，運

転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作

対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作

及び監視性を考慮して確実に操作可能な設計とする。以下の第

3.1－20表に操作対象機器を示す。 

第3.1－20表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

自動減圧系の起動 

阻止スイッチ 
通常→阻止 中央制御室 スイッチ操作 

（44－3－9） 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

（ⅱ） 適合性 
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基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチの機能・性能検査は，第3.1－

21表に示すように停止中に実操作による論理回路確認（自動減圧

系の起動阻止スイッチの機能確認を含む）が可能な設計とする。 

第3.1－21表 自動減圧系の起動阻止スイッチの試験検査

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 論理回路確認（自動減

圧系の起動阻止スイッ

チの機能確認を含む） 

（44－5－4） 

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

（ⅰ） 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えられる機能を備えるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，本来の用途以外には使用し

ない設計とする。 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）  

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものである
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こと。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自動

減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，ス

イッチの接点で分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは中央制御室の制御盤のスイ

ッチでの操作が可能な設計とし，操作位置の放射線量が高くなる

おそれが少ないため操作が可能である。以下の第3.1－22表に操

作対象機器設置場所を示す。 
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第3.1－22表 操作対象機器設置場所

機器名称 設置場所 操作場所 

自動減圧系の起動阻止

スイッチ 

中央制御室 中央制御室 

（44－3－9） 
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3.1.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針  

（1）容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであ

ること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，設計基準事故対処施設で使

用のものと同仕様のスイッチで設計するため，必要な容量に対し

て十分である。 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

（ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，この限りでない。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，自動減圧系の起

動阻止スイッチは共用しない。 
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（3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2

項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，設計基準事故対処設備であ

る自動減圧系盤と共通要因によって同時に機能を損なわれない

よう，中央制御室内で位置的分散を図る設計とする。 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を 

冷却するための設備【45 条】 

基準適合への対応状況 
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5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.7.1 概 要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

の系統概要図を第 5.7－1 図から第 5.7－4 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である高

圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が使用できる場合は重大事故等対

処設備として使用する。高圧炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心

冷却系」，原子炉隔離時冷却系については，「5.3 原子炉隔離時冷却系」に

記載する。 

5.7.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧代替注水系を設ける。ま

た，設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却

系が全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により起動できない，

かつ，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

 (1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合の
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重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を使用する。

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプである常設高圧代替注

水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，蒸気タービン駆動

ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を高圧炉心スプレ

イ系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁機能）

を使用する。 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が

可能な設計とし，中央制御室からの操作が可能な設計とする。 

また，高圧代替注水系は，常設代替交流電源装置，可搬型代替交流

電源設備,常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の機能

喪失により中央制御室からの操作ができない場合においても，現場で

の人力による弁の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うま

での期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。な

お，人力による措置は容易に行える設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁機能）を使用する。

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・高圧代替注水系タービン止め弁 

・逃がし安全弁（安全弁機能）（5.1.1.3.2 主蒸気系） 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束に必要となる
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水の供給設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，高圧代替注水系，高圧炉心スプレイ系，原子

炉隔離時冷却系の配管及び弁，スプレイノズル及び主蒸気系の配管，

弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により，高圧炉心ス

プレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用原子炉の冷却ができない場

合であって，中央制御室からの操作により高圧代替注水系が起動できな

い場合の重大事故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作に

より起動させて使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電源系統が機能

喪失した場合においても，現場で弁を人力操作することにより起動し，

蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を

原子炉圧力容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，
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人力による措置は容易に行える設計とする。 

なお，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備

として使用し，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系を重大

事故等対処設備として使用する。 

ｂ．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備，可

搬型代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替直流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，蒸気

タービン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁（安全弁機能）（5.1.1.3.2 主蒸気系） 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系を重
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大事故等対処設備として使用する。 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉を冷却する場

合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設備として，原子炉水位（広

帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域），原子炉水位

（ＳＡ燃料域），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注水系系統

流量及びサプレッション・プール水位を使用する。

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯

域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）は，原子炉水位を監視又は推定でき，

原子炉圧力，原子炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及びサプレッシ

ョン・プール水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の作

動状況を確認できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉水位（燃料域）（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域）（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域）（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉圧力（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・高圧代替注水系系統流量（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・サプレッション・プール水位（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用原子炉への高

圧注水により原子炉水位を維持できない場合を想定した重大事故等対処
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設備として，ほう酸水注入系を使用する。また，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な設備として，逃が

し安全弁（安全弁機能）を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，配

管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポンプにより，ほう

酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，重大事故等の進展を抑制でき

る設計とする。 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」に記載する。

原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ及び逃がし安全

弁（安全弁機能）は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等

時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本

方針」に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散

を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，

「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位

置的分散の設計方針は適用しない。 

原子炉圧力容器については，「3.5 原子炉圧力容器」に記載する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，「5.3 原子炉隔離時冷却系」に

記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「9.12 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯

域），原子炉水位（ＳＡ燃料域），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高

圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プール水位は，「6.4 計装設

備（重大事故等対処設備）」に記載する。 
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ほう酸水注入系については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」に記載する。

逃がし安全弁（安全弁機能）については，「5.1.1.3.2 主蒸気系」に記

載する。

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設

備，代替所内電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設

備」に記載する。 

高圧炉心スプレイ系ポンプについては，「5.2 非常用炉心冷却系」に示

す。 

5.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設高圧代替注水系ポンプをタービン駆動とすること

で，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する

設計とする。また，高圧代替注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替交流

電源設備，可搬型代替直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給

電及び現場において人力により，ポンプの起動に必要な弁を操作できること

で，非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流

電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有する設計

とする。

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心ス

プレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと異なる区画に設置す

ることで，高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプ
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と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人力による手

動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備からの給電による遠隔操作

に対して多様性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電源設備」に記載す

る。 

5.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

高圧代替注水系は，通常時は弁等により他の系統・機器と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，高圧代替注水系，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系は，相互に悪影響を及ぼすことの

ないように，同時に使用しない運用とする。 

高圧代替注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する設計とし，高圧代

替注水系ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で，重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

5.7.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 
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常設高圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時において，十分な

期間にわたって原子炉水位を維持し，炉心の著しい損傷を防止するために必

要なポンプ流量を有する設計とする。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流

量が，重大事故等の収束に必要な注水流量に対して十分であるため，設計基準

事故対処設備と同仕様で設計する。 

5.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

高圧代替注水系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。また，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を

起動できない場合において，高圧代替注水系の起動に必要となる弁の操作は，

想定される重大事故等時において，設置場所で人力により可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。中央制御室からの

操作により原子炉隔離時冷却系を起動できない場合において，原子炉隔離時

冷却系の起動に必要となる弁の操作は，想定される重大事故等時において，

防護具を装着することで，設置場所で人力により可能な設計とする。 

逃がし安全弁（安全弁機能）は，原子炉格納容器内に設置し，重大事故等

時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

5.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 



45 条－10 

高圧代替注水系は，想定される重大事故等時において，通常時の隔離され

た系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が可能な設計とする。常設

高圧代替注水系ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより弁を操作するこ

とで，起動が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室から操作

可能な設計とする。また，高圧代替注水系の操作に必要な弁は，中央制御室

から操作ができない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハン

ドルを設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用する設計とする。原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は，中央制御室か

ら操作ができない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハンド

ルを設け，現場での人力により確実に操作が可能な設計とする。 

5.7.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

の主要機器仕様を第 5.7－1 表に示す。 

5.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧代替注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏

えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，常

設高圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が

可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及

び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。ま
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た，原子炉隔離時冷却系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の

確認が可能な設計とする。  
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第 5.7－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様 

(1) 高圧代替注水系 

  ａ．常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台 数     1 

容 量     約 136.7m３／h 

全 揚 程     約 900m 

(2) ほう酸水注入系 

  ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。

(3) 主蒸気系 

   「5.1.1.3.2 主蒸気系」に記載する。 
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第 5.7－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（1） 

（高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却） 
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第 5.7－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（2） 

（原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却） 
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第 5.7－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（3） 

（高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却） 
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第 5.7－4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（4） 

（ほう酸水注入系による進展抑制）
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3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系 

3.2.2.1.1 設備概要 

3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 常設高圧代替注水系ポンプ 

(2) 高圧代替注水系タービン止め弁 

(3) サプレッション・チェンバ 
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(4) 逃がし安全弁 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散（設置許可基準規則

第43条第2項三） 

3.2.2.2 高圧代替注水系の現場操作の整備 

3.2.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.2.3.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.3.1.1 設備概要 

3.2.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

(2) サプレッション・チェンバ 

3.2.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.2.3.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.3.2.1 設備概要 
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3.2.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

(2) サプレッション・チェンバ 

3.2.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備【45条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備) 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が

喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第45条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

 (1) 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時

冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器(BWRの場合)又はタービン動補助給

水ポンプ(PWRの場合)(以下「RCIC等」という。)により発電用原子炉を

冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備を整備すること。 

  ａ）可搬型重大事故防止設備 

   ｉ）現場での可搬型重大事故防止設備(可搬型バッテリ又は窒素ボン

ベ等)を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等を整備すること。ただ

し、下記(1)b)i)の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

  ｂ）現場操作 

   ｉ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期
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間※の運転継続を行うために必要な設備を整備すること。 

   ※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

3.2.1 設置許可基準規則第45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧代替注水系を設ける。また，

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，高圧代

替注水系及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却（設置許可基準規則解釈の

第 1 項（１）） 

 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合の重

大事故等対処設備として，高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプ

である常設高圧代替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成

し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール

水を高圧炉心スプレイ系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水すること

で炉心を冷却できる設計とする。また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁

（安全弁機能）を使用する。 
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 高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な

設計とし，中央制御室からの操作が可能な設計とする。 

b．高圧代替注水系による原子炉注水（現場手動操作による高圧代替注水

系起動）（設置許可基準規則解釈の第 1 項（１）ｂ）） 

 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用原子炉の冷却

ができない場合であって，中央制御室からの操作により高圧代替注水系

が起動できない場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を現

場操作により起動させて使用する。 

 高圧代替注水系は，全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した

場合においても，現場で弁を人力操作することにより起動し，蒸気ター

ビン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧

力容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間に

わたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，人力によ

る措置は容易に行える設計とする。 

 また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁機能）を使用する。 

 (2) サポート系故障時に用いる設備 

a．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水（現場手動操作による原子炉隔

離時冷却系起動）（設置許可基準規則解釈の第 1 項（１）ｂ）） 

 全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により，高圧炉心ス

プレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用原子炉の冷却ができない場

合であって，中央制御室からの操作により高圧代替注水系が起動できな

い場合の重大事故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作に
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より起動させて使用する。 

 原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電源系統が機能

喪失した場合においても，現場で弁を人力操作することにより起動し，

蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を

原子炉圧力容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，

人力による措置は容易に行える設計とする。 

b．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

 全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備，可

搬型代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する。 

 原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替直流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，蒸気

タービン駆動ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉を冷却する場

合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設備として，原子炉水位（広

帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水

位（ＳＡ燃料域）は，原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原子

炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プール水位

は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の作動状況を確認でき
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る設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

 ・原子炉水位（広帯域） 

 ・原子炉水位（燃料域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

 ・原子炉圧力 

 ・原子炉圧力（ＳＡ） 

 ・高圧代替注水系系統流量 

 ・サプレッション・プール水位 

なお，計装設備については，「3.15 電源設備(設置許可基準規則第 58

条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制

    高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用原子炉への高

圧注水により原子炉水位を維持できない場合を想定した重大事故等対処

設備として，ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水

を原子炉圧力容器へ注入することで，重大事故等の進展を抑制できる設

計とする。 

 (45－4－3) 

その他，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事故等時にお

いて健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設備として使用する。 

(5) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で給水が停止し
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た場合等に，発電用原子炉からの蒸気の一部を用いてタービン駆動ポン

プを作動させ，発電用原子炉に注水し水位を維持する設計とする。 

原子炉隔離時冷却系の水源としては，通常はサプレッション・チェン

バを使用するが，自主対策設備である復水貯蔵タンクの水も利用するこ

とが可能な設計とする。原子炉隔離時冷却系は，中央制御室でのスイッ

チ操作による起動又は原子炉水位異常低下（レベル２）信号によって自

動起動する設計とする。 

(6)  高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，冷却材喪失事故時に，低圧炉心スプレイ系，

低圧注水系及び自動減圧系と連携して炉心を冷却する機能を有する設計

とする。 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）信号又はド

ライウェル圧力高信号で作動を開始し，サプレッション・チェンバのプ

ール水又は自主対策設備である復水貯蔵タンクの水を，炉心上部に取付

けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプレイする

ことによって炉心を冷却する設計とする。また，原子炉水位高信号でス

プレイを自動的に停止する設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な設

備として，原子炉冷却系の過圧防止機能である逃がし安全弁（安全弁機

能）を設ける。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に，発電用原子炉を冷却するために必要な監視及び制御の手順等
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として以下の「高圧代替注水系による原子炉注水」及び「全交流動力電源

喪失及び所内常設直流電源系統喪失時の原子炉注水」手順については，

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準へ

の適合状況について」の「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で示す。 

① 高圧代替注水系による原子炉注水

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2 フロントライン系故障時の

対応手順 (1)高圧代替注水系による原子炉注水 a.中央制御室からの高

圧代替注水系起動 

② 全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源系統喪失時の原子炉注水

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.3 サポート系故障時の対応手

順 (1) 全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源系統喪失時の原子炉

注水 a.中央制御室からの高圧代替注水系起動及び b.現場手動操作によ

る高圧代替注水系起動 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として以下を整備

する。 

(7)  復旧手段の整備 

全交流動力電源の喪失により所内常設直流電源設備のうち直流 125V 充

電器が機能喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動及び運転継続に必要な直流

電源を所内常設直流電源設備の蓄電池により給電している場合は，所内常

設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備として使用

する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可

搬型代替低圧電源車により所内常設直流電源設備のうち直流 125V 充電器

に給電又は可搬型代替直流電源設備により給電し，原子炉隔離時冷却系の
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起動及び運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉注水を実施する手段

を整備する。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，手順については，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準への適合状況について」の「1.2 原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で

示す。 

① 全交流動力電源喪失時における原子炉隔離時冷却系の復旧

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2サポート系故障時の対応手順  

(2)復旧 a.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 b. 代

替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に，重大事故等の進展抑制をす

るための自主対策設備として以下を整備する。 

(8) 純水系（ほう酸水注入系による原子炉注水を継続させる場合） 

純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給する設計とする。ほう酸水

貯蔵タンクへの補給に使用する純水系は，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維

持を担保できないが，使用可能であれば，ほう酸水貯蔵タンクに純水を補

給することができ，ほう酸水注入系による発電用原子炉への注水を継続す

ることが可能となることから，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時におけ

る重大事故等の進展を抑制する手段として有効である。 

(9) 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 
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原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水系による発

電用原子炉への注水機能が喪失した場合，重大事故等の進展抑制のため，

冷却水として原子炉補機冷却系を確保し，自主対策設備である復水貯蔵タ

ンクを水源として制御棒駆動水系ポンプによる発電用原子炉への注水を実

施する。 

制御棒駆動水系ポンプにより発電用原子炉を冷却するには十分な注水量

を確保できない。また，制御棒駆動水ポンプ等は，耐震Ｓクラスではなく

ＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能であれば，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時における重大事故等の進展抑制のための手段として有効であ

る。 
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3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系 

3.2.2.1.1 設備概要 

  高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，こ

の機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止するため発電用原子炉を冷却する

こと及び原子炉水位を維持することを目的として設置するものである。 

  高圧代替注水系は，ポンプ1台（蒸気タービン駆動），電源設備（常設代

替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備），水源であるサプレッショ

ン・チェンバ，注水流路である高圧炉心スプレイ系配管・弁，高圧代替注水

系配管・弁及び原子炉隔離時冷却系配管・弁，蒸気流路である原子炉隔離時

冷却系配管・弁，主蒸気系配管・弁及び高圧代替注水系配管・弁，注水先で

ある原子炉圧力容器等から構成される。また，原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁

（安全弁機能）を使用する。 

  高圧代替注水系の系統概要図を第3.2－1図に重大事故等対処設備一覧を第

3.2－1表に示す。 

  高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源系統が喪失

した場合でも，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬

型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車，常設代替直流電源設備で

ある緊急用125V系蓄電池から給電し，中央制御室からのスイッチ操作によっ

て，サプレッション・チェンバを水源として，原子炉隔離時冷却系を介して

発電用原子炉へ注水可能な設計とする。中央制御室から高圧代替注水系を起

動できない場合でも，現場での高圧代替注水系タービン止め弁の人力による

操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力
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バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたって高圧注水系

の運転を継続できる設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンへの蒸気供給ラインは，原子炉隔

離時冷却系の蒸気供給ラインから分岐し，高圧代替注水系タービン止め弁の

開操作により，常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンに蒸気を導く設計と

する。 

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンの排気は，原子炉隔離時冷却系タ

ービン排気ラインに合流し，サプレッション・チェンバへ放出する設計とす

る。 

  常設高圧代替注水系ポンプの吸込ラインは，サプレッション・チェンバを

水源とする高圧炉心スプレイ系から分岐してポンプに供給する設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプの吐出ラインは，原子炉隔離時冷却系の原子炉

への注水配管に接続する設計とし，吐出ラインには，サプレション・チェン

バに戻るテストラインを設ける設計とする。 

  高圧代替注水系は，中央制御室又は現場で高圧代替注水系タービン止め弁，

高圧代替注水系注入弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁の開操作をする

ことで運転を行う設計とする。 
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弁名称 

① 高圧代替注水系注入弁 

② 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

③ 原子炉隔離時冷却系ポンプ出口弁 

④ 高圧代替注水系タービン止め弁 

⑤ 原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁 

第 3.2－1 図 高圧代替注水系系統概要図 

ドライウェル

NO

AO

M
O

M
O

原子炉隔離時
冷却系ポンプ

タービン

タービン

常設高圧代替
注水系ポンプ

M
O

AO

原
子
炉
圧
力
容
器

NO

MO

MO

MO

M
O

MO

MO

M
OMO

復水貯蔵
タンク

サプレッション・
チェンバへ

M
O

M
O

サプレッション・チェンバ

高圧炉心
スプレイ系ポンプ

M
O

MO

復水貯蔵
タンクへ

MO

MO

H
O

MO

M
O

MO NO

主タービンへ
主蒸気系

高圧代替注水系
タービン止め弁

注水ライン

蒸気（排気含む）ライン

逃がし安全弁（安全弁機能）

① 

③ 

② 

⑤ 

④ 

＊：Hydraulic Operated の略。 
油圧作動弁をさす。 
当該弁の詳細は補足説明資料 45-8 に示す。

＊ 
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第 3.2－1 表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧(1/2) 

設備区分 設備名 

主要設備 

常設高圧代替注水系ポンプ【常設】 

高圧代替注水系タービン止め弁【常設】 

逃がし安全弁（安全弁機能）【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源＊１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

蒸気系 

 高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁【常設】 

 主蒸気系配管・弁【常設】 

 原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁【常設】 

注水系 

 高圧代替注水系（注水系）配管・弁【常設】 

 高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ【常設】 

 原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・スプレイノズル

【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備＊２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】  

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

 緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

 可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 
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第3.2－1表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧(2/2) 

設備区分 設備名 

関連設備 計装設備＊３

高圧代替注水系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 【常設】 

＊1: 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊2: 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

＊3：計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。  
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3.2.2.1.2 主要設備の仕様

主要機器仕様を以下に示す。 

  (1) 常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型 式    ターボ形 

台 数    1 

容 量    約 136.7m３／h 

全 揚 程    約 900m 

最高使用圧力    10.7MPa［gage］ 

   最高使用温度    120℃ 

   取 付 箇 所   原子炉建屋原子炉棟地下2階 

  (2) 高圧代替注水系タービン止め弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     8.62MPa[gage] 

最高使用温度     302℃ 

材    料     炭素鋼 

  (3) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 
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・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

容    量     約 3,400m３  

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼 

取 付 箇 所     格納容器内 

  (4) 逃がし安全弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型    式     バネ式（アクチュエータ付） 

個    数     18 
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（安全弁機能） 

吹出圧力 

MPa［gage］ 
弁個数 

容量／個 t／h 

（吹出し圧力×1.03において） 

7.79 2 385.2 

8.10 4 400.5 

8.17 4 403.9 

8.24 4 407.2 

8.31 4 410.6 

（逃がし弁機能） 

吹出圧力 

MPa［gage］ 
弁個数 

容量／個 t／h 

（吹出し圧力において） 

7.37 2 354.6 

7.44 4 357.8 

7.51 4 361.1 

7.58 4 364.3 

7.65 4 367.6 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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    高圧代替注水系の常設高圧代替注水系ポンプ及び高圧代替注水系ター

ビン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原

子炉棟内の環境条件を考慮し，第3.2－2表に示す設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプ，高圧代替注水系タービン止め弁は，中央

制御室から操作が可能な設計とする。 

高圧代替注水系タービン止め弁は，放射線量が高くなるおそれのない

場所を選定し設置するとともに，駆動部に手動操作ハンドルを設けるこ

とで，中央制御室からの操作により高圧代替注水系が起動できない場合

に，設置場所において人力により容易に操作が可能な設計とする。

逃がし安全弁（安全弁機能）は，原子炉格納容器内に設置し，重大事

故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

(45－3－2～5，8) 
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第3.2－2表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せ考慮した上で機器が損傷しない設計

とする（詳細は，「2.1.3耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    高圧代替注水系の運転のため操作が必要な機器を第3.2－3表に示す。 

    高圧代替注水系を運転する場合は，高圧代替注水系注入弁及び原子炉
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隔離時冷却系原子炉注入弁を開にする。その後，高圧代替注水系タービ

ン止め弁を開とし，常設高圧代替注水系ポンプを起動し，高圧代替注水

系による原子炉注水を行う。なお，ＲＣＩＣタービン止め弁が開状態か

ら動作不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧代替注水系

側へ十分な蒸気供給ができない状況への対応についても，原子炉隔離時

冷却系ＳＡ蒸気止め弁を閉操作することで，高圧代替注水系側へ蒸気供

給を行うことが可能な設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系タービン止め弁を開操

作することで起動し，ポンプ自体の起動操作が不要な設計とする。 

    高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁，原子炉

隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水系タービン止め弁の操作は，

いずれも中央制御室のスイッチにより操作が可能な設計とする。 

    中央制御室に設置する操作盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の

操作・監視性・識別性を考慮しており，また，十分な操作空間を確保す

ることで確実に操作できる設計とする。 

    電源喪失により中央制御室からの電動弁の遠隔操作ができない場合で

あっても，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，

高圧代替注水系タービン止め弁を現場で人力により確実に操作が可能と

することで高圧代替注水系の運転ができる設計とする。 

    弁の現場操作を可能とするため，操作弁駆動部に手動ハンドルを設け，

想定される重大事故等が発生した場合の設置場所である原子炉建屋原子

炉棟内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，設置場所に十分な操作

空間を確保し，確実に操作が可能な設計とする。 

(45－4－2) 
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第3.2－3表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧代替注水系注入弁 全閉→全開 
中央制御室 スイッチ 

原子炉建屋原子炉棟地下2階 手動操作 

原子炉隔離時冷却系原

子炉注入弁 
全閉→全開 

中央制御室 スイッチ 

原子炉建屋原子炉棟4階 手動操作 

高圧代替注水系タービ

ン止め弁 
全閉→全開 

中央制御室 スイッチ 

原子炉建屋原子炉棟地下1階 手動操作 

原子炉隔離時冷却系Ｓ

Ａ蒸気止め弁＊
全開→全閉 

中央制御室 スイッチ 

原子炉建屋原子炉棟2階 手動操作 

＊原子炉隔離時冷却系を運転中にＲＣＩＣ蒸気供給弁が開状態から作動不能となった場

合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作を行う。 

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    高圧代替注水系は，第3.2－4表に示すように，発電用原子炉の運転中

に機能・性能検査及び弁動作確認を，また，原子炉停止中に機能・性能

検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉停止中に，分解検査としてケー
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シングカバー及びタービンカバーを取り外し，ポンプ及びタービンの部

品（主軸，軸受，羽根車及びタービン等）の点検が可能な設計とする。

弁については，弁体等の部品の状態を確認する分解検査が可能な設計と

する。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼす

指示模様の有無を確認する。また，目視により，性能に影響を及ぼすお

それのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，常設高圧代替注水系ポンプは，吐出配管にテストラインを設置

し，原子炉運転中又は原子炉停止中に，サプレッション・チェンバを水

源とした循環運転を行うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加

え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。

弁については，原子炉運転中又は原子炉停止中に弁動作確認を実施する

ことで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁

については，機能・性能検査等に合わせて外観及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

(45－5－2，3) 
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第3.2－4表 高圧代替注水系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能確認，ポンプ及び系統配管・弁の漏

えいの確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止 中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能確認，ポンプ及び系統配管・弁の漏

えいの確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について，浸透探傷

試験及び目視により確認 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    高圧代替注水系は，本来の用途として使用する。 

    （45－4－2） 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    高圧代替注水系は，第3.2－5表に示すとおり，通常待機時は，高圧代

替注水系タービン止め弁を閉とすることで，原子炉隔離時冷却系の蒸気

ラインから隔離するとともに，高圧代替注水系注入弁を閉とすることで，

原子炉隔離時冷却系の注水ラインから隔離する設計としており，重大事

故等時に高圧代替注水系を用いる場合は，弁操作によって，通常待機時

の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，高圧代替注水系は，高

圧炉心スプレイ系に対し独立した注水ラインを有する設計とすることで，

相互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

    高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に，高圧代替注水系タ

ービン止め弁が自動開することによる原子炉隔離時冷却系機能への悪影

響を防止するため，高圧代替注水系タービン止め弁に自動開インターロ

ックを設けない設計とし， 高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系は，

相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時に使用しない運用とする。 

    また，常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンは，単段式であり，タ

ービン翼は，鍛造品の削り出し加工により製造するものを適用すること

で，破損により飛散することがない設計とする。 

(45－4－2，45－7－2～9) 
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第3.2－5表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉隔離時冷却系 高圧代替注水系注入弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

原子炉隔離時冷却系 高圧代替注水系タービン止め弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    高圧代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設置場所，操作場所を

第3.2－6表に示す。高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸

気止め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水系タービ

ン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置されるが，中央制御室からの

遠隔操作を可能とすることにより，操作位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ない設計とする。 

    また，仮に電源が喪失し，中央制御室からの遠隔操作ができない場合

は，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁，原子

炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を原子
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炉建屋原子炉棟内の現場で人力により手動操作を行うことから，操作場

所の放射線量が高くならないよう考慮した場所に設置する設計とする。

第3.2－6表に設置場所と操作方法を，第3.2－4図に系統上の現場操作弁

の配置を示す。 

(45－3－4～5，45－4－2) 

第3.2－6表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧代替注水系注入弁 原子炉建屋原子炉棟地下2階 

中央制御室 

原子炉建屋原子炉棟地下2階 

原子炉隔離時冷却系原

子炉注入弁 
原子炉建屋原子炉棟4階 

中央制御室 

原子炉建屋原子炉棟4階 

高圧代替注水系タービ

ン止め弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 

中央制御室 

原子炉建屋原子炉棟地下1階 

原子炉隔離時冷却系Ｓ

Ａ蒸気止め弁＊
原子炉建屋原子炉棟2階 

中央制御室 

原子炉建屋原子炉棟2階 

＊原子炉隔離時冷却系を運転中にＲＣＩＣ蒸気供給弁が開状態から作動不能となった場

合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作を行う。 
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第3.2－4図 高圧代替注水系の現場操作弁の配置 
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3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する機能が喪失した場合においても，炉

心の著しい損傷を防止するため，十分な期間，原子炉水位を維持できる

容量を有する設計とする。常設高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉

停止15分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必要な流

量136.7m３／hとし，ポンプ容量として約136.7m３／hの容量で設計する。 

    また，原子炉に注水する場合の常設高圧代替注水系ポンプの揚程は， 

136.7m３／hで注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注

水先（格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を

考慮した要求値が894mであることから，約900mの揚程を確保可能な設計

とする。 

(45－6－2～4) 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する
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東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    高圧代替注水系の各機器については，一部の敷地を共有する東海発電

所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3)設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 
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  高圧代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に対し，第3.2－7表に示す

とおり多様性を有し位置的分散を図る設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟に設置するが，設

計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系ポンプ又は高圧炉心スプ

レイ系ポンプとは異なる区画に設置することで，位置的分散を図る設計

とする。 

  水源としては，サプレッション・チェンバのプール水を使用し，原子

炉隔離時冷却系と吸い込み口を分離配置することで位置的分散を図る設

計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を自己冷却と

することで原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプの

冷却水（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ）と

同時に機能喪失しない多様性を有する設計とする。 

  駆動源については，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の駆

動源（電動機）と異なるタービン駆動とすることで，多様性を有する設

計とする。 

  流路については，サプレッション・チェンバから原子炉圧力容器へ注

水する原子炉隔離時冷却系配管との合流部まで，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプを使用する系統に対して独立した設計とする。また，サプレッショ

ン・チェンバから原子炉圧力容器へ注水する高圧炉心スプレイ系配管は，

高圧代替注水系と異なった流路とし，高圧炉心スプレイ系ポンプを使用

する系統に対して独立した設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプのタービンを駆動させるための蒸気を供給

する電動弁については，原子炉隔離時冷却系ポンプと共通要因によって
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同時に機能を損なわないよう常設代替高圧電源装置，可搬型代替低

圧電源車又は緊急用125V系蓄電池により給電できる多様性を有する設

計とする。また，高圧代替注水系注入弁及び高圧代替注水系タービン止

め弁は手動操作用ハンドルを設けており，仮に，電源設備が全て喪失し，

中央制御室からの遠隔操作ができない場合であっても，現場で容易に人

力により手動操作することでポンプの起動が可能な設計とし，原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に対し多様性を有する設計とする。 

  電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設備」

に示す。 

  高圧代替注水系は，第3.2－8表 で示すとおり，地震，津波，火災及

び溢水による共通要因故障を防止するために，独立性を確保する設計と

する。 

 逃がし安全弁（安全弁機能）は，想定される重大事故等時に重大事故

等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基

本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計

を行う。 

 逃がし安全弁（安全弁機能）の多様性及び位置的分散を除く設置許可

基準規則第43条への適合方針については，「3.3 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備 3.3.2.1.3 設置許可基準規則第43条への

適合方針」のうち，逃がし安全弁に係る記載と同じであるが，逃がし安

全弁（安全弁機能）は，手動操作等はないことから「(2) 操作性（設置

許可基準規則第43条第1項二）」「(4) 切替えの容易性（設置許可基準

規則第43条第1項四）」は適用しない。 

 容量については，「3.3.2.1.2 主要設備の仕様」に記載のとおりであ

る。
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第3.2－7表 設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 高圧代替注水系 

ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ポン

プ 
原子炉隔離時冷却系ポンプ

常設高圧代替注水系 

ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階（別区画） 

水源 
サプレッション 

・チェンバ 

サプレッション 

・チェンバ 

サプレッション 

・チェンバ 

（原子炉隔離時冷却系と

吸込口分離配置） 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 内包油（内包油） 不要（水潤滑） 

冷却水 
高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機用海水系 
自己冷却 自己冷却 

電源 
高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 
所内常設直流電源 

常設代替直流電源設備 

又は手動操作 
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第 3.2－8 表 設計基準事故対処設備との独立性

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 高圧代替注水系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却

系は，耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の高圧代替注水系

は，基準地震動ＳＳで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓ

Ｓが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却

系並びに重大事故防止設備の高圧代替注水系は，防潮堤及び浸水防止

設備の設置により，津波が共通要因となって故障することのない設計

とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却

系と，重大事故防止設備の高圧代替注水系は，火災が共通要因となり

故障することのない設計とする（「共－7 重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却

系と，重大事故防止設備の高圧代替注水系は，溢水が共通要因となり

故障することのない設計とする（「共－8 重大事故等対処設備の内部

溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.2.2.2 高圧代替注水系の現場操作の整備 

   全交流電源喪失及び常設直流電源系統喪失を想定し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合に，現場での人力による弁の操作で系統の起動及

び十分な期間の運転継続に必要な設備を整備する 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準への適合状況について」の「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」の

以下の項目で示す。 

a.全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源喪失時の原子炉注水 

 1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.1フロントライン系故障時の対

応手順 (1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 b.現場手動

操作による高圧代替注水系起動 
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3.2.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.2.3.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.3.1.1 設備概要 

 原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で給水が停止した場合

等に，原子炉蒸気の一部を用いてタービン駆動ポンプを作動させ，サプレッシ

ョン・チェンバ又は自主対策設備である復水貯蔵タンクの水を発電用原子炉に

注水し水位を維持する。 

 原子炉隔離時冷却系は，タービン駆動ポンプ1台，蒸気駆動タービン1台，配

管・弁等からなり，ドライウェル内側の隔離弁の上流から抽出した蒸気によっ

てタービンを駆動することで，外部電源を必要としない設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，中央制御室からのスイッチ操作又は原子炉水位異常

低下信号によって起動する。 

原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができない場

合においても，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場で人力

により確実に操作が可能な設計とする。 

 本系統の系統概要図を第3.2－5図に，重大事故等対処設備一覧を第3.2－9表

に示す。 

 原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事

故等時において健全であれば，重大事故等対処設備として使用する。 
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第3.2－5図 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

＊：Hydraulic Operated の略。 
油圧作動弁をさす。 
当該弁の詳細は補足説明資料 45-8 に示す。
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第3.2－9表 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
原子炉隔離時冷却系ポンプ【常設】 
逃がし安全弁（安全弁機能）【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源＊１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

蒸気系 
 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 
 主蒸気系 配管・弁【常設】 
注水系 
 原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 
【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備＊２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 
 常設代替高圧電源装置【常設】 
可搬型代替交流電源設備 
 可搬型代替低圧電源車【可搬】 
常設代替直流電源設備 
 緊急用125V系蓄電池【常設】 
所内常設直流電源設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 
燃料給油設備 
 軽油貯蔵タンク【常設】 
 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬】 

計装設備＊３

原子炉隔離時冷却系系統流量【常設】 
原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 
原子炉圧力【常設】 
原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 
サプレッション・プール水位【常設】 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

＊1: 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊2: 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

＊3：計装制御設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.2.3.1.2 主要設備の仕様

 主要設備の仕様を以下に示す。 

（1）原子炉隔離時冷却系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     横置多段うず巻き形 

台    数     1 

容    量     約 142m３／h 

全 揚 程     約 869m～約 186m 

最高使用圧力     10.35MPa［gage］ 

最高使用温度     77℃ 

材    料     炭素鋼 

(2) サプレッション・チェンバ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 
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容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa［gage］ 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼
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3.2.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備とし

て使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様

性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪

影響を及ぼさない設計である。 

 重大事故等対処設備としての原子炉隔離時冷却系ポンプの多様性及び位置的

分散については，非常用ディーゼル発電機及び常設直流電源が使用可能な場合

において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同様に第3.2－10表に

示す設計である。 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の原子炉施設において共用しない設計である。

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等について」

に示す。 
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第3.2-10表 重大事故対処設備の多様性及び位置的分散 

項目 

重大事故対処設備 

高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ポンプ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階（別区画） 

水源 サプレッション・チェンバ サプレッション・チェンバ 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

用海水系 
自己冷却 

電源 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 所内常設直流電源 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉心冷却機

能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収

束に必要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋原子炉棟内に設置される

設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建

屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，第3.2－11表に示す設計である。 
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第3.2－11表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せ考慮した上で機器が損傷しない設

計とする（詳細は，「2.1.3 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

  また，原子炉隔離時冷却系は中央制御室にて操作可能な設計である。原子

炉隔離時冷却系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操

作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。 

  基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，原子炉隔

離時冷却系については，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な

設計である。原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停
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止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.2.3.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.3.2.1 設備概要 

 高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。非常用炉心冷却系

は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な損傷を防止し，ジルコニウム－水

反応を抑え，崩壊熱を長期にわたり除去する機能を持ち，低圧注水系，低圧ス

プレイ系，高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

 高圧炉心スプレイ系の構成は，電動機駆動ポンプ1台，スパージャ，配管，

弁等からなり，専用の母線及びディーゼル発電機により作動する。 

 高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）信号又はドライウ

ェル圧力高信号により自動起動する。水源としては，サプレッション・チェン

バのプール水を使用するが，自主対策設備である復水貯蔵タンクの水も使用可

能な系統となっている。 

 高圧炉心スプレイ系の系統概要図を第3.2－6図に，重大事故等対処設備一覧

を第3.2－12表に示す。 

 高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事

故等時においてその機能を考慮するため，重大事故等対処設備と位置付ける。 
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第3.2－6図 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 

＊：Hydraulic Operated の略。 
油圧作動弁をさす。 
当該弁の詳細は補足説明資料 45-8 に示す。
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第3.2－12表 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
高圧炉心スプレイ系ポンプ【常設】 

逃がし安全弁（安全弁機能）【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源＊１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備＊２

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備＊３

高圧炉心スプレイ系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

＊1: 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊2: 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

＊3：計装制御設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.2.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

（1）高圧炉心スプレイ系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却系 

型 式     多段たて形式 

台 数     1 

容 量     約 1,440t／h 

全 揚 程     約 257m 

最高使用圧力     10.69MPa［gage］ 

最高使用温度     100℃ 

材 料     鋳鋼

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 
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容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材 料     炭素鋼
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3.2.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備とし

て使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様

性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準対象施設として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさ

ない設計である。 

重大事故等対処設備としての高圧炉心スプレイ系ポンプの多様性及び位置的

分散については，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び常設直流電源が使

用可能な場合において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同様に第

3.2－10表に示す設計である。 

 高圧炉心スプレイ系は，二以上の原子炉施設において共用しない。 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を兼用

しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等時の収束に必

要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であ

ることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉

棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第

3.2－13表に示す設計である。 
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第3.2－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せ考慮した上で機器が損傷しない設

計とする（詳細は，「2.1.3 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 また，高圧炉心スプレイ系は，中央制御室にて操作可能な設計である。高圧

炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作す

ることから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 高圧炉心スプレイ系には，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，高圧炉心スプレイ系

は，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。高圧炉心

スプレイ系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機

能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観
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検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 



3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46 条】 

基準適合への対応状況 
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5.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

5.8.1 概要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概略図を第 5.8

－1 図から第 5.8－4 図に示す。 

5.8.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するための設備として逃がし安全弁を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉減圧の自動化 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，逃がし安全弁を過渡時自動減圧機能により作動させ使用する。 

逃がし安全弁は，過渡時自動減圧機能からの信号により，自動減圧機

能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに供

給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッション・チェンバの

プール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧できる設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心ス

プレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系から大

量の冷水が注水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起
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動阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減

圧を阻止する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

・過渡時自動減圧機能（6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ（6.7 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備として使用する。 

ｂ．手動による原子炉減圧 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，逃がし安全弁を手動により作動させて使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，自動減圧機

能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに供

給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッション・チェンバの

プール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

・所内常設直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 
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・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，主蒸気配管及びクエンチャを重大事故等対処設

備として使用する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．常設直流電源系統喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし安

全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，可搬型代替直流電

源設備及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用する。 

(a) 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，可搬型代替直

流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，逃がし安全弁の作動に必要な常設直流

電源系統が喪失した場合においても，緊急用電源切替盤を切り替える

ことにより，逃がし安全弁（7 個）の作動に必要な電源を供給できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・緊急用電源切替盤（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

(b) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，逃がし安全弁

用可搬型蓄電池を使用する。 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁の作動に必要な常設

直流電源系統が喪失した場合においても，逃がし安全弁の作動回路に

接続することにより，逃がし安全弁（2 個）を一定期間にわたり連続

して開状態を保持できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

ｂ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし安

全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用窒素供給系

及び非常用逃がし安全弁駆動系を使用する。 

(a) 非常用窒素供給系による窒素確保 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用窒素供

給系を使用する。 

非常用窒素供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能用

アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失

した場合において，逃がし安全弁の作動に必要な窒素を供給できる設

計とする。 

なお，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合は，

現場で非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの取替えが可能な設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ（6.8 原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設備） 

本系統の流路として，非常用窒素供給系の配管及び弁並びに自動減
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圧機能用アキュムレータを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対

処設備として使用する。 

(b) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし

安全弁機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用逃がし安

全弁駆動系を使用する。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし

弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの充填圧

力が喪失した場合において，逃がし安全弁のアクチュエータに直接窒

素を供給することで，逃がし安全弁（4 個）を一定期間にわたり連続

して開状態を保持できる設計とする。 

なお，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力が低下した

場合は，現場で非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの取替えが

可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ（6.8 原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，非常用逃がし安全弁駆動系の配管及び弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対
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処設備として使用する。 

ｃ．全交流動力電源喪失及び常設直流電源喪失における逃がし安全弁の復

旧 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重大事故等対処

設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

逃がし安全弁は，可搬型代替直流電源設備により作動に必要な直流

電源が供給されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

(b) 代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重大事故等対処

設備として，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備を使

用する。 

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備により所内常設直流電源設備を受電し，作動に必要な直流電源が供

給されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 
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・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 (3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，炉心損傷時

に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において，高圧溶融

物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，逃がし安全弁を使用する。 

本系統は，「(1)ｂ．手動による原子炉減圧」と同じである。 

(4) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁並びに高圧炉心スプレイ系注入弁，原子炉隔離時冷却系原子

炉注入弁，低圧炉心スプレイ系注入弁，残留熱除去系Ａ系注入弁，残留熱

除去系Ｂ系注入弁及び残留熱除去系Ｃ系注入弁（以下「インターフェイス

システムＬＯＣＡ隔離弁」という。）を使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって作動させ，原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏えいを抑制で

きる設計とする。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，現場で弁を操作すること

により原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

本系統の流路として，主蒸気配管及びクエンチャを重大事故等対処設備

として使用する。 

なお，設計基準事故対処設備であるインターフェイスシステムＬＯＣＡ

隔離弁を重大事故等対処設備として使用する。 
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高圧炉心スプレイ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁については，「5.3 原子炉隔離時冷却系」

に記載する。 

低圧炉心スプレイ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

残留熱除去系Ａ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

残留熱除去系Ｂ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

残留熱除去系Ｃ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

過渡時自動減圧機能，自動減圧系の起動阻止スイッチ，非常用窒素供給系

高圧窒素ボンベ及び非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベについては，

「6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備」に記載する。 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に記載する。 

所内常設直流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設備，

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び緊急用電源切替盤につ

いては，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

5.8.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設

備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備であるが，想定され
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る重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散し

て設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧として使用

する 4 個を，異なる主蒸気管に分散して設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧として使用

する 4 個を，電磁弁の排気側から直接窒素を供給して作動させることで，電

磁弁を用いた逃がし安全弁の作動に対し，多様性を有する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は過渡時自動減圧機能から

の信号により作動することで，自動減圧機能による作動に対して多様性を有

する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設直流電源設備，常設代替

直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池か

らの給電により作動することで，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設

備からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。過渡時自動減

圧機能の多様性，位置的分散については「6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧させるための設備」に記載し，所内常設直流電源設備，常設代替直流

電源設備及び可搬型代替直流電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 

代替電源設備」に記載する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，125V 系蓄電池Ａ系及び 125V 系蓄電池Ｂ系に対して異なる種類の蓄

電池を用いることで多様性を有する設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋付属棟内の 125V 系蓄電池Ａ

系及び 125V 系蓄電池Ｂ系と異なる区画の中央制御室に保管することで，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

5.8.2.2 悪影響防止 
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基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系を通常時の系統構成から，弁

の操作によって重大事故等対処設備としての系統構成が可能な設計とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常時は逃がし安全弁用可搬型蓄電池を

接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，治具による固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.8.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の逃がし安全弁と兼用しており，

設計基準事故対処設備としての弁吹出量が，想定される重大事故等時におい

て，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な弁吹出量に対して

十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備の逃がし安全弁

の自動減圧機能用アキュムレータと兼用しており，設計基準事故対処設備と

しての自動減圧機能用アキュムレータの容量が，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動

作に必要な供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備
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と同仕様で設計する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時において，逃が

し安全弁 2 個を一定期間にわたり連続して開状態を保持できる容量を有する

ものを 2 個使用する。保有数は 2 個に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 個の合計 3 個を保管する。 

5.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作動するように，原子

炉格納容器内に設置し，制御用空気が喪失した場合に使用する非常用窒素供

給系の高圧窒素ボンベの容量の設定も含めて，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時において中央制御室で可

能な設計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，逃がし安全弁近傍

の格納容器温度を低下させることが可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系で使用する逃がし安全弁は，想定される重大事

故等時に確実に作動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が

喪失した場合に使用する非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベの容量

の設定も含めて，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容器内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋付属棟内に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 



46 条－12 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の常設設備との接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

5.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続操作により速やかに切り替えられる設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，人力による運搬が可能な設計とし，屋内

のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所

にて固縛による固定等が可能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，ボルト・ネジ接続とし，一般的に

用いられる工具を用いて確実に接続することができる設計とする。 

5.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様を第

5.8－1 表に示す。 

5.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，発電用原子炉の停止
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中に機能・性能検査及び漏えいの有無の確認並びに外観の確認が可能な設計

とする。また，逃がし安全弁は，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計

とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機

能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 5.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器 

仕様 

(1) 逃がし安全弁 

「5.1.1.3.2 主蒸気系」に記載する。 

(2) 自動減圧機能用アキュムレータ 

個 数     7 

容 量     約 0.25m３／個 

(3) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

  型  式       リチウムイオン電池 

個  数       2（予備 1） 

容  量       約 780Wh／個 

電  圧       125V 

使用箇所       原子炉建屋付属棟 3 階 

保管場所       原子炉建屋付属棟 3 階 
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第 5.8－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概略図 

（原子炉減圧の自動化，手動による原子炉減圧，代替直流電源設備による復旧，代替交流電源設備による復旧） 

原子炉建屋原子炉棟

窒素供給系

屋 外

MO

MO MO

MO

AO MO

MO

MO MO

MO

MO

MOAO

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

アキュムレータ
（逃がし弁機能用）

アキュムレータ
（自動減圧機能用）

逃がし安全弁(自動減圧機能なし）
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
7個

逃がし安全弁(自動減圧機能)
4個

原子炉格納容器

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能)
3個

P

P

原子炉建屋
廃棄物処理棟

クエンチャ

［非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系］

［非常用窒素供給系Ａ系］

［非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系］

［非常用窒素供給系Ｂ系］

非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ａ系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備



4
6
条
－
1
6
 

第 5.8－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概略図 

（非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧） 

原子炉建屋原子炉棟

［非常用窒素供給系Ｂ系］

窒素供給系

屋 外

MO

MO MO

MO

AO MO

MO

MO MO

MO

MO

MOAO

［非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系］

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

アキュムレータ
（逃がし弁機能用）

アキュムレータ
（自動減圧機能用）

逃がし安全弁(自動減圧機能なし）
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
7個

逃がし安全弁(自動減圧機能)
4個

原子炉格納容器

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能)
3個

P

P

［非常用窒素供給系Ａ系］

原子炉建屋
廃棄物処理棟

クエンチャ

［非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系］

非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ａ系
高圧窒素ボンベ

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備

非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備
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第 5.8－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概略図 

（可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復） 
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第 5.8－4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概略図 

（逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復） 
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6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

6.8.1 概  要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概要図を第 6.8

－1 図から第 6.8－3 図に示す。 

6.8.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するための設備として，逃がし安全弁を作動させる過渡時自動減圧機能，

非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系を設ける。 

逃がし安全弁については，「5.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備」に記載する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉減圧の自動化 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，過渡時自

動減圧機能を使用する。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱

除去系ポンプ運転（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の

場合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動させることにより，逃がし安全弁

を強制的に開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることがで

きる設計とする。18 個の逃がし安全弁うち，2 個がこの機能を有してい
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る。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心ス

プレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系から大

量の冷水が注水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起

動阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減

圧を阻止する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・過渡時自動減圧機能 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び逃がし

安全弁を重大事故等対処設備として使用する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

(a) 非常用窒素供給系による窒素確保 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用窒素供

給系を使用する。 

非常用窒素供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能用

アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失

した場合において，逃がし安全弁の作動に必要な窒素を供給できる設

計とする。 

なお，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合は，

現場で非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの取替えが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 
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本系統の流路として，非常用窒素供給系の配管及び弁並びに自動減

圧機能用アキュムレータを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対

処設備として使用する。 

(b) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし安

全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，非常用逃がし安全

弁駆動系を使用する。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁

機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が

喪失した場合において，逃がし安全弁のアクチュエータに直接窒素を供

給することで，逃がし安全弁（4 個）を一定期間にわたり連続して開状

態を保持できる設計とする。 

なお，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場

合は，現場で非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの取替えが可能

な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として非常用逃がし安全弁駆動系の配管及び弁を重大事

故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対処
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設備として使用する。 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に記載す

る。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備

及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

6.8.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）により残留熱除

去系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力高が成立した

場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，原子炉の自動減圧を行うこ

とが可能な設計とし，自動減圧機能の論理回路に対して異なる作動論理とす

ることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，自動減圧系の制御盤と位置的分散を図る設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，予備のボンベも含めて，原子炉建屋

原子炉棟内に分散して保管及び設置することで，原子炉格納容器内の自動減

圧機能用アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，予備のボンベも含めて，原

子炉建屋原子炉棟内に分散して保管及び設置することで，原子炉格納容器内

の逃がし安全弁の逃がし弁機能用アキュムレータと共通要因によって同時に
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機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

6.8.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別の制御盤に収納する

ことで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去

系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力高の検出器から

の入力信号並びに論理回路からの逃がし安全弁用電磁弁制御信号を自動減圧

系と共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装置を用いて信号を分離するこ

とで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自動減圧系で阻

止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，スイッチの接点で分離す

ることで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用窒素供給系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，弁操

作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

6.8.2.3 容量等 
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基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷を防止するために作動する回路であることから，炉心が露出しないよう

に燃料有効長頂部より高い設定として，原子炉水位異常低下（レベル１）の

信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。また，逃がし安全弁

が作動すると冷却材が放出され，その補給に残留熱除去系又は低圧炉心スプ

レイ系による注水が必要であることから，原子炉水位異常低下（レベル１）

及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ

運転の場合に作動する設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁

を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるために必要となる容

量を有するものを 1 セット 10 本（Ａ系統 5 本，Ｂ系統 5 本）使用する。保

有数は，1 セット 10 本に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 10 本の合計 20 本を保管する。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，想定される重大事故等時

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，逃が

し安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるために必要

となる容量を有するものを，1 セット 3 本（Ａ系統 3 本，Ｂ系統 3 本）使用

する。 

保有数は，1 セット 3 本に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 9 本の合計 12 本を保管する。 

6.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 
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過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原

子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。自動減圧系の起動阻止ス

イッチの操作は，中央制御室で可能な設計とする。 

非常用窒素供給系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器

の圧力が設計圧力の 2 倍となった場合においても逃がし安全弁を確実に作動

するために必要な圧力を供給可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，想定される重大事故等時において，原子炉

格納容器の圧力が設計圧力の 2 倍となった場合においても逃がし安全弁を確

実に作動するために必要な圧力を供給可能な設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子炉棟内に保管及び

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベの予備との取替え及び常設設備との接

続は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子炉棟内に

保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベの予備との取替え及び常設設

備との接続は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

6.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，他の系統と切

り替えることなく使用できる設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去

系ポンプ運転（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に，

2 個の逃がし安全弁を確実に作動させる設計とすることで，操作が不要な設

計とする。なお，原子炉水位異常低下（レベル１）の検出器は多重化し，作

動回路は残留熱除去系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力高の条件成立時「2 out of 2」論理とし，信頼性の向上を図った設計と

する。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時において，中

央制御室にて操作が可能な設計とする。 

非常用窒素供給系は，想定される重大事故等時において，自動減圧機能用

アキュムレータへの窒素供給圧力の低下に伴い自動的に通常時の系統構成か

ら接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とし，系統構成に必要

な弁は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作により速やかに重大事故等対処設備としての系統構成が可能な設

計とする。操作は中央制御室の操作スイッチでの操作が可能な設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，人力による運搬が可能な設計とし，

屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて固縛による固定等が可能な設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベを接続する接続口については，簡便な

接続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することができる設

計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，人力による運搬が可能な
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設計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとと

もに，設置場所にて固縛による固定等が可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベを接続する接続口については，

簡便な接続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することがで

きる設計とする。 

6.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様を第

6.8－1 表に示す。 

6.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，発電用原子炉の停止中に機能・性能確認として，

模擬入力による論理回路の動作確認（阻止スイッチの機能確認を含む），校

正及び設定値確認が可能な設計とする。 

非常用窒素供給系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として，

系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認

として，系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

また，非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，発電用原子炉の運転

中又は停止中に規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 6.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器

仕様 

(1) 過渡時自動減圧機能 

  個    数         1 

(2) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

  個    数         1 

(3) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

    本    数         10（予備 10） 

容    量         約 47L／本 

充 填 圧 力         約 15MPa［gage］ 

使 用 箇 所         原子炉建屋原子炉棟 3 階 

保 管 場 所         原子炉建屋原子炉棟 3 階 

(4) 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

  本    数         3（予備 9） 

容    量         約 47L／本 

充 填 圧 力         約 15MPa［gage］ 

使 用 箇 所         原子炉建屋原子炉棟 1 階 

保 管 場 所         原子炉建屋原子炉棟 1 階 
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第 6.8－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 
 （原子炉減圧の自動化） 

逃がし安全弁 

作動用電磁弁 

(SV-A～C) 

ドライウェル圧力高Ａ *1 

T.D 

120 秒

自動減圧作動リセット

：ＯＲ 

T.D

：ＡＮＤ 

：時間遅れ 

：信号阻止 

ドライウェル圧力高Ｃ *2 

(W.O)

*5*5*6

ND  ：常時無励磁 

凡例 

自動減圧機能論理回路 

過渡時自動減圧機能論理回路 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

ND ND ND

：自動減圧系及

び過渡時自動

減圧系で共有 

(W.O)

(W.O)

(W.O)

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

T.D 

10 分
(W.O)

(W.O)

(W.O)

T.D 

10 分
(W.O)

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ 3) A *1 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

過渡時自動減圧作動リセット

*1 Ｂ系論理回路の場合は「A」を「B」に読み替える。 

*2 Ｂ系論理回路の場合は「C」を「D」に読み替える。 

*3 Ｂ系論理回路の場合は「低圧炉心スプレイ系ポンプ又 

  は残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立」を「残留熱 

除去系ポンプ(B)又は(C)吐出圧力確立」に読み替える。 

*4 当該設備については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子 

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*5 自動減圧系用電磁弁 

*6 逃がし安全弁用電磁弁 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能（7 個）） 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ 

Ｋ，Ｌ，Ｒ 

：過渡時自動減圧機能

（2 個） 

T.D 

120 秒

(W.O)
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原子炉建屋原子炉棟

窒素供給系

屋 外

MO

MO MO

MO

AO MO

MO

MO MO

MO

MO

MOAO

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

主蒸気系

アキュムレータ
（逃がし弁機能用）

アキュムレータ
（自動減圧機能用）

逃がし安全弁(自動減圧機能なし）
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
7個

逃がし安全弁(自動減圧機能)
4個

原子炉格納容器

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)
2個

逃がし安全弁(自動減圧機能)

3個

P

P

原子炉建屋
廃棄物処理棟

クエンチャ

［非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系］

［非常用窒素供給系Ａ系］

［非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系］

［非常用窒素供給系Ｂ系］

非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ａ系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系Ｂ系
高圧窒素ボンベ

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備

予備

非常用窒素供給系
高圧窒素ボンベ

非常用逃がし安全弁駆動系
高圧窒素ボンベ

予備

第 6.8－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 

（逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧） 
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原子炉建屋原子炉棟

［非常用窒素供給系Ｂ系］
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第 6.8－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 

（非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧） 
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第46条への適合方針 

(1) 過渡時自動減圧ロジック（過渡時自動減圧機能）（設置許可基準規則

の解釈第1項（１）a）） 

(2) 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源供給及び逃がし安全弁用可搬型

蓄電池供給）（設置許可基準規則解釈の第1項（2）a）） 

(3) 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）（設置許可基準規則解釈の第1

項（２）b）） 

(4) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧 

(5) 逃がし安全弁の背圧対策（設置許可基準規則解釈の第1項（２）c）） 

(6) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備 

(7) 復旧手段の整備 

(8) 逃がし安全弁（逃がし弁機能）の手動操作による減圧 

(9) タービン・バイパス弁の手動操作による原子炉の減圧 

(10) 逃がし安全弁機能回復（可搬型窒素供給装置（小型）） 

3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

(1) 逃がし弁機能 

(2) 安全弁機能 

(3) 自動減圧機能 
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(4) 逃がし弁機能用アキュムレータ 

(5) 自動減圧機能用アキュムレータ 

3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 逃がし安全弁 

(2) 自動減圧機能用アキュムレータ 

3.3.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.3.2.2 過渡時自動減圧機能 

3.3.2.2.1 設備概要 

3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

3.3.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.3.2.3 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源及び逃がし安全弁用可搬型蓄

電池供給） 

3.3.2.3.1 設備概要 

3.3.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

(2) 可搬型代替低圧電源車 

(3) 可搬型整流器 

(4) 可搬型設備用軽油タンク 

(5) タンクローリ 

(6) 緊急用125V系蓄電池 

3.3.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 
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3.3.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

3.3.2.4 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） 

3.3.2.4.1 設備概要 

3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

(1)  非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

3.3.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

3.3.2.5 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧  

3.3.2.5.1 設備概要 

3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

3.3.2.5.3 設置許可基準規則第43条第への適合方針  

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置
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許可基準規則第43条第3項七） 

3.3.2.6 インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 

3.3.2.6.1 設備概要 

3.3.2.6.2 主要設備の仕様 

(1) 高圧炉心スプレイ系注入弁 

(2) 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

(3) 低圧炉心スプレイ系注入弁 

(4) 残留熱除去系A系注入弁 

(5) 残留熱除去系B系注入弁 

(6) 残留熱除去系C系注入弁 

3.3.2.6.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が

喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設け

なければならない。 

（解釈） 

１ 第46条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため，原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加 

a）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を

作動させる減圧自動化ロジックを設けること（BWRの場合）。 

（2） 可搬型重大事故防止設備 

a）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁

（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWRの場

合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

よう、手動設備又は可搬型代替直流電源設備を配備すること。 

b）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッ

サー又は窒素ボンベを配備すること。 

c）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件に

おいて確実に作動すること。 
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第46条への適合方針 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である

場合，発電用原子炉の減圧及び低圧状態（動作可能な低圧注水ポンプにて炉

心への注水維持可能な状態）を維持するために必要な数量※１の逃がし安全

弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することで，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止可能な設計とする。 

※1 炉心の崩壊熱量が大きな重大事故等発生直後の事象初期であって，原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧状態から常設低圧代替注水系ポンプで注水維持可能な低圧

状態まで減圧させる場合には7個（残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系

ポンプ（以下「残留熱除去系ポンプ（低圧注水系）等」という。）を動作させる

場合は2個）の逃がし安全弁を作動させることで必要な減圧容量を確保可能な設

計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，以下の逃がし安全弁

の作動に必要な措置を講じた設計とする。 

(1) 過渡時自動減圧ロジック（過渡時自動減圧機能）（設置許可基準規則

の解釈第1項（1）a）） 

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪失した

場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため，原子炉水位

異常低下（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉

心スプレイ系ポンプが運転している場合に，逃がし安全弁（自動減圧機能）

2個を作動させる減圧自動化ロジックを設ける。  
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(2) 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源供給及び逃がし安全弁用可搬型

蓄電池供給）（設置許可基準規則解釈の第1項（2）a）） 

逃がし安全弁の作動に必要な所内常設直流電源設備が喪失した場合は，

可搬型代替直流電源設備からの電源供給により，逃がし安全弁（自動減圧

機能）7個の作動が可能な設計とする。また，作動回路に逃がし安全弁用

可搬型蓄電池を接続することで，逃がし安全弁（自動減圧機能）2個の作

動が可能な設計とする。 

なお，可搬型代替直流電源設備ではないが，常設代替直流電源設備から

の電源供給により，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の作動が可能な設

計とする。 

(3) 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）（設置許可基準規則解釈の第1

項（2）b）） 

逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータ（逃がし弁機能用及び自動

減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合は，非常用窒素供給系の高圧窒素

ボンベにより，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個への窒素供給が可能な

設計とする。 

(4) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧 

逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータ（逃がし弁機能用及び自動

減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合は，非常用逃がし安全弁駆動系の

高圧窒素ボンベより，逃がし安全弁（逃がし弁機能）に直接窒素を供給す

ることで，逃がし安全弁（逃がし弁機能）4個の作動が可能な設計とする。 



3.3－4 

(5) 逃がし安全弁の背圧対策（設置許可基準規則解釈の第1項（2）c）） 

非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系は，想定される重大事

故等時の環境条件を考慮して，格納容器圧力が仮に設計圧力の2倍の状態

（2Pd）となった場合でも，逃がし安全弁を確実に作動させることができ

るように，高圧窒素ボンベの供給圧力を設定する。 

(6) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁（高圧炉心スプレイ系注入弁，

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心スプレイ系注入弁，残留熱除

去系Ａ系注入弁，残留熱除去系Ｂ系注入弁及び残留熱除去系Ｃ系注入弁）

は，インターフェイスシステムＬＯＣＡ時において，現場で弁を操作する

ことにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する機能を有する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，以下を整備

する。 

(7) 復旧手段の整備 

全交流電動力電源喪失が原因で常設直流電源喪失が発生している場合は，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替直流電源設備により，逃がし安全弁

（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を給電して原子炉減圧を実施す

る。なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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なお，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策設備として，

以下を整備する。 

(8) 逃がし安全弁（逃がし弁機能）の手動操作による減圧 

窒素供給系が健全で，逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に必要とな

る窒素が，逃がし弁機能用アキュムレータに供給されている場合に，逃が

し安全弁（逃がし弁機能）を開操作することで原子炉圧力容器バウンダリ

を減圧する。窒素供給系は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担

保できないが，使用可能であれば原子炉圧力バウンダリを冷却する手段と

して有効である。 

(9) タービン・バイパス弁の手動操作による原子炉の減圧 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用母線が健全で，復水器の真空

状態が維持できている場合に，タービン・バイパス弁を開操作することで

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。タービン・バイパス弁は，耐震

Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能であれば

原子炉圧力バウンダリを冷却する手段として有効である。 

(10) 逃がし安全弁機能回復（可搬型窒素供給装置（小型）） 

非常用窒素供給系の予備の高圧窒素ボンベによる窒素供給圧力が低下し

た場合は，可搬型窒素供給装置（小型）を非常用窒素供給系に接続し，自

動減圧機能用アキュムレータに窒素を供給することで，逃がし安全弁（自

動減圧機能）の機能を回復させて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

る。可搬型窒素供給装置（小型）は，自動減圧機能用アキュムレータへの

窒素供給に時間を要するが，使用可能であれば原子炉圧力バウンダリを冷
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却する手段として有効である。 
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3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を防止す

るため，原子炉格納容器内の主蒸気配管に設置された重大事故等対処設備で

あり，発電用原子炉の蒸気を，排気管によりサプレッション・プール水面下

に導き凝縮するようにする。 

逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に外部から強制的に開閉を行う空気式の

アクチュエータを取付けたもので，蒸気圧力がスプリングの設定圧力に達す

ると自動開放する安全弁機能のほか，外部信号によってアクチュエータのピ

ストンに，アキュムレータに蓄圧された窒素を供給してアクチュエータを作

動させ弁を強制的に開放する逃がし弁機能及び自動減圧機能がある。また，

アキュムレータは，逃がし弁機能用及び自動減圧機能用のアキュムレータが

各々の機能別に設置されており，通常運転時は窒素供給系から窒素供給され

ている。 

(1) 逃がし弁機能 

逃がし弁機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑

えるため，原子炉圧力高の信号により，逃がし弁機能用アキュムレータ

に蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに供給して弁を強制的に

開放する。 

18個の逃がし安全弁は，全てこの機能を有している。 
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(2) 安全弁機能 

安全弁機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑え

るため，逃がし弁機能のバックアップとして，圧力の上昇に伴いスプリ

ングに打ち勝って自動開放されることにより，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの最も過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の1.1

倍を超えない設計とする。 

18個の逃がし安全弁は，全てこの機能を有している。 

(3) 自動減圧機能 

自動減圧機能は，非常用炉心冷却系の一部であり，原子炉水位異常低

とドライウェル圧力高の両方の信号により，自動減圧機能用アキュムレ

ータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピストンに供給して弁を強制

的に開放し，中小破断事故時に原子炉圧力を速やかに低下させて，残留

熱除去系ポンプ（低圧注水系）等の早期の注水を促す。 

18個の逃がし安全弁のうち，7個がこの機能を有している。 

(4) 逃がし弁機能用アキュムレータ 

逃がし弁機能用アキュムレータは，逃がし安全弁が逃がし弁機能によ

って強制的に開放するために必要な駆動用窒素を供給する。逃がし弁機

能用アキュムレータは，通常運転時に窒素供給系より窒素供給されてい

る。18個の逃がし弁機能用アキュムレータは，すべてこの機能を有して

おり，各々のアキュムレータが各逃がし安全弁に窒素供給が可能な設計

とする。 
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(5) 自動減圧機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁が自動減圧機能によ

って強制的に開放するために必要な駆動用窒素を供給する。自動減圧機

能用アキュムレータは，通常運転時に窒素供給系及び非常用窒素供給系

より窒素供給されている。7個の自動減圧機能用アキュムレータは，全

てこの機能を有しており，各々のアキュムレータが各逃がし安全弁（自

動減圧機能）に窒素供給が可能な設計とする。 

また，上記(1)～(3)の機能とは別に，中央制御室からの操作により，逃

がし弁機能用アキュムレータ又は自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧さ

れた窒素をアクチュエータのピストンに供給して弁を作動させ，原子炉圧

力を制御することができる。 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である

場合は，発電用原子炉の減圧及び低圧状態を維持するため，過渡時自動減圧

機能又は中央制御室からの操作により逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動

させて，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧が可能な設計とする。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合は，

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器破損を防止

するため，逃がし安全弁（自動減圧機能）を中央制御室からの操作により作

動させて，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧が可能な設計とする。 

なお，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの隔離ができない場合は，一次冷却材の漏えい抑制のため，逃がし安

全弁（自動減圧機能）を中央制御室からの操作により作動させて原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧が可能な設計とする。  
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逃がし安全弁（自動減圧機能）は，自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧

された窒素又は非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベからの窒素供給により，

逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させて，原子炉冷却材圧力バウンタリ

の減圧が可能な設計とする。 

その他，逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータの供給圧力が喪失し

た場合の原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する手段として，非常用逃がし

安全弁駆動系による原子炉減圧を設ける。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，非常用窒素供給系から独立した系統構成で

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベから逃がし安全弁（逃がし弁機能）

に直接窒素を供給することで，2個の逃がし安全弁（逃がし弁機能）を作動

させて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動

環境条件を考慮して，格納容器圧力が設計圧力の2倍の状態（2Pd）において

も全開可能な圧力に設定する。また，非常用窒素供給系及び非常用逃がし安

全弁駆動系の系統圧力は，逃がし安全弁の作動環境条件を考慮して格納容器

圧力が設計圧力の2倍の状態（2Pd）においても全開可能な圧力に設定する。 

逃がし安全弁及びアキュムレータに関する系統概要図を第3.3－1図に，逃

がし安全弁設備概要図を第3.3－2図に，重大事故等対処設備一覧を第3.3－1

表及び第3.3－2表に示す。 
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第 3.3－1 図 逃がし安全弁及びアキュムレータに関する系統概要図 
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第 3.3－2 図 逃がし安全弁設備概要図 
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第3.3－1表 逃がし安全弁（自動減圧機能）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁(自動減圧機能)【常設】※１

自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

所内常設直流電源設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※３ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系系統流量【常設】 



3.3－14 

設備区分 設備名 

原子炉隔離時冷却系系統流量【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※2 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源設

備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備（設

置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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第3.3－2表 逃がし安全弁（逃がし弁機能）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁（逃がし弁機能）【常設】※１

関連設備 付属設備 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

【可搬】 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

非常用逃がし安全弁駆動系 配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※３ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系系統流量【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 
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設備区分 設備名 

  低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】常設

低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧で使用

する弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計4個 

※2 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源設

備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備（設

置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 逃がし安全弁

種 類 ： バネ式（アクチュエータ付） 

個 数 ： 18 

取 付 箇 所 ： 原子炉格納容器内 

（安全弁機能※１） 

吹出圧力 

MPa［gage］ 
弁個数 

容量／個 t／h 

（吹出し圧力×1.03において） 

7.79 2 385.2 

8.10 4 400.5 

8.17 4 403.9 

8.24 4 407.2 

8.31 4 410.6 

（逃がし弁機能※１） 

吹出圧力 

MPa［gage］ 
弁個数 

容量／個 t／h 

（吹出し圧力において） 

7.37 2 354.6 

7.44 4 357.8 

7.51 4 361.1 

7.58 4 364.3 

7.65 4 367.6 

※1 安全弁機能及び逃がし弁機能は，あかじめ設定された圧力で自動的に

吹き止まる設計であることから，原子炉の低圧状態の維持及びインタ

ーフェイスシステムＬＯＣＡ時の漏えい量抑制に期待する機能ではな

い。 
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(2) 自動減圧機能用アキュムレータ 

種 類 ： 円筒型 

個 数 ： 7 

容 量 ： 約0.25m３（1個当たり） 

最高使用圧力 ： 2.28MPa［gage］ 

最高使用温度 ： 171℃ 

取 付 箇 所 ： 原子炉格納容器内 
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3.3.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容

器内に設置される設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける原子炉格納容器内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，第3.3－3表に示す設計とする。 

また，想定される重大事故等時の環境条件のうち，格納容器圧力が

仮に設計圧力の2倍（2Pd）となった場合においても，確実に逃がし安

全弁を作動させることができるように，窒素供給系及び非常用窒素供

給の供給圧力を設定する。 

（46－3－7,8） 
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第3.3－3表 想定する環境条件 

※1 炉心損傷を判断した場合には，逃がし安全弁の環境温度条件を緩和するため，代

替循環冷却系による格納容器スプレイを実施する。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・

湿度／屋外の天候／

放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度※１，環

境圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器

が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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逃がし安全弁（自動減圧機能）の操作は，想定される重大事故時に

おいて，中央制御室内の環境条件を考慮の上，中央制御室のスイッチ

操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチを操作するにあたり，運転員の操作性を考慮

して十分な操作空間を確保する。また，スイッチには誤操作防止のた

めに銘鈑をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実に操作できる設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは操作不要な設計とする。 

第3.3－4表に操作対象機器を示す。 

（46－3－3） 

第3.3－4表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

全閉→全開 中央制御室 スイッチ操作

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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逃がし安全弁は，第3.3－5表に示すように発電用原子炉の停止中に

分解検査，機能・性能検査及び外観検査が可能な設計とする。 

分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を及ぼす指示模様

がないこと，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等

がないことについて，逃がし安全弁部品表面状態の確認を行うことが

可能な設計とする。 

機能・性能検査のうち安全弁機能検査として，逃がし安全弁の組み

立て時に，吹下りに影響する調整装置の設定値が規定の位置に設定さ

れていることを確認し，窒素ガスにより逃がし安全弁の入口側を加圧

することで，逃がし安全弁（安全弁機能）の吹出し圧力が許容値以内

であること，及び弁座からの漏えい量が規定値以内であることが確認

可能な設計とする。 

機能・性能検査のうち逃がし弁機能検査として，圧力スイッチに動

作に必要な圧力を加え，圧力スイッチが動作した時の動作値が許容範

囲内であることを確認する。また，逃がし弁動作信号を模擬的に発信，

復旧させることにより，逃がし安全弁が「全開」及び「全閉」するこ

とが確認可能な設計とする。 

機能・性能検査のうち自動減圧系機能検査として，自動減圧系を作

動させ，逃がし安全弁が全開するまでの時間を測定し，自動減圧機能

を有する逃がし安全弁の全数が，許容動作範囲で「全開」動作するこ

とが確認可能な設計とする。 
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外観検査として，逃がし安全弁が主蒸気管に取り付けられた状態で

外観の確認が可能な設計とする。 

なお，逃がし安全弁は，多重性を備えた機器であるが，各々が独立

して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な設計とし，停止中にお

ける検査を行う際，接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近

又は検査が困難とならない設計とする。 

（46－5－2～8） 

第3.3－5表 逃がし安全弁の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 分解検査 逃がし安全弁の部品の表面状態を，

検査及び目視により確認 

機能・性能検査 吹出圧力確認 

安全弁機能による作動確認 

逃がし弁機能による作動確認 

自動減圧機能による作動確認 

弁本体，弁座からの漏えい確認 

外観検査 逃がし安全弁の外観確認 

自動減圧機能用アキュムレータは，第3.3－6表に示すように発電用

原子炉の停止中に機能・性能検査及び外観検査が可能な設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは，機能・性能検査として，高圧窒

素ボンベから窒素を供給することで，アキュムレータの漏えいの有無

の確認を行うことが可能な設計とする。 
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自動減圧機能用アキュムレータは，外観検査として，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表面状

態の確認を行うことが可能な設計とする。 

なお，自動減圧機能用アキュムレータは，多重性を備えた機器であ

るが，各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な設計

とし，停止中における検査を行う際，接近性を考慮した必要な空間を

備え，構造上接近又は検査が困難とならない設計とする。 

第3.3－6表 自動減圧機能用アキュムレータの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 アキュムレータの漏えい確認

外観検査 アキュムレータの外観確認

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，本来の用途以

外の用途には使用しない。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，切り替えが不

要な設計とする。 

（46－4－3～7） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故対処設備として使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－3－7,8,46－4－3～7） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁は，第3.3－7表に示すように原子炉格納容器内に設置

されている設備であるが，中央制御室からの操作が可能な設計とする

ことで，設置場所の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータについては，操作不要な設計とする。

また，アキュムレータの供給圧力が喪失した場合でも，非常用窒素供

給系の窒素ボンベにより逃がし安全弁（自動減圧機能）7個への窒素

供給が可能であり，アキュムレータの復旧作業が不要な設計とする。 

（46－3－3,7,8） 

第3.3－7表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

原子炉格納容器内 中央制御室 
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3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁は，十分な吹出能力を有する容量とし，計基準事対象

施設としての仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等の仕様に

対して十分であることを確認した上で，設計基準対象施設の容量等と

同仕様の設計とする。 

また，自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁（自動減圧

機能）の作動に十分な供給窒素を有する容量とし，設計基準事対象施

設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等の仕様に

対して十分であることを確認した上で，設計基準対象施設と同仕様の

設計とする。 

（46－6－2,5,6） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の

発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限

りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 
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逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故

対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備である

が，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた原子炉格納容器内に

設置することにより，外部からの共通要因により同時に安全機能が損

なわれるおそれがない設計とする。 

また，逃がし安全弁（逃がし弁機能）に非常用逃がし安全弁駆動系

を設けることで，重大事故等時に作動が必要な逃がし安全弁の個数に

対する余裕を確保するとともに，窒素供給源及び逃がし安全弁の作動

方法に多様性を持たせた設計とする。 

逃がし安全弁の多様性又は多重性，位置的分散について，第3.3－8

表に示す。 

（46－3－7,8,46－4－3～7） 

第3.3－8表 多様性又は多重性，位置的分散 

逃がし安全弁 
自動減圧機能※１ 逃がし弁機能※２

原子炉格納容器内 原子炉格納容器内 

窒素供給源 

自動減圧機能用アキュムレータ 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベ 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋原子炉棟 

逃がし安全弁 

作動に必要な 

操作対象設備 

逃がし安全弁電磁弁 電動弁 

格納容器内 原子炉建屋原子炉棟 

駆動用電源 

所内常設直

流電源設備

(蓄電池) 

常設代替直

流電源設備

(蓄電池) 

可搬型代替

直流電源設

備(電源車) 

逃がし安全

弁用可搬型

蓄電池 

常設代替直

流電源設備

(蓄電池) 

可搬型代替

直流電源設

備(電源車) 

原子炉建屋 

付属棟 

原子炉建屋 

付属棟 

屋外 中央制御室 原子炉建屋 

付属棟 

屋外 

※1 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※2 逃がし安全弁18個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧で使用す

る弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計4個
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3.3.2.2 過渡時自動減圧機能 

3.3.2.2.1 設備概要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，原子炉水位異常低下（レベル

１）及び残留熱除去系ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ

が運転している場合に，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個のうち，2個を作

動させることを目的として論理回路を設けるものである。 

本系統は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ（低

圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転している場合に，逃がし安

全弁（自動減圧機能）2個を作動させる論理回路を設ける構成とする。原子

炉水位異常低下（レベル１）の検出器を多重化し，残留熱除去系ポンプ又は

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力確立の条件成立時，「2 out of 2」論理

にて自動的に信号を発信し，信頼性向上を図る設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水

が注水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止スイッ

チにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻止する設計

とする。 

過渡時自動減圧機能に関する重大事故等対処設備一覧を第3.3－9表に示す。 
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第3.3－9表 過渡時自動減圧機能に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 過渡時自動減圧機能【常設】 

自動減圧系の起動阻止スイッチ【常設】 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

【常設】 

燃料給油設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※２ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 
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設備区分 設備名 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。

※2 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるための操

作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については「3.15 計装設備（設置許

可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を，第3.3－3図に示す。 

第 3.3－3 図 過渡時自動減圧機能説明図 
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3.3.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」で示す。 

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建

屋原子炉棟内に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等が発生した場合における，中央制御室，原子炉建屋付属棟

及び原子建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第3.3－10表に

示す設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置される設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，中央制御室の環境条件を考慮し，以下の第3.3－10表に示す設

計とする。 

（46－3－2,3） 
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第3.3－10表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環 境 温 度 ･ 環 境 圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子

建屋原子炉棟で想定される環境温度，環境圧力，湿度及

び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷等の影

響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計と

する。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建屋原子炉棟内

に取り付けるため，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波による影響

を考慮した設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，他の系

統と切り替えることなく使用可能な設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留

熱除去系（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転してい

る場合に，2個の逃がし安全弁を自動で確実に作動させる設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）の検出器

は多重化し，残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力確立の条件成立時，「2 out of 2」論理で逃がし安全弁（自動減

圧機能）作動させることで，信頼性向上を図った設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室にて操作が可能な設計とする。自動減圧系の起動阻止

スイッチは，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作可能な設計とする。以下の第

3.3－11表に操作対象機器を示す。 

第3.3－11表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

自動減圧系の起動 

阻止スイッチ 
通常→阻止 中央制御室 スイッチ操作

（46－3－3） 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動信号

を発信する設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，

誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性があるため，第3.3－

12表に示すように停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，発電用原子炉の停止中に機能・性能確認と

して，模擬入力による論理回路の作動確認（自動減圧系の起動阻止ス

イッチの機能確認を含む），校正及び設定値確認が可能な設計とする。

（46－5－9～13） 

第3.3－12表 過渡時自動減圧機能の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認 

タイマーの確認

論理回路確認（自動減圧系の起動

阻止スイッチの機能確認を含む） 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，本来の用途以外には使用しない設計とする。 

（46－4－2） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよう以下の

措置を講じる設計とする。 

過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別の制御盤に収
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納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留

熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力高の検出器か

らの入力信号並びに論理回路からの逃がし安全弁（自動減圧機能）作

動用電磁弁制御信号は，自動減圧系と共有するが自動減圧系と検出器

信号についてリレーにより分離し，論理回路電源は，配線用遮断器及

びヒューズにより分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自動減圧

系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，スイッチの

接点で分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－11－2～7,46－12－2～16） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建

屋原子炉棟内に設置されている設備であるが，原子炉水位異常低下

（レベル１），残留熱除去系又は低圧炉心スプレイ系吐出圧力確立の

条件成立時，「2 out of 2」論理により自動で動作し，操作を行なわ

ない設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室にて操作が可能な設計とする。 

（46－4－2） 

3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，炉心の

著しい損傷を防止するために作動する回路であることから，炉心が露

出しないように燃料有効長頂部より高い設定として原子炉水位異常低

下（レベル１）信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。
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また，逃がし安全弁が作動すると冷却材が放出され，その補給に残留

熱除去系又は低圧炉心スプレイ系による注水が必要であることから，

原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ（低圧注水

系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転の場合に作動する設計とす

る。 

過渡時自動減圧機能の動作対象台数は，炉心損傷に至らない台数を

考慮した設計とする。 

過渡時自動減圧機能の動作対象弁は，サプレッション・チェンバの

熱負荷を考慮し，異なる主蒸気配管の逃がし安全弁（自動減圧機能）

となるよう設計する。 

（46－6－2～4） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の

発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限

りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分離，悪影響防止

等」に示す。 
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敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，過渡時自動減圧機能

は共用しない。 

(3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針等については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

設計基準事故対処設備である自動減圧機能の論理回路は，原子炉水

位の低下により低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（低圧炉心注水

系）が起動し，かつドライウェル圧力高信号が成立した場合に発電用

原子炉の自動減圧を行うことができる設計とする。 

常設重大事故防止設備である過渡時自動減圧機能の論理回路は，原

子炉水位低下により低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（低圧炉心

注水系）が起動した場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，

発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧機能

の論理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を

有する設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能
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が損なわれないよう，自動減圧系の制御盤と位置的分散を図ることで，

地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によって同時に機能を損な

われない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と電気的に分離することで，共

通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

（46－11－2～7,46－12－2～16） 
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3.3.2.3 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源及び逃がし安全弁用可搬型蓄

電池供給） 

3.3.2.3.1 設備概要 

逃がし安全弁駆動に必要な常設直流電源が喪失し可搬型代替直流電源設備

が使用できる場合は，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を切り替えるこ

とで，可搬型代替直流電源設備（可搬型代替低圧電源車）からの供給により，

逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の駆動が可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替低圧電源車）は可搬型代替低圧電源

車接続盤に接続し，可搬型整流器を経由することで，逃がし安全弁（自動減

圧機能）の自動減圧系用電磁弁へ電源供給できる設計とする。また，可搬型

設備用軽油タンクより，タンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

逃がし安全弁駆動に必要な常設直流電源が喪失し常設代替直流電源設備が

使用できる場合は，緊急用電源切替盤を切り替えることで，逃がし安全弁

（自動減圧機能）7個の駆動が可能な設計とする。 

また，常設直流電源が喪失し可搬型直流電源設備が使用できない場合は，

駆動回路に逃がし弁安全弁用可搬型蓄電池を接続することで，逃がし安全弁

（自動減圧機能）2個の作動が可能な設計とする。逃がし安全弁用可搬型蓄

電池は，24時間にわたり逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を連続開可能な

容量を有する設計とする。 

直流電源単線結線図について補足説明資料46－2－2，3に，重大事故等対

処設備一覧を第3.3－13表に示す。 
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第3.3－13表 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源設備及び逃がし安全

弁用可搬型蓄電池）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 常設代替直流電源設備※１

 緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備※１

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池【可搬】 

逃がし安全弁（自動減圧機能）【常設】※２

関連設備 付属設備 自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※３

（燃料給油

設備含む） 

代替所内電気設備 

 緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備 － 

※1 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。主要設備のうち，常設代替直流電源設

備及び可搬型代替直流電源設備については「3.14 電源設備許可基準規則第57条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※3 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源設

備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.3.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

型 式 ： リチウムイオン電池

個 数 ： 2（予備1） 

容 量 ： 約780Wh／個 

電 圧 ： 125V 

取付箇所 ： 中央制御室 

保管場所 ： 中央制御室 

(2) 可搬型代替低圧電源車

エンジン

個 数 ： 4（予備1） 

使用燃料 ： 軽油 

発 電 機 

個 数 ： 4（予備1） 

種 類 ： 三相交流発電機 

容 量 ： 約500kVA（1台当たり） 

力 率 ： 0.8 

電 圧 ： 440V 

周 波 数 ： 50Hz 

設置場所 ： 原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は

原子炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

保管場所 ： 西側保管場所，南側保管場所及び予備機置き場 
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(3) 可搬型整流器

個 数 ： 8（予備1） 

出 力 ： 15kW（1台当たり） 

設置場所 ： 原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は

原子炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

保管場所 ： 西側保管場所及び南側保管場所 

(4) 可搬型設備用軽油タンク

容 量 ： 約30kL（1基当たり） 

個 数 ： 7（予備1） 

設置場所 ： 西側保管場所（地下）及び南側保管場所（地下） 

(5) タンクローリ

容 量 ： 約4.0kL（1台当たり） 

個 数 ： 2（予備3） 

設置場所 ： 原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は

原子炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

保管場所 ： 西側保管場所及び南側保管場所 

(6) 緊急用125V系蓄電池

容 量 ： 1組（116セル） 

個 数 ： 125V 

容 量 : 約6,000Ah 

設置場所 : 原子炉建屋廃棄物処理棟1階 

なお，上記(2)～(6)の電源設備の詳細については「3.14電源設備（設置許可

基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」にて示す。
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3.3.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」で示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，中央制御室に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

中央制御室の環境条件を考慮し，第3.3－14表に示す設計とする。 

（46－3－4） 
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第3.3－14表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環 境 温 度 ･ 環 境 圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

保管場所である中央制御室で想定される環境温度，

環境圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

踏まえ，機器が損傷しないことを確認し，ベルトに

より固定する。また，設置場所における転倒防止を

考慮し，輪留めによる車両の固定が可能な設計とす

る。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設

計とする。 

風（台風）・竜巻・

積雪・火山の影響 

中央制御室に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によ

る影響を考慮した設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，想定される重大事故等

が発生した場合において，中央制御室の環境条件（被ばく影響等）を

考慮の上，接続場所である中央制御室にて作業可能な設計とする。作

業場所である中央制御室は，十分な作業空間を確保する。以下の第

3.3－15表に操作対象機器を示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，ボルト・ネジ接続とし，

一般的に用いられる工具（ドライバー）を用いて，確実に作業ができ

る設計とし，作業用工具は，作業場所である中央制御室内に保管する

こととする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，車輪を設けることにより運搬，移

動ができるとともに，設置場所である中央制御室にてベルト固定によ

り固縛が可能な設計とする。 

（46－3－4,46－7－2） 

第 3.3－15 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁用 

可搬型蓄電池 

接続箇所端子リフト 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

接続 

中央制御室 接続操作 

スイッチ操作 OFF→ON

(逃がし安全弁 閉→開) 

中央制御室 スイッチ

操作 



 3.3－51 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，第3.3－16表に示すように運転中

又は停止中に外観検査，機能・性能試験が可能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等がないことについて表面状態の確認が行えるとともに，機能・

性能試験として，電圧の確認を行うことが可能な設計とする。 

（46－5－13） 

第3.3－16表 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 外観検査 外観の確認 

機能・性能試験 電圧測定 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，本来の用途以外の用途には使用し

ない設計とする。 

中央制御室において逃がし安全弁用可搬型蓄電池を自動減圧機能用

電磁弁の電気回路に接続することにより，通常待機時における電源供

給から逃がし安全弁用可搬型蓄電池による電源供給へ中央制御室での

電気回路の接続により速やかに切り替えが可能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池と端子の接続は，接続規格を統一する

ことで，発電用原子炉の減圧が要求されるタイミングより十分早い段

階で電源給電が可能な設計とする。 

（46－7－2） 
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 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常待機時に接続先の系統と分離

して保管し，重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，設置場所である中央制御室にてベ

ルトで固定により転倒対策を実施することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（46－3－4,46－7－2,46－8－2） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，第3.3－17表に示すように線源か
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らの隔離距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所であ

る，中央制御室に設置し，設置場所で操作可能な設計とする。 

（46－3－4） 

第3.3－17表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 中央制御室 中央制御室 
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3.3.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のあ

る容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁（自動減圧機能）1

個の作動時間を考慮した蓄電池容量を有するものを2個使用する。保

有数は2個，保守点検は電圧測定であり，保守点検中でも使用可能で

あるため，保守点検用は考慮せずに，故障時の予備として1個の合計3

個を保管する。 

（46－6－7） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，ボルト・ネジ接続とし，一

般的に使用される工具（ドライバー）を用いて容易かつ確実に接続操

作可能な設計とする。 

（46－7－2） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋の外から水又は電力を

供給する設備ではなく，中央制御室から接続可能な設計とする。 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対

処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができる

よう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，線源からの隔離距離により

放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所である，中央制御室で操

作可能な設計とする。 

（46－3－4） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，地震，津波，その他の外部事象に

よる損傷の防止が図られた中央制御室に保管する。また，原子炉建屋

付属棟内の所内常設直流電源設備（125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電

池Ｂ系）と異なる区画に保管することで，所内常設直流電源設備と位

置的分散を図る設計とする。 

（46－8－2） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等

内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の運搬経路は，地震，津波，その他の

外部事象による損傷の防止が図られた中央制御室に確保する。 

（46－9－3） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた中央制御室に設置し，所内常設直流電源設備，可搬型代替

直流電源設備及び常設代替直流電源設備と位置的分散を図る設計とす

る。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常待機時は接続せず原子炉建屋

付属棟内の所内常設直流電源設備（125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電

池Ｂ系）と異なる区画に保管することで，所内常設直流電源設備と位

置的分散を図る設計とする。 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，可搬設備とすることで所内常設直

流電源設備の常設設備である125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電池Ｂ系

に対して多様性を有する設計とする。 

共通要因によって同時に機能を損なわないよう所内常設直流電源設

備である125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電池Ｂ系に対して異なる種類

の蓄電池を用いることで多様性を有する設計とする。なお，多様性又

は多重性，位置的分散については，第3.3－18表に示す。 

（46－3－4,46－4－5,46－8－2） 

第3.3－18表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池【可搬】 

減圧用の弁 逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

7個 2個 

原子炉格納容器内 

駆動用電源 125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池【可搬】 

2組 2個（予備1） 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

原子炉建屋付属棟中1階 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

原子炉建屋付属棟1階 

中央制御室 
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3.3.2.4 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） 

3.3.2.4.1 設備概要 

逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレ－タ（逃がし弁機能用及び自動減

圧機能用）の供給圧力が喪失した場合に備え，非常用窒素供給系を設ける。 

本系統は，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個に対して窒素を供給するも

のであり，非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベ及び配管・弁等で構成する。 

非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力が低下した場

合に自動的に高圧窒素ボンベ供給弁が開となり，非常用窒素供給系高圧窒素

ボンベの窒素を逃がし安全弁（自動減圧機能）に供給する。なお，非常用窒

素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合は，現場操作により非常用窒

素供給系高圧窒素ボンベの交換を実施する。 

非常用窒素供給系の系統圧力は，逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動環

境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧力の2倍の状態（2Pd）においても全

開可能な圧力に設定する。 

非常用窒素供給系の系統概要図を第3.3－4図に，重大事故等対処設備一覧

を第3.3－19表に示す。 
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第 3.3－4 図 非常用窒素供給系 系統概要図 
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第3.3－19表 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ【可搬】 

逃がし安全弁（自動減圧機能）【常設】※１

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 非常用窒素供給系 配管・弁【常設】 

自動減圧機能用アキュムレ－タ【常設】 

主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※２ 所内常設直流電源設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクロ－リ【可搬】

計装設備※３ 非常用窒素供給系供給圧力【常設】 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力【常設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準をして用いる補助パラメ

－タ 
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3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

本  数 ： 10（予備10） 

容  量 ： 約47L（1本当たり） 

充填圧力 ： 約15MPa［gage］ 

取付箇所 ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

保管場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 
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3.3.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子炉棟内に設置

される設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉

建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，第3.3－20表に示す設計とする。 

（46－3－5,46－8－3） 
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第3.3－20表 想定する環境条件 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・

湿度／屋外の天候／

放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度，環境

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器

が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力が低下

した場合に自動的に高圧窒素ガスボンベ供給止め弁が開となり，非常

用窒素供給系高圧窒素ボンベの窒素を逃がし安全弁（自動減圧機能）

に供給する操作不要な設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合のボンベ交

換作業は，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の

環境条件を考慮の上，原子炉建屋原子炉棟内にて作業可能な設計とす

る。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換を行う作業場所は，十分な

操作空間を確保する設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，一般的に用いられ

る工具（スパナ等）及び専用工具（ボンベ開閉ハンドル（ボンベコッ

ク操作用））を用いて，確実に作業ができる設計とする。また，高圧

窒素ボンベの非常用窒素供給系への接続は，袋ナットによる専用の接

続方式により，確実に接続が可能な設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業に用いる工具は，作業

場所である原子炉建屋原子炉棟の近傍，アクセスル－トの近傍，又は

中央制御室内に保管できる設計とする。 
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非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，人力又はボンベ運搬台車によ

る移動ができるとともに，設置場所である原子炉建屋原子炉棟内にて

ボンベラックへの固縛による転倒防止対策が可能な設計とする。 

第3.3－21表に操作対象機器を示す。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

第3.3－21表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧窒素ガスボンベ 

供給止め弁 

全閉→全開 原子炉建屋原子炉棟 操作不要 

非常用窒素供給系高圧

窒素ボンベ 

予備と交換 原子炉建屋原子炉棟 交換作業 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用窒素供給系は，第3.3－22表に示すように発電用原子炉の停

止中に機能・性能検査が可能な設計とし，非常用窒素供給系高圧窒素

ボンベは，発電用原子炉の運転中に外観検査が可能な設計とする。 
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第3.3－22表 非常用窒素供給系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 窒素供給圧力確認 

系統の漏えい確認 

窒素ボンベ供給止め弁の動作確認 

運転中 外観検査 窒素ボンベの外観確認 

窒素規定圧力の確認 

非常用窒素供給系は，機能・性能検査として，非常用窒素供給系高

圧窒素ボンベから窒素を供給することで，窒素供給圧力及び系統の漏

えい確認を行うことが可能な設計とする。また，窒素供給系の圧力が

低下した場合に自動的に開動作する，窒素ボンベ供給止め弁の動作確

認を行うことが可能な設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，外観検査として，目視により

性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表面

状態の確認が行うことが可能な設計とする。また，非常用窒素供給系

の圧力指示計により，規定圧力の確認を行うことが可能な設計とする。 

（46－5－14） 



3.3－70 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用窒素供給系は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ガスボンベ供給止め弁は，常用の窒素

供給系からの窒素供給圧力が低下した場合に，自動的に開となること

で，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベから逃がし安全弁（自動減圧機

能）に窒素を供給する，切替操作が不要な設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換は，交換作業を行うために

必要な弁を設け，速やかに交換が可能な設計とする。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 
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 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力が低下

した場合に非常用窒素供給系高圧窒素ガスボンベ供給止め弁が自動的

に開となり，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統

構成に切り替わることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－4－6） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ガスボンベ供給止め弁は，原子炉建屋

原子炉棟内に設置されているが，常用の窒素供給系からの窒素供給圧
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力が低下した場合に自動的に開となる設計とすることで，設置場所の

放射線量の影響を受けない設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業場所である原

子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，

線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置

等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことが

できる設計とする。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 
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3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のあ

る容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納容

器の破損を防止するため，逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させ，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる窒素供給量を有

する設計とする。 

負荷に直接接続する可搬型設備である非常用窒素供給系高圧窒素ボ

ンベの個数は，必要となる容量を有する個数の1セット（10本）に加

え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを1セット（10本）確保する設計とする。 

（46－6－8～11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，非常用窒素供給系への接続に

当たって，専用の接続方式として袋ナットを使用し，一般的に用いら

れる工具（スパナ等）を用いて容易かつ確実に接続できる設計とする。

また，作業用工具は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟の近傍，ア

クセスル－トの近傍又は中央制御室内に保管できる設計とする。

（46－7－3） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋の外から水又は電

気を供給する設備ではないことから対象外とする。 

（46－4－6） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対

処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができる

よう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業場所である原

子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，

線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置

等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことが

できる設計とする。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ及び予備の非常用窒素供給系高圧

窒素ボンベは，地震，津波，その他の外部事象による損傷の防止が図

られた原子炉建屋原子炉棟内に保管する。また，設計基準事故対処設

備である多重化された自動減圧機能用アキュムレ－タと原子炉格納容

器内外で位置的分散を図る設計とする。 

（46－8－3） 
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(6) アクセスル－トの確保（設置許可基準規則第43条第3項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等

内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの保管場所から設置場所までの運

搬経路は，想定される重大事故時においても，設備の運搬及び移動に

支障を来すことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル－ト

を確保する。なお，アクセスル－トの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付

資料1.0.2「東海第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及

びアクセスル－トについて」に示す。 

（46－9－2～5） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた原子炉建屋原子炉棟に設置し，設計基準事故対処設備

である自動減圧機能用アキュムレ－タと同時に機能を損なうおそれが

ないように，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの多様性及び位置的分散について，

第3.3－23表に示す。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

第3.3－23表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

駆動用窒素供給源 自動減圧機能用 

アキュムレ－タ 

非常用窒素供給系高圧窒素

ボンベ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋原子炉棟内 
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3.3.2.5 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧 

3.3.2.5.1 設備概要 

逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレ－タ（逃がし弁機能用及び自動減

圧機能用）の供給圧力が喪失した場合に備え，非常用逃がし安全弁駆動系を

設ける。 

逃がし安全弁駆動系は，非常用窒素供給系との多様性及び位置的分散を考

慮した系統構成とし，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの窒素を逃

がし安全弁（逃がし弁機能）に直接供給することで弁を作動することができ

る設計とする。逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に必要となる窒素は，

電磁弁の排気側に取り付ける自圧式切換弁を介して供給することにより，電

磁弁の操作を必要とすることなく逃がし安全弁（逃がし安全弁）を作動する

ことができる設計とする。 

逃がし安全弁駆動系は，非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベ及び

配管・弁等で構成する。また，非常用逃がし安全弁駆動系はＡ系，Ｂ系の独

立した2系統で構成しており，Ａ系は2個，Ｂ系は2個の逃がし安全弁（逃が

し弁機能）に対して窒素を供給する。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，中央制御室からの操作により非常用逃がし

安全弁駆動系高圧窒素ボンベの窒素を逃がし安全弁（逃がし弁機能）に供給

する。なお，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場

合は，現場操作により高圧窒素ボンベの交換を実施する。 



3.3－80 

非常用逃がし安全弁駆動系の系統圧力は，逃がし安全弁（逃がし弁機能）

の作動環境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧力の2倍の状態（2Pd）にお

いても全開可能な圧力に設定する。 

非常用逃がし安全弁駆動系の系統概要図を第3.3－5図に，重大事故等対処

設備一覧を第3.3－24表に示す。 
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第 3.3－5 図 非常用逃がし安全弁駆動系 系統概要図 
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第3.3－24表 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

【可搬】 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）【常設】※１

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 非常用逃がし安全弁駆動系 配管・弁【常設】 

主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクロ－リ【可搬】

計装設備※３ 非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力【常設】 

非常用逃がし安全弁駆動系窒素ボンベ圧力【常

設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧で使用

する弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計4個 

※2 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源設

備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準をして用いる補助パラメ

－タ 
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3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ

本 数 ： 3（予備9） 

容 量 ： 約47L（1本当たり） 

充填圧力 ： 約15MPa［gage］ 

取付箇所 ： 原子炉建屋原子炉棟 1階 

保管場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 1階 

3.3.2.5.3 設置許可基準規則第43条第への適合方針 

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子炉棟

内に設置される設備であることから，想定される重大事故等時におけ

る原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，第3.3－25表に示す設計とする。 

（46－3－6,46－8－4） 

第3.3－25表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・

湿度／屋外の天候／

放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度，環境

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器

が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室内の環境条件を考慮のうえ，中央制御室のスイッチ

で操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の操作性を考慮

して十分な操作空間を確保する。また，スイッチには誤操作防止のた

めに銘鈑をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実に操作できる設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合の

ボンベ交換作業は，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子

炉棟内の環境条件を考慮の上，原子炉建屋原子炉棟内にて作業可能な

設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換を行う作業場所は，

十分な操作空間を確保する設計とする。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業は，一般的に

用いられる工具（スパナ等）及び専用工具（ボンベ開閉ハンドル（ボ

ンベコック操作用））を用いて，確実に作業ができる設計とする。ま

た，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの非常用逃がし安全弁

駆動系への接続は，袋ナットによる専用の接続方式により，確実に接

続が可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業に用いる工具

は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟の近傍，アクセスル－トの近

傍，又は中央制御室内に保管できる設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，人力又はボンベ運搬

台車による移動ができるとともに，設置場所である原子炉建屋原子炉

棟内にてボンベラックへの固縛による転倒防止対策が可能な設計とす

る。 

第3.3－26表に操作対象機器を示す。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

第3.3－26表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

窒素ブロ－ライン隔離弁 閉→開 中央制御室 スイッチ操作

窒素供給ライン隔離弁 閉→開 中央制御室 スイッチ操作

窒素供給弁 開→閉 中央制御室 スイッチ操作

非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベ 

予備と交換 原子炉建屋 

原子炉棟 

交換作業 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，第3.3－27表に示すように原子炉停

止中に機能・性能検査が可能な設計とし，非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベは，原子炉運転中に外観検査が可能な設計とする。 

第3.3－27表 非常用逃がし安全弁駆動系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 窒素供給圧力確認 

系統の漏えい確認 

弁開閉動作の確認 

運転中 外観検査 窒素ボンベの外観確認 

窒素規定圧力の確認 

非常用逃がし安全弁駆動系は，機能・性能検査として，非常用逃が

し安全弁駆動系高圧窒素ボンベから窒素を供給することで，窒素供給

圧力及び系統の漏えい確認を行うことが可能な設計とする。また，逃

がし安全弁（逃がし弁機能）への窒素供給において，操作が必要とな

る弁の開閉動作の確認を行うことが可能な設計とする。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，外観検査として，目

視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことにつ

いて表面状態の確認が行うことが可能な設計とする。また，非常用逃

がし安全弁駆動系の圧力指示計により，規定圧力の確認を行うことが

可能な設計とする。 

（46－5－15） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる

機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，常用の窒素供給系から独立した系統

構成とすることで，切替操作が不要な設計とする。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換は，交換作業を行

うために必要な弁を設け，速やかに交換が可能な設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五）

(ⅰ) 要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，通常待機時に窒素供給弁及び窒素供

給弁ライン隔離弁を閉止することで，逃がし安全弁（逃がし弁機能）

と隔離する系統構成とし，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計

とする。 

（46－4－7） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること。 



3.3－90 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系の窒素供給弁，窒素供給供給ライン隔離

弁及び窒素ブロ－ライン隔離弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置され

ており，中央制御室からの操作が可能な設計とすることで，設置場所

の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業場所

である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射線防護

対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い

場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮

蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行

うことができる設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のあ

る容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
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非常用逃がし安全弁駆動系による逃がし安全弁（逃がし弁機能）の

作動個数は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合におい

ても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧することができる設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の動作対象弁は，サプレッション・プ－

ルの熱負荷を考慮し，異なる主蒸気配管の逃がし安全弁（逃がし弁機

能）となるよう設計する。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する原子

炉の減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び格納

容器の破損を防止するため，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を作動さ

せ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる窒素供給量

を有する設計とする。 

負荷に直接接続する可搬型設備である非常用逃がし安全弁駆動系高

圧窒素ボンベの個数は，必要となる容量を有する個数の1セット（3本

（1系統））の2系統分に加え，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを2セット（3本（1系統））確保する

設計とする。 

（46－6－15～19） 



3.3－92 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，非常用窒素供給系へ

の接続に当たって，専用の接続方式として袋ナットを使用し，一般的

に用いられる工具（スパナ等）を用いて容易かつ確実に接続できる設

計とする。また，作業用工具は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟

の近傍，アクセスル－トの近傍又は中央制御室内に保管できる設計と

する。 

（46－7－4） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋の外から

水又は電気を供給する設備でないことから，原子炉建屋原子炉棟内で

接続作業を行うことから対象外とする。 

（46－4－7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対

処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができる

よう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業場所

である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射線防護

対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い

場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮

蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行

うことができる設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ及び予備の高圧窒素ボン

ベは，地震，津波，その他の外部事象による損傷の防止が図られた原

子炉建屋原子炉棟内に保管する。また，設計基準事故対処設備である

多重化された自動減圧機能用アキュムレ－タと原子炉格納容器内外で

位置的分散を図る設計とする。 

（46－8－4） 
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(6) アクセスル－トの確保（設置許可基準規則第43条第3項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等

内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの保管場所から設置場所

までの運搬経路は，想定される重大事故時においても，設備の運搬及

び移動に支障を来すことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スル－トを確保する。なお，アクセスル－トの詳細については，「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」への適合状況についての「1.0 重大事故等対策における共通事

項」添付資料1.0.2「東海第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスル－トについて」に示す。 

（46－9－2～5） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等について」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟に設置し，設計基準事故

対処設備である自動減圧機能用アキュムレ－タと同時に機能を損なう

おそれがないように，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの多様性及び位置的分散

について，第3.3－28表に示す。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

第3.3－28表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

駆動用窒素供給源 自動減圧機能用 

アキュムレ－タ

非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋原子炉棟内 
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3.3.2.6 インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 

3.3.2.6.1 設備概要 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁（高圧炉心スプレイ系注入弁，

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心スプレイ系注入弁及び残留熱除

去系注入弁）は，インタ－フェイスＬＯＣＡ発生箇所の隔離によって，原子

炉格納容器外への原子炉冷却材放出を防止する目的として設置するものであ

る。 

本設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統であり，プラン

ト運転中に接続箇所の電動弁開閉試験を実施する非常用炉心冷却系及び原子

炉隔離時冷却系の原子炉圧力容器注入ラインに，それぞれ1台の構成とする。 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡは，隔離弁の隔離失敗により低圧設計

部分が異常に加圧されることで発生するが，逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉減圧により原子炉冷却材漏えいの抑制を継続し，現場操作によ

る隔離弁の全閉操作を実施することで，破断が発生した系統を隔離する設計

とする。 

なお，逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉の減圧は，隔離弁の隔

離操作が完了するまで継続する。 

本設備の系統概要図を第3.3－6図に，重大事故等対処設備一覧を第3.3－

29表に示す。 
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第3.3－29表 インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁に関する 

重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ系注入弁【常設】 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁【常設】 

低圧炉心スプレイ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ａ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ｂ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ｃ系注入弁【常設】 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備※１ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（SA）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（SA広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA燃料域）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

※1 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備（設

置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.3.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧炉心スプレイ系注入弁

最高使用圧力 ： 10.7MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

(2) 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁

最高使用圧力 ： 10.7MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 4階 

(3) 低圧炉心スプレイ系注入弁

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

(4) 残留熱除去系Ａ系注入弁

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 
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(5) 残留熱除去系Ｂ系注入弁

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

(6) 残留熱除去系Ｃ系注入弁

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数  ： 1 

取付箇所  ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 
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3.3.2.6.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，想定される重大事故等時に

設計基準対象施設としての機能を期待する設備のため，「2.3 重大事故対

処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象施設として使

用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施

設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本設計については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設

置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，第3.3－30表に示す設計とする。 
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第3.3－30表 想定する環境条件 

（46－3－5） 

また，インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，操作場所である原子

炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確

保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔

距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線

量を測定し線量が低い場所で作業を行うことができる設計とする。 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器

が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。ま

た，インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁については，発電用原子炉の

運転中に機能・性能検査を，また，停止中に分解検査を実施可能な設計とす

る。 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 



3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を 

冷却するための設備【47 条】 

基準適合への対応状況 
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5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための 

設備

5.9.1 概 要

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

の系統概要図を第 5.9－1 図から第 5.9－6 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉

心スプレイ系が使用できる場合は，重大事故等対処設備として使用する。残

留熱除去系（低圧注水系）及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）につい

ては，「5.4 残留熱除去系」に記載する。低圧炉心スプレイ系については，

「5.2 非常用炉心冷却系」に記載する。 

5.9.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するための設備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける。また，

炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧

代替注水系（常設）を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 
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残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使

用する。 

低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代

替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁を重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用する。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を
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使用する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型

代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，

可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代

替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系，残

留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却で

きる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクロー

リにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 
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・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，低圧代替注水系の配管及び弁，残留熱除去系

の配管及び弁，低圧炉心スプレイ系の配管，弁及びスパージャ並びに

ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用する。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代

替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電

用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代

替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）による

発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水系）の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留
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熱除去系（低圧注水系）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，常設代替交流電源設備からの給電

により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレッション・チ

ェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び残

留熱除去系海水系を重大事故等対処設備として使用する。 

(d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として常設代替交流電源設備を使用し，低圧炉心スプレイ

系を復旧する。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの給電により機

能を復旧し，低圧炉心スプレイ系ポンプによりサプレッション・チェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器へスプレイすることで炉心を冷却で

きる設計とする。
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本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用する。 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

（常設）を使用する。 

低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代

替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

ることで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

本系統の詳細については，「(1)ａ.(a) 低圧代替注水系（常設）によ
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る発電用原子炉の冷却」に記載する。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

（可搬型）を使用する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型

代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，

可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代

替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系若し

くは残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで原子炉

圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクロー

リにより補給できる設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)ａ.(b) 低圧代替注水系（可搬型）

による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

(c) 代替循環冷却系による残留溶融炉心の冷却 
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炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合の重大事故等対処設備として代替循環冷

却系を使用する。 

代替循環冷却系は，代替循環冷却系ポンプ，配管・弁類，計測制御

装置等で構成し，代替循環冷却系ポンプにより，サプレッション・チ

ェンバのプール水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水

することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計と

する。

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・代替循環冷却系ポンプ（9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備）

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系ポンプ，配管及び弁を重大事故

等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用する。 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 
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ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（常設）は，「(1)ａ.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用

原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（可搬型）は，「 (1)ａ.(b)低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可

搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）
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の復旧 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，常設代替交流電源設備か

らの給電により機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器から残留熱除

去系ポンプ及び熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより

炉心を冷却できる設計とする。

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処

設備として使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系)及び残留熱除去系海水系を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

「(1)ａ.(a) 残留熱除去系（低圧注水系）による発電用原子炉の冷却」

に使用する残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，サプレッショ

ン・チェンバ，残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系スト
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レーナ，「(1)ａ.(b) 低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却」に

使用する低圧炉心スプレイ系ポンプ，サプレッション・チェンバ，残留

熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナ，「(1)ｂ.(a) 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉の冷却」に使

用する残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系海水

系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナは，設計基準事故対処設備

であるとともに，重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事

故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし，

多様性及び位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性

及び位置的分散の設計方針は適用しない。 

原子炉圧力容器については，「5.1 原子炉圧力容器及び一次冷却材設

備」に記載する。 

低圧炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系海水系」に記

載する。 

サプレッション・チェンバ，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽につ

いては，「9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載す

る。 

緊急用海水系については，「5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備

及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。
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5.9.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心ス

プレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設低圧代替注

水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非常用所内電気設備を

経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポンプ

を用いた残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系ポンプを用い

た低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能と

することで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内

電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有

する設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替淡水貯槽を水源とすることで，サ

プレッション・チェンバのプール水を水源とする残留熱除去系（低圧注水系）

及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，原子炉建屋外の常設低圧

代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ，

低圧炉心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・チェンバと共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプ
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レイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを空冷

式のディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水

系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能

とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性

を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，西側淡水貯水

設備を水源とすることで，サプレッション・チェンバのプール水を水源とす

る残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系並びに代替淡水貯槽

を水源とする低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とす

る。 

また，低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，代替淡

水貯槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバのプール水を水源と

する残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水

源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉建屋

及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ並びに常

設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共

通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系

及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

水源から残留熱除去系配管及び低圧炉心スプレイ系配管との合流点までの系

統について，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に対して独立性を有す

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧代替注

水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。また,これらの多様性及び位

置的分散によって,低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は,

互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設

備」に記載する。 

5.9.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

低圧代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事

故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水中型ポンプ及び可

搬型代替注水大型ポンプを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に
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接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両転倒防

止装置や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.9.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大

事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な注水流量に対してポンプ 2 台の運転により十分なポンプ容量を

有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時において，低圧代

替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），格納容器下部注水

系（常設）及び代替燃料プール注水系としての同時使用を想定し，各系統の

必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，想定される重

大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な注水流量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有数は，

2 セットで 4 台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用
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として 1 台の合計 5 台を保管する。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，想定される重

大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な注水流量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は，

2 セットで 2 台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として 1 台の合計 3 台を保管する。バックアップ用については，同型設備で

ある可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）のバックアップ用 1 台と共用する。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，想定

される重大事故等時において，低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）及び代替燃料プール注

水系として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容

量を有する設計とする。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，残存溶融炉心を冷

却し，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉注水量に対して

十分なポンプ容量を有する設計とする。代替循環冷却系ポンプは，2 台設置

する設計とする。 

5.9.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注

水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大
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事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計

とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの常設設備との

接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

代替循環冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系ポンプは，想定される重大事故等時において，中央制御室

から操作が可能な設計とする。 

代替循環冷却系の系統構成に必要となる弁の操作は，想定される重大事故

等時において，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

5.9.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時において，通常時の
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系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御

室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から接続，弁操作等により速やかに系統構成が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設

計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続する接続

口については，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続に

よりホースを確実に接続することができる設計とする。また，ホースの接続

については，接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作等により速やかに系統構成が可能な設計とする。 

代替循環冷却系ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な

設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が

可能な設計とする。

5.9.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
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の主要機器仕様を第 5.9－1 表に示す。 

5.9.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原

子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可

能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却に使用する代替循環冷却系ポン

プは，発電用原子炉の停止中に他系統と独立した試験系統により機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

代替循環冷却系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とす

る。 
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第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台 数     2 

容 量     約 200m３／h（1 台当たり） 

全 揚 程     約 200m 

ｂ．代替循環冷却系ポンプ 

「第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の

主要機器仕様」に記載する。 

(2) 低圧代替注水系（可搬型） 

  ａ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

  ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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(3)緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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第 5.9－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（1） 

（低圧代替注水系（常設）による原子炉注水） 
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第 5.9－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（2） 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 原子炉建屋東側接続口使用時） 
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第 5.9－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（3） 

（残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水） 

Ａ系使用時の系統を示す。 
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第 5.9－4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（4） 

（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱） 
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第 5.9－5 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（5） 

（低圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 

ドライウェル

原
子
炉
圧
力
容
器

サプレッション・チェンバ

NO MO

M
O

残留熱除去系
海水系

低圧炉心スプレイ
系ポンプ

MO



47 条－27 

第 5.9－6 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備系統概要図（6） 

（代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却） 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備【47条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

3.4.1 設置許可基準規則第47条への適合方針 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 発電用原子炉運転中の場合に用いる設備 

(2) 発電用原子炉停止中の場合に用いる設備 

(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保

（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｃ）） 

(4) 残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水 

(5) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱 

(6) 低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

(7) 代替循環冷却系を用いた原子炉注水 

(8) 消火系による原子炉注水 

(9) 補給水系による原子炉注水 

(10) 復旧手段 

(11) 低圧代替注水系の海水の利用 

(12) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

(13) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

3.4.2 重大事故防止設備 

3.4.2.1 低圧代替注水系（常設） 
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3.4.2.1.1 設備概要 

3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

3.4.2.1.3 低圧代替注水系（常設）の多様性及び独立性，位置的分散 

3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.4.2.2 低圧代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

3.4.2.2.3 低圧代替注水系（可搬型）の多様性及び独立性，位置的分散 

3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

3.4.2.3 代替循環冷却系 

3.4.2.3.1 設備概要 

3.4.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.4.3.1 残留熱除去系（低圧注水系） 

3.4.3.1.1 設備概要 

3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.4.3.2 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

3.4.3.2.1 設備概要 

3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.3.3 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.3.1 設備概要 

3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

(1) 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

3.4.3.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が

喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければな

らない。 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 （1） 重大事故防止設備 

  ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

  ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するた

め、常設重大事故防止設備を設置すること。 

  ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に

対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

3.4.1 設置許可基準規則第47条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するための設備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける。ま

た，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，

低圧代替注水系（常設）を設ける。 

(1) 発電用原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却（設置許可基準

規則解釈の第 1 項（１）ａ）） 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）は，

常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系

等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計

とする。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 
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(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却（設置許可基

準規則解釈の第 1 項（１）ｂ）） 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）は，

可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代

替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系，残

留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却で

きる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代

替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー
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ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代

替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水系）の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（低圧注水系）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留

熱除去系（低圧注水系）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，常設代替交流電源設備からの給電

により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレッション・チ

ェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

(d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，低圧炉心スプレ

イ系を復旧する。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの給電により機

能を復旧し，低圧炉心スプレイ系ポンプによりサプレッション・チェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器へスプレイすることで炉心を冷却で

きる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系
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から供給できる設計とする。 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

 (a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧

力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

 (b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系

（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の

水を，可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心

スプレイ系若しくは残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水す

ることで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 
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低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 (c)  代替循環冷却系による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が存在する場合の重大事故等対処設備として代替循環冷

却系は，代替循環冷却系ポンプにより，サプレッション・チェンバの

プールの水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水するこ

とで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

(2) 発電用原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（常設）は，「(1)ａ.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電

用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（可搬型）は，「 (1)ａ.(b)低圧代替注水系（可搬型）による
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発電用原子炉の冷却」と同じである。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の復旧 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は残留熱除去系

海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，常設代替交流電源設備か

らの給電により機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器から残留熱除

去系ポンプ及び熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより

炉心を冷却できる設計とする。 
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本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

（3）設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保

（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｃ）） 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設低圧

代替注水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非常用

所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する

残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系ポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する

設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能

とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して

多様性を有する設計とする。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に

対して独立性を有する設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替淡水貯槽を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及

び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，原子炉建屋外の常設低

圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系

ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・チェンバと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
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る。 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心

スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆

動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレ

イ系及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対し

て多様性を有する設計とする。また，低圧代替注水系（可搬型）の電動

弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電

路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する

系統に対して独立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，西側淡水貯

水設備を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系並びに代替淡水貯槽

を水源とする低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計

とする。また，低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプ

は，代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水

源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して

異なる水源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉建

屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポン

プ並びに常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共
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通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を

図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除

去系配管及び低圧炉心スプレイ系配管との合流点までの系統について，

残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に対して独立性を有する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧代替

注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して

重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。また，これら

の多様性及び位置的分散によって，低圧代替注水系（常設）及び低圧代

替注水系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有

する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については，「第五十七条 

電源設備」に記載する。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については，3.4.2.1.3 項，

3.4.2.2.3 項及び 3.4.2.3.3 項に詳細を示す。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時において健全であれ

ば，以下の設備を重大事故等対処設備として使用する。 

（4）残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水 
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残留熱除去系（低圧注水系）は，発電用原子炉運転中の冷却材喪失事

故時等において低圧炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系及び自動減圧

系と連携して炉心を冷却する機能を有する設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，サプレッション・チェンバを水源と

し，残留熱除去系ポンプにて，残留熱除去系熱交換器を介してサプレッ

ション・プール水を冷却し原子炉圧力容器へ注水する設計とする。 

残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は，残留熱除去系海水ポンプによ

り送水する設計とする。 

なお，残留熱除去系海水系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

（5）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱 

 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，発電用原子炉停止中に炉心

崩壊熱及び残留熱（原子炉圧力容器・配管及び冷却材中の保有熱）を除

去して，原子炉を除熱する機能を有する設計とする。 

本系統は，原子炉圧力容器を水源とし，残留熱除去系ポンプを用い，

残留熱除去系熱交換器で冷却した炉水を原子炉圧力容器に戻すことによ

り原子炉を除熱する設計とする。 

なお，残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明は，「（4）残

留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水」と同じである。 

（6）低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

  低圧炉心スプレイ系は，原子炉圧力が急激に低下する大破断事故時に，

残留熱除去系（低圧注水系）及び高圧炉心スプレイ系と連携して炉心を上

部からスプレイ冷却する機能を有する設計とする。 
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また，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための自

主対策設備として以下を整備する。 

(7) 代替循環冷却系を用いた原子炉注水 

   設計基準事故対処設備である，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプが有する原子炉の冷却機能が喪失した場合の自主対策設備とし

て代替循環冷却系を設ける。 

   代替循環冷却系は，サプレッション・チェンバを水源とし，原子炉建屋

原子炉棟に設置する代替循環冷却系ポンプを用い，残留熱除去系熱交換器

で冷却されたサプレッション・プール水を原子炉圧力容器に注水する設計

とする。 

   代替循環冷却系は，残留熱除去系の有する原子炉格納容器からの除熱機

能を代替することを目的に設置した設備であり，原子炉高圧状態から低圧

注水に移行することを考慮した注水量としていないため，低圧注水への移

行段階での炉心損傷を防止するための注水量としては十分ではない場合が

あるが，低圧で注水が可能な設備であるため，低圧注水手段としては有効

である。 

 残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明は，「（4）残留熱除

去系（低圧注水系）による原子炉注水」と同じである。なお，代替循環冷

却系については，「3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための設

備（設置許可基準規則第50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

（8）消火系による原子炉注水 

設計基準事故対処設備である，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプ

レイ系ポンプが機能喪失し，残留熱除去系注入ラインＣ系又は低圧炉心

スプレイ系注入ラインの機能が喪失した場合においても低圧注水を可能

とするために，自主対策設備として，消火系による原子炉注水手順を整
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備する。 

消火系による原子炉注水設備は，残留熱除去系（低圧注水系），残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系），低圧炉心スプレイ系，低圧代替注水

系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）とは異なる淡水タンク（多目

的タンク及びろ過水貯蔵タンク）を水源とし，ディーゼル駆動消火ポン

プ又は電動駆動消火ポンプにて原子炉圧力容器へ注水する設計とする。

消火系による原子炉注水設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持

を担保できないが，使用可能であれば，原子炉へ注水する手段として有

効である。 

（9）補給水系による原子炉注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプが機能喪失し，残留熱除去系注入ラインＣ系又は低圧炉心ス

プレイ系注入ラインの機能が喪失した場合においても低圧注水可能とす

るために，自主対策設備として，補給水系による原子炉注水手順を整備

する。 

補給水系による原子炉注水設備は，残留熱除去系（低圧注水系），残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系），低圧炉心スプレイ系，低圧代替注

水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）とは異なる復水貯蔵タンク

を水源とし，復水移送ポンプを用い，復水移送系，消火系及び残留熱除

去系Ｂ系配管を介して原子炉圧力容器へ注水する設計とする。補給水系

による原子炉注水設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保

できないが，使用可能であれば，原子炉へ注水する手段として有効であ

る。 

  また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として以下を整備す
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る。 

（10）復旧手段 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停

止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系が全交流動力電源喪失により起動

できない場合には，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

を用い給電することで，残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷

却系）及び低圧炉心スプレイ系を復旧する手順を整備する。 

なお，電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第57

条に対する設計方針を示す章）」で示す。また，炉心の著しい損傷防止

のための残留熱除去系（低圧注水系）復旧の手順については，「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適

合状況について」の「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で示す。 

(1)原子炉運転中における対応手順 

① 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.2 (2) a. (a) 残留熱除去系

（低圧注水系）復旧後の原子炉注水」 

② 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.2 (2) a. (b) 低圧炉心スプ

レイ系復旧後の原子炉注水」 

(2)原子炉停止中における対応手順 

① 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.3 (2) a. (a) 残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱」 

また，技術的能力審査基準への適合のため，西側淡水貯水設備，代替淡水

貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合の海水の利用手段として，以下
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を整備する。 

（11）低圧代替注水系の海水の利用 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）の水源である西

側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合は，

防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から，可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを用いて補給が可能な設計とする。 

水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。また，

低圧代替注水系の海水の利用手順については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合状況について」の

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順」の以下の項目で示

す。 

 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替淡水貯槽へ

水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給」及

び 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水

設備へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注

水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 

また，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主対策設備とし

て，以下を整備する。 

（12）消火系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合，消火系のディーゼル駆動消火ポンプ又は電動駆動
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消火ポンプにて，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクの水を原子炉圧力容

器に注水することにより残存溶融炉心を冷却する。消火系による残存溶融

炉心の冷却設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保できな

いが，使用可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

なお，使用する設備については，「（8）消火系を用いた原子炉注水」

と同じである。 

（13）補給水系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉圧力容器内に溶

融炉心が残存する場合，補給水系の復水移送ポンプにて，復水貯蔵タンク

の水を原子炉圧力容器に注水することにより残存溶融炉心を冷却する。補

給水系による残存溶融炉心の冷却設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ

機能維持を担保できないが，使用可能であれば，残存溶融炉心を冷却する

手段として有効である。 

なお，使用する設備については，「（9）補給水系を用いた原子炉注水」

と同じである。 
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3.4.2 重大事故防止設備 

3.4.2.1 低圧代替注水系（常設） 

3.4.2.1.1 設備概要 

  低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレ

イ系の有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却することを目的として設置するものである。 

  低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，電源設備である

常設代替交流電源設備，水源である代替淡水貯槽，流路である低圧代替注水

系配管・弁，残留熱除去系Ｃ系配管・弁，注水先である原子炉圧力容器等か

ら構成される。 

  重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低圧代替注水系

ポンプ2台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中央制御室のスイッチ操作

により行い，残留熱除去系Ｃ系配管を経由して原子炉圧力容器へ注水するこ

とで発電用原子炉を冷却する設計とする。 

  低圧代替注水系（常設）の概要図を第3.4－1図に，低圧代替注水系（常設）

に属する重大事故等対処設備を第3.4－1表に示す。 

  常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備から受電できる設計とする。 
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第 3.4－1 図 低圧代替注水系（常設）系統概略図

①

②

③

④

弁名称 

①原子炉注水弁 

②残留熱除去系Ｃ系注入弁 

③原子炉圧力容器注水流量調整弁 

④常設低圧代替注水系系統分離弁 
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第 3.4－1 表 低圧代替注水系（常設）に関する重大事故等対処設備一覧

設備区分 設備名 

主要設備 常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 
低圧代替注水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系Ｃ系配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）【常設】 

低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

ドライウェル圧力 【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

※1 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 （1）常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所     常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力     約190kW（1台当たり） 
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3.4.2.1.3 低圧代替注水系（常設）の多様性及び独立性，位置的分散 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプ

レイ系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.4－2表で示

すとおり多様性を有し位置的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替

注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留

熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと位置的分散を図る設計と

する。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源については，屋外に設置する常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備で

ある可搬型代替低圧電源車からの独立した電源供給ラインから供給可能と

することで，原子炉建屋付属棟内に設置される設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの電源（非常用ディ

ーゼル発電機）に対し多様性を有し位置的分散を図る設計とする。また，

原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系熱交換器及び屋外に設置す

る残留熱除去系海水系ポンプについても，常設低圧代替注水系ポンプ及び

代替淡水貯槽を常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで位置的分散

を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を不要（自然冷

却）とすることで，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び

低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却水（残留熱除去系海水系）と同時に機能

喪失しない多様性を有する設計とする。 

水源については，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する代替淡水貯槽

を使用することで，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水
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系）の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの水源である原

子炉建屋原子炉棟内のサプレッション・チェンバ並びに残留熱除去系（原

子炉停止時冷却系）の残留熱除去系ポンプの水源である原子炉格納容器内

の原子炉圧力容器に対し異なる水源を持つ設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設け手動操作を可能と

することで，常設代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多

様性を有する設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，第3.4－3表で示すとおり，地震，津

波，火災及び溢水による共通要因故障を防止するために，独立性を確保す

る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプを使用する発電用原子炉への注水配管は，代

替淡水貯槽から残留熱除去系Ｃ系配管との合流点まで，残留熱除去系ポン

プを使用する系統に対して可能な限り独立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，電源及び冷却水の多様性並びに機器の位置的

分散により，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系に対し独立性を有する設

計とする。 
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第 3.4－2 表 多様性及び位置的分散

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系 

残留熱除去系 

（低圧注水系） 

残留熱除去系 

（原子炉停止時

冷却系） 

低圧代替注水系 

（常設） 

ポンプ 

低圧炉心 

スプレイ系ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

常設低圧代替注水系 

ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟地下２階 
常設低圧代替注水系 

格納槽内 

水源 

サプレッション・チェンバ 原子炉圧力容器 代替淡水貯槽 

原子炉建屋原子炉棟内 
原子炉格納容器

内 

常設低圧代替注水系 

格納槽内 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 残留熱除去系海水系 不要（自然冷却） 

駆動 

電源 

非常用ディーゼル発電機 
常設代替高圧 

電源装置 

原子炉建屋付属棟地下１階 屋外 
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第 3.4－3 表 設計基準事故対処設備との独立性

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系 

残留熱除去系 

（低圧注水系） 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系） 

低圧代替注水系 

（常設） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故防止設備の低圧代替注水系（常設）は，基準地震動ＳＳで機

能維持できる設計とすることで，地震が共通要因となり故障することのな

い設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系並びに重大事故防止設備

の低圧代替注水系（常設）は，防潮堤及び浸水防止設備を設置すること

で，津波が共通要因となって故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系と，重大事故防止設備の

低圧代替注水系（常設）は，火災が共通要因となり故障することのない設

計とする（「共－7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系と，重大事故防止設備の

低圧代替注水系（常設）は，溢水が共通要因となり故障することのない設

計とする（「共－8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 
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3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 （1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において重大事故等に対処するために必要な機能を有効

に発揮するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代

替注水系格納槽内に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等時における常設低圧代替注水系格納槽内の環境条件を考慮

し，第3.4－4表に示す設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可能な設計とす

る。

低圧代替注水系（常設）の系統構成に必要となる弁の操作は，重大事

故等時において，中央制御室又は設置場所から操作可能な設計とする。

また，低圧代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用可能な

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とする

ことで設備の影響を考慮する。 

（47－3－2，3，5） 
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第 3.4－4 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。

原子炉圧力容器への注水は，可能な限り淡水源を優先し，海

水通水は，短期間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする。（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するため，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（常設）の運転に必要なポンプ及び弁を第3.4－5表に

示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯

槽を使用し発電用原子炉の冷却を行う系統は，中央制御室のスイッチで

操作が可能な設計とすることで，重大事故等時の操作が確実に行える設

計とする。  

低圧代替注水系（常設）を運転する場合は，中央制御室からのスイッ

チ操作で常設低圧代替注水系ポンプを起動し，代替淡水貯槽への循環運

転状態とする。その後，中央制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代

替注水系系統分離弁，原子炉注水弁，原子炉圧力容器注水流量調整弁及

び残留熱除去系Ｃ系注入弁を開とし発電用原子炉への注水を行う設計と

する。 

    常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並びに電動弁の

開閉状態については，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認可能な設

計とし，中央制御室における監視又は試験及び検査等にて確認可能な設

計とする。また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の操作
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性を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器の名称等を

表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及

び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

（47－4－2） 

第 3.4－5 表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

原子炉注水弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

原子炉圧力容器注水流量調整弁 弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

残留熱除去系Ｃ系注入弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 



3.4－29 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（常設）の試験検査を第3.4－6表に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，他系統と独

立した試験系統により，発電用原子炉運転中に機能・性能検査，弁動作

確認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び

分解検査が実施可能な設計とする。 

    低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子

炉停止中に，分解検査として，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ

部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計

とする。弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能

な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響

を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とする。また，目視により，

性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を

確認可能な設計とする。 

    また，低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，吐出

配管にテストラインを設け，発電用原子炉運転中又は発電用原子炉停止

中に，機能・性能検査として，代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行
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うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，

異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，発電用原子

炉運転中又は発電用原子炉停止中に弁動作確認を実施することで弁開閉

動作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，

機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

（47－5－2，3） 

第 3.4－6 表 低圧代替注水系（常設）の試験検査

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について

浸透探傷試験及び目視により確認 
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（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，本来の用途として使用する。重大事故等

時には，設計基準事故対処設備である残留熱除去系Ｃ系配管の一部を使

用するが，残留熱除去系Ｃ系については，重大事故等に対処するための

系統構成は必要としない。 

（47－4－2） 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系Ｃ系との隔離弁について第
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3.4－7表に示す。 

    低圧代替注水系（常設）は，通常待機時は，原子炉注水弁及び原子炉

圧力容器注水流量調整弁を閉止しておくことで，残留熱除去系Ｃ系と隔

離する系統構成とし，取合系統である残留熱除去系に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。また，低圧代替注水系（常設）を用いる場合は，

弁操作によって，通常待機時の系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（47－4－2） 

第 3.4－7 表 他系統との隔離弁

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系Ｃ系 原子炉注水弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

残留熱除去系Ｃ系 原子炉圧力容器注水流量調整弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の系統構成のために操作が必要な機器の設置
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場所，操作場所を第3.4－8表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分離弁，原子炉

注水弁，原子炉圧力容器注水流量調整弁及び残留熱除去系Ｃ系注入弁は，

原子炉建屋原子炉棟又は常設低圧代替注水系格納槽内に設置されており，

中央制御室からの遠隔操作が可能な設計とすることで，操作場所の放射

線量が高くなるおそれが少ない設計とする。 

（47－3－5，47－4－2） 

第 3.4－8 表 操作対象機器設置場所

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

原子炉注水弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

原子炉圧力容器注水流量調整弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

残留熱除去系Ｃ系注入弁 原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 



3.4－34 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 （1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯

槽は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注

水量を有する設計とする。 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのう

ち，低圧代替注水系（常設）を用いる，高圧・低圧注水機能喪失，崩壊

熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合，残留熱除去系が故障した場

合），ＬＯＣＡ時注水機能喪失，格納容器バイパス（インターフェイス

システムＬＯＣＡ）及び全交流動力電源喪失（運転停止中の発電用原子

炉における重大事故に至るおそれのある事故）に係る有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が確認されて

いる発電用原子炉への注水流量が，最大378m３／hであることから，ポ

ンプ1台当たり約200m３／hで注水可能なポンプを2台使用し，約400m３／

hで注水可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）又は格納容器下部注水系と同時に使用する可能性があるため，代替
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格納容器スプレイ冷却系（常設）と同時に使用する場合の発電用原子炉

への最大注水量230m３／h又は格納容器下部注水系と同時に使用する場

合の発電用原子炉への最大注水量（崩壊熱相当の注水量）を確保可能な

設計とする。 

原子炉圧力容器に注水する場合の常設低圧代替注水系ポンプの全揚程

は，上記注水量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と

注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類

圧損）を考慮し，約200mの全揚程を確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

（47－6－2～5,16～20） 

 （2） 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等
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について」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 （3） 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第2項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系に対

し，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計としている。なお，

詳細については，3.4.2.1.3項に記載のとおりである。  
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3.4.2.2 低圧代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

  低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，発電用原子炉を冷却することを目的として設置するも

のである。 

可搬型代替注水中型ポンプによる低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代

替注水中型ポンプ，水源である西側淡水貯水設備，流路である低圧代替注水

系配管・弁，低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ，残留熱除去系Ｃ系

配管・弁，ホース，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクロ

ーリ，注水先である原子炉圧力容器等から構成される。重大事故等時におい

ては，西側淡水貯水設備を水源として，可搬型代替注水中型ポンプと高所東

側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続

口を仮設ホースで接続し注水することにより発電用原子炉を冷却する設計と

する。 

また，可搬型代替注水大型ポンプによる低圧代替注水系（可搬型）は，可

搬型代替注水大型ポンプ，水源である代替淡水貯槽，流路である低圧代替注

水系配管・弁，低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ，残留熱除去系Ｃ

系配管・弁，ホース，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンク

ローリ，注水先である原子炉圧力容器等から構成される。重大事故等時にお

いては，代替淡水貯槽を水源として，可搬型代替注水大型ポンプと高所東側

接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口

を仮設ホースで接続し注水することにより発電用原子炉を冷却する設計とす

る。 
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  低圧代替注水系（可搬型）の概要図を第3.4－3図に，低圧代替注水系（可

搬型）に属する重大事故等対処設備を第3.4－9表に示す。 

  低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，ポンプに付属するスイッ

チにより起動できる設計とする。燃料は，可搬型設備用軽油タンクからタン

クローリを用いて給油できる設計とする。 

  また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水可能な設計と

する。なお，水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備」で示す。 

  低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプを使用する際に接続する接続口は，共通要因により接続するこ

とができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋

東側及び西側）及び常設代替高圧電源装置置場（高所東側及び西側）の隣接

しない位置に設置することで位置的分散を図る設計とする。 
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第 3.4－3 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図（代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口）

①

②

③

④

弁名称 

①原子炉注水弁 

②低圧炉心スプレイ系注入弁 

③原子炉圧力容器注水流量調整弁 

④原子炉建屋東側接続口の弁 

3
.
4
－
3
9
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  第 3.4－9 表 低圧代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 
可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

関連設備 

付属設備 － 

水源※１ 
代替淡水貯槽【常設】 
西側淡水貯水設備【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 
低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ【常設】 
残留熱除去系Ｃ系配管・弁【常設】 
ホース【可搬】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 
常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 
可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 
軽油貯蔵タンク【常設】 
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 
可搬型設備用軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬】 

計装設備※３

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 
原子炉圧力【常設】 
原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）【常設】 
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用）【常
設】 
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）【常設】 
代替淡水貯槽水位【常設】 
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 
【常設】 
西側淡水貯水設備水位【常設】 

※1 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式     うず巻形 

容 量     約210m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約147kW（1台当たり） 

台 数     4（予備1） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

 (2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 
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・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式     うず巻形 

容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約140m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約847kW（1台当たり） 

台 数     2（予備1※１） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場

※1 「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代替注水大型ポンプ」の

予備1台と「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」の予備1台の

計2台は共用可能とする。 
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 3.4.2.2.3 低圧代替注水系（可搬型）の多様性及び独立性，位置的分散 

 低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心ス

プレイ系並びに常設重大事故防止設備である低圧代替注水系（常設）と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.4－10表で示すとおり，

多様性を有し位置的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管することで，原子炉建屋

原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ及

び低圧代替注水系格納槽内に設置する常設低圧代替注水系ポンプと位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプのサポート系

として冷却水を自己冷却とすることで，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却水（残留熱除去系海水

系）及び冷却水が不要である常設低圧代替注水系ポンプに対し多様性を有

する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの駆動源はデ

ィーゼルエンジン駆動とすることで，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの電源（非常用ディーゼル発

電機）及び常設低圧代替注水系ポンプの電源である常設代替交流電源設備

の常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低

圧電源車に対し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源は，屋外の西側淡水貯水設備及び可搬

型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する

代替淡水貯槽を使用することで，設計基準事故対処設備である残留熱除去
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系（低圧注水系）の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの

水源である原子炉建屋原子炉棟内のサプレッション・チェンバ並びに残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系）の残留熱除去系ポンプの水源である原子

炉格納容器内の原子炉圧力容器に対して異なる水源を持つ設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け手動操作を可能

とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。

 低圧代替注水系（可搬型）は，第3.4－11表で示すとおり，地震，津波，

火災，溢水による共通要因故障を防止するために，独立性を有する設計と

する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する低圧

代替注水系（可搬型）による原子炉注水の配管は，代替淡水貯槽から残留熱

除去系Ｃ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管との合流点までの系統について，

残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプを使用する系統に対して

可能な限り独立性を有する設計とする。

 なお，低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，故障時及び保守点検時の予備となる予備機を有

する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，電源及び冷却水の多様性並びに機器の位

置的分散により，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系並びに低圧代替注

水系（常設）に対し独立性を有する設計とする。 
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第 3.4－10 表 多様性及び位置的分散

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系 

残留熱除去系 

（低圧注水系）

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系）

低圧代替注水系 

（常設） 

低圧代替注水系 

（可搬型） 

ポンプ 

低圧炉心 

スプレイ系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

常設低圧代替 

注水系ポンプ 

可搬型代替注水 

大型ポンプ 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟 

地下 2 階 

常設低圧代替注 

水系格納槽内 

西側及び南側 

保管場所 

水源 

サプレッション・チェンバ 原子炉圧力容器 代替淡水貯槽 代替淡水貯槽 西側淡水貯水設備 

原子炉建屋原子炉棟内 原子炉格納容器内 
常設低圧代替 

注水系格納槽内 

常設低圧代替 

注水系格納槽内 
屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 残留熱除去系海水系 不要（自然冷却） 自己冷却 

駆動 

電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

常設代替高圧 

電源装置 

不要 

（ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋付属棟地下 1 階 屋外 
西側及び南側 

保管場所 
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第 3.4－11 表 設計基準事故対処設備との独立性

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系 

残留熱除去系 

（低圧注水系） 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系） 

低圧代替注水系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系は，耐震Ｓクラス設計

とし，重大事故防止設備の低圧代替注水系（可搬型）は，基準地震動ＳＳ

で機能維持できる設計とすることで，地震が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系は，防潮堤及び浸水防

護設備の設置により，重大事故防止設備の低圧代替注水系（可搬型）

は，高台の可搬型設備保管場所へ配備することで，津波が共通要因とな

って故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系と，重大事故防止設備

の低圧代替注水系（可搬型）は，火災が共通要因となり同時に故障する

ことのない設計とする（「共－7 重大事故等対処設備の内部火災に対す

る防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系と，重大事故防止設備

の低圧代替注水系（可搬型）は，溢水が共通要因となり同時に故障する

ことのない設計とする。（「共－8 重大事故等対処設備の内部溢水に対

する防護方針について」に示す。） 
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3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針

 （1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において重大事故等に対処するために必要な機能を有効

に発揮するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプで想定する環境条件を考慮し，第3.4－12表に示す設

計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，重大事故等時に，

水源付近の屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件を考慮する設計とす

る。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプの操作は，ポンプに付属するスイッチにより，設置場

所にて操作可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要となる弁の操作は，重大

事故等時において，中央制御室又は設置場所から操作が可能な設計とす

る。
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また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用可能

な設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とす

ることで設備の影響を考慮する。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定する。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備

する。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に

除雪及び除灰する運用とする。 

    降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策がとられ

た可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用し，

凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（47－3－2～4，47－8－2） 
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第 3.4－12 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響
降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び

凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。原子炉圧力容器への注水は，可能な限り淡水源を優

先し，海水通水は，短期間とすることで，設備への影響を

考慮した設計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮し

た上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固

定する。 

津波 
津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備すること

により，機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考

慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）

及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した

保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ，弁及びホースを第
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3.4－13表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水中型ポ

ンプを水源である西側淡水貯水設備近傍に配置するとともにホースを原

子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所

西側接続口に接続し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作

で残留熱除去系Ｃ系注入弁（又は低圧炉心スプレイ系注入弁），原子炉

注水弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁の開操作を実施した後，現場

操作で接続口の弁を開とし，可搬型代替注水中型ポンプ付属のスイッチ

によりポンプを起動することで原子炉注水を行う。 

また，可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水

大型ポンプを水源である代替淡水貯槽近傍に配置するとともにホースを

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高

所西側接続口に接続し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操

作で残留熱除去系Ｃ系注入弁（又は低圧炉心スプレイ系注入弁），原子

炉注水弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁の開操作を実施した後，現

場操作で接続口の弁を開とし，可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッ

チによりポンプを起動することで原子炉注水を行う。 

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口及び

高所西側接続口の弁については，接続口近傍の屋外から手動操作で弁を

開閉することが可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ付属のスイッチ，可搬型代替注水大型ポン

プ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員等の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する設計とし，機器の名称等を表示した

銘板の取付け等により識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監

視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 
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系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室における監視又は試

験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計とする。ま

た，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設置

場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等による固定が可能な設計とす

る。 

ホースの接続作業にあたっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物及び一般的な工具により，確実に接続が可能な設計とする。 

（47－4－3，47－7－2～5） 

第 3.4－13 表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側，原子炉建

屋西側，高所東側又は高所西

側） 

弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

原子炉注水弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

原子炉圧力容器注水流量調整

弁 
弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

残留熱除去系Ｃ系注入弁又

は低圧炉心スプレイ系注入弁
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 
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（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の試験検査を第3.4－14表に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中に，機能・性能検査，弁動作

確認及び車両検査を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，分

解検査，弁動作確認及び車両検査が可能な設計とする。 

    機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホースの系統構成で循

環運転を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポン

プについては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計と

する。ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

ジョイント部の腐食等がないことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計と
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する。また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施するこ

とで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両と

して異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は

取替が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，

性能に影響を及ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確

認可能な設計とする。 

（47－5－4～6） 
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第3.4－14表 低圧代替注水系（可搬型）の試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏えい

確認，外観の確認 

分解検査 
ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試験

及び目視により確認又は取替を実施する。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏えい

確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸透探傷試験及

び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試験

及び目視により確認又は取替を実施する。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先の系統と分離された状態で

西側及び南側保管場所に保管し，本来の用途として使用する設計とする。 

（47－3－3，47－4－3） 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先の系統と分離された状態で
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西側及び南側保管場所に保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプによる注水は，弁操作や接続によって通常待機時の系

統構成から重大事故等対象設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，保管場所において転倒しない設計とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所においては，車両

転倒防止装置又は輪止めにより固定することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（47－3－3，47－4－3） 

 （6）設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の設置場所

及び操作場所を第3.4－15表に示す。 
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このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，

接続口の弁（原子炉建屋東側，原子炉建屋西側，高所東側又は高所西側）

及びホースは，屋外で操作するが，作業に当たっては，放射線量を確認

し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，

状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い

場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

（47－3－2～4，47－4－3） 

第 3.4－15 表 操作対象機器

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側，原子炉建屋

西側，高所東側又は高所西側）

接続口近傍 接続口近傍 

原子炉注水弁 原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

原子炉圧力容器注水流量調整弁 原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

残留熱除去系Ｃ系注入弁又は低

圧炉心スプレイ系注入弁 
原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

ホース 屋外 屋外 
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3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 （1） 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な注水量を有する設計とする。 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのう

ち，低圧代替注水系（可搬型）を用いる全交流動力電源喪失に係る有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が

確認されている発電用原子炉への注水流量が110m３／h以上であること

から，可搬型代替注水中型ポンプ1台当たり約210m３／hを注水可能な設

計とし，揚程を確保するため2台を直列に接続し使用する設計とする。

また，可搬型代替注水大型ポンプ1台当たり約1,320m３／hを注水可能な

設計とし，1台を使用する設計とする。 

全交流動力電源喪失時に可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉への注

水（50m３／h），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による格納容
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器スプレイ（130m３／h）及び代替燃料プール注水系による使用済燃料

プールへの注水（16 m３／h）を同時に実施可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの全揚程としては，有効性が確認されてい

る発電用原子炉への注水流量における圧損（水源（西側淡水貯水設備）

と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホー

ス及び弁類圧損）を考慮し，2台で約100mの全揚程を確保可能な設計と

する。 

可搬型代替注水大型ポンプの全揚程としては，有効性が確認されてい

る発電用原子炉への注水流量における圧損（水源（代替淡水貯槽）と注

水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及

び弁類圧損）を考慮し，1台で約140mの全揚程を確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において注水に必要な揚

程を確保するため2台のポンプを直列に接続し使用する。保有数は2セッ

トで4台と，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として1台の合

計5台を保管する。

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において注水に必要な容

量を有するものを1セット1台使用する。保有数は，2セットで2台と，故

障時及び保守点検による待機除外時の予備として1台の合計3台を保管す

る。ただし，予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用）の予備1台と共用可能とする。 

なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13重

大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

（47－6－6～20） 
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 （2） 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプ側のホースと高所東側接続口，高所西側接続口，原子

炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口については，フランジ接続

にすることで，一般的に使用される工具を用いてホースを確実に接続で

きる設計とする。また，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋

東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の口径を統一し，確実に接続でき

る設計とする。 

（47－7－2～5） 

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 （ⅰ） 要求事項 
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常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，

自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなる

ことを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に1箇所

及び西側に1箇所，常設高圧電源装置置場の東側に1箇所及び西側に1箇

所設置する。 

（47－7－2～5） 

 （4） 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 
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基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びホースの

設置並びにホースと接続口（原子炉建屋東側，原子炉建屋西側，高所東

側及び高所西側）との接続は屋外で実施するが，作業に当たっては，放

射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で

作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保す

るとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定

し線量が低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

ホースの接続は簡便な接続金物により確実に接続が可能な設計とする。

また，接続口への接続は，簡便なフランジ接続により一般的な工具等を

用いて確実に接続が可能な設計とする。 

（47－3－4，47－7－2～5） 

（5） 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等
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について」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ並びに重大事故

等対処設備である低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ

の配置その他の条件を考慮し，常設低圧代替注水系ポンプが設置される

常設低圧代替注水系格納槽と異なる，発電所敷地内の西側及び南側保管

場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。 

（47－3－3，47－8－1） 

（6） アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道

路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

低圧代替注水系（可搬）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプは，通常待機時は，西側及び南側保管場所に保管するた

め，想定される重大事故等が発生した場合における，保管場所から設置
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場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのな

いよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二

発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」で示す。 

 （47－9－2～4） 
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（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

 （ⅰ） 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備の残留熱除去系

（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系と常設

重大事故防止設備の低圧代替注水系（常設）に対し，多様性を有し位置

的分散を図る設計とする。これらの詳細については，3.4.2.2.3 項に記

載のとおりである。 
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3.4.2.3 代替循環冷却系 

3.4.2.3.1 設備概要 

  炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するための重大事故等対処設備（原子炉圧力容器への注水）として，代

替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，サプレッション・チェンバ並

びに残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナ又は緊急

用海水ポンプ及び緊急用海水系ストレーナを使用する。また，非常用取水設

備である貯留堰，取水路及び取水ピット又はＳＡ用海水ピット，海水引込み

管及びＳＡ用海水ピット取水塔を使用する。 

  代替循環冷却系ポンプは，サプレッション・チェンバを水源とし，残留熱

除去系Ａ系又はＢ系を介して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉

格納容器内にあるスプレイヘッダよりドライウェル内に水をスプレイ又はサ

プレッション・チェンバへの戻りラインよりサプレッション・チェンバに注

水できる設計とする。また，残留熱除去系海水ポンプ又は緊急用海水ポンプ

によりサプレッション・プール水を残留熱除去系熱交換器（Ａ）又は残留熱

除去系熱交換器（Ｂ）にて冷却できる設計とする。 

  代替循環冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，全交流動力電源喪失した

場合でも常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電できる

設計とする。 

  原子炉圧力容器へ注水された系統水は，原子炉圧力容器又は原子炉格納容

器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器のドライウェル内へスプレ

イされた水とともに，ベント管を経て，サプレッション・チェンバに戻るこ

とで循環する。 

  代替循環冷却系による循環ラインは，サプレッション・プール水に含まれ

る放射性物質の系外放出を防止するため，閉回路にて構成する。 
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  残留熱除去系を構成する残留熱除去系ポンプ（Ａ）及び残留熱除去系ポン

プ（Ｂ）は，設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから，

流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

  なお，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ，緊急

用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ及び非常用取水設備である貯留堰，

取水路，取水ピット，ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット

取水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットについては，「3.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条に

対する設計方針を示す章）」で示す。また，代替循環冷却系ポンプ及び残留

熱除去系熱交換器については，「3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止す

るための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

  代替循環冷却系の系統概要図を第 3.4－4 図に，代替循環冷却系に関する

重大事故等対処設備一覧を第 3.4－16 表に示す。 
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第 3.4－4 図 代替循環冷却系 系統概要図
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第 3.4－16 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧（１／２）

設備区分 設備名 

主要設備 

代替循環冷却系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 

緊急用海水ポンプ【常設】 

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

代替循環冷却系配管・弁【常設】 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ【常設】

緊急用海水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

貯留堰 

取水路 

取水ピット 

ＳＡ用海水ピット【常設】 

海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

緊急用海水取水管【常設】 

緊急用海水ポンプピット【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料給油設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 
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第 3.4－16 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧（２／２）

設備区分 設備名 

関連設備 計装設備※３

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

代替循環冷却系原子炉注水流量【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

※1 水源への補給に必要となる設備については，「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

※2 電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3 計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 
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3.4.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.4.3.1 残留熱除去系（低圧注水系） 

3.4.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用炉心冷却系の1つである。非

常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な損傷を防止

し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわたって除去す

る機能を持ち，残留熱除去系（低圧注水系），高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，電動ポンプ3台，熱交換器2基，配

管・弁等からなり，冷却材喪失事故時には，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系及び自動減圧系と連携して，炉心を冷却する機能を有す

る。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，3台の残留熱除去系ポンプで構成し，

原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動を開始し，サプレッ

ション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器内（炉心シュラウド内）

に注水し，炉心を冷却する。 

残留熱除去系（低圧注水系）の系統概要図を第3.4－5図に，重大事故

等対処設備一覧を第3.4－17表に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，設計基準事故対処設備であるが，想

定される重大事故等において健全であれば，重大事故等対処設備として

使用する。また，残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機からの給電に加え，代替交流電源設備で

ある常設代替高圧電源装置からの給電により復旧し，重大事故等時に使

用できる設計とする。 



3.4－72 

第 3.4－5 図 残留熱除去系（低圧注水系）系統概要図
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第 3.4－17 表 残留熱除去系（低圧注水系）に関する

重大事故等対処設備一覧

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】※１

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】※１ 

緊急用海水ポンプ【常設】 

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電 源 設 備 ※ ３

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備  

 常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】

計装設備※４

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 残留熱除去系海水系設備については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた
めの設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可
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基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
※3 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
※4 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。
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3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

種 類     たて形電動うず巻式 

台 数     3 

容 量     約1,690m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
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・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基    数     2 

伝 熱 容 量     約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟地下 2 階 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形うず巻式

台    数     4 
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容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 
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3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

  残留熱除去系（低圧注水系）は，想定される重大事故等時に重大事故等対

処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電に

より残留熱除去系（低圧注水系）を復旧させる場合については，残留熱除去

系（低圧注水系）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非

常用ディーゼル発電機からの給電により起動する残留熱除去系（低圧注水系）

に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。なお，常設代替交流電源

設備である常設代替高圧電源装置の多様性及び位置的分散については，

「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」

に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用するため，他

の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合のポンプ容量が，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉注水量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容

器への注水として使用する水源のサプレッション・チェンバは，設計基準事
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故時の非常用炉心冷却設備の水源と兼用しており，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するために必要な原子炉注水量に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合に

おける原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，第3.4－18表に示す設計である。 
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第 3.4－18 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系ポンプは，中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，設計基準事故対処設備として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計とする。また，残留熱

除去系ポンプは，テストラインにより発電用原子炉の運転中に機能・性能検査

が可能な設計である。残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電

用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査を実施可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 
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3.4.3.2 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，（Ａ），（Ｂ）の2ループから構

成され，熱交換器2基，電動ポンプ2台，配管・弁等からなり，発電用原子炉停

止後，炉心崩壊熱及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の残留熱を除去して，

発電用原子炉の除熱を行うためのものである。 

炉心崩壊熱及び残留熱は，発電用原子炉停止後には，復水器等により冷却さ

れ，冷却材温度が十分下がった後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に

よって除熱される。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の系統概要図を第3.4－6図に，重大事

故等対処設備一覧を第3.4－19表に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準事故対処設備であるとと

もに，想定される重大事故等時においてその機能が健全であれば，重大事故等

対処設備として使用する。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，非常用交流電源設備である

非常用ディーゼル発電機からの給電に加えて，代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とす

る。  
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第 3.4－6 図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）系統概要図
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第 3.4－19 表 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に関する

重大事故等対処設備一覧

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系ポンプ【常設】 
残留熱除去系熱交換器【常設】 
残留熱除去系海水系ポンプ【常設】※１ 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】※１ 

緊急用海水ポンプ【常設】 
緊急用海水系ストレーナ【常設】

関連設備 

付属設備 － 

水源 原子炉圧力容器【常設】 

流路 
残留熱除去系配管・弁【常設】 
再循環系配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

付属設備 － 

電源設備※２ 

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備 
常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 
軽油貯蔵タンク【常設】 
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域） 【常設】 
原子炉水位（ＳＡ広帯域） 【常設】 
原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 
原子炉圧力 【常設】 
原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 
残留熱除去系系統流量【常設】 
残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 
残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 
残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 
残留熱除去系海水系系統流量【常設】 
緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 
緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

※1 残留熱除去系海水系設備については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。
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3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形電動うず巻式 

台 数     2 

容    量     約1,690m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2 階 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 
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・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基 数     2 

伝 熱 容 量     約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モ-ド） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形うず巻式

台    数     4
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容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     ステンレス鋼 

3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，想定される重大事故等時に

重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に

関する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用

して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給
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電により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を復旧させる場合は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機からの給電により起動する

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に対して，駆動電源の多様性を有

する設計とする。常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の

多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準対象施設として使

用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他

の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱として使用す

る残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱

交換器は，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を

兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，発電用原子炉

を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な原子炉注水量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備

と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉

棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第3.4－20表に示す設計である。 
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第 3.4－20 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，中央制御室にて操作

可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

とする。また，残留熱除去系ポンプは，テストラインにより系統の機

能・性能検査が可能な設計とする。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の運

転中に機能・性能検査を，また停止中に分解検査及び外観検査が実施可

能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。  
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3.4.3.3 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.3.1 設備概要 

低圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の1つである。非常用炉心

冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な損傷を防止し，ジル

コニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を

持ち，残留熱除去系（低圧注水系），高圧炉心スプレイ系及び自動減圧

系で構成する。 

低圧炉心スプレイ系は，電動ポンプ1台，配管・弁等からなり，冷却

材喪失事故時には，高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）

及び自動減圧系と連携して，炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，1ループからなっており，原子炉水位異常低下又はドライ

ウェル圧力高の信号で作動を開始し，サプレッション・チェンバのプー

ル水を原子炉圧力容器内に注水し，炉心を冷却する。 

本系統の系統概要図を第3.4－7図に，重大事故等対処設備一覧を第

3.4－21表に示す。 

本系統は，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事故等に

おいて健全であれば，重大事故等対処設備として使用する。 

また，残留熱除去系（低圧炉心スプレイ系）は，非常用交流電源設備

である非常用ディーゼル発電機からの給電に加え，代替交流電源設備で

ある常設代替高圧電源装置からの給電により復旧し，重大事故等時に使

用できる設計とする。  
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第 3.4－7 図 低圧炉心スプレイ系 系統概要図

：主要設備 

：流路 
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第 3.4－21 表 低圧炉心スプレイ系に関する

重大事故等対処設備一覧

設備区分 設備名 

主要設備 

低圧炉心スプレイ系ポンプ【常設】 
残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 
残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 
緊急用海水ポンプ【常設】 
緊急用海水系ストレーナ【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 
低圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常
設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備 
常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 
軽油貯蔵タンク【常設】 
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 
２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 
原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 
原子炉圧力 【常設】 
原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 
低圧炉心スプレイ系系統流量【常設】 
低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 
サプレッション・プール水位【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

※1 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却装置 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

 型    式     たて形うず巻式 

容 量     約1,440m３／h 

全 揚 程     約205m 

台 数     1 

最高使用圧力     4.14MPa［gage］ 

最高使用温度     100℃ 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 
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3.4.3.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設

備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給

電により低圧炉心スプレイ系を復旧させる場合は，低圧炉心スプレイ系

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼ

ル発電機からの給電により起動する低圧炉心スプレイ系に対して，駆動

電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置の多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備

（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準対象施設として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を

及ぼさない設計である。 

低圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計である。 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水として使用する低

圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を兼

用しており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ容量が発電用原子

炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な原子炉注水量に対して十分であるため，設計基準事故対処設

備と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

また，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による原
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子炉圧力容器への注水時に使用する水源のサプレッション・チェンバは，

設計基準事故時の非常用炉心冷却設備の水源と兼用しており，設計基準

事故時に使用する場合の容量が，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉注水量に

対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

低圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置される設

備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子

炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，第3.4－22表に示す設計である。 
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第 3.4－22 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山 

原子炉建屋原子炉棟に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，低圧炉心スプレイ系は，中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，低圧

炉心スプレイ系ポンプは，テストラインにより系統の機能・性能検査が

可能な設計である。また，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検

査が実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 



3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48 条】 

基準適合への対応状況 
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5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

5.10.1 概 要 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を第 5.10－1 図

から第 5.10－3 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）並びに残留熱除去系海

水系が使用できる場合は重大事故等対処設備として使用する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）については，「5.4 

残留熱除去系」に記載する。残留熱除去系海水系については「5.6.1.2 残留

熱除去系海水系」に記載する。 

5.10.2 設計方針 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準事故対処設

備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，

格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベント系及び緊急用海水系を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が
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喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置を使用す

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容器，スクラビ

ング水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力開放板，配管・弁類，計測

制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を

経由して，フィルタ装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建

屋原子炉棟屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる

放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積し

た熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される放射性物質の放

出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備」に記載する。 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，耐圧強化ベント系を使用する。 

耐圧強化ベント系は，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，格納容

器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非常

用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで，原子炉格

納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる

設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐

圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射
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性物質及び可燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・機器と隔離す

ることにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納

容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使用に際しては，

代替格納容器スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは

停止する運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原

子炉格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納容器内圧

力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイ

を停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は電動弁とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による操

作が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については，遠隔

人力操作機構によって人力による操作が可能な設計とし，隔離弁の操作

における駆動源の多様性を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いず

れからも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排

気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウ

ェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面からの高

さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設け

ることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に

対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 
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・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及び非常用ガ

ス処理系の配管及び弁並びに非常用ガス処理系排気筒を重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，緊急用海水系を使用する。 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，サプレッション・チェンバへの熱の蓄

積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，緊急用海水ポン

プにて残留熱除去系熱交換器に海水を送水することで，残留熱除去系等

の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計

とする。 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 
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・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系の熱交換器を重大事故等対処設備

として使用する。 

原子炉格納容器については，「9.1 原子炉格納施設」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備

及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系海水系」に記

載する。 

非常用取水設備については，「10.8 非常用取水設備」に記載する。 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系熱交換器及び残留熱除去系海水

系ポンプは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に

示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき

対象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分散の設計方針は適用

しない。 

5.10.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）
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及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸

送できる設計とすることで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して，

多様性を有する設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排出経路に設置

される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源

設備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔人力操作機構若し

くは操作ハンドルを用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用

交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，

格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留熱除

去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋外の格納容器圧力逃

がし装置格納槽に，圧力開放板は原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐圧強化

ベント系は，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，熱交換器及び屋

外の残留熱除去系海水系と異なる区画に設置することで，残留熱除去系及び

残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及び

機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して

独立性を有する設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，常設代替交流電源設備からの給電を可能とすることにより非

常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系海水系に対して多

様性を有する設計とする。また，緊急用海水系は，格納容器圧力逃がし装置

及び耐圧強化ベント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。 
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緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポンプピット内に設置

することにより，海水ポンプ室に設置する残留熱除去系海水系ポンプ，原子

炉建屋外の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散により，残留熱除去

系海水系に対し独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設

備」にて記載する。 

5.10.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

耐圧強化ベント系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔離し，重大事

故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急用海水系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔離し，重大事故等

時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。また，残留熱除去系海水系

と緊急用海水系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

5.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 28 時間後において原子炉格納容器

内で発生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できる十分な排出流量を有す
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る設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系ポンプが有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合であって，残留熱除去系ポンプが起動可能

な状況において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な海水を供給するポンプ流量を有する設計とする。 

緊急用海水ポンプは，必要な流量を確保できる容量を有するものを 1 台設

置するほか，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

1 台を加え，合計 2 台を設置する設計とする。 

緊急用海水系で使用する残留熱除去系熱交換器は，想定される重大事故等

時において，緊急用海水系での圧力損失を考慮しても残留熱除去系等の機器

で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する設計

とする。 

5.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち第一弁（Ｓ／Ｃ側）

及び第一弁（Ｄ／Ｗ側）の操作は，想定される重大事故等時において，遠隔

人力操作機構により原子炉建屋原子炉棟外から人力で容易かつ確実に手動操

作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される電動の隔離弁については，中央制御室から操

作が可能な設計とする。 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピット内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 
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緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時において，中央制御室から

操作が可能な設計とする。 

緊急用海水ポンプは，使用時に海水を通水するため耐腐食性材料を使用す

る。また，緊急用海水ポンプによる海水を送水する系統は，異物の流入防止

を考慮した設計とする。 

5.10.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から弁操作等により速やかに系統構成できる設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁のうち，第

一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側）は，遠隔人力操作機構を設置する

とともに，操作場所は原子炉建屋原子炉棟外とし，容易かつ確実に人力によ

る操作が可能な設計とする。耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベン

ト系二次隔離弁については，ハンドルを設けることで，設置場所にて容易か

つ確実に人力による操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置される

電動の隔離弁については，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

緊急用海水系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統から弁

操作等にて速やかに系統構成が可能な設計とする。 

緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時において，中央制御室の操

作スイッチにより操作ができる設計とする。 

残留熱除去系海水系は，重大事故等時において，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同じ系統構成で使用する設計とする。
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5.10.3 主要設備及び仕様 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様を第 5.10－1

表に示す。 

5.10.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

耐圧強化ベント系は，発電用原子炉の停止中に弁の開閉動作及び漏えいの

確認が可能な設計とする。 

緊急用海水系は，発電用原子炉の停止中に試験系統により機能・性能及び

漏えいの確認が可能な設計とする。 

緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。
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第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

ａ．フィルタ装置 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｂ．第二弁操作室遮蔽 

第 8.3－4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｃ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備仕様に記

載する。 

ｄ．第二弁操作室差圧計 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｅ．窒素供給装置 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 耐圧強化ベント系 

系 統 数    1 

系統設計流量     約 48,000kg／h  

(3) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため
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の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台   数     1（予備 1） 

容   量     約 844m３／h 

全 揚 程     約 130m 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

基   数     1 

(4) 残留熱除去系熱交換器 

   「5.4 残留熱除去系」に記載する。 
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ウエットウェルベント時の系統状態を示す。 

第 5.10－1 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（1） 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱） 
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ウエットウェルベント時の系統状態を示す。 

原子炉建屋付属棟

ドライウェル

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器

原子炉建屋
ガス処理系へ

A
O

MO

MO

AO

MO

排気筒

格納容器
圧力逃がし装置

換気空調系へ
水素濃度計

原子炉建屋原子炉棟

AOAO

※2

※1

※2

MO

耐圧強化
ベント系

A
O

AO

H2E

MOMO

※1

遠隔人力
操作機構

放射線
モニタ

RE

A
O

AO
非常用ガス
処理系フィ
ルタ装置

M
O

窒素ガスボンベ

遠隔人力
操作機構

一次
隔離弁

二次
隔離弁

不
活

性
ガ
ス

系

サプレッション・チェンバ

第 5.10－2 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（2） 

（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）
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残留熱除去系海水系Ａ系通水時を示す。 

第 5.10－3 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 系統概要図（3） 

（緊急用海水系による冷却水（海水）の確保） 
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3.5.2.1.3 緊急用海水系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

3.5.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合状況（常設重大事故等対 

処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

3.5.2.3 耐圧強化ベント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

3.5.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 耐圧強化ベント系（配管及び弁） 

3.5.2.3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

3.5.2.3.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 
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3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等対 

処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.5.3 重大事故等対処設備 

3.5.3.1 残留熱除去系 

3.5.3.1.1 設備概要 

3.5.3.2 残留熱除去系海水系 

3.5.3.2.1 設備概要 

3.5.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(2) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(3) 残留熱除去系熱交換器 

(4) 残留熱除去系ポンプ 

3.5.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要

な設備を設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備する

こと。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した

上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所

内車載代替の最終ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的

な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系

(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。 

  また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が
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し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への

熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ）

に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を

行うこと。 
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

3.5.1 設置許可基準規則第48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準事故対処設

備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，

格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベント系及び緊急用海水系を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ． 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（設置許可基準規則解釈の第 1 項ａ），ｂ），ｃ），ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置は，原子

炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ装置へ

導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける放

出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出

量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし

場である大気へ輸送できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される放射性物質の放

出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「第五十条 原子炉格納容器の過圧破損を
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防止するための設備」に記載する。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的

分散を図った設計とする。（格納容器圧力逃がし装置の多重性又は多様

性及び独立性，位置的分散については，3.5.2.2.2 項に詳細を示す。）

また，当該設備は設置許可基準規則第 50 条解釈の第 1 項ｂの要求を満

たすものとする。（設置許可基準規則第 50 条に対する適合方針に関し

ては，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置

許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」に示す。）格納容

器圧力逃がし装置を使用してベントを実施した場合に放出される想定放

射性物質の放出量に対して，予め敷地境界での線量評価を行うこととす

る。また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質の濃度及び放

射線量を監視，測定する設備を設けるものとする。（発電所敷地境界で

の線量監視設備に関しては，「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則

第 60 条に対する設計方針を示す章）」に示す。） 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（設置許可

基準規則解釈の第 1 項ａ），ｂ），ｃ），ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，耐圧強化ベント系は，格納容器内

雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非常用ガ

ス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで，原子炉格納容

器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計

とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐

圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射
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性物質及び可燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・機器と隔離す

ることにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納

容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使用に際しては，

代替格納容器スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは

停止する運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原

子炉格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納容器内圧

力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイ

を停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は電動弁とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電による操作

が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については，遠

隔人力操作機構によって人力による操作が可能な設計とし，隔離弁の操

作における駆動源の多様性を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いず

れからも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排

気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウ

ェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面からの高

さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設け

ることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に

対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的
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分散を図った設計とする（耐圧強化ベント系の設計基準事故対処設備多

重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，3.5.2.2.2 項に詳

細を示す。）。発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，「3.17 

監視測定設備（設置許可基準規則第 60 条に対する設計方針を示す章）」

に示す。また，炉心損傷後に代替循環冷却系を長期使用した場合に，原

子炉格納容器内で発生する水素及び酸素によって原子炉格納容器が水素

爆発することを防止するため，適切なタイミングにて原子炉格納容器内

の雰囲気ガスを排気するためにも使用する。（本設備については，

「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（設

置許可基準規則第 52 条に対する設計方針を示す章）」に示す。） 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（設置許可基準

規則解釈の第 1 項ａ），ｂ），ｃ）） 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，緊急用海水系は，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，緊急用海水ポンプにて残

留熱除去系熱交換器に海水を送水することで，残留熱除去系等の機器で

発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備

については，「第五十七条 電源設備」に記載する。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷
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却系）及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大

気へ熱を輸送できる設計とすることで，残留熱除去系及び残留熱除去系海

水系に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排出経路に設

置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流

電源設備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔人力操作機

構又は操作ハンドルを用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非

常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時

冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及

び残留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建屋外の格納容器圧

力逃がし装置格納槽に，圧力開放板は原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐

圧強化ベント系は，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，熱交換

器及び屋外の残留熱除去系海水系と異なる区画に設置することで，残留熱

除去系及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及

び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対

して独立性を有する設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備から

の給電を可能とすることにより非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設計とする。また，緊急

用海水系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系に対して，除
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熱手段の多様性を有する設計とする。 

緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポンプピット内に設

置することにより，海水ポンプ室に設置する残留熱除去系海水系ポンプ，

原子炉建屋外の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散により，残留熱除

去系海水系に対し独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については，「第五十七条 

電源設備」にて記載する。 

緊急用海水系の設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独

立性，位置的分散については 3.5.2.1.3 項に詳細を示す。また，緊急用海

水系は，代替燃料プール冷却系へ海水を供給できる設計とする。代替燃料

プール冷却系に使用する緊急用海水系については，「3.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等において健全であ

れば，以下の設備を重大事故等対処設備として使用する。 

(3)  残留熱除去系 

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時の崩壊熱及び

残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等を目的とし設置される

設備であり，想定される重大事故等時においては，弁の切り替え操作に

よって以下の 3 系統を使用する。 

   ａ．原子炉停止時冷却系 

   ｂ．格納容器スプレイ冷却系 

   ｃ．サプレッション・プール冷却系  
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なお，原子炉停止時冷却系については，「3.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規

則第 47 条に対する設計方針を示す章）」，格納容器スプレイ冷却系及

びサプレッション・プール水冷却系については，「3.6 原子炉格納容

器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

(4) 残留熱除去系海水系 

残留熱除去系海水系は，海を水源とする残留熱除去系海水系ポンプに

て，非常用取水設備である貯留堰及び取水路を介して海水を取水し，残

留熱除去系に設置される残留熱除去系熱交換器に海水を送水するための

設備である。海水中の異物については，ポンプ出口に設置される残留熱

除去系海水系ストレーナで除去可能な設計とする。 

また，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するための自主対策設備として，以下を整備する。 

(5)  代替残留熱除去系海水系 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

及び緊急用海水系の機能が喪失した際に，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送する設備として，代替残

留熱除去系海水系を整備する。 

代替残留熱除去系海水系は，可搬型代替注水大型ポンプ，流路である

配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ

で構成され，流路を通じて残留熱除去系熱交換器に海水を供給し原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う設計とする。 



3.5－10 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両の移動，設置，ホース接続等に時

間を要し，想定する事故シーケンスに対して有効性を確認できないが，

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，サプレッション・プール冷却系又

は格納容器スプレイ冷却系）が使用可能であれば，最終ヒートシンク

（海洋）へ熱を輸送する手段として有効である。 

(6) 不活性ガス系隔離弁のバイパスライン 

既設の不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（サプ

レッション・チェンバ側）及び第一弁（ドライウェル側））のバイパス

ラインは，万一，何らかの理由で不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃

がし装置の第一弁（サプレッション・チェンバ側）及び第一弁（ドライ

ウェル側））が開操作不可能な場合において，バイパスラインの弁を開

操作することにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇を緩和す

る。 

なお，バイパスラインの口径が小さく，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損の防止には十分な容量でないこと等の理由から，不活性

ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（サプレッション・チ

ェンバ側）及び第一弁（ドライウェル側））のバイパスラインについて

は，自主的な運用とする。 
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3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 緊急用海水系 

3.5.2.1.1 設備概要 

  緊急用海水系は，残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合に，この機能を代替し，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器からの除熱を行う設計とする。  

  緊急用海水系は，緊急用海水ポンプ，流路である緊急用海水系配管・弁，

残留熱除去系海水系配管・弁，非常用取水設備（ＳＡ用海水ピット取水塔，

海水引込み管，ＳＡ用海水ピット）から構成する設計とする。 

 重大事故等時は，緊急用海水ポンプにより，緊急用海水系配管及び残留熱

除去系海水系配管を介して残留熱除去系熱交換器に海水を供給し，残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系

及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）と連携して原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う設計とする。 

  緊急用海水系の系統概要図を第3.5－1図に，本系統に属する重大事故等対

処設備を第3.5－1表に示す。 

  緊急用海水ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置より給電できる設計とする。 
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 機器名称  機器名称 

① 緊急用海水ポンプ(Ａ) ⑥ 緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 

② 緊急用海水ポンプ(Ｂ) ⑦ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量調節弁 

③ 緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） ⑧ 残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量調節弁 

④ 緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） ⑨ 残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ａ） 

⑤ 緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） ⑩ 残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ｂ） 

第3.5－1図 緊急用海水系 系統概要図 

（残留熱除去系海水系Ａ系供給時）

① 

② 

③ ⑤ 

④ ⑥ 

⑨ 

⑩ 

⑦ 

⑧ 
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第3.5－1表 緊急用海水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急用海水ポンプ【常設】 

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系ポンプ【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

緊急用海水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

 ＳＡ用海水ピット【常設】 

 海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

緊急用海水取水管【常設】 

緊急用海水ポンプピット【常設】 

注水先 － 

電源設備※２ 

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】

計装設備※３
緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

※1 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。  
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3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

 (1) 緊急用海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

種 類     ターボ型 

容 量     約 844m３／h 

全 揚 程     約 130m 

最高使用圧力     2.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

台 数     1（予備 1） 

設 置 場 所     緊急用海水ポンプピット 

電 動 機 出 力     約 510kW 

（２）緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型    式     バスケット形ダブルストレーナ    
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基    数     1 

最高使用圧力     2.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     ステンレス鋼 

（３）残留熱除去系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型 式     たて形電動うず巻式 

台 数     3 

容 量     約 1,690m3／h（1 台当たり） 

全 揚 程     約 85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 
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3.5.2.1.3 緊急用海水系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.5－2表で示すとおり多様性

及び位置的分散を図った設計とする。 

緊急用海水ポンプは，原子炉建屋近傍の緊急用海水ポンプピット内に設置

することで，屋外の海水ポンプ室に設置される残留熱除去系海水系ポンプと

位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水ポンプの電源は，屋外の常設代替高圧電源装置置場に設置する

常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの独立した電源供給

ラインから供給可能とすることで，原子炉建屋付属棟内に設置する設計基準

事故対処設備である残留熱除去系海水系ポンプの電源（非常用ディーゼル発

電機）に対し多様性を有し位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水ポンプのサポート系として，冷却水は不要とすることで，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系海水系ポンプと同時に機能喪失しない

多様性を有する設計とする。 

  また，緊急用海水系は，第3.5－3表で示すとおり，地震，津波，火災，溢

水による共通要因故障を防止するために独立性を有する設計とする。 

  なお，流路を構成する静的機器である残留熱除去系海水系配管及び動的機

器である弁については，緊急用海水ポンプから残留熱除去系海水系との接続

箇所までの間で，独立性を有する設計とする。 

  緊急用海水系は，電源及び冷却水の多様性並びに機器の位置的分散により，

残留熱除去系海水系に対し独立性を有する設計とする。 
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第3.5－2表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ 緊急用海水ポンプ 

屋外 緊急用海水ポンプピット 

水源 海 海 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 不要（内包油） 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下１階 
屋外 

（常設代替高圧電源装置置場） 
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第3.5－3表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系は耐震Ｓクラス設計

とし，重大事故防止設備の緊急用海水系は基準地震動ＳＳで機能維

持できる設計とすることで，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障

することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系及び重大事故防止設

備の緊急用海水系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置すること

で，津波が共通要因となって故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止設

備の緊急用海水系は，火災が共通要因となり故障することのない

設計とする（「共－7 重大事故の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止設

備の緊急用海水系は，溢水が共通要因となり故障することのない

設計とする（「共－8 重大事故の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 
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3.5.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    緊急用海水ポンプは，地下格納槽内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，格納槽の環

境条件を考慮し，以下の第3.5－4表の設計とする。 

    緊急用海水ポンプは，使用時に常時海水を通水することから，耐腐食

性材料を使用する設計とする。また，異物流入防止を考慮した取水路形

状等の設計により異物の流入を防止する設計とする。 

(48－4－7) 
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第3.5－4表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である緊急用海水ポンプピット内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

緊急用海水ポンプピット内に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的影響 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 (2) 操作性(設置許可基準規則第43条第1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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    緊急用海水系の運転に必要なポンプ及び弁を第3.5－5表に示す。 

緊急用海水ポンプ及び電動弁は，重大事故等時，中央制御室のスイッ

チで操作が可能な設計とすることで，通常待機時の系統から弁操作等に

て速やかに系統構成ができる設計とする。 

緊急用海水系を運転する場合は，中央制御室からのスイッチ操作で緊

急用海水ポンプ室空調機を起動し，系統構成として，残留熱除去系－緊

急用海水系系統分離弁（Ａ）（又は残留熱除去系－緊急用海水系系統分

離弁（Ｂ））を閉，残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水流量調整弁（又は

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水流量調整弁）を開とした後，緊急用海

水ポンプを起動する。その後，緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁

（Ａ）（又は緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ））及び緊急用海

水系ＲＨＲ系補機隔離弁（Ａ）（又は緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁

（Ｂ））を調整開とし規定流量とする。 

    緊急用海水ポンプの起動・停止・運転状態及び電動弁の開閉状態につ

いては，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認可能な設計とし，中央

制御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。また，

中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等のアクセス性及び操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，機器の名称

等を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作

性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

(48－5－2) 
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第3.5－5表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁

（Ａ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁

（Ｂ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口

流量調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口

流量調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離

弁（Ａ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離

弁（Ｂ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

 (3) 試験検査(設置許可基準規則第43条第1項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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    緊急用海水系は，第3.5－6表に示すように原子炉停止中に機能・性能

検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計とする。 

    緊急用海水ポンプは，原子炉停止中に，分解検査としてポンプ部品

（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とす

る。弁については，弁体等の部品の状態を確認する分解検査が可能な設

計とする。分解検査においては，非破壊検査により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認する。また，目視により，性能に影響を及ぼす

恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認する。 

また，緊急用海水ポンプは原子炉停止中に，ポンプを運転することに

より，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異

臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，原子炉運転中

又は原子炉停止中に弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確認が可

能な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査

等に併せて外観及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

(48－6－4，5)
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第3.5－6表 緊急用海水系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ，熱交換器及び

系統配管・弁の漏えい確認，外観の確認 

緊急用海水系ストレーナの差圧確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態につい

て，浸透探傷試験及び目視により確認 

内部点検 

熱交換器の内部点検，伝熱管の渦流探傷

試験 

緊急用海水系ストレーナの内部点検 
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 (4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第43条第1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    緊急用海水ポンプは，本来の用途として使用する。 

(48－5－2) 

 (5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第43条第1項五) 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響等防止

について」に示す。 

    緊急用海水系は，通常待機時は，緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁，

緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁及び緊急用海水系代替ＦＰＣ系隔離弁

を閉止しておくことで，残留熱除去系海水系を隔離する系統構成とし，

取合系統である残留熱除去系海水系に対して悪影響を及ぼさない設計と
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する。また，隔離弁近傍に逆止弁を設け，系統に影響を及ぼさない設計

とする。隔離弁については第3.5－7表に示す。 

(48－5－2) 

第 3.5－7 表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 

海水系 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁

（Ａ）
電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁

（Ｂ） 
電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系代替ＦＰＣ系 

隔離弁 
電動弁 通常待機時閉 

 (6) 設置場所(設置許可基準規則第43条第1項六) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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    緊急用海水系の系統構成のために操作が必要な機器の設置場所及び操

作場所を第3.5－8表に示す。これらの機器は，原子炉建屋原子炉棟又は

屋外（緊急用海水ポンプピット内）に設置されるが，中央制御室からの

遠隔操作を可能とすることで，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ない設計とする。 

(48－4－7，48－5－2) 

第3.5－8表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合状況(常設重大事故等対

処設備の安全設計方針に対する適合性) 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急用海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

容量としては，残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合でも，原子炉格納容器ベントを行うことな

く原子炉格納容器からの除熱が可能な容量として，ポンプ1台当たり

834m３／hが必要であることから，ポンプ1台当たり約844m３／hを供給可

能なポンプを1台使用する設計とする。 

緊急用海水ポンプの揚程は，ポンプ1台で834m３／hの海水供給時の圧

損（水源である海と供給先（残留熱除去系熱交換器等）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮し，約130mの揚程を確保可能

な設計とする。 

（48－7－2～3） 

 （2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

     常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有す
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る東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。た

だし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処

するための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海

第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，

共用できる設計とする。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

緊急用海水ポンプについては，一部の敷地を共有する東海発電所内の

発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 （3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項

三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 
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緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系に

対し，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計としている。こ

れらの詳細については，3.5.2.1.3 項に記載のとおりである。 



3.5－31 

3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

  格納容器圧力逃がし装置は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり，かつ残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が使用できない場合に，炉心の著しい

損傷又は原子炉格納容器破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。) を防止するため，重大事故防止設備として，大気を最終ヒートシ

ンクとして熱を輸送する設計とする。 

  本系統の主要設備は，フィルタ装置，圧力開放板等で構成し，中央制御室

での弁操作によって原子炉格納容器からの排気ラインの流路構成を行い，ベ

ントガス圧力で圧力開放板が破裂することにより，原子炉格納容器内雰囲気

ガスを不活性ガス系及び耐圧強化ベント系を介してフィルタ装置へ導き，放

射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける排気口を通して

放出する。 

  格納容器圧力逃がし装置を使用する際には，サプレッション・プールでの

スクラビング効果が期待できるサプレッション・チェンバ側からのベント

（ウエットウェルベント）を第一優先とするが，何らかの原因によりウエッ

トウェルベントができない場合は，ドライウェル側からのベント（ドライウ

ェルベント）を行う。ドライウェルベントを行った際には，サプレッショ

ン・チェンバ内の圧力は真空破壊装置を介してドライウェルへ排出する。 

  本系統を使用した際に原子炉格納容器からのベントガスが流れる配管には，

系統構成上必要な隔離弁及び圧力開放板が設置される。操作を行う必要があ

る隔離弁については，遠隔人力操作機構を用いて全ての電源喪失時において

も原子炉建屋原子炉棟外から人力にて操作を行うことが可能な設計としてい
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る。 

  ベントガスを大気放出した際に発生する配管内の蒸気凝縮ドレンは，配管

に適切な勾配を設けることでフィルタ装置内のスクラビング水に合流する設

計としている。ただし，ベントガス放出と共に水蒸気が放出され，スクラビ

ング水位は徐々に低下することから，放射性物質除去性能維持のため可搬型

代替注水大型ポンプによるフィルタ装置の水位調整が可能な設計としている。 

  なお，放射性物質を効果的に捕集・保持するためにスクラビング水に添加

されている薬剤は，スクラビング水の蒸発では減少しないことから，予め待

機中から十分な量の薬剤を添加しておくことで，ベント中の薬剤調整が不要

となる設計としている。 

一方，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれる非凝縮性ガ

スが本系統を経由して大気へ放出されるため，系統内での水素爆発を防ぐた

めに，可搬型窒素供給装置を用いて本系統内を不活性化しておく。 

フィルタ装置及び入口側の配管は，本系統を使用した際に放射線量が高く

なることから，遮蔽のためにフィルタ装置格納槽（地下埋設）又は原子炉建

屋原子炉棟内に設置し，復旧作業における被ばくを低減する。本系統全体の

概要図を第3.5－2図に，本系統に属する重大事故等対処設備を第3.5－9表に

示す。 

  なお，格納容器圧力逃がし装置の詳細は，「3.7原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備(格納容器圧力逃がし装置)について」で示す。 
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第3.5－2図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図 
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第3.5－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

フィルタ装置【常設】 

可搬型窒素供給装置 

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

第二弁【常設】 

第二弁バイパス弁【常設】 

遠隔人力操作機構【常設】 

第二弁操作室遮蔽【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）【可搬】

第二弁操作室差圧計【常設】 

圧力開放板【常設】 

関連設備

付属設備 

フィルタ装置遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

移送ポンプ【常設】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

水源※１
西側淡水貯水設備【常設】 

代替淡水貯槽【常設】 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・プールを含む）【常

設】 

真空破壊装置【常設】 

窒素供給配管・弁【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（配管・弁）【常設】 

移送配管・弁【常設】 

補給水配管・弁【常設】 

注水先 フィルタ装置【常設】 

※1 水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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第 3.5－9 表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連設備

電源設備※１ 

（燃料給油設

備含む）

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※２

フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置圧力【常設】 

フィルタ装置スクラビング水温度【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)

【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

フィルタ装置入口水素濃度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

※1  電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 
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3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)，残留熱除去系(サプレッショ

ン・プール冷却系)，残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除

去系海水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.5－10表

に示すとおり多様性及び独立性，位置的分散を図った設計とする。 

  残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去

系海水系との独立性については，第3.5－11表で示すとおり地震，津波，火

災，溢水が共通要因となり機能喪失しないよう独立性を有する設計とする。 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，ポンプ及び熱交換器を

使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱の輸送が可能な設計とする

ことで，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及び

サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して多様性を

有する設計とする。 

  第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離弁

及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の電源については，常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替低圧電源車より供給可能な設計とするとともに，第一弁（Ｓ

／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）は，遠隔人力操作機構を用いて必要に応じて

原子炉建屋原子炉棟外での手動操作が可能な設計とし，耐圧強化ベント系一

次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁については，駆動部にハンドルを

設けることで現場での手動操作が可能な設計とすることで，弁操作における

駆動源の多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置を屋外の格納容器圧力逃がし装

置格納槽，圧力開放板を原子炉建屋近傍の屋外に設置することで，原子炉建
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屋原子炉棟に設置する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系

（サプレッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）及び残留熱除去系海水系に対して位置的分散を図った設計とする。 

耐圧強化ベント系は，流路である耐圧強化ベント系配管・弁等を，残留熱

除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器と別区画に設置することで，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却

系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系海水系に

対して可能な限り位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及び

機器の位置的分散により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除

去系（サプレッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して独立性を有する設計とする。 
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第3.5－10表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

(原子炉停止時冷却系，

サプレッション・プール

冷却系及び格納容器スプ

レイ冷却系) 

残留熱除去系海水系 
格納容器圧力 

逃がし装置 

耐圧強化 

ベント系 

原子炉建屋原子炉棟 

（ポンプ，熱交換器） 
屋外（ポンプ） 

格納容器圧力逃が

し装置格納槽（フ

ィルタ装置），原

子炉建屋近傍屋外

（圧力開放板） 

原子炉建屋 

原子炉棟（流

路） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 

(原子炉建屋原子炉棟地

下2階) 

残留熱除去系海水系 

ポンプ 

不要 不要 

水源 
サプレッション・チェン

バ又は原子炉圧力容器 
海 

駆 動 用 空

気 
不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 不要(内包油) 

冷却水 残留熱除去系海水系 自己冷却 

駆動電源 
非常用ディーゼル発電機 

（原子炉建屋付属棟地下1階） 
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第3.5－11表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却

系，サプレッション・プール冷却

系及び格納容器スプレイ冷却系)，

残留熱除去系海水系 

格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレッシ

ョン・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) ，残留熱除去系海水系

は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及

び耐圧強化ベント系は基準地震動ＳＳで機能維持できる設計とすること

で，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレッシ

ョン・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系)及び残留熱除去系海水

系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント

系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置することで，津波が共通要因となっ

て故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレッシ

ョン・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系海水

系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント

系は，火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする。詳細

は「2.2火災による損傷の防止」で記載する。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレッシ

ョン・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系海水

系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント

系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする。詳細

は「重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の基本方針について」で記

載する。 
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3.5.2.3 耐圧強化ベント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

  耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合で，かつ残留熱除去系(原子炉停止時冷却

系)，残留熱除去系(サプレッション・プール冷却系)及び残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却系)の使用が不可能な場合に，原子炉格納容器破損を防止

するため，大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防止

設備として設けるものである。 

  耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，サプレッション・

チェンバ及びドライウェルから不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系を経

由して，排気筒に隣接して同じ高さまで設ける非常用ガス処理系排気筒を通

じ放出することで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を大気へ輸送できる設計

とする。耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器のサプレッション・チェンバ

側及びドライウェル側のいずれからも排気できる設計とし，ドライウェル側

からのベントを行う際には，サプレッション・チェンバ内の原子炉格納容器

内雰囲気ガスは真空破壊装置（サプレッション・チェンバ→ドライウェル）

を経由してドライウェルへ排出される設計とする。 

  ベントを行う際は，サプレッション・プールでのスクラビング効果が期待

できるウェットウェルベントを優先するが，サプレッション・チェンバ側の

ベントラインが水没した場合は，ドライウェル側からベントを行う設計とす

る。 

  耐圧強化ベント系の排出経路に設置する隔離弁（第一弁（Ｓ／Ｃ側），第

一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次

隔離弁）は電動弁とし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる設
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計とするとともに，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については駆

動部に遠隔人力操作機構を設け，原子炉建屋原子炉棟外から手動操作できる

設計とする。 

  なお，サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェ

ンバの水面からの高さを確保し，ドライウェルからの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続

箇所を設けることで，長期的にも水没の悪影響を受けない設計とする。 

本系統は配管及び弁等で構成し，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを不活性

ガス系及び本系統を経由して原子炉建屋ガス処理系へ導き，主排気筒に沿っ

て設置している原子炉建屋ガス処理系配管を通して大気へ放出する設計とす

る。また，耐圧強化ベント系は，排出経路配管に放射線検出器を設置するこ

とにより，放出された放射性物質濃度を測定することが可能な設計とする。 

  本系統全体の概要図を第3.5－3図に，本系統に属する重大事故対処設備を

第3.5－12表に示す。 

  本設備は，中央制御室での弁操作によって原子炉格納容器からの排気ライ

ンの流路構成を行うことにより，ベントを実施可能な設計とする。また，電

源喪失により中央制御室からの弁操作が不可能となった場合においても，現

場での弁操作によりベントを実施することが可能な設計とする。 
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 機器名称  機器名称 

① 第一弁(Ｓ／Ｃ側) ⑦ 換気空調系一次隔離弁 

② 第一弁(Ｄ／Ｗ側) ⑧ 換気空調系二次隔離弁 

③ 第二弁 ⑨ 原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁 

④ 第二弁バイパス弁 ⑩ 原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁 

⑤ 耐圧強化ベント系一次隔離弁 ⑪ 非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ａ 

⑥ 耐圧強化ベント系二次隔離弁 ⑫ 非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ｂ 

第 3.5－3 図 耐圧強化ベント系 系統概要図 

サプレッション・チェンバ
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第 3.5－12 表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

耐圧強化ベント系一次隔離弁【常設】 

耐圧強化ベント系二次隔離弁【常設】 

関連設備

付属設備 遠隔人力操作機構【常設】 

水源 － 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

原子炉建屋ガス処理系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）

【常設】

真空破壊装置【常設】 

注水先 － 
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第 3.5－12 表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連設備

電源設備※１ 

（燃料給油設

備含む）

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※２

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

耐圧強化ベント系放射線モニタ【常設】 

※1 電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 
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3.5.2.3.2 主要設備の仕様 

 (1) 耐圧強化ベント系(配管及び弁) 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系 統 数      1 

系統設計流量     約 48,000kg／h  

ａ．第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     0.62MPa［gage］ 

最高使用温度     200℃ 

材    料     ステンレス鋼 

ｂ．第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     0.62MPa［gage］ 

最高使用温度     200℃ 

材    料     ステンレス鋼 

ｃ．耐圧強化ベント系一次隔離弁 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     0.62MPa［gage］ 

最高使用温度     200℃ 

材    料     ステンレス鋼 

ｄ．耐圧強化ベント系二次隔離弁 
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型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     0.62MPa［gage］ 

最高使用温度     200℃ 

材    料     ステンレス鋼 

3.5.2.3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保につ

いては「3.5.2.2.2多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保」で示

す。 
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3.5.2.3.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置さ

れている設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生

した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第

3.5－13表に示す。 

(48－4－2～6) 
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第3.5－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものでないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器が損傷しない設計

とする。(詳細は「2.1.3耐震設計の基本方針」に示す) 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山灰荷重の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

  耐圧強化ベント系の操作は，重大事故等が発生した場合の原子炉建屋原子

炉棟内環境を考慮し，中央制御室のスイッチから遠隔操作可能な設計とす

る。また，電源喪失時においても操作可能なように，原子炉建屋原子炉棟

外より遠隔人力操作機構 を介しての人力操作が可能な設計とする。 

 (2) 操作性(設置許可基準規則第43条第1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 
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 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な弁(電動駆動弁及び空

気駆動弁)については，重大事故等時の環境条件を考慮し，中央制御室

にて操作可能な設計とする。また，駆動源喪失時においても，耐圧強化

ベント系は炉心損傷前に使用する系統であり，想定される重大事故等時

における現場の放射線量及び室温は高くない※１ことから現場において

手動または，遠隔人力操作機構を用いて操作が可能である。 

なお，耐圧強化ベント系との隔離弁になる既設の非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口隔離弁Ａ及び非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁

Ｂについては，フェイルオープンの弁であり，駆動源喪失時に当該弁を

閉にするためには，現場においてバックアップ窒素供給弁を開にし，当

該隔離弁を閉にした上で機械的ロックをする必要がある。したがって，

操作性向上のため，当該弁のアクチュエータをバックアップ窒素を要せ

ず，手動にて閉操作可能なものに取り替える。 

第3.5－14表に操作対象機器を示す。これらの機器については，運転

員のアクセス性操作を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それ

ぞの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実にできる設計する。 

(48－3－3，48－5－3) 

※1 現場の線量率は，耐圧強化ベント系配管から30cm離れた位置で約7.0mSv／hであ

り，弁操作を手動で行うことができる環境である。また，室温についても，電源

が喪失し，換気系が停止していると想定しても，室温上昇は極小さく，通常待機

時同等と考えられ，弁操作を手動で行うことができる環境である。 
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第3.5－14表 操作対象機器リスト 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟1階 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟屋上 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

第二弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

第二弁バイパス弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

換気空調系 

一次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

換気空調系 

二次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

原子炉建屋ガス処理

系一次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

原子炉建屋ガス処理

系二次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔

離弁Ａ 

弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔

離弁Ｂ 

弁閉※１ 中央制御室 スイッヂ操作※１

※1 通常待機時閉状態の弁であることから，中央制御室にてランプ確認を行う。全閉

でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 
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 (3) 試験検査(設置許可基準規則第43条第1項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    第3.5－15表に示すように，原子炉格納容器から主排気筒までのライ

ンを構成する電動駆動弁及び空気駆動弁は，発電用原子炉停止中に，分

解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計とする。また，弁動

作確認として，弁開閉動作の確認が可能な設計とする。系統配管・弁に

ついては，機能・性能検査として漏えい確認，外観の確認が可能な設計

とする。 

    遠隔人力操作機構は，機能・性能検査として，弁，エクステンション

ロッド及び減速機等の動作状況確認が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉運転中については，弁の開閉試験により系統内の

空気が外部に放出されるため，開閉試験は実施しない設計とする。 

（48－6－2，3） 
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第3.5－15表 耐圧強化ベント系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

分解検査 
弁部品の分解検査（非破壊検査を含む）

又は取替 

機能・性能検査 系統漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

（遠隔人力操作機構） 

機能・性能検査 

弁，エクステンションロッド及び減速機

等の動作状況確認 

 (4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第43条第1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    耐圧強化ベント系については，本来の用途として使用する設計とする。

当該系統を使用する際には，流路に接続される弁(第一弁(Ｓ／Ｃ側又は

Ｄ／Ｗ側)及び耐圧強化ベント弁）の開操作を中央制御室より実施する

ことにより，ベントガスを不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系配管

を経由して排気筒へ導くことが可能である。また，電源喪失時において

はこれらの弁を手動操作（遠隔人力操作機構による操作含む。）により

原子炉建屋原子炉棟外より人力にて操作可能である。 
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    これにより，ベントが必要となるまでの間に，速やかに切り替え操作

が可能である。 

 (48－3－3，48－5－3)  

 (5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第43条第1項五) 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    耐圧強化ベント系には，不活性ガス系，原子炉建屋ガス処理系及び格

納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

    通常待機時に使用する系統としては第3.5－16表のとおり，不活性ガ

ス系及び原子炉建屋ガス処理系があるが，第一弁（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ

側），耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁を

閉状態とすることでこれらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。格

納容器圧力逃がし装置については，通常待機時は使用しない設備である

ことから，第二弁，第二弁バイパス弁については，通常待機時に閉とし

ても悪影響はない。 

    一方で，重大事故等時に耐圧強化ベント系を使用する際に，排気経路

を構成するための隔離境界箇所は，第3.5－17表のとおりである。この

うち，原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁，二次隔離弁及び換気空調系一

次隔離弁，二次隔離弁については，直列に2弁ずつ設置してあることか
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ら，万が一弁にシートパスが発生したとしても，ベントガスが他系統へ

回り込むことにより悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁については，通常待機時閉

の空気作動弁であり，非常用ガス処理系の自動起動信号により開となる

こと及び電源喪失時にはフェイルオープンとなる空気駆動弁であるため，

耐圧強化ベント系使用時には，中央制御室にて閉状態の確認又は閉操作

を行うことにより，他系統への悪影響を防止する設計とする。 

なお，非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁が何らかの理由で中

央制御室から閉操作ができない場合でも，耐圧強化ベント系は炉心損傷

前に使用する系統であり，想定される重大事故等時における現場の放射

線量及び室温は高くないことから現場において手動にて閉操作が実施可

能である。 

(48－3－3，48－5－3)  
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第3.5－16表 他系統との隔離弁(通常待機時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 
耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

原子炉建屋ガス処理系 
耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

第3.5－17表 他系統との隔離弁(重大事故等時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉建屋ガス処理系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

換気空調系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋ガス処理系 

(非常用ガス処理系フィ

ルタ装置出口側) 

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ａ）， 

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ｂ) 

電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時開 

格納容器圧力逃がし装

置 

第二弁，第二弁バイパス弁※

１
電動駆動 通常待機時閉 

※1 耐圧強化ベント使用時に切替操作が必要(中央制御室にて容易に切替可能) 

 (6) 設置場所(設置許可基準規則第43条第1項六) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.5－18表に示す。耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な弁は，

中央制御室から操作が可能な設計としている。何らかの理由で中央制御

室から閉操作ができない場合でも，耐圧強化ベント系は炉心損傷前に使

用する系統であり，想定される重大事故等時における現場の放射線量及

び室温は高くないことから，現場において手動又は遠隔人力操作機構を

用いて操作が可能である。 

(48－3－3，48－4－2～6，48－5－3)  
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第3.5－18表 操作対象機器設置場所 

機器名称設 設置場所 操作場所 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 原子炉建屋原子炉棟1階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟1階 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 原子炉建屋付属棟 4 階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟屋上

真空破壊装置 原子炉格納容器内 － 

耐圧強化ベント系一次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 

耐圧強化ベント系二次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 
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3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針(常設重大事故等対

処設備の安全設計方針に対する適合性) 

 (1) 容量(設置許可基準規則第43条第2項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    耐圧強化ベント系の設計流量としては，耐圧強化ベントを行う事故後

約28時間後において原子炉格納容器内で発生する蒸気を排気し，その熱

量分を除熱できるだけの十分な容量として，崩壊熱の1％程度に相当す

る蒸気流量を排気可能な流量とする。 

    また，耐圧強化ベント系を重大事故防止設備として使用する場合は，

添付書類十「7.2.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」に示す有効性評価を踏まえ，原子炉格納容器の最高使

用圧力にてベント判断をするものとし，ベント判断からベント開始まで

の原子炉格納容器の圧力上昇を考慮し，0.62MPa［gage］を重大事故等

時使用圧力とする。また，この時の原子炉格納容器内の温度以上となる

ように，重大事故等時使用温度を200℃とする。 

(48－7－4～7) 

 (2) 共用の禁止(設置許可基準規則第43条第2項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する
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東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    耐圧強化ベント系の各機器については，一部の敷地を共有する東海発

電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    設計方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系(格
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納容器スプレイ冷却系)とは構成機器を共用しておらず，また，耐圧強

化ベント系及び残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)が設置されるエ

リアは，各々区画され近接していないことから，耐圧強化ベント系及び

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)が，共通要因によって同時に機

能喪失しない設計とする。 

 (第3.5－10表) 
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3.5.3 重大事故等対処設備 

3.5.3.1 残留熱除去系 

3.5.3.1.1 設備概要 

   残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）については，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可

基準規則第47条に対する設計方針を示す章）」，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）に

ついては，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基

準規則第49条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

3.5.3.2 残留熱除去系海水系 

3.5.3.2.1 設備概要 

   残留熱除去系海水系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時の崩壊熱

及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等を目的とし設置され

る残留熱除去系の残留熱除去系熱交換器に海水を送水するための設備であ

る。海を水源とし，残留熱除去系海水系ポンプにて，非常用取水設備であ

る貯留堰，取水路及び取水ピットを通じて海水を取水し，ポンプ出口に設

置される残留熱除去系海水系ストレーナにて異物を除去し海水を送水する。 

   残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備一覧を第3.5－19表に

示す。  
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第3.5－19表 残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系ポンプ【常設】※１

関連設備

付属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

 貯留堰【常設】 

 取水路【常設】 

 取水ピット【常設】 

注水先 － 

電源設備※３

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

 ２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備＊４

残留熱除去系熱交換器入口温度 【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度 【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量 【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

※1 残留熱除去系については，「3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第47条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

※2 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 



3.5－63 

3.5.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の機器仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系海水系ポンプ 

   兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備    

   ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形うず巻式

台    数      4 

容    量      約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

(2) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 
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最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 

 (3) 残留熱除去系熱交換器 

   兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備    

   ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

   ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基    数     2 

伝 熱 容 量      約19.4×10３kW（1基当たり） 

(原子炉停止時冷却モ-ド) 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2 階 
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(4) 残留熱除去系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形電動うず巻式 

台 数     3 

容 量     約 1,690m３／h（1 台当たり） 

全 揚 程     約 85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2 階 
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3.5.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 残留熱除去系海水系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設

備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 ただし，常設代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系海水系

を復旧させる場合については，残留熱除去系海水系は，設計基準事故対

処設備である非常用ディーゼル発電機からの給電により起動する残留熱

除去系海水系に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代

替交流電源設備の多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備

（設置許可基準規則第57 条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

    残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準対

象 施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても

使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

    残留熱除去系海水系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計である。 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事

故時の残留熱除去熱交換器への海水供給機能を兼用しており，設計基準

事故時に使用する場合のポンプ流量及び熱交換器伝熱容量が，残留熱除

去系の系統容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕

様の設計である。 

    基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

   また，残留熱除去系海水系ポンプの取水箇所である取水路は，設計基準

事故時の取水路と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合のポン
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プ流量及び熱交換器伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対

処設備と同仕様の設計である。 

残留熱除去系海水系ポンプは，屋外に設置される設備であることから，

想定される重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，第3.5－20表に示す設計

である。 

    残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備で

あることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建

屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，第3.5－21表に示す設計である。 

第 3.5－20 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結

対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋外に設置するため，想定される風（台風）及び竜巻の風荷

重，積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第 3.5－21 表 想定する環境条件

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 また，残留熱除去系ポンプは中央制御室にて操作可能な設計とする。 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 残留熱除去系海水系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計である。また，残留熱

除去系海水系ポンプは，発電用原子炉の運転中に機能・性能検査が可能な

設計とする。残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，停
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止中に分解検査及び外観検査が実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 



3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49 条】 

基準適合への対応状況 



49 条－1 

9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

9.6.1 概 要 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第 9.6－1 図から

第 9.6－4 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール冷却系）が使用できる場合は重大事故等対処設備として使用する。

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール冷却系）については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

9.6.2 設計方針 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させるための設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。 
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(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が機能喪失した場合の重

大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）を使

用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポン

プにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納

容器内のスプレイヘッダからドライウェル内にスプレイすることで，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とす

る。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，スプレイヘッダ

を重大事故等対処設備として使用する。 
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その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の機能が喪失した場合の

重大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装

置等で構成し，可搬型代替注水中型ポンプにより，西側淡水貯水設備

の水を，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留

熱除去系等を経由してスプレイヘッダからドライウェル内にスプレイ

することで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることがで

きる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利

用できる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及

びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 



49 条－4 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，スプレイヘッダ

並びにホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原

子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却
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系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）は，「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流

電源設備を使用し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を復旧

する。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，常設代替交流電源設

備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレ

ッション・チェンバのプール水をドライウェル内及びサプレッショ

ン・チェンバ内にスプレイすることで原子炉格納容器を冷却できる設

計とする。 

本系統に使用する冷却水は残留熱除去系海水系又は緊急用海水系か

ら供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処
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設備である残留熱除去系及び残留熱除去系海水系を重大事故等対処設備

として使用する。 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代

替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（サプレッション・プール冷

却系）を復旧する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，常設代替交流

電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプ及び熱

交換器により，サプレッション・チェンバのプール水を冷却すること

で原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は緊急用海水系

から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用し，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系及び残留熱除去系海水系を重大事故等

対処設備として使用する。 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる
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設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポン

プにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由してスプレイヘ

ッダからドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計

とする。代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）による原子炉格納容器の冷却」に記載する。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として，

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装

置等で構成し，可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の

水を，可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を残留熱除
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去系等を経由してスプレイヘッダからドライウェル内にスプレイする

ことで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させることができる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利

用できる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及

びタンクローリにより補給できる設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」に記載する。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失又

は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，「(1)a.(a) 代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却」と

同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷
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却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失又

は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，「(1)a.(b) 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」

と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失又

は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が起動できない場合の重大事故

等対処設備は，「(1)b.(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）の復旧」と同じである。 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失又

は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障により，残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動できない場合の重

大事故等対処設備は，「(1)b.(d) 常設代替交流電源設備による残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却系）の復旧」と同じである。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備として兼用する設計とする。 
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残留熱除去系及び残留熱除去系海水系は，設計基準事故対処設備であると

ともに重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備

に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的

分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重

大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分散の設計方

針は適用しない。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

サプレッション・チェンバ，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽について

は，「9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系海水系」に記載

する。 

緊急用海水系については，「5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備」に記載する。 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ含む）については，「9.1 原

子炉格納施設」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び

燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

9.6.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設低圧代替

注水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設
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備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポ

ンプを用いた残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して多様性を有

する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動

操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替淡水貯槽を水源とす

ることで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）に対して異なる水源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，常設低圧代替注水系格納

槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及びサ

プレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手

動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作

に対して多様性を有する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系
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（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給

電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源と

する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替淡水貯槽を水源とす

る代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水源を有する設計と

する。また,代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水大型

ポンプは,代替淡水貯槽を水源とすることで,サプレッション・チェンバを水

源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して異なる水源を有

する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉建屋

及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内の常設

低圧代替注水系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共

通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去

系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，
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設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。また,これら

の多様性及び位置的分散によって,代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は,互いに重大事故等対処設備と

しての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「10.2 代替電源設

備」に記載する。 

9.6.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水中型

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続先の系統と分離された状態で保

管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，輪留め又は

車両転倒防止装置による固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.6.2.3 容量等 
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基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，想

定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するために必要なスプレイ流量に対してポンプ 2 台の運転により十

分なポンプ容量を有する設計とする。また，常設低圧代替注水系ポンプは，

想定される重大事故等時において，低圧代替注水系（常設），代替格納容器

スプレイ冷却系（常設），格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料プール

注水系として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる

容量を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを 1 セット 2 台使用

する。保有数は，2 セットで 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを 1 セット 1 台使用

する。保有数は，2 セットで 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，想定される

重大事故等時において，複数の注水先（原子炉，原子炉格納容器，ペデスタ

ル（ドライウェル部），原子炉格納容器頂部及び使用済燃料プール）への同

時注水を想定することから，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を

有する設計とする。 

予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の
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予備 1 台と兼用可能な設計とする。 

9.6.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常

設低圧代替注水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想

定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とす

る。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけでなく海水も使

用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間と

することで，設備への影響を考慮する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの常設設備との

接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計と

する。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も
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使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。 

9.6.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が可能な設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁

は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から，接続，弁操作等により速やかに系統構成が可

能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操

作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での

手動操作が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続する接続

口については，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続に

よりホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径

を統一する設計とする。 
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9.6.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第 9.6－1 表に

示す。 

9.6.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能

な設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ

は，発電用原子炉の停止中に，分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立し

て機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又

は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 9.6－1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

 ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

 ａ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

(3) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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第 9.6－1 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図(1) 

（代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却） 
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第 9.6－2 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図(2) 

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却 原子炉建屋東側接続口使用時） 
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第 9.6－3 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図(3) 

 （残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内の除熱

（Ａ系使用時）） 

NO

NO

NO NO
M
O M

O

M
O

MO

MO

M
O

M
O

MO

MO

MO

MO

MO

MOMO
MOMO

MO

M
O

AO

NO

(A) (B) (D)

(A) (B)(C)

(C)

残留熱除去系
ポンプ

残留熱除去系
海水系ポンプ

MO

MONO

MO

＊2 ＊3

＊3

＊2

M
O

MO

M
O M

O

LPCS
レグシールより

RHR
レグシールより

残留熱除去系
熱交換器

M
O

M
O

M
O

MOMO

M
O

MO MO

スプレイヘッダ

スプレイ
ヘッダ

(A) (B)



49 条－22 

第 9.6－4 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（4） 

 （残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッション・

プール水の除熱（Ａ系使用時）） 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第49条への適合方針 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設

備 

(2) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保

（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｂ)）

(3) 兼用について（設置許可基準規則解釈の第1項（２）ａ)）

(4) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内の 

除熱 

(5) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱

(6) 消火系による原子炉格納容器内の冷却

(7) 補給水系による原子炉格納容器内の冷却

(8) ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の除熱

(9) 復旧手段

(10) 代替格納容器スプレイ冷却系の海水の利用

3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

3.6.2.1.2 主要設備の仕様 
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(1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

3.6.2.1.3 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の多様性及び独立性，位置 

的分散 

3.6.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.6.2.2 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

3.6.2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の多様性及び独立性，位

置的分散 

3.6.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

3.6.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.6.3.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

3.6.3.1.1 設備概要 

3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

3.6.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.3.2 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 
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3.6.3.2.1 設備概要 

3.6.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

3.6.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止す

るため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならな

い。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

 (1) 重大事故等対処設備 

  ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水

源）が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備

を配備すること。 

  ｂ）上記a）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設

備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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 (2) 兼用 

  ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第2項の格納容器破損防止目的

の設備は、同一設備であってもよい。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第49条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させるための設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設

備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷

却（設置許可基準規則解釈の第 1 項（１）ａ）） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)が機能喪失した場合の重大

事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常

設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等

を経由して原子炉格納容器内のスプレイヘッダからドライウェル内に



3.6－4 

スプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ことができる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却（設置許可基準規則解釈の第 1 項（１）ａ）） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の機能が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

可搬型代替注水中型ポンプにより，西側淡水貯水設備の水を，可搬型

代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経

由してスプレイヘッダからドライウェル内にスプレイすることで，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利

用できる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷

却 
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全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子

炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）は，「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が起動できない場合の重大事故等対処設備は，「(1)b.(c) 常設

代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の

復旧」と同じである。 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プ

ール冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設備は，「(1)b.(d)

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プール

冷却系）の復旧」と同じである。 
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(2) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保

（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｂ）） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設低圧

代替注水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所

内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留

熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対し

て多様性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手

動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由

して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替淡水貯槽を水源と

することで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却系）に対して異なる水源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，常設低圧代替注水系格

納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及

びサプレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型
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代替注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動すること

で，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠隔

操作に対して多様性を有する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を

経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

は，西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプレッション・チェンバを

水源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替淡水貯槽を

水源とする代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水源を有

する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型

代替注水大型ポンプは，代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレッショ

ン・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び

代替淡水貯槽を水源とする代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して

異なる水源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉建

屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管すること

で，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内

の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，
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共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図

った複数箇所に設置する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱

除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。ま

た，これらの多様性及び位置的分散によって，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，互いに重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「第五十七条 電

源設備」に記載する。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については3.6.2.1.3項，

3.6.2.2.3項に詳細を示す。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備

として使用する。 

(3) 兼用について（設置許可基準規則解釈の第1項（２）ａ）） 

本項における炉心損傷防止目的の設備と原子炉格納容器破損防止目的の

設備は同一設備とする。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時において健全で
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あれば，以下の設備を重大事故等対処設備として使用する。 

(4) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内の

除熱 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，サプレッション・チェン

バの水を，残留熱除去系の熱交換器を介して冷却し，ドライウェル内及び

サプレッション・チェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバを水源とし，残留熱除去系ポンプ

にて，残留熱除去系熱交換器を介してサプレッション・チェンバのプール

水を冷却し，スプレイヘッダよりドライウェル内にスプレイする。スプレ

イされた水の水位がベント管口に達した後は，ベント管を通じてサプレッ

ション・チェンバに戻り，再びスプレイ水として使用される。 

残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は，残留熱除去系海水系ポンプによ

り送水する。 

なお，残留熱除去系海水系については「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

(5) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，サプレッション・

チェンバのプール水の温度を所定の温度以下に冷却できる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバを水源とし，残留熱除去系ポンプ

にて，残留熱除去系熱交換器を介してサプレッション・チェンバのプール

水を冷却しサプレッション・チェンバに戻す。 

なお，残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明は，「（7）残
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留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内の除熱」

と同じである。 

また，原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備として，以下を

整備する。 

(6) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水

系ポンプが機能喪失した場合においても原子炉格納容器にスプレイを可能

とするために，自主対策設備として，消火系ポンプ，消火系配管及び残留

熱除去系（Ｂ）配管を用いた原子炉格納容器スプレイ手順を整備する。 

本系統は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）とは異なる淡水タンク（多目的タンク及びろ過水貯

蔵タンク）を水源とし，電動駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポン

プを用い，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を通じて，スプレイ

ヘッダより原子炉格納容器内にスプレイする設計とする。本系統は，耐震

Ｓクラス設計ではなく基準地震動ＳＳで機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

(7) 補給水系による原子炉格納容器内の冷却 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水

系ポンプが機能喪失した場合においても原子炉格納容器スプレイを可能と

するために，自主対策設備として，補給水系を用いた原子炉格納容器への

スプレイ手順を整備する。 

本系統は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器

スプレイ冷却系とは異なる復水貯蔵タンクを水源とし，復水移送ポンプを

用い，復水移送系，消火系及び残留熱除去系（Ｂ）配管を通じてスプレイ
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ヘッダより原子炉格納容器内にスプレイする設計とする。本系統は，耐震

Ｓクラス設計ではなく基準地震動ＳＳで機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

(8) ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の除熱 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ

冷却系等の復旧ができず，原子炉格納容器の除熱手段がない場合に，原

子炉格納容器内へ冷却水を供給後，ドライウェル内ガス冷却装置送風機

により原子炉格納容器を除熱する手順を整備する。本設備は，耐震Ｓク

ラスではないことから基準地震動ＳＳで機能維持を担保できず，除熱量

も小さいが，常設代替交流電源設備により原子炉補機冷却水系を復旧し，

原子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウェル内ガス冷却装置送風

機の起動が可能である場合，原子炉格納容器内の除熱手段の一つとして

有効である。 

なお，ドライウェル内ガス冷却装置は，冷却水の供給を継続すること

で，送風機を停止状態としても，ドライウェル内ガス冷却装置冷却コイ

ル表面で原子炉格納容器内部の蒸気を凝縮し，原子炉格納容器の圧力上

昇を緩和することが可能である。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手順として以下を整

備する。 

(9) 復旧手段 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が全交流動力電源

喪失により起動できない場合に，常設代替交流電源設備を用いて電源を
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供給することで，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱

除去系（サプレッション・プール冷却系）を復旧する手順を整備する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57

条に対する設計方針を示す章）」で示す。また，炉心の著しい損傷防止

のための残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系

（サプレッション・プール冷却系）の復旧手順については，「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合

状況について」の「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」の

以下の項目で示す。 

a.炉心の著しい損傷損傷防止のための対応手順 

1.6.2 重大事故等等発生時の手順 1.6.2.2 (2) a. (a) 残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）復旧後の原子炉格納容器内の除熱及び

(b) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）復旧後のサプレ

ッション・プール水の除熱 

b.原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 

1.6.2 重大事故等等発生時の手順 1.6.2.3 (2) a. (a)残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）復旧後の原子炉格納容器内の除熱及び

(b) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）復旧後のサプレ

ッション・プール水の除熱 

また，技術的能力審査基準への適合のため，西側淡水貯水設備，代替淡

水貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合の海水の利用手段として，

以下を整備する。 

(10) 代替格納容器スプレイ冷却系の海水の利用 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）の水源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び複数の淡

水源の淡水が枯渇した場合は，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピッ

ト）から，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを

用いて補給が可能な設計とする。水源については，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。また，代替格納容器スプレイ冷却系の海水

の利用手順については，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準への適合状況について」の「1.13 重大事故

等の収束に必要となる水の供給手順」の以下の項目で示す。 

「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替淡水貯槽へ

水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給」

及び 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯

水設備へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代

替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 
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3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の有する発電用原子炉の冷却機能が

喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため，又は炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合におい

て原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存する場合に，原子炉格納容器内に浮遊

する放射性物質の濃度を低下させることを目的として設置するものである。 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，電

源設備（常設代替交流電源設備），水源である代替淡水貯槽，流路である代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプ

レイヘッダ，注水先である原子炉格納容器等から構成される。 

  重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，常設低圧代替注水

系ポンプ2台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中央制御室のスイッチ操

作により行い，残留熱除去系配管を経由して原子炉格納容器にスプレイする

ことで，原子炉格納容器内を冷却する機能を有する。 

  本系統に属する重大事故等対処設備を第3.6－1表に，本系統全体の概要図

を第3.6－1図に示す。 

  常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電できる設計とする。 
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第 3.6－1 図 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）系統概要図

①②

③

④

弁名称 

①代替格納容器スプレイ注水弁 

②残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁

③代替格納容器スプレイ流量調整弁 

④常設低圧代替注水系系統分離弁 
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第 3.6－1 表 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に関する重大事故等対処

設備一覧

設備区分 設備名 

主要設備 常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）配管・弁【常設】 

残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）【常設】

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

※1 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基

準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※3 計測制御設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。  
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3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 (1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所     常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力     約190kW（1台当たり） 
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3.6.2.1.3 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の多様性及び独立性，位置

的分散 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，第3.6－2表で示すとおり多様性及び位置的分散を図った設計

とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常

設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置

する残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源については，屋外に設置する常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備で

ある可搬型代替低圧電源車からの独立した電源供給ラインから供給可能と

することで，原子炉建屋付属棟内に設置される設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に対し，多様性

及び位置的分散を図る設計とする。また，原子炉建屋原子炉棟内に設置す

る残留熱除去系熱交換器及び屋外に設置する残留熱除去系海水系ポンプに

ついても，常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽を常設低圧代替注

水系格納槽内に設置することで位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水は不要（自然冷

却）とすることで，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプの冷

却水（残留熱除去系海水系）と同時に機能喪失しない多様性を持たせた設

計とする。 

水源については，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する代替淡水貯槽

を使用することで，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）の残留熱除去系ポンプの水源である，原子炉建屋原子炉
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棟内のサプレッション・チェンバに対し異なる水源を持つ設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドルを設け手動

操作を可能とすることで，常設代替高圧電源装置からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）は，第3.6－3表 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水によ

る共通要因故障を防止するために，独立性を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプを使用する代替格納容器スプレイ配管は，代替

淡水貯槽から残留熱除去系Ｂ系配管との合流点までを独立した系統とするこ

とで，残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を使用する格納容器スプレイ系統に対して

可能な限り独立性を有する設計とする。

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，電源及び冷却水の多様性並びに

機器の位置的分散により，残留熱除去系に対し独立性を有する設計とする。 
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第3.6－2表 多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却系） 

代替格納容器 

スプレイ冷却系（常設） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 
常設低圧代替注水系 

ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟地下２階 
常設低圧代替注水系 

格納槽内 

水源 

サプレッション・チェンバ 代替淡水貯槽 

原子炉建屋原子炉棟地下２階 
常設低圧代替注水系 

格納槽内 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 残留熱除去系海水系 不要（自然冷却） 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下１階 屋外 
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第3.6－3表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却系） 

代替格納容器スプレイ冷却系 

（常設） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）は，基準地震動ＳＳで機能維持できる設計とするこ

とで，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

及び重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

防潮堤及び浸水防止設備を設置することで，津波が共通要因となっ

て故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

と，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－7 重

大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示

す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

と，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－8 重

大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示

す）。 
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3.6.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において重大事故等に対処するために必要な機能を有効

に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ

は，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備であることから，その

機能を期待される重大事故等時における常設低圧代替注水系格納槽内の

環境条件を考慮し，第3.6－4表に示す設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可能な設計とす

る。

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要となる弁の操

作は，重大事故等時において，中央制御室又は設置場所から操作可能な

設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけ

でなく海水も使用可能な設計とする。

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とすることで設備

の影響を考慮する。

(49－3－2，3，5） 
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第3.6－4表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。原

子炉格納容器へのスプレイは，可能な限り淡水源を優先し，海

水通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮した設計と

する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設

計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及

び代替淡水貯槽を使用し原子炉格納容器へスプレイを行う系統は，重大

事故等時，通常待機時の系統から弁操作等にて速やかに切替えができる

設計とする。また，常設低圧代替注水系ポンプ及び電動弁は，中央制御

室のスイッチで操作が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプを

運転する場合は，中央制御室からのスイッチ操作で常設低圧代替注水系

ポンプを起動し，代替淡水貯槽への循環運転状態とする。その後，中央

制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水系系統分離弁，代替格

納容器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレイ流量調整弁及び残留熱除

去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁を開とし原子炉格納容器へのスプレイを行う

設計とする。代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の操作に必要なポン

プ及び弁を第3.6－5表に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）である常設低圧代替注水系ポン

プの起動・停止・運転状態及び電動弁の開閉状態については，中央制御

室の表示灯・操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。また，中央制御室のス
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イッチ操作に当たり，運転員等のアクセス性及び操作性を考慮して十分

な操作空間を確保する。また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘

板の取付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

(49－4－2） 

第3.6－5表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ

弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

代替格納容器スプレイ注水弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

代替格納容器スプレイ流量調整弁 弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）試験検査を第3.6－6表に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

他系統と独立した試験系統により，発電用原子炉運転中に機能・性能検

査及び弁動作確認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁

動作確認及び分解検査が実施可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

原子炉停止中に，分解検査として，ケーシングカバーを取り外して，ポ

ンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な

設計とする。弁については，分解検査として，弁体等の部品の状態を確

認する分解検査が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試

験により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とする。

また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変

形及び摩耗の有無を確認する。 

    また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポ

ンプは，吐出配管にテストラインを設け，発電用原子炉運転中又は発電

用原子炉停止中に，機能・性能検査として，代替淡水貯槽を水源とした

循環運転を行うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時
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の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁について

は，発電用原子炉運転中又は発電用原子炉停止中に弁動作確認を実施す

ることで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・

弁については，機能・性能検査等に合わせて外観及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。 

(49－5－2，3） 

第3.6－6表 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の試験検査 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態につい

て，浸透探傷試験及び目視により確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，本来の用途として使用する。

重大事故等時には，設計基準事故対処設備である残留熱除去系配管の一

部を使用するが，残留熱除去系配管については，重大事故等に対処する

ための系統構成は必要としない。 

（49－4－3） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と残留熱除去系Ｂ系との隔離弁

について第3.6－7表に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常待機時は，代替格納容
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器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレイ流量調整弁を閉止しておくこ

とで残留熱除去系Ｂ系と隔離する系統構成とし，取合系統である残留熱

除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。また，代替格納容器ス

プレイ冷却系を用いる場合は，弁操作によって，通常待機時の系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

（49－4－2） 

第3.6－7表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系Ｂ系 代替格納容器スプレイ注水弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

残留熱除去系Ｂ系 代替格納容器スプレイ流量調整弁 電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成のために操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を第3.6－8表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分離弁，代替格

納容器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレイ流量調整弁，残留熱除去

系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁は，原子炉建屋原子炉棟内又は常設低圧代替注

水系格納槽内に設置されるが，中央制御室からの遠隔操作を可能な設計

とすることで，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とす

る。 

(49－3－5, 49－4－2） 

第3.6－8表 操作対象機器リスト 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

代替格納容器スプレイ注水弁 原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

代替格納容器スプレイ流量調整弁 原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ

弁 
原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 
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3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及

び代替淡水貯槽は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の

冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止又は炉心

の著しい損傷が発生した場合にあっても原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケン

スのうち，高圧・低圧注水機能喪失，崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去

系が喪失した場合），ＬＯＣＡ時注水機能喪失及び原子炉格納容器破損

防止の重要事故シーケンスに係る有効性評価（原子炉設置変更許可申請

書添付書類十）おいて，有効性が確認されている原子炉格納容器へのス

プレイ流量が，最大300m３／hであることから，ポンプ1台当たり150m３

／h以上を注水可能な設計とし，2台使用する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，低圧代替注水系（常設）又

は格納容器下部注水系と同時に使用する可能性があるため，原子炉注水

を同時に行う場合の原子炉格納容器への最大スプレイ流量130m３／h又

は格納容器下部注水を同時に行う場合の原子炉格納容器への最大スプレ

イ流量300m３／hを確保可能な設計とする。 

原子炉格納容器にスプレイする場合の常設低圧代替注水系ポンプの揚
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程は，原子炉格納容器スプレイ時の最大流量でスプレイを実施する場合

の圧損（水源（代替淡水貯槽）とスプレイ先（原子炉格納容器）の圧力

差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮した要求値が144m以

上であることから，約200mの揚程を確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

（49－6－2～5，14～18） 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計
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とする。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止につ

いて」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対し，多様性及び独立性

を有し，位置的分散を図る設計としている。 

なお，詳細については，3.6.2.1.3 項に記載のとおりである。 
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3.6.2.2 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するため又は炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合におい

て原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存する場合に，原子炉格納容器内に浮遊

する放射性物質の濃度を低下させることを目的として設置するものである。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ，

水源である西側淡水貯水設備，流路である代替格納容器スプレイ冷却系配

管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ，ホース，燃料給油設備で

ある可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ及び注水先である原子炉格納容

器等から構成される。重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源と

し，可搬型代替注水中型ポンプと高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉

建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を仮設ホースで接続し，原子炉格

納容器へスプレイすることで原子炉格納容器を冷却する設計とする。また，

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水大型ポンプ，水

源である代替淡水貯槽，流路である代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁，

残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ，ホース，燃料給油設備である可搬

型設備用軽油タンク，タンクローリ及び注水先である原子炉格納容器等から

構成される。重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，可搬型代

替注水大型ポンプと高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続

口又は原子炉建屋西側接続口を仮設ホースで接続し，原子炉格納容器へスプ

レイすることで原子炉格納容器を冷却する設計とする。 

  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の概要図を第3.6－2図に，代替格
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納容器スプレイ冷却系（可搬型）に属する重大事故等対処設備を第3.6－9表

に示す。 

  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，ポンプに付

属するスイッチにより起動できる設計とする。燃料は可搬型設備用軽油タン

クからタンクローリを用いて給油できる設計とする。また，防潮堤の内側の

取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水可能な設計とする。 

なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備」で示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口は，共通要因によ

り接続することができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面

（原子炉建屋東側及び西側）及び常設代替高圧電源装置置場（高所東側及び

西側）の隣接しない位置に設置することで位置的分散を図る設計とする。
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第 3.6－2 図 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 系統概要図（代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口） 

①

②

③

④

弁名称 

①残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁 

②代替格納容器スプレイ注水弁 

③代替格納容器スプレイ流量調整弁 

④常設低圧代替注水系系統分離弁 
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第 3.6－9 表 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

関連設備 

付属設備 － 

水源※１ 
代替淡水貯槽【常設】 

西側淡水貯水設備【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁【常設】

残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）【常設】

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）【常設】

ドライウェル雰囲気温度【常設】

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】

ドライウェル圧力【常設】

サプレッション・チェンバ圧力【常設】

サプレッション・プール水位【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

西側淡水貯水設備水位【常設】 

※1 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基

準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※3 計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 
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3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

種 類     うず巻形 

容 量     約210m3／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約147kW（1台当たり） 

台 数     4（予備1） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 
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・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

種    類     うず巻形 

容    量     約1,320m３／h（1台当たり） 

揚    程     約140m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約847kW（1台当たり） 

台   数     2（予備1※１） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場

※１ 可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代替注水大型

ポンプ」の予備1台と「可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）」の予備1台の計2台は共用可能とする。 
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3.6.2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の多様性及び独立性，位置

的分散 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.6－10

表で示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管することで，

原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプ及び低圧代替注水系

格納槽内に設置する常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る設計と

する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプのサポート系

として冷却水は自己冷却とすることで，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプの冷却水（残留熱除去系海水系）及び冷却水が不要である

常設低圧代替注水系ポンプに対し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの駆動源は，

ディーゼルエンジン駆動とすることで，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）及び常設低圧代替注水

系ポンプの電源である常設代替交流電源設備の常設代替高圧電源装置に対

し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源については，屋外の西側淡水貯水設備

及び可搬型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧代替注水系格納槽内に

設置する代替淡水貯槽を使用することで，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系ポンプの水源である原子炉建屋原子炉棟内のサプレッション・

チェンバに対して異なる水源を持つ設計とする。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，第3.6－11表で示すとおり，

地震，津波，火災，溢水による共通要因故障を防止するために，独立性を

有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する格

納容器スプレイ配管は，接続口から残留熱除去系Ａ系配管及び残留熱除去

系Ｂ系配管との合流点までを独立した系統とすることで，残留熱除去系ポ

ンプを使用する格納容器スプレイ系統に対して可能な限り独立性を有す

る設計とする。 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，故障時及び保守点検時の予備とな

る予備機を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，電源及び冷却水の多様性並び

に機器の位置的分散により，残留熱除去系及び代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）に対し独立性を有する設計とする。 
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第3.6－10表 多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系） 

代替格納容器スプ 

レイ冷却系（常設） 

代替格納容器スプレイ 

冷却系（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

常設低圧代替 

注水ポンプ 

可搬型代替注水 

大型ポンプ 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟 

地下２階 

常設低圧代替注水 

系格納槽内 

西側及び南側 

保管場所 

水源 

サプレッション 

・チェンバ 
代替淡水貯槽 代替淡水貯槽 西側淡水貯水設備 

原子炉建屋原子炉棟内 
常設低圧代替 

注水系格納槽内 

常設低圧代替 

注水系格納槽内 
屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 残留熱除去海水系 不要（自然冷却） 自己冷却 

駆動 

電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

常設代替高圧 

電源装置 

不要 

（ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋付属棟 

地下１階 
屋外 

西側及び南側 

保管場所 
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第 3.6－11 表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却系） 

代替格納容器スプレイ冷却系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）は，基準地震動ＳＳで機能維持できる設計とすること

で，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

は，防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設備の代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，高台の可搬型設備保管場所へ

配備することで，津波が共通要因となって故障することのない設計と

する。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

と，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－7 重大

事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

と，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－8 重大

事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.6.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 （1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において重大事故等に対処するために必要な機能を有効

に発揮するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプで想定する環境条件を考慮し，第3.6－

12表に示す設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，重

大事故時に水源付近の屋外に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における屋外の環境条件を考慮する設計とす

る。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，ポンプに付属するスイッチに

より，設置場所にて操作可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必要となる弁の

操作は，重大事故等時において，中央制御室又は設置場所から操作が可

能な設計とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，淡

水だけでなく海水も使用可能な設計とする。
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なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とすることで設備

の影響を考慮する。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，津波を考慮し，高台の可搬型設備保

管場所に配備する。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機能維持できる設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に除

雪及び除灰する運用とする。 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用し，

凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（49－3－2～４，49－8－2） 
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第3.6－12表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放射

線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統への

影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。

原子炉圧力容器への注水は，可能な限り淡水源を優先し，海

水通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮した設計

とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

津波 
高台の可搬型設備保管場所に配備することで，津波により機

器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮

して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）及び

竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した保管に

より，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の操作に必要なポンプ，弁及

びホースを第3.6－13表に示す。 



3.6－47 

可搬型代替注水中型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水中型ポ

ンプを水源である西側淡水貯水設備近傍に配置するとともにホースを原

子炉建屋東側，原子炉建屋西側接続口，高所接東側続口又は高所西側接

続口に接続し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作で残留

熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁（又は残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ

弁），代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ注水流量

調整弁の開操作を実施した後，現場操作で接続口の弁を開とし，可搬型

代替注水中型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動することで原子

炉格納容器スプレイを行う。 

可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水大型ポ

ンプを水源である代替淡水貯槽近傍に配置するとともにホースを原子炉

建屋東側，原子炉建屋西側接続口，高所接東側続口又は高所西側接続口

に接続し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作で残留熱除

去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁（又は残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁），

代替格納容器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレイ注水流量調整弁の

開操作を実施した後，現場操作で接続口の弁を開とし，可搬型代替注水

大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動することで原子炉格納容

器スプレイを行う。 

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口及び

高所西側接続口の弁については，接続口近傍の屋外から手動操作で弁を

開閉することが可能な設計とする。 

    可搬型代替注水中型ポンプ付属のスイッチ，可搬型代替注水大型ポン

プ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員等の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する設計とし，機器の名称等を表示した

銘板の取付け等により識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監
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視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室における監視又は試

験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計とする。ま

た，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設置

場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等による固定が可能な設計とす

る。 

ホースの接続作業にあたっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物並びに一般的な工具により，確実に接続が可能な設計とする。 

（49－4－3，49－7－2～5） 

第3.6－13表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側，西側，高

所東側又は西側） 

弁閉→弁開 手動操作 屋外接続口近傍 

代替格納容器スプレイ注水弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

代替格納容器スプレイ流量調

整弁 
弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプ

レイ弁又は残留熱除去系Ａ系

Ｄ／Ｗスプレイ弁 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 
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（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び検査性について」に示

す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の試験検査を第3.6－14表に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中に，機能・性能

検査，弁動作確認及び車両検査を発電用原子炉停止中に機能・性能検査，

分解検査，弁動作確認及び車両検査が可能な設計とする。 

    機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホースの系統構成で循

環運転を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポン

プについては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計と

する。ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

ジョイント部の腐食等がないことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計と
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する。また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施するこ

とで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両と

して，異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は

取替が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視によ

り，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有

無を確認可能な設計とする。 

（49－5－4～6） 
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第 3.6－14 表 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試

験及び目視により確認又は取替を実施す

る。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸透探傷試験

及び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試

験及び目視により確認又は取替を実施す

る。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は接続先の系統と分離さ

れた状態で西側及び南側保管場所に保管し，本来の用途として使用する

設計とする。 

（49－3－3，49－4－3） 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は接続先の系統と分離さ

れた状態で西側及び南側保管場所に保管することで，他の設備に悪影響



3.6－53 

を及ぼさない運用とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプ

による原子炉格納容器へのスプレイは，弁操作や接続によって通常待機

時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所において転倒しない設計と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所にお

いては，車両転倒防止装置又は輪止めにより固定することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，固縛等を実施することで，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（49－3－3，49－4－3） 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の

設置場所及び操作場所を第3.6－15表に示す。 
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このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，

接続口の弁（原子炉建屋東側，原子炉建屋西側，高所東側又は高所西

側）及びホースは屋外で操作するが，作業に当たっては，放射線量を確

認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施

する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するととも

に，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が

低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプ等の設備の設置及び常設設備との接続が可能であ

る。 

（49－3－2～4，49－4－3） 

第3.6－15表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側，原子炉建屋

西側，高所東側又は高所西側）

屋外接続口近傍 接続口近傍 

原子炉注水弁 原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

原子炉圧力容器注水流量調整弁 原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレ

イ弁又は残留熱除去系Ａ系Ｄ／

Ｗスプレイ弁 

原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

ホース 屋外 屋外 
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3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 （1） 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，設計基準事故対処設備が有する原子

炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷

を防止するために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケン

スのうち全交流動力電源喪失及び津波浸水による最終ヒートシンク喪失

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）におい

て有効性が確認されている原子炉格納容器へのスプレイ流量が130m３／

h以上であることから，可搬型代替注水中型ポンプ1台あたり約210m３／

hをスプレイ可能な設計とし，揚程を確保するため2台を直列に接続し使

用する設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプポンプ1台あたり

約1,320m３／hをスプレイ可能な設計とし，1台使用する設計とする。 

全交流動力電源喪失時に可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉への注

水（50m３／h），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による格納容

器スプレイ（130m３／h）代替燃料プール注水系による使用済燃料プー

ルへの注水（16 m３／h）を同時に実施可能な設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプの全揚程としては，有効性が確認されてい

る原子炉格納容器へのスプレイ量における圧損（水源（西側淡水貯水設

備）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・

ホース及び弁類圧損）を考慮し，2台で約100mの全揚程を確保可能な設

計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの全揚程としては，有効性が確認されてい

る原子炉格納容器へのスプレイ量における圧損（水源（代替淡水貯槽）

とスプレイ先（格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース

及び弁類圧損）を考慮し，1台で約140mの全揚程を確保可能な設計とす

る。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

は，重大事故等時においてスプレイに必要な揚程を確保するため2台の

ポンプを直列に接続し使用する。保有数は2セットで4台と，故障時及び

保守点検による待機除外時の予備として1台の合計5台を保管する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプ

は，重大事故等時において注水に必要な容量を有するものを1セット1台

使用する。保有数は2セットで2台と，故障時及び保守点検による待機除

外時の予備として1台の合計3台を保管する。ただし，予備については，

同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の予備1台と共用

可能とする。 

なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13  

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

（49－6－6～18） 
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（2） 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと高所東側接続口，高所西側

接続口，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口については，

フランジ接続にすることで，一般的に使用される工具を用いてホースを

確実に接続できる設計とする。また，高所東側接続口，高所西側接続口，

原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の口径を統一し，確実

に接続できる設計とする。 

（49－7－2～5） 

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子
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炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故等

時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接

続できなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しな

い東側に1箇所，西側に1箇所，常設高圧電源装置置場の東側に1箇所及

び西側に1箇所設置する。 

（49－7－2～5） 

（4） 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及びホースの
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設置並びにホースと接続口（原子炉建屋東側，原子炉建屋西側，高所東

側及び高所西側）との接続は屋外で実施するが，作業に当たっては，放

射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で

作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保す

るとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定

し線量が低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

ホースの接続は簡便な接続金物により確実に接続が可能な設計とする。

また，接続口への接続は，簡便なフランジ接続により一般的な工具等を

用い確実に接続が可能な設計とする。 

（49－3－4，49－7－2～5） 
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（5） 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事

故対処設備の残留熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備の代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプの配置その他の

条件を考慮し，常設低圧代替注水系ポンプが設置される常設低圧代替注

水系格納槽と異なる，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

（49－3－3，49－8－1） 



3.6－61 

（6） アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道

路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は西側及び南側保管場所

に保管しており，重大事故等時において保管場所から接続場所までの経

路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合状況について」

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二

発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」で示す。 

 （49－9－2～4） 
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（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

 （ⅰ） 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備の

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）と重大事故防止設備の代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）に対し，多様性を有し位置的分散を図る

設計とする。これらの詳細については，3.6.2.2.3 項に記載のとおりで

ある。 
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3.6.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.6.3.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

3.6.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，独立した2系統で構成

し，低圧注水系等と連携して，1系統で再循環系配管破断による冷却材

流出のエネルギ，崩壊熱及び燃料の過熱にともなう燃料被覆管（ジルカ

ロイ）と水との反応による発生熱を除去し，原子炉格納容器内圧力及び

温度が異常上昇することを緩和する。 

冷却材喪失事故時には，残留熱除去系は低圧注水系として自動起動し

た後，遠隔手動操作により電動弁を切り替えることで，格納容器スプレ

イ冷却系として機能する設計としている。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，電動ポンプ2台，熱交

換器2基，配管・弁，スプレイヘッダ等からなり，冷却材喪失事故後に，

サプレッション・チェンバのプール水をドライウェル内及びサプレッシ

ョン・チェンバ内にスプレイする機能を有する。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サプレッ

ション・チェンバ内に戻り，サプレッション・チェンバ内にスプレイさ

れた水とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却された後，再びスプレイ

される。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の系統概要図を第3.6－3図

に，重大事故等対処設備一覧を第3.6－16表に示す。 

本系統は設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時においてその

機能を考慮するため，重大事故等対処設備と位置付ける。また，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，非常用交流電源設備からの給電

に加え，代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電によ
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り復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。  
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第3.6－3図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）系統概要図 
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第 3.6－16 表 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】※１ 

緊急用海水ポンプ【常設】

緊急用海水系ストレーナ【常設】

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】※１

残留熱除去系熱交換器【常設】 

関連設備 

附属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電 源 設 備 ※ ３

（燃料給油設

備含む） 

非常用電源設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替交流電源設備用燃料移送ポンプ【常設】 

 ２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※４

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

※1 残留熱除去系海水系設備については「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基

準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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※4 計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 
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3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の機器仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

種        類     たて形電動うず巻式 

台    数     3  

容 量     約1,690m３／h 

（1台当たり） 

全 揚 程     約85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料      鋳鋼 

取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
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型    式     縦型Ｕチューブ式 

基 数     2 

伝 熱 容 量    約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

 胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

 管   側     249℃ 

 胴   側     249℃ 

材    料 

 管   側     白銅管 

 胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟地下 2 階 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     たて形うず巻式

台    数     4

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 
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最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 
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3.6.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，重大事故等時において重大

事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基

本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電に

より残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を復旧させる場合については，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，設計基準事故対処設備である

非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機からの給電により起動する残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して駆動電源の多様性を有する設計

とする。 

なお，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の多様性及び位

置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他

の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合のポンプ流量及び容量が，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量に対して

十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 
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基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。また，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器スプレイ水として使用する水

源のサプレッション・チェンバは，設計基準事故時の非常用炉心冷却設備の

水源と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，発電用原子

炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために

必要なスプレイ流量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕

様の設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内

に設置される設備であることから，重大事故等時における原子炉建屋原子炉

棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第

3.6－17表に示す設計である。 
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第3.6－17表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計

とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪

及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系ポンプは中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，設計基準事故対処設備とし   

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計とす

る。また，残留熱除去系ポンプは，テストラインにより系統の機能・性能検

査が可能な設計とする。残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，

発電用原子炉の運転中に機能・性能検査を，また停止中に分解検査及び外観

検査が実施可能な設計とする。 
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基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。  
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3.6.3.2 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

3.6.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，2 ループから構

成され，電動ポンプ 2 台，熱交換器 2 基，配管・弁等からなり，原子炉

隔離時冷却系ポンプ駆動タービン運転時の排気蒸気等によるサプレッシ

ョン・チェンバの温度上昇を抑制する。 

本系統の系統概要図を第 3.6－4 図に，重大事故等対処設備一覧を第

3.6－18 表に示す。 

本系統は設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時におい

てその機能を考慮するため，重大事故等対処設備と位置付ける。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，非常用交

流電源設備からの給電に加えて，代替交流電源設備である常設代替高圧

電源装置からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とす

る。 
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第 3.6－4 図 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 
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第 3.6－18 表 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）に関する重大

事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】※１ 

緊急用海水ポンプ【常設】

緊急用海水系ストレーナ【常設】

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】※１

残留熱除去系熱交換器【常設】 

関連設備 

附属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 サプレッション・チェンバ【常設】 

電源設備※３ 

（燃料給油設

備含む）

非常用電源設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備 

 常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※４

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

※1 残留熱除去系海水系設備については「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基

準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 
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※4 計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 
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3.6.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の機器仕様を以下に示す。 

  (1) 残留熱除去系ポンプ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

種 類     たて形電動うず巻式 

台    数     3 

     容 量     約 1,690m３／h（1 台当たり） 

全 揚 程     約 85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料      鋳鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 
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基 数     2 

伝 熱 容 量     約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 (3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     たて形うず巻式

台    数     4

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 
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最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 
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3.6.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，重大事故等時におい

て重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関

する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設

計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電に

より残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）を復旧させる場合につ

いては，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，設計基準事故

対処設備である非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機からの給電により

起動する残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）に対して駆動電源

の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置の多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，

他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，二以上の発電用原子

炉施設において共用しない。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッション・

チェンバの冷却に使用する残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系海水系ポンプ

及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能及び残

留熱除去機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ容量

が，サプレション・チェンバを冷却するために必要な容量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 
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基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，原子炉建屋原

子炉棟内に設置される設備であることから，重大事故等時における原子炉

建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，第 3.6－19 表 に示す設計である。  
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第3.6－19表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器機器が損傷し

ない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は中央制御室にて

操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計

である。また，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，系統の

機能・性能検査が可能な設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，発電用原子炉

の運転中に機能・性能検査を，また停止中に分解検査及び外観検査が実施可
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能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 



3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための設備【50 条】 

基準適合への対応状況 
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9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

9.7.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破

損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系統概要図を第 9.7－

1 図から第 9.7－4 図に示す。 

9.7.2 設計方針 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めの設備として，代替循環冷却系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすための設備として，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

(1) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，代替循環冷却系を使用する。 

代替循環冷却系は，Ｍａｒｋ－Ⅱ型原子炉格納容器の特徴を踏まえ多重

性を有する設計とする。また，代替循環冷却系は，代替循環冷却系ポンプ，

残留熱除去系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，代替循環

冷却系ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を残留熱除去系

熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内へスプ

レイするとともに，原子炉注水及びサプレッション・チェンバのプール水

の除熱を行うことで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。原子炉格納容器内へス

プレイされた水は，格納容器ベント管を経て，サプレッション・チェンバ
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に戻ることで循環する。 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する残留熱除去系海水

系又は緊急用海水系により冷却できる設計とする。 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプにて非常用取水設備であるＳＡ用海

水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急用海水取水管及

び緊急用海水ポンプピットを通じて海水を取水し，緊急用海水ポンプ出口

に設置される緊急用海水系ストレーナにより異物を除去し，残留熱除去系

熱交換器に海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を

最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去海水系ポンプ 

・残留熱除去海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

代替循環冷却系の流路として，残留熱除去系の配管，弁，ストレーナ及

びポンプ並びに格納容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使
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用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を

重大事故等対処設備として使用する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置を

使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容器，スクラビン

グ水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力開放板，配管・弁類，計測制

御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及び耐圧

強化ベント系を経由して，フィルタ装置へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける放出口から排出することで，排気中

に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質，ガス状の無機よ

う素及び有機よう素を除去できる設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いずれ

からも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気で

はサプレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側

からの排気では，ドライウェル床面からの高さを確保する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を

防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ，不活

性ガスで置換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積する

可能性のある箇所にはベントラインを設け，可燃性ガスを排出できる設計

とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを
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防止できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉施設とは共用しない設計

とする。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を隔離する弁は

直列で 2 個設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を確実に隔

離することで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては，代替格納容器スプレイ冷却

系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止する運用としており，原

子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原子炉格納容器内にスプレイする

場合においても，原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合に

は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。また，格納容

器圧力逃がし装置使用後においても，可燃性ガスによる爆発及び格納容器

の負圧破損を防止するために，可搬型窒素供給装置である窒素供給装置及

び窒素供給装置用電源車を用いて格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給

が可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔

人力操作機構によって人力による操作が可能な設計とする。 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，第二弁及

び第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要な要員を収容可能

な遮蔽体に囲まれた空間とし，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ）にて正圧化することにより外気の流入を一定時間遮断することで，

放射線防護を考慮した設計とする。 

排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央制御室から操作が

可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げに
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ならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力

で破裂する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）

内に設置し，フィルタ装置等の周囲には遮蔽体を設け，格納容器圧力逃が

し装置の使用時に本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射線

から作業員を防護する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置 

・第二弁操作室遮蔽 

・第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

・第二弁操作室差圧計 

・遠隔人力操作機構 

・圧力開放板 

・窒素供給装置（9.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備） 

・窒素供給装置用電源車（9.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及び格納容器圧

力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 
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その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・チ

ェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉圧力容器については，「3.4 原子炉圧力容器」に記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「9.12 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備」に記載する。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車については，「9.9 水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止するための設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「9.1 原子炉格納施設」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設

備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備につい

ては，「10.2 代替電源設備」に示す。 

9.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器圧力

逃がし装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。

格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置される隔離弁を操作

できる設計とすることで，代替循環冷却系に対して駆動源の多様性を有する

設計とする。 
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代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサプ

レッション・チェンバは原子炉建屋原子炉棟内に設置し，格納容器圧力逃が

し装置のフィルタ装置は原子炉建屋近傍の格納容器圧力逃がし装置格納槽

（地下埋設）に，第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空

気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は原子炉建屋付属棟に，圧力開放板は原

子炉建屋近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，代替循環冷

却系と格納容器圧力逃がし装置は，互いに重大事故等対処設備として，可能

な限りの独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源設備」に記

載する。 

9.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，サプレッション・チェンバのプ

ール水に含まれる放射性物質の系外放出を防止するため，代替循環冷却系は

閉ループにて構成する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事

故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，



50 条－8 

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器圧力逃がし装置

は，重大事故等時の排出経路と換気空調系，原子炉建屋ガス処理系及び耐圧

強化ベント系の他系統及び機器との間に隔離弁を直列に 2 個設置し，格納容

器圧力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び

第二弁操作室差圧計は，通常時は使用しない設備であり，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

また，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，転倒のおそれが

ないよう固定して保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系は，2 系統設置し，代替循環冷却系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱に使用する。各々の代替循環冷却系ポンプは，原子炉格納

容器の過圧破損防止に必要となる原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に注水

可能なポンプ容量を有する設計とする。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残留

熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心

の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕

様で設計する。 

また，緊急用海水系からの冷却水の供給により使用する場合は，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，緊急用海水系での圧力損失を考慮しても
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原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，想定される重大事故等時にお

いて，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子炉格納容器内で発生する蒸

気量に対して，格納容器圧力逃がし装置での圧力損失を考慮しても十分な排

出流量を有する設計とする。 

フィルタ装置は，想定される重大事故等時において，粒子状放射性物質に

対する除去効率が 99.9％以上確保できる設計とする。また，スクラビング

水の待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事故等時のスクラビング水の

ｐＨ値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99％以上確保

できるｐＨ値を維持できる設計とする。フィルタ装置のスクラビング水は，

補給による水位の確保及びサプレッション・チェンバへの移送が可能な設計

とする。フィルタ装置の金属フィルタは，想定される重大事故等時において，

金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設計とす

る。 

フィルタ装置のよう素除去部の銀ゼオライト吸着層は，想定される排気ガ

スの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98％以上となるために

必要な排気ガス滞留時間を確保できる吸着層の厚さ及び有効面積を有する設

計とする。 

圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう，原

子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とす

る。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷時

においても，現場において，人力で第二弁又は第二弁バイパス弁の操作が可

能なよう第二弁操作室を正圧化することにより操作員の放射線防護に必要な

容量を有するものを 1 セット 19 本使用する。保有数は，1 セット 19 本に加
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えて，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として 5 本の合計 24 本

を保管する。 

第二弁操作室差圧計は，第二弁操作室と周囲の差圧の基準値を上回る範囲

の測定が可能な設計とする。 

9.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原

子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

代替循環冷却系ポンプの操作，代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操

作及び代替循環冷却系運転後における弁の操作は，想定される重大事故等時

において，配管等の周囲の線量を考慮して，中央制御室で可能な設計とする。 

代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，フラッシン

グが可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建屋近傍の格納容器圧

力逃がし装置格納槽（地下埋設）に，遠隔人力操作機構（操作部を除く）は，

原子炉建屋原子炉棟内に，遠隔人力操作機構（操作部），第二弁操作室遮蔽，

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は，

原子炉建屋付属棟内に，圧力開放板は，原子炉建屋近傍の屋外に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設置される隔離弁は，中央制御室か

ら操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置されるこれらの隔離弁の

遠隔人力操作機構の操作部を原子炉建屋原子炉棟外へ設け，必要に応じた遮

蔽の設置並びに第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気
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ボンベ）及び第二弁操作室差圧計を設置することにより，想定される重大事

故等時において，離れた場所から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設

計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置の周囲及び必要に応じて配管等

の周囲に遮蔽体を設けることで，格納容器圧力逃がし装置格納槽内で実施す

るスクラビング水の補給操作及びサプレッション・チェンバへの移送操作が

可能な設計とする。 

9.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替循環冷却系ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とする。また，代替循環冷却系の運転中に残留

熱除去系ストレーナが閉塞した場合においては，逆洗操作が可能な設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，想定される重大事故等時において，通常時の

系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離弁は，中央制

御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，また，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，現場において人力で弁の操作ができるよう，遠隔

人力操作機構を設置する。 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，第二弁及び

第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要な要員を収容可能な遮

蔽に囲まれた空間とし，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）に
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て正圧化することにより外気の流入を一定時間遮断することで，格納容器圧

力逃がし装置を使用する際のプルームの影響による操作員の被ばくを低減す

る設計とすることで，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。 

9.7.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様を第 9.7

－1 表に示す。 

9.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替循環冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確

認が可能な設計とする。また，代替循環冷却系ポンプ及び残留熱除去系熱交

換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔離弁の

開閉動作及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，発電用原子炉の停止中に内部構

造物の外観の確認が可能な設計とする。また，よう素除去部は，発電用原子

炉の停止中に内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能の確認

が可能な設計とする。 

圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。ま

た，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧

計は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 
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第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器

仕様 

(1) 代替循環冷却系

ａ．代替循環冷却系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

台 数 2 

容 量 約 250m３／h 

全  揚  程 約 120m 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

ｃ．残留熱除去海水系ポンプ 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

ｄ．残留熱除去海水系ストレーナ 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置

ａ．フィルタ装置 

兼用する設備は以下のとおり。 
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・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個    数  1 

系統設計流量  約 13.4kg／s 

放射性物質除去効率 99.9％以上（粒子状放射性物質に対して） 

99％以上（無機よう素に対して） 

98％以上（有機よう素に対して） 

材 料 

スクラビング水 　　　　　　　　　　　　（pH13 以上） 

金属フィルタ ステンレス鋼

ｂ．第二弁操作室遮蔽 

第 8.3－4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｃ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備仕様に

記載する。 

ｄ．第二弁操作室差圧計 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｅ．遠隔人力操作機構 

個    数  4 
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ｆ．圧力開放板 

個    数 1 

設定破裂圧力 約 0.08MPa［gage］ 

ｇ．窒素供給装置 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｈ．窒素供給装置用電源車 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｉ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

ｊ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(3) 緊急用海水系

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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第 9.7－1 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図

（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱（原子

炉格納容器へのスプレイを実施する場合）） 
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第 9.7－2 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図

（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱（サプ

レッション・プール水の除熱を実施する場合）） 

M
O

MO

MO

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

MO

MO

MO

MOMO

MO

MO

MO

MO
MO

MO MO

NO

MO

MO
MO

MONO

MOMO

NO

NO

NO

MOMO

NO

M
O

可搬型代替注水
大型ポンプ接続口

残留熱除去系
海水系ポンプ(A),(C)

緊急用海水
ポンプ(A),(B)

海へ

残留熱除去系
海水系ポンプ(B),(D)

MO

残留熱
除去系

ポンプ(B)

残留熱除去系
熱交換器(A)

残留熱除去系
熱交換器(B)

代替循環冷却系
ポンプ(A)

代替循環冷却系
ポンプ(B)

緊急用海水ポンプピット

緊急用海水系
ストレーナ

残留熱除去系
海水系ストレーナ(A)

残留熱除去系
海水系ストレーナ(B)

MO

補給水系より補給水系より

MOMO

代替循環冷却系Ａ系及び残留熱除去系海水系Ａ系使用時の図を示す。

MO

MO

MO
*2

*2

M
O

M
O

MO

原子炉隔離時
冷却系より

ＡＯ

残留熱
除去系

ポンプ(A)

*1
MO
*1

MO

代替残留熱除去系
海水系A系東側接続口

原子炉建屋原子炉棟 屋外（東側）屋外（西側）

代替残留熱除去系
海水系西側接続口

代替残留熱除去系
海水系B系東側接続口

MO MO

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ



50 条－19 

第 9.7－3 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図

（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱（原子

炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを実施す

る場合）） 
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第 9.7－4 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の減圧及び除熱） 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第50条への適合方針 

（1） 代替循環冷却系の設置（設置許可基準規則第1項）

（2） 格納容器圧力逃がし装置の設置（設置許可基準規則解釈第2項，第3

項ａ）） 

（3） 多様性及び独立性，位置的分散（設置許可基準規則解釈第4項）

（4） サプレッション・プール水ｐＨ制御装置の設置

（5） 不活性ガス系隔離弁のバイパスラインの設置

3.7.2 重大事故等対処設備 

3.7.2.1 代替循環冷却系 

3.7.2.1.1 設備概要 

3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

（1） 代替循環冷却系ポンプ

（2） 残留熱除去系熱交換器

（3） 残留熱除去系海水系ポンプ

（4） 残留熱除去系海水系ストレーナ

（5） 緊急用海水ポンプ

（6） 緊急用海水系ストレーナ

3.7.2.1.3 代替循環冷却系の多様性及び独立性，位置的分散 

3.7.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬型
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重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

（1） 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

3.7.2.1.4.2 置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二）

（3） 設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散（設置許

可基準規則第43条第2項三） 

3.7.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.7.2.2.1 設備概要 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

（1） フィルタ装置

（2） 第一弁（Ｓ／Ｃ側）

（3） 第一弁（Ｄ／Ｗ側）

（4） 第二弁

（5） 第二弁バイパス弁

（6） 第二操作室遮蔽

（7） 第二操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

（8） 差圧計

（9） 遠隔人力操作機構

（10） 圧力開放板
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3.7.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二）

（3） 設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散（設置許

可基準規則第43条第2項三） 

3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第43条第3項一）

（2） 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三）

（4） 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

（5） 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

（6） アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六）

（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設

置許可基準規則第43条第3項七） 

3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール水ｐＨ制御装置 

3.7.3.1.1 設備概要 
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3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50 条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウ

ンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生

した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生

するおそれがあるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納

容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な設備を設けなければならな

い。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損

を防止するために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう、適切な措置を講じたものでなければならない。 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力

及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えること

なく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原

子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置するこ
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と。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生

した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生

するおそれがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後

の事象進展が速い発電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型

格納容器を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減す

るものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じ

られていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例えばSGTS)

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他

への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、

原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開

閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧
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力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置するこ

と。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、

十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク(原子炉格納容器の

隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的

としたもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動

で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮

蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な

限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破

損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めの設備として，代替循環冷却系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすための設備として，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

(1) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（設置許可基準

規則第 1 項） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための重大事故等対処設備として，代替循環冷却系は，Ｍａｒｋ－Ⅱ型原子

炉格納容器の特徴を踏まえ多重性を有する設計とする。また，代替循環冷却

系ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を残留熱除去系熱交換

器にて冷却し，残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内へスプレイする

とともに，原子炉注水及びサプレッション・チェンバのプール水の除熱を行

うことで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下できる設計とする。 

原子炉格納容器内へスプレイされた水は，格納容器ベント管を経て，サプ

レッション・チェンバに戻ることで循環する。 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する残留熱除去系海水系



3.7－5 

又は緊急用海水系により冷却できる設計とする。 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプにて非常用取水設備であるＳＡ用海水

ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急用海水取水管及び緊

急用海水ポンプピットを通じて海水を取水し，緊急用海水ポンプ出口に設置

される緊急用海水系ストレーナにより異物を除去し，残留熱除去系熱交換器

に海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱

の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（設置

許可基準規則解釈第２項，第３項ａ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置は，原

子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及び耐圧強化ベント系を経由して，

フィルタ装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける

放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量

を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質，ガス状の無機よう

素及び有機よう素を除去できる設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いずれか

らも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサ

プレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの

排気では，ドライウェル床面からの高さを確保する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防

ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ，不活性ガ

スで置換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性

のある箇所にはベントラインを設け，可燃性ガスを排出できる設計とするこ
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とで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる

設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉施設とは共用しない設計と

する。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を隔離する弁は直列

で 2 弁設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を確実に隔離する

ことで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては，代替格納容器スプレイ冷却系

等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止する運用としており，原子炉

格納容器が負圧とならない。仮に，原子炉格納容器内にスプレイする場合に

おいても，原子炉格納容器内圧力が既定の圧力まで減圧した場合には，原子

炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。また，格納容器圧力逃が

し装置使用後においても，可燃性ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧

破損を防止するために，可搬型窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供

給装置用電源車を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が可

能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔人

力操作機構によって人力による操作が可能な設計とする。 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，第二弁及び

第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要な要員を収容可能な遮

蔽体に囲まれた空間とし，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

にて正圧化することにより外気の流入を一定時間遮断することで，放射線防

護を考慮した設計とする。 

排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央制御室から操作が可能

な設計とする。 



3.7－7 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにな

らないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破

裂する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）

内に設置し，フィルタ装置等の周囲には遮蔽体を設け，格納容器圧力逃がし

装置の使用時に本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射線から

作業員を防護する設計とする。 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器圧力

逃がし装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置される隔離弁を操

作できる設計とすることで，代替循環冷却系に対して駆動源の多様性を有す

る設計とする。 

代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサプ

レッション・チェンバは原子炉建屋原子炉棟内に設置し，格納容器圧力逃が

し装置のフィルタ装置は原子炉建屋近傍の格納容器圧力逃がし装置格納槽

（地下埋設）に，第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空

気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は原子炉建屋付属棟に，圧力開放板は原

子炉建屋近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によって同時に機
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能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，代替循環冷

却系と格納容器圧力逃がし装置は，互いに重大事故等対処設備として，可能

な限りの独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「第五十七条 電源設備」に

記載する。 

(3) 多様性及び独立性，位置的分散（設置許可基準規則解釈第4項）

格納容器圧力逃がし装置は，大気を最終ヒートシンクとし，代替循環冷却

系は，海を最終ヒートシンクとする原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内

の減圧手段を用いることで共通要因によって同時に機能を損なわれるおそれ

がないよう多様性を有する設計とする。また，格納容器圧力逃がし装置は，

代替循環冷却系と流路を分離することで共通要因によって同時に機能を損な

われるおそれがないよう可能な限り独立性を有する設計とする。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建屋近傍の格

納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）に設置することで，原子炉建屋原

子炉棟内に設置する代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプと位置的分散を

図る設計とする。 

なお，原子炉格納容器の過圧破損を防止するための自主対策設備として，

以下を整備する。 

(4) サプレッション・プール水ｐＨ制御装置の設置

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・プール水が酸性

化することを防止し，サプレッション・プール水中によう素を捕捉すること

でよう素の放出量を低減するために，サプレッション・プール水ｐＨ制御装

置を設ける。 

本系統は，蓄圧タンク加圧用窒素ガスボンベにより薬液タンクを加圧し，
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残留熱除去系の配管からサプレッション・チェンバ内に薬液（水酸化ナトリ

ウム）を注入する設計とする。

サプレッション・プール水ｐＨ制御装置は，ドライウェル側から格納容器

圧力逃がし装置を使用する場合には，よう素の放出量の低減効果を期待でき

ないものの，サプレッション・チェンバ側から格納容器圧力逃がし装置を使

用する場合に，よう素の放出量の低減に有効である。 

(5) 不活性ガス系隔離弁のバイパスラインの設置

既設の不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（Ｓ／Ｃ側）

及び第一弁（Ｄ／Ｗ側））のバイパスラインは，万一，何らかの理由で不活

性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁

（Ｄ／Ｗ側））が開操作不可能な場合において，バイパスラインの弁を開操

作することにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇を緩和する。 

なお，バイパスラインの口径が小さく，原子炉格納容器の過圧破損防止に

は十分な容量でないこと等の理由から，不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力

逃がし装置の第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側））のバイパスライ

ンについては，自主的な運用とする。
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3.7.2 重大事故等対処設備 

3.7.2.1 代替循環冷却系 

3.7.2.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させるための重大事故等対処設備（原子炉格納容器内の減圧及び除熱）

として，代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，サプレッショ

ン・チェンバ並びに残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系ス

トレーナ又は緊急用海水ポンプ及び緊急用海水系ストレーナを使用する。

また，非常用取水設備である貯留堰，取水路及び取水ピット又はＳＡ用海

水ピット，海水引込み管及びＳＡ用海水ピット取水塔を使用する。 

代替循環冷却系ポンプは，サプレッション・チェンバを水源とし，残留

熱除去系Ａ系又はＢ系を介して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原

子炉格納容器内にあるスプレイヘッダよりドライウェル内に水をスプレイ

又はサプレッション・チェンバへの戻りラインよりサプレッション・チェ

ンバに注水できる設計とする。また，残留熱除去系海水ポンプ又は緊急用

海水ポンプによりサプレッション・プール水を残留熱除去系熱交換器（Ａ）

又は残留熱除去系熱交換器（Ｂ）にて冷却できる設計とする。 

代替循環冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，全交流動力電源喪失し

た場合でも常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電で

きる設計とする。 

原子炉圧力容器へ注水された系統水は，原子炉圧力容器又は原子炉格納

容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器のドライウェル内へス

プレイされた水とともに，ベント管を経て，サプレッション・チェンバに

戻ることで循環する。 

代替循環冷却系による循環ラインは，サプレッション・プール水に含ま
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れる放射性物質の系外放出を防止するため，閉回路にて構成する。 

残留熱除去系を構成する残留熱除去系ポンプ（Ａ）及び残留熱除去系ポ

ンプ（Ｂ）は，設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することか

ら，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

なお，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ，緊

急用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ及び非常用取水設備である貯留

堰，取水路，取水ピット，ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水

ピット取水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットについては，

「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第

48 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

代替循環冷却系の系統概要図を第 3.7－1 図に，代替循環冷却系に関す

る重大事故等対処設備一覧を第 3.7－1 表に示す。 
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第 3.7－1 図 代替循環冷却系 系統概要図
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第 3.7－1 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧（１／２）

設備区分 設備名 

主要設備 

代替循環冷却系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 

緊急用海水ポンプ【常設】 

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

関連設備

付属設備 － 

水源＊1 サプレッション・チェンバ【常設】

流路 

代替循環冷却系配管・弁【常設】 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッ

ダ・ポンプ【常設】 

緊急用海水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

貯留堰 

取水路 

取水ピット 

ＳＡ用海水ピット【常設】 

海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

緊急用海水取水管【常設】 

緊急用海水ポンプピット【常設】 

注水先 
原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備*2

（燃料給油設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 
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第 3.7－1 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧（２／２）

設備区分 設備名 

関連設備 計装設備*3

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

代替循環冷却系原子炉注水流量【常設】

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量【常設】

代替循環冷却系ポンプ入口温度【常設】

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】

サプレッション・プール水位【常設】

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】

＊1：水源への補給に必要となる設備については，「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

＊2：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

＊3：計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 
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3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 代替循環冷却系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

型 式 ターボ形

台 数 2 

容 量 約250m３／h 

全 揚 程 約120m 

最高使用圧力 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 80℃ 

本 体 材 料 炭素鋼 

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟地下2階 

原 動 機 出 力 約140kW 

(2) 残留熱除去系熱交換器

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備
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型 式 縦型Ｕチューブ式 

基 数 2 

伝 熱 容 量 約19.4×10３kW（1基あたり）(原子炉停止時冷却

モード)

最高使用圧力 

管 側 3.45MPa[gage] 

胴 側 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 

管 側 249℃ 

胴 側 249℃ 

材    料 

管 側 白銅管 

胴 側 炭素鋼 

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形うず巻式

台 数 4

容 量 約 886m３／h（1 台当たり）
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全 揚 程 約 184m

最高使用圧力 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料 鋳鋼 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 円筒縦形 

個 数 2 

最高使用圧力 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料 ステンレス鋼

(5) 緊急用海水ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
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型 式 ターボ型

台 数 1（予備 1） 

容 量 約844m３／h 

全 揚 程 約130m 

最高使用圧力 2.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

設 置 場 所 緊急用海水ポンプピット 

電 動 機 出 力 約 510kW 

(6) 緊急用海水系ストレーナ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

型 式 バスケット形ダブルストレーナ 

基 数 1 

最高使用圧力 2.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料 ステンレス鋼

 なお，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去

系海水系ストレーナ，緊急用海水ポンプ及び緊急用海水系ストレーナにつ

いては「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基
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準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.1.3 代替循環冷却系の多様性及び独立性，位置的分散 

代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，第 3.7－2 表で示すとおり多様性及び位置的分散を図った設計と

する。ポンプについては，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポ

ンプと異なる区画に設置し，位置的分散を考慮した設計とする。代替循環

冷却系ポンプのサポート系として，冷却水は不要（自然冷却）とすること

で，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプの冷却水（残留熱除去系海水系）と同時に機能喪失しない設計

とする。電源については，常設代替交流電源設備を使用することで，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポン

プの電源（非常用ディーゼル発電機）と同時に機能喪失しない設計とする。

水源については，サプレッション・チェンバを使用する。電動弁について

は，駆動部に設けるハンドルにて手動操作も可能な設計とすることで，電

動駆動に対し多様性を持った設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系と代替循環冷却系

の独立性については，第 3.7－3 表で示すとおり，地震，津波，火災及び

溢水により同時に故障することを防止するために，独立性を確保する設計

とする。 
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第 3.7－2 表 多様性及び位置的分散

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系

残留熱除去系 

（低圧注水系） 
代替循環冷却系 

ポンプ 

低圧炉心スプレ

イ系ポンプ

残留熱除去系 

ポンプ 

代替循環冷却系 

ポンプ（Ａ） 

代替循環冷却系 

ポンプ（Ｂ） 

原子炉建屋 

原子炉棟地下2階

低圧炉心スプレイ

系ポンプ室 

原子炉建屋 

原子炉棟地下2階

残留熱除去系 

ポンプ室 

原子炉建屋 

原子炉棟地下2階 

残留熱除去系 

熱交室（Ａ） 

原子炉建屋 

原子炉棟地下2階 

残留熱除去系 

熱交室（Ｂ） 

水源 

サプレッション・チェンバ サプレッション・チェンバ

原子炉建屋原子炉棟地下2階 原子炉建屋原子炉棟地下2階 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 残留熱除去系海水系 不要（自然冷却） 

駆動 

電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替交流電源設備 

原子炉建屋付属棟地下1階 屋外 
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第 3.7－3 表 設計基準事故対処設備との独立性

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

低圧炉心 

スプレイ系

残留熱除去系 

（低圧注水系） 
代替循環冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の代替循環冷

却系は基準地震動ＳＳで機能維持できる設計とすることで，基準地震動

ＳＳが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系は防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設

備の代替循環冷却系は，防潮堤及び浸水防止設備の設置に加え，原子

炉建屋原子炉棟の水密化されたエリアに設置することで，津波が共通

要因となって故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系と，重大事故防止設備の代替循環冷却系は，火災が共通要

因となり故障することのない設計とする（「共－7 重大事故等対処設

備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系と，重大事故防止設備の代替循環冷却系は，溢水が共通要

因となり故障することのない設計とする（「共－8 重大事故等対処設

備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.7.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針（常設並びに可搬

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替循環冷却系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子

炉棟に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，原子炉建屋原子炉棟の環境条件を考慮し，第

3.7－4表に示す設計とする。 

（50－3－2） 
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第 3.7－4 表 想定する環境条件及び荷重条件（代替循環冷却系ポンプ）

考慮する外的事象 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷し

ない設計とする。（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ及びサプレッション・チェン

バを使用し，原子炉圧力容器への注水，格納容器内へのスプレイ及びサ

プレッション・チェンバへの注水を行う系統は，重大事故等時，通常待

機時の系統から弁操作等にて速やかに系統構成ができる設計とする。ま

た，代替循環冷却系ポンプ及び電動弁は，中央制御室のスイッチで操作
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が可能な設計とすることで，重大事故等時の操作が確実に行える設計と

する。 

本系統は，中央制御室からのスイッチ操作で残留熱除去系注水配管分

離弁，残留熱除去系ミニフロー弁，残留熱除去系熱交換器出口弁及び残

留熱除去系熱交換器バイパス弁の閉操作並びに代替循環冷却系ポンプ入

口弁の開操作を行い，代替循環冷却系ポンプの起動操作を行うことで使

用することが可能な設計とする。代替循環冷却系の操作に必要なポンプ

及び弁について，代替循環冷却系Ａ系を代表として第3.7－5表に示す。 

 代替循環冷却系である代替循環冷却系ポンプの起動，停止，運転状態

及び電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯又は操作画面等

で視認可能な設計とし，中央制御室における監視又は試験・検査等にて

確認可能な設計とする。 

また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等のアクセス性及

び操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，機

器の名称等を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等により，運転

員の操作性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。代替循

環冷却系の操作に必要なポンプ及び弁について，代替循環冷却系Ａ系を

代表として第3.7－2図及び第3.7－5表に示す。 

（50－3－14） 
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可搬型代替注水
大型ポンプ接続口

残留熱除去系
海水系ポンプ(A),(C)

緊急用海水
ポンプ(A),(B)

海へ

残留熱除去系
海水系ポンプ(B),(D)
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残留熱
除去系

ポンプ(B)

残留熱除去系
熱交換器(A)

残留熱除去系
熱交換器(B)

代替循環冷却系
ポンプ(A)

代替循環冷却系
ポンプ(B)

緊急用海水ポンプピット

緊急用海水系
ストレーナ

残留熱除去系
海水系ストレーナ(A)

残留熱除去系
海水系ストレーナ(B)
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補給水系より補給水系より

MOMO

代替循環冷却系Ａ系及び残留熱除去系海水系Ａ系使用時の図を示す。
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原子炉隔離時
冷却系より

残留熱
除去系

ポンプ(A)

*1
MO
*1

MO

代替残留熱除去系
海水系A系東側接続口

原子炉建屋原子炉棟 屋外（東側）屋外（西側）

代替残留熱除去系
海水系西側接続口

代替残留熱除去系
海水系B系東側接続口

第3.7－2図 操作対象機器 

②

③

⑤

④

⑥⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑰

①

操作対象機器： ～

（番号は第 3.7－5 表に対応） 

⑯
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第 3.7－5 表 操作対象機器

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

① 代替循環冷却系ポンプ（Ａ） 起動停止 スイッチ操作 中央制御室 

② 代替循環冷却系ポンプ（Ａ）入口弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

③ 代替循環冷却系Ａ系注入弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

④ 残留熱除去系Ａ系注入弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑤ 代替循環冷却系Ａ系格納容器スプレイ弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑥ 残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑦ 残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑧ 代替循環冷却系Ａ系テスト弁 弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

⑨ 残留熱除去系ポンプ（Ａ）入口弁 弁開確認 スイッチ操作※2 中央制御室 

⑩ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁 弁開確認 スイッチ操作※2 中央制御室 

⑪ 
残留熱除去系ポンプ（Ａ）停止時冷却 

ライン入口弁
弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

⑫ 残留熱除去系Ａ系注水配管分離弁 弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 

⑬ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）ミニフロー弁 弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 

⑭ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁 弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 

⑮ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス弁 弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 

⑯ 残留熱除去系ヘッドスプレイ隔離弁 弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

⑰ 残留熱除去系Ａ系凝縮水ラインドレン弁 弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

※1 中央制御室にてランプ確認を行い，全閉でないことが確認された場合は

スイッチ操作にて閉操作を行う

※2 中央制御室にてランプ確認を行い，全開でないことが確認された場合は

スイッチ操作にて開操作を行う
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性  

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。  

    代替循環冷却系は，第3.7－6表に示すように発電用原子炉運転中に機

能・性能検査，弁動作確認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能

検査，弁動作確認及び分解検査を実施可能な設計とする。 

    代替循環冷却系ポンプは，分解検査として発電用原子炉停止中にケー

シングカバーを取り外して，ポンプ部品(主軸，軸受，羽根車等)の状態

を確認することが可能な設計とする。弁については，分解検査として弁

体等の部品の状態を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透

探傷試験により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形

及び摩耗の有無を確認する。 

    また，代替循環冷却系ポンプは，吐出配管にテスト配管を設け，発電

用原子炉運転中又は停止中に，系統の機能・性能検査として，サプレッ

ション・チェンバを水源とした循環運転を行うことで，ポンプの吐出圧

力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が

可能な設計とする。また，残留熱除去系注入弁から原子炉圧力容器まで

の配管については，上記の試験に加えて，発電用原子炉運転中及び停止

中に，弁動作確認として残留熱除去系注入弁の機能・性能の確認が可能

な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等
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に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

 これらの試験を組み合わせることにより，代替循環冷却系の機能を確

認できる設計とする。 

（50－5－2～4） 

第 3.7－6 表 代替循環冷却系ポンプの試験検査

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁の漏え

いの確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁の漏え

い確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について浸透探傷

試験及び目視により確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替循環冷却系は，本来の用途以外に使用しない。重大事故等時に

は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系と一部の配管を使用する
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が，残留熱除去系配管については，重大事故等に対処するための系統の

切替えは必要としない。

（50－4－2，3） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

代替循環冷却系ポンプは，通常待機時は代替循環冷却系ポンプ入口

弁，代替循環冷却系注入弁，代替循環冷却系格納容器スプレイ弁及び代

替循環冷却系テスト弁を閉止することで残留熱除去系と隔離する系統構

成としており，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。

代替循環冷却系の隔離弁について，代替循環冷却系Ａ系を代表として第

3.7－7表に示す。 

（50－4－2，3） 
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第 3.7－7 表 他系統との隔離弁

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系

代替循環冷却系ポンプ（Ａ）入口弁 電動駆動 通常時閉 

代替循環冷却系Ａ系注入弁 電動駆動 通常時閉 

代替循環冷却系Ａ系格納容器スプレイ弁 電動駆動 通常時閉 

代替循環冷却系Ａ系テスト弁 電動駆動 通常時閉 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 代替循環冷却系の系統構成のために操作が必要な機器の設置場所，操

作場所を代替循環冷却系Ａ系を代表として第3.7－8表に示す。これら原

子炉建屋原子炉棟内に設置されている弁及び代替循環冷却系ポンプにつ

いては中央制御室からの遠隔操作を可能とすることにより，操作位置の

放射線量が高くなるおそれが少ない設計とする。 

（50－3－2） 
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第 3.7－8 表 操作対象機器リスト 

機器名称 設置場所 操作場所 

代替循環冷却系ポンプ（Ａ） 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

代替循環冷却系ポンプ（Ａ）入口弁 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

代替循環冷却系Ａ系注入弁 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

残留熱除去系Ａ系注入弁 
原子炉建屋原子炉棟 

3階 
中央制御室 

代替循環冷却系Ａ系格納容器スプレイ

弁 

原子炉建屋原子炉棟 

3階 
中央制御室 

残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁 
原子炉建屋原子炉棟 

4階 
中央制御室 

残留熱除去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁 
原子炉建屋原子炉棟 

4階 
中央制御室 

代替循環冷却系Ａ系テスト弁 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）入口弁 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁 
原子炉建屋原子炉棟 

1階 
中央制御室 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）停止時冷却 

ライン入口弁

原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス

弁 

原子炉建屋原子炉棟 

地下1階 
中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁 
原子炉建屋原子炉棟 

地下2階 
中央制御室 

残留熱除去系Ａ系注水配管分離弁 
原子炉建屋原子炉棟 

2階 
中央制御室 

残留熱除去系ヘッドスプレイ隔離弁 
原子炉建屋原子炉棟 

4階 
中央制御室 

残留熱除去系Ａ系凝縮水ラインドレン

弁 

原子炉建屋原子炉棟 

地下1階 
中央制御室 

緊急用電源切替盤 中央制御室 中央制御室 
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3.7.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止する設計とする。代替循環冷却系ポンプの容量は，炉心

損傷後の原子炉格納容器破損防止の重要事故シーケンスのうち，格納容

器過圧・過温破損シーケンスに係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付書類十）において，有効性が確認されている循環流量の

250m３／hを確保可能な設計とし，水源と移送先の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管及び弁類圧損を考慮して循環流量250m３／hが達成可能な

設計とする。 

（50－6－2～6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二）

(ⅰ) 要求事項 

 常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設
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と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 代替循環冷却系の各機器については，一部の敷地を共有する東海発電

所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散 (設置許可

基準規則第 43 条第 2 項三) 

(ⅰ) 要求事項 

 常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧

注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対し，多様性及び独立性を有し，位
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置的分散を図る設計としている。なお，詳細については 3.7.2.1.3 項に

示す。 

（50－3－2，50－4－2，3） 
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3.7.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.7.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために，重大事故緩和設備

として，フィルタ装置，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，

第二弁バイパス弁及び圧力開放板から構成される格納容器圧力逃がし装置

を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低減す

るために，原子炉格納容器内雰囲気ガスを大気放出し，その過程で原子炉

格納容器内雰囲気ガスに含まれる放射性物質を捕集する設計とする。 

フィルタ装置は，フィルタ装置内のスクラビング水，金属フィルタ及び

よう素除去部により原子炉格納容器内雰囲気ガスの放射性物質を捕集でき

る設計とする。 

フィルタ装置は，フィルタの構造及び機能の健全性を維持並びに捕集し

た放射性よう素の再揮発を防止するために，捕集した放射性物質の崩壊熱

等を考慮した設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を

防ぐため，格納容器圧力逃がし装置内を不活性ガス（窒素）で置換した状

態で待機させ，使用中は，系統内に可燃性ガス（水素）が蓄積する可能性

のある箇所にはベントラインを設け，可燃性ガスを排出できる設計とする

とともに，使用後においても不活性ガスで置換できるよう，可搬型窒素供

給装置である窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車を用いて系統内に窒

素を供給できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃

領域に達することを防止できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に流路となる不活性ガス系，耐圧
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強化ベント系及び格納容器圧力逃がし装置の配管は，他の発電用原子炉施

設とは共用しない。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を隔

離する弁は直列で 2 弁設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器

を確実に隔離することで，影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置使用後においても，可燃性ガスによる爆

発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するために，可搬型窒素供給装置

である窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車を用いて格納容器内を不活

性ガス（窒素）で置換できる設計とする。 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備と兼

用する可搬型窒素供給装置の詳細は，「3.9 水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 52 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

格納容器圧力逃がし装置の使用と併せて，代替格納容器スプレイ冷却系

等により原子炉格納容器にスプレイを行う場合は，原子炉格納容器が負圧

とならないよう，原子炉格納容器圧力が規定の圧力に達した場合には，ス

プレイを停止することとする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二弁バイパス弁

は，原子炉格納容器の隔離機能を確保するために設置するが，事故時の原

子炉格納容器内の環境を考慮し，原子炉格納容器の貫通部の外側に配置す

る設計とする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二弁バイパス弁

は，開閉操作により原子炉格納容器内雰囲気ガスの放射性物質をフィルタ

装置で捕集した後，原子炉格納容器内雰囲気ガスの大気放出又はその大気

放出を停止することができる設計とする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二弁バイパス弁
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は，遠隔人力操作機構により容易かつ確実に操作場所で人力により開操作

できる設計とする。また，操作場所は，炉心の著しい損傷時においても操

作ができるよう，遠隔人力操作機構を介し放射線量率の低い原子炉建屋付

属棟に設置し，さらに，第二弁及び第二弁バイパス弁の操作室には，格納

容器圧力逃がし装置使用後に高線量となる格納容器圧力逃がし装置配管に

対する遮蔽及び原子炉格納容器内雰囲気ガスの操作室への流入防止装置

（空気ボンベユニット（空気ボンベ））を設ける設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置内を不活性ガス（窒素）で置換する際，大気と

の障壁として圧力開放板を設置する設計とする。圧力開放板は，格納容器

圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気

圧力と比較して十分に低い圧力で開放する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置はサプレッション・チェンバ側及びドライウェ

ル側，いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・プール水で

のスクラビング効果が期待できるサプレッション・チェンバ側からのベン

トを第一優先とするが，何らかの原因でサプレッション・チェンバ側から

のベントができない場合にはドライウェル側からのベントを行う。サプレ

ッション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面か

らの高さを確保し，ドライウェル側からの排気では燃料有効長頂部よりも

高い位置に接続箇所を設けることで，長期的にも溶融炉心及び水没の影響

を受けない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用後に高線量となるフィルタ装置からの被ば

くを低減し，事故収束後の復旧作業等の妨げにならないよう，フィルタ装

置は格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に設置し，周囲には遮

蔽体を設ける設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置における水素濃度及び放射性物質濃度を監視
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できるよう，格納容器圧力逃がし装置の水素が蓄積する可能性のある配管

にフィルタ装置入口水素濃度を設け，フィルタ装置出口配管にフィルタ装

置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設ける。フィルタ装置入口

水素濃度は常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電で

きる設計とする。また，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備から給電で

きる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合，配管内で発生する蒸気凝縮ド

レンは，配管に適切な勾配を設けることでフィルタ装置内のスクラビング

水に合流する設計とする。また，フィルタ装置に捕集した放射性物質の崩

壊熱によりスクラビング水が蒸発することでスクラビング水位は徐々に低

下することから，放射性物質除去性能維持のため可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置の水位調整が可能な

設計とする。なお，放射性物質を効果的に捕集・保持するためにスクラビ

ング水に添加する薬剤は，スクラビング水の蒸発では減少しないことから，

予め大気中から十分な量の薬剤をスクラビング水に添加しておくことで，

ベント中の薬剤調整が不要となる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の概要図を第 3.7－3 図に，格納容器圧力逃が

し装置に属する重大事故対処設備を第 3.7－9 表に示す。 
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第3.7－3図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図 
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第3.7－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

フィルタ装置【常設】

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】

第二弁【常設】

第二弁バイパス弁【常設】

遠隔人力操作機構【常設】

第二弁操作室遮蔽【常設】

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）【可搬】

第二弁操作室差圧計【常設】

可搬型窒素供給装置

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

圧力開放板【常設】 

関連設備

付属設備 

フィルタ装置遮蔽【常設】

配管遮蔽【常設】

移送ポンプ【常設】

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】

水源＊1
西側淡水貯水設備【常設】 

代替淡水貯槽【常設】 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）

【常設】 

真空破壊装置【常設】 

窒素供給配管・弁【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（配管・弁）【常設】 

移送配管・弁【常設】 

補給水配管・弁【常設】 

注水先 フィルタ装置【常設】
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第 3.7－9 表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連設備

電源設備＊2

（燃料給油設

備を含む）

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備＊3

フィルタ装置水位【常設】

フィルタ装置圧力【常設】

フィルタ装置スクラビング水温度【常設】

フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)【常設】

フィルタ装置入口水素濃度【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】

ドライウェル圧力【常設】

サプレッション・チェンバ圧力【常設】

ドライウェル雰囲気温度【常設】

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水位【常設】

原子炉建屋水素濃度【常設】

＊1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊2：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

＊3：計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 
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3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

(1) フィルタ装置

放射性物質除去性能

エアロゾル 99.9%以上（スクラビング水及び金属フィルタ） 

無機よう素 99%以上（スクラビング水） 

有機よう素 98%以上（よう素除去部） 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa[gage] 

最高使用温度 200℃ 

材 料 

スクラビング水 　　　　　　　　　　　　(待機時ｐＨ13以上) 

金属フィルタ  

よう素除去部  銀ゼオライト 

設 計 流 量  13.4kg／s（原子炉格納容器圧力0.31MPa[gage]

において） 

取 付 箇 所 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

(2) 第一弁（Ｓ／Ｃ側）

型 式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa[gage] 

最高使用温度 200℃ 
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材 料 ステンレス鋼

(3) 第一弁（Ｄ／Ｗ側）

型 式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa[gage] 

最高使用温度 200℃ 

材 料 ステンレス鋼

(4) 第二弁

型 式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa[gage] 

最高使用温度 200℃ 

材 料 ステンレス鋼

(5) 第二弁バイパス弁

型 式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa[gage] 

最高使用温度 200℃ 

材 料 ステンレス鋼

(6) 第二弁操作室遮蔽

材 料 普通コンクリート 

遮  蔽  厚 1,195mm以上（フィルタ装置上流配管が敷設される

側の遮蔽） 

395mm以上（上記以外の遮蔽） 

(7) 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
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本 数 19（予備5） 

容 量 約47L（1本当たり） 

充 填 圧 力 約15MPa 

(8) 第二弁操作室差圧計

個    数 1 

測 定 範 囲 0Pa～60Pa［gage］ 

(9) 遠隔人力操作機構

個    数 4 

(10) 圧力開放板

型 式 引張型ラプチャーディスク 

個 数 1 

設定破裂圧力 0.08MPa[gage] 

材    料 ステンレス鋼

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟近傍屋外 
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3.7.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，格納容器圧力逃がし装

置格納槽（地下埋設）内に設置される設備であることから，その機能

を期待される重大事故等が発生した場合における格納容器圧力逃がし

装置格納槽（地下埋設）内に想定される環境条件を第3.7－10表に示

す。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，第二弁バイパス

弁及び遠隔人力操作機構（操作部を除く）は，原子炉建屋原子炉棟内

に，遠隔人力操作機構（第一弁（Ｓ／Ｃ側），第二弁及び第二弁バイパ

ス弁用の操作部），第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニッ

ト（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は，原子炉建屋付属棟内に

設置される設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内

に想定される環境条件を第3.7－11表に示す。 

遠隔人力操作機構（第一弁（Ｄ／Ｗ側）用の操作部）及び圧力開放
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板及び配管の一部は，屋外に設置される設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における屋外に想定される

環境条件を第3.7－12表に示す。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設

計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合

方針」で示す。 

（50－3－3～12） 

第 3.7－10 表 想定する環境条件 

（格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影 

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統 

への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷し

ない設計とするため影響は受けない（詳細は「2.1.2 耐震設

計の基本方針」に示す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に設置するた

め，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第 3.7－11 表 想定する環境条件 

（原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内又は原子炉建屋付属棟

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影 

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統 

への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷し

ない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内又は原子炉建屋付属棟内に設置するた

め，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

第 3.7－12 表 想定する環境条件（屋外） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影 

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統 

への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷し

ない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

設置場所である屋外で想定される風（台風）及び竜巻の風荷

重，積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しな

い設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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 (2) 操作性(設置許可基準規則第43条第1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

フィルタ装置，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及

び第二弁バイパス弁を使用する格納容器圧力逃がし装置は，中央制御

室の制御盤のスイッチで操作が可能な設計とする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二弁バイパ

ス弁は，全ての電源喪失時においても現場で操作が可能となるよう遠

隔人力操作機構を設け，原子炉建屋原子炉棟外から容易かつ確実に開

閉操作できる設計とする。 

また，流路に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十

分に低い圧力で開放する設計とする。そのため，想定される重大事故

等時の環境下においても，確実に操作をすることが可能である。 

格納容器圧力逃がし装置使用時に，格納容器圧力逃がし装置に接続

される流路と換気空調系，原子炉建屋ガス処理系及び耐圧強化ベント

系の隔離を確実にするため，各系統に隔離弁をそれぞれ2弁ずつ設置

し，中央制御室により閉操作，又は閉確認をすることができる設計と

する。これらのうち換気空調系及び原子炉建屋ガス処理系の弁は通常

時閉であり，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気駆
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動弁である。また，耐圧強化ベント系の弁は通常時閉であり，電源喪

失時フェイルアズイズの電動駆動弁であるが，格納容器圧力逃がし装

置を使用する際は，これらの弁が閉であることを確実に確認する運用

とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用中にフィルタ装置水位調整（水張り）

を実施する場合に操作が必要な弁及び可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプの接続については，現場（格納容器圧力逃

がし装置格納槽近傍）にて操作，作業をする設計であるが，格納容器

圧力逃がし装置使用時に高線量となるフィルタ装置及び入口配管は，

格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）又は原子炉建屋内に設置

し，現場の放射線量を下げることにより，想定される重大事故等時の

環境下においても，確実に操作，作業をすることが可能な設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置使用後には，フィルタ装置水位調整（水抜

き）及び格納容器圧力逃がし装置系統の窒素パージを実施する場合に

操作が必要な弁，ポンプの起動スイッチ及び可搬型窒素供給装置の接

続については，現場（格納容器圧力逃がし装置格納槽内の付属室，原

子炉建屋近傍屋外）にて操作，作業をする設計であるが，格納容器圧

力逃がし装置使用時に高線量となる格納容器圧力逃がし装置及び入口

配管は，格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）又は原子炉建屋

内に設置し，現場の放射線量を下げることにより，想定される重大事

故等時の環境下においても，確実に操作，作業をすることが可能な設

計とする。 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体で構成されており，

通常時及び重大事故等が発生した場合において，特段の操作を必要と
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せず使用できる設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）を運転するための

弁操作は，想定される重大事故等が発生した場合において第二弁操作

室の環境条件を考慮の上，第二弁操作室にて操作可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置を用いた原子炉格納容器へ窒素の供給の操作性に

ついては，「3.9水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備（設置許可基準規則第52条に対する設計方針を示す章）」の

「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

窒素供給装置を用いてフィルタベント装置に窒素を供給する場合は，

窒素供給装置用電源車と共に原子炉建屋近傍に配置するとともにホース

を原子炉建屋西側のフィルタベント装置窒素供給ライン接続口に接続し，

現場操作でフィルタベント装置窒素供給ライン元弁を開とし，窒素供給

装置付属のスイッチにより起動することで窒素供給を行う。 

原子炉建屋西側のフィルタベント装置窒素供給ライン元弁については，

原子炉建屋西側地下格納槽内から手動操作で弁を開閉することが可能な

設計とする。 

これらの操作する機器については，運転員等のアクセス性，操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象に

ついては銘板をつけることで識別可能とし，運転員等の操作及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

第3.7－13表及び第3.7－14表に各操作場所を示す。 

（50－3－10～12，14） 
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第 3.7－13 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

弁閉→弁開 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

原子炉建屋付属棟 

1 階 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

弁閉→弁開 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

原子炉建屋付属棟 

屋上 

第二弁 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

弁閉→弁開 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

原子炉建屋付属棟 

3 階（第二弁操作室）

第二弁バイパス弁 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

弁閉→弁開 
手動操作 

（遠隔人力操作機構）

原子炉建屋付属棟 

3 階（第二弁操作室）

換気空調系一次隔離弁 弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

換気空調系二次隔離弁 弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

原子炉建屋ガス処理系 

一次隔離弁 
弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

原子炉建屋ガス処理系 

二次隔離弁 
弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
弁閉確認 スイッチ操作※1 中央制御室 

フィルタベント装置 

移送ライン止め弁 
弁閉→弁開 

手動操作 

（遠隔人力操作機構）

格納容器圧力逃がし 

装置格納槽付属室 

フィルタベント装置 

ドレン移送ライン切替

え弁（Ｓ／Ｃ側） 

弁閉→弁開 手動操作 
原子炉建屋付属棟 

地下 1 階 

フィルタベント装置 

補給水ライン元弁 
弁閉→弁開 手動操作 

格納容器圧力逃がし 

装置格納槽付属室 

フィルタベント装置 

窒素供給ライン元弁 
弁閉→弁開 手動操作 

原子炉建屋西側 

地下格納槽 

移送ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 
格納容器圧力逃がし 

装置格納槽付属室 

可搬型代替注水中型 

ポンプ 
起動・停止 スイッチ操作 

西側淡水貯水設備近傍

屋外 

可搬型代替注水大型 

ポンプ 
起動・停止 スイッチ操作 代替淡水貯槽近傍屋外

窒素供給装置 起動・停止 スイッチ操作 原子炉建屋西側屋外 

窒素供給装置用電源車 起動・停止 スイッチ操作 原子炉建屋西側屋外 

※1 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う 



3.7－52 

第3.7－14表 操作対象機器（第二弁操作室空気ボンベユニット） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

第二弁操作室空気ボンベ 

ユニット空気ボンベ集合弁
弁閉→弁開 手動操作 

原子炉建屋付属棟 

3階 

第二弁操作室空気ボンベ 

ユニット空気供給出口弁
弁閉→弁開 手動操作 

原子炉建屋付属棟 

3 階 

第二弁操作室空気ボンベ 

ユニット空気供給流量調整弁
弁閉→弁開 手動操作 

原子炉建屋付属棟 

3階 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三）

(ⅰ) 要求事項 

 健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置等は，第3.7－15表に示すよ

うに発電用原子炉の停止中に開放検査，機能・性能検査，外観検査及

び分解検査が可能な設計とする。 

フィルタ装置は，開放検査としてマンホールを開放して内部点検，

機能性能検査として漏えい確認が可能な設計とする。スクラビング水

は，機能・性能検査として水質確認が可能な設計とする。また，よう

素除去部に充填される銀ゼオライトは，機能・性能検査として，内部

に設置している試験片を用いてよう素除去性能試験が実施可能な設計

とする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二弁バイパ

ス弁は，機能・性能検査として漏えい確認及び開閉動作の確認，分解

検査として部品の浸透探傷試験及び外観点検が可能な設計とする。 

圧力開放板及び配管は，機能・性能検査として漏えい確認，外観検

査として外観点検が可能な設計とする。 

第二弁操作室遮蔽は，断面寸法が確認でき，発電用原子炉の運転中

又は停止中に外観検査できる設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，発電用原子炉
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の運転中又は停止中に外観検査として，表面状態を目視により確認が

可能な設計とする。また，機能・性能検査として，発電用原子炉の運

転中又は停止中に空気ボンベ残圧の確認により空気ボンベ容量を確認

し，発電用原子炉の停止中に正圧化試験を行い，系統全体の気密性能

確認が可能な設計とする。 

第二弁操作室差圧計は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検

査として目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がな

いことについての確認を行えるとともに，発電用原子炉の停止中に機

能・性能検査として計器の校正を行うことが可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設

計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合

方針」で示す。 

（50－5－5～9）  
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第 3.7－15 表 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置等の試験検査 

原子炉の状態 項目 点検内容 

停止中 

開放検査 フィルタ装置の内部点検

機能・性能検査

フィルタ装置，圧力開放板，配管及び弁の

漏えい確認 

スクラビング水の水質確認

銀ゼオライトのよう素除去性能試験 

弁開閉動作の確認 

第二弁操作室の正圧化試験 

第二弁操作室差圧計の校正 

外観検査 圧力開放板及び配管の外観の確認 

分解検査 
弁の部品の表面状態について浸透探傷試験

及び外観の確認 

運転中又は停

止中 

外観検査 空気ボンベの表面状態を目視により確認 

第二弁操作室遮蔽のひび割れ，表面状態の

外観確認 

第二弁操作室差圧計の外観確認 

機能・性能検査 空気ボンベ残圧の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四）

(ⅰ) 要求事項 

 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置は，不活性ガス系及び耐圧強化ベント系と

一部配管を共有しているが，共通部分以外は独立した配管であり本来
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の用途以外の用途に使用しない設計とする。また，共通部分について

も，重大事故等に対処するための系統の切替えは必要としない設計と

する。 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体で設置するうえ，本

来の用途以外の用途として使用するための切替えが不要な設計とす

る。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ），第二弁操作室差

圧計は，本来の用途以外の用途として使用しない設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設

計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合

方針」で示す。 

（50－4－4，5） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置には，重大事故等時の排気経路に換気空調

系，原子炉建屋ガス処理系並びに耐圧強化ベント系が接続されてお

り，それぞれの系統を隔離する弁は直列で2弁ずつ設置する設計とす

る。 

これらのうち換気空調系及び原子炉建屋ガス処理系の弁は通常時

閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気駆動弁であ

り，また，耐圧強化ベント系の弁は通常時閉であり，電源喪失時フェ

イルアズイズの電動駆動弁であるが，格納容器圧力逃がし装置を使用

する際は，これらの弁が閉であることを確実に確認する運用とする。 

以上のことから，格納容器圧力逃がし装置と他の系統及び機器を隔

離する弁は直列で二重に設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統

及び機器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設計とする。

隔離弁について第3.7－16表に示す。 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体のコンクリート構造

物とし，倒壊等のおそれはなく，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁操作室
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差圧計は，通常時は使用しない系統であり，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，転倒等のおそ

れがないよう固定して保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設

計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合

方針」で示す。 

（50－4－4，5） 

第 3.7－16 表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

換気空調系 

換気空調系一次隔離弁 空気駆動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

換気空調系二次隔離弁 空気駆動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋ガス処理系

原子炉建屋ガス処理系 

一次隔離弁 
空気駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋ガス処理系 

二次隔離弁 
空気駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 

耐圧強化ベント系 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
電動駆動 通常時閉 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
電動駆動 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，入口配管及びドレン移送

設備は，当該系統を使用した際に放射線量が高くなることから，格納

容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設），原子炉建屋原子炉棟内及び

原子炉建屋付属棟内に設置し，現場の放射線量を下げることにより，

重大事故等対処設備の操作及び復旧作業に影響を及ぼさない設計とす

る。当該系統を使用する際に操作が必要な機器の設置場所，操作場所

を第3.7－17表に示す。このうち，中央制御室で操作をする機器は，操

作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため，操作可能である。 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体のコンクリート構造

物に設置し，重大事故等発生時に操作及び作業を必要としない設計と

する。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，原子炉建屋付

属棟内の放射線量が高くなるおそれの少ない場所で操作可能な設計と

する。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容
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器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設

計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合

方針」で示す。 

（50－3－10～12） 
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第3.7－17表 格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必要な機器の設

置場所及び操作場所（1／2） 

機器名称 設置場所 操作場所 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 
原子炉建屋原子炉棟 

1 階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟 1 階 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 
原子炉建屋原子炉棟 

4 階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟屋上 

第二弁 
原子炉建屋原子炉棟 

4 階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟 3 階 

（第二弁操作室） 

第二弁バイパス弁 
原子炉建屋原子炉棟 

4 階 

中央制御室 

原子炉建屋付属棟 3 階 

（第二弁操作室） 

換気空調系一次隔離弁 
原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

換気空調系二次隔離弁 
原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

原子炉建屋ガス処理系 

一次隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

原子炉建屋ガス処理系 

二次隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟 

5 階 
中央制御室 

フィルタベント装置

移送ライン止め弁

格納容器圧力逃がし装置 

格納槽（地下埋設） 

格納容器圧力逃がし装置

格納槽付属室 

フィルタベント装置

ドレン移送ライン切替え

弁（Ｓ／Ｃ側）

原子炉建屋付属棟 

地下 1 階 

原子炉建屋付属棟 

地下 1 階 

フィルタベント装置

補給水ライン元弁

格納容器圧力逃がし装置 

格納槽付属室 

格納容器圧力逃がし装置

格納槽付属室 

フィルタベント装置

窒素供給ライン元弁

原子炉建屋付属棟西側 

地下格納槽 

原子炉建屋付属棟西側 

地下格納槽 

移送ポンプ 
格納容器圧力逃がし装置 

格納槽（地下埋設） 

格納容器圧力逃がし装置

格納槽付属室 

可搬型代替注水大型 

ポンプ 
代替淡水貯槽近傍屋外 代替淡水貯槽近傍屋外 

可搬型代替注水中型 

ポンプ 

西側淡水貯水設備 

近傍屋外 

西側淡水貯水設備 

近傍屋外 
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第3.7－17表 格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必要な機器の設

置場所及び操作場所（2／2） 

機器名称 設置場所 操作場所 

窒素供給装置 
原子炉建屋付属棟 

近傍屋外 

原子炉建屋付属棟 

近傍屋外 

窒素供給装置用電源車 
原子炉建屋付属棟 

近傍屋外 

原子炉建屋付属棟 

近傍屋外 

第二弁操作室空気ボンベ 

ユニット（空気ボンベ）
原子炉建屋付属棟2階 原子炉建屋付属棟3階 
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3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

フィルタ装置，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，

第二弁バイパス弁及び圧力開放板は，原子炉格納容器の過圧破損防止

に必要な放出流量を有する設計とする。 

フィルタ装置は，原子炉格納容器から放出する放射性物質の低減に

必要な放射性物質の除去性能を有する設計とする。 

フィルタ装置は，ベント実施を想定する重大事故シーケンスにおい

て，環境への影響をできるだけ小さく留めるものとして定められてい

るCs-137の放出量が100TBqを下回ることができるように，フィルタ装

置のエアロゾルに対する除去効率が99.9％以上確保可能なスクラビン

グ水の最低水位を維持する設計とする。また，当該系統を使用した際

に，系統内の蒸気凝縮によってフィルタ装置が機能喪失となるまでス

クラビング水位が上昇しない設計とする。 

スクラビング水の待機時薬液添加濃度については，想定されるスク

ラビング水ｐＨの低下要因に対しても，無機よう素に対する除去効率

を99％以上確保可能な添加濃度とする。 

金属フィルタ許容エアロゾル量については，想定される重大事故等

時において格納容器圧力逃がし装置を使用した際に，金属フィルタへ
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流入するエアロゾル量を算定し，金属フィルタの閉塞が生じないだけ

の十分な面積を有する設計とする。 

よう素除去部の銀ゼオライト吸着層は十分な有効面積と層厚さを有

し，吸着層とベントガスとの接触時間を十分に確保することにより，

有機よう素に対する除去効率が98％以上となる設計とする。 

圧力開放板の開放圧力は，格納容器逃がし装置の使用の妨げになら

ないよう，原子炉格納容器からの排気圧力0.31MPa[gage]～

0.62MPa[gage]と比較して十分に低い圧力として0.08MPa[gage]で開放

する設計とする。 

第二弁操作室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，第二弁

操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）の機能と併せて，第二弁操

作室に留まる操作員の居住性を確保するために必要な遮蔽能力を有す

る設計とする。 

第二弁操作室差圧計は，第二弁操作室と第二弁操作室の周囲の差圧

の基準値を上回る範囲を測定可能な設計とする。 

（50－6－7～28） 
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 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

    格納容器圧力逃がし装置については，一部の敷地を共有する東海発電

所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散（設置許可基

準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

 常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置は，設置許可基準規則第50条においては重

大事故緩和設備であり，代替する設計基準事故対処設備はない。 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するための代替循環冷却系に対して多様性，独立性及び位

置的分散を図る設計とする。 

（50－3－2～14，50－4－2～5） 
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3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，第二弁操作室内

の運転員の窒息を防止するとともに，第二弁操作室内への外気の流入を

一定時間遮断するのに必要な空気容量を有する設計とする。空気ボンベ

の本数は，必要な空気ボンベ容量を有する本数に加え，保守点検又は故

障時のバックアップ用として，自主的に十分に余裕のある容量を有する

設計とする。 

 可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

（50－6－29～31） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(ⅰ) 要求事項 

 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）
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と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，系統に接続した

状態で保管されており使用のための接続を伴わない設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三）

(ⅰ) 要求事項 

 常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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 第二弁室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び可搬型窒素供給装置

は，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）ではないことから対象外とする。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，放射線量が高く

なるおそれの少ない第二弁操作室内で操作が可能なように設置し，重大

事故等が発生した場合においても使用が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(ⅰ) 要求事項 
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    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，地震，津波，そ

の他の外部事象による損傷の防止が図られた原子炉建屋付属棟内に保管

する。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，地震，津波，そ

の他の外部事象による損傷の防止が図られた原子炉建屋付属棟に保管

し，使用することからアクセス不要であり対象外とする。 

 可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七）

(ⅰ) 要求事項 

 重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，重大事故緩和設

備であり，同一目的の重大事故等対処設備又は代替する機能を有する設

計基準対象施設はない。 
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 なお，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，地震，津

波，その他の外部事象による損傷の防止が図られた原子炉建屋付属棟内

に固定して保管することにより，可能な限り頑健性を有する設計とす

る。 

 可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条に対する設計

方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基準規則第43条への適合方

針」で示す。 

（50－3－12） 
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3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール水ｐＨ制御装置 

3.7.3.1.1 設備概要 

 格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・プール水の酸性

化を防止すること，及びサプレッション・プール水中の核分裂生成物由来の

よう素を捕捉することにより，よう素の放出量の低減を図るために，サプレ

ッション・プール水ｐＨ制御装置を設ける設計とする。なお，本装置は事業

者の自主的な取組で設置するものである。 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素がサプレッ

ション・プール水へ流入し溶解する。また，原子炉格納容器内のケーブル被

覆材には塩素等が含まれており，重大事故時にケーブルの放射線分解と熱分

解により塩酸等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・プール

水が酸性化する可能性がある。サプレッション・プール水が酸性化すると，

水中に溶解しているよう素が有機よう素としてサプレッション・チェンバの

気相部へ放出されるという知見があることから，サプレッション・プール水

をアルカリ性に保つため，ｐＨ制御として薬液（水酸化ナトリウム）をサプ

レッション・チェンバに注入する。よう素の溶解量とｐＨの関係について

は，米国の論文*1にまとめられており，サプレッション・プール水をアルカ

リ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減することが期待できる。

本装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する隔離弁（2弁）を中央制御室

からのスイッチ操作，又は現場での手動操作により開操作することで，薬液

タンクを窒素により加圧し，残留熱除去系（Ａ系サプレッション・チェンバ

スプレイ配管）を使用してサプレッション・チェンバに薬液（水酸化ナトリ

ウム）を注入する構成とする。
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*1：米国原子力規制委員会による研究（ＮＵＲＥＧ-1465）や，米国Oak

Ridge National Laboratoryによる論文（ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950）に

よると，ｐＨが酸性側になると，水中に溶解していたよう素が気体と

なって気相部に移行するとの研究結果が示されている。ＮＵＲＥＧ-

1465では，原子炉格納容器内に放出されるよう素の化学形態と，よう

素を水中に保持するためのｐＨ制御の必要性が整理されている。ま

た，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950では，酸性物質の発生量とｐＨが酸性側

に変化していく経過を踏まえ，ｐＨ制御の効果を達成するための考え

方が整理されており，これらの論文での評価内容を参照し，東海第二

発電所の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバへのアルカリ薬液

の注入時間及び注入量を算定する。 

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

サプレッション・プール水ｐＨ制御装置を使用することで，アルカリ薬液

である水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入する。この際，アルカリ薬

液による設備への悪影響として懸念されるのは，以下の２点である。 

・直接的影響：アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる

原子炉格納容器バウンダリのシール性への影響 

アルカリとの反応で水素が発生することによる原子炉格納

容器の圧力上昇及び水素燃焼 

・間接的影響：薬液タンク破損によるアルカリ薬液の漏えい

このうち，原子炉格納容器の腐食については，ｐＨ制御したサプレッショ

ン・プール水の薬液（水酸化ナトリウム）は低濃度であり，原子炉格納容器

バウンダリを主に構成しているステンレス鋼や炭素鋼の腐食領域ではないた

め悪影響はない。同様に，原子炉格納容器のシール材についても耐アルカリ
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性を確認した改良ＥＰＤＭを使用することから原子炉格納容器バウンダリの

シール性に対する悪影響はない。

また，水素の発生については，原子炉格納容器内では配管の保温材やグレ

ーチング等に両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており，薬液（水

酸化ナトリウム）と反応することで水素が発生する。しかし，原子炉格納容

器内のアルミニウムと亜鉛が全量反応し水素が発生すると仮定しても，事故

時の原子炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めていることから，原子炉

格納容器の圧力制御には影響がない。また，原子炉格納容器内は窒素により

不活性化されており，本反応では酸素の発生がないことから，水素の燃焼は

発生しない。 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいについては，薬液タ

ンクを十分な強度を有する設計とするとともに，タンク周囲に堰を設ける設

計としている。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した手順

を準備している。 

また，電源を必要とするが，他の設備の仕様に悪影響を生じないよう必要

な電源を確保できる場合のみ使用する。 

したがって，サプレッション・プール水ｐＨ制御装置を使用することによ

る他設備への悪影響はない。 

また，本装置は薬液タンクを窒素により加圧し，サプレッション・チェン

バ側のスプレイヘッダを使用してサプレッション・チェンバに薬液を注入す

る構成であるが，残留熱除去系Ａ系が停止し，かつＡ系ドライウェルスプレ

イ弁が閉である状態において薬液注入を行う手順とすることから，残留熱除

去系への悪影響はない。 



3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51 条】 

基準適合への対応状況 
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9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

9.8.1 概 要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部（以下「ペデスタル（ドライウェル

部）」という。）に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却することで，溶

融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が原子炉格

納容器バウンダリに接触することを防止する。 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための設備の系統概

要図を第 9.8－1 図から第 9.8－2 図に示す。 

9.8.2 設計方針 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための設備のうち，

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止でき

るよう，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うた

めの設備として，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可

搬型）を設ける。また，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に落下す

るまでに，ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確保

し，落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とする。なお，格納容器下部注水

系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水及び格納容器下部

注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水と合わせ

て，溶融炉心が原子炉圧力容器からペデスタル（ドライウェル部）へ落下す

る場合に，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートの相互

作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンクリ
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ートへの熱影響を抑制するため，ペデスタル（ドライウェル部）にコリウム

シールドを設ける。 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備 

ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（常設）を使用する。 

格納容器下部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代

替淡水貯槽の水を格納容器下部注水系を経由してペデスタル（ドライウ

ェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでにペデスタル（ドライウェ

ル部）にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心

を冷却できる設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）

へと落下した場合において，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）

のコンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ド

ライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・コリウムシールド 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 
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・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設

備として使用する。 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（可搬型）を使用す

る。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水中型ポン

プにより，西側淡水貯水設備の水を格納容器下部注水系を経由してペデ

スタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでにペデス

タル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，

落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

また，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装

置等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を

格納容器下部注水系を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，

溶融炉心が落下するまでにペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ

十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水
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中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料

は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリによ

り補給できる設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）

へ落下した場合において，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）の

コンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ドラ

イウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・コリウムシールド 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 
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その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

(2) 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止に

用いる設備 

ａ．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，低圧代替注水系（常設）を使用する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

ｂ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，低圧代替注水系（可搬型）を使用する。なお，この場合は，ほう

酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

ｃ．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，高圧代替注水系を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時
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に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

ｄ．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，代替循環冷却系を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備」に記載する。 

ｅ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，ほう酸水注入系を使用する。なお，この場合は，低圧代替注水系

（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系及び高圧代替注

水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」に記載する。 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，西側淡水貯

水設備及び代替淡水貯槽については，「9.12 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ含む）については，「9.1 

原子炉格納施設」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

9.8.2.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 
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基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，格納容器下部注水系（常設）の

常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による電動機駆動とし，格納容

器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を

有する設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器下

部注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，独立性を有する設計とす

る。 

また，格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，西

側淡水貯水設備を水源とすることで，代替淡水貯槽を水源とする格納容器下

部注水系（常設）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，可

搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは常設低圧代替注水

系格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器
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下部注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系

統において，独立した電路で系統構成することにより，独立性を有する設計

とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共

通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器下

部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）は，互いに重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については「10.2 

代替電源設備」に記載する。 

9.8.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，治具や輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，飛散物とな
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って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシールド内に設置する機器ド

レンサンプ及び床ドレンサンプの排水経路は，十分な排水流量を確保するこ

とで，原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい検出機能に

対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.8.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，想定される

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対して，ポンプ 2 台の運

転により十分な容量を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時において，低圧代

替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），格納容器下部注

水系（常設）及び代替燃料プール注水系としての同時使用を想定し各系統の

必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，想定され

る重大事故等時において，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉

心を冷却するために必要な注水流量を有するものを 1 セット 2 台使用する。

保有数は，2 セットで 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，想定され

る重大事故等時において，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉

心を冷却するために必要な注水流量を有するものを 1 セット 1 台使用する。
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保有数は，2 セットで 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。バックアップについて

は，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）のバックアップ用

1 台と共用する。 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉圧力容器からペデスタル（ドライ

ウェル部）へ落下する場合に，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）の

コンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ドライウ

ェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制するために必要な厚さ及び高さを

有する設計とする。 

9.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代

替注水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。常設低圧代替注水系ポンプの操作は，想定される重大事

故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室から遠隔で可能な設計又は設置場所で可

能な設計とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用できる

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすること

で，設備への影響を考慮する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型
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代替注水大型ポンプの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において，設置場所で可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室から遠隔で可能な設計又は設置場所で

可能な設計とする。 

また，格納容器下部注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用でき

る設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とするこ

とで，設備への影響を考慮する。 

コリウムシールドは，ペデスタル（ドライウェル部）に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

9.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。格納

容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室

での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通

常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とす

る。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能

な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室での操作スイッチによる操

作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続する接続

口については，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続に

よりホースを確実に接続することができる設計とする。また,接続口の口径

を統一する設計とする。 

9.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機器仕様を第

9.8－1 表に示す。 

9.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計と

する。また，格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替え

が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

コリウムシールドは，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可能な設計と
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する。 
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第 9.8－1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機

器仕様 

(1) 格納容器下部注水系（常設） 

ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器下部注水系（可搬型） 

ａ． 可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(3) コリウムシールド 

材  料     ジルコニア（ＺｒＯ２） 

高  さ     約1.88m 

厚  さ     約0.15m 

(4) 高圧代替注水系 

ａ．常設高圧代替注水系ポンプ 

第 5.7－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を
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冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(5) 代替循環冷却系 

ａ．代替循環冷却系ポンプ 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

(6) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 
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第 9.8－1 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 系統概要図 

（格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水） 
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第 9.8－2 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 系統概要図 

（格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水） 
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(9) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

(10) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(11) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入 

(12) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

(13) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

(14) 格納容器下部注水系の海水の利用 



目－2 

3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

3.8.2.1.2 主要設備の仕様 
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を

冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用

（MCCI）を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリ

に接触することを防止するために行われるものである。 

 ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注

水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備

すること。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続す

る建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

  ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立性を有

し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上の流路及び配

管を除く。） 

 ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすること。 
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.8.1 設置許可基準規則第51条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部（以下「ペデスタル（ドライウェル

部）」という。）に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

3.8.1.1 重大事故等対処設備 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却することで，溶

融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が原子炉格

納容器バウンダリに接触することを防止する。 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための設備のうち，

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止でき

るよう，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うた

めの設備として，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可

搬型）を設ける。また，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に落下す

るまでに，ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ必要な水位を確保し，

落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とする。なお，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水及び格納容器下部注

水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水と合わせて，

溶融炉心が原子炉圧力容器からペデスタル（ドライウェル部）へ落下する場

合に，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用

による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンクリート

への熱影響を抑制するため，ペデスタル（ドライウェル部）にコリウムシー

ルドを設ける。 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備 
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ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水（設置許可基準規則の解釈の第 1 項 a）ⅰ）） 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（常設）は，常設低

圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を格納容器下部注水系を

経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下する

までにペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確保す

るとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）

へと落下した場合において，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）

のコンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル（ド

ライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制する設計とする。 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水（設置許可基準規則の解釈の第 1 項 a）ⅰ）） 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却を行うため

の重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬

型代替注水中型ポンプにより，西側淡水貯水設備の水を格納容器下部注

水系を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落

下するまでにペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を

確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

また，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装

置等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を
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格納容器下部注水系を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水

し，溶融炉心が落下するまでにペデスタル（ドライウェル部）にあらか

じめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設

計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル

部）へ落下した場合において，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル

部）のコンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル

（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制できる設計とす

る。 

(2) 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止に用

いる設備 

a．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，低圧代替注水系（常設）を使用する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十七条 原子炉冷却材圧力バウンダ
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リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

b．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，低圧代替注水系（可搬型）を使用する。なお，この場合は，ほう

酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十七条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

c．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，高圧代替注水系を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十五条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

d．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と

して，代替循環冷却系を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第五十条 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備」に記載する。 

e．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備と
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して，ほう酸水注入系を使用する。なお，この場合は，低圧代替注水系

（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系及び高圧代替注水

系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十四条 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

(3) 原子炉格納容器下部注水設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散の確保（設置許可基準規則の解釈の第1項a）ⅱ）） 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備

については，「第五十七条 電源設備」に記載する。 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，格納容器下部注水系（常設）

の常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による電動機駆動とし，

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンによる駆動とすることで，

多様性を有する設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納

容器下部注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電す

る系統において，独立した電路で系統構成することにより，独立性を有す

る設計とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源は，それぞれ代替淡水貯槽と西側淡水貯水設備とすることで，異な

る水源を有する設計とする。 
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常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは常設低圧代替

注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作

を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格

納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給

電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，独立性を

有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図

った複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器

下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）は，互いに重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については「第五

十七条 電源設備」に記載する。 

多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，3.8.2.1.3 項に

詳細を示す。 

(4) 原子炉格納容器下部注水設備の電源対策（設置許可基準規則の解釈の第1

項b）） 

   格納容器下部注水系（常設）に用いる常設低圧代替注水系ポンプは，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源

設備である可搬型代替低圧電源車から，代替所内電源設備である緊急用Ｍ
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／Ｃ及び緊急用Ｐ／Ｃを介して給電できる設計とする。 

   電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」に記載する。 

   格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。また，格納容器下部注水系（可搬型）に用いる可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置を必要としないディーゼルエンジンにて駆動できる設計

とする。 

   耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用可能な状態

であれば，炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器の破損を防

止するため，溶融し，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した炉心を冷

却するために有効な設備であるため，自主対策設備として，以下を整備す

る。 

(5) 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）注水 

   消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，炉心の著しい

損傷が発生した場合において格納容器の破損を防止するため，ディーゼル

駆動消火ポンプを用い，淡水タンク（多目的タンク，原水タンク，ろ過水

貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）を水源として，消火系の配管及び格納容

器下部注水系の配管を介してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶

融炉心を冷却する機能を有する。 

(6) 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）注水 

   補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において格納容器の破損を防止するため，復水移送
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ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源として，補給水系の配管，消火系の

配管及び格納容器下部注水系の配管を介してペデスタル（ドライウェル部）

へ注水し，溶融炉心を冷却する機能を有する。 

  技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心のペデスタル（ドライウェ

ル部）の床面への落下を遅延又は防止するための設備として，以下を整備す

る。 

(7) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するために，重大事故等対処

設備として高圧代替注水系の常設高圧代替注水系ポンプにより，原子炉圧

力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原

子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

   高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水については，「3.2 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第45条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

(8) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するために，重大事故等対処

設備として低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプにより，

原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

   低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水については，

「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第47条に対する設計方針を示す章）」に記載
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する。 

(9) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するために，重大事故等対処

設備として低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプにより，原子炉圧力容器への注水を実施する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

と並行して行う。 

   低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水については，

「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第47条に対する設計方針を示す章）」に記載

する。 

(10) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するために，重大事故等対処

設備として代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプにより，原子炉圧力容

器に注水する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器

へのほう酸水注入と並行して行う。 

   代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水については，「3.7 原

子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第50条

に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

(11) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するために，重大事故等対処
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設備としてほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプにより，原子炉圧力容器

への注入を実施する。なお，この場合は，低圧代替注水系（常設），低圧

代替注水系（可搬型），代替循環冷却系及び高圧代替注水系のいずれかに

よる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

   ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入については，「3.1 緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規

則第44条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

  耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用可能であれば，

溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止す

るために有効な設備であるため，自主対策設備として，以下を整備する。 

(12) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止するために，消火系のディ

ーゼル駆動消火ポンプにより，原子炉圧力容器への注水を実施する。 

(13) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデスタル（ド

ライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止するために，補給水系の復

水移送ポンプにより，原子炉圧力容器への注水を実施する。 

  西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び淡水タンクの淡水が枯渇した場合の

海水利用手段として，以下を整備する。 

(14) 格納容器下部注水系の海水の利用 

   格納容器下部注水系の水源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び

淡水タンクが枯渇した場合は，防潮堤の内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピッ
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ト）から，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを用

いて補給が可能な設計とする。 

   水源の詳細については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。

また，格納容器下部注水系の海水の利用手順については，「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合状況につ

いて」の「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の以下

の項目に記載する。 

   「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替淡水貯槽へ

水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給」及

び 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水

設備へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注

水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 
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3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

  格納容器下部注水系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，ペデスタル（ドライウェ

ル部）に落下した炉心を冷却することを目的として設置するものである。 

  格納容器下部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，電源設備で

ある常設代替高圧電源装置又は可搬型低圧代替電源車，水源である代替淡水

貯槽，流路である低圧代替注水系配管・弁，格納容器下部注水系配管・弁，

原子炉格納容器床ドレン系配管・弁，原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁，

注入先である格納容器等から構成される。 

  重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低圧代替注水系

ポンプ2台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中央制御室のスイッチ操作

により行い，低圧代替注水系配管及び格納容器下部注水系配管を介して格納

容器下部のペデスタル（ドライウェル部）へ注水することで落下した溶融炉

心を冷却する設計とする。 

  なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器が破損し，溶融炉心が原子炉圧力容器

からペデスタル（ドライウェル部）へと落下する場合に，溶融炉心がペデス

タル（ドライウェル部）に設置された格納容器機器ドレンサンプ及び格納容

器床ドレンサンプ（以下「格納容器ドレンサンプ」という。）に流入し局所

的にコンクリートが侵食されることを防止するため，格納容器ドレンサンプ

の形状を変更し，ペデスタル（ドライウェル部）床面を平坦化するとともに，

溶融炉心によるコンクリート侵食影響及びペデスタル（ドライウェル部）構

造への熱影響を抑制するため，ペデスタル（ドライウェル部）の床面及び壁
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面にコリウムシールドを設置する。コリウムシールドの耐熱材には，高い融

点を有するジルコニアを用い，また，コリウムシールドの形状については，

全溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に落下したとしても，コリウム

シールドが破損することがない設計とする。 

  格納容器下部注水系（常設）の概要図を第3.8－1図に，格納容器下部注水

系（常設）に属する重大事故等対処設備を第3.8－1表に示す。 

  常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電できる設計とする。 
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② 

弁名称  弁名称 

① 格納容器下部注水系ペデスタル注水弁 ④ 格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調整弁 

② 格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁 ⑤ 常設低圧代替注水系系統分離弁 

③ 格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整弁 －  

⑤ 

サプレション・チェンバ



3.8－16 

第3.8－1表 格納容器下部注水系（常設）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

コリウムシールド【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源＊１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

格納容器下部注水系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器床ドレン系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備＊２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備  

 常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備＊３

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

格納容器下部水位【常設】 

格納容器下部水温【常設】 

低圧代替注水系格納容器下部注水流量【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

＊１：水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊２：電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

＊３：計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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3.8.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を以下に示す。 

 (1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所     常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力     約190kW（1台当たり） 

 (2) コリウムシールド 

   材 料     ジルコニア（ZrO２） 

   高  さ     約1.88m 

   厚  さ     約0.15m 

   個  数     1 

   取 付 箇 所     ペデスタル（ドライウェル部） 
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3.8.2.1.3 格納容器下部注水系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

  格納容器下部注水系は，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注

水系（可搬型）を設置することにより，第3.8－2表に示すとおり，それぞれ

に対し多様性及び位置的分散を図る設計としている。 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代

替注水系格納槽内に設置することで，屋外の西側及び南側保管場所に保管さ

れた格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプと位置的分散を図る設計としている。 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，冷却水が不

要な自然冷却とすることで，自己冷却である格納容器下部注水系（可搬型）

の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプに対し多様性を

有する設計とする。 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプの駆動源は，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設

備である可搬型代替低圧電源車を用いるのに対し，格納容器下部注水系（可

搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，電源

を必要としないディーゼルエンジン駆動とすることで，多様性を有する設計

としている。 

  格納容器下部注水系（常設）と格納容器下部注水系（可搬型）の独立性に

ついては，第3.8－3表で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水による共通

要因故障を防止するために，独立性を有する設計とする。 

  建屋内の配管等の静的機器は，可能な限り独立性を有する設計とする。 

  格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプは，故障時及び保守点検時の予備を有する設計とする。 
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第3.8－2表 格納容器下部注水系の多様性及び位置的分散 

項目 

格納容器下部注水系 

（常設） 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

ポンプ 

常設低圧代替注水系 

ポンプ 

可搬型代替注水 

大型ポンプ 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 

常設低圧代替注水系 

格納槽内 

西側及び南側保管場所 西側及び南側保管場所 

水源 

代替淡水貯槽 代替淡水貯槽 西側淡水貯水設備 

常設低圧代替注水系 

格納槽内 

常設低圧代替注水系 

格納槽内 

屋外 

駆動用空気 不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 不要（自然冷却） 自己冷却 自己冷却 

駆動電源 

常設代替高圧電源装置 

不要 

（ディーゼルエンジン 

駆動） 

不要 

（ディーゼルエンジン 

駆動） 

屋外 西側及び南側保管場所 西側及び南側保管場所 
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第3.8－3表 格納容器下部注水系の独立性 

項目 

格納容器下部注水系 

（常設） 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障

地震 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

を構成する機器類は，基準地震動Ssに対し機能を維持できる設計

とすることで，地震が共通要因となり故障することのない設計と

する。 

津波 

格納容器下部注水系（常設）は，防潮堤及び浸水防止設備を設置

すること，格納容器下部注水系（可搬型）は，高台の可搬型設備

保管場所へ配備することで，津波が共通要因となり故障すること

のない設計とする。 

火災 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

を構成する機器類は，火災が共通要因となり故障することのない

設計とする。（「共－7 重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針について」に示す。） 

溢水 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

を構成する機器類は，溢水が共通要因となり故障することのない

設計とする。（「共－8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する

防護方針について」に示す。） 
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3.8.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.8.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常設低

圧代替注水系格納槽内に設置する設備であることから，重大事故等時に

おける，常設低圧代替注水系格納槽内の環境条件を考慮し，第3.8－4表

に示す設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，格納容器内に設

置する設備であることから，重大事故等時における，格納容器内の環境

条件を考慮し，第3.8－5表に示す設計とする。 

（51－3－1～8，51－10－4） 
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第3.8－4表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。

ペデスタル（ドライウェル部）への注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響

を考慮した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するため，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

第3.8－5表 想定する環境条件（コリウムシールド） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，放

射線 

設置場所である格納容器内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。

ペデスタル（ドライウェル部）への注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響

を考慮した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

格納容器内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 



3.8－23 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）の運転に必要なポンプ及び弁を第3.8－6

表に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡

水貯槽を使用したペデスタル（ドライウェル部）への注水を行う系統は，

中央制御室のスイッチで操作が可能とすることで，重大事故等時の操作

が確実に行える設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）を運転する場合は，中央制御室からのス

イッチ操作で，常設低圧代替注水系ポンプを起動し，代替淡水貯槽への

循環運転状態とする。その後，中央制御室からのスイッチ操作で，常設

低圧代替注水系系統分離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注水弁，格

納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水系ペ

デスタル注入ライン流量調整弁及び格納容器下部注水系ペデスタル注水

流量調整弁を開とし，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を行う設

計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並びに電動弁の

開閉状態については，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認可能な設

計とし，中央制御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計
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とする。また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器の名称等を表

示した銘板の取付け又は画面表示等により，運転員の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

（51－4－1～3，51－7－1～5） 

第3.8－6表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注水弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注入ラ

イン隔離弁 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注入ラ

イン流量調整弁 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注水流

量調整弁 

弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）の試験検査を第3.8－7表に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，発電用

原子炉運転中に機能・性能検査及び弁動作確認を，また，発電用原子炉

停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，発電用

原子炉停止中に分解検査として，発電用原子炉停止中にケーシングカバ

ーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認す

る分解検査が可能な設計とする。弁については，分解検査として弁体等

の部品の状態を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷

試験により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とす

る。また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，

変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

吐出配管にテストラインを設け，発電用原子炉運転中又は停止中に機

能・性能検査として，代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行うことで，

ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び

漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，発電用原子炉運転中
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又は停止中に弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設

計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等に合

わせて外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，発電用原子炉停

止中に外観検査として，外観の確認が可能な設計とする。 

第3.8－7表 格納容器下部注水系（常設）の試験検査 

発電用原子炉の

状態 

項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・

弁の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ又は弁の部品の表面状態について

浸透探傷試験及び目視により確認 

外観検査 コリウムシールドの外観の確認 

（51－5－1～3） 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

            （51－4－1～3） 



3.8－28 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の他系統との隔離弁を第3.8－8表に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，通常待機時は，格納容器下部注水系

ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁を

閉止しておくことで他の系統と隔離する系統構成としており，格納容器

及び消火系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器下

部注水系（常設）を用いる場合は，弁操作によって，通常待機時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシールド内に設置す

る機器ドレンサンプ及び床ドレンサンプの排水経路は，十分な排水流量

を確保することで，原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の

漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51－4－1，2，51－10－1～15） 



3.8－29 

第3.8－8表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

格納容器 

消火系 

格納容器下部注水系ペデスタ

ル注水弁 
電動駆動 

通常待機時閉 

電源喪失時閉 

格納容器下部注水系ペデスタ

ル注入ライン隔離弁 
電動駆動 

通常待機時閉 

電源喪失時閉 
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 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成のために操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を第3.8－9表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分離弁，格納容

器下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ラ

イン隔離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整弁及び

格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調整弁は，原子炉建屋原子炉棟

又は常設低圧代替注水系格納槽内に設置されるが，中央制御室からの遠

隔操作を可能な設計とすることで，操作場所の放射線量が高くなるおそ

れが少ない設計する。 

（51－3－1～8，51－4－1，2） 
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第3.8－9表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ） 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注水弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注入ラ

イン隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注入ラ

イン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注水流

量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 
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3.8.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡

水貯槽は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するためにペデスタル（ドライウェル部）への注水に必要な

注水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，格納容器破損防止の重要事故シーケンスのう

ち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る有効性評価解析（原子炉設

置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されているペデ

スタル（ドライウェル部）への注水流量が80m３／hであることから，1

台で約200m３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを2台使用する

設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

と同時に使用する場合を考慮して，各々の必要流量を確保できる設計と

する。原子炉圧力容器破損段階での必要流量は，格納容器下部注水系に

必要な流量80m３／hと代替格納容器スプレイ冷却系に必要な流量300m３

／hの合計380m３／h，原子炉圧力容器破損段階での対応後の段階での必

要流量は，格納容器下部注水系に必要な流量80m３／hと代替格納容器ス

プレイ冷却系に必要な流量130m３／hの合計210m３／h，使用済燃料プー

ル冷却復旧操作段階での必要流量は，格納容器下部注水系に必要な流量
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80m３／hと代替燃料プール注水系に必要な流量114m３／hの合計194m３／h

が必要となる。 

揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライウェル部）への

注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水

先（格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を

考慮して，約200mを確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，原子炉圧力容器

下部から落下する溶融炉心を全量保有するために必要な高さを有する設

計とする。また，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコンクリ

ートの相互作用による侵食及び溶融炉心からコリウムシールドを介した

ペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制可能な

設計とする。 

（51－6－1～5，21～25） 
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 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発

電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に」

に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，格納容器下部注

水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及びコリウムシールドは共用

しない。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，常設重大事故緩和設備であり，可搬

型重大事故緩和設備の格納容器下部注水系（可搬型）に対し多様性，独
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立性及び位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については，

3.8.2.1.3項に記載のとおりである。 
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3.8.2.2 格納容器下部注水系（可搬型） 

3.8.2.2.1 設備概要 

格納容器下部注水系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，ペデスタル（ドライウ

ェル部）に落下した炉心を冷却することを目的として設置するものである。 

本系統は，可搬型代替注水中型ポンプ，水源である西側淡水貯水設備，流

路であるホース，低圧代替注水系配管・弁並びに格納容器下部注水系配管・

弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ及び注入先

である格納容器等から構成される。 

また，水源を代替淡水貯槽とする場合は，可搬型代替注水大型ポンプを使

用する。 

重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水

中型ポンプによる送水又は代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水でペデスタル（ドライウェル部）へ注水する機能を有する。 

なお，炉心損傷後に原子炉底部が破損し，溶融炉心が原子炉からペデスタ

ル（ドライウェル部）へと落下する場合に，溶融炉心がペデスタル（ドライ

ウェル部）に設置された格納容器ドレンサンプに流入し局所的にコンクリー

トが侵食されることを防止するため，格納容器ドレンサンプの形状を変更し，

ペデスタル（ドライウェル部）床面を平坦化するとともに，溶融炉心による

コンクリート侵食影響及びペデスタル（ドライウェル部）構造への熱影響を

抑制するため，ペデスタル（ドライウェル部）の床面及び壁面にコリウムシ

ールドを設置する。コリウムシールドの耐熱材には，高い融点を有するジル

コニアを用い，また，コリウムシールドの形状については，全溶融炉心がペ

デスタル（ドライウェル部）に落下したとしても，コリウムシールドが破損

することがない設計とする。 
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なお，コリウムシールドについては，3.8.2.1.4.1項及び3.8.2.1.4.2項に

詳細を示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の概要図を第3.8－2図に，格納容器下部注

水系（可搬型）に属する重大事故等対処設備を第3.8－10表に示す。 

本系統は，可搬型代替注水中型ポンプ2台により，西側淡水貯槽の水をホ

ース，低圧代替注水系配管及び格納容器下部注水系配管を介して格納容器下

部のペデスタル（ドライウェル部）へ注水する。 

また，可搬型代替注水大型ポンプ1台により，代替淡水貯槽の水をホース，

低圧代替注水系配管及び格納容器下部注水系配管を介して格納容器下部のペ

デスタル（ドライウェル部）へ注水する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，付属するスイッチに

より起動できる設計とする。燃料は，可搬型設備用軽油タンクからタンクロ

ーリを用いて給油できる設計とする。 

また，防潮堤内側の取水箇所（淡水タンク及びＳＡ用海水ピット）から取

水可能な設計とする。なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備」に記載する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口は，共通要因により接続す

ることができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面（原子炉

建屋東側及び西側）の隣接しない位置に設置することで位置的分散を図る設

計とする。 
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弁名称  弁名称 

① 格納容器下部注水系ペデスタル注水弁 ④ 格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調整弁 

② 格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁 ⑤ 東側接続口の弁 

③ 格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整弁 － － 

② ③ 

① 

④ 

⑤ 

サプレション・チェンバ
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第 3.8－10 表 格納容器下部注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

コリウムシールド【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源＊１
代替淡水貯槽【常設】 

西側淡水貯水設備【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

格納容器下部注水系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器床ドレン系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備＊２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備＊３

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

格納容器下部水位【常設】 

格納容器下部水温【常設】 

低圧代替注水系格納容器下部注水流量【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

西側淡水貯水設備水位【常設】 

＊１：水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊２：電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設
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計方針に示す章）」で示す。 

＊３：計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。  
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3.8.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   型 式     うず巻形 

   容 量     約210m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

   原 動 機 出 力     約147kW（1台当たり） 

   台 数     4（予備1） 

   設 置 場 所     屋外 

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 
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・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   型 式     うず巻形 

   容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約140m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

   原 動 機 出 力     約847kW（1台当たり） 

   台 数     2（予備1＊1） 

   設 置 場 所     屋外 

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

＊１「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代替注水大型ポンプ」の予

備 1 台と「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」の予備 1 台の計

2 台は共用可能とする。 

(3) コリウムシールド 

   材 料     ジルコニア（ZrO２） 

   高 さ     約1.88m 

   厚 さ     約0.15m 

   個 数     1 
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   取 付 箇 所     ペデスタル（ドライウェル部） 

3.8.2.2.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

  格納容器下部注水系は，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注

水系（可搬型）を設置することにより，それぞれに対し多様性，独立性及び

位置的分散を図る設計としている。 

  多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，3.8.2.1.3項に詳

細を示す。 
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3.8.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.8.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプで想定する環境条件を第3.8－11表に示す。 

    可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及

び南側保管場所に保管し，重大事故等時に，水源付近の屋外に設置され

る設備であることから，重大事故等時における，屋外の環境条件を考慮

する設計とする。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプの操作は，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプに付属するスイッチにより，設置場所にて操作可能

な設計とする。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定する。 

津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に機器を配備する。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に
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除雪及び除灰する運用とする。 

    降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策がとられ

た可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用し，

凍結のおそれがある場合は，暖気運転を行い凍結対策とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に

配備する。 

格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，格納容器内に

設置する設備であることから，重大事故等時における，格納容器内の環

境条件を考慮し，第3.8－12表に示す設計とする。 

（51－3－1～4，51－8－1,2，51－10－4） 
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第 3.8－11 表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結

対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。ペ

デスタル（ドライウェル部）への注水は，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は，短期間とすることで，設備への影響を考

慮した設計とする。 

地震 
保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定する。

津波 
津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に機器を配備するこ

とにより，機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮し

て機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）及び竜巻

による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した保管により，

機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

第3.8－12表 想定する環境条件（コリウムシールド） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である格納容器内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。ペ

デスタル（ドライウェル部）への注水は，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮

した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しない

設計とする。（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

格納容器内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪及び火山

の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ，弁及びホース

を第3.8－13表に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）を運転する場合は，可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを水源近傍に配置するとともに

ホース接続を実施し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作

で，格納容器下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデス

タル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量

調整弁及び格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調整弁の開操作を実

施した後，現場操作で高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東

側又は西側接続口の弁を開とし，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動することで，ペ

デスタル（ドライウェル部）への注水を行う。 

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側及び西側接続口の

弁については，接続口近傍の屋外から手動操作で弁を開閉することが可

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイ

ッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員等の操作性を考慮して十分

な操作空間を確保する設計とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け
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等により識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監視性を考慮し

て確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室における監視又は試

験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計とする。ま

た，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設置

場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等による固定が可能な設計とす

る。 

    ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物及び一般的な工具により，確実に接続が可能な設計とする。 

（51－4－3，51－7－1～5） 

第 3.8－13 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁（原子炉建屋東

側又は西側） 
弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

格納容器下部注水系ペデス

タル注水弁， 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデス

タル注入ライン隔離弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデス

タル注入ライン流量調整弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデス

タル注水入流量調整弁 
弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の試験検査を第3.8－14表に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能検

査，弁動作確認，車両検査が可能な設計とする。 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホースの系統構成で循

環運転を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポン

プについては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計と

する。ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計

とする。また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施する

ことで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両と
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して，異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は

取替が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，

性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を

確認可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，原子炉停止中

に外観検査として，外観の確認が可能な設計とする。 
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第3.8－14表 格納容器下部注水系（可搬型）の試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試

験及び目視により確認又は取替を実施す

る。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸透探傷試験

及び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試

験及び目視により確認又は，取替を実施す

る。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

（51－5－4～6） 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，通常待機に接続先の系統と分離した状態で西

側及び南側保管場所に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設

計とする。 

（51－3－1～8，51－4－3） 
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 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先の系統と分離された状

態で保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる注水

は，弁操作よって通常待機時の系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管場

所において転倒しない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。設置場所においては，輪止め又は車両転倒防止装置によ

り固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシールド内に設置す

る機器ドレンサンプ及び床ドレンサンプの排水経路は，十分な排水流量

を確保することで，原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の

漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51－3－1～8，51－4－3，51－10－1～14） 
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 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機器の設置

場所及び操作場所を第3.8－15表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側及び西側の接続口の

弁及びホースは，屋外で操作するが，作業に当たっては，放射線量を確

認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施

する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，

状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い

場所で作業を行うことにより，これらの設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

（51－3－1～8，51－4－3） 
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第3.8－15表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は原子炉建屋

西側，高所東側又は高所西側） 

接続口近傍 接続口近傍 

格納容器下部注水系ペデスタル注

水弁 

原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注

入ライン隔離弁 

原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注

入ライン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

格納容器下部注水系ペデスタル注

水流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟3階 中央制御室 

ホース 屋外 屋外 
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3.8.2.2.4.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポ

ンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するためにペデスタル（ドライウェル部）への注水に必要な注

水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，格納容器の破損防止の重要事故シーケンスの

うち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る有効性評価解析（原子炉

設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されているペ

デスタル（ドライウェル部）への注水流量が80m３／hであることから， 

1台当たり約210 m３／hを送水可能な可搬型代替注水中型ポンプを2台使

用する設計とする。 

    全揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水源（西側淡水貯水設備）

と注水先（格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び

弁類の圧損）を考慮して，1台当たり約100mを確保可能な可搬型代替注

水中型ポンプを2台使用する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において，ペデスタル

（ドライウェル部）への注水に必要な流量を確保できる容量を有するも
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のを1セット2台使用する。保有数は，2セットで4台と，故障時及び保守

点検による待機除外時の予備として1台の合計5台を保管する。 

    格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水大型ポ

ンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するためにペデスタル（ドライウェル部）への注水に必要な注

水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，格納容器の破損防止の重要事故シーケンスの

うち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る有効性評価解析（原子炉

設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されているペ

デスタル（ドライウェル部）への注水流量が80m３／hであることから， 

1台当たり約1,320 m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポンプを1台

使用する設計とする。 

    全揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水源（代替淡水貯槽）と注

水先（格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類

の圧損）を考慮して，約140mを確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において，ペデスタル

（ドライウェル部）への注水に必要な流量を確保できる容量を有するも

のを1セット1台使用する。保有数は，2セットで2台と，故障時及び保守

点検による待機除外時の予備として1台の合計3台を保管する。ただし，

予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

の予備1台と共用可能とする。 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事

故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対す
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る設計方針を示す章）」で示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，原子炉圧力容

器下部から落下する溶融炉心を全量保有するために必要な高さを有する

設計とする。また，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコンク

リートの相互作用による侵食及び溶融炉心からコリウムシールドを介し

たペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制可能

な設計とする。 

（51－6－6～20） 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプ側のホースと接続口については，フランジ接続に

することで，一般的に使用される工具を用いてホースを確実に接続でき

る設計とする。また，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東

側接続口及び原子炉建屋西側接続口の口径を統一し，確実に接続できる
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設計とする。 

（51－7－1～5） 

 (3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境

条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できな

くなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に

1箇所及び西側に1箇所，常設代替高圧電源装置置場の東側に1箇所及び

西側に1箇所設置する。 

（51－7－1～5） 
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 (4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ，原子炉建

屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の弁，ホースは，屋外に設置す

る設計とするが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線

防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高

い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮

蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行う

ことにより，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

ホースの接続は，簡便な接続金物により確実に接続が可能な設計とす

る。また，接続口への接続は，簡便なフランジ接続により，一般的な工

具等を用い確実に接続が可能な設計とする。 

（51－3－1～4，51－7－1～5） 
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 (5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置，その他の条件を考慮し，格納容器下

部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図り，発

電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散を図る

設計とする。 

（51－3－1～4，51－8－1，2） 
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 (6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，西側及び南側保管場所に保管

するため，重大事故等時における，保管場所から設置場所までの運搬経

路について，設備の運搬及び移動に支障を来すことのないよう，迂回路

も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての

「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発

電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」

で示す。 

（51－9－1～4） 
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 (7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵プールの冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

    格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型重大事故緩和設備であり，

常設重大事故緩和設備の格納容器下部注水系（常設）に対し多様性，独

立性及び位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については，

3.8.2.1.3項に記載のとおりである。 



 

 

 

 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52 条】 
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9.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

9.9.1 概 要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素

による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある

場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の系統概要図

を第 9.9－1 図から第 9.9－3 図に示す。 

 

9.9.2 設計方針 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心

の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発に

よる破損を防止できるよう，原子炉格納容器内を不活性化するための設備と

して，可搬型窒素供給装置を設ける。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心

の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発に

よる破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素及び酸素を大

気へ排出するための設備として，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心

の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内の水素濃度を監視

する設備として，水素濃度監視設備を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子炉の運転中は，原子炉

格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化する設計とする。 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 
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ａ．可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処設備として，

可搬型窒素供給装置を使用する。 

可搬型窒素供給装置は，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車で構

成し，原子炉格納容器内に窒素を供給することで，ジルコニウム－水反

応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸

素の濃度を可燃限界未満にすることが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・窒素供給装置 

・窒素供給装置用電源車 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系の配管及び弁を重大事故等対処設

備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設

備として使用する。 

ｂ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排 

  出 

原子炉格納容器内に滞留する水素及び酸素を大気へ排出するための重

大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容器，スクラビ

ング水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力開放板，配管・弁類，計

測制御装置等で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原

子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ装置

へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける

放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排
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出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発

生する原子炉格納容器内の水素及び酸素を大気に排出できる設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発

を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ，

ベント開始後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経路に

可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはベントラインを設け，可燃

性ガスを排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度

が可燃領域に達することを防止できる設計とする。 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，水素が蓄積す

る可能性のある排出経路の配管頂部にフィルタ装置入口水素濃度を設け

る。また，放射線量率を測定し，放射性物質濃度を推定できるよう，フ

ィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）を設ける。フィルタ装置入口水素濃度は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，フィ

ルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置 

・圧力開放板 

・窒素供給装置 

・窒素供給装置用電源車 

・フィルタ装置入口水素濃度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 
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・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及び格納容器

圧力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

本系統のうちフィルタ装置入口水素濃度及びフィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）の詳細については，「6.4 計装設備

（重大事故等対処設備）」に記載し，その他系統の詳細については，

「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）による

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行うための重大

事故等対処設備として，格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸

素濃度（ＳＡ）を使用する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，炉

心の著しい損傷が発生した場合に，サンプリング装置により原子炉格納

容器内の雰囲気ガスを原子炉建屋原子炉棟内へ導き，検出器で測定する

ことで，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監

視できる設計とする。格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素

濃度（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か
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ら給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

原子炉格納容器及び不活性ガス系については，「9.1 原子炉格納施設」

に記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備について

は，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

9.9.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

可搬型窒素供給装置は，屋外の保管場所に分散して保管することで，位置

的分散を図る設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動で

きる設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納容

器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，検出器の設置箇所の位置的分散を図る設計とする。また，格納
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容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電源設備」に記載

する。 

 

9.9.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

可搬型窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事

故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，輪留め又は車両転倒防止装置による固定をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，他の設

備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

9.9.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬型窒素供給装置のうち，窒素供給装置は，想定される重大事故等時に

おいて，格納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容器内における水素及び

酸素を排出する前までに，原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度を可燃限
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界未満にするために必要な窒素供給容量を確保するため 1 セット 2 台使用す

る。保有数は，1 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 2 台の合計 4 台を保管する。 

可搬型窒素供給装置のうち，窒素供給装置用電源車は，窒素供給装置 1 セ

ット 2 台への電源供給に必要な容量を有するものを 1 台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台を保管

する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定さ

れる重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が変動する可

能性のある範囲を測定できる設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定さ

れる重大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃

限界濃度を測定できる設計とする。 

 

9.9.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故

等時において，設置場所で可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉

建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）のサンプリング装置の操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室で可能な設計とする。 
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9.9.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が

可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可能な設

計とする。 

可搬型窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアク

セス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め又は車両転倒防止装置

により固定等が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置の窒素供給装置と接続口の接続は，簡便な接続とし，

ホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を統

一する設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定さ

れる重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計

とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室にて監視及びサンプリング装置の操

作が可能な設計とする。 

 

9.9.3 主要設備及び仕様 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の主要機器仕

様を第 9.9－1 表に示す。 

 

9.9.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 



52 条－9 

可搬型窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，発電用

原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度

（ＳＡ）のサンプリング装置は，発電用原子炉の停止中に運転により機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

主要機器仕様 

 

(1) 可搬型窒素供給装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 窒素供給装置 

台   数     2（予備 2） 

容   量     約 200Nm3／h（1 台あたり） 

窒素供給装置用電源車 

台   数     1（予備 1） 

容   量     約 500kVA 

電   圧     440V 

 

(2) 格納容器圧力逃がし装置 

ａ．フィルタ装置 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｂ．圧力開放板 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｃ．窒素供給装置 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 
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ｄ．窒素供給装置用電源車 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｅ．フィルタ装置入口水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

ｆ．フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

ｇ．第二弁操作室遮蔽 

第 8.3－4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｈ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備仕様に

記載する。 

ｉ．第二弁操作室差圧計 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

ｂ．格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 
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第 9.9－3 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統概要図（3）（原子炉格納容器内の水素濃度監視設備及び

酸素濃度監視） 
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52条】 

 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第52条への適合方針 

(1) 可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基

準規則解釈の第1項ａ）） 

(2) 可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の酸素濃度抑制（設置許

可基準規則解釈の第1項ａ）） 

(3)  格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排

出（設置許可基準規則解釈第1項ｃ），ｅ））  

 (4)  原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視（設置許可基準規

則解釈の第１項ｄ）） 

(5) 可燃性ガス濃度制御設備の設置 

(6)  格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度 

3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 可搬型窒素供給装置 

3.9.2.1.1 設備概要 

3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

3.9.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針  

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

（2） 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 
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（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針  

（1） 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

（2） 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

（4） 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

（5） 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

（6） アクセスルートの確保（許可基準規則第 43 条第 3 項六） 

（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第 43 条第 3 項七） 

3.9.2.2 格納容器圧力逃がし装置  

3.9.2.2.1 設備概要 

3.9.2.3 水素濃度及び酸素濃度監視設備  

3.9.2.3.1 設備概要 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

(2) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針  

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針  

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項

三）  
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）

による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆

発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測定

装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの

給電を可能とすること。 
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52 条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素

爆発による破損を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

 

(1) 不活性ガス系による原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基準規則

解釈の第 1 項ａ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内におけ

るジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する水素によ

り，原子炉格納容器内で水素爆発が発生することを防止するため，発電

用原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化

する。なお，不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発

生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付

けない。 

 

(2) 可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の酸素濃度抑制（設置

許可基準規則解釈の第 1 項ａ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内におけ

るジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する水素によ

り，原子炉格納容器内で水素爆発が発生するおそれがある。これらの反

応によって格納容器内水素濃度は，可燃限界濃度を上回るが，可搬型窒

素供給装置である窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車により原子炉

格納容器に窒素を供給し酸素濃度を可燃限界未満とすることで，水素及
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び酸素が同時に可燃限界に到達することを防止する。 

 

(3) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の

排出（設置許可基準規則解釈第 1 項ｃ），ｅ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合おいて水素爆発による原子炉格納容

の破損を防止するための設備として，格納容器圧力逃がし装置を設置す

る。原子炉格納容器内の水素爆発防止のための運用に当たっては，代替

循環冷却を行った際に原子炉格納容器内で発生する水素及び酸素を排出

することを目的とする。なお，上記設備の設置においては以下の条件を

満たす設計とする。 

（ⅰ） 排出経路での水素爆発を防止するため，通常待機時は系統内を可

搬型窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車に

より窒素置換しておくことで，ベント実施時に排出ガスに含まれる

水素と酸素により系統内が可燃領域となることを防止する設計とす

る。また，ベント停止後にフィルタ装置内に蓄積した放射性物質に

よる水の放射線分解で発生する水素及び酸素によって，系統内が可

燃領域に達することを防止するため，可搬型窒素供給装置である窒

素供給装置及び窒素供給装置用電源車により不活性ガスを供給する

ことにより系統内をパージすることが可能な設計とする。 

また，排出経路にフィルタ装置を設置することにより，排出ガス

に含まれる放射性物質を低減することが可能な設計とする。 

また，フィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）を設置することにより，放出された放射性

物質濃度を推定することが可能な設計とする。 

さらに，水素が蓄積する可能性のある排出経路の配管頂部にフィ
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ルタ装置入口水素濃度を設置し，系統内の水素濃度を測定可能な設

計とする。なお，フィルタ装置の出口配管は大気放出端まで連続上

り勾配とし，系統内に水素が滞留することがない設計とする。（設

置許可基準規則解釈の第１項ｃ）） 

（ii） 格納容器圧力逃がし装置の電源については，重大事故等対処設備

である代替電源設備より受電可能な設計とする。 

フィルタ装置入口水素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，フィルタ

装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。

（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

格納容器圧力逃がし装置については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

フィルタ装置入口水素濃度及びフィルタ装置出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(4) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視（設置許可基準

規則解釈の第１項ｄ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度及び酸素濃度が変動する

可能性のある範囲で水素濃度及び酸素濃度を監視するため，原子炉建屋

原子炉棟内に格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）を設置する。格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度

（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの
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給電が可能な設計とし，中央制御室において原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度の監視が可能な設計とする。 

 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策設

備として，以下を整備する。 

 

(5) 可燃性ガス濃度制御設備の設置 

可燃性ガス濃度制御設備は，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器内で発生する水素及び酸素を再結合することにより水

素濃度の抑制を行い，水素爆発による破損を防止する。 

なお，炉心損傷による大量の水素が発生するような状況下では，可燃

性ガス濃度制御系の処理能力を超える水素が発生し，また原子炉格納容

器内の圧力の上昇に伴い可燃性ガス濃度制御系の使用に制限がかかるた

め，炉心の著しい損傷が発生した場合において可燃性ガス濃度制御設備

を使用して原子炉格納容器内の水素濃度を制御する運用については自主

的な運用とする。 

 

(6) 格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，炉心の著しい損傷が

発生した場合において，水素及び酸素濃度が変動する可能性のある範囲

で監視することを目的とし，原子炉格納容器内の雰囲気ガスをサンプリ

ングすることで，原子炉建屋原子炉棟内に設置した水素検出器及び酸素

検出器にて原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度を測定する。 

なお，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度については，設計

基準事故対処設備として設置するものであり，重大事故等時における原
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子炉格納容器内の圧力及び温度では使用できない場合があることから，

炉心の著しい損傷が発生した際に格納容器内水素濃度及び格納容器内酸

素濃度を使用して原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する

運用については自主的な運用とする。 
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3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 可搬型窒素供給装置 

3.9.2.1.1 設備概要 

可搬型窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器破損を防止するために重

大事故緩和設備として設けるものであり，窒素供給装置及び窒素供給装置用

電源車で構成する。 

可搬型窒素供給装置の系統概要図を第 3.9－1 図に，可搬型窒素供給装置

に関する重大事故等対処設備を第 3.9－1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.9－1 図 可搬型窒素供給装置系統概要図 

  

ホース 

窒素供給装置 

窒素供給用 

接続口 

流量計 

窒素供給装置用電源車

空気圧縮機， 

窒素分離装置 

電源ケーブル 
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第 3.9－1 表 可搬型窒素供給装置に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

可搬型窒素供給装置 

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 
配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む） 

燃料給油設備 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備※２ 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）

【常設】 

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）

【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※2 計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計
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方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 (1) 窒素供給装置 

種   類         圧力変動吸着式 

容   量         約200Nm３／h（1台あたり） 

窒 素 純 度         約99.0vol％ 

最高使用温度        60℃ 

供 給 圧 力         約0.5MPa［gage］ 

台   数         2（予備2） 

設 置 場 所         屋外 

保 管 場 所         西側，南側保管場所 

 

 (2) 窒素供給装置用電源車 

エンジン 

台   数         1（予備1） 

使 用 燃 料         軽油 

発電機 

台   数         1（予備1） 

種   類         三相交流発電機 

容   量         約500kVA 

力   率         0.8 
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電   圧         440V 

周 波 数         50Hz 

設 置 場 所         屋外 

保 管 場 所         西側，南側保管場所 

 

3.9.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車で想定する環境条件を第3.9

－2表に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，西側及び南側保管場所に

保管し，重大事故等時に，原子炉建屋付近の屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等における屋外の環境条件を

考慮する設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の操作は，各々に付属するス

イッチにより，設置場所にて操作可能な設計とする。 

地震，風（台風），竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮し
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ても機器が損傷しない設計とする。積雪・火山の影響については，適切

に除雪・除灰する運用とする。 

    また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が

とられた窒素供給装置を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を

行い凍結対策とする。 

（52－3－2，52－7－2～4） 

 

第 3.9－2 表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿

度，放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防

水及び凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留

め等により固定する。 

津波 
津波を考慮し，高台の保管場所に配備することによ

り，機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜

巻，積雪，火山の

影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷

重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，

風（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，位置的

分散を考慮した保管により，機能を損なわない設計と

する。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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 (2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型窒素供給装置の操作に必要な窒素供給装置，窒素供給装置用電

源車及び弁を第3.9－3表に示す。 

窒素供給装置を用いて原子炉格納容器に窒素を供給する場合は，窒素

供給装置用電源車と共に原子炉建屋近傍に配置するとともにホースを原

子炉建屋東側又は原子炉建屋西側の格納容器窒素供給ライン接続口に接

続し，現場操作で格納容器窒素供給ライン元弁を開とし，窒素供給装置

付属のスイッチにより起動することで窒素供給を行う。 

原子炉建屋東側及び原子炉建屋西側の格納容器窒素供給ライン元弁に

ついては，各々原子炉建屋東側接続口近傍の屋外と原子炉建屋西側地下

格納槽内から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車に付属のスイッチは，運転員

等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計とし，機器の名称

等を表示した銘板の取付け等により識別可能とすることで，運転員等の

操作性及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

また，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，設置場所にて車両

を輪留め又は車両転倒防止装置にて固定が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接
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続金物及び一般的な工具により，確実に接続が可能な設計とする。 

（52－3－2，52－4－2） 

 

第 3.9－3 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

窒素供給装置 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所

窒素供給装置用電源車 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所

格納容器窒素供給ライン元弁

（原子炉建屋東側又は西側）
弁閉→弁開 手動操作 

原子炉建屋東側

屋外又は 

原子炉建屋西側

地下格納槽 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の試験検査を第3.9－4表に示

す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，発電用原子炉運転中又は

停止中に，機能・性能検査，弁動作確認，車両検査が可能な設計とす

る。 
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    機能・性能確認として，窒素供給装置用電源車と窒素供給装置を接続

し，試運転を実施することにより，流量の確認に加え，運転時の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ホースについては，

機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，ジョイント部の腐食等が

無いことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計

とする。また，発電用原子炉停止中に弁動作確認を実施することで，弁

の開閉動作を確認可能な設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，車両として異常なく走行

できることを確認可能な設計とする。 

（52－4－2，52－5－2） 

 

第3.9－4表 可搬型窒素供給装置の試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
窒素供給装置及び窒素供給装置用電源

車の運転状態確認 

停止中 
弁分解点検 

弁動作確認 

浸透探傷試験及び目視試験 

弁開閉動作の確認 

停止中 車両検査 車両の走行確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機時は接続先の系

統と分離された状態で西側及び南側保管場所に保管し，本来の用途以外

の用途には使用しない設計とする。 

（52－4－2） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機時は接続先の系

統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 
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窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車による窒素供給は，弁操作や

接続によって通常待機時の系統構成から重大事故等対象設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，保管場所において転倒し

ない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設

置場所においては，車両転倒防止装置又は輪止めにより固定すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，窒素供給装置及

び窒素供給装置用電源車は，固縛等を実施することで，飛散物となって

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（52－3－2，52－4－2） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型窒素供給装置の系統構成に操作が必要な機器の設置場所及び操

作場所を第3.9－5表に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の接続及び操作は屋外で実施

するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策
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で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合

は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設

置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことに

より，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の設置並びに常設設備と

の接続が可能な設計とする。 

（52－3－2，52－7－2） 

 

第 3.9－5 表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

窒素供給装置 屋外設置場所 屋外設置場所 

窒素供給装置用電源車 屋外設置場所 屋外設置場所 

格納容器窒素供給ライン元弁

（原子炉建屋東側又は西側）

原子炉建屋東側屋外 

又は 

原子炉建屋付属棟西側

地下格納槽 

原子炉建屋東側屋外 

又は 

原子炉建屋付属棟西側

地下格納槽 

 

3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，炉心の著しい損傷が発生
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した場合において，水の放射線分解によって発生する水素及び酸素濃度

上昇の抑制が可能な窒素供給量を有する設計とする。 

供給量としては，有効性評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用する場合）」に

おいて，設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系の性能評価

で使用しているＧ値を採用した場合に，有効性が確認されている原子炉

格納容器への供給量が400Nm３／hであることから，窒素供給装置1台あ

たり200Nm３／hを供給可能な設計とし，2台使用する設計とする。 

窒素供給装置は，重大事故等時において窒素供給に必要な容量を有す

るものを1セット2台と，故障時及び保守点検による待機除外時の予備用

として2台の合計4台を保管する。 

窒素供給装置用電源車は，窒素供給装置 1 セット 2 台への電源供給に

必要な容量を有するものを 1 台と，故障時及び保守点検による待機除外

時の予備用として 1 台の合計 2 台を保管する。 

（52－6－2～5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型窒素供給装置の窒素供給装置に付属のホースと格納容器窒素供

給ライン接続口（原子炉建屋東側又は原子炉建屋西側）については，フ

ランジ接続にすることで，一般的に使用される工具を用いてホースを確

実に接続が可能な設計とする。また，格納容器窒素供給ライン接続口

（原子炉建屋東及び原子炉建屋西側）の口径を統一し，確実に接続が可

能な設計とする。 

（52－7－2） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

可搬型窒素供給装置は，水又は電力を供給するものではないものの，

原子炉格納容器へ窒素を供給する接続口は，重大事故等時の環境条件，

自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなる
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ことを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に1箇所

及び西側に1箇所設置する。 

（52－7－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の接続及び操作は屋外で実施

するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策

で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合

は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設

置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことに

より，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の設置並びに常設設備と

の接続が可能な設計とする。 

また，ホースと接続口の接続は，簡便なフランジ接続により一般的な

工具等を用い確実に接続が可能な設計とする。 

（52－3－2，52－7－2） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，地震，津波その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響他

の条件を考慮し，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

（52－3－2，52－8－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機時は西側及び南

側保管場所に保管するため，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける，保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動

に支障を来すことのないよう，別ルートも考慮して複数のアクセスルー

トを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海

第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で示す。 

（52－9－2） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許  

可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，重大事故緩和設備であ

り，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散

を図る設計とする。 
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3.9.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.9.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器破損を防止するため

に重大事故緩和設備として設けるものであり，フィルタ装置，第一弁（サプ

レッション・チェンバ側），第一弁（ドライウェル側），第二弁，第二弁バイ

パス弁及び圧力開放板で構成する。 

格納容器圧力逃がし装置の系統概要図を第 3.9－2 図，格納容器圧力逃が

し装置に関する重大事故等対処設備を第 3.9－6 表に示す。 

 

 

 

第 3.9－2 図 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 
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第 3.9－6 表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

格納容器圧力逃がし装置※１ 

フィルタ装置【常設】※１ 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】※１ 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】※１ 

第二弁【常設】※１ 

第二弁バイパス弁【常設】※１ 

遠隔人力操作機構【常設】※１ 

第二弁操作室遮蔽【常設】※１ 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）【可搬】※１ 

第二弁操作室差圧計【常設】※１ 

圧力開放板【常設】※１ 

可搬型窒素供給装置 

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

フィルタ装置入口水素濃度※４ 

フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）※４

関連設備 

付属設備

フィルタ装置遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

移送ポンプ【常設】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

水源※２ 
西側淡水貯水設備【常設】 

代替淡水貯槽【常設】 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）【常

設】 

真空破壊装置【常設】 

窒素供給配管・弁【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（配管・弁）【常設】 

移送配管・弁【常設】 

補給水配管・弁【常設】 

注水先 フィルタ装置【常設】 
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第 3.9－6 表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連設備 

電源設備※３

（燃料給油設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※４

フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置圧力【常設】 

フィルタ装置スクラビング水温度【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

※1 「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す



3.9－28 

る設計方針を示す章）」で示す。  
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3.9.2.3 水素濃度及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の

著しい損傷が発生した場合に水素濃度及び酸素濃度が変動する可能性のある

範囲で監視することを目的として，原子炉格納容器内の雰囲気ガスをサンプ

リングすることで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する水素検出器及び酸素検

出器にて原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリ

ング装置は，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを圧縮機により吸い込み，測定

に影響を与える蒸気凝縮が生じないようサンプリング系統及びサンプリング

装置内にトレースヒータ及びキャビネットヒータを設置し温度調節を行う。 

サンプリング装置内は温度・圧力制御され，湿度検出器によりサンプリン

グガスの湿度を測定した後，水素検出器を通り原子炉格納容器内（ドライウ

ェル，サプレッション・チェンバ）の水素濃度を測定する。さらに湿度検出

器及び水素検出器を通ったサンプリングガスを冷却器（ペルチェガスクー

ラ）にて一定温度に冷却後，酸素検出器により酸素濃度を測定し，湿度検出

器の測定値により補正を行う。 

全交流動力電源喪失が発生した場合においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とし，中央制御室において原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な設計とする。 

水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する系統概要図を第 3.9－3 図，重大

事故等対処設備一覧を第 3.9－7 表に示す。 
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第 3.9－3 図 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する系統概要図 

  

サンプリング装置（Ａ）

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

冷却器

O2E圧縮機

タンク

ガスサンプラ

H2E

MO

MO

MO

SV

コイル

ME

電源

指示

中央制御室

演算装置

原子炉建屋付属棟

ペルチェガス
クーラー

検出器信号

サンプリングライン H2E：水素検出器

O2E：酸素検出器トレースヒータ

空気作動弁
ME ：湿度検出器

キャビネットヒータ範囲

MO
電動弁

SV
電磁弁 逆止弁

背圧弁

サンプリング装置（Ｂ）

MO

MO

MO

冷却器

O2E圧縮機

タンク

H2E

SV

コイル

ME

電源

ペルチェガス
クーラー
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第 3.9－7 表 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む）

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。  
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3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

設備の主要機器仕様を以下に示す。 

(1) 格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    種   類      熱伝導式 

    計 測 範 囲      0～100vol％ 

    個   数      2 

    取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟 3 階 

原子炉建屋原子炉棟 2 階 

 

(2) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

   種   類      磁気力式 

   計 測 範 囲      0～25vol％ 

   個   数      2 

   取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟 3 階 

原子炉建屋原子炉棟 2 階 

 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重，
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その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を

有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，原

子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等が発生した場合における，原子炉建屋原子炉棟内の環境

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の第

3.9－8 表に示す設計とする。 

（52－3－3，52－3－4） 

 

第 3.9－8 表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する

設計とする。 

風（台風）・竜巻・

積雪・火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によ

る影響を考慮した設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，サ

ンプリング装置を起動し，中央制御室にて監視する設計とする。サンプ

リング装置は，中央制御室の制御盤から操作が可能な設計とする。 

中央制御室からサンプリング装置を操作するにあたり，運転員の操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については操

作器に名称を表示させ，運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作が

可能な設計とする。 

操作対象機器を第 3.9－9 表に示す。 

（52－3－5） 

 

第 3.9－9 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

（サンプリング装置） 

停止⇒起動 

自動⇔手動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔

Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 スイッチ操作 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，第

3.9－10 表に示すように発電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能

な設計とする。検出器（格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸

素濃度（ＳＡ））の機能・性能の確認として，基準ガスによる校正及び

模擬入力による計器校正を行う。また，格納容器内水素濃度（ＳＡ）及

び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置は，発電用原子炉の

停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

（52－5－3，52－5－4） 

 

第 3.9－10 表 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験検査 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能検査 

基準ガス校正 

計器校正 

運転性能確認，漏えい確

認（サンプリング装置）

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設
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備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，本

来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

（52－4－3） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項                   

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，他

の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の
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操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，重

大事故等時においてサンプリング装置を起動し，中央制御室にて監視が

可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）の設置

場所並びにサンプリング装置の設置場所及び操作場所を第3.9－11表に

示す。 

サンプリング装置は，中央制御室にて操作を実施する設計とするた

め，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少なく操作が可能である。 

（52－3－5） 

 

第3.9－11表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

原子炉建屋 

原子炉棟2階，3階 
中央制御室 
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3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損傷時に原子炉格納容

器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲（重大事故等時：約

56.6vol％以下）を監視できることが主な役割であることから，0～

100vol％を計測可能な設計とする。 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定される重大事故等が発生した場

合において，原子炉格納容器内の酸素濃度が変動する可能性のある範囲

（重大事故等時：約4.3vol％以下）を監視できることが主な役割である

ことから，0～25vol％を計測可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想

定される重大事故等が発生した場合において，原子炉格納容器内の水素

爆発を防止するため，その可燃限界濃度を計測可能な設計とする。 

（52－6－6～9） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発
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電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，二

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格

納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度と，検出器を原子炉建屋原子

炉棟内の別階層又は同階層の離れた位置に可能な限り位置的分散を図

り，地震，火災，溢水等の共通要因故障によって同時に機能を損なわれ
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ない設計とする。また，電源については，非常用交流電源設備である非

常用ディーゼル発電機に対して多様性を持った常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備から給電可能な設計とする。 

（52－2－2，52－3－3，52－3－4） 



3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53 条】 

基準適合への対応状況 



53 条-1 

9.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

9.10.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による

損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の構造図及び系

統概要図を第 9.10－1 図から第 9.10－4 図に示す。 

9.10.2 設計方針 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，原子炉

建屋等の損傷を防止するための水素排出設備として，原子炉建屋ガス処理系

を設けるとともに，水素濃度制御設備として，静的触媒式水素再結合器及び

静的触媒式水素再結合器動作監視装置を設ける。また，原子炉建屋内の水素

濃度が変動する可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，原子

炉建屋水素濃度監視設備を設ける。 

(1) 水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

ａ．原子炉建屋ガス処理系による水素排出 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，炉

心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いした水素等を含む気体を排出することで，水素爆発による原子炉建屋

原子炉棟の損傷を防止するとともに，放射性物質を低減するための重大

事故等対処設備として，水素排出設備である原子炉建屋ガス処理系の非

常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

フィルタトレイン及び非常用ガス再循環系フィルタトレインを使用する。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいする水素等を含む気体を吸引
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し，非常用ガス処理系フィルタトレイン及び非常用ガス再循環系フィル

タトレインにて放射性物質を低減して主排気筒に隣接する非常用ガス処

理系排気筒から排出することで，原子炉建屋原子炉棟内に水素が滞留せ

ず，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷の防止が可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が規定値に達した場合には，非常用

ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機を停止し，水素爆発を

防止する設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，非常用交

流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排風機 

・非常用ガス再循環系排風機 

・非常用ガス処理系フィルタトレイン 

・非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備として使用する。 

ｂ．静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，炉

心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に水素

が漏えいした場合において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑
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制し，水素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設備と

して，水素濃度制御設備である静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式

水素再結合器動作監視装置を使用する。 

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子

炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素と酸素を触媒反

応によって再結合させることで，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上

昇を抑制し，原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器の

入口側及び出口側の温度により静的触媒式水素再結合器の作動状態を中

央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視

装置は，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素再結合器 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，原子炉建屋原子炉棟を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

ｃ．水素濃度監視 

(a) 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，

炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に
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漏えいした水素の濃度を測定するため，炉心の著しい損傷が発生した

場合に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等

対処設備として，原子炉建屋水素濃度監視設備である原子炉建屋水素

濃度を使用する。 

原子炉建屋水素濃度は，中央制御室において連続監視できる設計と

し，原子炉建屋水素濃度のうち，原子炉建屋原子炉棟 6 階に設置する

ものについては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く原子炉建屋原子炉棟に設置する

ものについては，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋水素濃度 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設

備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備につい

ては，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

9.10.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に
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示す。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置と原子炉建屋水素濃度は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性

を有する設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子

炉建屋水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代

替直流電源設備からの給電により作動できる設計とする。 

電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設備」に

記載する。 

9.10.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟 6 階壁面近傍に設置し，

他の設備と独立して作動する設計とするとともに，重大事故等時の再結合反

応による温度上昇が重大事故等時に使用する他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度は，他の設

備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
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る。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合

器内の水素流路を妨げない配置及び寸法とすることで，静的触媒式水素再結

合器の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉格納容器外に漏えいした可燃限界濃度未

満の水素を含む空気を排出させる機能に対して，設計基準事故対処設備とし

ての原子炉建屋原子炉棟内の空気の排出能力を使用することにより，原子炉

建屋原子炉棟内の水素を屋外に排出し水素濃度を可燃限界濃度未満にして水

素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止できるため，設計基準事故対

処設備と同仕様のファン容量及びフィルタ容量を有する設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，想定される重大事故等時において，有効燃料

部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する水素

（約 1,400kg）が，原子炉格納容器の設計圧力の 2 倍における原子炉格納容

器漏えい率に対して保守的に設定した漏えい率（10％／日）で漏えいした場

合において，ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確か

さを考慮しても，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域

に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟内の水素の効率的

な除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器作動時

に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟 6 階の天井付近に分散させた

適切な位置に配置し，想定される重大事故等時において，原子炉建屋原子炉
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棟内の水素濃度を測定できる設計とする。また，原子炉建屋水素濃度は，原

子炉建屋原子炉棟 6 階以外の水素が漏えいする可能性の高いエリアにも設置

し，水素の早期検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

9.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

また，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子

炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

9.10.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

水素排出設備として設ける原子炉建屋ガス処理系は，想定される重大事故

等時において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用し弁操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。原子炉建屋ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作

が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子

炉建屋水素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，水素と酸素が流入すると触媒反応によって受

動的に起動する設備とし，操作不要な設計とする。静的触媒式水素再結合器
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動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度は，中央制御室で監視が可能な設計と

する。 

9.10.3 主要設備及び仕様 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の主要機器仕様

を第 9.10－1 表に示す。 

9.10.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認と

して触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，発電用原子炉の停止中に模擬入

力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性

能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。  

　53条－8　



53 条-9 

第 9.10－1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の主

要機器仕様 

(1) 非常用ガス処理系排風機 

   第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 (2) 非常用ガス再循環系排風機 

   第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 (3) 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 (4) 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

   第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

(5) 静的触媒式水素再結合器 

     種 類     触媒反応式 

     基  数     24 

     水素処理容量   約 0.5kg／h（1基当たり）（水素濃度4.0vol％，

100℃，大気圧において） 

(6) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

　53条－9　



53 条-10 

(7) 原子炉建屋水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記

載する。 

　53条－10　
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触媒カートリッジ     静的触媒式水素再結合器 

第 9.10－1 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

構造図 

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 

　53条－11　



53 条-12 

第 9.10－2 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

系統概要図（原子炉建屋ガス処理系による水素排出） 

　53条－12　



53 条-13 

第 9.10－3 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

系統概要図 

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 
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53 条-14 

第 9.10－4 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備  

系統概要図（原子炉建屋水素濃度監視による水素濃度測定） 
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　53条－14　
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

(1) 原子炉建屋ガス処理系（設置許可基準規則解釈の第1項 a），c）） 

(2) 静的触媒式水素再結合器（設置許可基準規則解釈の第1項 a），c）） 

(3) 水素濃度の監視設備（設置許可基準規則解釈の第1項 b），c）） 

(4) 格納容器頂部注水系 

3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素再結合器 

3.10.2.1.1 設備概要 

3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 
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(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第

３号） 

3.10.2.2 原子炉建屋水素濃度 

3.10.2.2.1 設備概要 

3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 原子炉建屋水素濃度 

3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第

３号） 

3.10.2.3 原子炉建屋ガス処理系  

3.10.2.3.1 設備概要 

3.10.2.3.2 主要設備の仕様  

(1) 非常用ガス処理系排風機 
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(2) 非常用ガス再循環系排風機 

(3) 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

(4) 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

3.10.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針  

3.10.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針  

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

3.10.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針  

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第３

号） 

3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 格納容器頂部注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物

質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発に

よる損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋

等の損傷を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止する

ために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがな

いことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止

する機能を付けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置す

ること。 

 ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定でき

る監視設備を設置すること。 

 ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすること。 



3.10－2 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による

損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，原子炉

建屋等の損傷を防止するための水素排出設備として，原子炉建屋ガス処理系

を設けるとともに，水素濃度制御設備として，静的触媒式水素再結合器及び

静的触媒式水素再結合器動作監視装置を設ける。また，原子炉建屋内の水素

濃度が変動する可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，原子

炉建屋水素濃度監視設備を設ける。 

(1) 水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

ａ．原子炉建屋ガス処理系による水素排出（設置許可基準規則解釈の第１

項ａ），ｃ）） 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，炉

心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いした水素等を含む気体を排出することで，水素爆発による原子炉建屋

原子炉棟の損傷を防止するとともに，放射性物質を低減するための重大

事故等対処設備として，非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環

系排風機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいする水

素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系フィルタトレイン及び非常

用ガス再循環系フィルタトレインにて放射性物質を低減して主排気筒に

隣接する非常用ガス処理系排気筒から排出することで，原子炉建屋原子

炉棟内に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷の

防止が可能な設計とする。 
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非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，非常用交

流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

ｂ．静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制（設置許可基準規

則解釈の第１項ａ），ｃ）） 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，炉

心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に水素

が漏えいした場合において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑

制し，水素濃度を可燃限界未満に制御する重大事故等対処設備として，

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子炉

格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素と酸素を触媒反応

によって再結合させることで，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇

を抑制し，原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器の

入口側及び出口側の温度により静的触媒式水素再結合器の作動状態を中

央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視

装置は，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

ｃ.水素濃度監視 

(a) 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，

炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内

に漏えいした水素の濃度を測定するため，炉心の著しい損傷が発生

した場合に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる重大

事故等対処設備として，原子炉建屋水素濃度は，中央制御室において
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連続監視できる設計とし，原子炉建屋水素濃度のうち，原子炉建屋原

子炉棟 6 階に設置するものについては，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備から，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く原子

炉建屋原子炉棟に設置するものについては，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源

設備，可搬型代替直流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

  また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋原子炉棟の水

素爆発による損傷を防止するために，自主対策設備として以下の設備を設置

する。 

d．格納容器頂部注水系（設置許可基準規則解釈の第１項ａ），ｃ）） 

   原子炉ウェルに注水することで，原子炉格納容器トップヘッドフランジ

を冷却する格納容器頂部注水系を設置する。格納容器頂部注水系は，水素

漏えいを防止することはできないが，原子炉格納容器トップヘッドフラン

ジのシール材の熱劣化を緩和し，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟

への水素漏えいを抑制する設計とする。格納容器頂部注水系には，常設と

可搬型がある。 

   格納容器頂部注水系（常設）は，重大事故等時において，常設低圧代替

注水系ポンプにより代替淡水貯槽を水源として原子炉ウェルに注水するこ

とで，原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を冷却する設計とする。 

   格納容器頂部注水系（可搬型）は，重大事故等時において，原子炉建屋

外から代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備を水源として可搬型代替注水大

型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプにより原子炉ウェルに注水するこ

とで，原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を冷却する設計とする。 
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3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素再結合器 

3.10.2.1.1 設備概要 

  静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素爆発を防止する機能を

有する。静的触媒式水素再結合器は，触媒カートリッジ及びハウジングで構

成し，運転員による起動操作を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉建

屋原子炉棟内に漏えいした水素を触媒反応により酸素と再結合させる設備で

ある。 

  静的触媒式水素再結合器動作監視装置として静的触媒式水素再結合器の入

口側及び出口側に温度計を設置し，静的触媒式水素再結合器の作動状態を中

央制御室にて監視が可能な設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作

監視装置は，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

  静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概要

図を第3.10－1図及び第3.10－2図に，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒

式水素再結合器動作監視装置に関する重大事故等対処設備一覧を第3.10－1

表に示す。 
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       触媒カートリッジ 

      （ハウジングに内蔵）        ハウジング  

第3.10－1図 静的触媒式水素再結合器 概要図 

第3.10－2図 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 概要図 
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第3.10－1表 静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視

装置に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
静的触媒式水素再結合器【常設】 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉建屋原子炉棟【常設】 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む） 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

 可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」に示す。 
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3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

    種 類      触媒反応式 

    水素処理容量    約0.5kg／h（1基当たり）（水素濃度

4.0vol％，100℃，大気圧において） 

    最高使用温度    300℃ 

    基 数      24 

    本体材料      ステンレス鋼 

    取付箇所      原子炉建屋原子炉棟6階 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    種 類      熱電対 

    計測範囲      0～300℃ 

    個 数      4（2基の静的触媒式水素再結合器に対して出

入口に1個設置）※

   取付箇所      原子炉建屋原子炉棟6階 

※ 静的触媒式水素再結合器1基当たり2個（入口側及び出口側）の熱電対

を取り付ける。2基の静的触媒式水素再結合器に対して静的触媒式水素

再結合器動作監視装置を取り付けるため，熱電対は，4個となる。 
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3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置

は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考

慮し，第3.10－2表に示す設計とする。なお，静的触媒式水素再結合器

は，触媒が湿度及び蒸気により性能低下することを防止するため，触媒

粒に疎水コーティングを施す設計とする。 
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第3.10－2表 想定する環境条件 

環境条件 対 応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しない設計とする（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本方

針」に示す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計

とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

（53－3－2） 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器は，水素と酸素が流入すると触媒反応により

受動的に起動する設備とし，操作が不要な設計とする。また，静的触媒

式水素再結合器の作動状況は，静的触媒式水素再結合器動作監視装置に
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より確認が可能な設計とする。 

    なお，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等時におい

て，中央制御室にて監視が可能な設計であり，現場又は中央制御室にお

ける操作は発生しない。 

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素再結合器は，第3.10－3表に示すように，発電用原子

炉の停止中に機能・性能検査及び外観検査が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に機能・性能検査

として専用の検査装置を用意し，静的触媒式水素再結合器内の触媒カー

トリッジを抜き取り，検査装置にセットした後，水素を含む試験ガスを

通気することで，触媒カートリッジの水素処理性能確認が可能な設計と

する。また，静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に，外

観検査として触媒カートリッジに異物の付着がないこと及びハウジング

が設計どおりの形状を保持していることの確認が可能な設計とする。 

（53－5－2，53－7） 
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第3.10－3表 静的触媒式水素再結合器の試験検査 

発電用原子炉

の状態 
項 目 内 容 

停止中 

外観検査 
触媒カートリッジの外観確認 

ハウジングの外観確認 

機能・性能検査 触媒カートリッジの水素処理性能確認 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，第3.10－4表に示すよう

に，発電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能検査として検出器の絶縁抵抗測定，温度1点確認及び模擬入力

による計器校正が可能な設計とする。 

第3.10－4表 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の試験検査 

発電用原子炉

の状態 
項 目 内 容 

停止中 機能・性能検査 

絶縁抵抗測定 

温度1点確認 

計器校正 

（53－5－3） 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器は，重大事故等時における原子炉建屋原子炉

棟内の水素濃度上昇抑制機能としてのみ使用することとし，本来の用途

として使用する設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装

置は，重大事故等時における静的触媒式水素再結合器の動作確認に使用

するものであり，本来の用途として使用する設計とする。そのため，静

的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置につい

て，切替操作は発生しない。 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器は，他の設備と独立して原子炉建屋原子炉棟

6階壁面近傍に機器単独で設置することで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。また，静的触媒式水素再結合器は，水素が存在しない

場合には再結合反応を起こすことはなく，発電用原子炉の運転中に他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。重大事故等時において，原子炉

建屋原子炉棟6階に水素が漏えいした場合に，静的触媒式水素再結合器

は，再結合反応により温度上昇するが，重大事故等時に使用する設備の

機能に影響を与えるような温度範囲となる位置に配置しないことで，他
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の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。なお，再結合反応により発生

した水は，蒸気として静的触媒式水素再結合器出口より排出されるた

め，他の設備に悪影響を及ぼさない。 

（53－3－2） 

    静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，他の設備と電気的な分離を

行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静的触

媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器内への水素

ガス流入流路に対して十分小さくすることで，静的触媒式水素再結合器

の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53－7） 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器は，触媒反応により受動的に運転する設備と

し，現場における操作は発生しない。 

    静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等時において，中

央制御室にて監視が可能な設計であり，現場における操作は発生しな

い。  
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3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す 

    静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合において，原子炉建

屋原子炉棟6階の水素濃度を可燃限界未満に制御し，原子炉建屋原子炉

棟での水素爆発を防止するために必要な水素処理容量を有する設計とす

る。また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟6階内の水

素の効率的な除去を考慮して，原子炉建屋原子炉棟6階に分散して配置

する。 

    静的触媒式水素再結合器は，重大事故等時において，原子炉格納容器

内に存在するガス状よう素による性能低下を考慮し，必要な水素処理容

量に裕度を持たせた容量を有する基数を配備する。基数の設定に当たっ

ては，水素発生量として燃料有効部被覆管（ＡＦＣ）100％に相当する

1,400kgとする。また，発生した水素が原子炉格納容器から原子炉建屋

原子炉棟に漏えいする原子炉格納容器漏えい率としては，格納容器圧力

2Pd（設計圧力の2倍）における原子炉格納容器漏えい率である約1.4％

／dayに余裕を考慮し，10％／dayとする。これらに加えて，反応阻害物

質ファクタ 0.5を考慮し，静的触媒式水素再結合器の基数は，上記に示

す水素漏えい量において，原子炉建屋原子炉棟6階を可燃限界未満に処

理することが可能な24基とする。 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器作

動時に想定される温度範囲を監視可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，その動作原理から故障は考え難く，原子

炉建屋原子炉棟6階の水素濃度が上昇した場合には一様に触媒反応を起

こして温度が上昇すると想定している。したがって，静的触媒式水素再

結合器動作監視装置の必要個数は1個と考えるが，位置的分散を考慮し

て，原子炉建屋原子炉棟6階の両壁面に配置した静的触媒式水素再結合

器のうち，それぞれ1基（計2基）に設置する設計とする。（2基の静的

触媒式水素再結合器の入口側及び出口側に熱電対を1個ずつ設置ため，

合計4個の熱電対を設置する。） 

（53－3－2，53－6－5～6） 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 
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    静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置に

ついては，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第３

号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    静的触媒式水素再結合器は，重大事故緩和設備であり，同一目的の設

計基準事故対処設備はない。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，熱電対方式であり，水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備である触媒式及び熱

伝導式の原子炉建屋水素濃度とは多様性を有する計測方式とする。ま

た，原子炉建屋原子炉棟6階の両壁面付近に設置する静的触媒式水素再

結合器動作監視装置に対して原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉

棟6階の天井付近，2階及び地下1階に設置することで，位置的分散を図

る設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，非常用

交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型
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代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。（53－2－4，53－3

－2～5） 
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3.10.2.2 原子炉建屋水素濃度 

3.10.2.2.1 設備概要 

  原子炉建屋水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－水反

応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生

し続ける水素が原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟へ漏えいした場合

に，原子炉建屋原子炉棟において，水素濃度が変動する可能性のある範囲で

測定を行い，中央制御室にて連続監視が可能な設計とする。また，原子炉建

屋水素濃度のうち，原子炉建屋原子炉棟6階に設置するものについては，常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，原子炉建屋原子炉棟

6階を除く原子炉建屋原子炉棟に設置するものについては，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

  原子炉建屋水素濃度に関する系統概要図を第3.10－3図に，重大事故等対

処設備一覧を第3.10－5表に示す。 
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第 3.10－3 図 原子炉建屋水素濃度の系統概要図 
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第3.10－5表 原子炉建屋水素濃度に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建屋水素濃度【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

 可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」に示す。 
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3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 原子炉建屋水素濃度 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

   種 類      触媒式，熱伝導式 

   計測範囲      触 媒 式：0～10vol％ 

             熱伝導式：0～20vol％ 

    個 数      触 媒 式：2 

             熱伝導式：3 

   取付箇所      触 媒 式：原子炉建屋原子炉棟6階 

             熱伝導式：原子炉建屋原子炉棟2階， 

                 原子炉建屋原子炉棟地下1階 



3.10－23 

3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等時における原子炉建屋原子

炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第3.10－6表に示す設計とする。 
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第3.10－6表 想定する環境条件 

環境条件 対 応 

温度，圧力，湿度，放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定

される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置する設備ではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しない設計とする。（詳細は，「2.1.2

耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置

する設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪，火山

の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。

電磁的障害 
重大事故等時においても電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

（53－3－3～5） 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において，中央制御室にて監視

が可能な設計であり，現場又は中央制御室における操作は発生しない。 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，第3.10－7表に示すように，発電用原子炉の

停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。また，原子炉建屋水素濃

度は，検出器の機能・性能検査として基準ガスによる校正及び模擬入力

による計器校正が可能な設計とする。 

第3.10－7表 原子炉建屋水素濃度の試験検査 

発電用原子炉

の状態 
項 目 内 容 

停止中 機能・性能検査 
基準ガス校正 

計器校正 

（53－5－3，53－5－4） 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，本来の用途として使用する設計とする。 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

 (ⅰ) 要求事項

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において，中央制御室にて監視

が可能な設計であり，現場における操作は発生しない。 



3.10－27 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水

素が原子炉建屋原子炉棟に漏えいした場合に，静的触媒式水素再結合器

による水素濃度低減（可燃限界である4vol％未満）をトレンドとして連

続的に監視できることが主な役割であることから，原子炉建屋原子炉棟

6階において，0～10vol％を計測可能な設計とする。また，原子炉建屋

水素濃度は，水素が最終的に滞留する原子炉建屋原子炉棟6階の天井付

近に位置的分散を考慮して設置するとともに，原子炉格納容器内で発生

した水素が漏えいする可能性のある原子炉建屋原子炉棟2階及び地下1階

にも設置し，水素の早期検知及び滞留状況把握のため，0～20vol％を計

測可能な設計とする。 

（53－3－3～5）（53－6－7～8） 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな
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い。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，原子炉建屋水素

濃度は，共用しない。 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第３

号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    原子炉建屋水素濃度は，触媒式及び熱伝導式であり，同一目的の水素

爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備である熱電対式の

静的触媒式水素再結合器動作監視装置とは多様性を有した計測方式とす

る。また，原子炉建屋原子炉棟6階の天井付近，2階及び地下1階に設置

する原子炉建屋水素濃度に対して静的触媒式水素再結合器動作監視装置

は原子炉建屋原子炉棟6階両壁面付近に設置することで，位置的分散を

図る設計とする。また，原子炉建屋水素濃度は，非常用交流電源設備に
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対して多様性を有する常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電によ

り作動できる設計とする。           

（53－2－2～3，53－3－2～5） 
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3.10.2.3 原子炉建屋ガス処理系 

3.10.2.3.1 設備概要 

  水素排出設備である原子炉建屋ガス処理系は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合に原子炉建屋等の水素爆発を防止ため，水素を排出し原子炉建屋原子

炉棟内に水素の滞留を防止することを目的として設置するものである。 

  原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィル

タトレインで構成する。 

  原子炉建屋ガス処理系は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟へ漏え

いする水素を含む気体を吸引し，放射性物質を低減しつつ原子炉建屋外に排

出することで，原子炉建屋原子炉棟内に水素が滞留しない設計とする。ま

た，原子炉建屋ガス処理系は，非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電を可能とする。 

  原子炉建屋ガス処理系に関する系統概略図を第3.10－4図に，重大事故等

対処設備一覧を第3.10－8表に示す。 
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第3.10－4図 原子炉建屋ガス処理系 系統概略図 
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第3.10－8表 原子炉建屋ガス処理系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

非常用ガス再循環系排風機【常設】 

非常用ガス処理系排風機【常設】 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン【常設】 

非常用ガス処理系フィルタトレイン【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

非常用ガス再循環系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系排気筒【常設】 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む）

非常用交流電源設備 

 ２Ｃ 非常用ディーゼル発電機【常設】 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機【常設】 

 ２Ｃ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

 ２Ｃ 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ【常設】 

 ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ【常設】 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備 － 

※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」に示す。 
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3.10.2.3.2 主要設備の仕様 

 (1) 非常用ガス処理系排風機 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・原子炉建屋ガス処理系 

   ・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

   ・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

    台 数      2（うち１は予備） 

    容 量      約 3,570m３／h（1 台当たり） 

 (2) 非常用ガス再循環系排風機 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・原子炉建屋ガス処理系 

   ・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

   ・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

    台 数      2（うち１は予備） 

    容 量      約 17,000m３／h（1 台当たり） 

 (3) 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・原子炉建屋ガス処理系 

   ・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

    型 式      電気加熱器，粒子用高効率フィルタ及びよう

素用チャコールフィルタ内蔵型 

    基 数      2（うち１は予備） 

    容 量      約 3,570m３／h（1 基当たり） 
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    チャコール層厚さ  約 150mm 

    よう素除去効率   97％以上（系統効率） 

    粒子除去効率    99.97％以上（直径 0.5μm 以上の粒子） 

 (4) 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・原子炉建屋ガス処理系 

   ・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

    型 式      電気加熱器，粒子用高効率フィルタ及びよう

素用チャコールフィルタ内蔵型 

    基 数      2（うち１は予備） 

    容 量      約 17,000m３／h（1 基当たり） 

    チャコール層厚さ  約 50mm 

    よう素除去効率   90％以上（系統効率） 

    粒子除去効率    99.97％以上（直径 0.5μm 以上の粒子） 
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3.10.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.10.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，原

子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮

し，第3.10－9表に示す設計とする。 

    非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機操作は，中央

制御室で可能な設計とする。 
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第3.10－9表 想定する環境条件 

環境条件 対 応 

温度，圧力，湿度，放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しない設計 とする。（詳細は，「2.1.2

耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する

設計とする。

風（台風），竜巻，積雪，火山

の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。

電磁的影響 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，重

大事故等時において，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件（被ばく影響
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等）を考慮の上，中央制御室にて操作可能な設計とする。 

    原子炉建屋ガス処理系の運転切替は，原子炉建屋隔離信号による自動

作動のほか，中央制御室でのスイッチ操作による手動切替も可能な設計

とし，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する

ことが可能な設計とする。 

    操作が必要な対象機器について，第3.10－10表に示す。 

第3.10－10表 操作対象機器（換気設備） 

機器名称 操作内容 操作場所 操作方法 

非常用ガス再循環系排風機 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

非常用ガス処理系排風機 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，第

3.10－11表に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検

査，機能・性能検査及び分解検査が可能な設計とする。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再
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循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。 

    非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機は，発電用原

子炉の停止中に分解検査が可能な設計とする。 

    非常用ガス再循環系フィルタトレインび非常用ガス処理系フィルタト

レインは，発電用原子炉の運転中又は停止中に差圧確認が可能な設計と

する。また，非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能なよ

うに，点検口を設ける設計とし，性能の確認が可能なように，フィルタ

を取り出すことが可能な設計とする。 

第3.10－11表 原子炉建屋ガス処理系の試験検査 

原子炉の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観検査 各機器※１の表面状態を目視により確認

機能・性能検査
排風機の運転状態の確認 

フィルタ差圧の確認 

停止中 分解検査 排風機の分解点検 

※1 各機器とは，以下のとおり。 

   原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フ

ィルタトレイン 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能



3.10－39 

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，重

大事故等時でも，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で使用するため，切替えせずに使用することが可能な設計とする。 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の
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操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機は，原子炉建

屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮の上，中

央制御室から操作可能な設計とする。 

    これらの設備の設置場所，操作場所を第3.10－12表に示す。 

第3.10－12表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

非常用ガス再循環系排風機  原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 

非常用ガス処理系排風機 原子炉建屋原子炉棟5階 中央制御室 
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3.10.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，設

計基準事故対処設備としての容量が重大事故等時に原子炉建屋原子炉棟

の水素を屋外に排出するために必要な容量に対して十分であるため，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

 (ⅰ) 要求事項 

    二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

    敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，原子炉建屋ガス
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処理系は，共用しない。 

 (3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項第３号） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等に

ついて」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再

循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレインは，地

震，津波及びその他の外部事象による損傷の防止が図られた原子炉建屋

原子炉棟内に設置する。 

非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機は，共通要因

によって同時に機能を損なわないように，全交流動力電源喪失時におい

ても常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 
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3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 格納容器頂部注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器頂部を冷却

することで，原子炉格納容器外への水素漏えいを抑制し，原子炉建屋原子

炉棟の水素爆発を防止するため，格納容器頂部注水系を設ける。なお，格

納容器頂部注水系は，事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

   格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに注水し，原子炉格納容器トップ

ヘッドフランジのシール材を原子炉格納容器外部から冷却することを目的

とした系統であり，常設及び可搬型がある。 

   格納容器頂部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプで構成し，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，代替淡水貯槽を水源として原

子炉ウェルに注水し，原子炉格納容器頂部を冷却することで，原子炉格納

容器頂部からの水素漏えいを抑制する設計とする。 

   格納容器頂部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬

型代替注水中型ポンプで構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備を水源として原子炉ウェルに注水

し，原子炉格納容器頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水

素漏えいを抑制する設計とする。 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

   格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注水され

る。この際，悪影響として懸念されるのは，以下のとおりである。 

   ・直接的影響：原子炉格納容器温度が200℃のような過温状態で常温の

水を原子炉ウェルに注水するため，原子炉格納容器ト
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ップヘッドフランジ部を急冷することによる鋼材部の

熱収縮による応力発生に伴う原子炉格納容器閉じ込め

機能への影響 

   ・間接的影響：原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を冷却すること

で，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素

漏えいを抑制するため，原子炉建屋原子炉棟6階への漏

えいが減少する一方で，原子炉建屋原子炉棟下層階（2

階及び地下1階）への漏えい量が増加することによる原

子炉建屋原子炉棟水素爆発防止機能への影響 

原子炉ウェルに注水した水が蒸発し，原子炉建屋原子

炉棟6階に水蒸気が滞留することで，静的触媒式水素再

結合器を設置する原子炉建屋原子炉棟6階への下層階か

ら漏えいした水素の流入が阻害されることによる原子

炉建屋原子炉棟水素爆発防止機能への影響 

原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を冷却するこ

とで，原子炉格納容器が除熱されることによる格納容

器負圧破損の影響 

   このうち，原子炉格納容器トップヘッドフランジ部の急冷による原子炉

格納容器閉じ込め機能への影響については，原子炉格納容器トップヘッド

フランジ締付ボルト冷却時の発生応力を評価した結果，ボルトが急冷され

た場合でも応力値は降伏応力を下回っているため，ボルトが破損すること

はない。このため，原子炉格納容器閉じ込め機能に悪影響を与えない。 

   また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素漏えいを防ぐこ

とによる原子炉建屋水素爆発防止機能への影響については，水素の漏えい

箇所を原子炉建屋原子炉棟下層階（2階及び地下1階）のみとして原子炉建
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屋原子炉棟内の水素挙動を評価し，下層階で水素が滞留しないこと及び可

燃限界に至ることがないことを確認した。このため，原子炉建屋原子炉棟

水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

   原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建屋水素爆発防

止機能への影響については，原子炉建屋ガス処理系による混合効果が大き

いため，原子炉建屋原子炉棟6階に水蒸気が滞留することはない。このた

め，原子炉建屋水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

   原子炉格納容器トップヘッドフランジ部の急冷による原子炉格納容器負

圧破損への影響については，原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を

冷却することによる原子炉格納容器の除熱効果は小さいため，原子炉格納

容器を負圧にするような悪影響を与えない。 

    なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備している。 

    また，淡水及び電源を必要とするが，淡水の使用量は，水源である代

替淡水貯槽が保有する水量に比べて十分に小さく，悪影響はない。電源に

ついては，他の設備の仕様に悪影響を生じないよう必要な電源を確保でき

る場合のみ使用する。 

（53－7） 



3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54 条】 

基準適合への対応状況 
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4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

4.3.1 概 要 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プー

ルからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下

した場合において使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図を第 4.3－1 図から

第 4.3－7 図に示す。 

4.3.2 設計方針 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プールの冷却

機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの小規模な水の漏え

いその他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止でき

るよう使用済燃料プールの水位を維持するための設備，並びに使用済燃料プ

ールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が

異常に低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷を

緩和し，及び臨界を防止するための設備として，代替燃料プール注水系を設

ける。 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料プール水戻

り配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継
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続を防止するため，戻り配管上部に静的サイフォンブレーカを設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プール内燃料

体等の著しい損傷に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備として原子炉建屋放水設備を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時において，

使用済燃料プールの状態を監視するための設備として，使用済燃料プールの

監視設備を設ける。 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は使用済燃

料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

ａ．代替燃料プール注水 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除

去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プールに接続する配管の破断等による使用済燃料プール水の小

規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用

済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための重大事故等対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプに

よる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用する。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）は，常設低圧代替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で

構成し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を代替

燃料プール注水系配管から使用済燃料プールへ注水することで，使用

済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 
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常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防

止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備として使用

する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(b) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プー

ルへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除

去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小

規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用
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済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代

替燃料プール注水系（注水ライン）は，可搬型代替注水中型ポンプ，

可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で

構成し，可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，

可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を代替燃料プール

注水系配管から使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プー

ルの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代

替燃料プール注水系（注水ライン）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防

止できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代

替燃料プール注水系（注水ライン）は，淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注

水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設

計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンク

ローリにより補給できる設計とする。 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(c) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除

去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小

規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用

済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための重大事故等対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプに

よる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 



54 条－6 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプ，常設スプレイヘッダ，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプに

より，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常

設スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃

料プールの水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防

止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備として使用

する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(d) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス
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プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除

去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小

規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用

済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプに

よる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプ，常設スプレイヘッダ，

配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型

ポンプにより，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経

由して常設スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，

使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防

止できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海

を利用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷

式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料



54 条－8 

給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給

できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(e) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除

去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プール水の小

規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用

済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプに

よる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用する。 
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可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型スプレイノズ

ル，ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型ポ

ンプにより代替淡水貯槽の水をホースを経由して可搬型スプレイノズ

ルから使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位

を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防

止できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより

海を利用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空

冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃

料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使

用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プールスプレイ 
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(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃

料損傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイする

ことによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重

大事故等対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料

プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプ，常設スプレイヘッダ，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプに

より，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常

設スプレイヘッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイす

ることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出

をできる限り低減できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラッ

ク形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設スプレイヘッダ 
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・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備として使用

する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(b) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃

料損傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイする

ことによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重

大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料

プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプ，常設スプレイヘッダ，

配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型

ポンプにより，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経

由して常設スプレイヘッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接ス

プレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物

質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備
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又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラッ

ク形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海

を利用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷

式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料

給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給

できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

(c) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ 
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使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃

料損傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイする

ことによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重

大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料

プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型スプレイノズ

ル，ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型ポ

ンプにより，代替淡水貯槽の水をホース等を経由して可搬型スプレイ

ノズルから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，

燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限

り低減できる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラッ

ク形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより

海を利用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空

冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃

料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設
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備） 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使

用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対

処設備として使用する。 

ｂ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プー

ルの水位の異常な低下により，使用済燃料プール内燃料体等の著しい

損傷に至った場合において，燃料損傷時にはできる限り環境への放射

性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建

屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲，ホース等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）により

海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水することで，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。 

本系統の詳細については，「9.11 発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための設備」に記載する。 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの状態監視 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料プール水位・温度

（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラ
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（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）を使用する。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）は，想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲にわた

り測定可能な設計とする。 

また，使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時の使

用済燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，常設代替直流電源設備又は可

搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷

装置を含む） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 
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 (4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための

設備 

ａ．代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための

重大事故等対処設備として，代替燃料プール冷却系を使用する。 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プ

ール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，使用済燃

料プールの水をポンプにより熱交換器等を経由して循環させることで，

使用済燃料プールを冷却できる設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系

が機能喪失した場合でも，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備及び緊急用海水系を用いて，使用済燃料プールを除熱できる設計

とする。 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プ

ール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，緊急用海

水ポンプにより代替燃料プール冷却系熱交換器に海水を送水すること

で，代替燃料プール冷却系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替燃料プール冷却系ポンプ 

・代替燃料プール冷却系熱交換器 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 
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・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

代替燃料プール冷却系の流路として，配管，弁，スキマサージタンク

及びディフューザを重大事故等対処設備として使用する。 

緊急用海水系の流路として，緊急用海水系の配管，弁を重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対処

設備として使用する。 

使用済燃料プールについては，「4.1 燃料体等の取扱設備及び貯蔵設

備」に記載する。 

緊急用海水ポンプについては，「5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備については，「10.2 代替電源設備」に記載す

る。 

4.3.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

常設低圧代替注水系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して，多様性を有し位置的分散

を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，冷却水を不要（自然冷却）とすることで，

残留熱除去系海水系により冷却する残留熱除去系ポンプ及び自然冷却により

冷却する燃料プール冷却浄化系ポンプに対して多様性を有する設計とする。 
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常設低圧代替注水系ポンプは，屋外の常設低圧代替注水系格納槽内に設置

することで，原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留

熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプを使用した使用済燃料プール注水は，残留熱除

去系及び燃料プール冷却浄化系と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，可搬型代替注水中型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

することで，電動駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却浄化系及び残

留熱除去系に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを使用した使用済燃料プール注水及び使用済燃

料プールスプレイは，残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水大型ポンプを空冷式の

ディーゼルエンジンにより駆動することで，電動駆動ポンプにより構成され

る燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して多様性を有する設計とす

る。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，代替淡水貯

槽を水源とすることで，使用済燃料プールを水源とする燃料プール冷却浄化

系及び残留熱除去系に対して異なる水源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，西側淡水貯水設備を水源とすることで，使

用済燃料プールを水源とする燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対し

て異なる水源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉建屋

原子炉棟から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建屋原子炉棟内

の燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水

系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によって同時に機能を喪

失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共

通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済

燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，使用

済燃料プール水位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料プー

ル温度，燃料取替フロア燃料プールエリア放射線モニタ，原子炉建屋換気系

燃料取替床排気ダクト放射線モニタ及び原子炉建屋換気系排気ダクト放射線

モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，使用済燃料プール

水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プール

エリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメ

ラは，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設備

及び可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とし，使用済燃料プール

監視カメラ用空冷装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，燃料

プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器並びに残留熱除

去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置することで，燃料

プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器並びに残留熱除

去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピットに設置することで，屋外の

海水ポンプ室に設置する残留熱除去系海水系ポンプに対して位置的分散を図
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る設計とする。 

代替燃料プール冷却系及び緊急用海水系は，燃料プール冷却浄化系及び残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの

給電により駆動する燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して，多様

性を有し位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水系により代替燃料プール冷却系熱交換器に冷却水を供給する系

統は，燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の冷却水系統である残留熱除

去系海水系の系統に対して多様性を有する設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプは，冷却を不要（自然冷却）とすることで，

残留熱除去系海水系により冷却する残留熱除去系ポンプ及び自然冷却の燃料

プール冷却浄化系ポンプに対して多様性を有する設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を使用す

る代替燃料プール冷却系の配管は，燃料プール冷却浄化系配管の分岐点から

燃料プール冷却浄化系の配管との合流点までを独立した系統とすることで，

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプを使用した冷却系統に

対して独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源設備」に記

載する。 

4.3.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

代替燃料プール注水系は，他の設備と独立して使用することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所に

おいて輪留め又は車両転倒防止装置により固定することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧

代替注水系ポンプ，代替淡水貯槽及び常設スプレイヘッダは，通常時は隔離

弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済

燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，他の

設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃

料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，通常時は隔離弁により他

の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

4.3.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプは，想定される重大事故等時において，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

に必要な注水流量を有するものとして，1 セット 2 台の運転により十分なポ
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ンプ容量を有する設計とする。保有数は，2 セット 4 台と，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，想定される重大事故等時において，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

に必要な注水流量を有するものとして，1 セット 1 台の運転により十分なポ

ンプ容量を有する設計とする。保有数は，2 セット 2 台と，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。

予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）のバ

ックアップ 1 台と共用する。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，使用済燃料

プール全面にスプレイ又は大量の水を放水することにより，できる限り環境

への放射性物質の放出を低減するために必要なポンプ流量を有するものとし

て使用する。 

可搬型スプレイノズルは，使用済燃料プール全面にスプレイすることで，

できる限り環境への放射性物質の放出を低減することができるものを 1 セッ

ト 3 個使用する。保有数は，2 セット 6 個，故障時の予備として 1 個の合計

7 個を保管する。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する代替淡水

貯槽は，使用済燃料プールへの注水量に対して可搬型代替注水中型ポンプに

より淡水又は海水を補給するまでの間，水源を確保できる十分な容量を有す

る設計とする。 

使用済燃料プール注水に使用する西側淡水貯水設備は，使用済燃料プール

への注水量に対して可搬型代替注水大型ポンプにより淡水又は海水を補給す

るまでの間，水源を確保できる十分な容量を有する設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，想定される重大事故等時に
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おいて変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍までの範囲

にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ）は，想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲にわた

り温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，重大事

故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において赤外線

機能により使用済燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃

料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時

において，使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を

除去できるポンプ流量及び伝熱容量に対して十分な容量を確保できる容量を

有する設計とする。 

4.3.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧

代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型代

替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，重大事故等時における屋外の

環境条件を考慮した設計とする。 

使用済燃料プール注水に使用する可搬型代替注水中型ポンプは，屋外に保
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管及び設置し，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とす

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，想定

される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプは，淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする。なお，可能

な限り淡水源を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考

慮する。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

代替燃料プール注水系の可搬型スプレイノズルは，原子炉建屋原子炉棟内

に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計とする。ま

た，設置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設のスプレイヘッダを

設ける。常設スプレイヘッダは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水及

び代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プー

ルスプレイは，スロッシング又は使用済燃料プールからの大量の水の漏えい

等により使用済燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも，被ばく低減の

観点から原子炉建屋原子炉棟の外で操作可能な設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使

用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料プール監
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視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能

な設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，原子

炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピット内に設置し，重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

また，緊急用海水ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，使用時に

海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

4.3.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設低圧代替注水系による使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールス

プレイを行う系統は，重大事故等時において，通常時の系統から弁の操作に

て速やかに系統構成が可能な設計とする。 

常設低圧代替注水系は，中央制御室の操作盤のスイッチにより操作が可能

な設計とする。 

代替燃料プール注水系の可搬型代替注水中型ポンプは，付属の操作スイッ

チにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設

置場所での手動操作が可能な設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び西側淡水貯水設備を使用する使用済燃料プ

ール注水を行う系統は，重大事故等時において，通常時の隔離又は分離され

た状態から弁の操作や接続により速やかに系統構成が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，車両として屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプを接続する高所東側接続口，高所西側接続口，

原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口については，一般的に使用

される工具を用いて接続可能なフランジ接続により確実に接続することがで

きる設計とする。ホースの接続については，接続方式及びホース口径の統一

により確実に接続することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより設置場所での操

作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ及び代替淡水貯槽を使用する使用済燃料プール

注水及び使用済燃料プールスプレイを行う系統は，重大事故等時において，

通常時の隔離又は分離された状態から弁の操作や接続により速やかに系統構

成が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め又は車両転倒防

止装置により固定が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを接続する高所東側接続口，高所西側接続口，

原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口については，一般的に使用

される工具を用いて接続可能なフランジ接続により確実に接続することがで

きる設計とする。ホースの接続については，接続方式及びホース口径の統一
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により確実に接続することができる設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済

燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定

される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計

とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使

用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において，操作を必

要とすることなく中央制御室から監視が可能な設計とする。 

また，使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定される重大事故等

時においても，中央制御室制御盤の操作スイッチにより，操作が可能な設計

とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器並びに緊

急用海水ポンプによる使用済燃料プールの冷却を行う系統は，想定される重

大事故等時において，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，中央制御室操作盤

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

4.3.3 主要設備及び仕様 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様を第 4.3－1 表に

示す。 

4.3.4 試験検査 
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基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する常設低圧

代替注水系ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏

えいの有無の確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計

とする。 

使用済燃料プール注水に使用する可搬型代替注水中型ポンプは，発電用原

子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型代

替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に他系統と独立した

試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用する可搬型ス

プレイノズル及び常設スプレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中

に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

外観の確認が可能な設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確

認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確

認）及び校正が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置
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は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とす

る。 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃

料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び漏えいの確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設

計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用

海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 代替燃料プール注水系 

  ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は,以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台 数     4（予備 1） 

容 量     約 210m３／h（1 台当たり） 

全  揚  程      約 100m 

ｃ．可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
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・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台 数     2（予備 1※） 

容 量     約 1,320m３／h（1 台当たり） 

全 揚 程     約 140m 

             ※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）」は同

型設備であり，「可搬型代替注水大型ポ

ンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）」の予備 1 台の計 2

台は共用する。 

ｄ．可搬型スプレイノズル 

個 数     6（予備 1） 

ｅ．常設スプレイヘッダ 

個 数     1 

(2) 原子炉建屋放水設備 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 9.11－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．放水砲 
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第 9.11－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個   数    水位：1 

温度：1（検出点 2 箇所） 

計 測 範 囲     水位：EL.35,077mm～46,577mm 

温度：0～120℃ 

ｂ．使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個   数    1（検出点 8 箇所） 

計 測 範 囲     0～120℃ 

ｃ．使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置を含む） 

兼用する設備は，以下のとおり。 
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・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数    1 

(4) 代替燃料プール冷却系 

ａ．代替燃料プール冷却系ポンプ 

台 数     1 

容 量     約 124m３／h 

全 揚 程     約 40m 

ｂ．代替燃料プール冷却系熱交換器 

基 数     1 

伝 熱 容 量     約 2.31MW 

(5) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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第 4.3－1 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(1) 

（常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を 

使用した使用済燃料プール注水） 
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第 4.3－2 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(2) 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を 

使用した使用済燃料プール注水） 
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第 4.3－3 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(3) 

（常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を 

使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ） 
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第 4.3－4 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(4) 

（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を 

使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ） 
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第 4.3－5 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(5) 

（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を 

使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ） 



5
4
条
－
3
9
 

第 4.3－6 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図(6) 

（代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却） 
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第 4.3－7 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図（7） 

使用済燃料プール監視設備 

①使用済燃料プール水位・温度(ＳＡ広域) 
②使用済燃料プール温度(ＳＡ) 
③使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

(高レンジ・低レンジ) 
④使用済燃料プール監視カメラ 
⑤使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

使用済燃料貯蔵 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第54条への適合方針 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時，又は使用済

燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための

設備 

(5) 消火系による使用済燃料プール注水の整備 

(6) 補給水系による使用済燃料プール注水の整備 

(7) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

(8) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール冷却の整備 

(9) 代替燃料プール注水系の海水の利用 

3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

3.11.2.1.1 設備概要 

3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

(2) 可搬型代替注水中型ポンプ 

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ 
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3.11.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬 

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.11.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等 

対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故 

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

3.11.2.2 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 



目－3 

3.11.2.2.1 設備概要 

3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水大型ポンプ 

(2) 可搬型スプレイノズル 

3.11.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬 

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.11.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故 

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

3.11.2.3 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.3.1 設備概要 
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3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

(3) 常設スプレイヘッダ 

3.11.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬 

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等 

対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故 

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

3.11.2.4 代替燃料プール冷却設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

(1) 代替燃料プール冷却系ポンプ 

(2) 代替燃料プール冷却系熱交換器 

(3) 使用済燃料プール 

(4) 緊急用海水ポンプ 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬 

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等 

対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.11.2.5 使用済燃料プール監視設備 
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3.11.2.5.1 設備概要 

3.11.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

(2) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

(3) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ） 

(4) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ） 

(5) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置を含む） 

3.11.2.5.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.5.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.11.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等

を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１（a）

及び（b）で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済

燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車

等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失 
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し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維 

持できるものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及

び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプ

レイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

  ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が

維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

  ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するた

めの設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によ

ること。 

  ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃

料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわた

り測定可能であること。 

  ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

  ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第54条への適合方針 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プー

ルからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下

した場合において使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プールの冷却

機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの小規模な水の漏え

いその他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止でき

るよう使用済燃料プールの水位を維持するための設備，並びに使用済燃料プ

ールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が

異常に低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷を

緩和し，及び臨界を防止するための設備として，代替燃料プール注水系を設

ける。 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料プール水戻

り配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継

続を防止するため，戻り配管上部に静的サイフォンブレーカを設ける。 

  使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プール内燃料

体等の著しい損傷に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制す
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るための設備として原子炉建屋放水設備を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時において，

使用済燃料プールの状態を監視するための設備として，使用済燃料プールの

監視設備を設ける。 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時，又は使用済

燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

a. 代替燃料プール注水 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用した使用済燃料プール注水 

  残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系

ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プールに接続する配管の破断等による使用済燃料プール水の小規模な漏

えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プー

ル内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重

大事故等対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（注水ライン）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替

淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管から使用済燃料プールへ注水

することで，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）

は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止

できる設計とする。 

(b) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代
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替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プールへの

注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系

ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏

えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プー

ル内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重

大事故等対処設備として，代替燃料プール注水系（注水ライン）は，可

搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注

水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管から

使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維持で

きる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替

燃料プール注水系（注水ライン）は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止

できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替

燃料プール注水系（注水ライン）は，淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型

ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空

冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 
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(c) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系

ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏

えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プー

ル内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重

大事故等対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプによ

り，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プー

ルの水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止

できる設計とする。 

(d) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系

ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プールに接続する配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏

えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プー
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ル内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重

大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプによ

り，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プー

ルの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止

できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用

できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

(e) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系

ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏

えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プー

ル内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重

大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ
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ール注水系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプに

より代替淡水貯槽の水をホースを経由して可搬型スプレイノズルから使

用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維持でき

る設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止

できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプ

レイノズル）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海を利

用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のデ

ィーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

a. 燃料プールスプレイ 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プール

の水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損

傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることに

よりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水

系（常設スプレイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替

淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設スプレイヘ

ッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料

損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減

できる設計とする。 
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常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック

形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

(b) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プール

の水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損

傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることに

よりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水

系（常設スプレイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替

淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設スプレイヘ

ッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料

損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減

できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック

形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用
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できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

(c) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）を使用した使用済燃料プールスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プール

の水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損

傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることに

よりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水

系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプにより，代

替淡水貯槽の水をホース等を経由して可搬型スプレイノズルから使用済

燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和する

とともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とす

る。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック

形状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプ

レイノズル）は，淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプにより海を利

用できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のデ

ィーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

b． 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プー

ルの水位の異常な低下により，使用済燃料プール内燃料体等の著しい
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損傷に至った場合において，燃料損傷時にはできる限り環境への放射

性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建

屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）により海水をホ

ースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水することで，環境への放

射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。 

本系統の詳細については，「第五十五条 発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

a. 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの状態監視 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料プール水位・温度

（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重大事故等に

より変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

また，使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時の使

用済燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，常設代替直流電源設備又は可

搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための

設備 

a. 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための
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重大事故等対処設備として，代替燃料プール冷却系は，使用済燃料プー

ルの水をポンプにより熱交換器等を経由して循環させることで，使用済

燃料プールを冷却できる設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系

が機能喪失した場合でも，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備及び緊急用海水系を用いて，使用済燃料プールを除熱できる設計

とする。 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プ

ール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，緊急用海

水ポンプにより代替燃料プール冷却系熱交換器に海水を送水すること

で，代替燃料プール冷却系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

常設代替交流電源設備については，「第五十七条 電源設備」に記載

する。 

なお，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能であ

れば，第54条第1項対応に有効な設備であるため，自主対策設備として以下を

整備する。 

(5) 消火系による使用済燃料プール注水の整備 

   消火系による使用済燃料プールへの注水は，ディーゼル駆動消火ポンプ

を用い，全交流動力電源が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備であ

る常設代替高圧電源装置からの給電により，中央制御室から遠隔で弁操作

し，ろ過水タンクを水源として，消火系配管を経由して使用済燃料プール

へ注水する。 

(6) 補給水系による使用済燃料プール注水の整備 
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   補給水系による使用済燃料プールへの注水は，復水移送ポンプを用い，

全交流動力電源が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置からの給電により，中央制御室から遠隔で弁操作し，復水

貯蔵タンクを水源として，補給水系配管を経由して使用済燃料プールへ注

水する。 

なお，プラント状況により使用済燃料プールへアクセスできない場合がある

が，漏えい箇所が特定でき，作業が可能な状況であれば，第54条第2項対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として以下を整備する。 

(7) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

   使用済燃料プールの水位が著しく低下した場合に，シール材を接着した

ステンレス鋼板に吊り降ろしロープを取り付け，漏えい箇所まで吊り下げ

ることにより使用済燃料プール水の漏えいを緩和するとともに使用済燃料

プールの水位低下を緩和する。 

以上の重大事故等対処設備により，使用済燃料プール冷却機能が喪失した場

合においても，使用済燃料プールを冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた

め，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

(8) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール冷却の整備 

   緊急用海水ポンプの機能喪失時においても可搬型代替注水大型ポンプに

より海水を代替燃料プール冷却系へ供給することが可能であれば，使用済

燃料プールを冷却する手段として有効である。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，西側淡水貯水設備，代替淡水貯
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槽及び淡水タンク（多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯

蔵タンク）の淡水が枯渇した場合の海水利用手段として，以下を整備する。 

(9) 代替燃料プール注水系の海水の利用 

代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）及び代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の水

源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び淡水タンクの淡水が枯渇し

た場合は，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から，可搬型代替

注水大型ポンプを用いて補給が可能な設計とする。 

なお，水源の詳細については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示

す。また，代替燃料プール注水系の海水の利用手順については，「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合状

況について」の「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」

の以下の項目で示す。 

「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 (1) 代替淡水貯槽へ水

を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給」及び 

「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水設備へ

水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプによる西側淡水貯水設備への補給」 
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3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

3.11.2.1.1 設備概要 

  代替燃料プール注水系（注水ライン）は，設計基準対象施設である残留熱

除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）及び燃料プール冷却浄化

系の有する使用済燃料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機

能を代替し，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止及び放射線

の遮蔽（第54条第1項対応）を目的として常設低圧代替注水系ポンプを用い

る注水設備と可搬型代替注水中型ポンプを用いる注水設備と可搬型代替注水

大型ポンプを用いる注水設備を設置するものである。 

  常設低圧代替注水系ポンプを用いる場合は，常設低圧代替注水系ポンプ，

電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備，水源で

ある代替淡水貯槽，流路である代替燃料プール注水系配管・弁，注水先であ

る使用済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低圧代替注水系

ポンプ1台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中央制御室のスイッチ操作

により行い，代替燃料プール注水系配管を経由して使用済燃料プールへ注水

することで使用済燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

本系統の概要図を第3.11－1図に，重大事故等対処設備を第3.11－1表に示

す。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電できる設計とする。 
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可搬型代替注水中型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水中型ポンプ，

水源である西側淡水貯水設備，流路である代替燃料プール注水系配管・弁，

燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，注水先である

使用済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源として，可搬型代替注

水中型ポンプから接続口までホースを接続し，使用済燃料プールへ注水する

ことで使用済燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水大型ポンプ，

水源である代替淡水貯槽，流路である代替燃料プール注水系配管・弁，燃料

給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，注水先である使用

済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，可搬型代替注水大

型ポンプから接続口までホースを接続し，使用済燃料プールへ注水すること

で使用済燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

本系統の概要図を第3.11－2図に，重大事故等対処設備を第3.11－2表に示

す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼル

エンジンにて駆動し，ポンプに付属するスイッチにより起動できる設計とす

る。燃料は可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて給油できる設

計とする。 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水可能な設計と

する。なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」で示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に
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接続する接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防

止するため，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び西側）及び常設代

替高圧電源装置置場（高所東側及び西側）の隣接しない位置に設置すること

で位置的分散を図る設計とする。 
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第3.11－1図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統概要図 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時）  

① 

弁名称

① 使用済燃料プール注水ライン流量調整弁

サプレッション・チェンバ 
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第3.11－2図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統概要図 

（可搬型低圧代替注水大型ポンプ使用時） 

弁名称

① 使用済燃料プール注水ライン流量調整弁

② 原子炉建屋東側接続口の弁

① ② 

サプレッション・チェンバ 
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第3.11－1表 代替燃料プール注水系（注水ライン）に関する重大事故等対処設備一覧 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時）

設備区分 設備名 

主要設備 常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

関連設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 
低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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第3.11－2表 代替燃料プール注水系（注水ライン）に関する重大事故等対処設備一覧 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

関連設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１
代替淡水貯槽【常設】 

西側淡水貯水設備【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

西側淡水貯水設備水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所      常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力      約190kW／個 

(2) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 
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・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式     うず巻形 

容 量     約210m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     147kW／個 

台 数     4(予備1) 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式     うず巻形 

   容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 
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   全 揚 程     約140m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約847kW （1台当たり） 

台 数     2（予備1※） 

   設 置 場 所     屋外  

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）」は同型

設備であり，「可搬型代替注水大型ポン

プ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）」の予備 1 台の計 2 台は共

用可能とする。 
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3.11.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプ

は， 常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備であることから，重

大事故等時における常設低圧代替注水系格納槽内の環境条件を考慮し，

第3.11－3表に示す設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，重大

事故等時に，水源付近の屋外に設置する設備であることから，重大事故

等時における屋外の環境条件を考慮し，第3.11－4表に示す設計とす

る。    

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプに付属するスイッチにより，設置場所にて操
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作可能な設計とする。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に

除雪及び除灰する運用とする。 

    降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気

運転を行い凍結対策とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 
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第3.11－3表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽内で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計

とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪及び火山の影響は受けな

い。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第3.11－4表 想定する環境条件 

（可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考

慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等

により固定する。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計

とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重

を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風

（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分

散を考慮した保管により，機能を損なわない設計とす

る。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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    代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプを

運転する場合は，中央制御室からのスイッチ操作で常設低圧代替注水系

ポンプを起動し，代替淡水貯槽への循環運転状態とする。その後，中央

制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水系系統分離弁及び使用

済燃料プール注水ライン流量調整弁の開操作を実施し使用済燃料プール

への注水を行う設計とする。代替燃料プール注水系（注水ライン）の操

作に必要なポンプ及び弁を第3.11－5表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並びに電動弁の

開閉状態については，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認可能な設

計とし，中央制御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計

とする。また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器の名称等を表

示した銘板の取付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び

監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを水源近傍に配置するとともにホー

ス接続を実施し，中央制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水

系系統分離弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調整弁の開操作を実

施した後，現場操作で高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東

側接続口又は原子炉建屋西側接続口の弁を開とし，可搬型代替注水中型

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起

動することで使用済燃料プールへの注水を行う設計とする。代替燃料プ
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ール注水系（注水ライン）の操作に必要なポンプ，弁及びホースを第

3.11－6表に示す。 

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口，原子炉建

屋西側接続口の弁については，接続口近傍の屋外から手動操作で弁を開

閉することが可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイ

ッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員等の操作性を考慮して十分

な操作空間を確保する設計とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け

等により識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監視性を考慮し

て確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室における監視又は試

験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計とする。ま

た，可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及

び輪留め等による固定が可能な設計とする。 

    ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物及び一般的な工具により，容易かつ確実に接続が可能な設計とす

る。 

    （54－3－1～15，54－4－1～6，54－7－2） 
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第3.11－5表 操作対象機器（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）

又は（Ｂ） 
起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 
弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

第3.11－6表 操作対象機器（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は西側，高所

東側又は西側） 

弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設重大事故等対処設備の試

験検査を第3.11－7表に示す。 
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代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプは，

他系統と独立した試験系統により，発電用原子炉運転中に機能・性能検

査，弁動作確認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動

作確認及び分解検査を実施可能な設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプは，

発電用原子炉停止中に，分解検査として，ケーシングカバーを取り外し

て，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が

可能な設計とする。弁については，分解検査として弁体等の部品の状態

を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とする。また，目

視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩

耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポ

ンプは，吐出配管にテストラインを設け，発電用原子炉運転中又は停止

中に，機能・性能検査として，代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行

うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異

音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，発電用

原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確

認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性

能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とする。   

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型重大事故等対処設備の

試験検査を第3.11－8表に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中に機能・性能検

査，弁動作確認及び車両検査を，また，発電用原子炉停止中に機能・性
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能検査，分解検査，弁動作確認及び車両検査が可能な設計とする。 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホースの系統構成で循

環運転を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポン

プについては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計と

する。ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計

とする。また，弁動作確認を実施することで，弁の開閉動作を確認可能

な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両と

して異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は

取替が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視によ

り，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有

無を確認可能な設計とする。 

（54－5－1～11） 
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第3.11－7表 代替燃料プール注水系（注水ライン）の試験検査（常設） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁の

漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁の

漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について浸透

探傷試験及び目視により確認 

第3.11－8表 代替燃料プール注水系（注水ライン）の試験検査（可搬型）

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏えい

確認，外観の確認 

分解検査 
ポンプの部品の表面状態について浸透探傷試

験及び目視により確認又は取替を実施する。

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏えい

確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸透探傷試験及

び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試験

及び目視により確認又は取替を実施する。 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプ

は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先と系統と分離し

た状態で西側及び南側保管場所に保管し，本来の用途以外の用途には使

用しない設計とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 
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 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は接続先の系統と分離され

た状態で西側及び南側保管場所に保管することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる注水

は，弁操作によって通常待機時の系統構成から重大事故等対象設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管場

所において転倒しない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪止めによ

り固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。可搬型

代替注水大型ポンプは，固縛等を実施することで，飛散物となって他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 
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 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプを

用いる場合の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.11－10表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分離弁及び使用

済燃料プール注水ライン流量調整弁は，原子炉建屋原子炉棟又は常設低

圧代替注水系格納槽内に設置されており，中央制御室からの遠隔操作を

可能とすることで，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少なくなる

よう設計する。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を第3.11－11表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋

西側接続口の弁及びホースは屋外で操作するが，作業に当たっては，放

射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で
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作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保す

るとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定

し線量が低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ，

可搬型代替注水大型ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 

第 3.11－10 表 代替燃料プール注水系（注水ライン）操作対象機器設置場所 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）

又は（Ｂ） 
常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン元弁 原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 
原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

第 3.11－11 表 代替燃料プール注水系（注水ライン）操作対象機器設置場所 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は西側，高所

東側又は西側） 

屋外接続口近傍 接続口近傍 

使用済燃料プール注水ライン元弁 原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 

原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

ホース 屋外 屋外 
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3.11.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等

対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（注水ライン）として使用する常設低圧代替注

水系ポンプは，第54条第1項の場合に，使用済燃料プールの水位を維持

できるために必要な注水量を有する設計とする。 

    必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止の重要

事故シーケンスの想定事故１及び想定事故２に係る有効性評価解析（原

子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されてい

る使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hであることから，1台で約

200m３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを1台使用する設計と

する。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で注

水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮し

て，約200mを確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 
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    （54－6－1～4） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（注水ライン）は，一部の敷地を共有する東海

発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 
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   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプは，

設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系

ポンプと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－12表

に示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプは，

常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内

に設置する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと位置

的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，屋外の常設代替高圧電源装置置

場に設置する常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置，又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの独立した電

源供給ラインから供給可能とすることで，原子炉建屋付属棟内に設置さ

れた設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除

去系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に対し多様性及び位置的

分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を不要（自然

冷却）とすることで，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ及び残留熱除去系ポンプの冷却水（不要（自然冷却）及び残留熱除

去系海水系）に対し多様性を持たせた設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの水源は，常設低圧代替注水系格納槽内に

設置する代替淡水貯槽を使用することで，設計基準対象施設である残留

熱除去ポンプの水源である，使用済燃料プールに対し多様性及び位置的

分散を図る設計とする。 
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電動弁については，駆動部に設けるハンドルにて手動操作も可能な設

計とすることで，電動駆動に対し多様性を持たせた設計とする。 

流路を構成する配管等の静的機器については，可能な限り分離配置す

ることで，独立性を確保する設計とする。 

第 3.11－12 表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール冷却 

浄化系 

残留熱除去系 

（使用済燃料プ

ール水の冷却及

び補給） 

代替燃料プール注水系 

（注水ライン） 

ポンプ 

燃料プール冷却 

浄化系ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

可搬型代替注水

大型ポンプ 

可搬型代替注水

中型ポンプ 

常設低圧代替注 

水系ポンプ 

原子炉建屋原子 

炉棟4階 

原子炉建屋原子 

炉棟地下2階 
西側及び南側保管場所 

常設低圧代替注 

水系格納槽内 

水源 

使用済燃料プール 代替淡水貯槽 
西側淡水貯水設

備 
代替淡水貯槽 

原子炉建屋原子炉棟6階 
常設低圧代替注

水系格納槽内 
屋外 

常設低圧代替注水

系格納槽内 

駆動用空気 不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 不要（自然冷却）
残留熱除去系 

海水系 
自己冷却 不要（自然冷却）

駆動電源 
非常用ディーゼル発電機 

不要 

（ディーゼルエンジン） 

常設代替高圧電源

装置 

原子炉建屋付属棟地下1階 西側及び南側保管場所 屋外 
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3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）である可搬型代替注水中型ポン

プは，第54条第1項対応の場合に，必要な注水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止の重要

事故シーケンスの想定事故１に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付書類十）において，有効性が確認されている使用済燃料プ

ールへの注水流量が50m３／hであることから，1台で約210m３／hを送水

可能な可搬型代替注水中型ポンプを2台使用する設計とする。 

    全揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で

注水を実施する場合の圧損（水源（西側淡水貯水設備）と注水先（使用

済燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の

圧損）を考慮して，1台当たり約100mを確保可能な可搬型代替注水中型

ポンプを2台使用する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において使用済燃料プー

ルへの注水に必要な容量を有するものを1セット2台使用する。保有数は

2セットで4台と，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として1

台の合計5台を保管する。 
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    代替燃料プール注水系（注水ライン）である可搬型代替注水大型ポン

プは，第54条第1項対応の場合に，必要な注水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止の重要

事故シーケンスの想定事故１に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付書類十）において，有効性が確認されている使用済燃料プ

ールへの注水流量が50m３／hであることから，1台で約1,320m３／hを送

水可能な可搬型代替注水大型ポンプを1台使用する設計とする。 

    揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で注

水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）

を考慮して，約140mを確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において使用済燃料プー

ルへの注水に必要な容量を有するものを1セット1台使用する。保有数は

2セットで2台と，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として1

台の合計3台を保管する。ただし，予備については，同型設備である可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の予備1台と共用可能とする。 

なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条

に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

    （54－6－5～12） 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電
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用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

   代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと接続口については，フランジ

接続にすることで，一般的に使用される工具を用いてホースを容易かつ

確実に接続ができる設計とする。また，原子炉建屋東側接続口，原子炉

建屋西側接続口，高所東側接続口及び高所西側接続口の口径を統一し，

容易かつ確実に接続できる設計とする。 

（54－7－1～4） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

   常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 



3.11－46 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故等時

の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続

できなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない

東側に1箇所及び西側に1箇所，常設代替高圧電源装置置場の東側に1箇

所，西側に1箇所設置する。 

    （54－7－1～4） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ，

可搬型代替注水大型ポンプ，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側

接続口の弁，高所東側接続口及び高所西側接続口の弁及びホースは屋外
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に設置する設計とするが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切

な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に

線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応

じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作

業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型

ポンプの設置及び常設設備との接続を可能な設計とする。 

ホースの接続は，簡便な接続金物により容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。また，接続口への接続は，簡便なフランジ接続により，一

般的な工具等を用い容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－1～15，54－7－1～4） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準対象
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施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び重大

事故等対処設備である常設低圧代替注水系ポンプの配置その他の条件を

考慮し，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は西側及び南側保管場所に

保管するため，重大事故等時における，保管場所から設置場所までの経

路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二
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発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」に記載する。 

（54－9－1～7） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，設計基準対象施設である燃料プール冷

却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び常設重大事故等対処設備であ

る常設低圧代替注水系ポンプと同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，第3.11－12表に示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計

とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及

び南側保管場所に保管することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する燃
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料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注

水系格納槽内に設置する常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る

設計とする。また，重大事故等時において，可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプのサポート系として冷却水は自己冷却と

することで，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び

残留熱除去系ポンプの冷却水（不要（自然冷却）及び残留熱除去系海水

系）及び常設低圧代替注水系ポンプの不要（自然冷却）に対し多様性を

持たせた設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの駆動源

は，ディーゼルエンジン駆動とすることで，設計基準対象施設である燃

料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプの電源（非常用ディ

ーゼル発電機）並びに常設低圧代替注水系ポンプの電源である常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置及び可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車に対し多様性を持たせた設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源は，屋外に設置する西側淡水貯水設

備を使用することで，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ及び残留熱除去系ポンプの水源である，使用済燃料プールに対し多

様性及び位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧代替注水系格納槽内に

設置する代替淡水貯槽を使用することで，設計基準対象施設である燃料

プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプの水源である，使用済

燃料プールに対し多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

流路を構成する配管等の静的機器については，可能な限り独立性を確

保する設計とする。 

なお，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは故
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障時及び保守点検時の予備を有する設計とする。 

3.11.2.2 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

3.11.2.2.1 設備概要 

  代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）は，設計基準対象施設で

ある残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合

に，この機能を代替し，使用済燃料プール内燃料体を冷却し，臨界の防止及

び放射線の遮蔽（第54条第1項対応）を目的として設置するものである。 

  また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位

が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷の進行緩和，及び臨界の防止（第54条第2項対応）を目的として設置する

ものである。 

  本系統は，可搬型代替注水大型ポンプ，水源である代替淡水貯槽，流路で

あるホース，可搬型スプレイノズル，燃料給油設備である可搬型設備用軽油

タンク，タンクローリ，注水先である使用済燃料プール等から構成される。 

第54条第1項対応においては，代替淡水貯槽を水源として可搬型代替注水

大型ポンプから可搬型スプレイノズルまでホースを接続し，使用済燃料プー

ルへ注水することで使用済燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

第54条第2項対応においては，代替淡水貯槽を水源として可搬型代替注水

大型ポンプから可搬型スプレイノズルまでホースを接続し，使用済燃料プー

ル水位の異常な低下により燃料有効頂部を下回った使用済燃料に直接スプレ

イすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物質叩き

落しの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計と

する。 
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  本系統の概要図を第3.11－5図に，重大事故等対処設備を第3.11－13表に

示す。 

  可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，ポンプに

付属するスイッチにより起動できる設計とする。燃料は可搬型設備用軽油タ

ンクからタンクローリを用いて給油できる設計とする。 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水可能な設計と

する。なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」で示す。 

屋外に設置する可搬型代替注水大型ポンプと原子炉建屋原子炉棟6階に設

置する可搬型スプレイノズルを接続するホースの敷設は，原子炉建屋の異な

る面（原子炉建屋東側及び南側）の隣接しない位置の扉（原子炉建屋廃棄物

処理棟東側扉又は原子炉建屋原子炉棟大物搬入口）を利用することで，共通

の要因によって設置することができなくなることを防止する設計とする。 
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第3.11－5図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

系統概要図 
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第3.11－13表 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）に関する重大

事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型スプレイノズル【可搬】 

関連設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

 (1) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   型 式     うず巻形 

   容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 

   全 揚 程      約140m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度         60℃ 

   原 動 機 出 力     約847kW（1台当たり） 

   台 数     2（予備1※） 

   設 置 場 所          屋外  

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）」は同

型設備であり，「可搬型代替注水大型ポ

ンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大
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型ポンプ（放水用）」の予備 1 台の計 2

台は共用可能とする。 

(2) 可搬型スプレイノズル 

   最高使用温度     100℃ 

   個 数     6（予備1） 

   設 置 場 所     原子炉建屋原子炉棟6階 

   保 管 場 所     原子炉建屋原子炉棟5階 

3.11.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針（常設並びに可

搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効

に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，重大事故等時に，水源付
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近の屋外に設置する設備であることから，重大事故等時における屋外の

環境条件を考慮し，第3.11－14表に示す設計とする。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノ

ズルは，原子炉建屋原子炉棟5階に保管し，重大事故等時に，原子炉建

屋原子炉棟6階に設置する設備であることから，重大事故等時における

原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，第3.11－15表に示す設計と

する。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプポンプの操作は，可搬型代替注水大型ポンプに付属するスイッ

チにより，設置場所にて操作可能な設計とする。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に

除雪及び除灰する運用とする。 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気

運転を行い凍結対策とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 
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第3.11－14表 想定する環境条件（可搬型代替注水大型ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計とする。 

地震 保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考

慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等

により固定する。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，高台の可搬型設備保管

場所に機器を配備することにより，機器が損傷しない

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重

を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風

（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分

散を考慮した保管により，機能を損なわない設計とす

る。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第3.11－15表 想定する環境条件（可搬型スプレイノズル） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計とする。 

地震 
保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考

慮した上で機器が損傷しない設計とする。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設

備の設置に加え，水密構造の原子炉建屋原子炉棟内に

保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に保管するため，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水大型ポンプを水源近傍に，

可搬型スプレイノズルを注水先である使用済燃料プール近傍に設置する

とともに，ホースを原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉又は原子炉建屋原子



3.11－60 

炉棟大物搬入口を通して接続することで系統構成を行なった後，可搬型

代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動することで使用

済燃料プールへの注水又はスプレイを行う設計とする。代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイノズル）の操作に必要なポンプ及びホースを第

3.11－16表に示す。 

    可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチは，重大事故等対応要員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計とし，機器の名称等を

表示した銘板の取付け等により識別可能とすることで，重大事故等対応

要員の操作性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及び

輪留め等による固定が可能な設計とする。 

    可搬型スプレイノズルは，保管場所から設置場所まで原子炉建屋原子

炉棟内のアクセスルートを通行して，運搬できるようアクセス性，操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

    可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型スプレイノズルのホースの接続

作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接続金物及び一般

的な工具により，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6，54－7－2） 
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第3.11－16表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型スプレイノズル ホース接続 人力接続 原子炉建屋原子炉棟内 

ホース ホース接続 人力接続 屋外（西側及び南側保

管場所保管分） 

原子炉建屋原子炉棟内

（原子炉建屋原子炉棟

内保管分） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプの試験検査を第3.11－17表に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプは，発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能検査，外観検

査及び車両検査を実施可能な設計とする。 

機能・性能検査として，代替淡水貯槽又は海を水源とし， 可搬型代

替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホース（西側及び南側保管

場所保管分）の系統構成で循環運転を実施することにより，ポンプの吐

出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの
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確認が可能な設計とする。ポンプについては，機能・性能検査等に合わ

せて外観の確認が可能な設計とする。ホース（西側及び南側保管場所保

管分）については，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，ジョ

イント部の腐食等が無いことを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として異常なく走行できることを

確認可能な設計とする。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノ

ズルの試験検査を第3.11－18表に示す 

発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能検査，外観検査が可能な

設計とする。 

可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟内保管分）

は，通気等により機能・性能に影響を及ぼすおそれのある詰まりが無い

ことを確認可能な設計とする。 

    可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟内保管分）

は，外観の確認により機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，ジ

ョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設計とする。 

   （54－5－1～11） 
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第3.11－17表 可搬型代替注水大型ポンプの試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及びホース（西側及

び南側保管場所保管分）の漏えい確認，外観

の確認 

車両検査 ポンプを搭載する車両の走行状態確認 

第3.11－18表 可搬型スプレイノズルの試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 

可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建

屋原子炉棟内保管分）の機能・性能の確認，

外観の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプは，通常待機時は，接続先と系統と分離した状態で西側及び南
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側保管場所に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とす

る。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノ

ズルは，通常待機時は，接続先と系統と分離した状態で原子炉建屋原子

炉棟内に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

      （54－3－1～15，54－4－1～6） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）により注水を行う場

合は，他の設備から独立して使用することから，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所において転倒しない設計とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所におい

ては，車両転倒防止装置又は輪止めにより固定することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，

固縛等を実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

（54－3－2,5～8,54－8－2） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の系統構成に操作が

必要な機器の設置場所，操作場所を第3.11－19表に示す。 

このうち，可搬型代替注水大型ポンプ及びホース（西側及び南側保管

場所保管分）は屋外で操作するが，作業に当たっては，放射線量を確認

し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，

状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い

場所で作業を行うことにより，これらの設備の設置及び屋内のホースと

の接続が可能である。 

また，可搬型スプレイノズル及びホースは，原子炉建屋原子炉棟内で

操作するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護

対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場

合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の

設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うこと
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により，これらの設備の設置及び屋外のホースとの接続が可能である。 

    屋内に設置する可搬型スプレイノズル及びホースは設置場所に設置し

た後は，操作が不要な設計とする。 

（54－3－2,5～8,54－4－3）

第3.11－19表 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

ホース 屋外（可搬型代替注水大型

ポンプ） 

原子炉建屋原子炉棟内（可

搬型スプレイノズル） 

屋外（西側及び南側保管場

所保管分） 

原子炉建屋原子炉棟内（原

子炉建屋原子炉棟内保管

分） 

可搬型スプレイノズル 原子炉建屋原子炉棟内 原子炉建屋原子炉棟内 

3.11.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）である可搬型代替注

水大型ポンプは，第54条第1項及び第2項対応の場合に，必要な注水量又

はスプレイ量を有する設計とする。 
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第54条第1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料プール内の燃

料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事故１及び想定事故２に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有

効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hである

ことから，1台で約1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポンプ

を1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で注

水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損及びホース類の圧損）を考慮し

て，約140mを確保可能な設計とする。 

第54条第2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済燃料プール内

に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレイ量の45.4 m３／hに余裕

を見込んだ70m３／hとし，1台で約1,320m３／hを送水可能な可搬型代替

注水大型ポンプを1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへのスプレイ量で

スプレイを実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用

済燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損及びホース類の圧損）を考

慮して，約140mを確保可能な設計とする 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 設置許可基

準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故等対処設備の安全設

計方針に対する適合性）」のとおり。 

    可搬型スプレイノズルは1セット3個で使用済燃料プール内の燃料体に
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スプレイ可能な設計とする。保有数は，2セットで6個，故障時の予備と

して1個の合計7個を原子炉建屋原子炉内に保管する。 

（54－6－5～7） 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプ及び可搬型スプレイノズルとホースの接続箇所は，簡便な接続

方式である結合金具を用いることにより，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。 

（54－3－2,5～8） 

 (3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 
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    常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口を異なる

複数の場所に設けるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプの接続箇所は，常設設備との接続が無い設計とする。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプと原子炉建屋原子炉棟6階に設置する可搬型スプレイヘッダを

接続するホースの設置は，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び

南側）の隣接しない位置の扉（原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉又は原子

炉建屋原子炉棟大物搬入口）を利用することで，共通要因によって設置

することができなくなることを防止する設計とする。 

（54－3－2,5～8） 

 (4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプ及びホース（西側及び南側保管場所保管分）は屋外に設置する

設計とするが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防

護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い

場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽

の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うこ

とにより，可搬型代替注水大型ポンプ及びホース（西側及び南側保管場

所保管分）の設置及び接続を可能な設計とする。可搬型スプレイノズル

及びホース（原子炉建屋原子炉棟内保管分）は屋内に設置する設計とす

るが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で

作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，

線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等

を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことによ

り，可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟内保管分）

の設置及び接続を可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型スプレイノズル及びホースの接続

箇所は，簡便な接続金物により容易かつ確実に接続が可能な設計とす

る。 

    （54－3－2,5～8） 

 (5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 
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    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）である可搬型代替注

水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準対象施設である燃料

プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備

である常設低圧代替注水系ポンプの配置その他の条件を考慮し，発電所

敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散を図る設計

とする。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノ

ズルは，地震，津波その他の外部事象による損傷の防止が図られた原子

炉建屋原子炉棟に保管する。また，可搬型重大事故等対処設備である可

搬型スプレイノズルは，常設重大事故等対処設備である常設スプレイヘ

ッダの配置その他の条件を考慮し，原子炉建屋原子炉棟内の複数箇所に

分散して保管することで可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

（54－8－2） 

 (6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 
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   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管するため，重大事故等時にお

ける，保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する。 

可搬型スプレイノズルは，地震，津波，その他の外部事象による損傷

の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟内の複数箇所に分散して保管する

ため，重大事故等時における，保管場所から設置場所までの経路につい

て，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二

発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」で記載する。 

（54－9－2～6） 
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 (7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬型代替注水大

型ポンプは，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ，残

留熱除去系ポンプ及び常設重大事故等対処設備である常設低圧代替注水

ポンプと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－20表

で示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの多様性及び位置的分散については，

「3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性）」に示す。 

 注水端を可搬型スプレイノズルとすることで，設計基準対象施設であ

る燃料プール水戻りディフューザ及び重大事故等対処設備の常設スプレ

イヘッダに対し多様性及び可能な限り位置的分散を図った設計とする。 

（54－3－2） 
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第3.11－20表 多様性又は位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール 

冷却浄化系 

残留熱除去系 

（使用済燃料プ

ール水の 

冷却及び補給） 

代替燃料プール 

注水系 

（可搬型スプレイ 

ノズル） 

代替燃料プール注水系 

（常設スプレイヘッダ） 

注水端 燃料プール水戻りディフューザ 
可搬型スプレイ 

ノズル 
常設スプレイヘッダ 

ポンプ 

燃料プール冷却

浄化系ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

可搬型代替注水 

大型ポンプ 

可搬型代替注水 

大型ポンプ 

常設低圧代替 

注水系ポンプ 

原子炉建屋 

原子炉棟4階 

原子炉建屋原子 

炉棟地下2階 
屋外 屋外 

常設低圧代替注水 

系格納槽内 

水源 

使用済燃料プール 代替淡水貯槽 代替淡水貯槽 

原子炉建屋原子炉棟6階 
常設低圧代替注水 

系格納槽内 

常設低圧代替注水 

系格納槽内 

駆動用空気 不要 不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 
不要 

（自然冷却） 

残留熱除去系 

海水系 
自己冷却 自己冷却 

不要 

（自然冷却） 

駆動電源 
非常用ディーゼル発電機 

不要 

（ディーゼル 

エンジン） 

不要 

（ディーゼル 

エンジン） 

常設代替高圧 

電源装置 

原子炉建屋付属棟地下1階 屋外 屋外 屋外 
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3.11.2.3 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.3.1 設備概要 

  代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準対象施設であ

る残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合

に，この機能を代替し，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止

及び放射線の遮蔽（第54条第1項対応）を目的として常設低圧代替注水系ポ

ンプを用いる注水設備と可搬型代替注水大型ポンプを用いる注水設備を設置

するものである。 

  また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位

が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷の進行緩和及び臨界の防止（第54条第2項対応）を目的として常設低圧代

替注水系ポンプを用いる注水設備と可搬型代替注水大型ポンプを用いる注水

設備を設置するものである。 

  常設低圧代替注水系ポンプを用いる場合は，常設低圧代替注水系ポンプ，

電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備，水源で

ある代替淡水貯槽，流路である代替燃料プール注水系配管・弁，常設スプレ

イヘッダ，注水先である使用済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低圧代替注水系

ポンプ1台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中央制御室のスイッチ操作

により行い，代替燃料プール注水系配管，常設スプレイヘッダを経由して使

用済燃料プールへスプレイする。 

本系統の概要図を第3.11－8図に重大事故等対処設備を第3.11－21表に示

す。 
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常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置及び可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車か

ら給電できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水大型ポンプ，

水源である代替淡水貯槽，流路である代替燃料プール注水系配管・弁，ホー

ス，常設スプレイヘッダ，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タ

ンクローリ，注水先である使用済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，可搬型代替注水大

型ポンプから接続口までホースを接続し，使用済燃料プールへ注水又はスプ

レイする。 

  本系統の概要図を第3.11－9図に，重大事故等対処設備を第3.11－22表に

示す。 

可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，ポンプに

付属するスイッチにより起動できる設計とする。燃料は可搬型設備用軽油タ

ンクからタンクローリを用いて給油できる設計とする。 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水可能な設計と

する。なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」で示す。 

可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異な

る面（原子炉建屋東側及び西側）及び常設代替高圧電源装置置場（高所東側

及び西側）の隣接しない位置に設置することで位置的分散を図る設計とす

る。  
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第3.11－8図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統概要図 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

弁名称

① 使用済燃料プール注水ライン流量調整弁

② 使用済燃料プール注水ライン元弁

③ 常設低圧代替注水系系統分離弁

④ 使用済燃料プールスプレイライン元弁

① 
② 

④ 

③ 

サプレッション・チェンバ 
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第3.11－9図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統概要図 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

弁名称

① 使用済燃料プール注水ライン元弁

② 使用済燃料プールスプレイライン元弁

③ 使用済燃料プール注水ライン流量調整弁

④ 原子炉建屋東側接続口の弁

③ 

① 

② 
④ 

サプレッション・チェンバ 
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第3.11－21表 代替燃料プール注水系常設スプレイヘッダ）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時）

設備区分 設備名 

主要設備 
常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

関連設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 
低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替低圧電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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第3.11－22表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

関連設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油設

備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

 (1) 常設低圧代替注水系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所      常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力      約190kW／個 
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(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   型 式     うず巻形 

   容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 

   全 揚 程     約140m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

   出 力     約847kW／個 

   台 数     2（予備1※） 

   設 置 場 所     屋外  

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）」は同

型設備であり，「可搬型代替注水大型ポ

ンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）」の予備 1 台の計 2

台は共用可能とする。 
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(3) 常設スプレイヘッダ 

   最高使用温度     66℃ 

   個 数     1 

   取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟6階 

3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備であることか

ら，重大事故等時における常設低圧代替注水系格納槽内の環境条件を考

慮し，第3.11－23表に示す設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型
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ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，重大事故等時に，水源付近

の屋外に設置する設備であることから，重大事故等時における屋外の環

境条件を考慮し，第3.11－24表に示す設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプの操作は，可搬型代替注水大型ポンプに付属するスイッチによ

り，設置場所にて操作可能な設計とする。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを

考慮した上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山の影響については，適切に

除雪及び除灰する運用とする。 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気

運転を行い凍結対策とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダ

は原子炉建屋原子炉棟6階に設置する設備であることから，重大事故等

時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，第3.11－25表に

示す設計とする。 

    （54－3－2,9～11） 
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第3.11－23表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽内で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す。） 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設

備の設置に加え，水密構造の地下格納槽に設置する設

計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪及び火山の影響は受けな

い。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

第3.11－24表 想定する環境条件（可搬型代替注水大型ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外で想定される降水及び凍結により機能を損なうこ

とのないよう防水対策及び凍結対策を考慮した設計と

する。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで設備への

影響を考慮した設計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考

慮した上で機器が損傷しいことを確認し，輪留め等に

より固定する。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，高台の可搬型設備保管

場所に機器を配備することにより，機器が損傷しない

設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重

を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風

（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分

散を考慮した保管により，機能を損なわない設計とす

る。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第3.11－25表 想定する環境条件（常設スプレイヘッダ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮した設計する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す。） 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設

備の設置に加え，水密構造の原子炉建屋原子炉棟内に

保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），

及び竜巻の風荷重，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプを運転する場合は，中央制御室のスイッチ操作で常設低圧代替注

水系ポンプを起動し，代替淡水貯槽への循環運転状態とする。その後，
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中央制御室からのスイッチ操作で，使用済燃料プール注水ライン元弁の

閉操作，常設低圧代替注水系系統分離弁，使用済燃料プールスプレイラ

イン元弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調整弁の開操作を実施し

使用済燃料プールへのスプレイを行う設計とする。代替燃料プール注水

系（常設スプレイヘッダ）の操作に必要なポンプ及び弁を第3.11－26表

に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並びに電動弁の

開閉状態については，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認可能な設

計とし，中央制御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計

とする。また，中央制御室のスイッチ操作するに当たり，運転員等の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器の名称等

を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性

及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水大型ポンプを水源近傍に配置

するとともにホース接続を実施し，中央制御室からのスイッチ操作で，

使用済燃料プール注水ライン元弁の閉操作，常設低圧代替注水系系統分

離弁，使用済燃料プールスプレイライン元弁及び使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁の開操作を実施した後，現場操作で原子炉建屋東側接

続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口の弁

を開とし，可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起

動することで使用済燃料プールへのスプレイを行う設計とする。代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の操作に必要なポンプ，弁及び

ホースを第3.11－27表に示す。 
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原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口及び

高所西側接続口の弁については，接続口近傍の屋外から手動操作で弁を

開閉することが可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッ

チは，運転員等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計と

し，機器の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可能とすること

で，運転員等の操作性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室における監視又は試

験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計とする。ま

た，可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及

び輪留め等による固定が可能な設計とする。 

    ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物及び一般的な工具により，容易かつ確実に接続が可能な設計とす

る。 

    （54－3－2,9～11，54－4－4） 

第3.11－26表 操作対象機器（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）

又は（Ｂ） 
起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン元弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

使用済燃料プールスプレイライン

元弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 
弁閉→調整開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 
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第 3.11－27 表 操作対象機器（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は西側，高所

東側又は西側） 

弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

使用済燃料プールスプレイライン

元弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

   代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設重大事故等対処

設備の試験検査を第3.11－28表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプは，他系統と独立した試験系統により，発電用原子炉運転中に機

能・性能検査，弁動作確認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能
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検査，弁動作確認及び分解検査を実施可能な設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプは，発電用原子炉停止中に分解検査として，ケーシングカバーを

取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分

解検査が可能な設計とする。弁については，分解検査として弁体等の部

品の状態を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とする。

また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変

形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替

注水系ポンプは，吐出配管にテストラインを設け，発電用原子炉運転中

又は停止中に，機能・性能検査として，代替淡水貯槽を水源とした循環

運転を行うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振

動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，

発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施することで弁開閉動

作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機

能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

常設スプレイヘッダは，通気により詰まりがないことを確認する。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型重大事故等対

処設備の試験・検査を第3.11－29表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，発電用原子炉運転中に機能・性能検査，弁動作確認及び車両

検査を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，分解検査，弁動

作確認及び車両検査が可能な設計とする。 
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機能・性能確認として，代替淡水貯槽又は海を水源とし，可搬型代替

注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホースの系統構成で循環運転

を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，運転

時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプに

ついては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とする。

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，ジョ

イント部の腐食等がないことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計

とする。また，弁動作確認を実施することで，弁の開閉動作を確認可能

な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として異常なく走行できることを

確認可能な設計とする。 

（54－5－2,3） 
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第3.11－28表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の試験検査（常設） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁

の漏えい確認，ポンプ，常設スプレイヘッ

ダ及び系統配管・弁の外観の確認，常設ス

プレイヘッダへの通気による詰まり確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁

の漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について浸

透探傷試験及び目視により確認 

第3.11－29表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の試験検査（可搬型） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏え

い確認，外観の確認 

分解検査 
弁の部品の表面状態について浸透探傷試験

及び目視により確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプは，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，通常待機時は，接続先と系統と分離した状態で西側及び南側

保管場所に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする 

（54－4－4,5） 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 
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代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の隔離弁について第

3.11－30表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，通常待機時は使用

済燃料プールスプレイライン元弁を閉止することで他の系統と隔離する

系統構成としており，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。代替

燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）による注水を行う場合は，重

大事故等対象設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，通常待機時は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側

保管場所に保管することとで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

可搬型代替注水大型ポンプによる注水は，弁操作によって通常待機時

の系統構成から重大事故等対象設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所において転倒しない設計とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所におい

ては，車両転倒防止装置又は輪止めにより固定することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。可搬型代替注水大型ポンプは，固縛等

を実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響及ぼさない設計と

する。 

（54－3－2,9～11,54－8－2） 
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第3.11－30表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

使用済燃料プール 使用済燃料プールスプレイラ

イン元弁 

電動駆動 通常時閉 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場

所を第3.11－31表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分離弁，使用済

燃料プールスプレイライン元弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調

整弁は，原子炉建屋原子炉棟又は常設低圧代替注水系格納槽内に設置さ

れており，中央制御室からの遠隔操作を可能とすることで，操作場所の

放射線量が高くなるおそれが少なくなるよう設計する。 
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代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場

所を第3.11－32表に示す。 

このうち，可搬型代替注水大型ポンプ，原子炉建屋東側接続口，原子

炉建屋西側接続口の弁，高所東側接続口，高所西側接続口の弁及びホー

スで操作するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線

防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高

い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮

蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行う

ことにより，可搬型代替注水大型ポンプ等の設置及び常設設備との接続

が可能な設計とする。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダ

は操作が不要な設計とする。 

（54－3－2,9～12,54－4－4） 

第3.11－31表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）操作対象機器設置場所 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）又は

（Ｂ） 

常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 

使用済燃料プールスプレイライン元弁 原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量調整弁 原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

常設低圧代替注水系系統分離弁 常設低圧代替注水系格納槽内 中央制御室 



3.11－97 

第3.11－32表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）操作対象機器設置場所 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側及び西側，高所

東側及び西側） 

屋外接続口近傍 接続口近傍 

使用済燃料プールスプレイライン

元弁 

原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

使用済燃料プール注水ライン流量

調整弁 

原子炉建屋原子炉棟内 中央制御室 

ホース 屋外 屋外 
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3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等

対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

   代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）である常設低圧代替注

水系ポンプは，第54条第1項及び第2項対応の場合に，必要な注水量又は

スプレイ量を有する設計とする。 

第54条第1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料プール内の燃

料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事故１及び想定事故２に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有

効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hである

ことから，1台で約200m３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを

1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で注

水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮し

て，約200mを確保可能な設計とする。 

第54条第2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済燃料プール内

に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレイ量の45.4 m３／hに余裕
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を見込んだ70m３／hとし，1台で約200m３／hを送水可能な常設低圧代替

注水系ポンプを1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへのスプレイ量で

スプレイを実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用

済燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を

考慮して，約200mを確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 設置許可基

準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故等対処設備の安全設

計方針に対する適合性）」のとおり。 

    （54－6－2～4） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 
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 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，一部の敷地を共有

する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプは，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残

留熱除去系ポンプと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第

3.11－20表に示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系

ポンプの多様性及び位置的分散については，「3.11.2.1.3.2 設置許可

基準規則第43条第2項への適合方針（常設重大事故等対処設備の安全設

計方針に対する適合性）」に記載する。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対象施設である
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燃料プール水戻りディフューザ及び重大事故等対処設備の可搬型スプレ

イノズルに対し多様性及び可能な限り位置的分散を図った設計とする。 

3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）である可搬型代替注水

大型ポンプは，第54条第1項及び第2項対応の場合に，必要な注水量又は

スプレイ量を有する設計とする。 

 第54条第1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料プール内の燃

料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事故１及び想定事故２に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有

効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hである

ことから，1台で約1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポンプ

を1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量で注

水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）
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を考慮して，約140mを確保可能な設計とする。 

第54条第2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済燃料プール内

に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレイ量の45.4 m３／hに余裕

を見込んだ70m３／hとし，1台で約1,320m３／hを送水可能な可搬型代替

注水大型ポンプを1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへのスプレイ量で

スプレイを実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（使用

済燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の

圧損）を考慮して，約140mを確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」に記載する。 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 設置許可基

準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事故等対処設備の安全設

計方針に対する適合性）」に記載する。 

        （54－6－5～7） 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する
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ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

   代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプ側のホースと接続口については，フランジ接続にすることで，一

般的に使用される工具を用いてホースを容易かつ確実に接続ができる設

計とする。また，原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所

東側接続口及び高所西側接続口の口径を統一し，容易かつ確実に接続で

きる設計とする。 

（54－7－2） 

 (3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

   常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 
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    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現

象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを

防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に1箇所，西側

に1箇所，常設代替高圧電源装置置場の東側に1箇所，西側に1箇所設置

する。 

    （54－3－9，11，54－7－2） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプ，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の弁，高所東

側接続口及び高所西側接続口の弁及びホースは，屋外に設置する設計と

するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策

で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合

は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設

置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い位置に場所で作業を行う
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ことにより，可搬型代替注水大型ポンプの設置及び常設設備との接続を

可能な設計とする。 

ホースの接続は，簡便な接続金物により容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。また，接続口への接続は，簡便なフランジ接続により，一

般的な工具等を用い容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－2，5） 

 (5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準対象施設である燃料プール

冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備である

常設低圧代替注水系ポンプの配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内

の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散を図る設計とす

る。 

（54－8－2） 
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 (6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，通常待機時は西側及び南側保管場所に保管するため，重大事

故等時においても，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設

備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複

数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二

発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」に記載する。 

（54－9－2～3） 

 (7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許
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可基準規則第43条第3項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水大型

ポンプは，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留

熱除去系ポンプ及び常設重大事故等対処設備である常設低圧代替注水ポ

ンプと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－20表に

示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの多様性及び位置的分散については，

「3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性）」に示す。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対象施設である

燃料プール水戻りディフューザ及び重大事故等対処設備の可搬型スプレ

イノズルに対し多様性及び可能な限り位置的分散を図った設計とする。 

（54－3－2） 
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3.11.2.4 代替燃料プール冷却設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

  代替燃料プール冷却設備は，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化

系及び残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却機能）の有する使用済燃料

プールの冷却機能が喪失した場合に，使用済燃料プール内に貯蔵する使用済

燃料から発生する崩壊熱を除去するため，使用済燃料プール水を冷却するこ

とを目的として設置するものである。 

本系統は，代替燃料プール冷却系熱交換器の一次側に使用済燃料プール水

を送水する代替燃料プール冷却系と代替燃料プール冷却系熱交換器の二次側

に海水を送水する緊急用海水系で構成され，代替燃料プール冷却系熱交換器

の二次側を流れる海水にて，一次側を流れる使用済燃料プール水を冷却する

ことにより使用済燃料プールを冷却する設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，使用済燃料プールを水源として代替燃料プール

冷却系ポンプにより使用済燃料プール水を流路であるスキマサージタンク，

燃料プール冷却浄化系配管・弁及び代替燃料プール冷却系配管・弁を経由し

て代替燃料プール冷却系熱交換器の一次側に送水され，代替燃料プール冷却

系熱交換器にて冷却された使用済燃料プール水は，使用済燃料プールへ戻る

循環系統である。緊急用海水系は，非常用取水設備である緊急用海水ポンプ

ピットから緊急用海水ポンプにより取水した海水を緊急用海水系配管・弁及

び残留熱除去系海水系配管・弁を経由して代替燃料プール冷却系熱交換器の

二次側に送水され，代替燃料プール冷却系熱交換器を通過した海水は，最終

的な熱の逃がし場である海へ放水される系統である。代替燃料プール冷却設

備の系統概要図を第 3.11－12 図に，重大事故等対処設備を第 3.11－33 表に

示す。代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの電源は，常設代

替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電できる設計とする。 
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 機器名称  機器名称 

① 緊急用海水ポンプ(Ａ) ⑥ 代替燃料プール冷却系ポンプ 

② 緊急用海水ポンプ(Ｂ) ⑦ 代替燃料プール冷却系熱交換器 

③ 緊急用海水系代替ＦＰＣ系隔離弁 ⑧ 代替燃料プール冷却系ポンプ入口弁 

④ 
緊急用海水系代替ＦＰＣ系海水出口流量調

整弁（Ａ）系 
⑨ 代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁 

⑤ 
緊急用海水系代替ＦＰＣ系海水出口流量調

整弁（Ｂ）系 
⑩ 燃料プール冷却浄化系入口隔離弁 

第 3.11－12 図 代替燃料プール冷却系設備系統図（残留熱除去系海水系Ａ系使用時） 

①

③

②

⑦

⑨

④⑤

⑥

⑧

⑩
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第3.11－33表 代替燃料プール冷却設備に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 

代替燃料プール冷却系 

代替燃料プール冷却系ポンプ【常設】 

代替燃料プール冷却系熱交換器【常設】 

使用済燃料プール【常設】※１

緊急用海水系※４

緊急用海水ポンプ【常設】 

関連設備 

付属設備 
緊急用海水系※４

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

水源 － 

流路 

代替燃料プール冷却系 

代替燃料プール冷却系配管・弁【常設】 

燃料プール冷却浄化系配管・弁【常設】 

スキマサージタンク【常設】 

緊急用海水系※４

緊急用海水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備※４

 ＳＡ用海水ピット【常設】 

 海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

緊急用海水取水管【常設】 

緊急用海水ポンプピット【常設】

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電 源 設 備 ※ ２

（燃料給油設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３

代替燃料プール冷却系 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

 使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

緊急用海水系※４

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可
基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針
を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方
針を示す章）」で示す。 

※４：緊急用海水系及び非常用取水設備については「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送
するための設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

 主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 代替燃料プール冷却系ポンプ 

型 式     うず巻形 

台 数     1 

容 量     約 124m３／h 

全 揚 程     約 40m 

最高使用圧力     0.98MPa[gage] 

最高使用温度     80℃ 

材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟 4 階 

電 動 機 出 力     約 30kW 

(2) 代替燃料プール冷却系熱交換器 

型 式     プレート式 

基 数     1 

伝 熱 容 量     約 2.31MW 

最高使用圧力      

一次側       0.98MPa[gage] 

二次側       0.98 MPa[gage] 

最高使用温度      

一次側       80℃ 

二次側       66℃ 

材 料      

 側 板       炭素鋼 
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 伝熱板       ステンレス鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟 4 階 

(3) 使用済燃料プール 

種 類     ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

貯 蔵 能 力     全炉心燃料の約290％相当分 

(4) 緊急用海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型 式     ターボ形 

台 数     1（予備 1） 

容 量     約 844m３／h 

全 揚 程     約 130m 

最高使用圧力     2.45MPa[gage] 

    最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     ステンレス鋼 

取 付 箇 所     地下格納槽 

電 動 機 出 力     約 510kW 
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3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常設並びに可搬

型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プ

ール冷却系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置している設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における原子炉建屋原

子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第3.11－34表に示す設計とする。 

（54－3－12,13） 
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第3.11－34表 想定する環境条件 

（代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷

却系熱交換器の一次側は，海水を通水することはな

い。 

代替燃料プール冷却系熱交換器の二次側は，常時海

水を通水するため耐腐食性材料を使用する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設

計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプを運転する場合

は，中央制御室からのスイッチ操作で，燃料プール冷却浄化系入口隔離

弁の閉操作及び代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁，代替燃料プール

冷却系ポンプ入口弁の開操作を行った後，中央制御室からのスイッチ操

作により代替燃料プール冷却系ポンプを起動し代替燃料プール冷却系の

循環運転を行う。また，中央制御室のスイッチにより，緊急用海水ポン

プを起動し，代替燃料プール冷却系熱交換器へ海水の供給を行う。 

   代替燃料プール冷却系の操作に必要なポンプ及び弁を第3.11－35表に

示す。 

代替燃料プール冷却系ポンプの起動・停止・運転状態及び弁の開閉状

態については，中央制御室の表示灯・操作画面表示等で視認可能な設計

とし，中央制御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計と

する。 

   中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員等のアクセス性及

び操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチには機
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器の名称等を表示した銘板の取付け等又は画面表示等により，運転員の

操作性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

    （54－3－12,13） 

第3.11－35表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替燃料プール冷却系ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

代替燃料プール冷却系ポンプ入

口弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

代替燃料プール冷却系熱交換器

出口弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

燃料プール冷却浄化系入口隔離

弁 
弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

    代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プ

ール冷却系熱交換器は，第3.11－36表に示すように発電用原子炉運転中

又は停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計と

する。 

代替燃料プール冷却系ポンプは，分解検査として，ケーシングカバー

を取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する

分解検査が可能な設計とする。弁については，分解検査として弁体等の

部品の状態を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試

験により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認する。また，目視

により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗

の有無を確認する。 

代替燃料プール冷却系熱交換器は，分解検査として，フレームを取り

外して，熱交換器部品（プレート等）の状態を確認する分解検査が可能

な設計とする。分解検査においては，目視により，性能に影響を及ぼす

おそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認する。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，
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本系統を使った機能・性能試験を行うことで，ポンプの吐出圧力・流量

の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設

計とする。弁については，弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確

認が可能な設計とする。ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁について

は，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

（54－5－4,5） 

第3.11－36表 代替燃料プール冷却系の試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能検査 

ポンプ及び熱交換器の運転性能 

ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁の漏えい

確認 

ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁の外観の

確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ又は弁の部品の表面状態について浸透

探傷試験及び目視により確認 

熱交換器の部品の表面状態を，目視により確

認 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

   代替燃料プール冷却系は，本来の用途として使用する。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

   工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポンプ及び熱交換

器は，通常待機時は代替燃料プール冷却系ポンプ入口弁及び代替燃料プ

ール冷却系熱交換器出口弁を閉止しておくことで，燃料プール冷却浄化

系と隔離する系統構成としており，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの冷却を行う場
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合は，重大事故等対象設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。隔離弁については第3.11－37表に示

す。 

（54－3－12,13） 

第3.11－37表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

燃料プール冷却浄化

系 

代替燃料プール冷却系ポンプ

入口弁 

電動駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 

代替燃料プール冷却系熱交換

器出口弁 

電動駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール冷却系の系統構成のために操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を第3.11－38表に示す。 

    代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系ポンプ入口弁，

代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁及び燃料プール冷却浄化系入口隔
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離弁は，原子炉建屋原子炉棟に設置されるが，中央制御室からの遠隔操

作を可能とすることで，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少なく

なるよう設計する。線源からの離隔により，放射線量が高くなるおそれ

の少ない場所で可能な設計とする。 

（54－3－12,13,54－4－5） 

第3.11－38表 代替燃料プール冷却系操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

代替燃料プール冷却系ポンプ 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

代替燃料プール冷却系ポンプ入口弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 

燃料プール冷却浄化系入口隔離弁 原子炉建屋原子炉棟4階 中央制御室 
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3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針（常設重大事故

等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

   代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃

料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄

化系が有する使用済燃料プールの除熱機能が喪失した場合においても，

使用済燃料プールに保管されている燃料の崩壊熱を除去できる設計とす

る。 

代替燃料プール冷却系熱交換器の容量は，設計基準対象施設である使

用済燃料プール冷却浄化設備の冷却機能と同等とし，約2.31MWで設計す

る。 

また，燃料プール水を冷却可能な容量として，1台で約124m３／hを送

水可能な代替燃料プール冷却系ポンプ1台使用する設計とする。 

全揚程は，燃料プール水を冷却可能な容量で送水する場合の圧損（使

用済燃料プールからの取出位置と使用済燃料プールへの注水位置の圧力

差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮して，約40mを確

保可能な設計とする。 

      （54－6－8～14） 



3.11－123 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃

料プール冷却系熱交換器は，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43 条第2 項

三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃

料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄

化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器と同時に機能が損なわれ

ないよう，第 3.11－39 表に示すとおり，多様性及び位置的分散を図る

設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器に対し

て原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで位置的分散を図

る設計としている。 

代替燃料プール冷却系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である

常設代替高圧電源装置は，屋外の常設代替高圧電源装置置場に設置する

常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの独立した電源

供給ラインから供給可能とすることで，原子炉建屋付属棟内に設置され

た設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプの電源（非常用

ディーゼル発電機）に対し多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプのサポート系として，冷却水を自然冷却

とすることで，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプの

冷却水（自然冷却）に対し多様性を持たせた設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器を使

用する代替燃料プール冷却系の配管は，燃料プール冷却浄化系配管の分
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岐点から燃料プール冷却浄化系の配管との合流点までを独立した系統と

することで，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプを使

用した冷却系統に対して多様性を有する設計とする。 

第3.11－39表 多様性又は位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故防止設備 

燃料プール冷却浄化系 代替燃料プール冷却系 

ポンプ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 代替燃料プール冷却系ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟4階 原子炉建屋原子炉棟4階 

熱交換器 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 代替燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉建屋原子炉棟4階 原子炉建屋原子炉棟4階 

水源 使用済燃料プール 使用済燃料プール 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 不要（内包油） 

冷却水 不要（自然冷却） 不要（自然冷却） 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下1階 屋外 
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3.11.2.5 使用済燃料プール監視設備 

3.11.2.5.1 設備概要 

  使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（Ｓ

Ａ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，

想定される重大事故等時に使用済燃料プールの水位，温度及び上部の空間線

量率が変動する可能性のある範囲にわたり監視することを目的として設置す

る。また，使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時の使用

済燃料プールの状態を監視するために設置する。なお，使用済燃料プール監

視設備（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）は，直流又は交流

電源が喪失した場合でも，代替電源設備からの給電を可能とし，中央制御室

で監視可能な設計とする。 

  使用済燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧を第3.11－40

表に，系統概要図を第3.11－14図に示す。 
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第3.11－40表 使用済燃料プール監視設備に関する重大事故対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）【常設】

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置【常設】を含む） 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油設備

を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針 

を示す章）」で示す。 
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第3.11－14図 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 

①使用済燃料プール水位・温度(ＳＡ広域) 
②使用済燃料プール温度(ＳＡ) 
③使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

(高レンジ・低レンジ) 
④使用済燃料プール監視カメラ 
⑤使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 
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3.11.2.5.2 主要設備の仕様 

  設備の主要機器仕様を以下に示す。 

(1) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

個   数     水位：1 

              温度：1（検出点 2 箇所） 

    計 測 範 囲     水位：EL.35,077mm～46,577mm※

              温度：0～120℃ 

    種   類     水位：ガイドパルス式 

              温度：測温抵抗体 

    取 付 箇 所     水位：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

              温度：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

※使用済燃料貯蔵ラック上端（EL.39,377mm），使用済燃料貯蔵ラック底部（EL.35,097mm） 

(2) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

 個   数       ：1（検出点 8 箇所） 

 計 測 範 囲       ：0～120℃ 

 種   類       ：熱電対 

 取 付 箇 所       ：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

(3) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ） 
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  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（重大事故等時） 

   個   数      ：1 

   計 測 範 囲      ：10－２Sv／h～10５Sv／h  

   種   類      ：イオンチェンバ 

   取 付 箇 所      ：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

(4) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ） 

 兼用する設備は以下のとおり。 

 ・計装設備（重大事故等対処設備） 

 ・放射線管理設備（重大事故等時） 

  個   数      ：1 

  計 測 範 囲      ：10－３mSv／h～10４mSv／h 

  種   類      ：イオンチェンバ 

  取 付 箇 所      ：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

(5) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置を含む） 

  兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    個   数           ：1 

    種   類           ：赤外線カメラ 

    取 付 箇 所     赤外線カメラ：原子炉建屋原子炉棟 6 階 

              空冷装置  ：原子炉建屋付属棟 4 階 
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3.11.2.5.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉棟内に設置

する設備であることから，重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内

の環境条件を考慮し，以下の第3.11－41表に示す。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋付属棟内に設

置する設備であることから，重大事故等時における原子炉建屋付属棟内

の環境条件を考慮し，以下の第 3.11－41 表に示す。  
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第 3.11－41 表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

使用済燃料プール監視設備の設置場所である原子炉建屋原子炉

棟内又は原子炉建屋付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設

計とする。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内又は原子炉建屋付属棟内に設置するた

め，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波による影響を考慮した設計と

する。 

(54－3－14,15) 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時にお

いて中央制御室にて監視できる設計であり現場及び中央制御室における

操作は発生しない。 
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    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室にて操作が可

能であり，想定される重大事故等時においても，確実に操作が可能な設

計とする。 

中央制御室のスイッチで操作するにあたり，運転員の操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，機器の名称等を表示

した銘板の取付け等により，運転員の操作，監視性を考慮して，確実に

操作が可能な設計とする。操作対象機器を第3.11－42表に示す。 

第3.11－42表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置 
停止⇒起動 スイッチ操作 中央制御室 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール温度

（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査が可能

な設計とする。使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃

料プ一ル温度（ＳＡ）は，機能・性能検査として，検出器の温度1点確

認，絶縁抵抗測定及び校正が可能な設計とする。 
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    使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，機

能・性能検査として，標準線源を用いた検出器の線源校正が可能な設計

とする。また，演算装置に模擬入力を行い計器校正が可能な設計とす

る。 

    使用済燃料プール監視カメラは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能検査が可能な設計とする。使用済燃料プール監視カメラは，

機能・性能検査として，カメラの表示確認及び外観点検が可能な設計と

する。 

    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置は，機能・性能検査として，空冷装置の動作確認及び

外観点検が可能な設計とする。 

    なお，これらの計器の点検については，使用済燃料プール監視設備が

少なくとも1つ以上機能維持した状態で行う。第3.11－43～47表に使用

済燃料プール監視設備の試験検査を示す。 

第3.11－43表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 

検出器の絶縁抵抗測定 

検出器の温度1点確認 

計器校正 

(54－5－7) 
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第3.11－44表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール温度（ＳＡ）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 

検出器の絶縁抵抗測定 

検出器の温度1点確認 

計器校正 

(54－5－8) 

第3.11－45表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
検出器の線源校正 

計器校正 

(54－5－8) 

第3.11－46表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール監視カメラ） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
カメラの表示確認 

外観点検 

(54－5－9) 

第3.11－47表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置） 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
空冷装置の動作確認 

外観点検 

(54－5－9) 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，本来の用途以外の用途には使

用せず，切り替えをしない設計とする。 

 なお，使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置の起動操作は，速やか

に実施可能な設計とする。 

（54－4－6） 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 
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    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ用

空冷装置は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時にお

いて中央制御室にて監視できる設計であり現場における操作は発生しな

い。 

 使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置は，原子炉建屋付属棟4階に

設置し，中央制御室にて操作が可能な設計とするため現場における操作

は発生しない。また，使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置の設置場

所及び操作場所を第3.11－48表に示す。 
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第3.11－48表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

使用済燃料プール監視カメラ用 

空冷装置 
原子炉建屋付属棟4階 中央制御室 
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3.11.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）は，想定される重大事故等

時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍ま

での範囲にわたり水位を測定可能な設計とする。 

    使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール温度

（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する可能性のある範

囲にわたり温度を測定可能な設計とする。 

    使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，重

大事故等時において変動する可能性のある範囲（3.1mSv／h以下）にわ

たり測定が可能な設計とする。 

   使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において赤

外線機能により使用済燃料プールの状況が把握可能な設計とする。 

    （54－6－36～42） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ
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し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ），使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空

冷装置を含む）は，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉

施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度
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（ＳＡ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置は，共通要因によって設計基準対象施設である使用済燃料プ

ール水位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料プール温

度，燃料取替フロア燃料プールエリア放射線モニタ，原子炉建屋換気系

燃料取替床排気ダクト放射線モニタ及び原子炉建屋換気系排気ダクト放

射線モニタと同時に機能が損なわれることを防止するために，可能な限

り異なる階層や使用済燃料プール内の異なる場所に設置することによる

位置的分散を図り，地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によって

同時に機能を損なわれない設計とする。 

    また，使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール

温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）及び使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置を含む）の電源については，代替電源設備からの給電を可能

としており，多様性を考慮した設計とする。 

    使用済燃料プール監視設備の多様性，位置的分散については，第3.11

－49表に示す。 

（54－2－2～4，54－11－21～23） 
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第 3.11－49 表 使用済燃料プール監視設備の多様性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

名称 
設置 

場所 

検出 

方式 
名称 

設置 

場所 

検出 

方式 

水位 使用済燃料プール水位 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

ディスプ

レーサ/フ

ロート式 

使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域） 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

ガイドパル

ス式 

温度 

使用済燃料プール冷却浄化

系ポンプ入口温度 

原子炉建屋

原子炉棟 

4 階 

熱電対 使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域） 

使用済燃料プール温度

（ＳＡ） 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

測温抵抗体

熱電対 使用済燃料プール温度 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

熱電対 

放射線 

燃料取替フロア燃料プール

エリア放射線モニタ 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

半導体 

使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

イオンチェ

ンバ 

原子炉建屋換気系燃料取替

床排気ダクト放射線モニタ 

原子炉建屋

原子炉棟 

6 階 

半導体 

原子炉建屋換気系排気ダク

ト放射線モニタ 

原子炉建屋

原子炉棟 

3 階 

半導体 

カメラ － － － 

使用済燃料プール監視カ

メラ 

原子炉建屋

原子炉棟 6

階 

赤外線 

使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置 

原子炉建屋

付属棟 4 階
－ 



3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55 条】 

基準適合への対応状況 
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9.11 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

9.11.1 概 要 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するために必要な重大事故等対処設備を保管する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統概要図及び配

置図を第 9.11－1 図から第 9.11－3 図に示す。 

9.11.2 設計方針 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに，原子炉建屋放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応で

きる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

 (1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃

料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と

して，原子炉建屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放

水砲，ホース等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）によ

り海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水できる設計と
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する。可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置場所

を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計

とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，燃料給油設備であ

る可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・放水砲 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と

して，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成する。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 12 箇所（雨水

排水路集水桝 9 箇所及び放水路 3 箇所）に設置できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・汚濁防止膜 

 (2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設

備 
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ａ．航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応す

るための重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備を使用す

る。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放

水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用），ホース等で構成

し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）により海水を泡消火薬剤と

混合しながらホースを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水でき

る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，燃料給油設備であ

る可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・放水砲 

・泡混合器 

・泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 

燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」にて記載する。 

9.11.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」
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に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び汚

濁防止膜は，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から離れた屋外

に保管する。 

9.11.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び汚

濁防止膜は，他の設備から独立して保管及び使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外

の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，治具や輪留めによる

固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，飛散物となって他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

9.11.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋放水設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，想定される重大事故

等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への対応
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に対して，放水砲による直状放射により原子炉建屋の最高点である屋上に放

水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要な容量を有するものを 1

セット 1 台使用する。保有数は， 1 セット 1 台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台を保管する。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）のバックアップについては，同型設

備である可搬型代替注水大型ポンプのバックアップ用の 1 台と共用する。 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，想定される重大事故等時におい

て，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場所に応じた高さ及び

幅を有する設計とする。保有数は，各設置場所の幅に応じた必要な本数計

24 本に加えて，故障時の待機除外時のバックアップ用として各設置場所に

対して 24 本を保管する。 

9.11.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び汚

濁防止膜は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤

容器（大型ポンプ用）の接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲及び泡混合器は，使用時に

海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，海水を直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 
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汚濁防止膜は海に設置するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

9.11.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び汚

濁防止膜は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替えること

なく使用できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤

容器（大型ポンプ用）は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアク

セス可能な設計とするとともに，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び

放水砲は設置場所にて輪留めにより固定等ができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤

容器（大型ポンプ用）の接続は，簡便な接続とし，一般的に使用される工具

を用いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，付属の操作スイッチにより，設

置場所での操作が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤

容器（大型ポンプ用）は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から放水で

きる設計とする。 

9.11.3 主要設備及び仕様 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器仕様を第

9.11－1 表に示す。 
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9.11.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建屋放水設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲

及び泡混合器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，外観の確認が可能な

設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉建屋放水設備である泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，内容量及び外観の確認が可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，車両として運転状態の確認が可能な設計とする。 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に，外観の確認が可能な設計とする。  
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第 9.11－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機

器仕様 

(1) 原子炉建屋放水設備 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台 数      1（予備 1＊） 

容 量      約 1,380m３／h 

全 揚 程      約 135m 

             ＊「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」

は同型設備であり，「可搬型代替注水

大型ポンプ」の予備 1 台と「可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）」の予備

1 台の計 2 台は共用する。 

ｂ．放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台 数      1（予備 1） 

ｃ．泡混合器 

個 数      1（予備 1） 
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ｄ．泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

個 数       5（予備 5） 

容 量       約 1m３／個 

(2) 海洋拡散抑制設備 

ａ．汚濁防止膜 

   (a) 雨水排水路集水桝用（高さ約 3m，幅約 3m） 

個 数      12（予備 12） 

高 さ      約 3m／個 

幅    約 3m／個 

   (b) 雨水排水路集水桝用（高さ約 2m，幅約 3m） 

個 数      6（予備 6） 

高 さ      約 2m／個 

 幅       約 3m／個 

   (c) 放水路用（高さ約 4m，幅約 4m） 

個 数      6（予備 6） 

高 さ      約 4m／個 

 幅       約 4m／個 
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第 9.11－1 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概要

図（原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制） 
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第 9.11－2 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の配置図 

（海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制） 
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第 9.11－3 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統概

要図（原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火） 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第55条への適合方針 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃

料体等の著しい損傷時に用いる設備

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設

備

(3) 航空機燃料火災に対する初期消火設備

3.12.2 重大事故等対処設備  

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射
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への泡消火)  

3.12.2.1.1 設備概要  
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3.12.2.1.1.3 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(航空機 

燃料火災への泡消火) 

3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）



目－2 

(2) 放水砲

(3) 汚濁防止膜

(4) 泡混合器

(5) 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

3.12.2.1.3 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針  
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3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第43条第3項一)

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第43条第3項二)

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第43条第3項三)

(4) 設置場所(設置許可基準規則第43条第3項四)

(5) 保管場所(設置許可基準規則第43条第3項五)

(6) アクセスル一トの確保(設置許可基準規則第43条第3項六)

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性(設置許可

基準規則第43条第3項七)

3.12.3 その他設備  

3.12.3.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.1.1 設備概要 
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3.12.3.2  海洋への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.2.1 設備概要 

3.12.3.3 航空機燃料火災に対する初期消火設備 

3.12.3.3.1 設備概要 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】 

【設置許可基準規則】 

（発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならな

い。 

(解釈) 

１ 第５５条に規定する「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放

水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、発電所

内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第55条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するために必要な重大事故等対処設備を保管する。 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに，原子炉建屋放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応で

きる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃

料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と

して，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水できる設

計とする。可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置

場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる

設計とする。 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と
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して，海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成する。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 12 箇所（雨水

排水路集水桝 9 箇所及び放水路 3 箇所）に設置できる設計とする。 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設

備

ａ．航空機燃料火災への泡消火

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応する

ための重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替

注水大型ポンプ（放水用）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホー

スを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。

 また，航空機燃料火災へ対応するための自主対策設備として，以下を整備

する。 

(3) 航空機燃料火災に対する初期消火設備

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した

場合，初期対応における泡消火及び延焼防止処置をするため，以下の設

備を使用する。 

・化学消防自動車

・水槽付消防ポンプ自動車

・泡消火薬剤容器（消防車用）

・消火栓（原水タンク）

・防火水槽
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3.12.2 重大事故等対処設備 

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放

射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への泡消火) 

3.12.2.1.1 設備概要 

3.12.2.1.1.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気へ 

の放射性物質の拡散抑制) 

本系統は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物

質の拡散を抑制(大気への放射性物質の拡散抑制)することを目的として設置

する。 

ホースにより海を水源とする可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）と放水

砲を接続することにより，原子炉建屋屋上へ放水する。また，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置場所を任意に設定でき，複数の

方向から放水可能な設計とする。本系統は，現場においてホース等を敷設し

た後，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）に付属したスイッチにより，現

場での手動操作によって運転を行うものである。なお， 可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）の燃料は，可搬型設備用軽油タンクよりタンクローリを

用いて給油する。 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては，「3.14電源設備

(設置許可基準規則第57条に対する設計方針に示す章)」で示す。 

3.12.2.1.1.2 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(海洋へ

の放射性物質の拡散抑制) 

 本系統は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物
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質の拡散を抑制(海洋への放射性物質の拡散抑制)することを目的として設置

する。 

 汚濁防止膜は，放水によって放射性物質を取り込んだ汚染水が発電所から

海洋に流出する可能性のあるルートにある雨水排水路集水桝9箇所及び放水

路3箇所に設置する。 

3.12.2.1.1.3 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(航空機 

燃料火災への泡消火) 

 本系統は，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

して泡消火をする目的として，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用），可搬型設備用軽油タン

ク及びタンクローリを使用する。

放水砲は，ホースにより海を水源とする可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）と接続し，泡消火薬剤と混合しながら原子炉建屋周辺へ放水する。本系

統は，現場においてホース等を敷設した後，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）に付属したスイッチにより，現場での手動操作によって運転を行うも

のである。 

なお，泡消火薬剤は，海水と混合して用いることから，海水を混合した場

合において，機能を発揮する泡消火薬剤を用いる。なお，可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）の燃料は，可搬型設備用軽油タンクよりタンクローリを

用いて給油する。 

 可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては，「3.14電源設備

(設置許可基準規則第57条に対する設計方針に示す章)」で示す。 

上記系統の概要図を第3.12－1～3図に，重大事故等対処設備一覧を第3.12－
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1表に示す。 
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第3.12－1図 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

原子炉建屋原子炉棟 
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第3.12－2図 海洋への放射性物質の拡散抑制（汚染防止膜） 系統概要図 
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第3.12－3図 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 
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第3.12－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）【可搬】

放水砲【可搬】 

汚濁防止膜【可搬】 

泡混合器【可搬】 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）【可搬】 

関連設備

付属設備 － 

水源＊１ － 

流路 

ホース【可搬】

ＳＡ用海水ピット【常設】 

海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

注水先 － 

電源設備＊２（燃

料給油設備含む）

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備 － 

＊１：水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

＊２：電源設備については，「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条

に対する設計方針を示す章)」で示す。 
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3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

 (1) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備   

   型    式     うず巻形 

   容 量     約1,380m３／h 

   全 揚 程     約135m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約847kW 

   台    数     1(予備1＊) 

   設 置 場 所     屋外 

   保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

                       ＊「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」は

同型設備であり，「可搬型代替注水大型

ポンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）」の予備 1 台の計

2 台は共用可能とする。 

 (2) 放水砲 

   種    類     ノンアスピレート 

   最高使用圧力     1.0MPa[gage] 

   最高使用温度     80℃ 

   個    数     1(予備1) 
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設 置 場 所 屋外 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(3) 汚濁防止膜

a.雨水排水路集水桝-1,2,3,4,7及び8

型    式     フロート式(カーテン付)

個 数 12（予備12） 

高 さ 約3m（1個当たり） 

幅 約3m（1個当たり） 

設 置 場 所 雨水排水路集水桝1,2,3,4,7及び8 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

b.雨水排水路集水桝-5,6及び9

型    式     フロート式(カーテン付)

個 数 6（予備6） 

高 さ 約2m（1個当たり） 

幅 約3m（1個当たり） 

設 置 場 所 雨水排水路集水桝5,6及び9 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

c.放水路-A,B及びC

型 式 フロート式(カーテン付)

個 数 6（予備6） 

高 さ 約4m（1個当たり） 

幅 約4m（1個当たり） 

設 置 場 所 放水路-A,B及びC 



3.12－13 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(4) 泡混合器

最高使用圧力 1.73MPa[gage] 

最高使用温度 60℃ 

個    数 1(予備1) 

設 置 場 所 屋外 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(5) 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

容 量 約1m３（1個当たり） 

個 数 5（予備5） 

泡消火薬剤量 5m３（予備5m３） 

設 置 場 所 屋外 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

3.12.2.1.3 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

3.12.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件(設置許可基準規則第43条第1項一)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 
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基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，汚濁防止膜， 泡混

合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，屋外に設置することか

ら，その機能を期待される重大事故等における屋外の環境条件を考慮

し，第3.12－2表のとおりの設計とする。また，設置場所から操作可能

な設計とする。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 
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第3.12－2表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿

度，放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び

凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器

及び汚濁防止膜は，使用時に海水を通水，又は，海に設置

するため，海水の影響を考慮し，耐腐食材料を使用する設

計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮し

た上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固

定する。 

風(台風)，竜巻，

積雪，火山の影響

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考

慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）

及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した

保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第43条第1項二)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置場所を任意

に設定でき，複数の方向から放水可能となるよう設計とし，また，放水

砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，車両による運搬

及び移動ができ，設置場所にて車留め等で固定が可能な設計とする。な

お，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における環境条件

を考慮し，操作できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）付属のスイッチを操作するにあ

たり，重大事故等対応要員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作

空間を確保する。また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取

付け等により識別可能とし，重大事故等対応要員の操作・監視性を考慮

して確実に操作できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）は，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等による固

定が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火

薬剤容器（大型ポンプ用）の接続作業に当たっては，特殊な工具は必要

とせず，簡便な接続金物並びに一般的な工具により，確実に接続が可能

な設計とする。 

汚濁防止膜は，車両により運搬が出来るとともに，その設置に当たっ
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ては簡便な方法で設置できる設計とする。なお，海洋への放射性物質の

拡散抑制を行う場合，雨水排水路集水桝9箇所及び放水路3箇所の計12箇

所に汚濁防止膜を設置する。 

各操作対象機器の操作性について，第3.12－3表に記載する。 

（55-3-1～4） 

第3.12－3表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大型

ポンプ（放水用） 
起動停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

放水砲 放水方向の変更 手動操作 屋外設置場所 

泡混合器 現場設置 設置場所まで移動 屋外設置場所 

泡消火薬剤容器 

（大型ポンプ用） 
現場設置 設置場所まで移動 屋外設置場所 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

汚濁防止膜 現場設置 人力にて設置 
雨水排水路集水桝

及び放水路 
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(3) 試験検査(設置許可基準規則第43条第1項三)

(ⅰ) 要求事項 

 健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲及び泡混合器は，運転

中又は停止中に，淡水貯水池を水源とした試験系統により独立して機

能・性能検査及び外観検査が可能な設計とする。 

機能・性能確認においては，淡水貯水池を水源とし，可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用），仮設圧力計・流量計及びホースの系統構成で循

環運転が可能なテストラインを設けることで，ポンプの吐出圧力・流量

の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設

計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，車両として，異常なく走行

できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解

検査としてポンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とする。分解

検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼす指示模様の

有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及ぼす恐れのあ

るき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，発電用原子炉運転中又は停止中

に，付属の目盛により容量の確認及び外観検査が可能な設計とする。 

汚濁防止膜は，発電用運転中又は停止中に，外観検査が可能な設計と
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する。 

試験検査内容について，第3.12－4表～第3.12－7表に記載する。 

（55－4－1～5） 

第3.12－4表 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配

管・弁・ホースの漏えい確認，外観の

確認 

分解検査 

ポンプの部品の表面状態について浸透

探傷試験及び目視により確認又は取替

を実施する。 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの

漏えい確認，外観の確認 

分解検査 

ポンプの部品の表面状態について浸透

探傷試験及び目視により確認又は，取

替を実施する。 

車両検査 車両の走行確認 

第 3.12－5 表 放水砲及び泡混合器の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 運転性能，漏えいの確認 

外観検査 各設備の外観の確認 

停止中 
機能・性能検査 運転性能，漏えいの確認 

外観検査 各設備の外観の確認 
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第 3.12－6 表 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
容量確認 内容量の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 
容量確認 内容量の確認 

外観検査 外観の確認 

第3.12－7表 汚濁防止膜の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 外観の確認 

停止中 外観検査 外観の確認 
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(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第43条第1項四)

(ⅰ) 要求事項 

 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)は，通常待機時は接続先と分離された状態で西側及び南側保

管場所に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

（55－3－1～4） 
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(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第43条第1項五)

(ⅰ) 要求事項 

発電所内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)は，通常待機時は接続先と分離された状態で保管すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，保管場所において，車両の

転倒を防止するために固定し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

なお，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲のように屋外

で使用する重大事故等対処設備は，屋外仕様であり，大気中に放出され

る水滴に対して影響はないが，当該設備に直接放水しない運用とする。 

（55－3－1～4） 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第43条第1項六)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第3.12－7

表に示す。可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及

び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，移動又は運搬することで，線源

からの離隔により，放射線量が高くなるおそれの少ない場所に設置可能

な設計とする。汚濁防止膜を設置する際は，放射線量を確認して，適切

な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 
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第3.12－7表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用） 
屋外設置場所 屋外設置場所 

放水砲 屋外設置場所 屋外設置場所 

泡混合器 屋外設置場所 屋外設置場所 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 屋外設置場所 屋外設置場所 

ホース 屋外 屋外 

汚濁防止膜 
雨水排水路集水桝 

及び放水路 

雨水排水路集水桝 

及び放水路 
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3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第43条第3項一)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，放射性物質の大

気への放射性物質の拡散を抑制するため，又は，航空機燃料火災に対応

するため，直状放射により原子炉建屋の最高点である屋上に又は霧状放

射により広範囲に放水できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）は，重大事故等時において大気への放射性物質の拡散を

抑制するため及び原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災の対応に必要な容量を有するものを１台使用する。保有数は1セッ

ト1台と，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として1台の合計

2台を保管する。但し，予備については，同型設備である可搬型代替注

水大型ポンプの予備1台と共用可能とする。また，放水砲は1個と故障時

及び保守点検による待機除外時の予備として1個の合計2個を保管する。 

 汚濁防止膜は，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，海洋と接

続される排水路上の雨水排水路集水桝9箇所及び放水路3箇所に設置する

設計とする。必要数は，各設置場所に必要な幅に対して汚濁防止膜を二

重に計2本設置することとし雨水排水路集水桝9箇所の設置場所に計18本

及び放水路3箇所の設置場所に計6本の合計24本使用する設計とする。ま

た，予備については保守点検は外観検査であり，保守点検中でも使用可
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能であるため，保守点検用は考慮せずに，破れ等の破損時の予備として

各設置場所に対して2本の計24本を保管することとし，予備を含めた保

有数として設置場所12箇所分の合計48本を保管する。 

 泡混合器は，航空機燃料火災に対応するため，1個と故障時及び保守

点検による待機除外時の予備として1個の合計2個を保管する。また，泡

消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，航空機燃料火災に対応するために必

要な容量の泡消火薬剤を保管できる設計とする。泡消火薬剤の保有数

は，必要な容量として5m３確保し，故障時の予備として5m３の計10m３を

保管する。なお，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の容量は約1m３／個

であり，確保された泡消火薬剤5m３を1m３毎に分け5個，予備の泡消火薬

剤5m３を1m３毎に分け5個の計10個を保管する。  

（55－5－1～13） 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第43条第3項二)

(ⅰ) 要求事項 

 常設設備(発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二つ以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用す

ることができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ
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の泡消火）は，常設設備と接続しない設計とする。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第43条第3項三)

(ⅰ) 要求事項 

 常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備(原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火）は，常設設備と接続しない設計とする。 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第43条第3項四)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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    可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火

薬剤容器（大型ポンプ用）は，屋外で使用する設備であり，想定される

重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響は

ないと想定しているが，仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を

とること，線量を測定し線量が低い位置に配備することにより，これら

設備の設置場所への設置が可能な設計とし，汚濁防止膜を設置する際

は，放射線量を確認して，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認

した上で作業を実施する。また，ホースの現場での接続作業に当たって

は，簡便なフランジ接続により，一般的な工具等を用い確実かつ速やか

に接続可能とすることで，作業線量の低減を考慮した設計とする。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

 (5) 保管場所(設置許可基準規則第43条第3項五) 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

    発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，安全機能及び使用済燃料

プールの冷却機能若しくは注水機能と同時に機能が損なわれないよう，

位置的分散を図るため，西側又は南側のどちらか一方の保管場所に保管

する設計とする。 

（55－2－1～3） 

(6) アクセスル一トの確保(設置許可基準規則第43条第3項六)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)は，西側又は南側のどちらか一方の保管場所に保管してお

り，想定される重大事故等が発生した場合においても，設備の運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海
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第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で示す。 

（55-8-1，2） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性(設置許可

基準規則第43条第3項七) 

(ⅰ) 要求事項 

 重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災へ

の泡消火)は， 設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至る

おそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，安全機能等を有する設備が設置されている原

子炉建屋等と位置的分散を図り，発電所敷地内の西側又は南側のどちら

か一方の保管場所に保管する設計とする。 

（55－7－1，2） 
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3.12.3 その他設備 

3.12.3.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.1.1 設備概要 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制にて原子炉建屋に海水を放水するが，原子炉建屋から放出され

る放射性物質の漏えい程度を把握することにより，大気への放射性物質の拡

散抑制効果を確認するため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物

質を検出し，大気への放射性物質の拡散抑制効果を確認する。なお，本設備

は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

3.12.3.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.2.1 設備概要 

 放射性物質吸着材は，放射性物質の海洋への拡散を抑制するため，汚濁防

止膜を雨水排水路集水桝及び放水路に設置した後に放射性物質吸着材設置が

可能な状況において放射性物質吸着材の設置を行う。なお，本設備は事業者

の自主的な取り組みで設置するものである。 

3.12.3.3 航空機燃料火災に対する初期消火設備 

3.12.3.3.1 設備概要 

 3.12.1(4)に示した設備は，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災が発生した場合に，初期対応における泡消火及び延焼防止を実

施する。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

水源は，消火栓（原水タンク）又は防火水槽を使用する。 

 化学消防自動車を使用する場合は，化学消防自動車にて水源より取水し，

泡消火を実施する。 



3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56 条】 

基準適合への対応状況 
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9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

9.12.1 概 要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設に

は，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を第 9.12－1 図

から第 9.12－23 図に示す。 

9.12.2 設計方針 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事故等の収束に

必要となる水源として，代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備，サプレッショ

ン・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設ける。これら重大事故等の収束に

必要となる水源とは別に，代替淡水源として多目的タンク，原水タンク，ろ

過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクを設ける。 

代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には，西側淡水

貯水設備を代替淡水源とし，西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対

応を実施する際には，代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また，淡水が枯渇

した場合に，海を水源として利用できる設計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な設備として，可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプを設ける。また，海を利用するために必要な設備

として，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける。 
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代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプについては，複数

箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ａ．代替淡水貯槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容

器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替

格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型），格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へのスク

ラビング水補給の水源として,さらに,使用済燃料プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の

水源として，代替淡水貯槽を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替淡水貯槽 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」に記載する。 

ｂ．西側淡水貯水設備を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容

器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替
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手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，また，格

納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へのスクラビング水補給の水源と

して,さらに,使用済燃料プールの注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）の水源として，西側淡水貯水設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・西側淡水貯水設備 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」に記載する。 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容

器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である高圧代替注水系，代替循環冷却系，原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプ

レッション・プール冷却系）の水源として，サプレッション・チェンバ

を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

各系統の詳細については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力
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バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「9.7 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

ｄ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水

注入系の水源として，ほう酸水貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水貯蔵タンク（6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備） 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備」に記載する。 

ｅ．代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設

備へ水を供給するための水源であるとともに，格納容器圧力逃がし装置

のフィルタ装置へのスクラビング水補給の水源として，代替淡水源であ

る多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクを

使用する。 

ｆ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，代替淡水

貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに，

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対

処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬

型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系

（可搬型）の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替
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燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（常設スプレ

イヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の水源

として海を利用するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，海水を

各系統へ供給できる設計とする。 

また，放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）の可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）の水源として，海を使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの燃料

は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリによ

り補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

設備」，「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」及び「9.11 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備」に記載する。 

(2) 水源へ水を供給するための設備 

ａ．代替淡水貯槽へ水を供給するための設備 
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重大事故等の収束に必要な水源である代替淡水貯槽へ淡水を供給する

ための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水中型ポンプを使用す

る。 

可搬型代替注水中型ポンプは，代替淡水源である西側淡水貯水設備，

多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクの淡

水を，可搬型代替注水大型ポンプは，多目的タンク，原水タンク，ろ過

水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクの淡水を代替淡水貯槽へ供給できる設

計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である

代替淡水貯槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，可搬

型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，海水を

代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの燃料は，燃料給油設備である可搬型設備

用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

ｂ．西側淡水貯水設備へ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備へ淡水を供給

するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプを使

用する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，代替淡水源である代替淡水貯槽，多目

的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクの淡水を
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西側淡水貯水設備へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である

西側淡水貯水設備へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，

可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，海水を西側淡水貯水設備へ供給できる

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの燃料は，燃料給油設備である可搬型設備

用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

ほう酸水注入系については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備」に記載する。 

燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

9.12.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可

搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型），格納容器下部注水系（常設），格納容器下部注水系（可搬

型），代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の多

様性，位置的分散については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
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設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び

「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載す

る。 

西側淡水貯水設備を水源とする低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）及び代替燃料プ

ール注水系（注水ライン）の多様性，位置的分散については，「4.3 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧代替注水系，代替循環冷却系

の多様性，位置的分散については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「9.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

可搬型代替注水中型ポンプは，屋外の複数の異なる場所に分散して保管す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの接続口は，共通要因によって接続できなくな

ることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

可搬型代替注水大型ポンプは，屋外の複数の異なる場所に分散して保管す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共通要因によって接続できなくな
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ることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

9.12.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備及びサプレッション・チェンバは，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常時は接

続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，治具や輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.12.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基

準対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時におい

て，高圧代替注水系で使用する常設高圧代替注水系ポンプ及び代替循環冷却

系で使用する代替循環冷却系ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

可搬型代替注水中型ポンプは，想定される重大事故等時において，重大事
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故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを 1

セット 2 台使用する。保有数は，2 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，想定される重大事故等時において，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを 1

セット 1 台使用する。保有数は，2 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

バックアップについては，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）のバックアップ用 1 台と共用する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要

なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

9.12.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替淡水貯槽は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

西側淡水貯水設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管

及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの常設設備との
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接続及び操作並びに系統構成に必要な弁操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作等は，想

定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，使用時に海

水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。 

9.12.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可

搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型），格納容器下部注水系（常設），格納容器下部注水系（可搬

型），代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の操

作性については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，「5.9 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「9.8 原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

西側淡水貯水設備を水源とする低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）及び代替燃料プ

ール注水系（注水ライン）の操作性については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽
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の冷却等のための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等の

ための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧代替注水系及び代替循環冷却

系の操作性については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」及び「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備」に記載する。 

可搬型代替注水中型ポンプを用いて代替淡水貯槽へ淡水を供給する系統及

び可搬型代替注水中型ポンプを用いて代替淡水貯槽へ海水を供給する系統

は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作

等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを用いて西側淡水貯水設備へ淡水を供給する系

統及び可搬型代替注水大型ポンプを用いて西側淡水貯水設備へ海水を供給す

る系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，

弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作

スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁

は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプを接続する接続口及び可搬型代替注水大型ポン

プを接続する接続口については，一般的に使用される工具を用いて接続可能

なフランジ接続によりホースを確実に接続することができる設計とする。ま
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た，接続口の口径を統一する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを用いて海水を

各系統に供給する系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作

スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両として

屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置

場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプと各系統との接

続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計と

する。 

9.12.3 主要設備及び仕様 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様を第 9.12－1

表に示す。 

9.12.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備は，発電用原子炉の運転中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に漏えいの有

無の確認並びに内部の確認が可能な設計とする。

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認及び気密

性能の確認が可能な設計とする。
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 9.12－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 西側淡水貯水設備 

基 数     1 

容 量     約 5,000m３ 

(2) 代替淡水貯槽 

基 数     1 

容 量     約 5,000m３ 

 (3) サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 原子炉格納容器主要仕様に記載する。 

(4) ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

(5) 可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

(6) 可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 
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第 9.12－1 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽への補給） 
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第 9.12－2 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（西側淡水貯水設備への補給） 
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第 9.12－3 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（低圧代替注水系（常設）による原子炉注水及び残存溶融炉心の冷却） 
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第 9.12－4 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水及び残存溶融炉心の冷却） 
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第 9.12－5 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（高圧代替注水系による原子炉の冷却） 
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第 9.12－6 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（高圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 
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第 9.12－7 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水） 
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第 9.12－8 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（低圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 
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第 9.12－9 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（西側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器への注水） 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水及び残存溶融炉心の冷却） 
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第 9.12－10 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

 （ほう酸水注入系による原子炉注水） 
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第 9.12－11 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却） 

（代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイ） 
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第 9.12－12 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却） 

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による格納容器スプレイ） 
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第 9.12－13 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器の冷却） 

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却） 
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第 9.12－14 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水） 

（格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水） 
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第 9.12－15 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水） 

（格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水） 
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第 9.12－16 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

(西側淡水貯水設備を水源とした格納容器下部注水系（可搬型）によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水) 
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第 9.12－17 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水） 

（代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水） 
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第 9.12－18 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（西側淡水貯水設備を水源とした代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用

した使用済燃料プール注水） 
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第 9.12－19 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへのスプレイ） 

（代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール

スプレイ） 
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第 9.12－20 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへのスプレイ） 

（代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プー

ルスプレイ） 



56 条－36 

第 9.12－21 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置用スクラビング水の補給） 
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第 9.12－22 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（原子炉建屋原子炉棟への放水（放水設備）） 
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第 9.12－23 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図 

（可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤容

器（大型ポンプ用）による航空機燃料火災への泡消火） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第56条への適合方針 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内

燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる

設備 

(3) 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク及び

原水タンク）を利用した水の供給設備の整備 

(4) 複数の海水取水手段の整備 

3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 西側淡水貯水設備 

(2) 代替淡水貯槽 

(3) サプレッション・チェンバ 

(4) ほう酸水貯蔵タンク 

3.13.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.13.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.13.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 



目－3 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク， 

原水タンク）を利用した水の供給設備 

3.13.3.1.1 設備概要 

3.13.4 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.4.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

3.13.4.2 海を利用する重大事故等対処設備 

3.13.4.3 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用

原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備

を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第56条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加え

て、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

  ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる

こと。 

  ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されている

こと。 

  ｃ）海を水源として利用できること。 

  ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

  ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

  ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等によ

り、多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第56条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するために必要な重大事故等対処設備を保管する。 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のうち，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備として，原子炉建屋放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応で

きる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃

料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と

して，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水できる設

計とする。可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置

場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる

設計とする。 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備と
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して，海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成する。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 12 箇所（雨水

排水路集水桝 9 箇所及び放水路 3 箇所）に設置できる設計とする。 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設

備 

ａ．航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応する

ための重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替

注水大型ポンプ（放水用）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホー

スを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

(3) 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク及び原

水タンク）を利用した水の供給設備の整備 

西側淡水貯水設備又は代替淡水貯槽を水源とした原子炉注水，格納容器

スプレイ，格納容器頂部注水，格納容器下部注水及び使用済燃料プール注

水時において，淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵

タンク及び原水タンク）が健全である場合には，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプを使用して淡水タンクから西側淡水貯水

設備及び代替淡水貯槽へ水を補給できる設計とする。 

(4) 複数の海水取水手段の整備 

海水の取水場所について，異なる場所から取水を可能とする設計とする。 
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3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

重大事故等の収束に必要となる水源は，重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中の原子炉内に装荷された燃料体の著しい損傷を防止

することを目的として設置するものである。 

重大事故等の収束に必要となる水源として，代替淡水貯槽，西側淡水貯水設

備，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置する。 

代替淡水貯槽は，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系

（常設），格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料プール注水系（常設）の

常設低圧代替注水系ポンプの水源として使用する。また，低圧代替注水系（可

搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬

型），代替燃料プール注水系（可搬型）及び格納容器圧力逃がし装置（スクラ

ビング水の補給）の可搬型代替注水大型ポンプの水源として使用する。 

代替淡水貯槽は，西側淡水貯水設備へ淡水を移送する水源として使用する。 

西側淡水貯水設備は，低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型），代替燃料プール注水系

（可搬型）及び格納容器圧力逃がし装置（スクラビング水の補給）の可搬型

代替注水中型ポンプの水源として使用する。 

西側淡水貯水設備は，代替淡水貯槽へ淡水を移送する水源として使用する。 

サプレッション・チェンバは，高圧代替注水系の常設高圧代替注水系ポンプ

及び代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプの水源として使用する。 

また，設計基準事故対処設備である，原子炉隔離時冷却系の原子炉隔離時冷

却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系の高圧炉心スプレイ系ポンプ，低圧炉心スプ
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レイ系の低圧炉心スプレイ系ポンプ，低圧注水系，格納容器スプレイ冷却系及

びサプレッション・プール冷却系の残留熱除去系ポンプの水源として使用する。 

ほう酸水貯蔵タンクは，ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプの水源として

使用する。 

上記淡水源以外に海水を水源として使用する。 

海水は，緊急用海水系の緊急用海水ポンプ，原子炉建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災への泡消火設備及び工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための設備である可搬型代替注水大型ポンプの水源として使用する。

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備等を第

3.13－1表に示す。また，本系統に係る系統概要図を第3.13－1～17図に示す。 
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第 3.13－1 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした低圧代替注水系（常設）） 

第 3.13－2 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替格納容器スプレイ冷却系（常設）） 
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第 3.13－3 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした格納容器下部注水系（常設）） 

第 3.13－4 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系（注水ライン）（常設）） 
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第 3.13－5 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）） 

第 3.13－6 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした低圧代替注水系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 



3.13－9 

第 3.13－7 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

第 3.13－8 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした格納容器下部注水系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 
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第 3.13－9 図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系（注水ライン）（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

第 3.13－10 図 系統概要図 

(代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系(常設スプレイヘッダ)(可搬型)) 

原子炉建屋東側接続口使用時
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第 3.13－11 図 系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置（フィルタ装置用スクラビング水の補給）） 
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第3.13－12図 系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした高圧代替注水系） 
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第 3.13－13 図 系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした代替循環冷却系） 
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第 3.13－14 図 系統概要図（海水を水源とした緊急用海水系（Ａ系供給）） 
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第 3.13－15 図 系統概要図 

（ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系） 
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第 3.13－16 図 系統概要図（海水を水源とした大気への拡散抑制） 

第3.13－17図 系統概要図（海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火） 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）
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第3.13－1表 重大事故等収束のための水源に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

主要水源 

代替淡水貯槽【常設】 

西側淡水貯水設備【常設】 

 サプレッション・チェンバ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】＊１

代替淡水源 

代替淡水貯槽【常設】＊２

西側淡水貯水設備【常設】＊２

 淡水タンク【常設】 

代替水源 

海 

関連設備

付属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備 ― 

計装設備＊３

代替淡水貯槽水位【常設】 

西側淡水貯水設備水位【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

＊１：ほう酸水貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備（設置許可基準規則第44条に対する設計方針を示す章）」で示

す。 

＊2：代替淡水源としては，西側淡水貯水設備に対しては代替淡水貯槽及び淡水タンク確

保し，代替淡水貯槽に対しては西側淡水貯水設備及び淡水タンクを確保する。 

＊3：計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 
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3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 西側淡水貯水設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

基 数     1 

容 量     約 5,000m３ 

最高使用圧力     静水頭 

最高使用温度     66℃ 

種 類     鉄筋コンクリート貯槽

取 付 箇 所          屋外 

    (2) 代替淡水貯槽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 



3.13－19 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

    基 数     1 

    容   量     約5,000m３

    最高使用圧力     静水頭 

    最高使用温度     66℃ 

種   類     鉄筋コンクリート貯槽 

   取 付 箇 所     常設低圧代替注水系格納槽内 

(3) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

    基 数     1 

    容   量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

    最高使用圧力     310kPa［gage］ 

    最高使用温度     104℃ 

   取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟 

(4) ほう酸水貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 
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・ほう酸水注入系 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

    種   類     円筒縦型 

    容   量     約19.5m３

    最高使用圧力     静水頭 

    最高使用温度     66℃ 

    基 数     1 

    取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟5階 
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3.13.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.13.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替淡水貯槽は常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，常

設低圧代替注水系格納槽の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，以下の第3.13－2表に示す設計とする。 

西側淡水貯水設備は，屋外の地下に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の地下の

環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下

の第3.13－2表に示す設計とする。 

サプレッション・チェンバは格納容器内の設備であることから，その

機能を期待される重大事故等が発生した場合における，格納容器内の環

境条件を考慮し， その機能を有効に発揮することができるよう，以下

の第3.13－2表に示す設計とする。 

                 （56－3－1，2） 
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第3.13－2表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽，格納容器内，原子炉

建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。具体

的には，可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とするこ

とで，設備への影響を考慮した設計とする。 

地震 保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で，機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定する。

（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽，格納容器内，原子炉建屋原子炉棟内

に設置するため，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響を受け

ない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響は受けない。 
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 (2) 操作牲（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備及び代替淡水

貯槽については，通常待機時使用する水源からは切り離されており，水

源としては独立しているため，常時保有水は十分に確保されている。ま

た，代替淡水貯槽の保有水を確保するための操作弁は常時開のため操作

は不要である。 

サプレッション・チェンバの保有水を確保するための操作は不要であ

る。 

（56－7－1～4） 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽は，第3.13－3表に示すように発

電用原子炉停止中に外観検査が可能とする。上部に設置しているマンホ

ール又はハッチを開放し，異常の有無を水中カメラにて確認を行うこと

が可能な設計とする。また，発電用原子炉運転中でも中央制御室にて水

位に異常のないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，第3.13－4表に示すように発電用原子

炉停止中に目視検査にて異常の有無の確認及び機能・性能検査にて原子

炉格納容器全体漏えい率試験により漏えいのないことの確認を行える設

計とする。また，発電用原子炉運転中でも中央制御室にて水位に異常の

ないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（56－5－1～5） 
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第 3.13－3 表 西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 異常監視 水位の監視により異常の無いことを確認 

停止中 外観検査 水中カメラにより異常の有無を確認 

第3.13－4表 サプレッション・チェンバの試験検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 異常監視 水位の監視により異常のないことを確認 

停止中 

外観検査 目視により，異常の有無を確認 

機能・性能検査 

原子炉格納容器全体漏えい率試験により漏え

いのないことを確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・チェンバを水

源とする際には，切替え操作は不要である。 

（56－4－1～5） 
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 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止に

ついて」に示す。 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽は，他系統と接続させないように

することで，他の水源から独立して単独で使用可能とし，悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設として使用する場合

と同じの系統構成で，想定される重大事故時に水源として使用すること

により，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 
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 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・チェンバを水

源とするための操作は不要である。 

（56－3－1，2） 
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3.13.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

重大事故等対策の有効性評価で想定する事故シーケンスグループ等の

うち，代替淡水貯槽の使用水量が最も多くなる事故シーケンスグループ

等は，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（代替循環冷却系を使用できない場合）である。この事故シーケンスグ

ループ等での，淡水使用量は7日間で約5,490m３である。 

この淡水使用量に対して，代替淡水貯槽の貯水量4,300m３が枯渇する

のは事象発生から3日以降であり，事象発生後余裕を持って代替淡水源

である西側淡水貯水設備，淡水タンクの淡水又は海水を補給することで，

十分な容量を有する設計とする。 

重大事故等対策の有効性評価で想定する事故シーケンスグループ等の

うち，西側淡水貯水設備を水源とした原子炉等への注水において使用水

量が最も多くなる事故シーケンスグループ等は，全交流動力電源喪失

（ＴＢＰ）である。この事故シーケンスグループ等での，淡水使用量は

7日間で約2,160m３である。 

この淡水使用量に対して，西側淡水貯水設備は貯水量4,300m３を保有

することから必要水量を確保している。 
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サプレッション・プール水を水源として利用する代替循環冷却系にお

いては，サプレッション・プール水を代替循環冷却系ポンプにて循環さ

せる系統構成である。しかし，他の高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時

冷却系及び高圧代替注水系と系統構成が違い，ポンプの上流側に既設の

残留熱除去系ポンプ及び熱交換器があり，NPSH評価上厳しいと想定され

るため，サプレッション・プール水は，代替循環冷却ポンプのNPSH評価

を満足するために必要な水位（EL 2.9m）に対して十分な容量を有する

設計とする。 

（56－6－1～16） 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処す

るための必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第

二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共

用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・チェンバは，

一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 
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 (3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項

三） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

重大事故等対処設備の水源である西側淡水貯水設備は，原子炉建屋原

子炉棟外に設置することにより，原子炉格納容器内のサプレッション・

チェンバ及び原子炉建屋原子炉棟内のほう酸水貯蔵タンクと位置的分散

を図る設計とする。 

また，代替淡水貯槽は，原子炉建屋原子炉棟外の常設低圧代替注水系

格納槽内に設置することにより，原子炉格納容器内のサプレッション・

チェンバ及び原子炉建屋原子炉棟内のほう酸水貯蔵タンクと位置的分散

を図る設計とする。 
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3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水

源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・チェンバ，

また，代替淡水源である淡水タンク及び海水について，移送手段及び移送ル

ートを確保し，いずれの水源からでも水を供給することを目的として設置す

るものである。この水の供給設備は，海水や代替淡水源から水源への水の移

送設備と，水源から注水先（原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び使用済燃

料プール）への注水設備がある。 

代替淡水貯槽への水の移送は，代替淡水源である西側淡水貯水設備又は淡

水タンクから西側及び南側保管場所で保管している可搬型代替注水中型ポン

プとホースにて実施可能な設計とする。 

西側淡水貯水設備への水の移送は，代替淡水源である代替淡水貯槽又は淡

水タンクから西側及び南側保管場所で保管している可搬型代替注水大型ポン

プとホースにて実施可能な設計とする。 

海からの西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への海水の移送については，

海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）より西側及び南側保管場所で保管してい

る可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプとホースにて実

施可能な設計とする。  

これらの水を供給する重大事故等対処設備を第3.13-5表に示す。また，本

系統に係る系統概要図を第3.13－18図～第3.13－19図に示す。



第 3.13－18 図 系統概要図（代替淡水貯槽への水の移送設備）
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第 3.13－19 図 系統概要図（西側淡水貯水設備への水の移送設備）
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第3.13－5表 水を供給する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

関連設備

付属設備 ― 

水源 ― 

流路 

ホース【可搬】 

非常用取水設備 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット【常設】 

注水先 ― 

電源設備※1

（燃料給油設備

を含む） 

燃料給油設備 

 可搬型設備用軽油タンク【可搬】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備※2 ― 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計 

方針を示す章）」で示す。 

※2：計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型 式     うず巻形 

容 量     約210m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     147kW（1台当たり） 

台 数     4(予備1) 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

 (2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

 ・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 
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 ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 ・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 ・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

 ・使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備 

    型 式     うず巻形 

    容   量     約1,320m３／h（1台当たり） 

    全 揚 程     約140m 

    最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

    最高使用温度     60℃ 

原 動 機 出 力     約847kW（1台当たり） 

台    数     2（予備1*） 

    設 置 場 所     屋外 

    保 管 場 所     西側保管場所，南側保管場所及び予備機置場 

           ＊「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）」は同型設備であり，「可

搬型代替注水大型ポンプ」の予備1台と「可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）」の予備1台の計2台は

共用可能とする。 

3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針  

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ
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の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及

び南側保管場所に保管し，重大事故等時に西側淡水貯水設備，代替淡水

貯槽，淡水タンク及び海付近の屋外に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件

を考慮し，以下の第3.13－6表に示す設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプに付属するス

イッチにより，設置場所から操作可能である。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重を考慮しても

機能維持できる設計とする。積雪，火山の影響については，適切に除雪，

除灰する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が

とられた可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使

用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（56－8－1，2） 
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第3.13－6表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及

び凍結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。供給する水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮

した上で，機器が損傷しないことを確認し，輪留め等に

より固定する。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を

考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台

風）及び竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考

慮した保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

操作に必要なポンプ，弁及びホースを第3.13－7表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを，水源近

傍に配置するとともにホース接続を実施し，系統構成を実施した後，原

子炉建屋東側又は西側接続口，高所東側又は西側接続口の弁を開とし，

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッ

チによりポンプを起動することで注水を行う。 

    可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイ

ッチは， 重大事故等対応要員の操作性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取付け等に

より識別可能とし，重大事故等対応要員の操作・監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，簡便な接

続金物及び一般的な工具により，確実に接続が可能とする。 

 （56－7－1～4） 
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第 3.13－7 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 起動停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁（原子炉建屋東側又は西側，

高所東側又は西側） 
弁閉→弁開 手動操作 屋外接続口近傍

ホース ホース接続 人力接続 屋外 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの試験検査

について，第3.13－8表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に，機能・性能検査，弁動作確認，車両検査が

可能な設計とする。 

機能・性能検査として，水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計・流量計，ホースの系統構成で循環

運転を実施することにより，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運

転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプ

については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設計とす

る。ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認可能な設計

とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性能に影響を及

ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計
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とする。また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施する

ことで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両と

して異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用

原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は

取替が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験により，

性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視によ

り，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有

無を確認可能な設計とする。 

（56－5－1～5）

第3.13－8表 可搬型代替注水大型ポンプの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及び系統配管・弁・

ホースの漏えい確認，外観の確認 

分解検査 
ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試験

及び目視により確認又は取替を実施する。 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホースの漏えい

確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸透探傷試験及

び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて浸透探傷試験

及び目視により確認又は，取替を実施する。

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待

機時は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側保管場所に保管

し，本来の用途以外には使用しない設計とする。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待

機時は接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪
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影響を及ぼさない運用とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管場

所において転倒しない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪留めによ

り固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，固縛等を

実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を第3.13－9表に示す。 

屋外で操作する可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポン

プ，原子炉建屋東側又は西側接続口の弁，高所東側又は西側接続口の弁

及びホースは屋外に設置する設計とするが，作業は放射線量が高くなる

おそれが少ないタイミングで実施可能であることから操作が可能である。

また，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で
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作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，

線源からの遠隔距離をとること，線量を測定し線量が低い場所で作業を

行うことにより，これらの設備の設置及び常設設備との接続が可能であ

る。 

（56－3－1,2） 

第 3.13－9 表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポンプ 起動停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポンプ 起動停止 スイッチ操作 屋外設置場所 

接続口の弁（原子炉建屋東側又は西側，

高所東側又は西側） 
弁閉→弁開 手動操作 屋外接続口近傍

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替淡水貯槽への補給として使用する場合の可搬型代替注水中型ポン

プは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事
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故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水量を

有する設計とする。 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのう

ち，代替淡水貯槽の使用水量が最も多くなる事故シーケンスである雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷

却系を使用しない場合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申

請書添付書類十）における淡水消費率を包絡する補給流量が最大196m３

／hであることから，ポンプ1台当たり210m３／h以上を注水可能な設計

とし，2台使用する設計とする。 

全揚程（吐出圧力）としては，有効性が確認されている原子炉への注

水流量における圧損（水源（代替淡水貯槽）と注水先（原子炉圧力容器）

の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）を考慮し，

約1.40MPa［gage］の吐出圧力を確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において注水に必要な容

量を有するものを1セット2台使用する。保有数は2セットで4台と，故障

時及び保守点検による待機除外時の予備として1台の合計5台を保管す

る。 

西側淡水貯水設備への補給として使用する場合の可搬型代替注水大型

ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水

量を有する設計とする。 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのう
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ち，西側淡水貯水設備の使用水量が最も多くなる事故シーケンスである

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循

環冷却系を使用しない場合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付書類十）における淡水消費率を包絡する補給流量が最大

196m３／hであることから，ポンプ1台当たり1,320m３／h以上を注水可能

な設計とし，1台使用する設計とする。 

全揚程（吐出圧力）としては，有効性が確認されている原子炉への注

水流量における圧損（水源（西側淡水貯水設備）と注水先（原子炉圧力

容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）を考

慮し，約1.40MPa［gage］の吐出圧力を確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において注水に必要な容

量を有するものを1セット1台使用する。保有数は2セットで2台と，故障

時及び保守点検による待機除外時の予備として1台の合計3台を保管す

る。但し，予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）の予備1台と共用可能とする。 

（56－6－7～12） 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 
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 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホース

と接続口については，フランジ接続にすることで，一般的に使用される

工具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。また，原子炉建屋

東側接続口，原子炉建屋西側接続口及び高所接続口の口径を統一し，確

実に接続できる設計とする。 

代替淡水貯槽への移送は，代替淡水貯槽上部のハッチを設け，ハッチ

を手動開放することで確実に移送ができる設計とする。 

西側淡水貯水設備への移送は，西側淡水貯水設備上部のマンホールを

設け，マンホールを手動開放することで確実に移送ができる設計とする。 

（56－7－1～4） 

 (3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等



3.13－50 

について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所

である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，

溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止するため，原子

炉建屋の異なる面の隣接しない位置に接続口を設置することとし，原子

炉建屋東側に1箇所，原子炉建屋西側に1箇所設置し，合計2箇所を設置

することで，共通要因によって接続することができなくなることを防止

する設計とする。また，津波の影響を考慮し，常設代替高圧電源装置置

場近傍に高所接続口を2箇所設置し，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止する設計とする。  

（56－3－1,2） 

 (4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉

建屋東側及び西側接続口の弁，高所東側及び西側接続口の弁，ホースは
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屋外に設置する設計とするが，作業は放射線量が高くなるおそれが少な

いタイミングで実施可能であることから操作が可能である。また，作業

に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確

保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの

離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した

上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，可搬型代

替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの設置及び常設設備と

の接続が可能な設計とする。 

接続口及びホースの現場での接続作業に当たっては，簡便なフランジ

接続により，一般的な工具等を用い確実かつ速やかに接続可能とするこ

とで，被ばく線量の低減を考慮した設計とする。 

（56－3－1,2） 

 (5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止に

ついて」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，
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津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮し，常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図り，

発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

 （56－8－1，2） 

 (6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待

機時は西側及び南側保管場所に保管するため，想定される重大事故等が

発生した場合における，保管場所から設置場所までの経路について，設

備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複

数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートについては，「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」の



3.13－53 

「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発

電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」

で示す。 

（56－9－1～4） 

 (7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可

基準規則第 43 条第 3 項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能

及び常設重大事故防止設備である常設低圧代替注水系ポンプに対し，多

様性及び位置的分散を図る設計としている。 
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3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク及

び原水タンク）を利用した水の供給設備 

3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は， 多目的タンク，ろ過水貯蔵タン

ク，純水貯蔵タンク及び原水タンクが健全な場合に，これらタンクから西側

淡水貯水設備及び代替淡水貯槽へ水を供給する設備である。なお，本設備は

事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.13.4 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.4.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

 主要水源を利用する重大事故等対処設備（常設）について，第3.13－9表に

示す。 

第3.13－9表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（常設） 

水源 
関係

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 注水先 

代替淡水貯槽 

47条 
低圧代替注水系

（常設） 
常設低圧代替注水系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49条 

代替格納容器ス

プレイ冷却系

（常設） 

常設低圧代替注水系ポンプ 
原子炉 

格納容器 

51条 
格納容器下部注

水系（常設） 
常設低圧代替注水系ポンプ 

原子炉 

格納容器 

54条 
代替燃料プール

注水系 
常設低圧代替注水系ポンプ 

使用済燃

料プール 

サプレッショ

ン・チェンバ 

45条 

原子炉隔離時冷

却系 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

高圧炉心スプレ

イ系 
高圧炉心スプレイ系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

高圧代替注水系 常設高圧代替注水系ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

47条 

残留熱除去系

（低圧注水系） 

残留熱除去系（低圧注水系）

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

低圧炉心スプレ

イ系 
低圧炉心スプレイ系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

代替循環冷却系 代替循環冷却系ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

49条 代替循環冷却系 代替循環冷却系ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

50条 代替循環冷却系 代替循環冷却系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

原子炉 

格納容器 

51条 代替循環冷却系 代替循環冷却系ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

ほう酸水貯蔵タ

ンク 

44条 ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

45条 ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

51条 ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型）について，第3.13－10，
11表に示す。 

第3.13－10表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型） 

水源 
関係

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 注水先 

代替淡水貯槽 

47条 
低圧代替注水系

（可搬型） 
可搬型代替注水大型ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49条 

代替格納容器ス

プレイ冷却系

（可搬型） 

可搬型代替注水大型ポンプ 
原子炉 

格納容器 

51条 
格納容器下部注

水系（可搬型） 
可搬型代替注水大型ポンプ 

原子炉 

格納容器 

54条 
代替燃料プール

注水系 
可搬型代替注水大型ポンプ 

使用済燃

料プール 

56条 水の移送設備 可搬型代替注水中型ポンプ 
西側淡水

貯水設備 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 

第3.13－11表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型） 

水源 
関係

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 注水先 

西側淡水貯水設

備 

47条 
低圧代替注水系

（可搬型） 
可搬型代替注水中型ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49条 

代替格納容器ス

プレイ冷却系

（可搬型） 

可搬型代替注水中型ポンプ 
原子炉 

格納容器 

50条 
格納容器圧力逃

がし装置 
可搬型代替注水中型ポンプ 

フィルタ

装置 

51条 
格納容器下部注

水系（可搬型） 
可搬型代替注水中型ポンプ 

原子炉 

格納容器 

54条 
代替燃料プール

注水系 
可搬型代替注水中型ポンプ 

使用済燃

料プール 

56条 水の移送設備 可搬型代替注水大型ポンプ 
代替淡水

貯槽 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.4.2 海を利用する重大事故等対処設備 

 海を利用する重大事故等対処設備について，第3.13－12表に示す。 

第3.13－12表 海を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係

条文 

海を利用する 

重大事故等対処設備＊ 注水先 

海 

55条 拡散抑制 
可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用） 
－ 

56条 水の移送設備 

可搬型代替注水大型ポン

プ 

西側淡水

貯蔵設備 

可搬型代替注水中型ポン

プ 

代替淡水

貯槽 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.4.3 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，第3.13－13表 

に示す。 

第3.13－13表 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

関係

条文 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備＊

47条 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）ポンプ 

残留熱除去系 熱交換器 

48条 

代替残留熱除去系海水系 
熱交換器ユニット 

可搬型代替注水大型ポンプ 

残留熱除去系海水系 

残留熱除去系 海水系ポン

プ 

残留熱除去系 熱交換器 

49条 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系） 

残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）ポンプ 

残留熱除去系 熱交換器 

残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却モード） 

残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却モード）

ポンプ 

残留熱除去系 熱交換器 

50条 代替循環冷却系 
緊急用海水ポンプ 

残留熱除去系 熱交換器 

54条 代替燃料プール冷却系 

代替燃料プール冷却系ポン

プ 

代替燃料プール冷却系熱交

換器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 



3.14 電源設備【57 条】 

基準適合への対応状況 
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.1 非常用電源設備 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.1 概 要 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とする。 

非常用の所内高圧母線は 3 母線で構成し，常用母線及び非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）のいずれからも受電できる設計とする。 

非常用の所内低圧母線は 2 母線で構成し，非常用高圧母線から動力変圧器

を通して受電する。 

所内機器は，工学的安全施設に関係する機器とその他の一般機器に分類す

る。 

工学的安全施設に関係する機器は非常用母線に，その他の一般機器は原則

として常用母線に接続する。 

所内機器で 2 台以上設置するものは，単一の所内母線の故障があっても，

全部の機器電源が喪失しないよう 2 母線以上に分割接続し，所内電力供給の

安定を図る。 

安全保護系及び工学的安全施設に関係する機器は，単一の非常用母線の故

障があっても，他の系統に波及して多重性を損なうことがないよう系統ごと

に分離して非常用母線に接続する。 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機は，275kV 送電線（東京電力パワーグリッド

株式会社東海原子力線）が停電した場合に非常用母線に電力を供給する。ま

た，２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
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は，275kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）が停電

し，かつ 154kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力１

号線）も停電した場合にそれぞれの非常用母線に電力を供給する。 

1 台の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）が作動しないと仮定した場合でも燃料体及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，あるいは，原子炉冷却

材喪失時にも炉心の冷却とともに，原子炉格納容器等安全上重要な系統機器

の機能を確保できる容量と機能を有する設計とする。 

また，発電所の安全に必要な直流電源を確保するため蓄電池（非常用）を

設置し，安定した交流電源を必要とするものに対しては，非常用の無停電電

源装置を設置する。非常用直流電源設備は，非常用所内電源系として 3 系統

から構成し，3 系統のうち 1 系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確保

できる設計とする。 

外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若

しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知できる設計とし，検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とす

る。 

また，非常用所内電源設備からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な

設計とする。 

10.1.1.2 設計方針 

10.1.1.2.1 非常用所内電源系 

安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能を確保するため非常用所内

電源系を設ける。安全上重要な系統及び機器へ電力を供給する電気施設は，
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その電力の供給が停止することがないよう，外部電源，非常用所内電源設備，

その他の関連する電気系統機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しく

は過電流等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断器により故障箇

所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他の

安全機能への影響を限定できる設計とする。 

また，非常用所内電源設備からの受電時に，容易に母線切替操作が可能な

設計とする。 

非常用所内電源系である非常用所内電源設備及びその付属設備は，多重性

及び独立性を確保し，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合で

あっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において発電用原

子炉の安全性が確保できる設計とする。 

非常用所内電源系のうち非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）については，燃料体及

び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく炉心を冷却でき，

あるいは，原子炉冷却材喪失事故時にも炉心の冷却とともに，原子炉格納容

器等安全上重要な系統機器の機能を確保できる容量と機能を有する設計とす

る。 

また，7 日間の外部電源喪失を仮定しても，設計基準事故に対処するため

に必要な非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転することに

より必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンク

に貯蔵する設計とする。 

10.1.1.2.2 全交流動力電源喪失 

発電用原子炉施設には，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処する
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ために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約

95 分を包絡した約 8 時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，発

電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに，原子

炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう，こ

れらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池

（非常用）を設ける設計とする。 

10.1.1.3 主要設備 

10.1.1.3.1 所内高圧系統 

非常用の所内高圧系統は，6.9kV で第 10.1－1 図に示すように 3 母線で構

成する。 

非常用高圧母線・・・常用高圧母線，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）から受電

する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成し遮断

器には真空遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障

箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できるとともに，他

の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

非常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，耐震性を有した原子炉建屋

付属棟内に設置する。 

非常用高圧母線には，工学的安全施設に関係する機器を振り分ける。 

275kV 送電線が使用できる場合は所内変圧器又は，起動変圧器から，また，

275kV 送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧母線

に給電する。さらに，外部電源が喪失した場合，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）から非常用高圧母線に給
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電する。 

メタルクラッド開閉装置の設備仕様を第 10.1－1 表に示す。 

10.1.1.3.2 所内低圧系統 

非常用の所内低圧系統は，480V で第 10.1－1図に示すように 2母線で構成

する。 

非常用低圧母線・・・非常用高圧母線から動力変圧器を通して受電する母

線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構成し，遮断器は気中

遮断器を使用する。故障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離

することによって，故障による影響が局所化できるとともに，他の安全機能

への影響を限定できる設計とする。 

非常用低圧母線のパワーセンタは，耐震性を有した原子炉建屋付属棟内に

設置する。 

工学的安全施設に関係する機器を接続している非常用低圧母線には，非常

用高圧母線から動力変圧器を通して降圧し給電する。 

275kV 送電線が使用できる場合は所内変圧器又は起動変圧器から，また，

275kV 送電線が使用できなくなった場合には予備変圧器から非常用高圧母線

を通して非常用低圧母線に給電する。 

さらに，全ての外部電源が喪失した場合，非常用ディーゼル発電機から非

常用高圧母線を通して給電する。 

パワーセンタの設備仕様を第 10.1－2 表に示す。 

10.1.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。） 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は，外部電源が喪失した場合には発電用原子炉を安全に停止するために必要

な電力を供給し，また，外部電源が喪失し同時に原子炉冷却材喪失が発生し

た場合には工学的安全施設作動のための電力を供給する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は多重性を考慮して，3 台を備え，各々非常用高圧母線に接続する。各非常

用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，

耐震性を有した原子炉建屋付属棟内のそれぞれ独立した部屋に設置する。 

非常用高圧母線が停電若しくは原子炉冷却材喪失事故が発生すると，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）が起

動する。 

非常用高圧母線が停電した場合には，非常用高圧母線に接続される負荷は，

動力用変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを

除いて全て遮断される。その後，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）電圧及び周波数が定格値になると，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は非常

用高圧母線に自動的に接続され，発電用原子炉を安全に停止するために必要

な負荷が自動的に投入される。 

原子炉冷却材喪失事故により非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）が起動した場合で，非常用高圧母線が停電し

ていない場合は，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）は待機運転状態となり，手動で停止するまで運転を継続す

る。 

また，原子炉冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こった場合，各非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に
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工学的安全施設に関する負荷が自動的に投入される。 

なお，7 日間の外部電源喪失を仮定しても，設計基準事故に対処するため

に必要な非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転できる燃料

貯蔵設備を発電所内に設ける。 

各非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）に接続する主要な負荷は以下の系統に属するものである。 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅰ） 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 

原子炉補機冷却系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

ほう酸水注入系 

制御棒駆動水圧系 

原子炉建屋ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

制御棒駆動水圧系 

充電器 

非常灯 

非常用ディーゼル発電機（区分Ⅱ） 

残留熱除去系 

原子炉補機冷却系 

換気空調系（中央制御室，非常用ディーゼル発電機室等） 

ほう酸水注入系 

原子炉建屋ガス処理系 
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可燃性ガス濃度制御系 

制御棒駆動水圧系 

充電器 

非常灯 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機(区分Ⅲ) 

高圧炉心スプレイ系 

換気空調系(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室等) 

充電器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の負荷が最も大きくなる原子炉冷却材喪失事故と外部電源喪失が同時に起こ

った場合の負荷の始動順位を第 10.1－2 図に示す。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の設備仕様を第 10.1－3 表に示す。 

10.1.1.3.4 直流電源設備 

非常用直流電源設備は，第 10.1－3 図に示すように，非常用所内電源系と

して，直流 125V 3 系統（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）及び直流±24V 2 系統（区分Ⅰ，

Ⅱ）から構成する。 

非常用所内電源系の直流 125V系統及び±24V系統は，非常用低圧母線に接

続される充電器 9 個，蓄電器 5 組等を設ける。これらの 125V 系 3 系統のう

ち 1 系統の故障及び±24V 系 2 系統のうち 1 系統が故障しても発電用原子炉

の安全性は確保できる。 

また，これらの系統は，多重性及び独立性を確保することにより，共通要

因により同時に機能が喪失することのない設計とする。直流母線は 125V 及

び±24V であり，非常用直流電源設備 5 組の電源の負荷は，工学的安全施設
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等の制御装置，電磁弁，無停電計装用分電盤に給電する非常用の無停電電源

装置等である。 

そのため，原子炉水位及び原子炉圧力の監視による発電用原子炉の冷却状

態の確認並びに原子炉格納容器内圧力及びサプレッション・プール水温度の

監視による原子炉格納容器の健全性の確認を可能とする。 

蓄電池（非常用）は 125V 系蓄電池Ａ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系

（区分Ⅰ），125V 系蓄電池Ｂ系及び中性子モニタ用蓄電池Ｂ系（区分Ⅱ）

及び 125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系（区分Ⅲ）の 5 組で構成し，据置型蓄電池で

それぞれ異なる区画に設置され独立したものであり，非常用低圧母線に接続

された充電器で浮動充電する。 

また，蓄電池（非常用）の容量はそれぞれ 6,000Ah（125V 系蓄電池Ａ系及

び 125V 系蓄電池Ｂ系），500Ah（125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系），150Ah（中性

子モニタ用蓄電池Ａ系及び中性子モニタ用蓄電池Ｂ系）であり，発電用原子

炉を安全に停止し，かつ，発電用原子炉の停止後に炉心を一定時間冷却する

ための設備の動作に必要な容量を有している。 

この容量は，例えば，発電用原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行

うメタルクラッド開閉装置等，発電用原子炉停止後の炉心冷却のための原子

炉隔離時冷却系，発電用原子炉の停止，冷却，原子炉格納容器の健全性を確

認できる計器に電力供給を行う制御盤及び非常用の無停電電源装置の負荷へ

電力供給を行った場合においても，全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるま

での約 95 分を包絡した約 8 時間以上電力供給が可能な容量である。 

直流電源設備の設備仕様を第 10.1－4 表に示す。 
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10.1.1.3.5 計測制御用電源設備 

非常用の計測制御用電源設備は，第 10.1－4 図に示すように，計装用主母

線盤 120V／240V 2 母線及び計装用分電盤 120V 3 母線で構成する。 

計装用分電盤２Ａ及び２Ｂは，2 系統に分離独立させ，それぞれ非常用の

無停電電源装置から給電する。 

非常用の無停電電源装置は，外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から

重大事故等に対処するため，非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）か

ら電力が供給されることにより，非常用の無停電電源装置内の変換器を介し

直流を交流に変換し，２Ａ及び２Ｂの計装用分電盤に対し電力供給を確保す

る。 

非常用の無停電電源装置は，核計装の監視による発電用原子炉の安全停止

状態及び未臨界の維持状態の確認のため，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始さ

れるまでの約 95 分を包絡した約 8 時間，電力供給が可能である。 

なお，これらの電源を保守点検する場合は，必要な電力は非常用低圧母線

に接続された無停電電源装置内の変圧器から供給する。 

また，計装用主母線盤及び計装用分電盤ＨＰＣＳは，分離された非常用高

圧母線又は非常用低圧母線から給電する。 

計測制御用電源設備の設備仕様を第 10.1－5 表に示す。 

10.1.1.3.6 ケーブル及び電線路 

安全保護系並びに工学的安全施設に関係する動力回路，制御回路及び計装

回路のケーブルは，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に

分離したケーブルトレイ，電線管を使用して敷設し，相互に独立性を侵害す

ることのないようにする。 
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また，これらのケーブル，ケーブルトレイ，電線管材料には不燃性材料又

は難燃性材料のものを使用する設計とする。非難燃ケーブルを使用する場合

については，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆

い，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確認した複合体を

使用する設計とする。 

さらにケーブルトレイ等が隔壁を貫通する場合は，火災対策上隔壁効果を

減少させないような構造とする。 

また，原子炉格納容器貫通部は，原子炉冷却材喪失事故時の環境条件に適

合するものを使用する。 

10.1.1.3.7 母線切替 

通常運転時は，275kV 送電線 2 回線を使用して運転するが，275kV 送電線

1 回線停止時でも本発電所の全発生電力を送電し得る容量がある。 

外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若

しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知できる設計とし，検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによって，故障による

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる構成とす

る。 

また，275kV 送電線が全て停止するような場合，発電用原子炉を安全に停

止するために必要な所内電力は，154kV 送電線又は非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）から受電する。 

(1) 予備変圧器（154kV 系）への切替 

所内変圧器又は起動変圧器から受電している非常用高圧母線は，275kV

送電線が 2 回線とも停電し，154kV 送電線に電圧がある場合，予備変圧器

から受電して，発電用原子炉の安全停止に必要な補機を運転する。本切替
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えは自動又は中央制御室での手動操作であり容易に実施可能である。 

(2) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。)への切替 

非常用高圧母線２Ｃは，所内変圧器及び起動変圧器を介した受電ができ

なくなった場合には，非常用高圧母線２Ｃに接続された負荷は，動力用変

圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを除いて

全て遮断される。２Ｃ非常用ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周

波数が定格値になると，非常用高圧母線２Ｃに自動的に接続され，発電用

原子炉の安全停止に必要な負荷が自動的に順次投入される。 

また，非常用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線は，所内変圧器，

起動変圧器及び予備変圧器を介した受電ができなくなった場合には，非常

用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線に接続された負荷は，動力用

変圧器及び非常用低圧母線に接続されるモータコントロールセンタを除い

て全て遮断される。２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機は，自動起動し電圧及び周波数が定格値になると，非常

用高圧母線２Ｄ及び高圧炉心スプレイ系母線に自動的に接続され，発電用

原子炉の安全停止に必要な負荷が自動的に順次投入される。 

(3) 275kV 又は 154kV 送電線電圧回復後の切替 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）で所内負荷運転中，275kV 送電線又は 154kV 送電線の電圧が回復す

れば，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）を外部電源に同期並列させることにより，無停電切替（手動）で

所内負荷を元の状態にもどす。 
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10.1.1.4 主要仕様 

主要仕様を第 10.1－1 表から第 10.1－5 表に示す。 

10.1.1.5 試験検査 

10.1.1.5.1 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は，定期的に起動試験を行い，電圧確立時間や負荷を印加して運転状態を確

認するなど，その運転性能を確認する。 

10.1.1.5.2 蓄電池（非常用） 

蓄電池（非常用）は，定期的に巡視点検を行い，機器の健全性や，浮動充

電状態にあること等を確認する。 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対

処設備として使用する。 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，ＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ

機能），ほう酸水注入系，過渡時自動減圧機能，残留熱除去系（低圧注水

系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系），低圧炉心

スプレイ系，残留熱除去系海水系，中央制御室換気系，計装設備及び原子炉
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建屋ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，高圧

炉心スプレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

10.1.2.1.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

10.1.2.1.2.2 容量等 

基本方針については,「1.1.7.2 容量等」に示す。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク，軽油貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常

用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機用燃料移送ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故

等の収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備

と同仕様で設計する。 
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10.1.2.1.2.3 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，原子炉建屋原子炉棟外に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプは，原子炉建屋棟外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，常設代替高圧電源装置置場地下（南側）に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）

に設置し，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは取水ポンプエリアに設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

10.1.2.1.2.4 操作性の確保 

基本方針については「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用する。２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイディーゼル発電機は，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とする。 
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10.1.2.1.3 主要設備及び仕様 

非常用交流電源設備の主要機器仕様を第 10.1－3 表に示す。 

10.1.2.1.4 試験検査 

基本方針について「1.1.7.4. 操作性及び試験・検査性」に示す。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可

能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えい

の有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中

に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認及び弁の

開閉動作が確認可能な設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ並びに高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機用海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

10.1.2.2 非常用直流電源設備 

10.1.2.2.1 概要 
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非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対

処設備として使用する。 

非常用直流電源設備のうち 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，全交流動力電源

喪失から 24 時間にわたり電力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備のうち 125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系は，外部電源喪失に

より高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が自動起動しメタルクラッド開閉

装置ＨＰＣＳが受電する時間に余裕を考慮した 1 時間まで，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機の起動信号及び初期励磁並びにメタルクラッド開閉装

置ＨＰＣＳの制御回路等の高圧炉心スプレイ系の負荷に電力を供給できる設

計とする。 

非常用直流電源設備のうち，中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系は，全交流

動力電源喪失から，起動領域計装によるパラメータ確認が終了する時間に余

裕を考慮した 1 時間まで，これら負荷に電力を供給できる設計とする。 

10.1.2.2.2 設計方針 

非常用直流電源設備は，「1.1.7 重大事故対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

10.1.2.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 
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10.1.2.2.2.2 容量等 

基本方針については「1.1.7.2 容量等」に示す。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・

Ｂ系は，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要

な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計

とする。 

10.1.2.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系，中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ

系及びそれに充電する直流125V充電器Ａ・Ｂ・ＨＰＣＳ及び直流±24V充電

器Ａ・Ｂは，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

10.1.2.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用する。 

10.1.2.2.3 主要設備及び仕様 

非常用直流電源設備の主要機器仕様を第 10.1－4 表に示す。 

10.1.2.2.4 試験検査 

基本方針については「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・
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Ｂ系は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・性能の確認が可能な設計

とする。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・

Ｂ系に充電する充電器は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・性能の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可能

な設計とする。 
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第10.1－1表 メタルクラッド開閉装置の設備仕様 

構成及び仕様 

項   目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 計器用変圧器盤

(a) 型  式 閉鎖配電盤 

(b) 個  数 12  19  51  11 

(c) 定格電圧 7.2kV 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 変圧器接地式 

(e) 電源引込方式 バスダクト又はケーブルによる 

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる 

(g) 母線電流容量 約3,000A，約2,500A，約2,000A 

遮断器 

項   目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 型  式 真空遮断器 

(b) 個  数 14  13  50  

(c) 極  数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 絶縁階級 6号A 

(f) 定格電圧 7.2kV 

(g) 定格電流 約3,000A，約2,000A，約1,200A 

(h) 定格遮断電流 63kA 

(i) 定格遮断時間 5サイクル 

(j) 引きはずし自由方式 電気式，機械式 

(k) 投入方式 バネ式 
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第10.1－2表 パワーセンタの設備仕様 

動力変圧器 

項   目 常用母線用 非常用母線用 

(a) 型  式 三相乾式変圧器 

(b) 個  数 10  2  

(c) 冷却方式 自冷，風冷 

(d) 周 波 数 50Hz 

(e) 容  量 約3,333kVA，約2,000kVA 約3,333kVA 

(f) 結  線 一次：三角形 二次：三角形 

(g) 定格電圧 

一次側 6.9kV（5タップ） 

（7.245,7.072,6.9,6.727,6.555kV） 

二次側 480V 

(h) 絶  縁 Ｈ種，Ｆ種 

構成及び仕様 

項   目 受電盤 母線連絡盤 き電盤 変圧器盤 

(a) 型  式 閉鎖配電盤 

(b) 個  数 12  14  48  12  

(c) 定格電圧 600V 

(d) 電気方式 50Hz 3相 3線 非接地式 

(e) 電源引込方式 ケーブルによる 

(f) フィーダ引出方式 ケーブルによる 

(g) 母線電流容量 約4,000A，約3,000A  

遮断器 

項   目 受電用 母線連絡用 き電用 

(a) 型  式 気中遮断器 

(b) 個  数 12 14  158  

(c) 極  数 3極 

(d) 操作方式 バネ投入操作（DC125V） 

(e) 定格電圧 600V 

(f) 定格電流 約3,000A，約1,200A 

(g) 定格遮断電流 50,000A 

(h) 引きはずし自由方式 電気的，機械的 
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第10.1－3表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）の設備仕様 

(1) エンジン 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型   式        Ｖ型 

台    数             2 

出    力            約 5,500kW／台 

回 転 数        429rpm 

起 動 方 式        圧縮空気起動 

起 動 時 間             約 10 秒 

使 用 燃 料        軽油 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型   式             Ｖ型 

   台 数        1 

出 力        約 3,050kW 

回 転 数        429rpm 

起 動 方 式             圧縮空気起動 

起 動 時 間             約 10 秒 

使 用 燃 料            軽油 

(2) 発電機 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型   式        横軸回転界磁三相交流発電機 

           台   数        2 

容   量        約 6,500kVA／台 
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力   率        0.80（遅れ） 

電   圧         6.9kV 

周  波  数               50Hz 

回 転 数        429rpm 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型   式         横軸回転界磁三相交流発電機 

台 数        1 

容   量        約 3,500kVA 

力   率        0.80（遅れ） 

電   圧         6.9kV 

周  波  数        50Hz 

回 転 数        429rpm 

(3) 軽油貯蔵タンク 

型   式         横置円筒形 

基 数        2 

容   量         約 400kL／基 

使 用 燃 料        軽油 
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第10.1－4表 直流電源設備の設備仕様 

(1) 蓄電池 

非常用 

型  式        鉛蓄電池 

組 数        5  

セ ル 数        125V 系Ａ系   120 

  Ｂ系   120 

ＨＰＣＳ系   58 

中性子モニタ用Ａ系  24 

       Ｂ系  24 

電  圧        125V 系Ａ系   125V 

  Ｂ系   125V 

ＨＰＣＳ系   125V 

中性子モニタ用Ａ系  ±24V 

       Ｂ系  ±24V 

容  量              125V 系Ａ系   約 6,000Ah 

  Ｂ系   約 6,000Ah 

ＨＰＣＳ系   約 500Ah 

中性子モニタ用Ａ系  約 150Ah 

       Ｂ系  約 150Ah 

常用 

型  式           鉛蓄電池 

組  数            1  

セ ル 数           116 
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電  圧           250V 

容  量           約 2,000Ah 

(2) 充電器 

非常用（予備充電器は常用） 

型 式           シリコン整流器 

個 数           125V 系Ａ系  1 

Ｂ系  1 

 （予備  1） 

ＨＰＣＳ系  1（予備 1） 

中性子モニタ用Ａ系 2 

       Ｂ系 2 

充 電 方 式           浮動 

冷 却 方 式           自然通風 

交 流 入 力           125V 系Ａ系        3 相 50Hz  480V 

  Ｂ系      3 相 50Hz  480V 

ＨＰＣＳ系     3 相 50Hz  480V 

中性子モニタ用Ａ系 単相 50Hz  120V 

       Ｂ系 単相 50Hz  120V 

容 量           125V 系Ａ系  約 58.8kW 

Ｂ系  約 48.8kW 

  （予備      約 58.8kW） 

ＨＰＣＳ系  約 14kW 

中性子モニタ用Ａ系   約 0.84kW／個 

       Ｂ系   約 0.84kW／個 
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直流出力電圧           125V 系Ａ系          125V 

Ｂ系      125V 

ＨＰＣＳ系  125V 

中性子モニタ用Ａ系 ±24V 

       Ｂ系 ±24V 

直流出力電流          125V 系Ａ系  約 420A 

Ｂ系  約 320A 

  （予備  約 420A） 

ＨＰＣＳ系  約 100A 

中性子モニタ用Ａ系 約 30A 

       Ｂ系 約 30A 

常用 

型        式       シリコン整流器 

個 数       1（予備 1） 

充 電 方 式       浮動 

冷 却 方 式       自然通風 

交 流 入 力       3 相 50Hz 480V 

容 量       約 98kW 

直流出力電圧       250V 

直流出力電流       約 350A 

(3) 直流母線 

非 常 用 

個  数       5 

電  圧       125V 系Ａ系            125V 
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Ｂ系        125V 

ＨＰＣＳ系  125V 

中性子モニタ用Ａ系 ±24V 

       Ｂ系 ±24V 

常用 

個  数       1  

電  圧        250V  
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第10.1－5表 計測制御用電源設備の設備仕様 

(1) 非常用 

a．無停電電源装置 

型   式        静止型 

     個   数        2 

     容   量            約35kVA／個 

     出 力 電 圧           120V 

b．計装用交流主母線 

     個   数           5 

     電   圧            120V／240V（2個） 

120V（3個） 

（2）常用 

a．無停電電源装置 

型   式           静止型 

     個   数              1 

     容   量              約50kVA 

     出 力 電 圧               120V／240V 

b．原子炉保護系用Ｍ－Ｇ装置 

電動機 

    型   式             三相誘導電動機 

台 数         2 

    定 格 容 量            約44.76kW／台 

    電   圧             440V 
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発電機 

型   式        単相同期発電機 

台 数        2 

定 格 容 量           約18.75kVA／台 

電   圧           120V 

周 波 数        50Hz 

ｃ．計装用交流母線 

個   数          4 

電   圧             120V／240V（2個） 

                120V（2個） 
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第 10.1－1 図 所内電源単線結線図 
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２Ｃ非常用ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 

第 10.1－2 図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）の負荷の始動順位 

（外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失時） 
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第 10.1－3 図 直流電源単線結線図（1／3） 
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第 10.1－3 図 直流電源単線結線図（2／3） 
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第 10.1－3 図 直流電源単線結線図（3／3） 
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第 10.1－4 図 計測制御用電源単線結線図 
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10.2 代替電源設備 

10.2.1 概  要 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

代替電源設備の系統図を，第 10.2－1 図から第 10.2－10 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備及び非常用直流電源設備が使用できる場合は，重大事故等

対処設備として使用する。非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備につ

いては，「10.1 非常用電源設備」に記載する。 

10.2.2 設計方針 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設

備として，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直流

電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替直流電源設備及び代替所内電

気設備を設ける。また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の

軽油を補給するための設備として，燃料給油設備を設ける。 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故

障（以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合の重大事故等対

処設備として，常設代替交流電源設備を使用する。 
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常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置，電路，計測制御装

置等で構成し，常設代替高圧電源装置を中央制御室での操作にて速やか

に起動し，緊急用メタルクラッド開閉装置を介してメタルクラッド開閉

装置２Ｃ又はメタルクラッド開閉装置２Ｄへ接続することで電力を供給

できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替高圧電源装置 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合の重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車，電路，計測制御

装置等で構成し，可搬型代替低圧電源車をパワーセンタ２Ｃ及びパワー

センタ２Ｄへ接続することで電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。

・可搬型代替低圧電源車 

(2) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合の重大事故等対処設備として，所内常設直流電源設備を使用する。 

所内常設直流電源設備は，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系，電路，計測制

御装置等で構成し，全交流動力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室に
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おいて，全交流動力電源喪失から 8 時間後に，不要な負荷の切り離しを

行い，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，125V 系蓄電池Ａ系・

Ｂ系から電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・125V 系蓄電池Ａ系 

・125V 系蓄電池Ｂ系 

ｂ．可搬型代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重大

事故等対処設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器，

電路，計測制御装置等で構成し，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流

器を可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由し，直流

125V 主母線盤２Ａ又は直流 125V 主母線盤２Ｂへ接続することで電力を

供給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車の運転を継続する

ことで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24

時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型整流器 

(3) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大

事故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 
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代替所内電気設備は，緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセ

ンタ，緊急用モータコントロールセンタ，緊急用電源切替盤，緊急用直流

125V 主母線盤，電路，計測制御装置等で構成し，常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流

電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所

内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また，代替所内電気設

備及び非常用所内電気設備は，少なくとも 1 系統は機能の維持及び人の接

近性の確保を図る設計とする。 

なお，緊急用 125V 系蓄電池は，常設代替直流電源設備に位置付ける。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，

緊急用 125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用メタルクラッド開閉装置 

・緊急用パワーセンタ 

・緊急用モータコントロールセンタ 

・緊急用電源切替盤 

・緊急用 125V 系蓄電池 

・緊急用直流 125V 主母線盤 

(4) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電  

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機が故障）した場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置，電路，計測制御装
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置等で構成し，常設代替高圧電源装置を中央制御室での操作にて速やか

に起動し，緊急用メタルクラッド開閉装置を介してメタルクラッド開閉

装置２Ｃ又はメタルクラッド開閉装置２Ｄへ接続することで電力を供給

できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替高圧電源装置 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機が故障）した場合の重大事故等対処設備とし

て，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車，電路，計測制御

装置等で構成し，可搬型代替低圧電源車をパワーセンタ２Ｃ及びパワー

センタ２Ｄへ接続することで電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源による給電 

ａ．所内常設直流電源設備による直流 125V 主母線盤への給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機が故障）した場合の重大事故等対処設備とし

て，所内常設直流電源設備を使用する。 

所内常設直流電源設備は，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系，電路，計測制
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御装置等で構成し，非常用所内電気設備への交流電源喪失から 1 時間以

内に中央制御室において，交流電源喪失から 8 時間後に，不要な負荷の

切り離しを行い，交流電源喪失から 24 時間にわたり，125V 系蓄電池Ａ

系・Ｂ系から電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・125V 系蓄電池Ａ系 

・125V 系蓄電池Ｂ系 

ｂ．可搬型代替直流電源設備による直流 125V 主母線盤への給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機が故障）及び直流電源が喪失した場合の

重大事故等対処設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器，

電路，計測制御装置等で構成し，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整

流器を可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由し，

直流 125V 主母線盤２Ａ又は直流 125V 主母線盤２Ｂへ接続することで

電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車の運転を継続す

ることで，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から

24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性

を有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型整流器 
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(6) 燃料給油設備による給油 

ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，可搬型設備

用軽油タンク及びタンクローリを使用する。 

可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水

中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タ

ンク）等は，可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を

補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

重大事故等時に常設代替高圧電源装置に軽油を補給する設備として，

軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを使用する。 

常設代替高圧電源装置は，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装

置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・軽油貯蔵タンク 

・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，常設代替高圧電源装置の冷却方式を空冷とすること
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で，冷却方式が水冷である２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を

有する設計とする。 

常設代替交流電源設備の常設代替高圧電源装置は，原子炉建屋付属棟から

離れた屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設置することで，原子炉建屋付

属棟内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉

装置２Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機からメタ

ルクラッド開閉装置２Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの系統に対し

て，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交

流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とするこ

とで，冷却方式が水冷である２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は，屋外の原子炉建屋付

属棟から離れた場所に保管することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は，屋外（常設代替高圧電
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源装置置場）の常設代替高圧電源装置から離れた場所に保管することで，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車からパワーセンタ２Ｃ

及びパワーセンタ２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機からパワーセンタ２Ｃ及びパ

ワーセンタ２Ｄまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替

交流電源設備は非常用交流電源設備である２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

所内常設直流電源設備は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と異なる区画に設置す

ることで，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備は，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流 125V 主母線

盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路で系統構成することにより，

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直

流 125V 主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統に対して，独立性を有する設計とす

る。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設備は

非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで，
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原子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，緊急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母

線盤までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用

直流電源設備の 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系から直流 125V 主母

線盤２Ａ・２Ｂ及びＨＰＣＳまでの系統に対して，独立性を有する設計とす

る。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は

非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とするこ

とで，冷却方式が水冷である２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多

様性を有する設計とする。また，可搬型整流器により交流電力を直流に変換

できることで，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系を用いる非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，屋

外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで，原子炉建屋付属棟

内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機並びに 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車から直流 125V 主母線

盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路で系統構成することにより，

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流 125V 主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 
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これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替

直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続

箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分

散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセン

タは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置することで，非常用所内電

気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用モータコントロールセンタは，屋内（常設代替

高圧電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで，非常

用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用電源切替盤は，原子炉建屋原子炉棟及び中央制

御室内に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用直流 125V 主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理

棟内に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所

内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常

用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

燃料給油設備のタンクローリは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ
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ィーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，

屋内（常設代替高圧電源装置置場）の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 

燃料給油設備の常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設代替

高圧電源装置置場）の非常用交流電源設備２Ｃ系，２Ｄ系及びＨＰＣＳ系と

異なる区画に設置することで，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

10.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

常設代替交流電源設備の常設代替高圧電源装置は，通常時は遮断器等によ

り接続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

常設代替高圧電源装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は，接続先の系統と分離

して保管し，重大事故等時に接続，遮断器操作等により重大事故等対処設備
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としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料給油設備の可搬型設備用軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は連結材や輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設直流電源設備の 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，通常時は設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成とし，重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替直流電源設備の緊急用 125V 系蓄電池は，重大事故等時に通常時

と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，接

続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，遮断器操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ，

緊急用モータコントロールセンタ，緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V

主母線盤は，遮断器等により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断

器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料給油設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大事

故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料給油設備の軽油貯蔵タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事
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故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

タンクローリは連結材や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，通常時は弁等により接続先の系

統から隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量

を有する設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，常設代替高圧電源装置の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有

する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要

な設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有

数は，2 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，想定される重大事故等時において，1 時間以

内に中央制御室において行なう簡易な操作での切り離し以外の負荷の切り離

しを行わず 8 時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 
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緊急用 125V 系蓄電池は，想定される重大事故等時において，負荷の切り

離しを行わずに 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有す

る設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ，緊急用モータコン

トロールセンタ，緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤は，想定

される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する

設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故

対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発

揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連続運転するため

に必要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

可搬型設備用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，その機能

を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連続運転する

ために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

1 セット 2 台使用する。保有数は，1 セット 2 台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 3 台の合計 5 台を保管する。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，想定される重大事故等時にお

いて，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，電力を供給

できる容量を有するものを可搬型代替低圧電源車 1 台及び可搬型整流器 4 台

を 1 セットとして使用し，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる

容量を有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替交流電源設備と兼用しており，保有
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数は，2 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

可搬型整流器の保有数は，2 セット 8 台に加えて，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 9 台を保管する。 

10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

常設代替高圧電源装置の操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室及び設置場所で可能な設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室で可能な設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設代替高圧電源装置置

場）に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

可搬型代替低圧電源車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用 125V 系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセンタは，屋内（常設代
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替高圧電源装置置場）に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセンタの操作は想定され

る重大事故等時において中央制御室及び設置場所で可能な設計とする。 

緊急用モータコントロールセンタは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）

及び原子炉建屋廃棄物処理棟に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

緊急用モータコントロールセンタの操作は，想定される重大事故等時にお

いて設置場所で可能な設計とする。 

緊急用電源切替盤は，原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用電源切替盤の操作は，想定される重大事故等時において中央制御室

で可能な設計とする。 

緊急用直流 125V 主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理棟に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用直流 125V 主母線盤の操作は，想定される重大事故等時において設

置場所で可能な設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，常設代替高圧電源装置置場南側（地下）に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

軽油貯蔵タンクの系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室で可能な設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 
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タンクローリの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。 

10.2.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。常

設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

常設代替高圧電源装置は，中央制御室の操作スイッチ等により，操作が可

能な設計とする。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作

等により操作が可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の

系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操

作が可能な設計とする。系統構成に必要な遮断器等は，中央制御室等でのス

イッチ操作等により操作が可能な設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセスできる設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能

な設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続

又はより簡便な接続とし，一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続でき

る設計とする。 

所内常設直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の
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系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型整流器は，屋外に保管及び設置し，車両及び人力により運搬ができ

るとともに，設置場所にて固縛が可能な設計とする。また，ケーブル接続は，

一般的な工具を用いてボルト・ネジ接続を用いることで，容易かつ確実に接

続可能な設計とする。 

可搬型整流器は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能

な設計とする。 

緊急用 125V 系蓄電池は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

する設計とする。 

代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ，緊急用モータコン

トロールセンタ，緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤は，付属

の操作スイッチ等により，設置場所等での操作が可能な設計とする。 

燃料給油設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，系統構成に必要な弁を，中央制御室での遠隔操作が可

能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な

設計とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計と

する。 

タンクローリを接続する接続口については，簡便な接続規格を用いた専用
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の接続方式とし，可搬型設備用軽油タンク及び重大事故等対処設備に確実に

接続することができる設計とする。 

10.2.3 主要設備及び仕様 

代替電源設備の主要機器仕様を第 10.2－1 表に示す。 

10.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

及び外観の確認が可能な設計とするとともに，分解が可能な設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又

は停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。

また，可搬型代替低圧電源車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型整流器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観

の確認が可能な設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ，緊急用モータコン

トロールセンタ，緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤は，発電

用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。また，発電用原
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子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な

設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認及び内部の確認が可能な設計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能試

験，漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可

能な設計とする。また，タンクローリは，車両として運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。  
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第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様 

（1）常設代替交流電源設備 

   ａ．常設代替高圧電源装置 

       ディーゼル機関 

台 数       5（予備 1） 

使 用 燃 料       軽油 

出 力       約 1,540kW／台 

          発 電 機 

台 数       5（予備 1） 

種 類       三相同期発電機 

容   量       約 1,725kVA／台

力 率              0.8 

電   圧       6,600V 

周 波 数              50Hz 

（2）可搬型代替交流電源設備 

ａ．可搬型代替低圧電源車 

      ディーゼル機関 

台   数       4（予備 1）※１

使 用 燃 料              軽油 

発 電 機 

台 数       4（予備 1）※１ 

種 類        三相同期発電機 

容   量       約 500kVA／台 
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力  率         0.8 

電  圧         440V 

周 波 数          50Hz 

※1 必要台数は，2 台 2 セット（予備 1 台） 

（3）所内常設直流電源設備 

   ａ．125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系  

第 10.1－4 表 直流電源設備の設備仕様に記載する。 

組 数       2 

電   圧       125V 

容 量       約 6,000Ah／組 

（4）常設代替直流電源設備 

   ａ．緊急用 125V 系蓄電池  

組 数       1 

電 圧       125V 

容 量       約 6,000Ah  

（5）可搬型代替直流電源設備 

   ａ．可搬型代替低圧電源車 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「（2）ａ．可搬型代替低

圧電源車」に記載する。 

   ｂ．可搬型整流器 

台 数       8（予備 1）※２ 
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電 圧       0～150V 

容 量       約 100A／台 

※2 必要台数は，4 台 2 セット（予備 1 台） 

（6）代替所内電気設備 

   ａ．緊急用メタルクラッド開閉装置  

個 数       1 

定 格 電 圧       7,200V 

   ｂ．緊急用パワーセンタ  

個 数       1 

定 格 電 圧       600V 

   c．緊急用モータコントロールセンタ  

個 数       3 

定 格 電 圧       600V 

   ｄ．緊急用電源切替盤  

個 数       6 

定 格 電 圧       交流  600V 

            直流 125V 

   ｅ．緊急用直流 125V 主母線盤  

個 数       1 

定 格 電 圧       125V 
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（7）燃料給油設備 

   ａ．軽油貯蔵タンク  

第 10.1－3 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）の設備仕様に記載する。 

基 数       2

容 量       約 400kL／基 

   ｂ．常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

型 式       スクリュー型 

台 数       1（予備 1）

容 量       約 3.0m３／h 

吐 出 圧 力       約 0.3MPa [gage] 

最高使用圧力       1.0MPa [gage] 

最高使用温度       55℃ 

  ｃ．可搬型設備用軽油タンク  

基 数       7（予備 1）

容 量          約 30kL／基 

   ｄ．タンクローリ 

台 数       2（予備 3）※３ 

容 量       約 4kL／台 

※3 必要台数は，2 台 1 セット（予備 3 台） 
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第 10.2－1 図 代替電源設備 系統図 

（常設代替交流電源設備による給電） 
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第 10.2－2 図 代替電源設備 系統図 

（可搬型代替交流電源設備による給電） 
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第 10.2－3 図 代替電源設備 系統図 

（所内常設直流電源設備による給電） 
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第 10.2－4 図 代替電源設備 系統図 

（可搬型代替直流電源設備による給電） 
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第 10.2－5 図 代替電源設備 系統図 

（常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電） 
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第 10.2－6 図 代替電源設備 系統図 

（可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電） 
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第 10.2－7 図 代替電源設備 系統図 

（常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電） 
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第 10.2－8 図 代替電源設備 系統図 

（可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電） 
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第 10.2－9 図 代替電源設備 系統図 

（可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油）  
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第 10.2－10 図 代替電源設備 系統図 

（軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油） 
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3.14 電源設備【57 条】 

＜ 目  次 ＞ 

3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針 

(1) 常設代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅱ），ⅲ）） 

(2) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ），ⅲ）） 

(3) 所内常設直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ)，ⅲ）， 

c）） 

(5) 常設代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準解釈の第1項e）） 

(7) 非常用交流電源設備 

(8) 非常用直流電源設備 

(9) 燃料給油設備 

(10) Ｍ／Ｃ ２Ｅ 

(11) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

(12) 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

(13) 直流125V予備充電器 

(14) 可搬型代替注水大型ポンプ 

3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 常設代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 常設代替高圧電源装置 
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3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.1.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.1.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.14.2.1.6 その他設備 

3.14.2.1.6.1 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

3.14.2.1.6.1.1 設備概要 

3.14.2.2 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替低圧電源車 

3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.2.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.2.5 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

3.14.2.3 所内常設直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 125V系蓄電池 Ａ系 

(2) 125V系蓄電池 Ｂ系 

3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.3.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 
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(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替低圧電源車 

(2) 可搬型整流器 

3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.4.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.4.5 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 
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3.14.2.5 常設代替直流電源設備 

3.14.2.5.1 設備概要 

3.14.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 緊急用125V系蓄電池 

3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.5.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.5.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

(1) 緊急用Ｍ／Ｃ 

(2) 緊急用Ｐ／Ｃ 

(3) 緊急用ＭＣＣ 

(4) 緊急用電源切替盤 

(5) 緊急用直流125V主母線盤 

3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 
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3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保

3.14.2.6.5 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.2.6.6 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.14.2.6.7 その他設備 

3.14.2.6.7.1 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

3.14.3 重大事故等対処設備 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

3.14.3.1.1 設備概要 

3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) Ｄ／Ｇ 

(2) ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

(3) ２Ｃ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(4) ２Ｄ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(5) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(6) 軽油貯蔵タンク 

(7) ２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク 
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(8) ２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク 

(9) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク 

(10) ２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

(11) ２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

(12) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

3.14.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

(1) ２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ 

(2) ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

(3) ２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(5) 軽油貯蔵タンク 

(6) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

(7) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

(8) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

(9) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

3.14.3.2 非常用直流電源設備 

3.14.3.2.1 設備概要 

3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 125V系蓄電池Ａ系 

(2) 125V系蓄電池Ｂ系 

(3) 125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

(4) 中性子モニタ用蓄電池Ａ系 

(5) 中性子モニタ用蓄電池Ｂ系 

3.14.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.14.3.3 燃料給油設備 



目－8 

3.14.3.3.1 設備概要 

3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

(1) 軽油貯蔵タンク 

(2) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

(3) 可搬型設備用軽油タンク 

(4) タンクローリ 

3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.3.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

3.14.3.3.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

3.14.2.7.6 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 
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3.14 電源設備【57 条】 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格

納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を

設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用

電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対

処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気

の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原
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子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを

行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の

合計24時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給

を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

d）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるように

あらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンタ（MCC）、パワーセンタ

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設

備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一

系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接す

る電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まな

い。）を行わずに8時間、その後，必要な負荷以外を切り離して残り16時

間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を

行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流

電源設備（3系統目）を整備すること。 
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3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直流電源設

備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料給油設備を設置及び保管する。 

なお，東海第二発電所には敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないこと

から，号炉間電力融通は行わない。 

(1) 常設代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅱ），ⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ／Ｇ」という。）及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機（以下「ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ」という。）の故障（以下

「全交流動力電源喪失」という。））した場合，非常用所内電気設備及び

代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける。 

常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置を運転し，代替所内電

気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置（以下「Ｍ／Ｃ」という）を操作

することで，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電源供給する設

計とする。 
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また，常設代替交流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

の故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(2) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ），ⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容

器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替交流

電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車を運転することで，

非常用所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替交流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇの故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電

源設備に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(3) 所内常設直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し



3.14－5 

い損傷を防止することを目的として，所内常設直流電源設備を設ける設計

とする。 

所内常設直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に125V系蓄電池Ａ

系・Ｂ系から設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源

供給を行う。全交流動力電源喪失から1時間以内に中央制御室において，

全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で，不要な負荷の切り離し

を行う。その後，運転を継続することにより全交流動力電源喪失から24時

間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

所内常設直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ)，ⅲ），

c）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流電

源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止することを目的として，可搬型代替直流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を

運転することで，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備の必要な設備

に24時間にわたり電源供給する。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ ２Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用

する。 
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可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(5) 常設代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，常設代替直流電源設備を設ける。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に緊急用125V系蓄電

池から代替所内電気設備に電源供給する設計とする。 

緊急用125V系蓄電池は，全交流動力電源喪失から不要な負荷の切り離し

を行わずに24時間必要な負荷に電源供給を行うことが可能な設計とする。 

また，常設代替直流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

の故障した場合にも使用する。 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源

設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準解釈の第1項e）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬

型代替直流電源設備から必要な設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止することを目的として，代替所内電気設備を設け
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る。 

代替所内電気設備は，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用パワーセンタ（以下「Ｐ／

Ｃ」という。），緊急用モータコントロールセンタ（以下「ＭＣＣ」とい

う。），緊急用電源切替盤及び緊急用125V主母線盤により，設計基準事故

対処設備である非常用所内電気設備と重大事故等が発生した場合におい

て、共通要因である地震，津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失し

ないとともに，非常用所内電気設備を含めて少なくとも1系統は人の接近

性を確保する設計とする。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等においてそ

の機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備と位置付ける。 

(7) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常用交流電

源設備を設ける設計とする。 

(8) 非常用直流電源設備 

全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給す

ることにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常

用直流電源設備を設ける設計とする。 
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なお，重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用及び常設代

替高圧電源装置の軽油を補給するために，以下を整備する。 

(9) 燃料給油設備 

燃料給油設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽

油が，枯渇をすることを防止するため，補機駆動用及び常設代替高圧電源

装置の軽油を補給することを目的として使用する。 

なお，電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

(10) Ｍ／Ｃ ２Ｅ 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，代替交流電源設備か

らＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの電源供給ラインの多重化を図るため，Ｍ／Ｃ ２

Ｅを設ける設計とする。 

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ２Ｅを経由し，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに至る

電路は，原子炉建屋付属棟を経由する電路としており，異なるケーブルト

レイ及び電線管等を用いた敷設としており，常設代替交流電源設備及び可

搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 

(11) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設

備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），及び重大事故等対処設備の

電源喪失（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直

流電源設備及び常設代替直流電源設備）により，重大事故に至る恐れがあ

る事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために，原
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子炉隔離時冷却系，逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電

力を供給するために，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を設ける設計

とする。 

(12) 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替低圧電源

車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため，水処理建

屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を設ける設計とする。可搬型代替

低圧電源車から水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を経由

し，非常用低圧母線に至る電路は，原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物

処理棟内を異なるケーブルトレイ及び電線管等を用いた敷設としており，

可搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 

(13) 直流125V予備充電器  

代替直流電源設備に関する自主対策設備として，直流電源が必要な設備

への電源供給ラインの多重化を図るため，直流125V予備充電器を設ける設

計とする。ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇから直流125V予備充電器を経由し，直流125V

主母線盤に至る電路は，原子炉建屋付属棟内を異なるケーブルトレイ及び

電線管等を用いた敷設としており，所内常設直流電源設備及び可搬型代替

直流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 

(14) 可搬型代替注水大型ポンプ 

非常用交流電源設備に関連する自主対策設備として，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機関冷却用の海水供給機能が喪失することによ

り，可搬型代替注水大型ポンプすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル
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発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水を送

水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源供給機能の復旧が可

能な設計とする。 
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3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 常設代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交

流動力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電

源を供給することにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するもので

ある。 

常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置で構成する。 

重大事故等時においては，中央制御室に設置する常設代替高圧電源装置の

スイッチにより常設代替高圧電源装置を遠隔で手動起動し，代替所内電気設

備である緊急用Ｍ／Ｃを介して，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ

（又は２Ｄ）へ接続することで電力を給電できる設計とする。 

また，常設代替高圧電源装置により電力を給電している時は，常設代替高

圧電源装置の搭載燃料の残量に応じて，燃料給油設備である常設代替高圧電

源装置燃料移送ポンプが自動で起動し，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電

源装置燃料移送ポンプを用いて常設代替高圧電源装置に給油することで，事

象発生後7日間にわたり常設代替交流電源設備から電力を給電する設計とす

る。 

なお，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.1.1－1図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を，第3.14.2.2.1－1表に示す。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分
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散については「3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。 
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第3.14.2.1.1－1図 交流電源系統図  
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第3.14.2.1.1-1表 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 常設代替高圧電源装置【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 

常設代替高圧電源装置～緊急用Ｍ／Ｃ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ

電路 

緊急用Ｍ／Ｃ～緊急ＭＣＣ電路【常設】 

直流電路 － 

計装設備 

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 

3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 常設代替高圧電源装置 

ディーゼル機関 

台  数：5（予備1） 

使用燃料：軽油 

出  力：約1,540kW／台 

発電機 

台  数：5（予備1） 

種  類：三相同期発電機 

容  量：約1,725kVA／台 

力  率：0.8 

電  圧：6,600V 

周 波 数：50Hz 

設置場所：屋外（常設代替高圧電源装置置場） 
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3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故等防止設備である常設代替交流電源設備は，第3.14.2.1.3－1表

に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性

を確保する設計とする。 

常設代替高圧電源装置は，冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，多様性を持つ設計

とする。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設置する

ことで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇと位

置的分散を図る設計とする。 

常設代替高圧電源装置を使用した代替電源系統は，常設代替高圧電源装置

からＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの電源系統に対

して，独立した設計とする。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散

を第3.14.2.1.3－2表に示す。  
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第3.14.2.1.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である常設

代替交流電源設備は，基準地震動Ｓｓで機能維持する

設計とすることで，地震が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は，防

潮堤及び浸水防止設備を設置することで，津波が共通

要因となり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は，火

災が共通要因となり故障することのない設計とする

（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は，溢

水が共通要因となり故障することのない設計とする

（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 

第3.14.2.1.3－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下１階＞ 

常設代替高圧電源装置 

＜屋外（常設代替高圧電源装置置

場）＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｄ電路 

＜交流電路＞ 

常設代替高圧電源装置～緊急用Ｍ／

Ｃ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ電路 

緊急用Ｍ／Ｃ～緊急用ＭＣＣ電路 

電源の 

冷却方式 

水冷式 

（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機海水系，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系） 

空冷式 
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3.14.2.1.4 設置許可基準規則第43第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 常設代替高圧電源装置 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件を考慮し，第3.14.2.1.4－1表に示す設計とす

る。 

（57－2－3） 
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第3.14.2.1.4－1表 想定する環境条件（常設代替高圧電源装置） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

設置場所である屋外で想定される風（台風）及び竜巻の風荷

重，積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しな

い設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，中央制御室及び設置場所である屋外（常設

代替高圧電源装置置場）にて操作可能な設計とする。 

操作対象機器の操作場所を，第3.14.2.1.4－2表に示す。 

（57－2－3,57－3－2） 
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第3.14.2.1.4－2表 操作対象機器（常設代替高圧電源装置） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設代替 

高圧電源装置 
停止→運転 スイッチ操作 

中央制御室 

及び 

屋外（常設代替高圧

電源装置置場） 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

a） 常設代替高圧電源装置 

常設代替高圧電源装置は，中央制御室から操作盤にて操作可能と

し，運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作盤のスイッチ及び

現場付属のスイッチにより操作可能な設計とする。また，誤操作防止

のために名称を明記すること，かつ操作の際には十分な操作空間を確

保する設計とする。 

なお，常設代替高圧電源装置の複数台の同期運転操作に関しても，

同様に操作可能な設計とする。 

（57－2－3） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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a） 常設代替高圧電源装置 

常設代替高圧電源装置は，第3.14.2.1.4－3表に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に起動試験による機能・性能の確認及び

外観の確認ができる系統設計とする。 

発電用原子炉の停止中に分解検査として，常設代替高圧電源装置の

部品状態について，性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がな

いことを目視により可能な設計とする。また，機能・性能検査とし

て，常設代替高圧電源装置の絶縁抵抗の確認，模擬負荷接続時の運転

状態における発電機電圧，電流，周波数及び電力の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－2,3） 

第 3.14.2.1.4－3 表 常設代替高圧電源装置の試験検査 
原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
起動検査 起動試験による運転性能の確認 

外観検査 常設代替高圧電源装置の目視点検 

停止中 

分解検査 部品の状態の確認 

機能・性能検査 

模擬負荷による常設代替高圧電源装置の機能・性

能（発電機電圧，電流，周波数及び電力）の確認

絶縁抵抗の確認 

外観検査 常設代替高圧電源装置の目視点検 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，本来の用途として使用する。なお，重大事

故等時に，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する場

合においては，緊急用Ｍ／Ｃの遮断器の切替操作を，中央制御室から制

御盤にて操作可能な設計とすることで，通常待機時の系統から速やかに

切り替えできる設計とする。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

常設代替高圧電装置は，通常待機時の系統構成から代替所内電気設備

である緊急用Ｍ／Ｃの遮断器操作により，重大事故等対処設備としての

系統構成が可能とすることで，他の設備に影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，常設代替高圧電源装置は，固縛するとともに隣に配置する常設

代替高圧電源装置との間に仕切り壁を設けることにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

（57－3－2,57－7－2,57－9） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設置

する設計とするが，中央制御室から操作及び現場付属のスイッチによる

操作可能な設計とする。操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を，

第3.14.2.1.4－5表に示す。 

（57－2－3,57－3－2） 

第3.14.2.1.4－5表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設代替高圧電源装置 屋外（常設代替高圧電源装置置場） 

中央制御室 

及び 

屋外（常設代替高圧

電源装置置場） 

3.14.2.1.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a） 常設代替高圧電源装置 

常設代替高圧電源装置は，常設代替電源として，重大事故等対策の

有効性を確認する事故シーケンスグループのうち必要な負荷が最大と

なる「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ），全交流動力電源喪失（ＴＢ

Ｄ，ＴＢＵ），全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」の対処のために必要

な負荷容量に対して十分である発電機容量を有する設計とする。 

発電機容量としては，必要となる最大負荷容量の約4,948kW及び連

続最大負荷容量の約4,510kWに対して，十分な容量を確保するため，

約1,725kVA／台の常設代替高圧電源装置を5台用意し，最大容量約

6,900kW(約1,725kVA×力率0.8×5台)及び連続定格容量約5,520kW(約

6,900kW×0.8)を有する設計とする。 

（57－5－15～20） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，常設代替交流電

源設備は共用しない。 

(3) 設計基準対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，非常用交流電源設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ

／Ｇに対して，多様性及び位置的分散を図る設計としている。これらの

詳細については，「3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載

のとおりである。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.1.3－2表と同様である。 

（57－2－3,57－3－2） 
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3.14.2.1.6 その他設備 

3.14.2.1.6.1 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

3.14.2.1.6.1.1 設備概要 

設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），及

び重大事故等対処設備の電源喪失（常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源）により，

重大事故に至る恐れがある事故が発生した場合において，炉心の著しい

損傷を防止するために，原子炉隔離時冷却系，逃がし安全弁及び当該機

器の計測制御設備に必要な電力を供給するために設置する。なお，本設

備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

緊急用時対策室建屋ガスタービン発電機は，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク，緊

急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，電路，計測制御

装置等で構成し，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を設置場所での

操作にて速やかに起動し，非常用低圧母線２Ｄ系へ接続することで電力

を供給できる設計とする。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の燃料

は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンクより緊急時対策

室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計と

する。緊急用時対策室建屋ガスタービン発電機は，非常用交流電源設備

に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用時対策室建屋ガスタービン発電機の緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク及び緊

急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，通常時は遮断

器等により接続先の系統から隔離し，必要な場合に遮断器操作等により

系統構成することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 
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3.14.2.2 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全

交流動力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に

電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において，炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置する

ものである。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車で構成する。 

重大事故等時おいては，可搬型代替低圧電源車を代替所内電気設備である

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東

側）に接続し，可搬型代替低圧電源車に設置する操作監視盤のスイッチによ

り可搬型代替低圧電源車を現場で手動起動することで，代替所内電気設備で

ある可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤

（東側）を経由して非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄへ電力

を給電できる設計とする。 

また，可搬型代替低圧電源車により電力を給電している時は，燃料給油設

備である可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ燃料を給油し，その

後，タンクローリを可搬型代替低圧電源車の設置場所まで移動し，可搬型代

替低圧電源車に給油することで，事象発生後7日間にわたり可搬型代替交流

電源設備から電力を給電する設計とする。 

なお，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.1.1－1図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を，第3.14.2.2.1－1表に示す。 
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可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的

分散については「3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示

す。 

第3.14.2.2.1－1表 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

関連設備 

付属設備 －

燃料流路 － 

交流電路 

可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）

又は（東側）電路【可搬型】 

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）～Ｐ／Ｃ ２

Ｃ及び２Ｄ電路【常設】 

直流電路 － 

計装設備 

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧【常設】 

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 
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3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬型代替低圧電源車 

ディーゼル機関 

台  数：4（予備1） 

使用燃料：軽油 

発電機 

台  数：4（予備1） 

種  類：三相同期発電機 

容  量：約500kVA／台 

力  率：0.8 

電  圧：440V 

周 波 数：50Hz 

保管場所：可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重

大事故等対処設備保管場所（南側）及び予備機置場 

設置場所：原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口 
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3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故等防止設備である可搬型代替交流電源設備は，第3.14.2.2.3－1

表に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立

性を確保する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，多様性を有する設

計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及び

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇと離れた位置に分散して保管することで，位置的分散を図

る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，可搬型代替低圧電源車

からＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／ＧからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの電源系統に対

して，独立した設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の接続口は，原子炉建屋西側接続口に1箇所と原子

炉建屋東側接続口に1箇所設置し，合計2箇所設置する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分

散を第3.14.2.2.3－2表に示す。 
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第3.14.2.2.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である可搬型

代替交流電源設備は，基準地震動Ｓｓで機能維持する設

計とすることで，地震が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備並び

に重大事故防止設備である可搬型交流電源設備は，防潮

堤及び浸水防止設備を設置することで，津波が共通要因

となり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は，火

災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共

-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は，溢

水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共

-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

第3.14.2.2.3－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下 1 階＞ 

可搬型代替低圧電源車 

＜可搬型重大事故等対処設備保管場

所（西側）及び可搬型重大事故等対処

設備保管場所（南側）＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｄ電路 

＜交流電路＞ 

可搬型代替低圧電源車～可搬型代替

低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）

電路 

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）

又は（東側）～Ｐ／Ｃ２Ｃ及び２Ｄ電

路 

電源の 

冷却方式 

水冷式 

（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機海水系，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系） 

空冷式 
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3.14.2.2.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管し，重大

事故等時に，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，屋外の環境条件を考慮し，第3.14.2.2.4－1表に示す設計とす

る。 

（57－2－6） 
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第3.14.2.2.4－1表 想定する環境条件（可搬型代替低圧電源車） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認し，輪止め等により固定す

る。 

津波 
津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備することに

より，機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮

して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）及び

竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した保管よ

り，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，設置場所にて操作可能な設計とする。 

操作対象機器の操作場所を，第3.14.2.2.4－2表に示す。 

（57－2－6,57－3－3,57－8） 



3.14－34 

第3.14.2.2.4－2表 操作対象機器（可搬型代替低圧電源車） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替 

低圧電源車 
停止→運転 スイッチ操作 

原子炉建屋西側

接続口 

又は 

原子炉建屋東側

接続口 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，設置場所である原子炉建屋西側接続口又

は原子炉建屋東側接続口まで車両として移動可能な設計とするととも

に，輪止めを積載し，設置場所にて固定が可能な設計とする。 

ケーブルの接続操作にあたっては，コネクタ接続とし，接続規格を

統一することにより,確実に接続が可能な設計とする。 

また、可搬型代替低圧電源車は，運転員等の操作性を考慮した現場

の操作監視盤のスイッチにより操作可能とし，誤操作防止のために名

称を明記すること，かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計

とする。 

なお，可搬型代替低圧電源車の2台同期運転操作に関しても，同様

に操作可能な設計とする。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，第3.14.2.2.4－3表に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に，起動試験による機能・性能の確認及

び外観の確認ができる系統設計とする。 

分解検査として，可搬型代替低圧電源車の部品状態について，性能

に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことを目視により確認

が可能な設計とする。 

また，機能・性能検査として，可搬型代替低圧電源車の絶縁抵抗の

確認，模擬負荷接続時の運転状態における発電機電圧，電流，周波数

及び電力の確認が可能な設計とする。 

さらに，車両の運転状態の確認が可能な設計とする。 

（57－4－9） 

第3.14.2.2.4－3表 可搬型代替低圧電源車の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

分解検査 部品状態の確認 

機能・性能検査 

模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性

（発電機電圧，電流，周波数及び電力）の確認 

絶縁抵抗の確認 

車両の運転状態の確認 

外観検査 可搬型代替低圧電源車の目視点検 

停止中 

分解検査 部品状態の確認 

機能・性能検査 

模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性

（発電機電圧，電流，周波数及び電力）の確認 

絶縁抵抗の確認 

車両の運転状態の確認 

外観検査 可搬型代替低圧電源車の目視点検 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，本来の用途として使用する設計とする。な

お，重大事故等時に，代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東側）に簡便な接続規

格であるコネクタ接続とするケーブルを接続することで，通常待機時の

系統から速やかに切り替えできる設計とする。 

（57－3－3） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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可搬型代替低圧電源車は，通常待機時に代替所内電気設備である可搬

型代替低圧電源車接続盤(西側)又は可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)

とケーブルにより分離された状態から，ケーブルの接続をすることによ

り，重大事故等対処設備としての系統構成を可能とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，可搬型代替低圧電源車は，

原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口において，輪留めによ

って固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57－2－6,57－7－2,57－9） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側

接続口に設置する設計とするが，放射線量が高くなるおそれが少ない，

格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に，設置場所で操作可能な設計

とする。 

操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を，第3.14.2.1.4－4表に

示す。 

（57－2－6,57－3－3,57－8） 
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第3.14.2.2.4－4表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替 

低圧電源車 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

3.14.2.2.5 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，設計基準事故対処設備の電源が喪失する

重大事故等時に必要となる最大負荷容量の約675kW及び連続最大負荷

容量の約575kWに対して，十分な容量を確保するため，約500kVA／台

の可搬型代替低圧電源車を2台（1セット）用意し，約800kW（約

500kVA×0.8×2台）を有する設計とする。なお，可搬型重大事故等対

処設備であることから，2セットに加えて予備1台の計5台有する設計

とする。 

（57－5－2～5） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(i) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，代替所内電気設備である可搬型代替低圧電

源車接続盤(西側)又は可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)に接続し，Ｐ

／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄに電力を給電する系統を構成するため，設置場所に

て容易かつ確実に接続する設計とする。 

対象機器の接続場所を，第3.14.2.2.5－1表に示す。 

（57－2－6,57－3－3,57－8） 

第3.14.2.2.5－1表 対象機器の接続場所（可搬型代替低圧電源車） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型代替 

低圧電源車 

可搬型代替低圧電源

車接続盤（西側） 

又は 

可搬型代替低圧電源

車接続盤（東側） 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

コネクタ接続 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示
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す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，代替所内電気設備である可搬型代替低圧

電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東側）に接

続するケーブルを簡便な接続規格としてコネクタ接続とすることで，

容易かつ確実に接続する設計とする。 

（57－2－6） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(i) 要求事項 

常設設備接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉

建屋の外から水又は電力を給電するものに限る。）の接続口をそれぞれ

互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車の接続箇所である接続口は，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異

なる面の隣接しない位置に設置することとし，原子炉建屋西側接続口

に1箇所，原子炉建屋東側接続口に1箇所を設置し，合計2箇所を設置
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する設計とする。 

（57－2－6） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替低圧電源車の接続場所は，「3.14.2.2.5(2) 確実な接

続」の第3.14.2.2.5－1表と同様である。可搬型代替低圧電源車は，原

子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とする

が，放射線量が高くなるおそれが少ない，格納容器圧力逃がし装置を使

用しない時に，接続可能な設計とする。 

（57－2－6,57－8） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(i) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる



3.14－42 

保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，地震，津波，その他の外部事象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，非常用交流電源

設備及び常設代替交流電源設備から100m以上の離隔距離を確保した上

で，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等

対処設備保管場所（南側）に分散して保管する設計とする。 

（57－2－6） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，通常待機時は可搬型重大事故等対処設備保

管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管

しており，想定される重大事故等が発生した場合における，保管場所か
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ら接続場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすこ

とのないよう，別ルートも考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海

第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で示す。 

（57－6） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

(i) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

可搬型代替低圧電源車は，非常用交流電源設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ

／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，多様性及び位置的分散を図る設計
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としている。これらの詳細については，「3.14.2.2.3 独立性及び位置

的分散の確保」に記載のとおりである。 

また，可搬型代替低圧電源車は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）

の常設代替高圧電源装置と離れた可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に分散して保

管することで，重大事故防止設備である常設代替交流電源設備と位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，可搬型代替低圧電

源車からＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの電路において，独立した電路で系統

構成することにより，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置からＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄまでの電路に対して，独立した設計とする。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.2.5－3表に示す。 

（57－2－6,57－3－3,57－8） 

第3.14.2.2.5－3表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下

1 階＞ 

常設代替高圧電源装置 

＜屋外（常設代替高圧電

源装置置場）＞ 

可搬型代替低圧電源車 

＜可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設

備保管場所（南側）＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｄ電路 

＜交流電路＞ 

常設代替高圧電源装置～

緊急用Ｍ／Ｃ～Ｍ／Ｃ 

２Ｃ及び２Ｄ電路 

緊急用Ｍ／Ｃ～緊急用Ｍ

ＣＣ電路 

＜交流電路＞ 

可搬型代替低圧電源車～

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）又は（東側）

電路 

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）又は（東側）

～Ｐ／Ｃ２Ｃ及び２Ｄ電

路 

電源の 

冷却方

式 

水冷式 

（２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機海水系，高

圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機海水系） 

空冷式 空冷式 
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3.14.2.3 所内常設直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

所内常設直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交

流動力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内

燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。 

所内常設直流電源設備は，125V系蓄電池Ａ系，125V系蓄電池Ｂ系で構成す

る。 

重大事故等時においては，全交流動力電源喪失直後に125V系蓄電池Ａ系・

Ｂ系から非常用所内電気設備に直流電力を給電する設計とする。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，全交流動力電源喪失から1時間以内に中央制

御室において，全交流動力電源喪失から8時間，不要な負荷の切り離しを行

い，全交流動力電源喪失から 24時間にわたり，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系か

ら電力を供給できる設計とする。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.3.1－1図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を，第3.14.2.3.1－1表に示す。 

所内常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性，位置的分

散については「3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。 
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第3.14.2.3.1－1図 直流電源系統図(その１) 
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第3.14.2.3.1－1表 所内常設直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 － 

直流電路 
125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

直流125V主母線盤２Ａ電圧【常設】 

直流125V主母線盤２Ｂ電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ 

3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 125V系蓄電池Ａ系 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約6,000Ah 

電  圧：125V 

設置場所：原子炉建屋付属棟中1階 

(2) 125V系蓄電池Ｂ系 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約6,000Ah 

電  圧：125V 

設置場所：原子炉建屋付属棟1階  



3.14－48 

3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故等防止設備である所内常設直流電源設備は，第3.14.2.3.3－1表

に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性

を確保する設計とする。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂに直流電源を給

電することで，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの交流を直流に変換する電路を用いた直

流電源からの給電に対して，多様性を有する設計とする。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及

びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇと異なる区画に設置することで，位置的分散を図る設計

とする。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系を使用した代替電源系統は，125V系蓄電池Ａ系・

Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの電源系統において，独立した電

路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの交流を直流に変換する

電路を用いた直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの電源系統に対して，独立し

た設計とする。 

所内常設直流電源設備の設計基準事故対処設備との位置的分散を，第

3.14.2.3.3－2表に示す。 

（57－2－9 ,57－3－4） 
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第3.14.2.3.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 所内常設直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である所内常

設直流電源設備の電路は，基準地震動Ｓｓで機能維持す

る設計とすることで，地震が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と,

重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は，防潮

堤及び浸水防止設備を設置することで，津波が共通要因

となり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は，火災

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共

-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は，溢水

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共

-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

第3.14.2.3.3-2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 所内常設直流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下 1 階＞ 

125V 系蓄電池Ａ系

＜原子炉建屋付属棟中 1 階＞ 

125V 系蓄電池Ｂ系

＜原子炉建屋付属棟 1 階＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｄ電路 

＜直流電路＞ 

125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線

盤２Ａ電路 

125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線

盤２Ｂ電路 

3.14.2.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有
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効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟（Ａ系は中1階，Ｂ

系は1階）に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，原子炉建屋付属棟（Ａ系は中1階，Ｂ系は1階）

の環境条件を考慮し，第3.14.2.3.4－1表に示す設計とする。 

（57－2－9） 

第3.14.2.3.4－1表 想定する環境条件（125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟（Ａ系は中1階，Ｂ系は1

階）で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計と

する。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟（Ａ系は中1階，Ｂ系は1階）に設置する

ため，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響

を考慮した設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，操作が不要な設計とする。ただし，

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系を設計基準事故対処設備である２Ｃ・２Ｄ 

Ｄ／Ｇの交流電源喪失直後から24時間必要な負荷に直流電力を給電さ

せるため不要な直流負荷の切り離しを，中央制御室及び現場にて配線

用遮断器により操作可能な設計とする。 

（57－2－9,57－3－4） 

以下に，所内常設直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

a） 125V系蓄電池 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，通常待機時から直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂへ接続されており，設計基準対処設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ

／Ｇの交流電源喪失直後から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ自動で直

流電力を給電するため，操作が不要な設計とする。ただし，125V系蓄

電池Ａ系・Ｂ系を設計基準事故対処設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの

交流電源喪失から24時間必要な負荷に直流電力を給電させるため不要

な直流負荷の切り離しを，中央制御室及び現場にて配線用遮断器によ

り操作可能な設計とする。 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

a） 125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系 

所内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，第

3.14.2.3.4－3表に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

機能・性能検査として，蓄電池の電圧の確認が可能な設計とする。 

（57－4－12） 

第3.14.2.3.4－3表 125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
外観検査 蓄電池の目視点検 

機能・性能検査 蓄電池の電圧の確認 

停止中 
外観検査 蓄電池の目視点検 

機能・性能検査 蓄電池の電圧の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能
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を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，本来の用途以外の用途として使用する

が，重大事故等時でも，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するため，切替せずに使用

可能な設計とする。 

（57－3－4） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で使用可能することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

（57－3－4,57－7－3 ,57－10） 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟内に設置する設計とす

るが，通常待機時から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ接続されており，

設計基準事故対処設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの交流電源喪失直後か

ら直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ自動で直流電力を給電することから，

操作が不要な設計とするため，設置場所に係る設計上の配慮は不要とす

る。 

（57－2－9） 

3.14.2.3.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
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a) 125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

の交流電源喪失から1時間以内に中央制御室において簡易な操作でプ

ラントの状態監視に必要でない直流負荷を切り離すことにより8時

間，その後，中央制御室外において必要な負荷以外を切り離すことに

より残りの16時間の合計24時間にわたり，重大事故等対応に係る負荷

に直流電力を給電できる設計とする。 

そのために必要な容量は，125V系蓄電池Ａ系の場合は必要容量約

5,284Ahに対して十分に余裕のある約6,000Ah，125V系蓄電池Ｂ系の場

合は必要容量約5,171Ahに対して十分に余裕のある約6,000Ahを有する

設計とする。 

（57－5－23～26） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，所内常設直流電

源設備は共用しない。 

(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，設計基準事故対処設備である２Ｃ・２Ｄ 

Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，位置的分散を図る設計としてい

る。これらの詳細については，「3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の

確保」に記載のとおりである。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.3.3－2表と同様である。 

（57－2－9,57－4～6） 
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3.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電

源が喪失した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給

することにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器で構成

する。 

重大事故等時において，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から代替

所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低

圧電源車接続盤（東側）に接続し，可搬型代替低圧電源車に設置する操作監

視盤のスイッチにより可搬型代替低圧電源車を現場で手動起動し，可搬型整

流器のスイッチにより出力調整を行うことで，可搬型代替直流電源設備用電

源切替盤を経由して直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ直流電力を給電で

きる設計とする。 

また，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器により直流電力を給電して

いる時は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ

燃料を給油し，その後，タンクローリを可搬型代替低圧電源車の設置場所ま

で移動し，可搬型代替低圧電源車に給油することで，事象発生後7日間にわ

たり可搬型代替直流電源設備から直流電力を給電する設計とする。 

なお，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.3.1－1図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を，第3.14.2.4.1－1表に示す。 
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可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的

分散については「3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示

す。 

第3.14.2.4.1－1表 可搬型代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 

可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）

及び（東側）電路 

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～可搬型整流

器電路 

直流電路 可搬型整流器～直流125V主母線盤２Ａ及び２Ｂ電路 

計装設備

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

直流125V主母線盤２Ａ【常設】 

直流125V主母線盤２Ｂ【常設】 

緊急用Ｍ／Ｃ【常設】 

緊急用Ｐ／Ｃ【常設】 

緊急用直流125V主母線盤【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 

3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.2 主要設備の仕様」参照 

(2) 可搬型整流器 

台  数：8（予備1） 

電  圧：0～150V 

容  量：約100A／台 
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保管場所：可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型

重大事故等対処設備保管場所（南側） 

設置場所：原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接続口 

3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は，第3.14.2.4.3－1表

に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性

を確保する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，多様性を有する設

計とする。 

また，可搬型整流器により交流電力を直流に変換できることで，125V系蓄

電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系を用いる非常用直流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ並びに125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣ

Ｓ系と離れた位置に分散して保管することで，位置的分散を図る設計とす

る。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した代替電源系統は，可搬

型代替低圧電源車から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独

立した電路で系統構成することにより，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの電源系統に対して，独立した設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続口は，原子炉建屋西側接続

口に1箇所と原子炉建屋東側接続口に1箇所を設置し，合計2箇所を設置する

設計とする。 
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可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分

散を，第3.14.2.4.3－2表に示す。 

（57－2－6,11 ,57－3－7,57－8） 

第3.14.2.4.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は耐

震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である可搬型代

替直流電源設備は基準地震動Ｓｓで機能維持する設計と

することで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障する

ことのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は，

防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設

備である可搬型代替直流電源設備は，防潮堤及び浸水防

止設備に加え，津波が遡上しない高台の可搬型重大事故

等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設

備保管場所（南側）へ配備することで，津波が共通要因と

なり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と，

重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は，火

災が共通要因となり同時に故障することのない設計とす

る（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と，

重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は，溢

水が共通要因となり同時に故障することのない設計とす

る（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 
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第3.14.2.4.3－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 非常用直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下

1階＞ 

125V系蓄電池Ａ系 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建屋付属棟中1

階＞ 

125V系蓄電池Ｂ系 

＜原子炉建屋付属棟1階

＞ 

可搬型整流器 

可搬型代替低圧電源車 

＜可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設

備保管場所（南側）＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｄ電路  

＜直流電路＞ 

125V 系蓄電池Ａ系～直流

125V 主母線盤２Ａ電路 

125V 系蓄電池Ｂ系～直流

125V 主母線盤２Ｂ電路 

＜交流電路＞ 

可搬型代替低圧電源車～

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）及び（東側）

電路 

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）及び（東側）

～可搬型整流器電路 

＜直流電路＞ 

可搬型整流器～直流 125V

主母線盤２Ａ及び２Ｂ電

路 

電源の

冷却方

式 

水冷式 

（２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機海水系，高

圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機海水系） 

― 空冷式 

3.14.2.4.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a) 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.4 （1）環境条件及び荷重条件」参照 

b) 可搬型整流器 

可搬型整流器は，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管し，重大事故等時

に，原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接続口に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外

の環境条件を考慮し，第3.14.2.4.4－1表に示す設計とする。 

第3.14.2.4.4－1表 想定する環境条件（可搬型整流器） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 
保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しない事を確認し，固縛する。 

津波 
津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備することに

より，機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮

して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）及び

竜巻による風荷重に対しては，位置的分散を考慮した保管に

より，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，設置場所にて操作可能な

設計とする。 

操作対象機器の操作場所を，第3.14.2.4.4－2表に示す。 

（57－2－6,11,57－3－5,57－8） 

第3.14.2.4.4－2表 操作対象機器（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流

器） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替 

低圧電源車 
停止→運転 スイッチ操作 

原子炉建屋 

西側接続口 

又は 

原子炉建屋 

東側接続口 

可搬型整流器 切→入 スイッチ操作 

原子炉建屋 

西側接続口 

又は 

原子炉建屋 

東側接続口 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a） 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.4（2）操作性」参照 

b） 可搬型整流器 

可搬型整流器は，設置場所である原子炉建屋西側接続口又は原子炉

建屋東側接続口まで車両及び人力により運搬ができるとともに，設置

場所において固縛が可能な設計とする。 

ケーブルの接続操作にあたっては，一般的な工具を用いるボルト・

ネジ接続とし，接続規格を統一することにより，確実に接続が可能な

設計とする。 

また，可搬型整流器は，運転員等の操作性を考慮した現場のスイッ

チにより操作可能とし，誤操作防止のために名称を明記すること，か

つ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。 

なお，可搬型整流器の複数台並列運転に関しても，同様に操作可能

な設計とする。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 
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a） 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.4（3）試験検査」参照 

b） 可搬型整流器 

可搬型整流器は，第3.14.2.4.4－3表に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計

とする。 

機能・性能検査として，絶縁抵抗の確認及び出力特性の確認が可能

な設計とする。 

（57－4－14） 

第3.14.2.4.4－3表 可搬型整流器の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
外観検査 可搬型整流器の目視点検 

機能・性能検査 可搬型整流器の絶縁抵抗，出力特性の確認 

停止中 
外観検査 可搬型整流器の目視点検 

機能・性能検査 可搬型整流器の絶縁抵抗，出力特性の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，本来の用途に使用する設

計とする。なお，可搬型整流器は，重大事故等時に，代替所内電気設備

である可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び可搬型代替低圧電源車

接続盤（東側）に接続規格を統一した一般的な工具を用いるボルト・ネ

ジ接続とするケーブルを接続することで，通常待機時の系統から速やか

に切り替えできる設計とする。 

可搬型代替低圧電源車については，「3.14.2.2.4（4）切り替えの容

易性」と同様である。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

可搬型整流器は，通常待機時に代替所内電気設備である可搬型代替低

圧電源車接続盤(西側)又は可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)とケーブ

ルにより分離された状態から，ケーブルを接続することにより，重大事

故等対処設備としての系統構成を可能とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。また，可搬型整流器は，原子炉建屋西側接続

口又は原子炉建屋東側接続口において，固縛することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

なお，可搬型代替低圧電源車については，「3.14.2.2.4（5）悪影響

の防止」と同様である。 
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他設備との隔離箇所を，第3.14.2.4.4－4表に示す。 

（57－3－5,57－7,57－9,57－10） 

第3.14.2.4.4－4表 他設備との隔離箇所 

取合設備 隔離箇所 駆動方式 動作 

代替所内電気設備 

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） 

又は 

可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） 

手動 
通常待機時 

切り離し 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型整流器は，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に

設置する設計とするが，放射線量が高くなるおそれが少ない，格納容器

圧力逃がし装置を使用しない時に，設置場所で操作可能な設計とする。 

なお，可搬型代替低圧電源車については，「3.14.2.2.4（6）設置場

所」と同様である。 

操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を，第3.14.2.4.4－5表に

示す。 

（57－2－6,11,57－3－5,57－8） 



3.14-68 

第3.14.2.4.4－5表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型整流器 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

3.14.2.4.5 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型整流器の最大負荷の約30kWに対し

て，十分に余裕な容量を確保するため，約500kVA／台の可搬型代替低

圧電源車を1台用意し，約400kW（約500kVA×0.8×1台）を有する設計

とする。なお，本設備は，可搬型重大事故等対処設備であることか

ら，2セットに加えて予備1台の計3台有する設計とするが，これは，

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車を兼用すること

とする。 

（57－5－2～5）
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b） 可搬型整流器 

可搬型整流器は，可搬型代替低圧電源車と接続し，24時間以上負荷

切り離しを行わずに直流電力を給電する。そのため，必要な容量とし

て125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び緊急用125V系蓄電池のいずれか一番大

きな負荷である約238Aに対して，十分余裕のある約400A（約100A／台

×4台／1セット）を設ける設計とする。なお，可搬型重大事故等対処

設備であることから，2セットに加えて予備1台の計9台を有する設計

とする。 

（57－5－32） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(i) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，代替所内電気設備である

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤

（東側）に接続し，直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）に直流電力を給
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電する電源系統を構成するため，現場にて容易かつ確実に接続する設計

とする。 

対象機器の接続場所を，第3.14.2.4.5－1表に示す。 

第3.14.2.4.5－1表 対象機器の接続場所（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整

流器） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型代替 

低圧電源車 

可搬型代替低圧 

電源車接続盤（西側） 

又は 

可搬型代替低圧 

電源車接続盤（東側） 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

コネクタ接続 

可搬型整流器 
ボルト・ネジ

接続 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性

を示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.5（2）確実な接続」参照 

b） 可搬型整流器 

可搬型整流器は，代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東側）に接続するケ

ーブルを，接続規格を統一した一般的な工具を使用するボルト・ネジ

接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計とする。 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(i) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を給電するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

a） 可搬型代替低圧電源車 

「3.14.2.2.5（3）複数の接続口」参照。 

b） 可搬型整流器 

可搬型整流器の接続箇所である接続口は，共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面の

隣接しない位置に設置することとし，原子炉建屋西側接続口に1箇所

と原子炉建屋東側接続口に1箇所を設置し，合計2箇所を設置する設計

とする。 

（57－2－11） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処
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設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続場所は，「3.14.2.4.5

（2）確実な接続」の第3.14.2.4.5－1表と同様である。 

可搬型整流器は，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に

設置する設計とするが，放射線量が高くなるおそれが少ない，格納容器

圧力逃がし装置を使用しない時に，接続可能な設計とする。 

なお，可搬型代替低圧電源車については，3.14.2.2.5（4）設置場所

と同様である。 

（57－2－6,11,57－3－5,57－8） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(i) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

可搬型整流器は，地震，津波，その他の外部事象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，非常用交流電源設備及び

所内常設直流電源設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，可搬型

重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保

管場所（南側）に分散して保管する設計とする。 

なお，可搬型代替低圧電源車については，「3.14.2.2.5（5）保管場

所」と同様である。 

（57－2－6,11） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，通常時は可搬型重大事故

等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所
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（南側）に保管しており，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る，保管場所から接続場所までの移動経路について，設備の運搬及び移

動に支障をきたすことのないよう，別ルートも考慮して複数のアクセス

ルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海

第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」に示す。 

（57－6） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第43条第3項七） 

(i) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，設計基準事故対処設備で

ある２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに対して，多様性及び位置

的分散を図る設計としている。これらの詳細については，「3.14.2.4.3 

独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。 

また，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，可搬型代替低圧電

源車の交流を可搬型整流器により直流に変換し直流電源を給電すること

で，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の直流電源からの給電に対して，多様性を

もつ設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，原子炉建屋付属棟内の所

内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系と離れた可搬型重大

事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場

所（南側）に保管し，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口

に設置することで，重大事故防止設備である所内常設直流電源設備と位

置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した代替電源系統は，

可搬型代替低圧電源車から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統にお

いて独立した電路で系統構成することにより，所内常設直流電源設備で

ある125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの電

路に対して，独立した設計とする。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.4.5－2表に示す。 

（57－2－6,11） 
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第3.14.2.4.5－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

及び 

非常用直流電源設備 

所内常設直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ 

２Ｄ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

＜原子炉建屋付属棟地下

1階＞ 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建屋付属棟中1

階＞ 

125V系蓄電池Ａ系※

＜原子炉建屋付属棟中1

階＞ 

125V系蓄電池Ｂ系※ 

＜原子炉建屋付属棟1階

＞ 

可搬型整流器 

可搬型代替低圧電源車 

＜可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設

備保管場所（南側）＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｃ電路 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２

Ｄ電路  

＜直流電路＞ 

125V 系蓄電池Ａ系～直流

125V 主母線盤２Ａ電路※ 

125V 系蓄電池Ｂ系～直流

125V 主母線盤２Ｂ電路※ 

＜交流電路＞ 

可搬型代替低圧電源車～

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）及び（東側）

電路 

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側）及び（東側）

～可搬型整流器電路 

＜直流電路＞ 

可搬型整流器～直流 125V

主母線盤２Ａ及び２Ｂ電

路 

電源の

冷却方

式 

水冷式 

（２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機海水系，高

圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機海水系） 

― 空冷式 

※ 非常用直流電源設備も兼務 
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3.14.2.5 常設代替直流電源設備 

3.14.2.5.1 設備概要 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交

流動力電源喪失）した場合，代替所内電気設備に電源を供給することにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃

料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。 

常設代替直流電源設備は，緊急用125V系蓄電池で構成する。 

重大事故等時においては，全交流動力電源直後に緊急用125V系蓄電池から

代替所内電気設備に直流電力を自動給電する設計とする。 

緊急用125V系蓄電池は，全交流動力電源喪失から不要な負荷の切り離しを

行わずに24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.3.1－1図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を，第3.14.2.5.1－1表に示す。 

常設代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分

散については「3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。 
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第3.14.2.5.1－1表 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 緊急用125V系蓄電池【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 － 

直流電路 緊急用125V系蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路【常設】 

計装設備

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧【常設】 

緊急用Ｐ／Ｃ電圧【常設】 

緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 

3.14.2.5.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 緊急用125V系蓄電池 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約6,000Ah 

電  圧：125V 

設置場所：原子炉建屋廃棄物処理棟1階 

3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，第3.14.2.5.3－1表に

示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と独立性を

確保する設計とする。 

緊急用125V系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで，原

子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と位置的分散を図る設計とする。 

緊急用125V系蓄電池を使用した代替電源系統は，緊急用125V系蓄電池から
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緊急用125V主母線盤までの系統において，独立した電路で系統構成すること

により，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系から直流125V主母線盤２Ａ・

２Ｂ・ＨＰＣＳまでの電源系統に対して、独立した設計とする。 

常設代替直流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散

を，第3.14.2.5.3－2表に示す。 

（57－2－12） 

第3.14.2.5.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である常設代

替直流電源設備は基準地震動Ｓｓで機能維持する設計と

することで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障する

ことのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は，

防潮堤及び浸水防止設備の設置により,重大事故防止設

備である常設代替直流電源設備は，防潮堤及び浸水防止

設備に加え，水密化された原子炉建屋廃棄物処理棟内に

設置することで，津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と，

重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，火災

が共通要因となり同時に故障することのない設計とする

（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と，

重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は，溢水

が共通要因となり同時に故障することのない設計とする

（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 
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第3.14.2.5.3－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 

電源 

125V系蓄電池Ａ系 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建屋付属棟中1階＞ 

125V系蓄電池Ｂ系 

＜原子炉建屋付属棟1階＞ 

緊急用125V系蓄電池 

＜原子炉建屋廃棄物処理棟1階＞ 

電路 

＜交流電路＞ 

125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線

盤２Ａ電路 

125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線

盤２Ｂ電路 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系～直流125V

主母線盤ＨＰＣＳ電路 

＜直流電路＞ 

緊急用125V系蓄電池～緊急用直流

125V主母線盤電路 

3.14.2.5.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 緊急用125V系蓄電池 

緊急用125V系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原

子炉建屋廃棄物処理棟1階の環境条件を考慮し，第3.14.2.5.4－1表に

示す設計とする。 

（57－2－12） 
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第3.14.2.5.4－1表 環境条件及び荷重条件（緊急用125V系蓄電池） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急用125V系蓄電池は，操作が不要な設計とする。 

（57－2－12,57－3－6） 

以下に，常設代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a） 緊急用125V系蓄電池 

緊急用125V系蓄電池は，通常待機時から緊急用直流125V主母線盤へ

接続されており，全交流動力電源喪失直後から，緊急用直流125V主母

線盤へ24時間にわたり自動で直流電力を給電するため，操作が不要な

設計とする。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

a） 緊急用125V系蓄電池 

常設代替直流電源設備である緊急用125V系蓄電池は，第3.14.2.5.4

－2表に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

機能・性能検査として，蓄電池の電圧の確認が可能な設計とする。 

（57－4－15） 
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第3.14.2.5.4－2表 緊急用125V系蓄電池の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 
外観検査 蓄電池の目視点検 

機能・性能検査 蓄電池の電圧の確認 

停止中 
外観検査 蓄電池の目視点検 

機能・性能検査 蓄電池の電圧の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急用125V系蓄電池は，本来の用途に使用する設計とする。なお，通

常待機時の系統と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

とで，操作を要しない設計とする。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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緊急用125V系蓄電池は，通常待機時の系統と同じ系統構成で使用可能

な設計とすることで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

（57－3－6） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急用125V系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置するが，通

常待機時から緊急用直流125V主母線盤へ接続されており，全交流動力電

源喪失直後から緊急用直流125V主母線盤へ24時間にわたり自動で直流電

力を給電することから，操作が不要な設計とするため，設置場所に係る

設計上の配慮は不要とする。 

（57－2－12） 

3.14.2.5.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急用125V系蓄電池は，設計基準事故対処設備の交流電源喪失後24時

間にわたり必要な負荷へ直流電源から給電する。そのために，必要な容

量約5,524Ahに対して，十分に余裕のある約6,000Ahを有する設計とす

る。 

（57－5－27～29） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，常設代替直流電

源設備は共用しない。 

(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i) 要求事項 
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常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

緊急用125V系蓄電池は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源

設備に対して，位置的分散を図る設計としている。これらの詳細につい

ては，「3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりで

ある。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.5.3－2表と同様である。 

（57－2－12,57－3－6） 
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3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備の電源

が喪失した場合，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備から必要な設備に電源を供給す

るための電路を確保することにより，重大事故等が発生した場合，炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する目的として設置

するものである。 

代替所内電気設備は，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急

用電源切替盤及び緊急用直流125V主母線盤で構成する。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.1.1－1図及び第3.14.2.3.1－1図に，本

系統に属する重大事故等対処設備を，第3.14.2.6.1－1表に示す。 

本系統は，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替

盤及び緊急用125V主母線盤を操作して系統構成することにおり，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代

替直流電源設備の電路として使用する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散

の詳細については，「3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保」に示す。 

代替所内電気設備への接近性の確保の詳細については，「3.14.2.6.4 所

内電気設備への接近性の確保」に示す。 
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第3.14.2.6.1－1表 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧（1／

2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急用Ｍ／Ｃ【常設】 

緊急用Ｐ／Ｃ【常設】 

緊急用ＭＣＣ【常設】 

緊急用電源切替盤【常設】 

緊急用直流125V主母線盤【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 － 

直流電路 － 

計装設備

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ【常設】 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧【常設】 

緊急用Ｐ／Ｃ電圧【常設】 

緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 

3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 緊急用Ｍ／Ｃ 

個  数：1 

定格電圧：7,200V 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 

(2) 緊急用Ｐ／Ｃ 

個  数：1 

定格電圧：600V 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 
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(3) 緊急用ＭＣＣ 

個  数：3 

定格電圧：600V 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物

処理棟1階 

(4) 緊急用電源切替盤  

個  数：6 

定格電圧：交流   600V 

     直流   125V 

設置場所：原子炉建屋原子炉棟2階，5階及び中央制御室 

(5) 緊急用直流125V主母線盤 

個  数：1 

定格電圧：125V 

設置場所：原子炉建屋廃棄物処理棟1階  

3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

代替所内電気設備は，第3.14.2.6.3－1表に示すとおり，地震，津波，火

災及び溢水により同時に故障することを防止するため，非常用所内電気設備

と独立性を確保する設計とする。 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び緊急

用直流125V主母線盤に給電する電源を２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び

ＨＰＣＳ系に対して多様性を有する常設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧
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電源車，緊急用125V系蓄電池及び可搬型整流器から給電できる設計とする。 

緊急用Ｍ／Ｃ及び緊急用Ｐ／Ｃは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）に

設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損な

わないように位置的分散を図る設計とする。 

緊急用ＭＣＣは，屋内（常設代替高圧電源装置）及び原子炉建屋廃棄物処

理棟に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないように位置的分散を図る設計とする。 

緊急用電源切替盤は，原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室内に設置するこ

とで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう

に位置的分散を図る設計とする。 

緊急用直流125V主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置すること

で，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように

位置的分散を図る設計とする。 

緊急用Ｍ／Ｃ, 緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び緊急

用直流125V主母線盤を使用した代替所内電気系統は，所内電気設備である3

系統の非常用母線に対して，独立した電路として設計する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を第

3.14.2.6.3―2表に示す。 

(57－2－12,13,14,15,20～22,57－3－7,8) 
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第3.14.2.6.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である代替所

内電気設備は基準地震動Ｓｓで機能維持する設計とする

ことで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障すること

のない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備は，

防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設

備である代替所内電気設備は，防潮堤及び浸水防止設備

に加え，津波の遡上しない高台の屋内(常設代替高圧電源

装置置場)に設置することで津波が共通要因となり故障

することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と，

重大事故防止設備である代替所内電気設備は，火災が共

通要因となり同時に故障することのない設計とする

（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と，

重大事故防止設備である代替所内電気設備は，溢水が共

通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共

-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針に

ついて」に示す）。 

第3.14.2.6.3－2表 多様性及び位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源盤 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ 

Ｐ／Ｃ ２Ｃ 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ 

＜原子炉建屋付属棟地下2階＞ 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ 

Ｐ／Ｃ ２Ｄ 

＜原子炉建屋付属棟地下1階＞ 

直流125V主母線盤２Ａ 

直流125V主母線盤２Ｂ 

直流125V主母線盤ＨＰＣＳ 

＜原子炉建屋付属棟1階＞ 

緊急用Ｍ／Ｃ 

緊急用Ｐ／Ｃ 

緊急用ＭＣＣ 

＜屋内（常設代替高圧電源装置置

場）＞ 

緊急用ＭＣＣ 

＜屋内（常設代替高圧電源装置置

場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階

＞ 

緊急用直流125V主母線盤 

＜原子炉建屋廃棄物処理棟1階＞ 

緊急用電源切替盤 

＜原子炉建屋原子炉棟2階，5階及び

中央制御室＞ 

3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において，代替交流電源及び代替直流電源からの電力を確保するため

に，以下のとおり，原子炉建屋付属棟1階～地下2階に設置している非常用所

内電気設備へアクセスする設計とし，接近性を確保する設計とする。 

（57－6） 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある地震時に想定される事

象について，以下のとおり評価した。 

ａ．地震時の影響・・・プラントウォークダウンによる確認を実

施し，アクセスルート近傍に転倒する可

能性のある常置品がある場合，固縛や転

倒防止処置によりアクセス性に与える影

響がないことを確認した。また，万一，

周辺にある常置品が転倒した場合であっ

ても，通行可能な幅があるか，道路幅が

ない場合は移設・撤去を行うため，アク

セス性に与える影響がないことを確認し

た。 

ｂ．地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火

災の火災源となる機器が設置されている

が，基準地震動に対して耐震性が確保さ

れていることから，機器が転倒し，火災

となることはない。 



3.14-93 

ｃ．地震随伴溢水の影響・・・アクセスルートにおける最大溢水

水位は，堰高さ（15㎝）以下であること

から，胴長靴等を装備することで，地震

により溢水が発生してもアクセスルート

の通行は可能である。 

詳細は，「1.0 重大事故等対処における共通事項 1.0.2 共通事項(1)重大

事故等対処設備②アクセスルートの確保」参照 

なお，万一，原子炉建屋付属棟1階～地下2階への接近性が失われることを

考慮して，同地下1階を経由せず，地上1階から接近可能な代替所内電気設備

を原子炉建屋廃棄物処理棟の1階に設置することにより，接近性の向上を図

る設計とする。 

3.14.2.6.5 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 緊急用Ｍ／Ｃ 

代替所内電気設備の緊急用Ｍ／Ｃは，屋内（常設代替高圧電源装置
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置場）に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の環境条件を考

慮し，第3.14.2.6.5－1表に示す設計とする。 

（57－2－13） 

第3.14.2.6.5－1表 想定する環境条件（緊急用Ｍ／Ｃ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

b） 緊急用Ｐ／Ｃ 

代替所内電気設備の緊急用Ｐ／Ｃは，屋内（常設代替高圧電源装置

置場）に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の環境条件を考

慮し，第3.14.2.6.5－2表に示す設計とする。 

（57－2－14） 
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第3.14.2.6.5－2表 想定する環境条件（緊急用Ｐ／Ｃ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

c） 緊急用ＭＣＣ 

代替所内電気設備の緊急用ＭＣＣは，屋内（常設代替高圧電源装置

置場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における屋内（常設代替高圧

電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階の環境条件を考慮

し，第3.14.2.6.5－3表に示す設計とする。 

（57－2－12，13) 
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第3.14.2.6.5－3表 想定する環境条件（緊急用ＭＣＣ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）及び原子

炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物処

理棟1階に設置するため，風（台風）及び竜巻の風荷重，積

雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

d） 緊急用電源切替盤 

代替所内電気設備の緊急用電源切替盤は，原子炉建屋原子炉棟2

階，5階及び中央制御室に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟2階，5階及び中

央制御室の環境条件を考慮し，第3.14.2.6.5－4表に示す設計とす

る。 

（57－2－20～22） 
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第3.14.2.6.5－4表 想定する環境条件（緊急用電源切替盤） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟2階，5階及び中央制御室

で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟2階，5階に設置するため，風（台風）及

び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

e） 緊急用125V主母線盤 

代替所内電気設備の緊急用125V主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理

棟1階に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における原子炉建屋廃棄物処理棟1階の環境条件を考慮し，第

3.14.2.6.5－5表に示す設計とする。 

（57－2－15） 
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第3.14.2.6.5－5表 想定する環境条件（緊急用直流125V主母線盤） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため，風（台風）及

び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ及び緊急用電源切替盤は，中央制御室で

容易に操作可能な設計とする。 

また，緊急用ＭＣＣは，現場で容易に操作可能な設計とする。 

なお，緊急用直流125V主母線盤は，操作が不要な設計とする。 

操作対象機器の操作場所を，第3.14.2.6.5－6表に示す。 

（57－2－12,13,14,15,20～22,57－3－7,8） 
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第3.14.2.6.5－6表 操作対象機器（緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用Ｍ

ＣＣ及び緊急用電源切替盤） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

緊急用Ｍ／Ｃ 

（非常用所内電気設備側） 

切→入 

スイッチ 

操作 

中央制御室 

緊急用Ｍ／Ｃ 

（常設代替高圧電源装置側） 

緊急用Ｍ／Ｃ 

（代替所内電気設備側） 

(負荷側) 

緊急用Ｐ／Ｃ 

（緊急用Ｍ／Ｃ側） 

緊急用Ｐ／Ｃ 

（可搬型代替 

低圧電源車接続盤側） 

緊急用Ｐ／Ｃ 

（代替所内電気設備側） 

(負荷側) 

緊急用ＭＣＣ 

（代替所内電気設備側） 

(負荷側) 

原子炉建屋

廃棄物処理

棟1階 

緊急用電源切替盤 

（代替所内電気設備側） 

（負荷側） 
中央制御室 

緊急用電源切替盤 

（非常用所内電気設備側） 

（負荷側） 

入→切 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

a） 緊急用Ｍ／Ｃ 

緊急用Ｍ／Ｃは，中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能と

し，誤操作防止のために名称を明記すること，かつ操作の際には十分

な操作空間を確保する設計とする。 

（57－2－13） 
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b） 緊急用Ｐ／Ｃ 

緊急用Ｐ／Ｃは，中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能と

し，誤操作防止のために名称を明記すること，かつ操作の際には十分

な空間を確保する設計とする。 

（57－2－14） 

c） 緊急用ＭＣＣ 

緊急用ＭＣＣは，操作防止のために名称を明記すること，かつ操作

の際には十分な操作空間を確保する設計とする。 

（57－2－12，13） 

d） 緊急用電源切替盤 

緊急用電源切替盤は，中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能

とし，誤操作防止のために名称を明記すること，かつ操作の際には十

分な操作空間を確保する設計とする。 

（57－2－20～22） 

e） 緊急用直流125V主母線盤 

緊急用直流125V主母線盤は，通常待機時の系統構成と同じ系統構成

で使用可能な設計とすることで，操作が不要な設計とする。 

（57－2－15） 
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(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

a） 緊急用Ｍ／Ｃ 

緊急用Ｍ／Ｃは，第3.14.2.6.5－7表に示すように，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認として，電圧の確認が可能な設計とす

る。また，絶縁抵抗測定により，機能・性能の確認が可能な設計とす

るとともに，分解が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－16） 

第3.14.2.6.5－7表 緊急用Ｍ／Ｃの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 緊急用Ｍ／Ｃの目視点検 

停止中 

外観検査 緊急用Ｍ／Ｃの目視点検 

機能・性能検査 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧の確認 

緊急用Ｍ／Ｃの遮断器動作確認 

緊急用Ｍ／Ｃの絶縁抵抗の確認 
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b） 緊急用Ｐ／Ｃ 

緊急用Ｐ／Ｃは，第3.14.2.6.5－8表に示すように，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認として，電圧の確認が可能な設計とす

る。また，絶縁抵抗測定により，機能・性能の確認が可能な設計とす

るとともに，分解が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－17） 

第3.14.2.6.5－8表 緊急用Ｐ／Ｃの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 緊急用Ｐ／Ｃの目視点検 

停止中 

外観検査 緊急用Ｐ／Ｃの目視点検 

機能・性能検査 

緊急用Ｐ／Ｃ電圧の確認 

緊急用Ｐ／Ｃの遮断器動作確認 

緊急用Ｐ／Ｃの絶縁抵抗の確認 

c） 緊急用ＭＣＣ 

緊急用ＭＣＣは，第3.14.2.6.5－9表に示すように，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認として，電圧の確認が可能な設計とす

る。また，絶縁抵抗測定により，機能・性能の確認が可能な設計とす

るとともに，分解が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－18） 
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第3.14.2.6.5－9表 緊急用ＭＣＣの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 緊急用ＭＣＣの目視点検 

停止中 

外観検査 緊急用ＭＣＣの目視点検 

機能・性能検査 
緊急用ＭＣＣの遮断器動作確認 

緊急用ＭＣＣの絶縁抵抗の確認 

d） 緊急用電源切替盤 

緊急用電源切替盤は，第3.14.2.6.5-10表に示すように，発電用原

子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。 

緊急用電源切替盤は，機能・性能検査として，遮断器の動作確認及

び回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－19） 

第3.14.2.6.5-10表 緊急用電源切替盤の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 緊急用電源切替盤の目視点検 

停止中 

外観検査 緊急用電源切替盤の目視点検 

機能・性能検査 
緊急用電源切替盤の遮断器動作確認 

緊急用電源切替盤の回路の絶縁抵抗の確認 

e） 緊急用直流125V主母線盤 

緊急用直流125V主母線盤は，第3.14.2.6.5-11表に示すように，発

電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。 

緊急用直流125V主母線盤は，機能・性能検査として，遮断器の動作

確認及び回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

なお，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計

とする。 

（57－4－20） 
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第3.14.2.6.5-11表 緊急用直流125V主母線盤の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 外観検査 緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検 

停止中 

外観検査 緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検 

機能・性能検査 
緊急用直流125V主母線盤の遮断器動作確認 

緊急用直流125V主母線盤の回路の絶縁抵抗の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び

緊急用直流125V主母線盤は，本来の用途以外の用途として使用する設計

とする。緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替

盤及び緊急用125V主母線盤は，通常待機時の非常用所内電気設備から緊

急用Ｍ／Ｃを受電し，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤

及び緊急用直流125V主母線盤を受電する系統構成から重大事故等時の代

替所内電気設備で構成する系統に速やかに切替操作が可能なように遮断

器を設け，中央制御室から操作盤にて操作可能な設計とする。 

また，緊急用直流125V主母線盤は，通常待機時の系統構成と同じ系統

構成で使用可能とするため，切替せずに使用可能な設計とする。 

（57-3-9,10） 
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(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び

緊急用125V主母線盤は，通常待機時の非常用所内電気設備から緊急用Ｍ

／Ｃを受電し，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び緊

急用直流125V主母線盤を受電する系統構成から、遮断器の操作によって

重大事故等対処設備としての系統構成が可能とし，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

緊急用直流125V主母線盤は，通常待機時の系統構成と同じ系統構成で

使用可能とするため，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

他設備との隔離箇所を，第3.14.2.6.5－12表に示す。 

（57－3－7,8,57－7－2,3,57－9） 

第3.14.2.6.5－12表 他設備との隔離箇所 

取合設備 隔離箇所 駆動方式 動作 

非常用所内電気設備 
緊急用Ｍ／Ｃ 

(非常用所内電気設備側) 
手動 開 

非常用所内電気設備 
緊急用電源切替盤 

（非常用所内電気設備側） 
手動 

通常待機時 

開 

非常用所内電気設備 
緊急用Ｐ／Ｃ 

（可搬型代替低圧電源車盤側） 
手動 

通常待機時

開 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 
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(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急用Ｍ／Ｃ及び緊急用Ｐ／Ｃは，屋内（常設代替高圧電源装置置

場）に設置する設計とするが，中央制御室から操作可能な設計とする。 

緊急用ＭＣＣは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）及び原子炉建屋

廃棄物処理棟に設置する設計とするが，設置場所から操作可能な設計と

する。 

緊急用電源切替盤は，原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室に設置する

設計とするが，中央制御室で操作可能な設計とする。 

なお，緊急用直流125V主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置

する設計とするが，通常待機時の系統構成と同じ系統構成で使用可能と

することから，操作が不要な設計とするため，設置場所に係る設計上の

配慮は不要とする。 

代替所内電気設備の操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14.2.6.5－13表に示す。 

（57－2－12,13,14,15,20～22） 
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第3.14.2.6.5－13表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用Ｍ／Ｃ 
屋内（常設代替高圧電源装置置場） 中央制御室 

緊急用Ｐ／Ｃ 

緊急用ＭＣＣ 
屋内（常設代替高圧電源装置置場）及

び原子炉建屋廃棄物処理棟 
設置場所 

緊急用電源切替盤 原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室 中央制御室 

3.14.2.6.6 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a） 緊急用Ｍ／Ｃ 

緊急用Ｍ／Ｃは，常設代替高圧電源装置5台分の定格電流を給電す

る。そのために，必要な容量約721.5A（約144.3A×5台）に対して，

十分に余裕のある約2,000Aを有する設計とする。 

（57－5－30） 

b） 緊急用Ｐ／Ｃ 

緊急用Ｐ／Ｃは，緊急用Ｐ／Ｃ負荷約674kWの定格電流約1,014Aを

給電する。そのため，十分に余裕のある約4,000Aを有する設計とす

る。 

（57－5－31） 
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c） 緊急用ＭＣＣ 

緊急用ＭＣＣは，必要な負荷に電力を給電できる容量とする。 

d） 緊急用電源切替盤 

緊急用電源切替盤は，必要な負荷に電力を給電できる容量とする。 

e） 緊急用直流125V主母線盤 

緊急用直流125V主母線盤は，直流負荷に直流電力を給電する。その

ため，緊急用125V系蓄電池が直流負荷に供給する最大負荷電流約

1,844Aに対して，十分に余裕のある約2,000Aを有する設計とする。 

（57－5－37，38） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，代替所内電気設

備は共用しない。 
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(3) 設計基準事故対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び

緊急用直流125V主母線盤は，非常用所内電気設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計としている。 

これらの詳細については，「3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確

保」に記載のとおりである。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.6.3－2表と同様である。 

（57－2－12,13,14,15,20～22,57－3－7,8,57－9） 
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3.14.2.6.7 その他設備 

3.14.2.6.7.1 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替低圧電源

車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため接続口を持

つ水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を設ける設計とする。

可搬型代替低圧電源車から可搬型代替低圧電源車接続口(水処理建屋)又は

可搬型代替低圧電源車接続口(屋内開閉所）を経由し，非常用低圧母線に

至る電路は，原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物処理等に設けた可搬型

代替交流電源設備の電路と位置的分散を図る設計とする。 

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.3 重大事故等対処設備 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

3.14.3.1.1 設備概要 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇは，外部電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。 

非常用交流電源設備は，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料油デイタンク，軽油貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル

発電機燃料移送ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機用海水ポンプで構成する。 

重大事故等時においては，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが自動

起動し，非常用所内電気設備に電力を給電できる設計とする。 

また，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが自動起動しない場合は，

中央制御室に設置する制御盤のスイッチにより手動起動し，非常用所内電気

設備に電力を給電できる設計とする。 

また，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇにより電力を給電している

時は，軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの燃料の

残量に応じて，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて自動で燃料を，２

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに給油する設計とする。 

なお，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ 
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Ｄ／Ｇの起動に伴い自動起動することで，運転中の２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへ冷却用海水を供給し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ 

Ｄ／Ｇを冷却する設計とする。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.1.1－1及び第3.14.3.1.1－1図に，本系

統に属する重大事故等対処設備を，第3.14.3.1.1－1表に示す。 

本系統は，設計基準対処施設であるとともに，想定される重大事故等時に

おいてその機能を考慮するため，重大事故等対処設備と位置付ける。 

第3.14.3.1.1－1図 ２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ海水系 系統図 
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第3.14.3.1.1－1表 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

２Ｃ Ｄ／Ｇ【常設】 

２Ｄ Ｄ／Ｇ【常設】 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【常

設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常

設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

【常設】 

海水流路 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～２Ｃ Ｄ／Ｇ流

路【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～２Ｄ Ｄ／Ｇ流

路【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰ

ＣＳ Ｄ／Ｇ流路【常設】 

交流電路 

２Ｃ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ電路【常設】 

２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｄ電路【常設】 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電路【常設】 

直流電路 － 

計装設備 

（補助）※１

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメー

タ 

3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) ２Ｃ Ｄ／Ｇ 

台  数：1 

出  力：約5,500kW 
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起動方式：圧縮空気起動 

使用燃料：軽油 

型  式：横軸回転界磁三相交流発電機 

容  量：約6,500kVA 

力  率：O.8（遅れ） 

電  圧：6,900V 

周 波 数：50Hz 

設置箇所：原子炉建屋付属棟地下1階 

(2) ２Ｄ Ｄ／Ｇ 

台  数：2 

出  力：約5,500kW 

起動方式：圧縮空気起動 

使用燃料：軽油 

型  式：横軸回転界磁三相交流発電機 

容  量：約6,500kVA 

力  率：O.8（遅れ） 

電  圧：6,900V 

周 波 数：50Hz 

設置箇所：原子炉建屋付属棟地下1階 

(3) ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

台  数：1 

出  力：約3,050kW 

起動方式：圧縮空気起動 
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使用燃料：軽油 

型  式：横軸回転界磁三相交流発電機 

容  量：約3,500kVA 

力  率：O.8（遅れ） 

電  圧：約6.900V 

周 波 数：50Hz 

設置箇所：原子炉建屋付属棟地下1階 

(4) ２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

型  式：ターボ形 

容  量：約272.6m３／h 

台  数：1 

設置箇所：取水口エリア 

(5) ２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

型  式：ターボ形 

容  量：約272.6m３／h 

台  数：1 

設置箇所：取水口エリア 

(6) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

型  式：ターボ形 

容  量：約232.8m３／h 

台  数：1 

設置箇所：取水口エリア 
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(7) 軽油貯蔵タンク 

型  式：横置円筒形地下タンク 

基  数：2 

容  量：約400kL／基 

設置場所：常設代替高圧電源装置置場南側（地下） 

(8) ２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク 

容  量：13kL  

個  数：1 

設置箇所:原子炉建屋付属棟地下1階 

(9) ２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク 

容  量：13kL  

個  数：1 

設置箇所:原子炉建屋付属棟地下1階 

(10) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク 

容  量：7kL  

個  数：1 

設置箇所:原子炉建屋付属棟地下1階 

(11) ２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

型  式：スクリュー型 

台  数：1 

容  量：約2.0m３／h 
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揚  程：約0.25MPa［gage］ 

最高使用圧力：1.0MPa［gage］ 

最高使用温度：66℃ 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 

(12) ２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

型  式：スクリュー型 

台  数：1 

容  量：約2.0m３／h 

揚  程：約0.25MPa［gage］ 

最高使用圧力：1.0MPa［gage］ 

最高使用温度：66℃ 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 

(13) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

型  式：スクリュー型 

台  数：1 

容  量：約2.0m３／h 

揚  程：約0.25MPa［gage］ 

最高使用圧力：1.0MPa［gage］ 

最高使用温度：66℃ 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 
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3.14.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，軽油

貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移

送ポンプは，設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等においても使用可能な設計とするため，他の施設に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，軽油

貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃油デイタンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送

ポンプについては，設計基準事故時の交流電源給電機能を兼用しており，設

計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対

して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，軽油

貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディー
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ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移

送ポンプについては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要

な機能を有効に発揮するものとする。 

(1) ２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ  

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇは，原子炉建屋付属棟地下1階に設置される設備であ

ることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋付

属棟地下1階の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

る設計とする。 

想定する環境条件を，第3.14.3.1.3－1表に示す。 

第3.14.3.1.3－1表 想定する環境条件(２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ) 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 
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(2) ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇは，原子炉建屋付属棟地下1階に設置される設備である

ことから，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋付属

棟地下1階の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

設計とする。 

想定する環境条件を，第3.14.3.1.3－2表に示す。 

第3.14.3.1.3－2表 想定する環境条件(ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ) 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 
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(3) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプは，取水口エリアに設

置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける取水口エリアの環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮する設計とする。 

想定する環境条件を，第3.14.3.1.3－3表に示す。 

(57－2－19) 

第3.14.3.1.3－3表 想定する環境条件（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋外で想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山

の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない設計とする。

また，設置場所で想定される風（台風），積雪による荷重を

考慮した設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，取水口エリアに

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合に

おける取水口エリアの環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮する設計とする。 

想定する環境条件を，第3.14.3.1.3－4表に示す。 

(57－2－19) 
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第3.14.3.1.3－4表 想定する環境条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機用海水ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等により固定す

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋外で想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山

の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない設計とする。

また，設置場所で想定される風（台風），積雪による荷重を

考慮した設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

（5）軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，常設代替高圧電源装置置場南側（地下）に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，常設代

替高圧電源装置置場南側（地下）の環境条件を考慮し，第3.14.3.1.3－5表

に示す設計とする。 

（57－2－4） 
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第3.14.3.1.3－5表 想定する環境条件（軽油貯蔵タンク） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設代替高圧電源装置置場南側（地下）で想

定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設代替高圧電源装置置場南側（地下）に設置するため，風

（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(6) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクは，原子炉建屋付属

棟地下１階に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発

生した場合における，原子炉建屋付属棟地下1階の環境条件及び荷重条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第3.14.3.1.3-6表

に示す設計とする。 

(57－2－17) 
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第3.14.3.1.3-6表 想定する環境条件及び荷重条件（２Ｃ・２Ｄ非常用

ディーゼル発電機燃料油デイタンク） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

(7) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクは，原子炉建屋付

属棟地下１階に設置される設備であることから，想定される重大事故等が

発生した場合における，原子炉建屋付属棟地下1階の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第3.14.3.1.3-7

表に示す設計とする。 

(57－2－17) 
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第3.14.3.1.3-7表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料油デイタンク） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

（8）２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，屋内（常設代替

高圧電源装置置場）に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時における，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の環境条件を考

慮し，第3.14.3.1.3－8表に示す設計とする。 

(57－2－18) 
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第3.14.3.1.3－8表 想定する環境条件（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

（9） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，屋内（常設代

替高圧電源装置置場）に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等時における，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の環境条件を

考慮し，第3.14.3.1.3－9表に示す設計とする。 

(57－2－18) 



3.14－127 

第3.14.3.1.3－9表 想定する環境条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

また，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，軽油貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料油デイタンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは操作が不要とし，２

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇは中央制御室にて操作可能な設計とす

る。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，軽油

貯蔵タンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク，２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移
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送ポンプ，については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等においても使用する設計とする。また，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇについては，発電用原子炉の運転中に定例試験及び外

観の確認を，また停止中に機能・性能検査，外観の確認及び分解点検を可能

な設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプにつ

いては，発電用原子炉の運転中に定例試験を，また停止中に機能・性能検査

を可能な設計とする。 

軽油貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な

設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクについては，発電用原子炉の停

止中に漏えい検査が可能な設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に起動試験による機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.2 非常用直流電源設備 

3.14.3.2.1 設備概要 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要

な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉

心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目

的として設置するものである。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

非常用直流電源設備は，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系，中性子モ

ニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系で構成する。 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系は，外部電源喪失からＨＰＣＳ Ｄ／ＧによりＭ

／Ｃ ＨＰＣＳの制御回路等のＨＰＣＳ系の負荷に直流負荷を給電できる設

計とする。 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇの交流電源喪失から，起動領域計装によるパラメータ確認が終了する時間

に余裕を考慮した1時間まで，これら負荷に直流電力を給電できる設計とす

る。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系については，「3.14.2.3.1 設備概要」に詳細を

を示す。 

本系統全体の系統図を，第3.14.2.3.1－1図及び第3.14.3.2.1－1～1－2図

に，本系統に属する重大事故等対処設備を，第3.14.3.2.1－1表に示す。 
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第3.14.3.2.1－1図 直流電源系統図(その２) 
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第3.14.3.2.1－2図 直流電源系統図(その３) 
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第3.14.3.2.1－1表 非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系【常設】 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系【常設】 

中性子モニタ用蓄電池Ｂ系【常設】 

関連設備 

付属設備 － 

燃料流路 － 

交流電路 － 

直流電路 

直流125V充電器Ａ～直流125V主母線盤２Ａ電路【常設】 

直流125V充電器Ｂ～直流125V主母線盤２Ｂ電路【常設】 

直流125V充電器ＨＰＣＳ～直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電路【常

設】 

120V／240V計装用主母線盤２Ａ～直流±24V中性子モニタ用分

電盤２Ａ電路【常設】 

120V／240V計装用主母線盤２Ｂ～直流±24V中性子モニタ用分

電盤２Ｂ電路【常設】 

125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路【常設】 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ～直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電路【常

設】 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系～直流±24V中性子モニタ用分電盤

２Ａ電路【常設】 

中性子モニタ用蓄電池Ｂ系～直流±24V中性子モニタ用分電盤

２Ｂ電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧【常設】 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧【常設】 

直流125V主母線盤２Ａ電圧【常設】 

直流125V主母線盤２Ｂ電圧【常設】 

直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧【常設】 

直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧【常設】 

直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧【常設】 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ 

3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 125V系蓄電池Ａ系 

「3.14.2.3.2 主要設備の仕様」参照 

(2) 125V系蓄電池Ｂ系 

「3.14.2.3.2 主要設備の仕様」参照 
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(3) 125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約500Ah 

電  圧：125V 

設置場所：原子炉建屋付属棟中1階 

(4) 中性子モニタ用蓄電池Ａ系 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約150Ah 

電  圧：±24V 

設置場所：原子炉建屋付属棟1階 

(5) 中性子モニタ用蓄電池Ｂ系 

型  式：鉛蓄電池 

組  数：1 

容  量：約150Ah 

電  圧：±24V 

設置場所：原子炉建屋付属棟1階 

3.14.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場

合の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及

ぼさない設計とする。 
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基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

非常用直流電源設備については，設計基準事故時の直流電源供給機能を兼

用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に

必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a） 125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系は，原子炉建屋付属棟中1階に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原

子炉建屋付属棟中1階の環境条件を考慮し，第3.14.3.2.3－1表に示す

設計とする。 

なお，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系については，「3.14.2.3.4（1）環

境条件及び荷重条件」と同様である。 

（57－2－9，10） 
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第3.14.3.2.3－1表 想定する環境条件（125V系蓄電池ＨＰＣＳ系） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟中1階で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計と

する。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟中1階に設置するため，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響

を考慮した設計とする。 

b） 中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟1階に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，原子炉建屋付属棟1階の環境条件を考慮し，第3.14.3.2.3－2表に

示す設計とする。 

(57－2－9) 
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第3.14.3.2.3－2表 想定する環境条件（中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ 

系） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋付属棟1階で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響を受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す） 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計と

する。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋付属棟1階に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響

を考慮した設計とする。 

また，非常用直流電源設備は操作不要である。 

基本方針については，「2.2.3 環境条件等」，「2.3.4 操作及び試験・

検査性」に示す。 

非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する同

じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備として使用する設計

とする。また，125V系蓄電地Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄

電池Ａ系・Ｂ系については，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

検査を可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 
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3.14.3.3 燃料給油設備 

3.14.3.3.1 設備概要 

燃料給油設備は，設計基準事故対処設備である２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの交流

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するも

のである。 

燃料給油設備は，軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃料移送ポン

プ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリで構成する。 

重大事故等時においては，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料

移送ポンプを用いて常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置へ，

可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて可搬型代替交流電源設備

である可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水

中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タン

ク）等へ給油する設計とする。本系統全体の系統図を，第3.14.3.3.1－1～1

－3図に，本系統に属する重大事故等対処設備を，第3.14.3.3.1－1表に示

す。 

燃料給油設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分散につい

ては，「3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。ただ

し，軽油貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等

時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方

針」に示す設計方針に適用するが，多様性，位置的分散を考慮するべき対象

の設計基準事故対象設備ではないことから，「1.1.7 重大事故等対処設備

に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散の設計方針は適用しないも

のとする。 
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なお，可搬型代替注水中型ポンプについては，「3.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則

47条に対する方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納器内の冷却等のための

設備（設置許可基準規則49条に対する方針を示す章）」，「3.8 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則51条に対す

る方針を示す章）」，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備（設置許可基準規則52条に対する方針を示す章）」，「3.11 

使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備」，「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の給電設備（設置許可基準規則56条に対する方針を示す章）」，可

搬型代替注水大型ポンプについては，可搬型代替注水中型ポンプと同様の設

置許可基準規則に加えて「3.12 工場外への放射線物質の拡散を抑制するた

めの設備（設置許可基準規則55条に対する方針を示す章）」で示す。 

また，窒素供給装置用電源車については，「3.9 水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則52条に対する方針

を示す章）」で示す。 

第3.14.3.3.1－1表 燃料給油設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

関連設備 

付属設備 ―

燃料流路 
常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 ― 

計装設備 

（補助）※１

― 

※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータ  
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 タンクローリへの給油  

 他設備への給油  

※：可搬型代替注水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用

の燃料タンク）へのタンクローリからの給油は,可搬型代替低圧電源車及び可

搬型代替注水大型ポンプと同様ピストルノズルにて行う。 

第3.14.3.3.1－1図 燃料給油設備系統概要図（1／3） 
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第3.14.3.3.1－2図 燃料給油設備系統概要図（2／3） 
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第3.14.3.3.1－3図 燃料給油設備系統概要図（3／3） 

3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 軽油貯蔵タンク 

「3.14.3.1.2 主要設備の仕様」参照 

(2) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

型  式：スクリュー型 

台  数：1（予備1） 

容  量：約3.0m３／h（1台当たり） 
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吐出圧力：約0.3MPa［gage］ 

最高使用圧力：1.0MPa［gage］ 

最高使用温度：55℃ 

設置場所：屋内（常設代替高圧電源装置置場） 

(3) 可搬型設備用軽油タンク 

型  式：横置円筒形地下タンク 

基  数：7（予備1） 

容  量：約30kL／基 

設置場所：可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）及び

可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下） 

(4) タンクローリ 

台  数：2（予備3） 

容  量：約4.0kL／台 

保管場所：可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大

事故等対処設備保管場所（南側）及び予備機置場 

設置場所：原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口  

なお，予備機置場に保管している予備機については，重大事故等発生時に

予備機置場にアクセスできないことから，その機能を期待するものではな

い。 
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3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

重大事故防止設備である燃料給油設備は，第3.14.3.3.3－1表に示すとお

り，地震，津波，火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがない

よう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する

設計とする。 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設代替高圧電源装置置

場）の非常用交流電源設備２Ｃ系，２Ｄ系及びＨＰＣＳ系と異なる区画に設

置することで，屋内（常設代替高圧電源装置置場）内の２Ｃ・２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 

タンクローリは，屋内（常設代替高圧電源装置）の２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料

移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，屋内（常設代替高圧

電源装置置場）の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料給油設備の設計基準事故対処設備との位置的分散を，第3.14.3.3.3－

2表に示す。  



3.14－144 

第3.14.3.3.3－1表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 燃料給油設備 

共通 

要因 

故障 

地震 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は，

耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である燃料給

油設備は基準地震動Ｓｓで機能維持する設計とすること

で，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのな

い設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は，

防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設

備である燃料給油設備は，防潮堤に加え，高台の常設代替

高圧電源装置置場，可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側）又は可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）

への配備により，津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である燃料給油設備は，火災が共通要

因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 

重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につい

て」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と，

重大事故防止設備である燃料給油設備は，溢水が共通要

因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 

重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につい

て」に示す）。 

第3.14.3.3.3－2表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常交流電源設備 燃料給油設備 

燃料源 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプ 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料移送ポンプ 

＜屋内（常設代替高圧電源装置置場）

＞ 

軽油貯蔵タンク 

＜常設代替高圧電源装置南側（地下）

＞ 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポン

プ 

＜屋内（常設代替高圧電源装置置場）

＞ 

可搬型設備用軽油タンク 

＜可搬型重大事故等対処設備保管場

所（西側）（地下）及び可搬型重大事

故等対処設備保管場所（南側）（地下）

＞ 

タンクローリ 

＜可搬型重大事故等対処設備保管場

所（西側）及び可搬型重大事故等対処

設備保管場所（南側）＞ 
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3.14.3.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重そ

の他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

a） 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，常設代替高圧電源装置置場南側（地下）に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，常設代替高圧電源装置置場南側（地下）の環境条件を考慮し，第

3.14.3.3.4－1表に示す設計とする。 

（57－2－4） 
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第3.14.3.3.4－1表 想定する環境条件（軽油貯蔵タンク） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設代替高圧電源装置置場南側（地下）で想

定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設代替高圧電源装置置場南側（地下）に設置するため，風

（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

b） 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設代替高圧電源

装置置場）に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，屋内（常設代替高圧電源装置置場）の環境条件

を考慮し，第3.14.3.3.4－2表に示す設計とする。 

（57－2－5） 
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第3.14.3.3.4－2表 想定する環境条件（常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋内（常設代替高圧電源装置置場）で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置するため，風（台

風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波による影響を

考慮した設計とする。 

ｃ） 可搬型設備用軽油タンク 

可搬型設備用軽油タンクは，可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側）（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）

（地下）に設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地

下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）の環境

条件を考慮し，第3.14.3.3.4－3表に示す設計とする。 

（57－2－7) 
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第3.14.3.3.4－3表 想定する環境条件（可搬型設備用軽油タンク） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）

（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地

下）で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

津波 
津波を考慮し，防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）及び可搬

型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）に設置するた

め，風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，火山の影響を受けな

い。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

ｄ） タンクローリ 

タンクローリは，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管し，重大事故等時

に，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外

の環境条件を考慮し，第3.14.3.3.4－4表に示す設計とする。 

（57－2－8） 
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第3.14.3.3.4－4表 想定する環境条件（タンクローリ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合わせを考慮し

た上で機器が損傷しないことを確認し，輪止め等により固定

する。 

津波 
津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備することに

より，機器が損傷しない設計とする。  

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪，

火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない設計とす

る。また，設置場所で想定される風（台風），積雪による荷

重を考慮した設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，中央制

御室にて操作可能な設計する。 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，設置場所にて操作可能

な設計とする。 

操作対象機器の操作場所を，第3.14.3.3.4－5表に示す。 

（57－2－4,5,7,8,57－3－13,14,57－8） 
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第3.14.3.3.4－5表 操作対象機器（軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃

料移送ポンプ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

軽油貯蔵タンク 

(軽油貯蔵タンク 

出口弁) 

弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

常設代替高圧電源装

置燃料移送ポンプ 

停止→自動

運転 
スイッチ操作 中央制御室 

可搬型設備用 

軽油タンク 

（マンホール 

 （上蓋）） 

上蓋閉→上

蓋開 
手動操作 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（西側）（地下) 

及び 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（南側）（地下) 

タンクローリ 

（車載ポンプ） 

（可搬型設備用軽油

タンクからタンク 

ローリへ給油時） 

停止→運転 スイッチ操作 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（西側） 

及び 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（南側） 

タンクローリ 

（吸排口） 

（可搬型設備用軽油

タンクからタンク 

ローリへ給油時） 

弁閉→弁開 

（可搬型設

備用軽油タ

ンク側） 

手動操作 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（西側） 

及び 

可搬型重大事故等対

処設備保管場所 

（南側） 

タンクローリ 

（車載ポンプ） 

（タンクローリから

各機器へ給油時） 

停止→運転 スイッチ操作 

原子炉建屋 

西側接続口 

又は 

原子炉建屋 

東側接続口 

タンクローリ 

（吸排口） 

（タンクローリから

各機器へ給油時） 

弁閉→弁開 

（ピストル 

ノズル側） 

手動操作 

原子炉建屋 

西側接続口 

又は 

原子炉建屋 

東側接続口 

以下に，燃料給油設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a） 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンク（軽油貯蔵タンク出口弁）は，中央制御室から操作

盤にて操作可能とし，運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作

盤のスイッチにより操作可能な設計とする。また，開閉表示により弁

の開閉状態が確認可能とすること，誤操作防止のために名称を明記す

ること，かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。 

（57－2－4） 

b） 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，中央制御室から操作盤に

て操作可能とし，運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作盤の

スイッチにより操作可能な設計とする。また，誤操作防止のために名

称を明記すること，かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計

とする。 

なお，常設代替高圧電源装置の搭載燃料の燃料貯蔵レベルに関する

警報を設けることで異常を検知し，常設代替高圧電源装置燃料移送ポ

ンプの運転状態を確認することが可能な設計とする。 

（57－2－5） 

c） 可搬型設備用軽油タンク 

可搬型設備用軽油タンクのマンホール（上蓋）は，現場にて人力で

手動操作を可能とし，開閉する設計とする。 

（57－2－7） 
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d） タンクローリ 

タンクローリは，車両として移動可能とするとともに，輪留めを積

載し，設置場所にて固定が可能な設計とする。 

タンクローリの接続操作にあたっては，簡便な接続規格を用いた専

用の接続方法により確実に接続可能とし，可搬型設備用軽油タンク及

び燃料給油を必要とする重大事故等対処設備へ燃料を給油可能な設計

とする。 

また，タンクローリは，燃料給油を行う場合，車内にある車載ポン

プのスイッチにより操作可能な設計とする。 

なお，タンクローリは，燃料給油を行う場合において，誤操作防止

のために名称を明記すること，かつ操作の際には十分な操作空間を確

保する設計とする。 

（57－2－8） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(i) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に

試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

a） 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，第3.14.3.3.4－6表に示すように，発電用原子

炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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発電用原子炉の停止中に開放検査として内部確認が可能なよう，マ

ンホール（上蓋）を設け，軽油を抜き取り，目視により内面の傷，割

れ等がないことを確認可能な設計とする。 

また，油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－4－4～6） 

第3.14.3.3.4－6表 軽油貯蔵タンクの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 漏えい確認 
油量の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

開放検査 タンクのマンホール（上蓋）から内部の状態確認 

漏えい試験 
油量の確認 

漏えいの有無の確認 

b） 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，第3.14.2.7.4－7表に示

すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に起動試験による機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

（57－4－7,8） 

第3.14.3.3.4－7表 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 機能・性能検査 
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 機能・性能検査 
運転性能の確認 

漏えいの有無の確認 
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c） 可搬型設備用軽油タンク 

可搬型設備用軽油タンクは，第3.14.3.3.4－8表に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に油量の確認及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中に開放検査として内部の確認が可

能なよう，マンホール（上蓋）を設け，軽油を抜き取り，目視により

内面の傷，割れ等がないことを確認可能な設計とする。 

また，油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－4－10） 

第3.14.3.3.4－8表 可搬型設備用軽油タンクの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

開放検査 タンクのマンホール（上蓋）から内部の状態確認 

漏えい試験 
油量の確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

開放検査 タンクのマンホール（上蓋）から内部の状態確認 

漏えい試験 
油量の確認 

漏えいの有無の確認 

d) タンクローリ 

タンクローリは，第3.14.3.3.4－9表に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に漏えい試験及び機能・性能検査が可能な設計と

する。 

タンクローリは，漏えい試験として油量，漏えいの確認が可能なよ

うに検尺口を設け，かつ，マンホール（上蓋）を設け，軽油を抜き取

り，目視により内面の傷，割れ等がないことを確認可能な設計とす

る。 

また，機能・性能検査として，タンクローリは，車両下部からの油
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漏れや走行用タイヤの状態確認をすることにより，走行可否の判断が

可能である。なお，タンクローリは，外観の確認が可能な設計とす

る。 

（57－4－11） 

第3.14.3.3.4－9表 タンクローリの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

外観検査 タンクローリの目視点検 

漏えい試験 
タンク内面の状態を目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能検査 タンクローリの運転状態の確認 

停止中 

外観検査 タンクローリの目視点検 

漏えい試験 
タンク内面の状態を目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能検査 タンクローリの運転状態の確認 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(i) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能

を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

軽油貯蔵タンクは，本来の用途以外の用途として使用する設計とす

る。 

軽油貯蔵タンクは，通常待機時には，非常用交流電源設備へ燃料を

給油する系統になっているが，重大事故等時になった場合には，軽油
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貯蔵タンクの軽油貯蔵タンク出口弁を中央制御室から制御盤にて操作

可能とし，開の状態にすることで，通常待機時の系統から速やかに切

り替えできる設計とする。 

また，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ，可搬型設備用軽油タ

ンク及びタンクローリは，本来の用途として使用する設計とする。 

なお，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，重大事故等時にな

った場合には，中央制御室から制御盤にて操作可能とすることで，通

常待機時の系統から速やかに切り替えできる。 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，重大事故等時になっ

た場合には，簡便な接続規格を用いた専用の接続方法により確実に接

続可能とすることで，通常待機時の系統から速やかに切り替えできる

設計とする。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，軽油貯

蔵タンク出口弁を通常待機時閉とし，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧

電源装置までの流路を通常待機時の系統から分離された状態から，軽油

貯蔵タンク出口弁を開に操作することにより，重大事故等対処設備とし
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ての系統構成が可能な設計とし，他の設備に影響を及ぼさない設計とす

る。 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，通常待機時に車載ホー

ス及びピストルノズルにより分離された状態から，車載ホース及びピス

トルノズルを接続することにより，重大事故等対処設備としての系統構

成を可能とすることで，他の設備に影響を及ぼさない設計とする。 

また，タンクローリは，原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接

続口において，輪留めによって固定することで，他の設備に影響を及ぼ

さない設計とする。 

他設備との隔離箇所を，第3.14.3.3.4－10表に示す。 

第3.14.3.3.4－10表 他設備との隔離箇所 

取合設備 隔離箇所 駆動方式 動作 

可搬型代替 

交流電源設備 
タンクローリ 手動 

通常待機時 

切り離し 可搬型代替 

直流電源設備 

常設代替交流 

電源設備 軽油貯蔵タンク 

(軽油貯蔵タンク出口弁) 
遠隔手動 通常待機時閉 

非常用交流 

電源設備 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 
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基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，常設代

替高圧電源装置置場南側（地下）及び屋内（常設代替高圧電源装置置

場）に設置する設計とするが，中央制御室から操作が可能な設計とす

る。 

可搬型設備用軽油タンクは，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側）（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）

に設置し，タンクローリは，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側

接続口に設置する設計とするが，いずれも放射線量が高くなるおそれが

少ない，格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に，設置場所で操作可

能な設計とする。 

操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を，第3.14.3.3.4－11表に

示す。 

（57－2－4,5,7,8, 57－3－13,14,57－8） 
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第3.14.3.3.4－11表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

軽油貯蔵タンク 

(軽油貯蔵タン

ク出口弁) 

常設代替高圧電源装置置場南側（地下） 中央制御室 

常設代替高圧電

源装置燃料移送

ポンプ 

屋内（常設代替高圧電源装置置場） 中央制御室 

可搬型設備用 

軽油タンク 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（西側）（地下） 

及び 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（南側）（地下） 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（西側）（地下） 

及び 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（南側）（地下） 

タンクローリ 

（可搬型設備用

軽油タンクから

タンクローリへ

給油時） 

可搬型重大事故等対処設備保管場所 

（西側） 

及び 

可搬型重大事故等対処設備保管場所 

（南側） 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（西側）及び 

可搬型重大事故等対処設備 

保管場所（南側） 

タンクローリ 

（タンクローリ

から各機器へ給

油時） 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

3.14.3.3.5 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a) 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，重大事故等対策の有効性評価上，重大事故等対

処設備の燃料消費が最大となる事故シナリオ（高圧・低圧注水機能喪

失，崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合），ＬＯＣＡ

時注水機能喪失，格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯ
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ＣＡ），想定事故１・２）において，その機能を発揮することを要求

される重大事故等対処設備が7日間連続運転する場合に必要となる燃料

量約755.5kLに対して，十分に余裕のある容量約800kLを有する設計と

する。 

（57－5－6，7） 

b） 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，常設代替高圧電源装置5

台分の運転に必要な容量約2.1kL／h（約2.1m３／h）に対して，十分

に余裕のある約3.0m３／hを有する設計とする。 

（57－5－21，22） 

c） 可搬型設備用軽油タンク 

可搬型設備用軽油タンクは，保守的に可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型代替注水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及び可搬型代替低

圧電源車等の可搬型設備を1セットすべて7日間連続運転する場合に必

要となる燃料消費量約168.6kLに対して，十分に余裕のある容量210kL

を有する設計とする。なお，重大事故等対策の有効性評価で期待する

設備は，上記想定内に包含される。 

（57－5－8，9） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ
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し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発

電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他

の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，燃料給油設備は

共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，非常用交流電源設備である

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプに対して，位置的分散を図る設計

としている。 

可搬型設備用軽油タンクは，軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置する

ことで，共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を

図る設計とする。 

これらの詳細については，「3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確

保」の記載のとおりである。 

位置的分散は，第3.14.3.3.3－2表と同様である。 

3.14.3.3.6 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある

容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

d） タンクローリ 

タンクローリは，重大事故等対策の有効性評価上，重大事故等対処

設備の燃料消費が最大となる事故シナリオにおいて，その機能を発揮

することを要求される可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポ

ンプ，可搬型代替注水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及びタンク

ローリ（走行用の燃料タンク）の可搬型設備へ給油する必要があるた
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め，必要な容量に対して，十分に余裕のある給油が可能な容量約4kL

のタンクローリを1台（1セット）有するものとする。なお，2セット

に加えて予備3台の計5台を有する設計とする。 

（57－5－10～14） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(i) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電

用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）

と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続するこ

とができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

タンクローリは，可搬型設備用軽油タンク及び燃料の給油を必要とす

る重大事故等対処設備に接続し，燃料を給油する系統を構成するため，

現場にて容易かつ確実に接続する設計とする。 

対象機器の接続場所を，第3.14.3.3.6－1表に示す。 

（57－2－7,8,57－3－12,57－8） 
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第3.14.3.3.6－1表 対象機器の接続場所（タンクローリ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
可搬型設備用 

軽油タンク 

可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側） 

及び 

可搬型重大事故等対処

設備保管場所（南側） 

専用接続 

（車載ホースの挿入） 

タンクローリ 各機器 

原子炉建屋西側接続口 

又は 

原子炉建屋東側接続口 

専用接続 

（ピストルノズル 

による接続） 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示

す。 

d） タンクローリ 

タンクローリは，可搬型設備用軽油タンクに接続する車載ホースを

可搬型設備用軽油タンクのマンホール（上蓋）を開けて挿入するとい

う専用の接続方法とすることで，容易かつ確実に接続できる設計とす

る。 

また，タンクローリは，燃料の給油を必要とする重大事故等対処設

備に接続するピストルノズルを簡便な接続規格を用いた専用の接続方

法とすることで，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

（57－2－8） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(i) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を給電するものに限る。）の接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 



3.14－165 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

d） タンクローリ 

タンクローリは，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備で

はないことから，複数の接続口に係る設計上の配慮は不要とする。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

タンクローリの接続場所は，「3.14.3.3.6(2) 確実な接続」の第

3.14.3.3.6－1表と同様である。 

タンクローリは，原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に

設置する設計とするが，放射線量が高くなるおそれが少ない，格納容器

圧力逃がし装置を使用しない時に，接続可能な設計とする。 

（57－2－8,57－8） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(i) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

タンクローリは，地震，津波，その他の外部事象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，非常用交流電源設備及び

常設代替交流電源設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，可搬型

重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保

管場所（南側）に分散して保管する設計とする。 

（57－2－8） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の

道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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タンクローリは，通常時は可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管しており，

想定される重大事故等が発生した場合における，保管場所から接続場所

までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよ

う，別ルートも考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海

第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で示す。 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許

可基準規則第43条第3項七） 

(i) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

タンクローリは，非常用交流電源設備である２Ｃ・２Ｄ非常用ディー
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ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプに対して，多様性及び位置的分散を図る設計としている。

これらの詳細については，「3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確

保」に記載のとおりである。 

位置的分散は，第3.14.3.3.3－2表と同様である。 
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